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同志社大学２１世紀ＣＯＥプログラム「一神教の学際的研究―文明の共存と安全保障の視点から」の２００３年

度研究成果報告書をお届けいたします。この報告書は２００３年７月にＣＯＥプログラムに選定されてから２００４年３

月までの８ヶ月間についての研究成果報告です。 

２００３年４月に設立された「一神教学際研究センター」（ＣＩＳＭＯＲ［Center for Interdisciplinary Study of 

Monotheistic Religions］）が本ＣＯＥプログラムの中心的拠点です。１７名の事業推進担当者の個々人の研究業

績については、２００３年度と２００４年度をまとめて、次年度の研究成果報告書においてご報告いたします。事業推

進担当者は神学研究科７名、法学研究科１名、アメリカ研究科２名、文学研究科１名、言語文化教育研究センター

１名と、学外から５名の計１７名のスタッフによって構成されています。 

このようなスタッフの布陣から分かるように、ユダヤ教、キリスト教、イスラームという中東生まれの３つの一神教につ

いての研究は、単なる比較宗教としての研究ではなく、３つの一神教とその文明を研究対象として、国際安全保障、

文明論、宗教と近代化･科学史など、学際的研究を行っています。扱う地域は、中東、ＥＵ、東南アジア、アメリカに

及びます。 

２００３年度には｢一神教の再考と文明の対話｣と｢アメリカのグローバル戦略と一神教世界｣の二つの部門研究

を立ち上げました。この部門研究には、事業推進担当者と一神教学際研究センターのスタッフに加えて、全国の多く

の多彩な研究者が共同研究員として参加しています（共同研究員のリストをご覧ください）。なお、一神教学際研

究センターの諸活動の詳細については、ウェブ･サイト（http://www.cismor.jp/）を是非ご覧ください。 

本報告書では、一神教学際研究センターが主催した講演会、部門研究、国際ワークショップの講演、発表、コメント、

ディスカッションを収録いたしました。本報告書によって本ＣＯＥプログラムの研究活動をご理解いただければ幸いです。 

本ＣＯＥプログラムは同志社大学大学院神学研究科を中核的拠点としており、神学研究科の研究・教育と密接

に連動しています。同志社大学大学院神学研究科は、従来からキリスト教神学とくにプロテスタント神学を中心とし

た研究と教育を行ってきました。「一神教の学際的研究」がＣＯＥプログラムに採択されると同時に、神学研究科は

その研究・教育領域を一神教研究に拡大いたしました。２００３年度には、２名のイスラーム思想研究者と１名のイスラ

ーム地域研究者を、神学研究科の専任教授として採用いたしました。そのうち２名はムスリム（イスラーム教徒）です。

キリスト教神学研究科として、３名のイスラーム研究者を専任教授として擁している研究機関は、世界でもほとんど

存在しません。 

一神教学際研究センターとともに、神学研究科が研究・教育の対象を一神教研究に拡大したことには、いくつか

の理由があります。第１に、時代の要請です。｢９・１１｣とイラク戦争、その背景としてのパレスチナ問題は、今日の世

界の平和と安全保障に大きな影響を与えています。そして、それぞれの問題に３つの一神教が密接に関係してい

ます。しかし、日本において、あるいは世界のどの地域においても、３つの一神教について、同時に本格的に学ぶこ

とのできる研究・教育機関はほとんどありません。 

第２は神学研究科としての社会的貢献です。日本社会に対して一神教についての的確な情報を発信するだけ

でなく、世界における一神教研究の拠点としての役割を果たすことを願っています。欧米キリスト教世界とイスラー

ム世界は、十字軍以来、今日に至るまで、対立・抗争の歴史をたどってきました。日本は歴史的・地政学的に、この対

立・抗争の歴史の外に位置してきました。この幸運を責任に変えて、一神教世界間の「仲介者」としての役割を果

たしていきたいと願っています。 

第３はキリスト教神学の再検討です。ここ数十年の間に、キリスト教神学においても他の宗教との対話を求め、そ

のことを通じてキリスト教神学そのものを見直そうとする「宗教の神学」や「対話の神学」の試みがなされてきました。

しかし、その成果は十分であるとは言えません。諸宗教、諸文明の共存が絶対的要請となっている今日の状況にお

いて、キリスト教神学の今後のあり方を探ることは、緊急の課題であると考えます。 

はじめに 
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２００３年度の一神教学際研究センターの最大の研究事業として、２００４年２月２０日と２１日の両日、国際ワークショ

ップ「宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答」が京都において開催されました。１２カ国から２３名の研究

者と大学院後期課程の学生が参加し、日本からの研究者、大学院生とともに活発な議論が交わされました。海外

からの参加者には、Ｍ・ユルゲンスマイヤー（アメリカ・宗教と暴力）、Ｕ・キング（イギリス・女性神学、平和学）、Ｊ・ジョン

ソン（アメリカ・正戦論）、Ｉ・パッペ（パレスチナ・ハイファ大学）、Ａ・ボルージェルディー（イラン・内務省）、Ｓ・クフタロー

（シリア・クフタロー財団）、Ｈ・ハナフィー（エジプト・カイロ大学）など、世界を代表する宗教研究者や宗教者が含まれ

ています。 

２日間に行われた４つのセッションのうち、最初のセッションは公開シンポジウムで行われ、約３５０名の参加者があり

ました。第２セッションから第４セッションまでは非公開で行われましたが、発表、コメント、討論の内容については本報

告書に収録されています。追って英語とアラビア語の分冊も刊行の予定です。非公開セッションのテーマは、「イス

ラームと戦争・暴力」、「キリスト教と戦争・暴力」、「９・１１以降の平和の模索」でした。 

イスラームにおける「ジハード」、キリスト教における「正戦論」と「平和主義」について、歴史的、神学的に分析を

行い、議論されました。また、パレスチナ問題、｢９・１１｣、イラク戦争という具体的な状況の中で、それぞれの宗教の戦

争理解がどのような意味を持つのかについて、白熱した議論が交換されました。諸宗教間の対話は、ともすれば対

話できる相手のみとの対話となり、しばしば「サロン的」対話となる傾向があるのですが、今回の国際ワークショップ

では、かなり厳しい相互批判と、ある時には、同じ宗教内における戦争理解の相違による同一宗教内の白熱した議

論も見られました。 

インターネットが発達した今日、情報のボーダレス化について語られることが多いのですが、実際は、インターネットに

おいても英語圏とアラビア語圏の間の情報交換はほとんどありません。ユダヤ教・キリスト教・イスラームの３世界にお

いて、いまもっとも必要とされていることは、相手が何を考え、何に怒り、何を望んでいるのかについて、相互に正確

な情報を共有することであると思います。今回の国際ワークショップでは、日本語・英語・アラビア語の同時通訳を導

入しました。すぐれた同時通訳者のおかげで、所期の目的は果たされたと考えています。 

国際ワークショップなどの人的交流を基礎とし、また、事業推進担当者のこれまでの研究交流を手がかりとして、

中東、アメリカ、東南アジア、ＥＵの大学院や研究機関との共同研究や研究交流の可能性について、数度にわたる

現地訪問と調査を行いました。 

本ＣＯＥプログラムの教育における目的は、文明の衝突が厳しさを増している状況の中で、文明の共存のために

働くことのできる「スペシャリスト」を養成するところにあります。大学院生各自が一神教研究と関連する自分のテーマ

を研究することはもちろんですが、将来、文明の共存のスペシャリストとして働くための基礎となるのは、対話のための

語学の習得にあると考えます。２００３年度はアラビア語および会議英語のインテンシブ・コースを設置し、大学院生の

語学能力を高めることが図られました。２００４年度には現代ヘブライ語のインテンシブ・コースも計画する予定です。 

引き続き、本ＣＯＥプログラムと一神教学際研究センターへの注目とお励ましを、心からお願い申し上げます。 

 
同志社大学２１世紀ＣＯＥプログラム 

「一神教の学際的研究」拠点リーダー 
一神教学際研究センター長 

森　孝一 

5





１．公開講演会報告 



公 開 講 演 会  

日 時  

会 場  

講 師  

コメント 

司 会  

講演の概要 

宗教改革発祥の地であり、キリスト教国として知られているドイツは、同時に、ユダヤ人やム

スリム他、種々の宗教文化を持つ人々の住む多文化社会である。ドイツ、ヘッセン‐ナッサウ

福音主義教会の指導的地位いるシュタインアッカー氏が、この国における多文化共生の試

みと課題を宗教、社会、文化を視野におさめて説明した。 

公開講演会 

スケジュール 

１:１５～１:２０　挨拶 
１:２０～２:００　ペーター・シュタインアッカー 
 「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：対話と対決における一神教諸宗教」 
２:００～２:１０　休憩 
２:１０～２:２０　コメント　中田 考 
２:２０～２:４５　質疑応答 

／２００３年１０月２日（木）　午後１時１５分‐２時４５分 

／同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

／ペーター・シュタインアッカー（ヘッセン‐ナッサウ福音主義教会監督） 

／中田 考（同志社大学神学研究科教授） 

／水谷 誠（同志社大学神学部教授） 

「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム： 
対話と対決における一神教諸宗教」 
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「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：
対話と対決における一神教諸宗教」

9

西欧の多元的社会は、多様な基本的立場、考

え、人生観、世界観や宗教が受け入れられる中で

その営みがなされています。この営みは、自立した

市民が形成する公共社会の中で、その相互関係を

解きほぐしつつ、寛容の推進を目指して構築されて

いかねばなりません。この営みに、相違を発展的に

解消し軍事力ではなく公共世界の議論のルールに

従い、文化的に、宗教を信じる者とそうでない者と

が互いに平和的に生きることができる力を内に有す

る諸宗教は参与してきました。

Ｉ
２００１年の９月１１日に私たちが直面したのは、ハ

イテクと前近代というかけ離れた二つの時代性が

同時に現れたこと、すなわち宗教を伴った政治権

力とテロリズムの暴力との絡み合いでした。暴力を

宗教が身にまとい得るという事態は、今日にいたる

まで宗教批判の対象であり続けてきました。ニュー

ヨークとワシントンであの恐るべき罪を犯したテロリ

スト、ビン・ラーディンとそのグループは宗教的な動

機から殺人者となりました。彼らは自らを神に捧げ

た殉教者としてパラダイスにいたる直接の道を勝ち

取った、つまりこの場合にはイスラーム的な特徴を

持つ普遍的な世界の救いを勝ち取ったという確信

の中で行動しました。彼ら自身は、それでもって善

なる、愛国主義的な行為、それでもって聖なる行為

を成し遂げたと考えました。いかなる批判にも耳を

貸さないこの意識の中で彼らは自らと共に人 を々死

へと引きずり込んだのです。その際に彼らが一貫し

て甘受したこと、それは、自分たちの宗教を受け入

れた信仰者をも殺すこと、まさにムスリムにとって深

刻な罪を犯すことでありました。

この恐るべき出来事に最初に反応して、ブッシュ

大統領の口から十字軍という強く重荷となる言葉が

出されました。この言葉もまたキリストの十字架を引

き合いに出すことで宗教的でありつつ、また暴力性

に充ちています。アメリカの大統領はこの言葉を使用

したことに弁明を加えましたが、この言葉は世界中

に拡がりました。それは中世における戦線構築の反

復であるかのように響きました。つまり、カリフ国家の

理念に展開されたような、「イスラームを全世界に行

き渡らせよ」との神的な託宣に基づいた世界征服の

観念を持つイスラーム帝国主義に、キリスト教世界が

宗教的な根拠を持つ十字軍の観念でもって応答す

るというものです。しかしそれは、実際のところでは、

地球上の多くの国々で繰り返しなされるキリスト教徒

とムスリムの間での殺し合いであります。

イスラエルとパレスティナでは、途方にくれつつ全

世界は終結しようとしない暴力の渦の前にあります。

疑いもなくここでもあらゆる側面で政治的な目標が、

宗教的な根拠づけと救いがたい仕方で結びつい

ています。このことはエルサレムを要求することばか

りでなく、とりわけ宗教的な根拠を持つイスラエルの

国家哲学とそれから導き出された国境線にも表れ

ています。そして北アイルランドでの、言及だけして

おきますと、カトリックとプロテスタントの憎悪にゆが

んだ表情にはもはや平和を造り出す人を祝福する

主を認めることができません。諸宗教とその社会的、

ヘッセン‐ナッサウ福音主義教会監督

ペーター・シュタインアッカー
Peter Steinacker

「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：
対話と対決における一神教諸宗教」
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政治的な影響は世界中のテロ、死、破壊の中心的

原因だと思われるのです。

この背景を念頭に置くならば、みなさん方が私に

与えたテーマは、単に型通りの祝辞とのいかなる混

同も許さない厳しさを持っています。それどころか、

一神教諸宗教、いや宗教一般が（ヒンズー教徒や仏

教徒は別のタイプの宗教ですが、争い事に充ちたこ

の世界に在りうべき平和にも関与しています）互いに

どのような関係にあるのか、それらの対話、それらの

対決はどのような様相を見せるのか、この関係や様

相を通して、同時に、私たちのこの一つの世界がそ

こにある諸問題と不正義に対して戦いを挑み包括

的に平和を目指すことができるのか、あるいはこの世

界が血と暴力の静まることのない犠牲でもって自分

自身を混沌の中に貶めていくのか、そのいずれであ

るのかが決定的に決まっていくのです。

社会の諸状態は人間のもろもろの信念と関係し

ます。この信念は人間を行動へと突き動かすもの

です。人間は誰でも、行動のために、倫理的な方

向づけを持つ信念に依拠します。誰でもその人生

を単に形だけの教養とか専門知識でもって形作る

ことはできません。宗教のすぐれて社会的な機能は、

人間が一般に行動にいたることができるために、方

向づけを行うこのような信念というものを成立させ、

成長させ、成熟させることにあります。方向づけるこ

の信念が重要であるならば、当然のこととして諸宗

教の併存には対決と共に対話の両者が必要だとい

うことが明白になります。重要なのは真理です。そ

してこの真理要請は、ただひたすら自ら以外に救い

の道はないという一神教宗教の普遍的な要求に根

差しています。

ＩＩ
三つの一神教宗教のすべてが内に抱く普遍的

な要求によれば、彼らの拠って来る由来である神

による救済、彼らに約束された救済は、人間のす

べて、宇宙全体を包括的に視野に入れています。

これらの宗教すべては、真実の生を所有しており、

この真実の生はこの世界、その堕落、艱難に際し

てそれに帰依する人 に々力添えを与えることができ

ると主張します。そしてこれらの宗教は、この世界

への、ひとりの神のただ一回かぎりの救いにあふれ

た介入を根拠にしてこの真実の生を導き出します。

その主張によればこの救いにあふれた一回性には

絶対的な真理があります。たぶんユダヤ教は例外

ですが、これらの宗教がこの独占的な要求を世界

中に宣教活動を通してあまねく主張するのは、近代

の一つの特徴です。その際に、三つの一神教宗教

の間には特徴的な相違があります。

キリスト教は、宣教は洗礼を通して人々をキリス

トの救いの中につなぎ止めるために、イスラームは

知性を通して確信にいたった結果としてアッラーの

意志に従属するように動かしめるために、他の信

仰を持った世界と人々に向かって拡張していきま

す。イスラームは自然的人間の宗教であり、イスラー

ムにとって唯一大切なことは、啓示を覆い隠し、人

間の人間たることを覆い隠してしまった他の宗教の

暗闇を照らし出すことにあります。「宗教人つまりイ

スラームでない人間は人間ではない」。いずれに

せよ、１９７６年になってもイスマーイール・アル・ファー

ルーキー（Isma’il al Faruqi）はそのように記したの

です。キリスト者になるということは、本質的にイエ

スにおいて世界に向けられた神の慈しみを今日聖

霊において新たにし、存在の根拠ならしめるイスラ

エルの神、イエス・キリストの父なる神を信頼するこ

とです。ムスリムになるということは、アッラーに従う

ことです。アッラーご自身は必要な洞察をもたらし

ますが、洞察というものは自由の要素をうちに含ん

でいるので、「宗教にはむり強いはない」（クルアー

ン第２章２５６節）のです。

ユダヤ教では、イスラエルの神が贈与する真実

の生命に非ユダヤ教徒が与ることは、拡張ではな

く統合だと考えられています。神（アドーナイ）がシ

オンに救いを築いた後に、地上の民はそこに向か
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って巡礼の旅を続けます。「彼らは剣を打ち直して

鋤とし槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かっ

て剣を上げずもはや戦うことを学ばない」（イザヤ２

章２-４節）のです。

この三つの一神教宗教が要求する絶対的真理

と独占的な救いの道は、歴史の中で激しく血なまぐ

さい抗争を引き起こしました。この原因は、一方で

は潜在的に不寛容な一神論自体の中に、他方では

神権政治の意味で宗教が政治権力と絡み合うとこ

ろにあります。ただひとりの神しか存在し得ないの

であれば、救いの道や世界の支配を他の神が要

求することはことごとくそのひとりの神に対する抗議

となります。「諸宗教の絶対性要求は、それゆえに、

自分の宗教には拒みがたいことであり、他のあらゆ

る宗教に対しては共感して認めることのできないこ

とです」。それゆえに宗教的な救済の約束は、それ

が組織的に形成されて社会的に倫理・道徳として

働く時には、不可避的に力と結びつきます。このこ

とだけでは、しかしまだ当然の道筋としては、宗教

あるいは宗教人の宗教的、政治的な権力への参

与が暴力へと豹変することはありません。

しかし歴史が私たちに教えるように、その境目は

流動的です。新約聖書の報告によれば、キリスト教

がなおユダヤ教の分派であった時代には、ユダヤ

人や古代諸宗教、後にはローマの国教による血な

まぐさい迫害がありました。コンスタンティヌス大帝

時代の転回以降には、キリスト教が強制した洗礼

執行、十字軍、ユダヤ人迫害の歴史が知られてい

ます。それらはいつまでも残る傷跡です。疑いもな

くこの経緯に関係するのは、ユダヤ教とキリスト教

の基礎テキストである聖書の中に寛容への推進力

が欠如していることです。

もっとも旧約聖書には寛容理論が欠如している

にもかかわらず寛容の状況というものが存在しま

す。この状況はバビロニア捕囚におけるイスラエル

の実際の寛容経験に連なるものです。紀元前５４６

年のペルシア王キュロスを救済史の思想に秩序づ

け、捕囚者に自由をもたらしそれに伴ってイスラエ

ルを民衆世界に融合させたことで、宗教的不寛容

にもかかわらず、それと同時に「国家の寛容」がイ

スラエルに可能となります。これに反して、アウグス

トゥス以後のローマ皇帝時代に栄えた宗教文化の

中で私たちが新約聖書から見いだすのは、少数派

として誠実に慎み深く振る舞い（たとえば１ペテロ３

章８-１７節）、神に任命されたこの世の支配者であ

る皇帝に敬意を抱くように（ローマ１３章）という教示

でしかありません。しかし、宗教という事柄には厳

しい不寛容があります。礼拝式典についての対話

的協調はありません。他の宗教は不信仰なのです。

たぶんルカの報告するアレオパゴスでのパウロの

演説はいくばくかの例外です。パウロが「神はわた

したち一人一人から遠く離れておられません」（使

徒言行録１７章２７節）と言った時に、彼は古代の諸

宗教を念頭に置いていました。

イスラームは少しばかり別様に考えます。イスラー

ムもまたその歴史の中で繰り返し宗教を権力や不

寛容に結びつけてきました。とりわけその多様な教

派相互の間においてそうです。カリフ国家の宗教

的観念、とくに最初の数世紀と近代の刷新運動に

おいて信仰を広めるために軍事力を投入したこと

はそれを示しています。この「聖なる戦争」という形

態は「ジハード」という多義的な概念の中の一つの

観点を提供しています。この概念は翻訳すれば

「神の事柄のための招集」という意味であり、自己

の不信仰な性質に抗う戦い、神認識をめぐる戦い

として内面化されて理解することもできます。言うま

でもなくイスラームは武器を使って拡がってきたば

かりではありません。しかし、最初の数世紀ではイ

スラームの支配領域の拡大という課題が国家に課

せられていました。それはクルアーンに参照箇所を

持ち、イスラーム法に明確に定められていました（ク

ルアーン９章５節、２９節、４章９５節以下など）。

この神の独占的排他性はイスラームのウンマにお

ける共同体の統一を前提にしています。というのは、

「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：
対話と対決における一神教諸宗教」
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唯一無二の法典の「シャリーア」は宗教的根拠を持

ついかなる違反をも許さず、神学を直接に世界を

秩序づける法だと見なすからです。ウンマは常に政

治的共同体と宗教的共同体を一つだと見なしてき

ました。独占的排他的な救いの経験から必然的に

三つの一神教宗教の対決が生じます。なぜなら、

それらに共通する基本的前提に従えばただひとり

の神しか存在しないからです。キリスト教の三一論

もまた同じです。争いは避けられないのです。しか

しその争いは必ずしも必然的に不寛容ではありま

せん。それは発展的に解消可能です。

ＩＩＩ
こうして決定的な問題を設定することになります。

すなわちこの三つの一神教宗教がそもそも対話可

能であり多元主義の能力を持っているのかどうか、

持っているとすればどの程度そうであるのかという

問題です。事実上、すべての一神教は教派、法学

派、伝統という点で内側に多元主義を包み込んで

生きています。しかしここでも寛容への道は苦労の

多いプロセスです。アフガニスタンをめぐる争いで

は、たとえばシーア派のイランはスンナ派のタリバン

よりも、むしろ忌むべき西欧の側に接近しています。

もし絶対性を独占的に要求することによって、諸宗

教の多様性を突き破ってその背後に横たわる共通

性にいたる抜け道が遮られるならば、対話、寛容は

どのようにして可能なのでしょうか。確かに具体的

な諸宗教の背後に横たわる神性の一致は諸宗教

間、すなわち諸民族間の平和を求める対話遂行の

ためのモデルとして繰り返し通用してきました。三つ

の一神教宗教を相互関係に置くこのモデルとして、

古典的にはレッシングの戯曲『賢人ナータン』に物語

られている指環のたとえ話があります。

計り知れない価値を持ち奇跡的な力を持つ指

環が何世代にもわたって父親からその最愛の息子

へと継承されています。さて、ある父親は三人の息

子のいずれが自分にとって最愛の者であるのか決

め難い状況にあります。そこで父親は本物の指環

の非常に精確な模造品を二つ作って、息を引き取

ります。息子たちそれぞれは遺産として本物の指

環を所有していると思い込みます。そしてある裁判

官の前に集まります。この裁判官も当然のことなが

ら本物の指環を模造品から区別することができま

せん。しかし、すぐに名案を思いついて、三人の息

子の申し立てを退けようとします。本物の指環は

「神と人を前にして心地よくする」という奇跡的力を

持っています。それゆえに相続した指環が本物で

あることを証明するのは生活上の実践であるので

す。こうして彼は三人に次のように助言します

さあ！いずれも精出して、

身びいきのない無我の愛を欣求
ご ん ぐ

するがよい、

めいめいが自分の指環に鏤
ちりば

めてある宝石の力を顕
示するように励み合いなさい。

――そして柔和な心ばえ、

和らぎの気持ち、善行、

神への心からなる帰依をもって

その力を助成しなさい。

（『賢人ナータン』（篠田英雄訳）岩波文庫、第三幕第六場の
ナータンの言葉、１１５頁）

このたとえ話を使ってレッシングが語ろうとするの

は、いずれの宗教が真実のものであるのかは宗教

哲学的に決定し難いということす。それだけでなく

さらに、一神教宗教を識別する伝統やしきたりの背

後には愛の根源宗教があります（古い、本物の指

環、柔和な心ばえ、和らぎの気持ち、善行、神への

心からなる帰依）。つまりレッシングは啓蒙の宗教批

判を宗教の脱構築として受け入れ、宗教の本質を

絶対的で独占的な啓示要求を伴う理論から人間

的な実践へと移行させました。

宗教から道徳が現れ出る。それは誤解ですが、

宗教特にキリスト教会の課題はとりわけ道徳に関心
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「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：
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を持つことだという観念の中に今日もなおしつこく生

きています。レッシングによれば、理性的な愛の宗

教は争い合いの中で困難になっている諸宗教了解

の地平を人間性の尺度として提供します。この理性

的宗教はその時々の絶対性要求を解消し、寛容の

根拠となります。

レッシングの寛容モデルは、その時代には、諸宗

教の相互関係やヨーロッパのキリスト教各教派を顧

慮したときに有用であり、また焦眉の課題でした。

しかしレッシングのこの寛容モデルは、私たちの多

元的で世俗化した――あるいはユルゲン・ハーバマ

スが最近議論を喚起したように――「ポスト世俗化

した」社会ではその任に堪えないものです。それに

はいくつかの根拠があります。三つの一神教宗教

の核心は愛であるというレッシングの判断は、宗教

史的に言えば、適切ではありません。

ユダヤ教の核心は愛ではありません。それは神

の民とその世界にトーラーにおいて神が恵みを差し

向けることです。キリスト教の核心は愛ではありませ

ん。それはただ信仰に基づいて贈られる神の義な

のです。そして、イスラームの核心は愛ではありませ

ん。それは「法の導き」によってアッラーに身を捧げ

ることです。もちろんこれら三つの宗教のすべては

それぞれの根源となる核心から敬虔な実践の生活

を紡ぎだします。しかしその根源は道徳ではなくそ

れぞれの神の現臨であり、この現臨から愛が生じ

ます。もっともこの愛の形態もそれぞれでずいぶん

と異なるものです。

さて、一層重要なことは、多元的社会を担うこと

になる寛容概念の決定的な前提、すなわち実際に

異なる基本的立場を受容するという前提をレッシン

グは身につけていないことです。そのような多元的

社会をレッシングはまだ知りませんでした。レッシン

グが試みるのは、宗教相互の他者性をただ歴史的

に身にまとった衣装としてのみ理解して、他者性と

いうものを多かれ少なかれ偶然的に生成したものに

矮小化し、その背後に真実の一致――つまり諸宗

教の隠れた同一性――の輝きを見ることです。一

致形成のための決定的な土台といえる、他者の他

者性の受容は認容されず、そこに向かってひたすら

努力しなければならない理想的な愛の根源宗教と

いう作業仮説によって代替されます。実践理性は宗

教を批判的に分析して人間、神々、諸宗教すべて

の隠れた同一性を明らかにするのです。

クルアーンの中にも諸宗教が倫理的に競い合う

という思想が存在します。第二章には正しい祈り

の方向はどちらであるのかということについての議

論が見出されます。ムハンマドはまずは天に向かう

祈りの態度を指定します。それからメディナへの移

住の後には、エルサレムをユダヤ人獲得のための

収斂点（vanishing point）だとします。最後にしか

しクルアーンの啓示はメッカのカーバに向かう祈り

の方向（キブラ）を決定的なものだと断定します。

（クルアーン２章１４４節）。そうするとこの祈りの方向

は隠喩的に一つの目標に向かう人間一般の道徳

的努力に転用されます。この努力について言える

のは「たがいに競って善行にはげめ。おまえたちが

どこにいようと、神はおまえたち全部をひとところに

寄せ集めたもう。まことに神は全能であらせられる」

（クルアーン２章１４８節）ということです。

アッラーご自身が導き寄せる諸宗教の一致、善

を目指すあらゆる人間の一致を顧慮して対決を平

和的な競合にいざなうこの思想は、神学的にはイ

スラームの寛容思想に転用され、啓典（聖書の）宗

教――ユダヤ教とキリスト教――やゾロアスター系

の諸宗教に対峙します。この寛容は同権を意味し

ません。なぜならクルアーンに集められたアッラー

の啓示は「アッラーの前にあったものの確証（先に

あるものの確証）」（クルアーン２章９７節）であると

同時にそれを凌駕し廃棄するものでもあるからで

す。ユダヤ人とキリスト教徒は時間の移ろいの中

で彼らの聖典を歪曲したので、アッラーは新たに

着手する必要がありました。ムハンマドの派遣と

彼に対するクルアーンの啓示は、この宗教の歴史
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の頂点であり凌駕するもののない完成です。そし

てイスラームに反対しない限り、名を挙げられた啓

典（聖書の）宗教――ユダヤ教とキリスト教――は、

そこにもアッラーが働いているので明らかに保護

されるべきものとなります。

アラブ・エジプト共和国の宗教大臣であるマフム

ード・ザクズーク（Mahmoud Zakzouk）はこのクル

アーンに基づいて二重の寛容概念を発展させまし

た。この二重概念で彼が示そうとするのは、イスラ

ーム宗教は理論において――たとえ必ずしも実践

ではないにしても――近代的、つまり多元的な国家

の基礎を据えることができるということです。ザクズ

ークは普遍的に付与された人間的理性的才能に

基づいてあらゆる人間が義務として負うべき寛容

と、その才能の特別の場合である宗教的寛容を区

別します。ザクズークに従えば、私たちは絶対的に

正しく、「完全な真理を所有している」と請け合うこ

とはできないから、この普遍的な理性的能力は寛

容へ強く導きます。そして、アッラーはすべての人間

に正しく振る舞うことを要求しますが、このような振

る舞いはたとえ制限付きのものであるにしても、理

性の洞察能力を必要とします。それゆえに正しく振

る舞うという企ては普遍的な寛容の尺度となりま

す。「他者に対する寛容は正義に他ならない」ので

す。この宗教的な戒めである寛容に、「イスラームの

教えに従えば原理的に神にいたる適切な道である

啓示宗教のすべては」該当します。そして当然のこ

とながら預言者ムハンマドは初めから宗教的寛容

と信仰の自由――つまり宗教多元主義――という

事態を主張したのです。

預言者がメディナで建てた神権国家はアラブ人

とベドゥインの部族宗教に対しては全く寛容ではな

かったこと、ユダヤ人とキリスト教徒を同権の市民

としてではなくただ制限された市民権と制限された

宗教の自由を持つ「保護されるべき者」（ジンミー）だ

と次第に強く見なしてきたこと、今日までイスラーム

諸国に通用しているこのことや啓典（聖書の）宗教

以外のものはたいてい容認されないこと、そういっ

たことを度外視すれば、イスラームの寛容思想もま

た他者である異国人の他者性のままでの受容では

なく、神性と関係した平等観念に基づきます。なぜ

なら啓典（聖書の）宗教においてもクルアーンに最終

的に自己を啓示したアッラーは啓示しています。そ

れらの宗教の内に働く神は決して未知の神ではな

く、ひとりの唯一にしてすべてに慈しみを向ける存

在であり、その目指すところは「多数の一致」として

のこの世界と共にあります。

それゆえに、レッシングの場合と同じようにクルア

ーンにおいても、またクルアーンに基づく近代のイス

ラーム神学においても、私たちは一つの寛容概念を

見出します。それは「相違の発展的解消」という社

会的課題をあらゆる違いを包み込む神学的、宗教

的平等によって達成しようとします。つまり、すべて

の啓典（聖書の）宗教は、たとえそれが簡略化され

歪められた形態であっても、要するに「イスラーム」な

のです。しかしこのような仕方では、あらゆる宗教に

宗教として認められるべき、宗教に属する絶対性要

求と多元的社会に必要な寛容を互いに調和させる

ことはできません。この理論に基づいては、生きる

ために必要な洗練された仕方での対話と対決の同

時進行、共生と相違の同時進行、開放と統一の同

時進行はありません。このような平等に基づく寛容

の観念は諸宗教の間に平和を達成することはおろ

か維持することもできません。社会の世俗化が進展

する一方で、他方ではその社会の中で諸宗教は引

き続き存続していきます。このような仕方では、国家

神学に頽落することなく、憲法にかなった国家と宗

教の分離を跳び越えようとすることなく、社会的な

「常識（Common sense）」の形成に向かって共に

働くという諸宗教の社会的役割をはっきりさせること

はできません。

IV
このことに成功できるのは、唯一「原理的に多元
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主義」ないしは「多元主義を立場として取ること」

（positioneller Pluralismus）を遂行できる諸宗教

以外にありません。これらの諸宗教のみが、不安

定な多元的世界観に対する二つの災いに充ちた

不安に発する反応を回避することができるのです。

この反応は諸宗教すべてに存在する「何をしてもか

まわない」という相対主義や原理主義によって思

い知らされているところです。

この両者はすぐれて近代の現象です。一方では、

すべては同じ価値を持ちすべてはどちらでもかまわず

基本的に大した問題ではありません。他方では、焦

点となる唯一の真理のみ、つまり異なる真理確信の

すべて、世界の無限の多様性というものを強制的に

閉め出して得られる産物のみが大切です。相対主義

が、個別の局面が集まってできた荒れ果てた廃棄物

の中でそれぞれの「ふるさと」を見失っているとすれ

ば、原理主義は分派的なサブカルチャーという要塞

の中に自己自身を閉じ込め、自己自身の外側にある

ものすべてを誤謬に捉えられた蒙昧であり悪の国だ

と弾劾します。この相対主義や原理主義はすべての

宗教、すべての文化にまとわりついています。

このような「多元主義の立場を取る」という姿勢

は三つの本質的特徴を持っています。

1. 
この多元主義は、自己の宗教の独占的な真理

要求を確信しています。そしてそこから他のすべて

の宗教を評価するための展望を得ています。その

神において唯一専一の救いが現在しています。ユ

ダヤ教的であるとは、「聞け、イスラエルよ。我らの

神、主は唯一の主である」（申命記６章４節）という

ことです。キリスト教的であるとは、「わたしは道で

あり、真理であり、命である。わたしを通らなけれ

ば、だれも父のもとに行くことができない」（ヨハネ１

４章６節）ということです。すなわち宗教改革的信

仰の頂点、「ただキリストのみ」ということです。そし

てイスラーム的とは、「イスラーム以外の宗教を求め

る者は、何一つ受けいれていただけない。そのよ

うな者は来世で損をするだけ」（クルアーン３章８５節）

ということなのです。

これらすべての宗教に認められる独占的な真理

要求は、しかし同時に、それがなければ相互宗教

間対話を不可能にし無益にする真理展望をももた

らします。「その時々の対話のパートナーが自ら自身

の立場を互いに自分で定義し合える時に」初めて

対話が可能になります。このことの前提として踏まえ

ておくべきは、絶対的な真理要求は神の自己開示

に関してのみ妥当し、私たち人間の宗教的な諸制

度、たとえば教会や道徳やしきたりのようなものに関

係しないことです。そして諸宗教はこの比較を絶す

る相違について、異なる神とそれに帰依する者の

他者性について、そのままであり続けてよいと互い

に認め合わねばなりません。

この真の対話の目標が、暴力を使わないで争い

を解決することであり相互理解を常に拡大していく

ことであるにしても、相互の完全な理解の限界とな

る枠はそれぞれの神の神たる有り様にあります。ア

ッラーを「理解する」とは他者にとってはアッラーを信

仰するということ以外にありません。キリストを「理解

する」とは他者にとって十字架と復活のメシアたるキ

リストを信仰するということ以外にありません。イスラ

エルを選びイスラエルにシナイでトーラーを与えた神

を「理解する」とは、この神を信仰すること以外にあ

りません。「イスラエルの信仰の歴史には、ただイス

ラエルの視点でのみ認識可能な何かがあります」

とかつてマルティン・ブーバーは記しました。

2. 
立場としての多元主義の前提は、それゆえに他

者を他者のままに受容するという寛容です。寛容

とは、イスラームの寛容思想が少なくとも認容する

ように別の基本的姿勢（立場）を甘受することでは

なく、原理的に同一の立場に立つことです。この立
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場は、宗教と国家を分離するけれども共同作業を

締め出さない公的団体の中でのみ達成可能です。

この土台に基づいて幼稚園から墓場までの共同

作業に多様な可能性が生じるのです。

奇妙なことに、この原理的な同権性は、誰でもが

認める「拒絶の要素」から生じています。寛容とは、

すべてが無意味に無差別に同じということではあり

ません。寛容は他者としての他者を受容する中に必

然的にこの拒絶の要素を含んでいます。もしそうで

なければ、他者の基本的立場は一方にとってはど

うでもよいものとなり、彼は彼自身の原理に矛盾を

きたすことになるのです。寛容におけるこの拒絶の

要素が現実の対話と対決を進め、社会関係を動か

し形成するために、対話のパートナー、論敵、競合

相手に対し宗教的な相違にもかかわらず非宗教的

次元での原理的平等を認めねばなりません。それ

こそが生活設計と人生の目標における対立と矛盾

を知性的に許容するものなのです。

世俗化した西欧社会では、相違を許容し、また

相違を同時に洗練されたものにしていくこの平等

は、すべての人間の法の前の平等、基本法（憲法）

に根差した人権の平等として表現され、どのような

神にも依存しません。ユダヤ人、キリスト教徒、ムス

リム、火の神を崇拝する人 （々ゾロアスター教徒）、

無神論者は多元主義においてすべて同じ権利と

尊厳を有する公民なのです。この多元的社会に無

条件に必要な他者の自律性、資格認知の多様性、

象徴的世界、哲学、学問の多様性といったものの

前提であり結果でもあるのがこの平等なのです。

「多元的社会では行為の根拠づけにいかなるコン

センサスも要求されてはならない。おそらくしかし、

共通の目標についての実践的コンセンサスは実際

の協力作業のために可能でなければなりません」。

すなわち、自己と教会や宗教組織など自己の所

属する共同体との間、社会とその規範との間を分

離せずに意味ある仕方で区別することのできるたぐ

いの宗教のみが多元主義を遂行することができま

す。キリスト教世界はこのことを血なまぐさい教派戦

争と啓蒙の経験を通じて苦労しつつ学ばなければ

なりませんでした。寛容はキリスト教世界がその基

礎となるテキストに基づいて単純に手にしうる原理

ではありません。西欧世界における人権はヨーロッ

パ文化の根本的規範的な危機への回答であり、本

質的に教会に対する戦いでありました。しかし諸教

会や西欧のユダヤ教諸組織はこの社会的な進展

に応答し多元主義国家の二つの重要な原理、つま

り国家と教会の原理的な分離と消極的、積極的両

面での宗教の自由を支持することになりました。これ

に関連して、福音主義（プロテスタント・キリスト教）

の神学者として私はみなさん方に、プロテスタント宗

教改革はこの方向において比肩するもののない成

果を挙げたことを指摘いたします。

この二つの原理についておおかたのイスラーム

の諸国家は大きな問題を抱えています。なぜなら、

これらの原理を土台にしたならば、多元主義国家

における人権概念とその射程内に置かれるのは、

「世俗的規範的スタンダード」、すなわち宗教的根拠

づけからの独立であるからです。この特色は、私の

見るところでは、イスラエル国家において過激な宗

教的公民と世俗的公民との間での激しい文化闘

争を形成しています。今日も尊敬を受けているユダ

ヤの宗教哲学者シャローム・ベン・コーリンはこれを

「逆説的な」状況と名付けて、「イスラエルは国家と

しては、非宗教的な国民が大半を占め、西欧の民

主主義の体制にあるが、場合によっては神権政治

的な立法措置をも伴う」と述べました。人権をあら

ゆる宗教から独立させることは、同時に、「イスラー

ムにおける人権の声明」と調和させることを困難に

しています。この声明は１９９０年にカイロのイスラー

ム会議で取り決められました。このカイロ声明の第

２４条によれば人権は「シャリーア」に従属します。

相互宗教間対話と互いに相違する宗教相互の

対決は、ここでは、当該社会全体の対立を含み込

むものになっています。なぜならムスリムのドイツ国
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民が繰り返し直面する問いは、彼らは基本法（憲法）

を原理的に尊重するのかどうか、ドイツの宗教的多

数派を形成する時にもそれを尊重するのかどうか、

あるいはクルアーンと伝承の中で命じられているよう

に、少数派として単に暫定的、実際的に多数派に

順応しようとするのかどうかです。

キリスト教世界はこの社会的対決の中で、イスラ

ームの内なる改革の力を促し助成することができま

す。それは、いわゆる「ヨーロッパの精神生活」への

実りをもたらさない順応を新植民地主義的にイスラ

ームに強いるものではありません。イスラームの信仰

を持つドイツ人は、彼らがまさに彼らの独自性を維

持しつつ全体の一部となる時に、私たちの国を変

えることになるでしょう。もちろんドイツのイスラームも

その故国の諸伝統と照らし合わせつつ自己を変え

て行くでしょうし、また変えていかねばなりません。

民族的、国民的なアイデンティティーの再活性化は

経済と政治のグローバル化のおかげです。移住者

はこのようなアイデンティティーによって変えられて行

きます。そして同時に移住することでこの地のアイ

デンティティーを変えて行くのです。

しかし何と言っても多元的社会は無防備なこの

社会に敵対する者たちの悪行をやめさせねばなり

ません。その際に彼らがどの宗教に属しているの

かは問題ではありません。この無防備な社会の存

在の基礎が自覚的、意図的に破壊される時に、他

者の受容とは何もしないで傍観することではありま

せん。無防備な社会の原理は、まさに宗教の自由

な選択であり、宣教の自由、信仰を変える自由、消

極的な宗教の自由、結婚や遺産相続という点も含

めた男性と女性の同権、肉体的、精神的損害を受

けない権利であり、宗教的にではなく国家的に整

備された戸籍法等 な々のです。

3. 
三つの一神教宗教は互いに共同して、押し寄せ

るテクノロジーの発展やそれに伴う社会現象に、世

俗化が進展する中に生じていく事柄を呈示して預

言者的に奉仕することができます。社会の持つ意

味を規定する場合、諸宗教が形成してきたことを忘

却したり無視したりするならば社会から失われてし

まうものに注意を促したのは、再び、ユルゲン・ハ

ーバマスでした。「かつて考えられたことを単に除去

するだけの世俗言語は困惑を後に残す。（宗教的）

罪が（法的）罪に、神のいましめに対する違反が人

間的ルール違反へと変容するならば、何かが失わ

れてしまう。なぜなら、（宗教的な）赦しを請うことに

は常になお他者に加えられた痛みを元に戻そうと

する静かな願いが伴っている。犯した痛みが元に

戻らないこと、無垢の虐げられた者、辱められた者、

殺害された者へのあの不正は私たちをいよいよ悩

ませる。よみがえりへの希望が失われると、身にし

みる虚しさが後に残る」のです。

このことは単に胚の幹細胞（embryonic stem

cells）や人間の自由な振る舞いが帰結するところ

についての研究に当てはまるだけではありませ

ん。人間を創造した存在を想定すること、そしてそ

の存在と被造物である人間の間の絶対的な違い

を平準化しないこと、その場合にのみこの自由は

維持できます。しかしまたとりわけこのことは経済

のグローバル化がもたらす政治的影響や政治行動

一般の動機にも当てはまります。西欧世界に生き

る私たちは、多元的で多様な基本的立場と絡み

合った経済的優位を後ろ楯にして「世界中を世俗

化する権力」（ハーバマス）となっています。しかし

「啓蒙の弁証法」やそれが後に残す荒野もまた知

っているのです。

犯罪的なテロリズムとの現在の世界規模の闘い

を見た時に三つの一神教宗教は次のことに注意

を促します。すなわち、回心、悔悟、悔い改めと

いう生き方を修正する態度は、生を方向づける唯

一の尺度として自己の良心を絶対視する啓蒙的な

人間の態度をはるかに超え行く人間的振る舞い

の様式だということです。回心、悔悟、悔い改め

「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：
対話と対決における一神教諸宗教」
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という営みは個人にとどまらず社会、その中の諸

グループにとって生命の領域へ回帰すること、死

を意味する神の僻遠
へきえん

から生命である神の目睫
もくしょう

への

回帰であるのです。

これは宗教的と自認するテロリストにも、私たちに

も該当することです。テロリズムと対決することは、

私たちは何を間違ったのかと西欧世界が自問する

ことでもあります。さもなければユルゲン・ハーバマ

スが正しく見たように、「西欧世界はただ十字軍の

戦士あるいは貿易大国としてしかアラブ世界には見

えません」、つまり非文化的な野蛮人としてしか西

欧世界は見えないのです。そうこうするうちに軍事

的に疑問視されることになったラマダーンでのアフガ

ニスタン爆撃は、ムスリム自身がラマダーンを必ずし

も平和の時だと考えていないにしても、それを中断

して、ターリバーン以降の政治的展望の兆しとすべ

きです。当然、この促しは別の人々、とりわけその

政治によって何百万人もの人々が難民になってしま

うイスラーム諸国のエリートたちにも向けられていま

す。まさにエリートたちは西欧の誘惑と名付けるとこ

ろのもの、彼らがよく自覚しているところのものによっ

て腐敗することもあるのです。

三つの宗教が社会に勧める悔い改めの営みは、

和解というものが了解ということ以上のものであると

いう自覚に基づきます。なぜなら和解には「この世

界の体制についての観念」が結びついており、「そ

こでは今在る苦難が廃棄されているばかりでなく、

不可逆的なはずの過ぎ去ったことも撤回されてい

る」からです。このようにして、必要な対話と諸宗教

の洗練された競い合いという意味でその対話に結

びついた対決は、ユダヤ人にもキリスト教徒にも共

通する聖書に書き記された世界、「正義と平和は口

づけ」するという世界の救世主的な光に照らし出さ

れます。

この諸宗教の見通しから、現在の強力な安全性

願望も脱神話化することができます。人間は平和に

生きるために内的、外的な安全を必要とします。こ

れは三つの宗教すべてにとってしごく当然のことで

す。それに配慮することは国家の第一の課題です。

国家がこの課題を履行するならば感謝すべきことで

す。テロリスト、とりわけ犯罪を宗教でつくろう人々

に悪行を止めさせるために、国家は憲法に従って

可能なことをなさねばなりません。

しかし、諸宗教はこの安全性願望を援助して抽

象的な幻影を与えないように援助することができま

す。諸宗教は、その伝統の智恵に基づいて、生の

底知れぬ不確実性を完全な確実性へ転換しようと

しても人間性一般を損なってしまうだけであること

を示します。このような絶対的な安全性は偶像崇

拝以外の何ものでもありません。トルコ人が１５２９年

にウィーンに達した時、ルターは皇帝に勧告して臣

下を守るように勧めました。しかし同時に「皇帝の

剣は、信仰について何も造り出すことはない。それ

はこの世的な肉の事柄である」と強く主張しました。

そして同年に宗教改革の賛美歌を作詩したので

す。「神は我が砦、我が強き楯、武具である」（讃美

歌２１、３７７番）。この賛美歌は詩編４６に依りつつ神

は今ここにおられ私たちを守られていると賛美しま

す。「神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。

苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。わ

たしたちは決して恐れない 地が姿を変え 山々が

揺らいで海の中に移るとも」。包括的な意味で人間

を守る「安全」というものを三つの一神教宗教すべ

ての神々は保持しているのです。

奈落から守られているというこのような確かさは、

地上世界での安全を損なわず、それが必要だと示

すものであり、預言者ムハンマドの夕べの祈りにも

記されています。

神さま、あなたを通して私たちは夜を体験します。

あなたを通して私たちは朝を体験します。

あなたを通して生き、
あなたを通して私たちは死にます。
そしてあなたへと私たちはよみがえるのです。



「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム：
対話と対決における一神教諸宗教」
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日 時  

会 場  

講 師  

 

司 会  

講演の概要 

本公演会は、一神教学際研究センターの設立記念プログラムとして企画された。センター

の基盤でもある日本社会独自の精神性と宗教というものについて、二人の研究者の分析

を通して一般の方と共に確認し再考する目的がある。 

講師の土井利忠氏は、アイボの開発者として著名であるが、量子力学などの最先端科学と、

心理学および宗教学の接点から精神世界にも造詣が深い。また、一方の板垣雄三氏は、日

本における中東・イスラーム研究の第一人者である。 

一神教学際研究センター設立記念講演会 

スケジュール 

３:００～３:１０　森 孝一　一神教学際研究センターについて 

３:１０～４:１０　土井 利忠 「社会の進化と宗教性」 

４:１０～４:３０　質疑応答 

４:３０～４:４０　休憩 

４:４０～５:４０　板垣 雄三 「日本人のイスラーム観   　一神教とは肌が合わないか」 

５:４０～６:００　質疑応答 

／２００３年１０月１１日（土）　午後３時‐６時 

／同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

／土井 利忠（ソニー株式会社上席常務、ＡＩＢＯ開発責任者） 

板垣 雄三（東京大学名誉教授） 

／小原 克博（同志社大学神学研究科助教授） 

「日本の精神性と一神教世界」 
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皆さんこんにちは。ご紹介いただきましたように、

私はどちらかというと根っからのエンジニアであり、

コンパクトディスクやアイボを開発したり、その間ワー

クステーションを作ったり、そちらの方でどちらかと

いうと騒がせてきた方です。本日は全く場違いな所

に来ているということも言えるかも知れません。

ご紹介にありましたように天外伺朗というペンネ

ームで本を結構書いています。その中で私が書い

てきましたのは精神世界というか、サイエンスの中で

も量子力学と深層心理学と宗教が言っていること

が、実はものすごく共通であるというところを中心に

沢山の本を書いてまいりました。特に今日の話の

中心になりますのが先ほど紹介いただいた２冊で

す。『心の時代を読み解く』は対談本ですが、宗教

学者として有名な山折哲雄さん、理論物理学者で

すが美意識のようなものを中心に、あるいはパイプ

オルガンの演奏と大学の講義を一緒にやっておら

れる大変有名な佐治晴夫先生、日本の哲学界の重

鎮であると同時にユング心理学やいわゆる超心理

学とか気の科学に大変造詣の深い湯浅泰雄先生、

トランス・パーソナル心理学を日本に紹介しご自身

もセラピストとして大活躍された吉福伸逸さんとい

う、４名の日本を代表する知の巨人と私が対談した

という本です。

対談の一番のテーマが宗教性であり、ここで言

っている宗教性というのは既存の宗教から見た宗

教性とは少し違う話です。どちらかと言うと深層心

理学者のユングが言っているように、あらゆる人間

は既存の宗教と無関係に心の奥底に宗教性を持

っている、要するに宗教性というのは人間の基本

だという話があるわけです。これは心理学の方で

はよく知られていることです。従って宗教があるか

ら宗教性があるのではなくて、人間というのはそも

そも宗教性がある、その宗教性を色々な形で分か

り易く表現したものが逆に言うと既存の宗教であ

る。そういう観点に立つと、先ほども話が出ました

が、近代文明社会というものは逆に言うと宗教性を

切り捨ててきたわけで、そこに非常に大きな問題、

ひずみが沢山出てきている要因が見られるわけで

す。そういうことをこの４人の知の巨人と色 と々突っ

込んだという、少し難しいところもありますが、そう

いう本です。

既存の宗教、例えばキリスト教、イスラーム、仏

教といういわゆる世界宗教に対して、この本はか

なり批判的です。私が批判的と言うより、４人の先

生方がそれぞれ皆んな批判的である。そろそろそ

ういう世界宗教の役割が、社会全体としては終わ

りに近づいているのではないかという意見が非常

に濃厚に出ている本です。とは言うものの、もちろ

ん、先ほどの森先生のお話にありましたように、今

の世界情勢から見るとそうは言っておられない。

従ってそこを何とかもう少し研究しないといけない

ということも事実です。その２つの話が相反する話

ではなくて、両方ともその通りなのではないかと

考えております。

実はこの４名の先生方と対談させていただいた

時に、ふとアイデアが湧きました。と言うのは、これ

から世の中がどうなるかということには皆んな関心
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を持っているわけですね。一体今の社会がこの次

にどういう具合に移っていくのだろうか。今までだ

と、私はこう思うというような単純な予測の話が多

かったのですが、それを学問的にきちんと予測で

きるということが分かりました。その時の基礎にな

る学問がトランス・パーソナル心理学という非常に

新しい学問です。これは大変すごい学問だと思い

ます。そのトランス･パーソナル心理学をきちんと適

用していくと、今我々が非常に煮詰まってしまった

この近代文明社会が次にどういう社会に移り変わ

っていくかということが、かなり学問的にきちんと分

かる。この次の社会だけではなく、その次の社会、

その次の社会とあともう３つぐらい先の社会まで、こ

の本では予測しています。その時も基本的には、

今から次の社会に移り変わる一番の要因がやはり

宗教性ということになるのではないかと思います。

これはご紹介までですが、ちょうど今日ぐらいか

ら書店に並んでいると思いますが『イーグルに聞

け』という本をもう一冊書きました。これは心理学者

というか、カウンセラーである江藤先生という有名

な先生と私の共著です。こちらもぐっと変ってネイ

ティブ・アメリカンの文化やフィロソフィーというものに

ついて書いています。実は私もネイティブ・アメリカ

ンの長老から聖なるパイプをいただいてパイプホ

ルダーになっています。つまり、ネイティブ・アメリカン

の社会の中だといわゆるパイプセレモニーという基

本的な祈りのセレモニーをやってもよいというお許

しを得ているわけで、キリスト教でいう司祭に相当

すると思います。江藤先生はやはり心理学をずっ

とやってきて、ネイティブ・アメリカンのフィロソフィー

を勉強しなくてはいけないということで、ナヴァホ族

の所で８カ月ほど一緒に暮らすという経験をこの本

にまとめています。こちらの方は一神教のように非

常に洗練された宗教とは全く違う、非常に原始的

なネイティブ・アメリカンの宗教観が一体どういう意

味を持っているかというところが中心です。最後に
CDがついていて、これはネイティブ・アメリカンの長

老の女性がお祈りをしているCDです。ネイティブ・

アメリカンの祈りというのはすごいのですね。聞い

ていると大体、涙が出ます。色々なセレモニーでパ

イプセレモニーというのが一番中心なのですが、ネ

イティブ・アメリカンのメディスンマンという長老たち

がお祈りを始めますと、大体みんな泣いてしまいま

す。祈りの言葉が決まっているわけではなく、全部

即興です。でも大体、涙が出てくる。祈っている方

も大体泣いてしまいます。その位、感情のこもった

祈りを彼らはやっています。

実はこれはマリオン・ヤングバードというメディス

ンウーマンの祈りですが、これをとったのはスタジ

オでとりました。音楽評論家の湯川れい子が企画

してとったのですが、マリオン・ヤングバードも湯川

れい子も涙でグシャグシャになって録音した。たま

たまそのバックで私がケーナという南米の笛を吹き

ました。これを後で聞いてみて、何で私がこんな演

奏をしているのだという演奏になっています。本当

はこんなに上手ではないのですが、この時は何が

乗り移ったのか分かりませんが大変な演奏がとれ

てしまったということがあります。そういうCDがつい

て１８００円で、大変お買い得になっています。

社会の進化ということですが、今世の中が大変

混迷している。ちょうど今、総選挙がありますが政

治もグジャグジャ、経済界もグジャグジャ、建設業界

は息も絶えだえ、普通の一般的な産業は中国や韓

国にどんどんやられてしまっている。最先端のバイ

オやITネットワークはアメリカにやられている。この

日本の社会は一体どうなってしまっているのか。景

気対策ということがよく言われますが、実は日本経

済がおかしくなってきた１９９２年、当時は宮沢内閣

で、２０００年は森内閣の頃、足掛け１０年ありますが

その間に景気浮揚に使ったお金は何と１３９兆円な

のです。ですから政府がさぼっていたわけではな

い。むしろ今までのケインズ経済学が破綻している

のです。世の中が物凄い勢いで変ってきて、今ま

での経済学も社会学も産業に対する考え方も、そ
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ういうものが一切合切通用しなくなってきた。大変

な時代になってきたというのが非常に正直なところ

です。その辺の話はこの『深美意識の時代へ』に

書いてあります。

結局、何が起きているか。そういう社会の変革と

いうものは人類社会の中で何百年に１回、必ず起

きています。今はまさに、次の大きなトランジション

に我々は向かっている、あるいは真っ只中かも知

れません。こういうトランジション、変革というのは真

っ只中にいると見えないのですね。今から３０年く

らい経って振り返るとよく見えると思います。ただ

我々はその真っ只中にいるから見えない。どのぐら

い大きな変革かと言うと、かつて中世から近代に

移ったのと同じくらい大きな変革だと私は確信して

います。その昔、中世がある。大体３００年くらい前

からそれが近代に移り変わっていく。それから大体

２００１年の同時多発テロというものが非常に大きな

きっかけと後世の歴史家は多分捉えるでしょうが、

その２００１年くらいからその次の社会に移り始めて

いる。私はかなりクリアにこういうことが言えるので

はないかと思います。

その移行する時に、宗教性というものが非常に

重要な意味を持っています。この宗教性と非常に

似た意味で「深美意識」という言葉を使っています。

これは造語です。そういう言葉が世の中にあるわけ

ではなく造語で、深いという字をつけたわけです。

本当はギリシャ哲学で言う真善美という３つの要素

がありますが、真と善と美というものは全部一つの

ことだということが『心の時代を読み解く』の中で、

色々な先生方から話が出ています。その一つにな

ったものを宗教性と言えば宗教性と言えるわけで

すが、それを「深美意識」という言葉で言い換えて

います。従ってそれは真善美のコアですから、夕焼

けがすごく奇麗だ、あるいは花がすごく奇麗だとい

う美意識ともう少し高度な美意識、例えば賢人が

説くような慎ましく質素な生き方が美しいと感じる

美意識は同じものなのですが、一般的に美意識と

言うと表面的な審美感だけを表わすことが多いの

で、わざわざ深いという字をつけているのです。

宗教性あるいは言い換えて深美意識という概念

が、次の世の中に移り変わる時の非常に大きな要

因になるだろう。どういうことかと言うと、一番分か

り易い話は、これは少し差し支えがあるかも知れま

せんが、鈴木宗男議員です。刑務所から出てきて

また立候補するとかしないとか色 と々取り沙汰され

ています。今、現時点で鈴木宗男議員に憧れる人

はあまりいないと思います。いたら少しおかしいか

も知れません。しかし逮捕される前の鈴木宗男議

員というのはどうだったか、少し想像してほしいの

です。まずお金は一杯持っている。そして橋本派

の次期リーダーとして大変有望な国会議員でした。

権力は物凄く持っている。外務省も彼が「コラッ」と

言うと震え上がるくらいの、物凄い力を持っていた。

「ムネオハウス」を作ったり、色々な大きな仕事をし

ている。大勢の人が彼に従っている。権力もある、

金もある。いわゆる近代文明社会の成功者の典型

的なパターンなのです。

今この社会を見ていると、社会の上層部という

のは大体そういう人が占めている。私もそうかも知

れませんが会社の上層部、あるいは国会議員の中

でも大体同じような人が占めています。ある意味で

はアグレッシブという言葉を使いますが、非常に一

生懸命に働き、人を蹴落としたり色々なことをして

のし上がっていった人です。エゴの肥大とかエゴ

の膨張とかいうことをよく言いますが、非常にエゴ

が強くて、そのエゴを発揮して、エゴがある程度暴

走気味になった人が社会の上層部を占めている。

これが今の近代社会の特色なのです。そういう人

を見ると、まず誰でも羨ましいという気持ちが起き

ると思います。羨ましいという気持ちが起きない人

は、結構やせ我慢をしているのではないか。誰で

もお金や権力が欲しいし、ああいう具合に出来た

らいいなという羨ましい気持ちがある。でも何か美

しくないなという感じも同時に起きる。何か美しく
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ないなという感覚のもとが、この深美意識です。で

すから今の社会というのは、何となく美しくないと

いう人たちが上の方にドドッーといるというのが、近

代文明社会なのです。それは基本的にエゴが肥大

している、あるいは暴走している人が多いわけです。

今の近代文明社会は、このエゴの暴走、エゴの肥

大というものを社会の推進力にしている社会なの

です。とんでもないと思うかも知れませんが、これ

は事実だから仕方がない。我々会社にいる人間と

いうのはともかく一生懸命働けと、一生懸命に働い

て成果を上げれば給料を上げてやるぞ、地位を上

げるぞという、一つの力学の中で働いているわけ

です。会社間の競争もそうです。全部が一人ひと

りエゴを追求しなさいと。貴方のエゴを追求しなさ

い、あるいは貴方の組織のエゴを追求しなさいと。

組織のエゴを追求する、個人のエゴを追求する、

その追求するエネルギーが社会全体を活性化して

いる。そういう社会になっているわけです。

ですからある意味では、ここの宗教性とか深美意

識というものとエゴの追求というものが相反すること

なのです。正反対の極にある「モチベーション・衝動」

というわけです。従って日本の社会だけでなく近代

文明社会にいるあらゆる人というのは、深美意識と

エゴの追求の葛藤の中で生きている。これはまず

間違いありません。人によって物凄くエゴがひどい

人がいますし、人によっては深美意識がかなり優勢

になっている。しかしながら、あらゆる人がその二つ

の衝動の葛藤の中で生きているということは、まず

間違いないことなのです。その中でどちらかというと

エゴが肥大している人が逆に言うと上層部に来て

いるという、そういう構造を持っています。

ここまでは皆さんに多分納得していただけると思

うのですが、ここから先は少し学問的な話になりま

す。トランス・パーソナル心理学という学問の中で、

トランス・パーソナル心理学者の非常に有名な一人

にケン・ウィルバーという人がいます。本当は意識

の進化だけではないのですが、この人は人間の意

識の進化のようなものを学問的に大変きちんと調

べた人です。ケン・ウィルバーの説が正しいとする

と、今我々は皆んな深美意識とエゴの追求の葛藤

の中で生きているわけですが、人類が進化すると

ともに次第に深美意識が優勢になってくるというこ

とが、ある程度学問的に言えるわけです。別の言

い方をすると、宗教性が非常に強くなってくるとい

う言い方が出来るかも知れません。それが自然な

人類の進化だということが言えるだろう。そうだとす

ると、その次の社会がこうなりますよということは割

合きちんと言えるわけです。

逆に言うと、中世は宗教が社会の規範だったわ

けです。ところが宗教が抑圧的に社会を支配した

という言い方が出来ると思います。そのために大

変に色々なことがありました。例えば一番大きな分

かり易い話としては魔女狩りがありました。魔女狩

りで一体何人死んだかということはきちんと分かり

ませんが、数十万人と言う人と数百万人と言う人

がいますが、少なく見積もっても５００年間ほどあっ

たわけです。私が見たわけではありませんが、博

物館へ行くと魔女狩りに使った針が展示されてい

るそうです。これは刺すと先が引っ込んでしまいま

す。魔女審判人というものがいて、その針を刺すと

先が引っ込むから血が出ないわけです。手品でよ

く使うものです。針を刺しても血が出ない、これは

魔女だと判定する。魔女だと判定すると、判定人

はお金を貰えるわけで、どんどん魔女を作ってしま

うのです。そういうことがどんどん行われ、宗教は

非常に抑圧的に支配した。

それが近代になり、皆さんよくご承知のようにこ

こは逆に理性が中心になっています。あるいは科

学的合理性という言い方が出来るかも知れませ

ん。科学的合理性というものが社会の規範になっ

ている。科学的合理性を中心にすると、宗教的に

ドグマティックにやみくもに何かするということは一

応少なくなるだろう。ないわけではないが、比較的

少なくなるだろう。本当に実証されたことだけを真
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実と認めるということが中心になっています。それ

が今の我々の社会なのです。そうすると何が良い

か。抑圧的な宗教の支配から脱することが出来た。

もう一つは近代科学というものが起きてきて、それ

までの宗教的な宇宙観は否定されていきました。

理性、科学的合理性中心ということで今の社会が

どんどんそちらに向かって発展していった。

しかしこれが基本的にエゴの肥大を招いている

わけです。逆に言うと中世の方は宗教がありました

から、宗教的・形而上的な価値観とエゴの追求の

ようなものがあるバランスを保つことが出来た。とこ

ろがこちらに来ますと、形而上的な価値観というも

のが宗教とともにある意味では否定されてしまい、

社会の中でそういうバランスをとる仕組みがなくな

ってきた。そして人々がどんどんエゴを暴走させる。

もちろんこれにはそういう必然があり、エゴを肥大

させエゴの追求を推進力にして社会経済が発展

し、軍事力が盛んになった国でなければ生きてい

けない時代があったわけです。それをやらないと植

民地にされてしまうという時代がありました。ですか

ら皆んなが競ってそちらの方向に行きました。それ

が上手くいった国が今、近代文明国家で、日本もそ

の一つです。

日本も危ない所で、明治維新で舵を切り、近代

文明化を進めました。皆んなもエゴを追求しろとい

うことで産業経済が発展し、軍事力も何とかあると

ころまでいって植民地にならなくてすんだということ

が言えるのではないかと思います。エゴの追求が

良いか悪いかということを言っているのではなく、

現象としてそのような現象が見られるということで

す。イスラーム原理主義とアメリカの戦いになると、

丁度この二つの中世的な価値観と近代的なエゴ

の追求の戦いという見方も可能です。ですからイ

スラーム原理主義をすごい勢いで叩く人がおられ

ますが、逆に言うと彼らから見れば、アメリカないし

日本が進めている近代文明化ということが耐えられ

ないのは明らかなのです。これは宗教的な価値観

と相反するわけです。皆んなエゴを追求しましょう

という価値観なのですから。そういうところで、ある

意味では近代文明を敵と見る見方は当然出てくる

わけです。ここで形而上的な価値観がいきなりター

ンダウンされて、エゴの追求が社会の推進力になっ

ているのが今の日本でありアメリカでありヨーロッパ

です。少なくとも２００年くらいは経っていますから、

我々はそれを当たり前に思っています。

しかしながらよくよく考えると、もう一つの宗教性

を中心にした価値観からするとそれは大変おかし

なことです。逆に言うとエゴの追求、エゴの暴走が

物凄い勢いで社会を支配し、それが煮詰まってに

っちもさっちもいかなくなったのが今の社会の混迷

だという見方も出来ます。では中世は今より良い

世界だったかというと、そんなことはないわけで、暗

黒の中世と言われるようにやはり大変抑圧的だっ

た。なぜ抑圧的になったのか、魔女狩りを例にお

話します。魔女狩りには色々な人が関わりましたが、

やはり聖職者が一番その中心になった。聖職者は

やはり自分が良い人でなくてはならない。他の人

からも良い人であると見られたいし、自分自身も良

い人であると思い込みたい。その聖職者としての

役割のようなものを理性で固めていくわけです。そ

れを「ペルソナ」と言います。

ペルソナとは心理学用語で「仮面」という意味で

す。ペルソナを持つこと自体がおかしいのではなく、

ペルソナは必要なのです。誰でも複数のペルソナを

使い分けている。例えば会社ですと部長のペルソ

ナを持っていたり、家に帰るとお父さんのペルソナ

を持ち、夫としてのペルソナを持ち、ゴルフに行くと

ゴルフプレーヤーとしてのペルソナを持つ。社会的

に健全なペルソナをきちんと作り、それで自分を規

制するということは、必要なことであり非常に健全な

ことなのです。もちろん中世の聖職者もそれをしてい

た。ところがこれがあまりにも強いと、自分の好まし

くない側面とかあるいは自分が意識する前に抑圧し

てしまった側面の部分人格を、意識の底に押し込
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めてしまうわけです。それを「シャドー・影」と言いま

す。これも別に不健全な話ではなくて、シャドーは誰

でも持っています。シャドーを持っていない人は一人

もいない。特にフロイトやユングの辺りですと、ペル

ソナとシャドーの葛藤から精神病を治療する。シャド

ーを上手く見つけ出して精神病を治療するという方

法を使いますから、そういうことをしている人の中に

はシャドーを病的だと決め付ける人が多いのです

が、私はそれは全く嘘だと思います。もちろん、たま

たま病的になっている人の場合はそこをいじること

によって病気から脱出することが出来るかも知れな

い。しかし健全な人も全員シャドーを持っています。

シャドーを持たない生き方というのは、人間で肉体

を持っている限りまず無理です。ただペルソナが非

常に強力だと、シャドーも非常に強力になってしまい

ます。そうすると何が起きるか。自分ではシャドーは

あってならないもの、シャドーの存在自体も自分では

気が付かないわけです。シャドーを抑圧したこと自体、

自分でも気が付いていない。自分で気が付いてい

ないそのシャドーから、沸 と々色々な衝動が湧き上

がってくるわけです。あってはいけない衝動が湧き

上がってくる。そうすると非常に不快感があります。

その不快感をどうするかというと、この衝動はアイツ

の衝動だと、要するに他人の衝動だと勘違いする。

これを「プロジェクション・投影」と言います。自分の

シャドーからの衝動を他人に投影してしまう。そうす

ると元々嫌悪感を持っていた部分人格、おまけにシ

ャドーを認めるということが若しあるとすると、それは

自分の自己概念の崩壊を意味するわけです。これ

は死と同じ恐怖を伴います。シャドーを投影すると、

その恐怖感と嫌悪感を一緒に他人に投影してしま

う。そしてその他人に対して戦いを挑むということが

始まるのです。

例えば聖職者の場合、自分の不快なことを解消

しようとすると、邪悪の根源である悪魔と結んでい

る魔女を見つけてきて、魔女を抹殺すると不快感

から逃れられるのではないかという錯覚をしてしま

います。今、心理学では魔女狩りがこういうメカニ

ズムで起きているというのは一応定説になっていま

すが、それでどんどん殺してしまうわけです。しかし

本当は自分の心の中で起こっていることであり、幾

ら魔女を殺しても何の解決にもならないのです。何

十万人か何百万人かが虐殺されて、それが何百年

も続いてしまったということです。

例えば９・１１の同時多発テロも、テロを企画した

人たちというのは全く同じことをやっているわけで

す。今の諸悪の根源はアメリカである、アメリカに対

して攻撃を仕掛け、アメリカをやっつけると解消で

きるという、シャドーのプロジェクションをやっている

のです。９・１１の後、アメリカはアフガン攻撃をしま

した。その時に物凄い勢いでアメリカは団結しまし

た。同じことなのです。結局テロリストが、アイツ等

が悪いのだと、アイツ等がアメリカを攻撃し近代文

明に挑戦してきた、アイツ等さえやっつければ何と

かなるということで、アメリカ中が物凄い結束をしま

した。そしてアフガン攻撃を行った。

今、魔女狩りとテロという非常に極端な二つの

お話をしましたが、よくよく見ると我 も々日常生活の

中でしょっちゅうそれをやっているわけです。要す

るに人類始まって以来、シャドーのプロジェクション

をしているのです。魔女狩りや同時多発テロ、ある

いはアフガン攻撃が特殊なのではなく、我々全員

がこれをやっています。立派なリーダーと言えるよう

な人は、マネジメントに必ずこれを使います。ソニー

でプロジェクトを起こした時に、プロジェクトを上手

くやるコツがあり、これは松下がやっているぞと言

うのです。松下に先を越されてはまずいぞと、それ

でみんなが燃えるわけです。これはもうプロジェク

ションです。ですから、あらゆる所であらゆる人がシ

ャドーのプロジェクションをやっています。紛争のも

とというのは、全てシャドーのプロジェクションと言

ってもよいくらいです。

では特色はなにか。一番目、自分で好ましいと

思っているペルソナを自分の側にして、好ましくな
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いと思っている自分の側面をシャドーとしてそれを

他人に投影している。おまけに嫌悪感と恐怖感と

一緒に投影している。常に自分が正義で相手が悪

になっています。あらゆる戦いというものは、そうい

う構造になる仕組みを持っています。二番目、これ

はプロジェクションを起こして戦っている時だけ安定

します。戦っている時には、自分の不快感はアイツ

をやっつければ解消するという期待感があります。

その期待感で安定するわけです。一人のリーダー

がそういうプロジェクションによる戦いをするとみん

なが集まってきますが、それによって集団が安定し

てしまう。

アフガンを攻撃する直前のアメリカが丁度そうい

う状態でした。しかし、うっかり勝ってしまうとまた

不安定になってしまうのです。また不安定になるか

ら、やはりアフガンの次はイラクをやらなくてはなら

ないということになってしまう。イラクがあまり上手く

いかなかったのでその次はなかなか仕掛けられな

いかも知れませんが、結局これはキリがないので

す。本当は自分の中の葛藤なのですから、葛藤を

外へ投影して戦っている時に安定する。戦ってい

ないと安定しないわけで、次々に戦いを仕掛けて

しまう。実はその戦いのエネルギーが、今の近代文

明社会を活性化しているのです。実際に殺し合っ

てしまうと大変ですが、普通はそれを法律の範囲

内で戦っているのです。例えば企業と企業の戦い

のような形にすりかわっているわけです。あるいは

個人と個人の法律の範囲内での戦いということで

やっているわけです。

ですから今の近代文明社会というのは、先ほど

エゴの追求ということを言いましたが、もう一つのポ

イントは戦いが基本になっている。その戦いの基本

はシャドーのプロジェクションということになります。

実はこれが社会の進化に非常に大きなポイントを

持っており、近代文明社会の中心となる自我のレベ

ルを「後期自我」と私は定義しました。後期自我と

は何かと言うと、理性でもってきちんと自分をコント

ロールして立派な社会人が演じられるレベルを後

期自我と言っています。今の社会というのは、後期

自我に達している人が社会の上層部を占めていま

す。これが先ほど言った鈴木宗男タイプになるわけ

です。非常に自分をきちんとコントロールして、普通

は法律の範囲内でエゴを追求しています。時々法

律から外れてしまう人が出てくるのですが。そうい

う人をどんどん作っているし、そういう人がリーダー

になっている。

話が少し脱線しますがアメリカン･ドリームというも

のがあります。会社を興して億万長者になり、何十

億、何百億というお金が入っている。私が今のロボ

ットをやる前にコンピュータビジネスをしていましたの

で、アメリカのそういう連中と随分付き合っていました。

何年か経って聞いてみると、非常に多くの人が精神

的におかしくなっています。ベンチャーで上場すると

物凄いお金が入ってくるわけです。シリコンバレーの

辺りに物凄く大きな家を買って、そこにテニスコートも

あればプールもあるし、美人の奥さんがいる。おまけ

に奥さん以外に２、３人のガールフレンドがいたりす

る。人目も羨むような暮らしをして、これもお金がある

から、毎日ゴルフをしていればいい。あるいは大きな

ヨットを買ったりして遊んでいるのですが、何年か経

つと鬱病になってしまう。そういう人が非常に多い。

アメリカン･ドリームの末路というのは哀れです。物凄

く稼いで、物凄く沢山持っているお金を全部精神科

医に貢いでいる。アメリカの精神科医はとても高い

ですからね。いつも会社で言うのですが、それに較

べると君たちは何て幸せなのだと。毎日遠い距離を

満員電車に揺られて来て、安い給料で朝早くから

夜遅くまで物凄い勢いでこき使われて、おまけにア

ホな上司にどつかれて、でもそうやって一生懸命や

っている人の方がアメリカン･ドリームの成功者よりも

随分幸せなのです。

なぜそれが起きてしまうのか、全く同じなのです。

つまり戦っていないと生きていけないのです。後期

自我の人というのは戦っていないと生きていけな
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い。ですからみんな、もう引退すべき年頃になって

も社長の椅子にしがみついているわけです。肩書

きがないとまずいのです。社長の椅子を失ってし

まうと、自らを死に向かって駆り立ててしまうのです。

そういう人が非常に多い。私も役員を１５年以上や

っていて引退した役員をずっと見てきましたが、引

退した途端に自分で自分のスイッチを切り始めてし

まうのです。例外もいますが、大体がいわゆる

悠々自適という生活をきちんとエンジョイ出来ない。

今は違いますが前は会社の中に役員室があり、役

員だけまとまっていて引退した役員の部屋もありま

した。顧問とか相談役とかいう名前がつき、これは

普通の基準で考えるととても恵まれています。結構

なお金が来るし、秘書は付いているし、車は会社

の車を使い放題だし、ゴルフ場の会員権もそのま

まキープされていて普通に考えれば物凄く恵まれ

ています。ところがその人たちが何をやっているか

というと、１５年前に私が役員に成り立ての頃は非

常に若い役員で、彼らからみると話しやすいので

しょうが、私の部屋に来て愚痴をこぼすのですね。

現執行部に対する批判をいろいろと言う。その頃

の私は物凄く忙しくてもう勘弁してくれと思うので

すが、愚痴をこぼしに来る。こうはなりたくないなと

思ったから色 と々本を書き出したのですが。

ですから先ほどのアメリカン･ドリームの成功者

も、日本の成功者も大した違いはありません。それ

は結局、後期自我というレベルが戦っていないと

安定しないレベルだからです。戦っていないと安定

しないレベルが中心となり、そういう人たちが日本

の社会、あるいはアメリカもヨーロッパもそうですが、

社会の上層部にドドッといるのが今の近代文明社

会です。

お手元のレジュメを見ていただくと、「意識の成

長・進化のサイクル」という図があります。これはケ

ン・ウィルバーの本からとりました。この左肩が学問

で言うとピアジェなどがずっと調べてきた発達心理

学です。ケン・ウィルバーは少し言葉の使い方がお

かしくて、プレローマとかウロボロスとか変な言葉を

一杯使います。プレローマというのは錬金術の言葉

で混沌としているというような意味で、自分と外界

があまり区別できないような状態です。ウロボロス

は昔の神話の尻尾を銜えた蛇で、やはり外界と自

分が閉じてしまっている。この頃はおっぱいとの接

触を通じて自分と外界との差を少しずつ感じ始め

る。次は身体自我ですが、この辺を解説している

とこれだけで２時間くらい経ってしまいますので省

略します。そういう具合にどんどん発達していって

上の方に個というところがありますが、いわゆる自

我の確立にいくわけです。自我の確立を超えると

「超個」というレベルになり、この右側の半分は今ま

での学問では殆んど扱われていない領域であり、

宗教が扱ってきた領域です。

ケン・ウィルバー自身も座禅を長年にわたって、

熱心にやった人でありますし、トランス・パーソナル

心理学の学者は大体に瞑想等をやっている学者

が多いのです。と言うのは、そういうことをやらない

と右側の半分は理解出来ないということです。仏

教で言うならば悟りに向かっていく方向性を持って

います。その辺は秘教的イスラーム、秘教的キリス

ト教、秘教的ユダヤ教と言われていますが、いわ

ゆるスーフィーなどです。そういうところが一神教で

は割合に解明していますし、キリスト教にはその辺

の体験があまりないように見えるのですが、アビラ

のテレサが書いた『霊魂の城』という本にはその辺

がかなりきちんと書かれています。人によっては、

仏教やヒンズー教の言っていることとほとんど同じ

だと言う人もおられます。

話を自我の確立というところに戻しますと、そこ

に初期の自我、中期の自我、後期の自我というも

のがあります。初期の自我は、自分の要求を比較

的行動に出してしまうレベルを言います。中期の自

我は、いわゆるフロイトの言う超自我が出来てきて、

ある程度の倫理観や自分をコントロールする力が付

いてくる。但し中期自我の場合は、主として両親に
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よる躾の範囲内にあります。超自我が両親の躾や

大人の躾によって形成されていくというのが中期自

我です。反抗期を経て、両親の束縛を断ち切って

自分が独立した状態が後期自我です。今の日本社

会で言うと、会社の中を見ても逆に後期自我まで

達している人が少ないですね。何故か。結局、依

存心が残っている間はやはり中期自我なのです。

最近はかなり少なくなりましたが、かつては会社ベ

ッタリの人が多かった。雪印や東京電力とか色々

な問題が発生しましたが、会社のために全てを投

げ打ち法律に違反してでもやってしまう。そういう

会社ベッタリ人間は中期自我だと思っていただけ

ばよいと思います。あるいは配偶者にベッタリの人

というのは相当多いですし、新興宗教にベッタリ縋

ってしまうというのもこの中期自我です。こういう円

があって、ここから上が肉体を持った。オギャーと

産まれて最初は皆んな一生懸命に勢いよく登って

いきます。個のところに行きグーッと登っていくので

すが、大体の人はこの辺で落ちて死んでいくわけ

ですね。ですから後期自我まで行った人というの

は、かなり社会の成功者と思っていただいた方が

よいかも知れません。逆に言うとそういう人はまだ

まだ少ないので、今の学校教育等はそこの後期自

我に向かって教育しているわけです。ところが後期

自我は、先ほど言ったように戦いの人生しか歩め

ない。シャドーのプロジェクションが非常に強く残っ

ているのが後期自我です。今の社会は全部そうな

ってしまっている。シャドーのプロジェクション、シャ

ドーそのものをある程度統合したレベルを、その右

にある成熟した自我という言い方をしています。

成熟した自我にいくと人間はこういうことになる

と、学問的にきちんと判っています。成熟した自我

というのは、理想の人間のようなものとは全然違い

ます。人格者に見える人はむしろ後期自我だと思

った方がよいですね。人格者としてのペルソナをき

ちんと持っている人が人格者に見えるわけです。

そういう人というのは、やはりシャドーを物凄く深く

持っています。成熟した自我は多分人格者に見え

ないと思います。もう少しグジャグジャに見える。要

するに裸になってしまったという感じの人です。

時間がなくなってきたので少し端折りますが、こ

れから世の中はどうなるのか、レジュメ「社会の進化」

にその話があります。中世的社会、近代文明社会、

この次に今から数十年で移行する社会を成熟した

社会と私は名付けました。中世的社会というのは

先ほど申し上げた宗教を中心とした社会です。社

会の規範が宗教であり、宗教的神秘主義のような

ものが一番の規範になっている。その時に中心と

なる意識レベルが中期自我であったであろう。これ

はケン・ウィルバーも、少し違う定義ですがそういう

言い方をしています。ケン・ウィルバーは中心となる

意識レベルの代わりに、社会における重心という

言い方をしています。１５００年くらいまでの社会的重

心がこの中期自我だという言い方をしていますの

で、多分私の言っていることと殆んど同じだと思い

ます。「文化的重心」という言い方をしていますね。

私はそれを社会の中心となる意識レベルと呼び変

えています。ケン・ウィルバーの文化的重心の定義

は、その社会ではそのレベル以下の人はそのレベ

ルに引き上げるような力学が働くし、そのレベル以

上の人は引きずり降ろす力学が働く、それを文化

的重心と呼んでいます。私が少し言葉を変えたの

は、定義を全く変えたいと思ったからです。

私は社会的中心という言い方をして、その定義

が４つあります。一番目は、その時代の指導層にそ

のレベルの人が沢山見られること。二番目は、その

時代の特色にそのレベルの特徴が色濃く反映して

いること。三番目は、その社会の理想的人間像が

そのレベルであること。四番目は、そのレベルまで

成長する仕組みを社会が内在していること。です

から普通に社会生活をしているとそこまでは行ける

ということです。今の近代文明社会は後期自我が

社会の中心なので、学校教育も全部後期自我を目

指していますし、一生懸命に社会生活をしていると
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何とか後期自我まで行って鈴木宗男のようになれ

るわけです。そういう具合に社会が出来ている。

しかし今の社会で普通に活動していると、成熟

した自我には行けないのです。そういうメカニズム

が社会の中にはない。成熟した自我に行こうとす

ると、そこは逆に言うと宗教的な色々な修行法とい

うものが、この右半分の意識の成長に助けになる

わけです。あるいは色々な心理学的なセラピー手

法でもって行くことが出来る。今日はご説明出来ま

せんが、レジュメ「意識の成長・進化の方法論」に、

意識の成長・進化の方法論を纏めてあります。これ

はケン・ウィルバーの本の中から殆んどとっていま

すが、私も幾つか追加しています。例えばキリスト

教の方ですと奉仕ということを非常に重視します

が、私は奉仕というものも非常に有効な修行法だ

と考えています。

中世的社会というのは必ずしも中世という意味

ではなく、宗教が社会を抑圧的に支配している社

会を中世的社会と呼んでいます。ですからいわゆ

るイスラームで支配しているアラブ諸国は、むしろ中

世的社会であると考えた方が良いのではないか。

近代文明社会とは今我々がいる社会で、信教の自

由が獲得されて理性が中心になり、科学的合理主

義が中心になる。したがってエゴの暴走をしやす

い社会である。その次の社会は何か。成熟した自

我が中心になって、多分経済の成長は今よりはる

かに低くなるだろう。しかしながら、人々がより元気

になっていくだろう。今、社会は活性化しているの

ですが、会社の中を見ていても人々が元気かとい

うとそうでもないのです。みんな疲れています。そ

れは競争に疲れてしまっているのです。それに対

してその次の社会というのは、そういう社会生活よ

りも個人の意識の成長・進化というものがもう少し

重要になってくる。そこの中心になるのが宗教性で

あるし、あるいは私の造語ですが深美意識という

概念が中心になってくるのではないかと考えていま

す。成熟した社会に関して説明する時間がなくなっ

てしまいましたが、一応時間になりましたので私の

話はこの辺にしておきたいと思います。ご静聴有り

難うございました。
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ご紹介いただきました板垣です。今日は一神教

学際研究センターがいよいよ活動を開始されるとい

う記念の集まりに、お話をさせていただく機会を与

えられて大変喜ばしく光栄に存じています。このセ

ンターが同志社大学の中だけではなく、また日本だ

けではなく世界全体の中で非常に重要な役割を演

じられるようになる、そういうことを心から期待する

ものです。今日は日本人のイスラーム観ということで

お話しするのですが、私は東大を定年になってか

ら、東京にある私立大学の東京経済大学でまた１０

年間教えました。その頃に、大教室での講義が終

った後で私に話しかけてきた男子学生がいました。

彼の話をもっと聞いてみたいということになり、私

の研究室に一緒に行って話をしました。その学生

はアルバイトで深夜、東京の地下鉄建設工事で殆

んど徹夜の仕事をしていたということが、話の中で

分かってきました。彼は、その仕事の現場で一緒

に働いているイラン人と夜の肉体労働をする中で、

イラン人の生き様やものの考え方に非常に深い感

銘を受けた。こういう人がムスリムなのだということ

で、ぜひイスラームを勉強してみなくてはいけないと

感じている、ついてはどういうふうにやっていけば

良いのかという相談をしに来たのです。そういう一

人の人が存在している。その生き様というか、その

イラン人は彼にイスラームの話をしたわけではない

ようですが、しかしその人間の存在から発する何ら

かのメッセージを、日本人の学生は夜の労働の中で

感じ受け止めたということだと思います。私のレジ

ュメの１に、映画「サハラに舞う羽根」と書きました。

東京ではまさしく今上映されています。京都では上

映されていないかも知れませんが、いずれご覧に

なる機会はあるだろうと思います。これは１８８０年代

の１９世紀、スーダンでマフディ反乱が起きてゴード

ン将軍がそこで戦死するという類の話で、ご存知

の方も多いと思います。イギリス軍がアフリカのスー

ダンへ攻めて行って、スーダンにおけるムスリムの

運動を武力で鎮圧し植民地にしていく。そういうス

ーダンでの戦争に参加したイギリスの若者たち、そ

していよいよ出陣の直前に、アフリカへ攻めて行っ

てムスリムと戦うということに疑問を抱いて軍隊を

やめた若い軍人が、恋人に弱虫とか卑怯者とか言

われてふられてしまう。そういうところで軍人として

ではなく、自分の友達の軍人たちの身の安全を守

るために民間人としてスーダンに行くという話です。

これは有名なイギリスの小説で既に何度も映画化

されていますが、それがまた新しいフィルムになっ

て今出ている。これが日本では「サハラに舞う羽根」

という題でやっています。あまりこの話をしていると

今日はこれだけで終わってしまう危険性があるので

自重しなければいけませんが、この映画を作った

人も見た人も、色々な意味を込めている。イラク戦

争が始まるより前にこの映画は出来ていたわけで

すが、イラク戦争に十分関連する中身の映画です。

この映画を見た日本人の何人かから私が言われた

のは、その中で決して主人公ではない、主人公を

サポートするようなワキの人で、その俳優は西アフ

リカの人でムスリムではない人だと思いますが、登

場人物の名前はアブファトマという名で出てきます。
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この人の飄 と々した生き様というか、戦争の真っ只

中でただやみくもに戦うわけでもなく人を殺すわけ

ではない、そういう中で生き抜いていくムスリムの

一人の姿、これが民間人として友達を救いにスー

ダンまで行ったイギリスの青年というものの心の展

開・広がりを、非常に重要な形で支えている。そう

いうことに気が付いた日本人は、映画を見た人の

中に沢山いるということを聞きました。今私は最近

のアメリカ社会の動きに大変がっかりしているので

すが、アメリカで作った映画でもそういう見方が出

来るような映画が出来ているということで、望みを

捨てなくてもよいのではないかという気もしていま

す。この映画の宣伝のために今日来たのではない

のでこれぐらいにします。殊に９・１１の事件以降、

日本ではイスラーム＝テロリズムというような式で、

何かイスラームというのは非常に剣呑で危険な、傍

に近づくのも嫌な宗教のように見える、あるいはそ

う思わざるを得ないようにさせられるような報道な

どが満ち溢れています。しかし先ほど言ったような、

深夜のアルバイトでイスラームを勉強しなければい

けないと感じさせられるような、自分はムスリムだと

か何とか言わないでいるワキのイラン人、それを見

ていてそう思うような人や、それからアメリカが作り

舞台はイギリスがスーダンを征服するような話の戦

争映画の中からも、イスラームについて何かを感じ

取るという人たちがいる。そういうところで、私は混

迷する〈「一神教」＝「他者」〉意識とレジュメの最初

に書きましたが、我々の頭の中で何かスッキリしな

い、何か考えてみなければいけないと思うようなこ

とが色 と々あるのではないかと思っています。

私自身はプロテスタントのキリスト教の家庭環境

に育ち、教会学校、当時は日曜学校という言い方

が普通だったかも知れませんが、そういうところも含

めて日常的に色々な意味でキリスト教の中で育っ

てきたと思います。今から半世紀を過ぎるくらいの

過去に、どうして中東やイスラームをやるようになっ

たのかと、よく質問されます。何か非常にけったい

な珍しい人で、どうして昔にそのようなことを考えた

のだろうかということでの質問で、そう聞かれること

はよく分かるのですが、それを説明するとなるとま

た１日や２日はかかるので縮めて言えば、アッラーの

思し召しでしょうかというようなことで誤魔化してい

ます。アッラーの思し召し等と言うと、貴方はムスリ

ムですかと聞く日本人が圧倒的多数です。つまりキ

リスト教なりユダヤ教なりはヤハウェーやエホバと

いう神様で、イスラームの神様はアッラーなのだとい

う思い込みです。アラブというのはアラビア語で暮

らしている人のことですが、アラブのユダヤ教徒も

アラブのキリスト教徒にとっても神様はアッラーで

す。ちょうど英語でGod、日本語で神様と言うのと

同じで、アラビア語では神様はAllahですので、別

にムスリムだけの神様ではない。ユダヤ教徒もキリ

スト教徒もムスリムにとっても、神様はみな同じ
Allahなのです。何か神様も違う、同じ一神教と言

っても非常に喧嘩ばかりするということで、違う宗

教だというような思い込みでいる人が圧倒的に多

いと思います。しかし同時に日本人の頭の中には、

どこかでユダヤ教もキリスト教もイスラームも我々と

は全然肌合いの違う人たちの宗教ではないかと。

それら全部が一神教で、こういう我々の湿った風土

の中のアミニズム的な宗教伝統の中にいる日本人

は、そういう一神教とはどうも肌合いが合わない。

こういうふうにしてバラバラに対立的に見るかと思

うと、今度はユダヤ教もキリスト教もイスラームもみ

んな同じという格好で一括して、我々はそれとは付

き合えないと見てしまう。こういうところで我々の頭

の中が、それこそ混乱しているという面があるかと

思います。かつて私がいた職場の人たちによる連

続講義の記録で、講談社から最近出た『一神教か

らの問いかけ』という本を見ると、日本人の頭の中

の混乱に十分にこれで答えられるのかなと思った

りもしています。学習院女子大学の社会学の先生

である桜井啓子さんはイラン研究をやっている人で

すが、『日本のムスリム社会』という本を書きました。
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これもごく最近出た本です。日本の中で暮らしてい

るムスリム、多くはパキスタン、バングラデシュ、イン

ドネシア、イランの人であったり、国籍で言えば何

十カ国にまたがるような多様な国から来たムスリム

たちが、日本の社会の中に今や定着しつつある。そ

してまたその人たちの多くは男性なので、日本に来

て日本人の女性と結婚しその子どもたちも成長し、

その子どもたちの学校をどうするのかというような

教育の問題が今や大きな問題になり始めていると

いう、日本の中の様々なムスリムのコミュニティの問

題を調べて書いた本です。こういうものを見ますと、

もうイスラームを理解するとか何とかというような次

元のことではないですね。結婚して所帯を持つと

いうことは、文明間対話などということでもない。も

っと人間同士の深い付き合い、生涯の伴侶として

やっていくというような、そういうようなことが日本の

中で今どんどん広がってきている。そういうところで

一層、我々の一神教観の今ある混乱を考え直して

みなければならないのではないかと思っています。

先ほど少し言いましたように私は子どもの頃キリス

ト教の中で育ちました。当時は東大の近くの本郷

住んでにいましたが、駒込教会、現在の日本基督

教団西片町教会に通いました。そういう場所にある

教会だったものですから、東京大学の学生さんた

ちが日曜学校の先生をしていました。今でも非常に

はっきりと記憶に残っているのですが、今考えてみ

ても非常に偉い、大変なことを教えてくれたなと思

うのです。小学校の低学年の時に世界の白地図

をつきつけられて、この地図の中でエルサレムはど

こにあるのか書き込んでごらんと言われても、大体

この辺だろうと書けただろうと思うのです。ナイル川

はどの辺を流れていると言われても書けたと思い

ます。ダマスカスという町はどうだと言われても、そ

れ程びっくりしないでこの辺だと言えたのではない

かと思います。そういう教育を受けました。しかも考

えてみれば、聖書の国は今はキリスト教よりはイス

ラームの国になっていて、ムスリムが沢山いる。そこ

で話されている言葉はアラビア語という言葉だとい

うようなことも、小学校の低学年の時に教わりまし

た。私はアラビア語の中身が何であるか知る由も

ありませんでしたがアラビア語という言葉があり、そ

してそれはイエス様が生まれ、活動したという場所

では現在そういう言葉が話されているのだというよ

うなことを知っていたわけです。そういうことを教え

てくれた人は、後で考えてみれば大学の地震研究

所の地震学の先生になったり、昔の商工省のお役

人になって高級官僚になった人も、そういう格好で

学生の時代に私に教えてくれました。そんなことが

あったのですが、後に私が中東やイスラームを勉強

するようになったのは今言ったような背景があるか

らでは、全くありません。私は大学でイギリスの近

代史をやっておりました。そこから自ずと繋がって、

先ほどイギリスがスーダンに攻めて行ったというよう

な話とも繋がるのですが、だんだんとイスラームを

勉強しなくてはいけない、したいということになりま

した。考えてみれば自分はもう、例えば中東という

ような所は昔から知っていたのだということに思い

至る。だから貴方はどうして勉強を始めたのですか

と言われると、アッラーの思し召しでしょうというこ

とになります。

後に実際に中東に行くようになりますと、ヨルダ

ン川の畔に立って、ここは自分は初めて来たけれ

ど子どもの時から知っていた所だとか、それこそダ

マスクスの町をふらふら歩いていてここは何という

通りかと思ってみると、そこにマッスムという通りと

アラビア語で書いてある。この通りは自分は昔から

知っていたのだという感じになりますので、シオニ

ストというか、後からそういう土地に行ってここはそ

もそもユダヤ人の国であるという気持ちになって、

これは我々の国だと主張する人の気持ちというの

は、実は私は良く分かる気がします。初めて行って

も自分は前から知っていた、ここは自分の土地だと

いう感じですね。そういうことの恐ろしさもまた私は

痛感しました。そういう意味で私は、混迷する〈「一
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神教」＝「他者」〉という、混迷する日本人全体の意

識の中では幾分か違う立場でやっているかなとい

うようなことは思います。しかし日本社会全体の問

題として見ると、どうして日本人は一神教とは肌が

合わないと感じてしまったり、しかし一人ひとりの

人を見る、実際に人と付き合ってみるとまた全然違

うことが考えられてくるという心の様々な向きを、今

ここで改めて考え直してみなければいけないと思

っています。日本人のイスラーム観と言いましたが、

日本人のイスラーム観とは今言ったような日本社会

の一般的な状況で言うと、それは殆んど日本人の

キリスト教観と一緒のことではないかとも思うので

す。この大学もそうですが日本では明治以来、日本

人の文化とか精神というものの中で、キリスト教に

学ぶということでやってきたことは非常に大きな意

味を持っていたと思います。しかし今、日本のキリ

スト教はなぜ日本社会全体の中で１％くらいの人口

しかいないのかと自問するというようなことを見て

も、やはり一神教＝他者という日本人の中に一般

にある混迷する意識という問題は、イスラームだけ

の問題だけではないと感じます。

レジュメ最後にある図の１、“A Map for

Civilization Strategy” をご覧下さい。私は随分

昔に文明戦略マップというものを作り、それを色々

な時に使っているのですが、これがそれです。世

界というものには色々な捉え方があり得るので、こ

れでなければいけないなどということでは全くあり

ませんが、一つの見方です。このサークルというの

は歴史的世界というように考えていただいてもよい

ですが、人やモノや情報が３つに集散するという一

つの地域的枠組みという意味です。ユーラシアサ

ークルとインド洋サークルと地中海・アフリカサーク

ルというものを私は考えています。それが三つ巴に

全部重なっている、この３つのサークル・世界を全

部持っているところが中東であろう。そして２つずつ

重なっている部分を加えると、私は中東のexten-

sionと言っていますが、それを全部組み合わせる

と三つ葉のクローバー状の図形が出てきます。そ

れがイスラーム世界の歴史的なtagと考えてよいだ

ろう。イスラーム世界というのは今や完全にグロー

バル化しており、アメリカ合衆国もヨーロッパもそこに

は沢山のムスリムがおります。したがって世界全体

がイスラーム世界だということにもなるわけですが。

イスラーム世界の歴史的なtagというのは、このクロ

ーバー状のこの部分というように考えています。次

のものにしていただきたいのですが、これを少し立

体的に見ると、手前に三つ巴のサークルがあり、そ

の向こうに海を隔ててアメリカ大陸がある。裏番組

というような意味ではありませんが、この図の上で

はアメリカ大陸は裏世界というような格好になるか

も知れません。この手前の三つ巴の世界から人間

が移って来ました。昔は海峡ではありませんでした

が、今のベーリング海峡を渡ってモンゴロイドの

人々がユーラシアから行き、そしてそれがアメリカの

インディオとかインディアンと呼ばれる先住民を形成

する。イベリア半島から人々が移っていく、ヨーロッ

パから行く、奴隷という形で非常に多数のアフリカ

人が沢山アメリカ大陸に移って行く。そして最近は

太平洋考古学というものによって、太平洋を越えた

人間の活動が昔からあったという痕跡も今や明ら

かになってきている。そういう意味で裏側のアメリカ

大陸というものは、手前の三つ巴の世界を全部持

っているわけです。中東とアメリカ大陸は非常に共

通の性質を持っているというか、非常に親近性を

持っているということが言えると思います。事実、今、

中東の人は非常に伸び伸びとアメリカ大陸で活動

出来ますし、アメリカ大陸の人は中東に来ても非常

に気楽にそこで暮らし活動することが出来る。イラ

クに攻めて行ったりというようなことでなくても、も

っと普通の形でアメリカ大陸と中東は繋がり合って

いるわけです。但し中東というのは、先ほどの歴史

的な世界の中で否応なくそこに全てが集まってい

るという意味での中心性を持っている。これはい

わば先天的というか、運命的というか、生得的とい
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うか、生まれつき中心的な位置というものを押し付

けられてしまっているというか、そういう運命にある。

それに対してアメリカ大陸の方はいわば後天的、獲

得的に世界の中心性という、そこに世界が凝集し

ているという意味での中心性を持つようになってき

た。ですから最近はグローバリズムと言うと、アメリ

カ大陸の中でまた一つの核を成しているアメリカ合

衆国が主導するグローバリズムという話ばかりに今

人々は目を奪われていますが、本来のグローバリズ

ムの本家というものはこちらにあったわけです。言

ってみれば、今のグローバリズムは後から生まれて

きたグローバリズムだということになります。前のと

ころに戻ります。問題の日本ですが、日本はユーラ

シアサークルとインド洋サークルの外側の交点にあ

ると考えることが出来ます。そう考えてみると、西ヨ

ーロッパはユーラシアサークルと地中海・アフリカサ

ークルの外側の交点になり、日本と西欧は非常に

対称的なシンメトリカルな位置にあると言えます。

色々な意味で、社会発展の面でも日本と西欧は共

通しているところがあります。例えば日本の封建制

と西欧の封建制は、議論すれば色々と根本的に

違う点は幾らでも言えるのですが、しかし封建制と

いうことが問題になるとか、農村から資本主義が起

こってくるとか、大量生産型のしかも非常に軍事化

された資本主義が西欧でも日本でも起こってくると

か、長子相続というように長男が家を継ぐというよ

うなことも、辺境の西欧と日本の非常に特徴的なと

ころです。それ以外のところはそういう制度はあま

りありません。財産は子どもたち皆んなの間で分

けるということの方が普通です。日本でも同じような

ことになるのですが、ここで起こってきた大量生産

型でしかも軍事化された資本主義、産業資本主義

というもの、これこそが資本主義であり他の社会も

皆んなそうなっていかなくてはいけない、それが近

代化なのだという考え方で説明するという独善とい

うか自己中心的なものの見方も、日本はこちら側に

引きずられてではありますが、イスラーム世界の歴

史的なtagの一番端の非常に特殊な辺境のところ

で顕著に見られることだと思います。

これは今言ったことに関係するのですが、我々は

もうすっかりヨーロッパ中心主義の教育の毒が全身

に回っており、西欧の歴史が自分の歴史のような積

りになってものを考えている面が、日本社会全体とし

てどこかにあるわけです。西欧から近代が起こって

きたと、しかし実際にはイスラームのアーバニズムと

か都市的な生き方とかモダニティー・近代性というよ

うなものが、地続きのヨーロッパにヨーロッパ的に展

開した。それがヨーロッパの近代です。これを一繋

がりに結び付けて理解しなければいけないもので

あるのに、世界はここで区切りがあり、ヨーロッパとそ

れ以外、ヨーロッパとヨーロッパ以外という格好で、

全てここから物事が始まりここから世界に広がって

いったという話に全部なっています。日本の社会科

学は殊にその毒が十分に効きすぎた状態にあり、日

本の大学ばかりでなく幼稚園から小学校から、至る

所で全てヨーロッパ中心主義で教育されている。そ

ういうふうに答えないと入学試験も通らないし、入社

試験も通らないということにもなっていると思います。

ヨーロッパはそういう意味でもろにイスラーム世界と

地続きであり、ここでの都市的生き方、都市文明、

近代性を受け止めるということがあったために、今

度は非常にアグレッシブに元祖・ご本家に対する抵

抗が起こってくる。したがってヨーロッパにとってイス

ラームは敵だということになる。しかし根本的に自分

の出処・オリジンを考えていくと、これを切り離しては

考えられないというところで、非常な慕わしさというか

こちらに対する憧れのようなものが一方では非常に

強い。それだけに敵対する。相手を馬鹿にする。相

手に対して攻撃を仕掛ける。これは最近亡くなった

エドワード・サイードという人が書いた『オリエンタリズ

ム』という、ヨーロッパの対東洋観の歪みです。そう

いうところでのambivalenceというか、好きだから嫌

い、偉いと思うから馬鹿にするとか、頭が上らないか

ら攻撃するとか、慕わしくて仕方ないから撥ねのけ
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るというような関係がここで起こってきた。しかもイス

ラームのアーバニズムとモダニティーは、中国やインド、

東南アジア等にもネットワークが広がっていき、我々

は中国というと儒教文明、インドというとヒンドゥー教

文明と色分けして理解していますが、中国の宋、元、

明というような時代に展開してきた新しい儒学・儒

教のイデオロギーはイスラームの思想との関係を抜

きにしては説明がつきません。中国の都市とか揚子

江南の華南の開発等も、イスラーム的なネットワーク

の展開を抜きにして考えることは出来ない。インドの

文明も、イスラームというのは外在・外来のもので、イ

ンドから外して考えなければインドを理解出来ない

という形でインド学のようなものがありますが、これも

非常に大きな見落としをしている。今日、例えばイン

ド料理のレストランに行って、そこで感じる雰囲気、

聞こえてくる音楽、食べているもの、食べ方、色々な

もの全部がこちら側のネットワークの結び付きを抜き

にして説明出来ないわけです。こういうふうな動きを

受け止めたのが日本の近代です。原料やマーケット

を武力で押さえ、画一的なプランテーションとか大量

生産型産業主義という非常に軍事化された格好

で、同じものを沢山作って押し付けるような西欧と日

本の共通性というところで、イギリスの軍事史の先生

が、西欧で起こったmilitary revolutionというもの

が実際に一番最初に実験されたのは日本であると。

織田信長の小銃の非常に効率的な精射というか、

火縄銃なので一発撃つと次を撃つまで時間が掛か

る、それを何列も交代してどんどん切れ目なしに撃

つというような戦術は日本で実験された。そういう格

好で西欧のmilitary revolutionは日本で最初に

実験の成功をみたというようなことが議論されてい

ます。こういう繋がり合っている両端なのですが、し

かしこちらは色々な意味でイスラームのアーバニズム

やモダニティーがネットワークを広げてくる。それの受

け止め方がこちら側と非常に違うということになって

います。

お手許のレジュメ３-５の下をご覧ください。イスラ

ームと西欧と中国と日本というのを四辺形になるよう

な形で示した図です。日本社会が中国に対して感

じている感じ方、これと非常に近い形で西欧のイス

ラーム観があるわけです。考えてみれば何もかも、

我々が使っている文字からして中華文明のお陰を蒙

っているわけですが、そこでの日本文明は中国に対

して一方で非常に憧れを持っているけれども、他方

では中国と違うのだというようなことを一生懸命に頑

張って言ってきた。それと同じことがヨーロッパで起

こっているわけです。せいぜい１８世紀後半くらいか

らのことですが、今、我々欧米が断然世界の中心

にあるのだというようなヨーロッパの頑張りが、先ほ

ど毒が回ったと言いましたが、そのように思い込ん

でしまう状況が生まれてくる。それは本当に長い人

類の歴史で言えば、うたかたのように短いところで

の話なのです。そういうヨーロッパの頑張りは、この

２項対立型の２分法によって成り立ったわけです。

レジュメ３-１に戻りますが、ここに十字軍等も書きま

した。２つの世界論という考え方によって十字軍と

いうものが成り立ったのですが、これはレ・コンキス

タとか大航海にまで繋がってきます。エルサレムをめ

ざす武装巡礼、アンダルススをイベリア半島を取り返

す、返すというところがまた色々問題がありますが、

取り返すというレ・コンキスタ、そしてイスラーム世界

を外回りから包囲する大包囲戦略としての大航海、

こういうような形で２つの世界があり、こちら側がこう

いうふうにして相手を攻撃するということでずっと来

ました。これが今日のパレスチナ問題までずっと繋

がっていくわけです。ここに欧米からの人々を植民

者として入植させて、そして楔として打ち込みイスラ

エルという国を作り、パレスチナ問題を操縦するとい

うようなことがずっと繋がっていくのです。キリスト教

とイスラームの対立というような話や、２０００年にわた

る血で血を洗う宗教的・民族的対立などという話が

ありますが、歴史を虚心坦懐に見ればどちらが攻撃

し、どちらがそれに苦しみながら対応しているのかと

いうことが浮かび上がってきます。そのようなことが
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あった１６、７世紀の後、今度は東方問題というもの

が起こってきます。オスマン帝国の中にヨーロッパの

国々が干渉して、この中では様々な宗教の人々が一

緒に暮らしていた。このウンマというのがムスリムの

コミュニティーで、ミッレとＡＢＣＤＥＮはオスマン帝国

の中にいたユダヤ教徒であったり、ギリシャ正教徒

であったり、カトリックのマロン派のキリスト教徒であ

ったり、シリア正教徒であったりというような人たち

が、ここで安全と公正securityとjusticeを基準にし

て社会契約を結んでいた仕組みを、紛争・干渉に

よって変えさせていく。ある特定の宗派・宗教の

人々に武器を与え、資金を与え、軍事訓練を施し、

学校を建ててやり、病院を作ってやりというふうにし

て、そして他のグループとは喧嘩しろと。喧嘩を外側

から扇動する。こういうものが１８、９世紀のヨーロッパ

外交史として言われる東方問題です。こういうような

やりとりの中でヨーロッパの諸国が相互に同盟を結

んだり、お互いに戦争したりというのがいわゆるヨー

ロッパの国際政治史です。舞台となった所はそっち

のけで気にしないことにして、ヨーロッパの中でどうい

う条約が結ばれたとかいう話だけで成り立っている

国際政治史もまた、ヨーロッパ中心主義の毒が行く

ところまで行っているということです。今、世界中で

なぜムスリムがいる所で紛争が起きるのか、なぜム

スリムは戦争が好きなのだろう、彼らの心根が曲が

っているからこんなにして争いばかりが起こっている

のだという話は、こういう歴史的な背景から考えてみ

ると、そこの土地の中の人の心根の問題で今の民

族紛争や宗教戦争が説明出来るわけではないとい

うことがはっきりしてくると思います。

そこで日本の問題です。先ほどから強調してい

るようにヨーロッパ中心主義が問題なのですが、こ

のようなものが我々の頭の中にさっと入ってしまっ

た。その原因・背景は、日本自体のオリエンタリズム

というものがあったからです。私の説明で少し飛ば

しましたので分かり難いかも知れませんが、イスラ

ームのアーバニズムやモダニティーと言われるけれ

ど、イスラームとはそのようなものではないのではな

いかという、先ずそこに根本的に疑問をお持ちの

方が多いと思います。私は先ほどの土井さんのお

話を非常に面白く伺って、あの話のコンテキストで

もっと議論をしていけばよいと思いながら、今はそ

れを諦めて自分の言いたいことを言っております。

土井さんのお話の中で使われている概念と同じよ

うな言葉を、私はまた違う意味で使いますので、皆

さんの頭の中で混乱が起きないことを願っていま

す。ここばかりではなく、どこかでものを喋る時には、

聞いてくださる人の頭の中を掻き混ぜるというか、

わけが分からなくさせるというか、自分が今まで考

えてきたことが果たしてそれで良かったのかどうか

が分からなくなれば、それで私の方は大成功という

つもりでものを言っておりますので、話が混乱する

かも知れません。私は、イスラーム文明が出てきた

ところからが近代だと思っています。土井さんのお

話にあった近代的な合理性というようなものは、実

はイスラームから出てきている。ですから、７世紀か

ら近代だということを私は言っているわけです。そ

れが今、この問題なのであり、欧米の文明が行くと

ころまで行って行き詰まり、それでどうなるのか、ポ

スト・モダンというような話は、私の考えでは少しお

かしい。実は７世紀からの近代の行き詰まりという

ものに、我々は今直面している。私はイスラームが

何かの解決になるというふうには全然思っていない

のですが、しかしイスラームの中からもしかしたら新

しいスーパー・モダンのようなものがあるかも知れな

いということを、最後に言って終わりにしたいので

す。ともかく、我々はイスラームを非常な偏見をもっ

て見る癖を、それこそ毒を盛られて植えつけられて

しまっております。ムスリムあるいはイスラーム文明

の中で、如何に徹底した個人主義、合理主義、普

遍主義が出てきているか、そしてイスラームは人間

を徹底的に近代的な、それは都市的なということ

でもあるのですが、そういうものにするものかという

ことを少し考え直してみていただきたい。最初から
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イスラームは近代に反するもの、あるいは近代以前

のものというような見方、これは先ほどから言って

いるヨーロッパ型オリエンタリズムのごく普通の常識

ですが、それを見直していただきたい。そこで、そ

れが我々の頭の中にさっと入ってしまったのはなぜ

か。それがレジュメ３-３に書いてあるものです。日本

自体のオリエンタリズムというものがあった。日本の

伝統的な対外意識は、三国意識という形で示され

ます。伝統的な日本社会の、あるいは日本という国

が７世紀に生まれてきた後の日本人の世界ヴィジョ

ンは、本朝・日本と唐・中国と天竺・インドという３つ

に世界を分けて理解するという見方です。しかもそ

の中で、日本の歴史を通じて、『源氏物語』や『神皇

正統記』等も引合いに出しましたが、ともかく我々は

如何に中国と違うか、如何にインドと違うか、如何

に日本は日本独自かという、いわば自分探し、日本

のアイデンティティーというものを必死になって探して

きた。こういう中で本地垂迹説とか根本枝葉花実

説ということで、日本の神は仏陀、菩薩なりが大本

の天竺から日本に顕れてきた、そのmanifestation

が日本の神だというような考え方をしてみたり、果

ては日本こそが根本であり中国は枝や葉で、インド

は花や実であるというような形で日本中心の神なが

らの道というようなものを構想する。こういう道筋の

中で国学、やまとごころ・みくにぶりというものも出

てくるわけで、必死になって中国と違う日本、インド

と違う日本、アジアではない日本というものを日本の

社会は一生懸命に探してきたのです。にも拘らず、

日本はアジアだからとか、アジアの一国として我々

はとかいうことを気軽に言ったりもしているわけで、

そこが近代の問題でもあります。その手前のところ

に南蛮・紅毛の南蛮キリシタンの１６世紀の話を書

きました。先ほどのイスラーム世界を外側から包囲

するということの結果の一つとして、１６世紀に日本

に南蛮キリシタン文化がやってくるわけです。それ

が西欧との出会いだというように考えられてしまっ

ています。しかし実際には、その半世紀前までイベ

リア半島はイスラーム世界でした。日本の社会は、

キリスト教自体の理解もそこで何か大きな間違いを

したのではないかと思われます。それを一層裏付

けるような形で、１９世紀の欧米オリエンタリズムの

輸入になっていきます。脱亜入欧かアジア主義か

というのは非常に対立した考え方のように見られて

いて、近代・現代をも含めて日本の社会的・政治的

な思想の流れの中で、アジアにつくのかヨーロッパ

につくのかという選択肢の中で日本人はものを考え

てきたと言われていますが、実はこれは一枚のコ

インの裏表です。先ほどから言っている２項対立、

世界を２つに分けてみる２つの世界論の適用にし

か過ぎません。したがってアジアにつこうが、ヨーロ

ッパにつこうが、ヨーロッパのクラブに入会しようが、

そこでアジアの盟主がアジアを侵略するということ

にもなったわけです。自称アジア通アジア人のアジ

ア離れ的アジア支配というようなことで、日本の近

代が成り立ってきた。そういう不思議な格好で、日

本の伝統的なオリエンタリズムが１９世紀以降ヨーロ

ッパのオリエンタリズムに上手く適合し、さっとヨー

ロッパの２分法、ヨーロッパの２項対立はユダヤ人

と異邦人というわけ方や、心と身体、霊と肉、物質

と精神と７ページに書き並べたような格好で２分方

でいくわけですが、このようなものに適応して、日本

はアジアでもあればアジアでもなく、欧米でもあれ

ば欧米でもないというようなところで、最初にいった

ような一神教に対しても我々は頭の中が混乱して

いるということがあるわけです。

レジュメ４をさっとご説明して終わりにしたいと思

います。パラレリズムのところで私が言いたいのは、

我々の頭の中の混乱しているものを整理しなおして

みる一つの方法です。７世紀から近代だと言いまし

たが、日本の歴史というものは近代史そのものです。

７世紀初めに日本の国家が成立する。それと同時

にイスラームの国も生まれてきた。聖徳太子と預言

者ムハンマドは全く同時代人です。聖徳太子の歴

史的実在性は最近色々な形で問題になっています
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が、今はその問題は棚に上げることにします。普通

言われていることで言えば、聖徳太子の亡くなった

年はヒジュラの年ですので、不思議な形で預言者

ムハンマドと聖徳太子は同時代人です。日本の国

家は和の国として、それをスローガンに掲げて成立

しました。それは色々な日本古来の宗教性の上に

儒教やら、道教やら、仏教やらをどんどん受け入れ

ていき、後にはキリシタンも入ってくるわけですが、

そういうところで和が強調される。それとイスラーム

のサラーム、これも平和ですが、非常にある種のパ

ラレルな関係を考えるわけです。その下に色々書

き並べましたが、日本人の非常に豊かな宗教性と

いうものの伝統・歴史の中で考えてみると、例えば

清貧とか隠遁とかいうところで展開する遊行聖と

か、一休宗純でも良寛でもよいのですが、そういう

人々の姿はイスラームでスーフィーと言われているよ

うな修行者たちと色々な形で重なって見えてくると

ころがある。色々な意味で並行現象があることに気

付いてきます。そこで私は日本社会のイスラーム認

識における方向転換を提案しております。イスラー

ムは知らない、関係ない、なじめないと皆んな気楽

に言っています。日本の中で非常に立派な尊敬す

べき偉い大知識人というような人に限って、私はイ

スラームのことは知りませんのでと、如何にも汚ら

わしいものには触れないというような感じで、自分

が知らないということを正直に言っている。それが

学問的にも良心的だというスタイルで言われるとい

うことがよくあるわけです。そういう人に、私は欧米

のことは良く分かっているのだという気持ちがどこ

かにあるとすれば、実はイスラームのことが分からな

いで欧米が分かるはずは全くないのです。言葉の

断片ですが、この頃アルゴリズム等という言葉が盛

んですが、そういうものも、ヨーロッパをヨーロッパだ

けで切り離して考えていたら分からないことなので

す。イスラームとの関係を抜きにしてはヨーロッパは

分からない。そういうところで、知識人としての良心

というのは非常に問題があります。ともかく知らな

い、関係ない、なじめないとか、問題の立て方とし

て汎神論対一神教とか、アニミズム対啓示宗教と

かいうような対立項を立てて我々がイスラームと違

う、あるいはキリスト教とすら違うという考え方をし

ている。頭を切り替えて、和とサラームというところ

にある諸宗教の共生という姿を考え直してみる。日

本の場合にはこれは著しく生活現象です。我々の

暮らしの中に、あるいは個人の暮らしの中に色々な

宗教が入っている。そういう生活現象としての諸宗

教共生が日本の姿だとすると、イスラームの方は安

全保障契約という、安全と公正ということで色々な

違う宗教の人々が一緒に都市的に住み合わさなけ

ればいけないという、その体制をどうやって作って

いくかということを一生懸命に考え続けてきた。そ

ういうイスラームの姿と、確かに現われ方が非常に

違う、向きが違っているということがありますが、し

かしそこで何らかの文明対話の思想を内蔵化して

いる、内に置いているということが言えるようにも思

います。更に挑戦的に私が最近色々言っておりま

すのは、イスラームにおいて例えばクルアーン（コー

ラン）を読みますと、神のしるしというものが宇宙に

満ち溢れている、山を見ても、川を見ても、空を動

く雲を見ても、帆をあげて動いていく船を見ても、

地震が起きても、ナツメヤシの実がたわわに実って

いる姿を見ても、羊がお産しても、ともかく宇宙の

中のあらゆる現象をじっと見るとそこに神のしるしが

示されているということが、クルアーンの中に初めか

ら終わりまで強調されているわけです。これは我々

の「やおよろずのカミ」とどこが違うのか。そういうこ

とを考え直してみる必要がある。日本人のかなり多

くの人は、私は無宗教ですからなどと言いますが、

簡単に宗教にはつかない、神などというところにい

かないという日本人の無宗教というものをよくよく考

えてみると、それと見合う格好でムスリムも、イスラ

ームの立場とは何かと言えば、これは必ずしも私だ

けが言っているわけではありませんが、イスラームと

いうのは条件付き無神論であると。イスラームとは
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宇宙の中には神はないということを徹底的に強調

し、そのことにしっかりと拘って生きていくというこ

とです。いわば闇夜に頭を殴られるような格好で、

神からのしるしが突き付けられる。そのことに気付

く。そういうところでイスラームという宗教は成り立

ってくるわけです。ですから日本人の無宗教という

のは、イスラームの条件付き無神論ともしかしたらど

こかで火花を散らして分かり合うというようなことが

起こってくるかも知れないと思っています。

レジュメ５-２に、たくさんのホロコースト、たくさん

の９・１１を認識することと書きましたが、それに触れ

ます。ホロコーストの結果、ユダヤ人に対する償い

としてイスラエル国家というものが生まれてくる。こ

れはしかし、ホロコーストが起きたヨーロッパの人々

の自らの痛みにおいての償いではない。パレスチ

ナ人という別の犠牲者を仕立てて償いをするとい

う、そういう償いでイスラエル国家が生まれてくる。

イスラエル国家とは、植民地の時代が終わった世

界の中で、そこで存在しているある新しい特殊な植

民地主義です。ポストコロニアル・コロニアリズムを

国際的に支えている。今、イスラエルも自重してもら

わなければ困るけれども、パレスチナ人が先ず自

爆テロをやめるべきだという格好で、どっちもどっち、

紛争だとして物事を見ている。そして紛争の両当

事者が譲り合わなければいけないと一生懸命に説

教しながら、しかも目はパレスチナ人の方に向けて、

貴方がたが先ずテロを止めなさいと盛んに言って

いるのが世界の現状だと思います。こういう国際的

連携構造です。ちょうど日本が１９３０年代に満州国

というものを作った。それに対して抵抗する中国の

民衆に対して、満州国というものはあるのだから、し

たがって貴方がたは満州国と話し合いをしなさい、

貴方がた匪賊や馬賊は止めなさいということを説

教しているという、同じことが今、繰り返されている

わけです。そういう形のホロコーストから繋がってく

るこの連環と、ちょうどそれの複製として９・１１があ

り、そして反テロ戦争体制というものが生まれてき

た。そして今度は世界のどこでも革命等というもの

はもう考えられなくなっているというところで、いや、

変って、体制変革をやってやろうという人たちが今、

アメリカから出てきている。そういうものが、ちょうど

国際的連携構造の複製としてのユニラテラリズムを

やっている。右側は左側の連環の全くのコピーで

す。しかもホロコーストこそ、これこそ人類のもう他に

ない特別の経験だと、９・１１で世界は変ったという

ような形で、非常に普遍性というものをいわば独占

する。それに対して、いや、沢山のホロコーストがあ

るではないか、例えば日本にもヒロシマやナガサキ

がある、そういう沢山のホロコーストがあり、沢山の

９・１１があるではないかという、多と１を結びつける

論理がイスラームのタウヒードという考え方です。お

そらくこれがあるから、今イスラームは悪者になって

いる。あるいはそれはムスリムだけの問題ではない

と思いますが、そういう独占的・排他的な普遍主義

に対する非常に根本的な批判者というところに、今、

駄目になっているイスラームが将来このタウヒードと

いう精神を本当に発達させ、我々がそのことを助け

協力することが出来れば、世界は新しい超自我の

世界にまで踏み込んでいくような展開が出来るか

なというようにも思います。レジュメ６にあげた若林

さんの『聖像画論争とイスラーム』の本はここに持っ

てまいりましたが、今、イコンと言うと何か全然違う

パソコン上のイコンばかりですが、キリスト教の中で

聖像画・イコンを巡っての論争が起きた。それがム

スリムの中とどういう関係を持っていたか、あるいは

アラブのキリスト教徒の中でそのことがどう議論さ

れたかということを書いた本です。若林さんは外務

省のアラビストですが、この本を出した時にはどう

いうわけか山梨県警察の警務部長をしており、この

本の後ろの肩書きは山梨県警警務部長という恐ろ

しい肩書きでこの本が書かれたことになっていま

す。彼は現在テヘランに駐在しています。最後に書

いたように、我々は東方キリスト教のようなものに対

しても目を向ける必要があると思います。シリア正
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教とか、アルメニア正教とか、コプト教会など東方

のキリスト教、つまりキリスト教が起こってきた土地

のキリスト教ですね。そういう所のキリスト教はイス

ラームと同じです。イスラームは、イエスはイスラーム

の預言者の一人であると考えている。キリスト単性

論派の諸教会はキリストの性質は一つだと言う。

神と考えるとしても、性質は一つであると。３つのペ

ルソナが１つの神に備わっているとか言うのではな

く、３＝１ではなく１は１であると。この点では東方の

キリスト教徒はイスラームと全く同じです。ムスリムも

預言者イエスの誕生祭というクリスマスを祝ってい

るわけですし、マリアは人類の中でもっとも祝福さ

れた女性だというようなことも言っています。エル

サレムの聖墳墓教会の鍵も持っていて、その教会

をずっと維持し守ってきたのはムスリムですし、エ

ジプトにやってきたイエスを連れたマリアが洗濯物

を干したのではないかという木を、きちんと守って

きたのもムスリムです。何かそういうところでの人々

の共生は、文明間対話とか和解などというもので

はない。もっと深いところでの人間的な相互信頼、

共生というものの姿を我々は見落とし、十字軍の

思想、そして反ユダヤ主義の思想に染まり、２項対

立論というものに毒され、そしてヨーロッパ中心主義

という世界をヨーロッパとそれ以外として見るという

毒が、今、我々の一番大きな問題になっていると思

います。こういうことで、なかなか解毒にはならない

と思いますが、むしろもっと毒が進んでしまうかも

知れませんが、ご静聴有り難うございました。
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同志社大学一神教学際研究センター設立記念講演会「日本の精神性と一神教世界」
２００３,１０,１１ 同志社大学今出川キャンパス明徳館２１番教室

日本人のイスラーム観
－〈一神教〉とは肌が合わないか－

板垣　雄三

１．混迷する〈「一神教」＝「他者」〉意識
映画「サハラに舞う羽根」The Four Feathers, 2002.
宮本久雄・大貫隆（編）『一神教からの問いかけ』講談社、2003.
桜井啓子『日本のムスリム社会』筑摩書房（ちくま新書）、2003.

科学主義／進化論／マルクス主義／オウム事件
憲法２０条（靖国神社問題／中島尚志『日本核武装』はまの出版、2003.）

実際を見ること、人とつき合うこと
遠藤周作『死海のほとり』新潮社、1980.

２．日本（社会・文明）の文明戦略的位置
中心性／グローバリズム 中東（生得的）—アメリカ大陸（獲得的）
対称性をもつ特異な辺境　西欧—日本
イスラームのネットワーキングとのかかわり
それからくるambivalence

３．オリエンタリズム
3-1
エドワード・サイード『オリエンタリズム』平凡社ライブラリー
二項対立型の二分法　　反ユダヤ主義／十字軍 「二つの世界」論
ユダヤ人vs異邦人（非ユダヤ人）／こころvs身体／霊vs肉／物質vs精神／現世vs来
世／政治vs宗教／国家vs教会／宗教vs科学／信仰vs行為／人間vs自然／自己
（自我）vs他者／全体vs部分／公vs私／ヨーロッパvs非ヨーロッパ（アジア）

3-2
ヨーロッパ中心主義
世界史理解の構図（近代性モダニティーのとらえ方、西欧が本家？）
イスラームのアーバニズム（都市を生きる生き方、都市性）とモダニティー
イスラーム文明の展開としてのヨーロッパ近代
イスラーム世界はなぜヨーロッパの覇権に屈したか
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3-3
日本のオリエンタリズム
三国意識（本朝／唐［唐土・震旦］／天竺）
唐土には顕れても忍びても乱りがわしきこと多かりけり、日本にはさらにご覧じる
ところなし（源氏物語薄雲巻）
天祖より以来、継体たがわずしてただ一種ましますこと、天竺にも其類なし（神
皇正統記）
本地垂迹説から根本枝葉花実説へ
国学、「やまとごころ・みくにぶり」
廃仏毀釈、津田左右吉『シナ思想と日本』

3-4
三国プラス西洋（南蛮・紅毛）
南蛮キリシタン文化のとらえ方

3-5
三国意識（本朝・唐・天竺という世界像）から欧米オリエンタリズムの受容へ
脱亜入欧かアジア主義か　　一枚のコインの裏表
福沢諭吉と樽井藤吉、アジアの盟主／侵略・植民地支配
自称アジア通アジア人のアジア離れ的アジア支配
欧米への親近感とアジア・アフリカへの蔑視・軽視

イスラーム・＝＝＝・西　　　欧
‖　　　・　・　　　‖
‖　　　　・　　　　‖
‖　　　・　・　　　‖

中　　　国・＝＝＝・日　　　本

４．パラレリズムからの視点
並行現象 日本—イスラーム

聖徳太子—預言者ムハンマド
和—サラーム
清浄［禊ぎ・斎戒沐浴ﾑﾑタハーラ］
唱名・念仏—ズィクル
禅定／和敬静寂—タサッウフ（スーフィズム）
天皇+将軍—ハリーファ（カリフ）+スルターン

日本社会のイスラーム認識における方向転換
現状　知らない・関係ない・なじめない

問題の立て方　汎神論vs一神教／アニミズムvs啓示宗教
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提案 ■和—サラームという諸宗教共生　
文明対話の思想（生活現象か／安全保障契約の法体制か）
■やおよろずのカミ—神のみしるし
■「無宗教」—条件付き「無神論」

５．タウヒードについて考える
5-1
一つにすること、１と数えること、多即一、多元主義的普遍主義、一神教　
ウンマ（共同体）、シャリーア（法）との関連
■多と一
万有の多様性・個別性・差異性・対等性 アーヤ（徴、神のみしるし）
神　　条件つき無神論、sh-h-d
創造　　個的存在が関係性のなかで関係性とともに創造される
■関係性
多元的思考　　二分法への批判
宇宙的・環境生態論的視野　　科学、アマーナ、ハリーファ
ネットワークないしネットワーキング志向
アイデンティティー複合
■共同性
ウンマ＜ウマム、ミッラ＜ミラル　 「イスラーム」、フィトラ（本性）
家族、族的結合
経済活動　　営利、ムシャーラカ
社会契約　　安全保障、イマーマ
■公共性
自由と必然　　終末に向かっての責任・応答性、ジハード、リバー禁止
知識　 イルム、マアリファ、ヒクマ
価値と法　 「神の法」の解釈と適用、公正・公益、信託、ワクフ
都市
■論理としての汎用性　　堕落・逸脱・彷徨の自己批判

5-2
たくさんのホロコースト、たくさんの９．１１を認識すること。
ホロコースト／９．１１の排他的・独占的「普遍化」でなく
ホロコースト=====================９．１１
イスラエル国家===================反テロ戦争体制
ポストコロニアル・コロニアリズム===「革命」の収奪横領
国際的連携構造===================ユニラテラリズム

「日本人のイスラーム観－
一神教とは肌が合わないか」
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６．宗教間対話で完結するか？
若林啓史『聖像画論争とイスラーム』知泉書館、2003.
聖像画破壊運動（イコノクラスム） 726頃-787、814-843
レオン３世（在位717-741） 北シリア生まれ、サラケノスの思考をもつ
ダマスクスのヨハネ『知識の泉』743以後？
『聖像画破壊論者に対する反駁』726-730 崇拝と崇敬
サラケノスの思考をもつイコン崇拝者、と非難される
アブー・クッラ（ハッラーン主教）『聖像画崇敬論』815頃？
聖アントニオスの殉教799

アラビア語のちから アラビア語によるキリスト教の概念操作が可能となる
教義論争・宗教間対話・言説共同体の形成 ムウタズィラ学派の発展を促す
東方キリスト教への観点
私のささやかな経験・観察から
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「日本人のイスラーム観－
一神教とは肌が合わないか」



公 開 講 演 会  

日 時  

会 場  

講 師  

コメント 

司 会  

講演の概要 

本講演会は、公教育における宗教についての日米比較の手がかりを探る目的で開催された。

本講演会また、同志社大学神学部で2001年度から会を重ねている、宗教教育に関する一

連の公開講演会の一環でもあり、神学部とCISMORの共催で行った。 

アメリカの公立学校は、価値観を巡る「文化戦争」の「戦場」となっている。宗教的価値観

を持った父母と、世俗的価値観を持った父母の対立の戦場である。日本とは対照的に、ア

メリカは公立学校を非宗教的な場とするのではなく、無宗教を含めて、それぞれの宗教的

立場を尊重するための「共通の基盤」を求めているのである。 

講師のマルシア・ビューチャンプ氏は、「憲法修正第１条センター」平和フォーラムのコーデ

ィネーターも務めており、公教育における政教分離と信教の自由の課題に取り組み、国内

の教育者のためのワークショップを数多く主催している。 

公開講演会 

スケジュール 

２:３０～２:３５　挨拶 
２:３５～３:３５　マルシア・ビューチャンプ  
 「アメリカの公教育と宗教－ 
 「戦場」を「共通の基盤」に変えるために－」 
３:３５～３:４５　休憩 
３:４５～４:００　コメント　森 孝一 
４:００～４:３０　質疑応答 

／２００４年１月１７日（土）　午後２時３０分-４時３０分 

／同志社女子大学　今出川キャンパス　静和館（４階）ホール 

／マルシア・ビューチャンプ（アメリカ宗教学会「公立学校における宗教」研究部会 座長） 

／森 孝一　（同志社大学神学研究科教授） 

／越後屋 朗（同志社大学神学研究科教授） 

「アメリカの公教育と宗教－ 
「戦場」を「共通の基盤」に変えるために－」 
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アメリカは混乱している。「憲法修正第１条センタ

ー」の法定代理人である私の友人オリバー・トマス

は、それは「すばらしい混乱」だと言う。多くの他国

出身の人々は言論の自由、出版報道の自由、集会

の自由についての憲法上の保護と結びついたアメ

リカの人々の多様性に目を見張り、どうしてそのよう

な相違が紛争へと変化しないのか、永続的な不調

和とならないのかと怪訝に思う。トマスはそのシステ

ムが稼働している証拠は、アメリカに毎年移民して

くる多くの人々の数だけあると主張する。

しかしながら、このような自由をどこまで広げられ

るのか、限界を設ける線はどこなのか、またこのよう

な個々人の多様な集団から国家を統合するという

日常の役割の中で、どのように民主主義の法則を

適用できるのか、という戦いに私たちは直面してい

る。中絶、同性愛、および公的領域での生活にお

ける宗教の役割等、論争の的になっている問題は、

様々な暴力行為を呼び起こし、深刻な問題となって

きている。建国父祖(独立宣言に署名したアメリカ

革命のリーダーたち)の一人であるジョージ・メイソン

は、「自由な政府も自由の享受も、基本原則への頻

繁な回帰によってのみ維持される」と述べている。

（※１）言いかえれば、アメリカ人のそれぞれの世代は、

私たちの憲法の中に述べられた基本原則に回顧す

べきであり、今日、私たちが直面している問題が何

を意味するのか問いかけるべきである。

我が国家のモットーの１つはe pluribis unum、

つまり、「多から一が生じる」である。そのモットーを

現実のものとするための課題が、アメリカにおいて、

しばしば、そしておそらくもっとも重要なかたちで、

公立学校において、日々生じている。

アメリカの公教育は、アメリカの若者達が、自分

と大きく異なる他者と暮らす方法を共に学ぶ、最

上の機関の一つである。そこは私たちが慎重に保

持してきた公共の価値を伝える場所である。そし

て、公立学校の教室はそのもっとも良い場所であ

り、「自由における私たちの試みを確認する」（※２）
という民主主義の原則を実践できる研究所であ

る。したがって、私たちの学校は、私たちの憲法

および権利章典の基礎にある価値をモデル化す

ることが必要である。それをきわめてうまく行う学

校もあり、また、その探求に長い道のりを要する学

校もある。

宗教と宗教の自由は、私たちの学校で互いに

配慮し合う共同体を構築する上での基本的な考

えである。権利章典によって、宗教の表現が保護

されている限り、そのためのある種の空間が、公

立学校において作られるべきである。同時に、私

たちの憲法は個人の信仰に対して、促進あるいは

誹謗といった政府の介入を禁止する。アメリカの

公立学校が宗教的に多元的であるという情況にお

いて、これらすべてが意味するものが、この講演の

主題である。しかし、アメリカの公立学校における

宗教の役割に関して話を進めるにあったって、アメ

リカ革命時代の基本的な文献が提供する、公的・

法的枠組理解から始めなければならない。最も基

本的なものとして、私たちに関係してくるであろう３

つの基本原則は、権利、責任、そして尊敬である。

「アメリカの公教育と宗教－「戦場」を
「共通の基盤」に変えるために－」

「アメリカの公教育と宗教－「戦場」を
「共通の基盤」に変えるために－」

アメリカ宗教学会「公立学校における宗教」研究部会 座長

マルシア・ビューチャンプ
Marcia Beauchamp
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権利
権利章典を含むアメリカの憲法は、世界で最も

古い成文憲法である。１７８９年以来１５回書き直さ

れた、フランス憲法と異なり、アメリカの憲法は修正

されたが、書き直されることはなかった。なぜアメリ

カ憲法は頑強なのだろうか。なぜ、他の憲法が有

効でなくなった後も、持続したのだろうか。おそらく、

アレクシス・ド・トクヴィル（９世紀に旅行し、アメリカ

の試みについて研究した）は、答えを示すことがで

きるだろう。

アメリカに目を向けよう。・・・その法の詳細で

はなく、その法の原則をアメリカから借用しよう。

フランス共和国の法は、多くの場合において当

然であるが、アメリカを統治するそれらの法と異

なるかもしれない。しかし、アメリカ憲法が基づく

原則は、すべての共和国にとって不可欠である。

その原則とは、すなわち、秩序の原則、勢力均

衡の原則、真の自由の原則、権利に対する深い

そして誠実な尊重の原則である。（※３）

トクヴィルは、アメリカの憲法の基本原則がアメリ

カ憲法の安定性および永遠性を提供したことを理

解していた。

まず始めに、建国父祖たちは、人間は各自、譲

り渡すことのできない権利を持って生まれてくると

いう立場に立脚した。これらの権利は、憲法の表

現によれば、神から与えられたものであり、いかな

る場合においても、人間固有のものとみなされる。

実際、それが権利の章典の第１条であるという事

実が表しているように、建国父祖たちが明らかにし

た人間の自由の中でもっとも重要なことは、良心

（内面）の自由であった。

歴史研究者であり、ヨーロッパにおける宗教的迫

害を逃れてやってきた人々の知的継承者であった

ジェームズ・マディソンは、信教の自由の第一の起

草者として現れた。マディソンは１７８５年、信教の自

由のためのヴァージニア信教自由法を擁護して、ヴ

ァージニア州に手紙を書き、基本的権利として信教

の自由の展望を明確に表現した。

すべての人の宗教は、以後あらゆる人々の確

信と良心に任せられるべきである。そして、それ

ら確信と良心が命ずるままに礼拝することは、す

べての人々の権利なのである。この権利は本質

的なものであり、奪うことのできないものである。

人々の意見は、彼ら自身の心によって熟考され

た証拠のみによるので、他の人々の命令に従う

ことはできないからである。また、それを奪うこと

ができないのは、人に対する権利であるものは、

創造主に対する義務であるからである。創造主

に大いに敬意を払い、ただ神に受け入れられる

と信じることはすべての人の義務である。時の

順序と義務の程度の両方において、この義務は

市民社会の要求に先立つ。（※４）

ここで述べられた信教の自由について、多くの

人がこれは危険である思った理由を理解すること

は簡単である。「市民社会の要求」に取って代わる

政府に保護された権利とは何か。その上、秩序は

どのように保障されるのか。また正当な根拠がない、

あるいは危険な信仰はどうなるのか。

憲法と権利章典の承認へと導く、公共に開かれ

た対話の一部として書面として配られた連邦新聞

の中に書かれた多様な宗教的意見は、いずれも

究極的真実であると主張しているが、もしも公共の

場において、彼らの真実について自由に論争する

ことが許されたら、一つの意見が支配するというこ

とはない、とマディソンは確信していた。政府がど

れか一つの信仰を支持したり庇護したりすることな

く、全ての個人が良心の命令にしたがえるよう保障

するなら、宗教と礼節の両方が繁栄するだろうとマ

ディソンたちは信じていた。

これは、ほぼ正しかったようである。アメリカはお

そらく世界で最も宗教的に多様な国家である。闘争

はあるものの、アメリカは今日世界中の多くの場所で
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出会うような種類の宗教的暴力の支配下にはない。

主として、建国父祖たちが憲法で守ってきた、まさに

自由のおかげで、アメリカは、多様性の中で毎日成

長している。しかし、私たちの多様性に対する挑戦

も、また増幅している。そして、自由への挑戦は公立

学校の中で最も劇的に明らかとなっている。明らか

に、信仰に関して私たちは選択する権利を持ってお

り、または信仰を持たないという選択をする権利を

も持っていると述べるだけでは不十分である。これ

らの権利から生じる多くの要求の均衡を、私たちは

いかにして達成すればいいのだろうか。

責任
私は高校で政治を教え、権利章典を学んだ時、

これらの権利がいかなる種類の責任を含意してい

るか、よく考えてほしいと学生に言った。特に、信

教の自由に関して私はいつも同じ答えを得た。一

つは、自分がそうであるように、誰でも良心の自由

に対して同じ権利を持っていることを十分に理解

するべきであり、たとえ非常に異なるものを信じて

いるとしても、他人の権利を邪魔するような宗教の

自由という権利を許してはならない。もちろん、その

答えは正しい。なんとかして、私たちの良心が命ず

るままに礼拝する権利を行使するのと同様に、私

たちの隣人が異なる方法で礼拝する権利、あるい

は、全く礼拝しない権利を、私たちは干渉してはな

らない。このことは、私たち自身を私たちと同じよ

うに考える人々が取り巻いている限り、実際のとこ

ろ問題があるようには思えない。

もちろん、学校や公の場というものは、一般に同

質的な場所ではない。学校、病院、職場や他の公

共機関において、自分を隔離することは出来ない。

私たちは、自分たちと同じように信じない人々に対

して、均斉のとれた基盤の上で協力しなければな

らないし、またそうすべきである。実際に合衆国は、

血統や血縁関係によってではなく、原理や理念に

よって成り立っている社会であり、宗教的な統一

見解を培えていない人々の集まりを、まとまりのあ

る社会にしていくには、努力が不可欠なのである。

では、私たちを人間として共に結び合わせるも

のは何であろうか。それは私たちが「憲法修正第１

条センター」において、「市民生活における金科玉条」

と呼んだものである。これはとても強い責任感であ

って、私のクラスの生徒たちが思いつく程度のもの

ではない。この責任感は、次のような理解に最もよ

く描き出されている。それは、「私の持つ権利とは、

自分が同意できない他の人々の権利をも擁護でき

る範囲においてのみ確保されうる」というものであ

る。このことは、容易な要求ではない。だが、信教

の自由というアメリカの実験が支持されていくため

には、この要求は不可欠なものなのである。

思い起こして見てほしい。この理念を実現する

ことができなかった一つの痛ましい例として、ナチ

ス・ドイツがある。ナチス・ドイツ下におけるローマ・

カトリック教会の聖職者であったマーティン・ニーメ

ラーは、次のような詩を通して、こういった類の責任

感が文化の中でしっかりと推奨されない時、どんな

ことが起こるのかを描いた。

彼らはまず、共産主義者たちに襲いかかった

でも、わたしは共産主義者では無かった――

だから、わたしは何もしなかった。

次に彼らは、社会民主主義者たちに襲いかかった

でも、わたしは社会民主主義者ではなかった――

だから、わたしは何もしなかった。

そして彼らは更に、労働組合の人 に々襲いかかった

でも、わたしは労働組合の活動家でもなかった。

俄然彼らはユダヤ人たちに襲いかかった

でも、わたしはユダヤ人でも無かった――

結局わたしは何もしなかった。

そして彼らが、わたしに襲いかかってきた時、

わたしを守ってくれる人は、

もう誰も残ってはいなかった。

「アメリカの公教育と宗教－「戦場」を
「共通の基盤」に変えるために－」
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尊敬
もう一つ建国父祖たちが知っていたことは、今ま

でに論及したきたことだけでなく、その論及の「方

法」が極めて重要だということであった。アメリカ革

命時代の私的な書簡集や公文書の大半から分か

ることは、建国父祖たちが礼節ということにどれ程

心を砕き、これが民主主義社会を平和に機能する

ために、どれ程重要なものであるかということに気

付いていたということである。彼らが抱いていた強

固な社会像とは、市民自らの関心を自由に世間に

向けて発表でき、自分たちの意見を酷評されるこ

となく、自由に発言し、市民の議論が基本的な法

則に従って分かち合えるというものである。

恐らく、これら三原則に関する最適で明瞭な発

言は、最近の文章のなかにある。１９９５年、「憲法修

正第１条センター」によって召集された「宗教と教育

機構の研究部会」が、約１０年に及ぶ共同作業の結

果、宗教上の休日と教育課程における宗教の役割

に関して共通理解をまとめ、『宗教的自由、公教育

とアメリカ民主主義の将来―諸原則について―』と

して発表した。（※５）
この研究部会によると、この文書の目的は、特

に公立学校における公共政策を推進する枠組み

として、「憲法修正第１条において信教の自由の条

項で導き出される諸原則に対して、互いに責任を

負うこと」を、再確認することである。これはもう何

年にも渡って、様々な後援組織が拡大してきてい

るし、多くの学校行政区において、政策を発展さ

せたり、軋轢を解決していく出発点となって来た。

後援している団体は、幅広く哲学的、宗教的見地

を代表しており、「アメリカン・ウェイのための人々」

や「キリスト者連合」、さらに「イスラーム教育協議

会」や「アメリカ・ヘブライ統一集会」などが含まれ

ている。

文書の第四番目の原則には、私がここで素描し

てきた市民の持つ体制を厳密に遂行するならば、

公立学校はどのような姿になるのかを述べている。

公立学校は宗教を熱心に教え込んでも、また

逆に禁じてもいけない。学校とは、宗教や宗教

的確信というものが、公正に、且つ尊敬されて扱

われる場でなければならない。公立学校は憲法

修正第１条を支持し、それはあらゆる信仰を持つ、

あるいは持たない生徒たちが、宗教的自由の権

利を保有することを擁護する。学校は、教育課程

の中に、完全な教育を施すのに重要な一部を占

めるものとして、宗教に「関する」学習を含み、そ

の公正さを明確に打ち出すのである。（※６）

これら三つの原則、すなわち権利、責任、尊敬

は、市民生活の枠組みを哲学的に支えており、こ

れは憲法修正第１条の「信教の自由」条項の中で

は暗黙の了解である。だが、トクヴィルが指摘した

ように、合衆国において民主主義とは、理論と実

践、哲学と法の組み合わせである。この民主主義

は、人が何を信じるのかということと、学校のような

公的な機構の中で、自らの信仰をどのように実践

するかということとを、実際どこで線引きするか判定

して、行き過ぎを押さえて均衡を取るシステムなの

である。では私たちは、司法制度に立ち戻って、信

仰について法廷がどのように現状況に適応して来

たのかを見てみることにしよう。

法的枠組み
国教設立禁止条項
ここでは、必然的に憲法修正第１条の中にある

二つの「信教の自由」条項について、極めて短い

紹介をすることになる。第一の条項は、国教設立

禁止条項として知られている。そこには、「議会は

国教の制定を助長するような法律を作らない……」

と述べられている。合衆国において、国教の制定

が何を意味しているのかということについて議論が

分かれているものの、学者の大半は幅広い解釈を

取ることについては賛成している。すなわち、合衆

国議会は国教会を制定することはできないだけで

なく、学者の大半は、政府は一つの宗教を別の宗
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教よりもえこひいきしてはいけないし、あるいはまた、

宗教そのものを一般に宗教を持たないことよりも、

優遇してはならないとも受け止めているのである。

この何年間、合衆国の法廷（もっとも顕著なのは

最高裁判所）では、政府と宗教間の適切な関係に

ついて判別するために、法的な試行錯誤を試みて

きた。もっとも簡明なものとしては、その正当な関

係とは、どうあってはいけないのかを説明すること

から始まっている。それは宗教に対する敵対関係

ではない。このことは、良心の自由を含む、誰によ

っても奪うことができない諸権利を承認することに

ついて、私たちが既に議論してきたことからも敷衍

される。政府は、出来る限り宗教問題には立ち入

らないで、この基本的な権利を擁護する。しかしな

がら、これが基本的権利である故に、政府は時折、

宗教的なしきたりにも便宜を図らなければならな

い。同時に、政府は宗教を奨励してはならない。

政府が歩まなければならないこのような洗練された

道筋は、「中立性」として知られている。もちろん厳

密には、中立性が実際に何を意味しているのかに

ついて、法廷でも、その場その場の判断で行われ

ている。

公立学校の場合、政府が確立した用語で言う中

立性は、学校が１２月（クリスマスの時期）に提供す

る時間割や、学校の予定表が年間を通じて、キリ

スト教以外の信仰の伝統について生徒たちに教え

る内容をバランスよく持っているかどうかにも、大い

に関わっている。近年激しい議論が湧き起こった

問題は、卒業式のような学校行事において、大勢

が集まっている前で生徒が祈ることは、政教分離

の原則に違反するのかどうかということである。

一般的に、法廷は学校について、他の公的な

機構よりずっと高い水準で判断している。という

のも、公立学校において子どもたちは、法律によ

って学校に出席することを義務づけられた「とらわ

れの聴衆」であるからだ。また、未成年の子どもた

ちは、１８歳であっても、法廷によって「未熟で感受

性の強い」存在だと見なされている。言い換えるな

らば、彼らは大人たちに比べて、教師たちや他の

権威ある存在によってずっと影響を受けやすいの

である。このような二つの要因から、子どもたちの

良心を守るために、また、その子どもたちを直接育

てている親たちの権利にそむかないように注意深

く行動するように、学校にはより高度な責務が課さ

れているのである。

ここでもう一つ重要なことは、宗教「について」

学問的に且つ中立的な道筋で教える、という偉大

な挑戦である。この問題については、さらに後のデ

ィスカッションで取り上げたい。私たちが宗教の相

違についてどのように教えるのかということは、今日、

アメリカの公立学校が直面している最大の挑戦な

のである。

宗教活動の自由条項
第２の信教の自由についての条項は、宗教活動

の自由条項である。それは、「国会は、（宗教の）自

由な活動を禁止する—いかなる法も作ってはなら

ない」というものである。

ここにおける政府の中立性は、信仰に対する政

府の不干渉だけでなく、個人の信仰の実践の権利

を守ることを提言する。

政府の中立性という興味深い、今日的な対立例

は、米国とフランスの公立学校システムにおける宗

教的服装とシンボルの表現の違いにみることがで

きる。フランスの学校では、大きな十字架やヤムル

カ（ユダヤ教で男性がかぶる小さな帽子）と同じく、

ヒジャーブ（イスラームの女性のベール）を禁止する

動きが高まりつつある。１２月２１日付けのニューヨー

ク・タイムスによれば、フランス人の政教分離（レイシ

テ）の理解は、「公的な場においては、宗教を中立

化すること」である（※７）という。これは、米国におけ

る中立の考えと対照的である。米国では、宗教的

な事象に関して政府権力の影響を中立化するこ

と、とされており、公的な場から宗教を排除すると

「アメリカの公教育と宗教－「戦場」を
「共通の基盤」に変えるために－」
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いうことではない。結果的に、宗教的な理由のた

めに頭部を覆うものは、ヤムルカもヒジャーブも含め、

公立学校の生徒たちの妥当な服装として保障され

る。ここにおける中立性の目的とは多元的社会にお

いて、生徒たちに民主主義の実施（他者の権利を

尊重する）の機会を与えることである。

この方向性が、米国のそれほど多元的でない

地域で挑戦されていることも事実である。最近で

は、２００３年の秋にオクラホマのマスコギーの学校

において、ヒジャーブをかぶって登校した女子学生

が退学させられるという事件が起こった。学校側

は、女子学生のスカーフは、学校の服装規定であ

る頭を覆ういかなるものも禁止する（これは、頭に

色の付いたスカーフによって自分たちを識別して

いる者たちによる、路上での暴力行為の増加に対

抗するために定められた）ということに反している、

と述べている。法律上の指導を求めた後に、学

校側当局はナフサラ・ハーンに復学を許可した。

米国中部の多くのコミュニティでは、私たちの多元

性に対して、新たに複雑な挑戦を生んでいる。こ

れらは、私たち全てにとって、民主主義における

学習の時なのである。

公立学校の１００年そしてその後
１９世紀にアメリカにおいて最初の公立学校が設

立された時、広範な社会を反映して、プロテスタン

トの指導権が想定されていた。学生たちは、欽定

訳聖書を読み、暗記するよう教えられた。学校は

プロテスタント版「主の祈り」によって始まった。最

初の大量のカトリック系移民の流入とともに、多様

性と宗教的多元性が、公立学校に混乱をもたらし

た。それは部分的には、法王による欽定訳聖書へ

の非好意的な言及が前提にあるのだが、カトリック

の親たちは、彼らの子供たちがドゥエイ（Douay）版

聖書またはカトリック版の聖書の使用を許可するよ

う請願したからであった。彼らの請願は拒否された。

そこでいわゆる「聖書戦争」がフィラデルフィアやシ

ンシナティといった都市で起こった。暴力行為が突

発し、修道院が燃きうちされた。結果として、米国

は、堅固に組織化されたローマ・カトリックの「教区

的」、または私立の学校機関を持つようになった。

この長期におよぶ、学校における不当な宗教の

刷り込み教育の時代は、学校とより広範な文化が

世俗化された２０世紀半ばまで続いた。科学、都市

化、そして現代化の権威の増大を含む多くの要因

がこの変化の原因となった。

１９６０年代の半ばまでに、最高裁が審理した有

名な２つの訴訟において、教師の指導による信仰

的な聖書学習や祈祷が違憲であるという判断が下

され、学校は一般的にこのような実践は行われな

くなった。（※８）しかしながら最高裁の判断と、その

判断が誤って解釈され誤解されたことが、公立学

校が宗教に関するいかなる言及をも恐れる結果と

なった。宗教に関する学校環境浄化の時代の幕

開けであった。

１９８０年代まで、つまりアメリカが、モラル・マジョリ

ティ（道徳的多数派）やキリスト教連合といったグル

ープを通じて保守派クリスチャンの中に、政治的行

動主義の台頭を経験した時代、敬虔な人々は彼ら

の税金で運営されている公立学校が、もはや彼らを

歓迎せず、また多くの場合、公立学校が彼らの価値

観に反感を持っていると感じていた。そして、キリス

ト者たちは子供を公立学校に通うのをやめさせ、キ

リスト教の私立学校を設立する運動が始まった。教

育に対する税金を納めている父母に対して、私立学

校教育のために使うことのできる「バウチャー」（金券）

を与えることをめぐる論争が起こってきた。「文化戦

争」が荒れ狂い、公立学校は戦場と化した。

このような状況から、政治・宗教・教育の枠を越

えて、考えを同じくする人々が連合を作るため、ま

た法律に関する誤解を正すために集まり、この潜

在的に危険な法律上の地雷原を安全に乗り越え

るために、教師と学校管理者を助けた。

過去１５年から２０年の間に多くの進歩が見られ
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ている。クリントン大統領の在職期間中に（公立学

校における宗教表現についての）指針が、国内の

すべての学校に送付された。（※９）「憲法修正第１

条センター」と、他の同様の機関が、宗教教育や学

校における宗教祭日の役割の問題に関して明言さ

れている「共通の基盤」に基づいて、全国の教師と

学校管理者を啓発するために取り組んでいる。

では、すべての問題は解決されたのであろうか。

もちろん、そうではない。私が住んでいる北カリフ

ォルニアでは、長年にわたり、宗教の多様性は明

らかであった。そこでは学校が非常に多様な生徒

や父母たちの要望を調整する注目すべき働きを見

せている。しかし、私たちが見てきたような、多様

性が依然として比較的新しい現象である場所にお

いては、挑戦や誤解は存在する。

法の場においても解決されていない複数の問題

がある。たとえば、卒業生総代が卒業式のスピーチ

において神に感謝し、感謝の祈りを唱えることはで

きるのだろうか。

学生は、少なくとも歴史の授業で世界の宗教に

ついて学ぶべきであるという大筋の一致があるが、

教師養成大学では将来教師になる人の準備にお

いて、この問題の分野を（カリキュラムに）入れてい

ない。このように微妙で重要な学習分野には非常

に慎重な配慮が必要であり、それがいかに執行さ

れるかによって、私たちの学校がより深い理解に

貢献するのか、より多くの戦いを生み出すことにな

るのかを、ある程度決定するであろう。

最後に、２１世紀に我々がどのような国家になっ

ているかを決定するのは、大部分において公立学

校である。公立学校機関の価値をおとしめようとす

るいくつかの試みによって明らかにされたように、

私たちの違いがさらなる心理的距離と分離を生み

出し、無数の異なった宗派の宗教学校を作り出す

のだろうか。同性愛についての社会的論争や、ど

のように進化論が教えられるべきかということが、わ

が国の教育システムの基本構造をとりかえしのつか

ないほど破壊するのだろうか。

あるいは私たちは「多から一が生じる」という意

味を解釈しなおし、すべての人々にたいする自由

と正義に関与する者として、私たちの違いを強さと

誇りの源として讃美する道を見出すのであろうか。

「アメリカの公教育と宗教－「戦場」を
「共通の基盤」に変えるために－」

（※１）ジョージ・メーソン『ヴァージニア権利宣言』1776年
（※２）チャールズCヘインズ他『学校における憲法修正第１条』憲

法修正第１条センター、ASCD:ナッシュヴィル2003年１９項。
（※３）ド・トクヴィル『アメリカの民主主義』1948年：cvi-cvii頁。
（※４）ジェイムズ・マディソン『追悼と抗議』

http://www.federalist.com/histdocs/mandr.htm
（※５）『宗教的自由、公的な教育とアメリカ民主主義の将来―

諸原則について―』、修正第一条センター、ナッシュヴィル、
1995年。www.fac.orgで、随時閲覧可。

（※６）同上。
（※７）クリストファー・コールドウィル『ヨーロッパにおいて「世俗」

は正しく解釈されない』ニューヨーク・タイムス12/21(日),
2003:p.10.

（※８）エングルv.ヴィテール、370 U.S.421 (1962年)とアビングド
ンv.シェンプ、374 U.S.203 (1963年)参照。

（※９）憲法修正第１条センターから出版された『公立学校にお
ける教師のための宗教の手引き』『公立学校における両
親のための宗教の手引き』参照。www.fac.orgで、随時
閲覧可。
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講演の概要 

伝統的にイスラーム社会でありながら、多くのキリスト教徒人口を抱えるシリアでの宗教教

育の試みについて、イスラーム法学者のサッラーフッディーン・クフタロウ師が講演した。

講師のクフタロウ師は、シリア、ダマスカスで、シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長、アブ

ンヌール・モスク導師、宣教善導シャリーア・アカデミー学長を兼任している。専門はイスラ

ーム学、法学。2000年の国連ミレニアム世界宗教指導者会議出席など、国内外で宗教間

対話に精力的に取り組んでいる。 

公開講演会 

スケジュール 

２:００～２:０５　挨拶 
２:０５～３:００　サッラーフッディーン・クフタロウ「シリアにおける教育と宗教」 
３:００～３:１５　休憩 
３:１５～３:３０　コメント　中田　考 
３:３０～４:００　質疑応答・ディスカッション 

／２００４年３月２９日（月）　午後２時-４時 

／同志社大学　今出川キャンパス　神学館 礼拝堂 

／サッラーフッディーン・クフタロウ（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長） 

／中田 考（同志社大学神学研究科教授） 

／森 孝一（同志社大学神学研究科教授） 

「シリアにおける教育と宗教」 
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慈愛あまねく慈悲深きアッラーの御名において

あらゆる世界の主、アッラーにこそすべての称讃が、

そしてすべての預言者や使徒たちに祝福と平安が

ありますように。

宗教教育の大切さ
シリアにおける宗教教育の大切さは、歴史的事

実を通して知ることができます。シャーム地方の

国 （々訳注—現在のシリア、パレスチナ、ヨルダン、

レバノン）には、何人もの預言者や使徒たちに下さ

れた天啓の教えやメッセージがもたらされ、古代文

明がそこに生まれ起こって発達したということを歴

史的事実を通して実証してくれております。

シャーム地方に生きる人々は、今も自分たちのル

ーツを誇りに思い、文化的・宗教的アイデンティティ

ーや文明的遺産を大切にし続けています。宗教的

価値観や高い道徳観をさらに浸透させ、充足と正

義、安定に満ち、不義や憎しみ、抑圧のない社会

福祉保障の整った人間社会を築くために、全力で

邁進しているのです。

シャーム地方を訪れる人は誰でも、社会関係や

一般大衆の生活の中で宗教的生活というものがど

れほど深く根付いているかを感じることができるで

しょう。人々の日々の生活の中において、また、各

地に広がる遺跡やモスク、教会、寺院、学校など多

くのものを通して実際に目の当たりにすることがで

きるはずです。また、現地の思想や礼節、文化や

芸術、社会的人間関係などを通しても気づいてい

ただけるでしょう。

今日、宗教的教育の重要性は増すばかりです。

精神的な空虚感の増大を前に、人間社会の安全

と繁栄を実現するために欠かせない精神的生活

と倫理観の向上という課題に応える必要性からで

もあります。安全で豊かな人間社会、それは唯一

の神を知り、愛し、仕えることによって達成されま

す。必要なのは、人間関係、経済状態、公益の調

節および改善、そして貧窮者や孤児援助、病人や

戦争の被害者の治療のために慈善団体等を設立

することでしょう。

そもそもシリア（シャーム地方）における宗教的生

活というものは、歴史的にその当初から今日まで存

在し続けるもので、やがて去り行くような一過性の

新しい流行ではありません。宗教的生活は、生き

とし生けるものを守り、人間生活の様々な領域に

おける発展と改善に貢献するといった建設的な役

割を果たしてきたのです。また、人間生活の向上と

繁栄に寄与する建設的で進歩発展を促す天啓の

教えやメッセージの役割にもっと注目するには、客

観的な真理を認識することが欠かせません。社会

建設にあたっての人類全体の希望を実現すること

を目標とするためにもです。

その（客観的な）真理とは、天より啓示された教

えやメッセージの源は一つであり、その本質と真の

姿は一つだということです。ただ唯一の神を信じ、

審判の日や死後の世界を信じ、天使や諸啓典の存

在を信じ、定命を信じるといったことはもちろんの

こと、人格向上や善行を勧め、善き行いや生きとし

生けるものすべてへの心尽くしへと人々に呼びか

「シリアにおける教育と宗教」

シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長

サッラーフッディーン・クフタロウ
Salah Eddin Kuftaro

「シリアにおける教育と宗教」
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けることにおいて、天啓の教えはそれぞれお互い

に分かち合うところが多々あります。

天啓の教えやメッセージの使命、それは人々を

闇から光へ、無知から知へと誘い、不安や恐れ、

不幸の世界から、安らぎと安全、幸福の世界へと

誘うことです。

歴史的事実がそれを証明してくれています。天

啓の教えやメッセージが、人間同士の同胞愛を実

現させ、流血を防ぎ、財産を守り、権利と義務の

バランスをとり、人間関係に秩序をもたらし、正義

と平等、安全と平和、人間の幸福を成就させるこ

とにおいていかに役立つかを、歴史が証明してく

れています。そしてこの高貴なる使命は、あらゆる

時と場所において、自由かつ高潔な選ばれし者た

ちの使命でなければならないはずです。

こうしたことを実現するには、虚心坦懐に、誠実

かつ粘り強い姿勢で天啓の教えやメッセージに立

ち戻らなければなりません。まがい物から清めら

れた、その本来の純粋な教えに立ち戻らなければ

ならないのです。あいにく天啓の教えは混入物に

よって本来の美しさを損なわれ、善良な生き方を

確立し、害となるものを排して公益を実現すると

いった、その本来の高貴な目的を達成する力は弱

められてしまいました。ですから往々にして、宗教

とそれに帰属する信徒たちとは、別物とみなされ

るようになってしまったのもまた事実です。

あるアラブの詩人はこうした事実を評して言っ

ています。

宗教が神に助けを求めた信徒らが

わたしに不義をなすのです

わたしの名を語りはしますが、あなた様の真理に

誓ってわたしは知らないのです

彼らを誰一人として、

そして彼らもわたしを知らないのです

ダマスカスにおける諸学校の起こり
当初ムスリムたちは、モスクを礼拝や崇拝行為、

クルアーンやクルアーン学、ハディースやハディース学、

アラビア語学を習得する場所として活用していまし

た。その後ダマスカスでは、西暦１２世紀初頭にな

って、≪ラシャア・ブン・ナズィーフ・ブン・マーシャー

アッラーフ・アッ＝ディマシュキー≫がラシャーイーヤ

学院として知られる学校を設立してクルアーン学習

の館としました。タラブルスでは、ファーティマ朝に

仕える当地の裁判官アル＝ハサン・ブン・アンマー

ルが英知の館を、あるいはそれに似た大学のよう

なものを設立し、西暦１１世紀末にエジプトではア

ル＝ハーキム・ビ＝アムリ＝ッラーが英知の館を設

立しています。

しかし、史実として知ることのできるシャーム地方

での学校設立の起こりは、西暦３世紀にまで遡り、

４世紀、５世紀にはその存在がよく知られるように

なったといいます。もちろん、ここでいう「学校」とは、

学生が集って勉学に励み、彼ら学生に知的物的援

助を惜しみなく与える、という組織的な学術機関を

意味します。学生に教授、指導するのは、学者や

教師の中でも優秀かつ誠実な者たちであり、学校

設立のための資金援助をした人物が教育者として

妥当とみなす条件に適う者たちが選ばれます。そ

れらの講師陣は、神学・人文学的学問知識におい

てそれぞれが得意とする分野に応じて、それに相

応しいだけの給与を得ていたのです。

シャームにおける学校建設に力を入れたのは、

解放者（アル＝ファーティフ）の異名をもつ≪ヌール

ッディーン・マフムード・ブン・ザンギー≫でした。彼

は、各地から選りすぐりの学者たちを招聘し、彼

ら碩学たちのために学校を建設し、「シャーム（ダ

マスカス）は彼の時代に学者や法学者の定住地と

なった」と言われるほど、惜しみない援助を与え

たのでした。

彼が援助した学校の一部を挙げると――

アスルーニーヤ学院:ダマスカスのほかにもミンバ
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ジやハマー、ホムスやバアルバックにも分校が造ら

れています。ヌールッディーンの時代に法学の大家

であった法学者≪スィンジャール・ブン・シャラフッデ

ィーン・ブン・アビー・アスルーン≫の名にちなんで

名付けられました。

ダマスカスのアーディリーヤ学院:法学者≪クトゥブ

ッディーン・アン＝ナイサーブーリー≫が学長を務めま

した。西暦１２６９年にダマスカスを訪れた大旅行家

イブン・ジュバイルは、「ダマスカスには２０ほどの学校

があり、そこで学ぶ者たちの生活を保障している。」

と言っており、そういった学校の存在を誇るべきイス

ラームの偉業の一つとして数えています。学校には

それぞれ庭園や未開の土地などワクフ（寄進地）と

して特別に寄進された財産があり、国中がワクフで

埋め尽くされかねないほどであったといいます。また

学校やモスクが新たに完成すると、国の統治者で

あるスルターンがそのために新たな寄進地を定め、

それによって寄宿生や関係者が養われたのでした。

それから後もダマスカスでは特別な専門課程を擁

する学校が盛んに設立され、イスラーム学の分野で

は四つの法学派を学ぶことを専門とする学校や、ク

ルアーンの読誦諸流派やハディース学のための学校

ができました。同時にまた医学や薬学を専門とする

学校や、建築家や大工を輩出する土木建築の学校

もありましたし、天文学や地理学の専門校の存在は

もちろんのこと、ヒジュラ暦６世紀のダマスカスでは、

ウマウィー・モスクで≪アブー・シャーマ≫が直々に歴

史学を教授するほどであったといいます。

こうした学校にはそれぞれ教育方針や規律があ

り、生徒は何ヶ月かの一定期間勉学に勤しみ、学

んだことを試験されました。教壇や説法壇に立つ

者、あるいは礼拝導師としての資格は、卒業後も

さらなる学問研鑽を怠らないことを見込まれ、そ

の学生の指導にあたってきた教師たちに承認され

なければ、指導者としての資質を与えられなかっ

たということです。

それからも学校の建設は続き、時を経て国の各

地に広がっていきました。イスラームの法学的な一部

の特例以外は、ムスリムとそうでない者を区別しな

い独特の教育カリキュラムが組まれ、学問の先端を

ゆく学術運動が確立したのでした。ダマスカスには

モスクもあれば教会もあり、ムスリムの学者や導師、

教師を輩出するイスラーム学の専門校もあれば、修

道士や司祭を数多く輩出するキリスト教の神学校も

あります。共通の祖国を築くために、キリスト者の子

弟が同胞であるムスリムの子弟と共に足並みを揃え

たのでした。言及しておくべきは、ダマスカスという町

はイスラーム史上二代目のカリフであるウマル・ブン・

アル＝ハッターブの時代にイスラームが到来して以

来、ずっと例外的なほどムスリムとキリスト教徒が共

に生きてきたところであるということでしょう。歴史が

伝えるには、当時ダマスカスには１５の教会があり、信

徒たちの長ウマル・ブン・アル＝ハッターブはキリスト

教徒たちの安全を保障し、彼らの財産を認める書

を書いて送ったといいます。

中でも一番の証拠として挙げられるのは、ダマス

カス開城時にムスリム軍の指揮官であったハーリ

ド・ブン・アル＝ワリードの書簡の内容でしょう。

「慈愛あまねく慈悲深きアッラーの御名において。

これはダマスカス開城の日にハーリド・ブン・アル＝

ワリードがダマスカスの民に与えるものである。ダマ

スカスの民には命と財産の安全を約束しよう。彼ら

の教会も破壊されることはなく、住居としての教会

の使用禁止を命ぜられるものでもない。それにつ

いては、アッラーとその御使い、カリフと信徒たちが

責任をもって保障するものである。」

こうしたことからも分かるように、かつてシリアで

の教育はこうした確固たる地盤を基に成り立って

いました。ですから全ての人が、純粋な知識の前

では真理探究の徒であり、知識を、あるいは霊的

な糧を得ようとする真剣な弟子であったわけです。

宗教的専門教育に関して言えば、私たち信仰を持

つ者は、皆が一同に会することのできる交流点が

あるはずです。神の唯一性や、人類の幸福と平安

「シリアにおける教育と宗教」



公 開 講 演 会  

62

のために万物の主のメッセージを伝えた預言者や

使徒たちの同胞愛といった真実は、天啓の教えを

信じる人であれば誰もが頷いてくれるでしょう。

ですから教育の方針としては、宗教的社会のあ

らゆる階層にとって、理想的な交流点を具現化す

ることに力を入れているのがお分かりいただけると

思います。知識人や学生といった専門教育に関わ

る者に、国が指定した普通教育をも視野に入れて

関心を持たせることで、共通の立場で同じ目的意

識を持てるようになっています。

初等、中等、高等教育課程でイスラームと
キリスト教はどのように教えられているか？
言うまでもなく、初等、中等、高等教育課程は、

二つの教育機関に属しています。一つは公立教育

機関であり、正式教育と評されるものです。ムスリ

ムの生徒には宗教科目としてイスラームが教えられ、

キリスト教徒の生徒にはキリスト教が教えられます。

いずれも段階を経て教えられる一般的な内容で、

この時期における生徒が最低限知っておくべき教

義や法学的規律はもちろんのこと、人格形成期に

ある生徒の道徳観や礼儀礼節の向上を目指すた

めのものです。すべては、分派主義の排斥、光源

を同じくする天啓宗教としての歩み寄りを強調し、

お互いの見方を近づけることを目的としています。

二つ目は、私立の教育機関です。国や関係諸庁

の監督のもとに、イスラーム学そのものを専門的に

教えることを目指し、初等、中等、高等課程に沿っ

た専門教育を施しています。ちなみにこうした私立

のイスラーム神学校は公立普通教育との両立を図

り、特に中学、高校の生徒は卒業時に正式な普通

科の卒業証書も取れるようにイスラーム学諸科目に

加えて一般の普通科目も学んでいます。

こうした両立方針には、私立の学生あるいは普

通科以外の学生と普通科の学生を結びつける効

果があり、あらゆる分野の学問に関心を持って教

育を総合的観点から眺めるという自覚をもった世代

を育てるのに役立っています。

公立および私立の教育における
イスラームとキリスト教の比較
公立および私立の教育におけるイスラームとキリ

スト教の比較・・・ここに注目してみましょう。先ほど

シリアにおけるイスラームとキリスト教は見事に共存

していると言いましたように、神学や法学の一部と

いった枠組みの中でしか両者に違いを見出すこと

はできないのです。しかもそれらの違いは、「アッラ

ーのほかに神はなく――神はただ唯一であり――イ

エスは神の使徒にして、ムハンマドは神の使徒であ

る。」という両者にとって最も大切な共通項を前に

すれば、益々影をひそめてしまうものに過ぎません。

特にその点を踏まえて、イスラームおよびキリスト教

両者の小学校から高校までの宗教という科目の授

業方針をご覧くだされば、分かっていただけると思

います。他者を敬う気持ちに慣れさせ、相手のタブ

ーに触れないようにイスラームとキリスト教それぞれ

の信奉者を指導して人格向上を目指しながら、双

方が歩み寄れる点を強調する科目であることが、お

分かりいただけるでしょう。その意味で、教育方針

を定めた教育機関はそれぞれの特徴に気を配り

つつも、互いの共通点を生かして調和の取れた教

育方針を定めることができたと言えるでしょう。

イスラーム系教育機関の方針
その一 イスラーム学のカリキュラム
宗教学校に所属する生徒は、多々あるイスラーム

諸学を把握できるようなカリキュラムのもとに、イス

ラーム学諸科目を学び、将来的により高度な専門

課程へと進学するための基礎を学びます。

イスラーム神学校の生徒が学ぶ科目の中で最も

重要なものとしては、イスラーム神学、法学、クルア

ーン学、スンナ学、霊知学（スーフィズム）および修

身学、アラビア語学、比較宗教学、預言者伝、イス

ラーム史、説法学が挙げられます。そして、こうした
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学問からさらに派生した様々な科目もありますが、こ

こでは時間の都合から割愛させていただきます。

その二　普通一般科目のカリキュラム
普通一般教育については、実学と理論に関心

を示すもので、科目には例えば、物理学や化学、数

学、生物学、外国語、哲学、歴史、諸技術の基本、

情報処理学の基本、社会学などがあります。

イスラームは、次に挙げる諸点をその基本として、教

育と学習のための総合的なシステムを確立しました。

①知識というものはそれ自体が最も重要なイスラ

ームのメッセージのひとつであり、神の命令の基

本です。

天の啓示として預言者ムハンマドの心に初めて

下された最初の言葉が、「読みなさい。」（クルア

ーン第９６章第１節）であり、それに続く節で学ぶ

ことと読むことが命ぜられているのを挙げるだけ

でも十分お分かりいただけるでしょう。至高の神

曰く、「読みなさい。創造し給うた汝の主の御名

において。血の塊から人間を創造された御方。

読みなさい。汝の主は最も尊き御方。筆によっ

て教えられ、人間に未知なるものを教えられた

御方である。」（第９６章第１-５節）

②信仰と知識は、現世と来世において最高の位を

与えられています。

クルアーンには、「汝らのうちで信じる者、そして

知識を授けられし者は、位をいくつも高めよう。」

（第５８章第１１節）とあります。

③イスラームは、知識の探求をあらゆるムスリムにと

っての義務としています。

ムスリムは皆、正常な理性の持ち主である限り、

無知無学は許されません。それは、「知識の探

求はあらゆるムスリムやムスリマにとって義務で

ある。」という預言者ムハンマドの言葉ではっき

りと言われている通りです。人類史上初の「義

務教育」というスローガンの実践でした。

④ムスリム社会において預言者は、学習と教育の

推進運動を浸透させました。

社会の構成員一人一人が、その知識と経験を

皆に伝えることによって共同体の復興に貢献す

る教育者となるか、あるいは知識を探し求め、知

識と教養を自らに備えようとする学習者となるか

というものです。ちなみにある分野での専門家

も、別の学問分野では学習者となりえるというこ

とも付け加えておきましょう。

イスラームは、終わることのない学習と教育の

推進運動を広めていったのです。預言者ムハ

ンマドは言っています。「人には二種類あります。

教える者か、学ぶ者です。それ以外の人はどう

にもなりません。」

⑤イスラームは、「学習」というものが限られたある一

定の期間だけのものではなく、ずっと続けられる

べきものだということを強調しています。

学習とは、人間が生まれる最初の瞬間から、息

を引き取る最後の瞬間まで続くものです。それ

について預言者ムハンマドは、教育指導におい

ても非常に先駆的な名言とみなされる言葉を残

しています。曰く、「ゆりかごから墓まで、知識を

求めなさい。」

⑥イスラームはイスラーム社会において、知識を求

めることへの理解と知識向上の意欲を促進して

きました。

その成果には、計り知れないものがあります。ク

ルアーンには、「言いなさい。『わが主よ、わたし

に知識を富ませてください』と。」（第２０章第１１４

節）とありますし、イスラーム四大法学派の学祖で

あるシャーフィイー師が言うには、「この世を望む

者には知識が必要であり、あの世を望む者にも

知識が必要である。両方をともに望む者にも、

知識が必要なのだ。」とあります。

このようにして、イスラーム社会はその全体が知

識と仕事の向上に熱意を燃やすようになり、イス

ラーム文明として比較的短い時間で世界に多く

のよき貢献を果たすことができたのです。

「シリアにおける教育と宗教」
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⑦教育と学習、そして神智獲得の鍵を得ようとする

ことは、たとえそれがどんな困難な状況であれ、

イスラーム的生活から姿を消すことは決してなか

った基本的なものの一つでした。

バドルの戦いが終わった時、ムスリム軍が敵対

する多神教徒軍に決定的な勝利を収めた時、敵

軍から多くの捕虜がムスリムたちのもとに舞い込

んできた時のことでした。預言者ムハンマドは捕

虜の一人一人を、１０人のムスリムに読み書きを

教えることで解放したのです。

こうした史実は、イスラームの預言者が、知識と

技術によって社会を強くすることにいかに強い

関心をもっていたかを如実に物語っています。

⑧イスラームは知識や技術をその源泉から獲得する

ことを勧めています。ですから、イスラーム史上初

期のムスリムたちにとっては常識であった学習法

も、ほかの者たちにはあまり知られていませんでし

た。それは、「学問の旅」というもので、今日大学な

どから知識と技術を得るために派遣される学術使

節団の起こりのようなものと言ってよいでしょう。

ムスリムの間でよく知られている格言があります。

「たとえ中国にでも、知識を求めよ」という言葉

です。

シリアの宗教法務最高権威であるアフマド・ク

フタロウ師を筆頭とするシリアの優秀かつ積極的

な一部の学者たちは、様々な挑戦を前に現代世

界と渡り合っていけるだけの具体的な改善策の重

要性を悟り、「信仰する者たちよ、汝らを生かすも

のへと呼びかけられたときは、アッラーと御使いに

応えなさい。」（第８章第２４節）という神の御言葉を

実践する意味で、復興と知識、革新をモットーに

活動を始めました。

また、シリアにおける宗教教育で基本とされてい

る具体的方針の最も重要な骨子は、次のようにな

っています。

①極端を排した中道の精神。

「この知識（イスラームの教え）は、後に続く者た

ちの中でも誠実な者たちが背負ってゆくであろう。

彼らは極端に走る者たちの逸脱や、誤った者た

ちの迷い言、無知な者たちの勝手な解釈を斥け

る。」という預言者ムハンマドの言葉の実践。

②無益な特定学派至上主義の排斥。

「宗教を分裂させて分派をつくる者たちとは、汝

はなんの関係もない」というクルアーンの文言の

実践。

③同胞との歩み寄りと賛同、友好と団結を迅速に

求めること。

「汝らは皆でアッラーの絆にすがり、分裂しては

ならない。」（第３章第１０３節）と、クルアーンにある

とおり。

④知識と英知、および精神修養（悪しき囁きや慢心

から自我を清めること）の融合。

「かれこそは読み書きできぬ民の中から使徒を

遣わし、御徴を読み聞かせて民を清め、啓典と

英知を教える御方。たとえその民がかつて遠く

迷い去っていたとしても。」（第６２章第２節）という

アッラーの御言葉の実践。

⑤英知とよい語りかけによる至高のアッラーへの

宣教。

「汝の主の道へ、英知とよい語りかけをもって呼

びかけよ。そして最善のやり方で議論せよ。」（第

１６章第１２５節）というアッラーの御言葉の実践。

⑥共同体の公益と宣教活動支援のため、祖国の

政府関係者との協力。

「イスラーム（宗教）とスルターン（政権）とは双子の

兄弟のようなもの。片方だけでは役に立たない。

イスラームは地盤であり、スルターンは護衛といえ

よう。地盤なきものは崩され、護衛なきものは台

無しとなってしまう。」というアッラーの御使いのお

言葉の実践。

⑦ムスリム以外の者との対話に際しては、アッラーの

御言葉「言いなさい。『啓典の民よ、私たちと諸君

との間にある共通項のもとに来たまえ。』」（第３章
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第６４節）を基本姿勢とすること。

⑧イスラームの人間愛を明確にすること。

「アッラーよ、われらが主よ、あらゆるものの主よ、

あなた様ただお一人が主であることを私は証言

します。われらが主よ、あらゆるものの主よ、しも

べたちは皆同胞であることを私は証言します。」、

それから、「人は人の兄弟です。好むと好まざると

にかかわらず。」という預言者ムハンマドの祈りと

言葉にあるとおり。

⑨イスラームの普遍性実現のための実践。

アッラーは預言者ムハンマドの使命を明らかにす

るにあたって、クルアーンで次のように言われてい

ます。

「われらが汝を遣わしたのは、ただただ全世界へ

の慈悲としてである。」（第２１章第１０７節）

では、ここでシリアにおけるイスラーム神学校やイ

スラーム大学がその実現を目指すいくつかの目標を

挙げてみましょう。

①間違ったイスラームの解釈をする一部のイスラーム

主義者たちに見られがちな認識の是正、および

イスラーム的な活動の善導と革新。（一部の者た

ちはイスラーム的遺産として残された一部の伝承

の表面的な部分だけにこだわって、一般的なイス

ラーム教育本来の目的である個人と社会および

世界の改善とはかけ離れたところにいるため）

②イスラーム教育の充実と改善

③人文学教育とイスラーム教育双方のカリキュラムの

融合。および英知と指導、自己修養と人格向上

の調和。

④共同体の復興かつ変わり行く現代に対応できる

だけの優れた宣教者の養成。

⑤偏狭で極端な流れに対し、中道およびバランス

感覚のとれた指導法の浸透、および定着化。

⑥イスラーム各法学派間の歩み寄り推進、および奨

励。

⑦相互交流事業の奨励。天啓宗教の信奉者や、

様々な文化的背景を持つ人たちとの文明的な対

話を重視。

⑧文明間の対立や衝突を鼓舞する主張に対し、共

存の呼びかけを奨励。

ジハードの理解を、クルアーンとスンナが示す正し

い理解で知ってもらうことが肝要。

ちなみにジハードは、三種類に分かれます。

最大のジハード：自我克服のジハードをいい、ム

スリム一人一人が自らの共同体に貢献し、善良

な市民となれるよう悪しき自我を清めることで、永

遠の楽園に迎え入れられるに相応しい者となれ

るよう自己を高めることをいいます。

大ジハード：アッラーへの宣教、および学習と教

育、神智の普及と文明を築き上げるジハードを言

います。至高のアッラー曰く、「彼らとそれで大い

にジハードをしなさい。」（第２５章第５２節）つまり、

クルアーンによって彼らと対話しなさい、ということ

を意味します。

最小のジハード：至高のアッラーが定めたやり方

に沿って、人命と国土を守るために戦う戦争のジ

ハードをいいますが、他国への侵略や富の略奪

をいうわけではありません。

⑨より大きな公益の実現と共同体への貢献のため

に、学者と国の統治者が協力して祖国の団結精

神を深め、浸透させること。

⑩改善および復興活動における方針の簡明化と段

階路線の確認。

⑪英知とよい語りかけによって人々を至高のアッラ

ーへと近づける宣教。

⑫イスラームは、生きとし生けるものが幸せな生活を

送れるような具体的プログラムであるという真実

の紹介。

⑬できる限りの努力と誠心誠意の姿勢で、啓示の

天使がもたらしたありのままの天啓本来の姿に立

ち戻ること。

⑭知的研究の邁進、およびシャリーア（アッラーの定

め）の目的達成のためのイジュティハード再評価。

「シリアにおける教育と宗教」
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シリアにおける私的、公的宗教教育は、思想、

文化、精神的な諸事業に大きな貢献をしています。

市民の自覚向上と善導、そして社会・文明的な現

状の改善に効果的な役割を演じ、イスラームとその

宣教のイメージを歪めようとする極端な理解に対し

て、バランスのとれた良い例を示しているのです。

先にあげた中道をゆく方針は、学者、実業家、

思想家、政治家たちと共に、誠実な努力の積み重

ねによって６０年以上もの間その先頭に立ってきた

シリアの最高ムフティーの方針であり、宗教が異な

る者であれ、無神論者や民族主義者、異なる主義

主張や文化的背景を持つ者であれ、祖国を共に

する者同士すべての者のまれに見る協力と共存と

いう形で成果が実ったのです。そこには強制や抑

圧はなく、あるのは歩み寄りと対話、社会のあらゆ

る階層の協力があったのでした。

シャイフ・アフマド・クフタロウ学院には、毎年何

百人もの学生が６０ヵ国以上からやって来ては、知

識や霊知を学び、英知を身につけて祖国に帰り、

善を広め、よき人間社会の建設に貢献しています。

現代シリアにおけるイスラーム教育
かつてシリアでの教育は、何人かの学者たちが

簡単な学校を開いてそこでイスラーム学や読み書

きの基本を教えるといった簡単なものでした。それ

もオスマン帝国時代における、政府指導の公共教

育不在のもとでは、致し方なかったことでしょう。

それからシリアではオスマン帝国末期、１９１６年

のオスマン帝国からの独立とハーシム家アラブ国家

の成立、そしてそれに続く時代へと時を経るにつれ

て教育システムは発展していきました。

今日のシリアには、公的なイスラーム教育機関が

中学、高校、大学レベルであり、公的機関が監督

し、慈善団体を通して慈善家が資金援助をすると

いう準公的イスラーム教育機関もあります。シリアの

学者たちは、公的、準公的イスラーム教育機関から

輩出されるというわけです。

共同体へのイスラーム教育
共同体へのイスラーム教育は、各種マスメディア

を通して、また各モスクでの授業や金曜日の説法と

集合礼拝を通して行われています。

シリアでの教育の一例としての
シャイフ・アフマド・クフタロウ学院紹介
この学院の設立は、百年以上も前に現最高ムフ

ティーの父にあたるアミーン・クフターロー師が管理

を始めた時にまで遡ります。当時の学院は、一日

五回の礼拝が執り行われる小さな礼拝所に過ぎま

せんでしたが、アミーン師が指導を始め、知識と修

身を融合させながらイスラーム学の教育方針を確立

していくと、モスクの近所では明らかな成果が表れ

はじめ、思いやりと自己啓発が広まり、人々は無知

蒙昧な振る舞いから高潔さと光、神智へと移し変

えられ、高められていったのです。

アミーン・クフターロー師は１９３８年に亡くなり、父

の指導法をさらに深めたアフマド・クフタロウ師が後

を継ぎました。彼の宣教活動はダマスカスを網羅し、

やがてはシリア全土、そして世界のほとんどを訪れ

る中で遂には世界全体へと広がっていきます。各

地の国際的大学で講演をし、国や宗教、政党を異

にする何百もの訪問者や使節団と出会ってきまし

た。彼はこうした活動を通して、表面的な部分をな

いがしろにすることなくイスラームの本質に集中し、

深遠かつ正しいイスラームの理解に基づいた独特

な世界的方針を打ち立てようとしてきたのです。

社会の建設と発展に寄与して世の中に役立つ

人間をつくりあげるといった、文明的なイスラームの

メッセージを理解することに注意を傾けたのでした。

また彼は、イスラームの普遍性をつとに強調して

います。この普遍性は、強き者が弱き者を覆い尽

くしてしまうのでも、支配してしまうのでも、武力に

恵まれたからといって強い者が正しいなどという考

えを広めるものでもありません。イスラームの普遍性

とは、正義と慈悲の普遍性をいうのです。

すでにイスラームは、１４世紀以上も前に無知の
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闇とまやかしへの従属に革命を宣言し、迷信や犯

罪からは遠ざかって、人々が道徳的な価値観と共

に高度に文明的な生活を送る人間社会の建設を

始めていきました。

イスラームが説いたのは、神を純粋に唯一のも

のとすることであり、偶像や王侯貴族、祭りあげら

れた偽の神に仕えることの代わりに、万物の主ア

ッラーのみに仕えることでした。

イスラームは、最高の人格とは何であるかを全う

するために到来し、誠実かつ正直であること、契約

には忠実であること、善行に励み、貧窮者や孤児、

老人や未亡人、病人や障害者を思いやることを命

じたのです。

また、弱者や抑圧されている者を助けること、奴

隷の解放、商売と貿易は許しても、利子や盗み、ご

まかしや独占、詐欺も禁じています。同様にイスラ

ームは、不義や憎しみ、抑圧を禁じ、権利と正義、

平等の秤を定め、親孝行を命じて親不孝を禁じ、

結婚を奨励して姦淫（婚外交渉）を禁じ、良きもの

を許し、汚らわしきものや人間にとって害となるも

のを禁じました。

さらにイスラームは、人間の権利と義務を定めて

それを守り、肌の色や国籍、信仰の違いだけで人

間を不当に差別することを禁じました。かつまた学

問や芸術、善行や他人に親切にすることでの競い

合いを奨励し、女性や子供に気遣って世話をする

こと、不義や憎しみ、無理強いから守ることを命じ

ました。

歴史上イスラームは、無知や貧困、そして病との

闘いで何度も勝利してきました。その最初期が、約

２３年間の預言者ムハンマドの時代でした。その中

で、アラビア半島の諸部族は、文明的な一つの共

同体へと移り変わり、安全で都市的な生活を送る

ようになって、真理、正義、平等の価値観が栄えた

のです。

まさにイスラームは、より完成された人間文明の建

設を目指して、他の文明との共存共栄を可能にする

文明を生み出したといえます。いみじくもそれは、イ

スラームの使徒ムハンマドの言った、「わたしは教育

者として、最高の人格を完成するために遣わされた

のです。」という使命に倣っての実践でした。

ムスリムたちはギリシャやローマ、シリアやインド

の古書を翻訳することに努力を傾け、医学や数学、

天文学や化学、論理学や社会学、文学や芸術とい

った分野で学問的研究の法則を発見しました。そ

れによって今日でもその成果を垣間見ることができ

るほどの人間文明の基礎を築き上げたのです。ム

スリムの学者たちが成し遂げた偉大な知的業績の

中でも有名なものを挙げると、ヨーロッパでは１９世

紀まで教科書として使われていたイブン・スィーナ

ーの『医学大全』、代数と対数のフワーリズミー、眼

科医学のイブン・アル＝ハイサム、今日でもいまだに

ヨーロッパの大学では社会学の教科書として使わ

れているイブン・ハルドゥーンの『歴史序説』、化学

で有名なイブン・ハイヤーン、そして哲学のイブン・

ルシュドとイマーム・アル＝ガザーリーがいます。

言及しておくべきは、数学や現代の情報処理革

命の基本であるゼロの発明も、最初にそれを発明

したのはムスリムであったということでしょう。

完璧なイスラームの社会システムは、充足と正義

の社会を実現しました。歴史的証拠のひとつとして

は、ウマル・ブン・アル＝ハッターブがマディーナにお

いて裁判官の任務を担ったときのことが挙げられ

ます。彼は二年近くそこにいましたが、訴訟にやっ

てくる者は誰もいなかったため、裁判官をやめてカ

リフに言ったといいます。「一人一人が皆自分の分

を知ってわきまえている民のもとに、私などは必要

ありません。」

もうひとつ史実をご紹介しましょう。第二代目カ

リフのウマルに、エジプトのコプト教徒の農民がエ

ジプト総督の息子についての苦情を訴えたときの

ことです。その農民がエジプト総督の息子に徒競

走で勝ったからと、「貴族の息子であるオレ様をだ

しぬくつもりか！」と言って棒で殴られたというので

「シリアにおける教育と宗教」
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す。カリフのウマルはすぐさまエジプトからマディー

ナへと彼を父親と共に呼びつけ、キリスト教徒でエ

ジプト人の農民の主張が正しいことがはっきりして

から、ウマルは農民に鞭を与えて、「その貴族の息

子をお前が殴られたように殴り返せ」と言いました。

農民は総督の息子を殴りましたが、ウマルに二つ目

の鞭を渡され、「その者の父、エジプト総督を殴れ」

と言われて言い返しました。「信徒たちの長様、も

う私は私を殴った者を殴りました。」「この者は父の

威をかりてお前を殴ったのだ。」カリフのウマルはそ

う答えると、エジプト総督に向かって言いました。

「生まれるときは皆自由人として母親に産んでもら

うのに、お前はいつ人 を々奴隷にしたのだ！？」

文明的な話をもう一つ。ウマイヤ朝のウマル・ブ

ン・アブディ＝ル＝アズィーズ時代のことです。ウマ

イヤ朝の公務員は各市町村を歩き回り、「貧しい人

はいないですか？」「独身の人はいないですか？」

「借金を抱えている人はいないですか？」「何かを

必要としている人はいないですか？」等 と々聞いて

回りましたが、困窮を訴える者は誰もおらず、（市民

のためにある）ザカーのお金を受け取ろうとする人

は誰もいませんでした。公務員は職場に戻り、

「人々は満ち足りていて、何も必要としていません」

とカリフに報告するだけであったといいます。

こうした模範文明的成果は、人類史上に燦然と

輝く分岐点であり、こうした文明の奇跡とも呼べる

ほどの事実を実現させたイスラームの規範と手段、

方法論に注目して立ち止まり、研究と再評価を迫る

ものでしょう。

イスラームは、人間の存在に必要不可欠な基本的

要素を守るため、安全で豊かな生活を守るためにそ

の真意と目的を明確に定めています。そして実際に

公益と社会の改善を誘い、有害なものを斥けるため

の真意を具現化すべき実践を命じているのです。

① 宗教（信仰）の保護。（宗教とはつまり信条と規

範であり、崇拝行為の実践および社会関係や人

間関係において最善の状態をもたらすべきシス

テムのことをいいます。）

②理性の保護および育成。健全で賢く、統率力が

あって自らの言動をコントロールできる人、そして

生産的で発想力に富む人となるため。

③生命の保護。民衆の間で殺人が慢性化しない

ため。

④血縁の保護。血縁とそれに関わる権利を失わず、

人間の生活が、密林の原始的で野生動物的な

ものとなってしまわないため。

⑤財産の保護。アッラーが人の生活を保障する手

段とされた財産を守るため。

さらにイスラームは、真理を見定めるにあたって

自分勝手な思惑や欲望に従うのではなく、謙虚で

無心になるべきであるとも説いています。そして悪

の囁きから、自我を清めることも奨励しています。

またイスラームは、専門的分業の重要性も説いてお

り、誰であれ完全な真理の体現者であるとか、完全

な知識の体得者などという主張は認めていません。

それから、権利と義務における男女間の平等も

説いています。

イスラームは、人間社会のあらゆる階層における

相互交流の重要性をも強調しています。自分本位

になりやすい人間の心が、交流の意志を消し去っ

てしまわないよう、人間同士の交流を円滑にする

には敬神の念が大切なのです。

クルアーンは高らかに謳い上げています。

「人 よ々、まことにわれは汝らを一人の男と女から

創造し、お互いに知り合うために民族と部族とに分

けた。汝らのうちアッラーの御許で最も尊いのは、ア

ッラーを最も畏れる者である。まことにアッラーはす

べてを知り尽くされる御方。」（第４９章第１３節）

ムスリムではない人たちへの接し方やもてなし

についても、至高のアッラーは次のように言われ

ています。

「信仰を違えるからといって争いあうことなく、汝



69

らを迫害したりしない者たちに、親切にし、公正に

対応することをアッラーは禁じたりはしない。まこ

とにアッラーは公正な者たちを好まれる。」（第６０

章第８節）

このように私たちは、イスラーム諸規範の源泉に

具体的に明記されている基本をもとに、イスラーム

とその明瞭な教育方針を理解するのです。

最後に、私がこうしてこの素晴らしい大学の演壇

に立たせていただいた中で、大学関係者や研究所

関係の方々に一言申し上げたいとすれば、それは

イスラームがいかに人類に貢献し、安全を実現して

きたか、イスラームそのものとその文明史上の役割を

見直してみていただきたいということです。そして願

わくは至高のアッラーが大学関係者の方々に、至高

にして唯一なる神の方針、希望実現のためのまっす

ぐな道を選ぶことを触発してくださるように祈ります。

文明間の衝突や争い、誰のためにもならない破

壊的な戦争への選択の代わりに、文明間の共存

共栄を目指した対話を選ばれることをも願います。

そしてできれば皆様にシリアを訪問していただ

き、私たちの学院で客人となっていただいて、実際

に近くで私たちがどんな生活をしているかをご覧い

ただけたらと思います。兄弟姉妹の皆様、私たちは

皆様と同じように人生を愛し、皆様と同じように対

話を好みます。私たちも皆様方のような思いやりに

溢れた友人を持ちたいと願う、同じ人間なのです。

ご清聴ありがとうございました。皆様方のご活躍

と成功を祈りつつ、講演を終わりたいと思います。

皆様方に平安がありますように。

「シリアにおける教育と宗教」
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ご紹介いただきました法学部の村田です。限ら

れた時間で、テーマは非常に大きなものですので、

いきなり本題に入ります。

先ず最初に、今般のイラク戦争の意義あるいは

意味について申し上げたいと思います。そう言い

ながら、なかなか歯切れの悪いことなのですが、今

回のイラク戦争が国際政治にどのような意味を持

っているのか、あるいは長期的・歴史的な観点でど

ういう意味を持っているのかということについては、

実はまだ断定することは出来ないということが私の

第１の結論です。大きな戦争が戦われて、その後

の国際秩序の変化が生じる。それをどのように解

釈し意味付けするのかということは相当時間のか

かることであり、戦争に対する評価というものは、

開戦に至るプロセスと戦争の帰結による。そしてこ

の戦争に関して言うならばアメリカの短期圧勝に終

わりましたが、これから後、イラクの復興がどのよう

な形で進んでいくのか、それをイラクの人 と々国際

社会がどのように受け入れるのかということによっ

て、この戦争の意味付けは違ってくるだろうという

ふうに思います。したがって非常に断片的で日々情

報が錯綜するという状況の中で、短期的な視点か

らこの戦争の意味について断定することは極めて

危険であろうと思います。そのことは一つだけ例を

あげるならば、この戦争が始まってしばらくしてから

アメリカの補給線が大変伸びてなかなかバグダッド

に辿り着けない、アメリカが苦戦ではないかと言わ

れる状況が、開戦後一週間ほどの時に生じました。

その時に日本のメディアも海外のメディアも、今回の

軍事行動はアメリカの非常に大きな誤りであって、

アメリカはベトナム戦争のような泥沼に入るのでは

ないか、大変な長期戦になるのではないか、あるい

はバグダッドに至っても大変な抵抗を受けて市街

戦で大きな犠牲が出るのではないかというような

議論が盛んになされたわけです。ところが僅か１週

間で戦局は逆転し、アメリカの短期圧勝で開戦後３

週間でバグダッドが陥落し、フセインの銅像を倒す

という衝撃的なシーンが世界に伝えられた。私が

何を申し上げたいかと言いますと、限られた情報

で短期的な視点から非常に流動的な状況につい

て断定をすることが、如何に大きな過ちを含み得

るかということの危険を先ず最初に申し上げたい

と思います。

しかし次に、この戦争を考える時に避けなけれ

ばならないことは、この戦争だけでなく私どもが国

際政治全般を考える時に、単純な善悪の二分論あ

るいはdichotomyに陥ることは極めて危険である

ということを申し上げたいと思います。この戦争の

開戦に至るプロセスが国連かアメリカかというような

二者択一でなかったことは明らかですが、しかしそ

のような誤解がしばしばなされていることもまた事

実であると思います。そもそも国連かアメリカかとい

う二者択一はあり得ないのです。何故ならば、アメ

リカが国際連合安全保障理事会の常任理事国で

あるからです。つまり国連の安保理はアメリカの意

に反する如何なる決定をも制度的に下せないこと

になっているのであり、国連かアメリカかという選択

ではなく、国連は今般の事例について意思決定が

同志社大学法学研究科助教授

村田 晃嗣
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出来なかったのであります。私は機能麻痺とまで

は言いませんが、国連の機能不全を今後どのよう

に考えていけばよいのかということは、国際政治の

大きな課題であろうと思います。開戦に至るプロセ

スでさらに言いますと、アメリカとイギリスは実際に

軍事行動に走ったわけですが、軍事力の行使が

流血（血が流れること）を意味し、フランスやドイツが

主張した査察の延長が無血（血が流れないこと）を

意味するというような二分法も、これは明らかに誤

りであります。何となれば、サダム･フセイン体制の

もとで約２０万人のイラクの人たちの命が奪われて

きたということは周知の事実ですし、サダム･フセイ

ン体制が続くということは、そのような国内的な抑

圧によってさらに人の命が奪われるということを意

味するのであり、査察の延長あるいは軍事行動を

とらないということが決して無血を意味しないこと

は言うまでもなかったわけです。

湾岸戦争以来、国連はイラクに対して経済制裁

を科してきて、その経済制裁を撤去するかどうかで

今アメリカとフランス、ロシアなどの間で再び綱引き

が続いています。これは確かユニセフの統計であ

ったと思いますが、国連による経済制裁のもとで毎

月５,０００人のイラクの子どもたちが死んでいるので

あります。経済制裁を科されることによって食糧、

医薬品の不足などが生じて、イラク国内で一番弱

い立場にある子どもたちにしわ寄せがきている。こ

こで言う子どもたちとは５歳以下の子どもたちであ

り、それ以上を含めるとその数はもっと増えると思

いますが、国連の経済制裁のもとでも１９９１年以来

毎月５,０００人のイラクの子どもたちが亡くなっている

という統計もあるのであります。月に５,０００人という

ことは１年間に６０,０００人のイラクの子どもたちが亡

くなっているのであって、６０,０００人という数は今般

の戦争で亡くなったイラク人の戦死者の数をはるか

に上回ることは言うまでもありません。しかも彼らは

子どもたちであります。私はここで、だから軍事行動

が道義的に許容されると主張しているわけではあ

りませんが、軍事行動が流血であるから非道であ

って、査察の延長は非軍事行動であるから平和的

で流血を意味しないというような単純な二分法が、

国際政治では通用しないということを申し上げた

い。非常に悩ましい選択であったということを申し

上げたいと思います。

さらに今回の戦争を考える時に大事なことは、今

回の戦争が２００３年３月２０日の米英による軍事行動

によって始まった、３週間ほどの軍事行動であると

考えてはいけないということです。この戦争は少なく

とも１９９０年のイラクによるクウェート侵攻以来始まっ

た１３年来の戦争の最終的帰結であって、おそらく後

世の歴史家はこれを１３年戦争というふうに位置付

けるだろうと思うのであります。そういう意味では、確

かに９・１１以降のアメリカの安全保障上の危機感が

今回のイラクに対する軍事行動に走らせたという影

響は非常に強いというものの、これは少なくとも１９

９０年の湾岸戦争以来の文脈の中で捉えなければ

いけない事例であって、単純にアメリカがいわゆるブ

ッシュ・ドクトリンによって先制攻撃をとったというもの

ではない。その大前提としてイラクによる赤裸々なク

ウェート侵攻という１３年前の出来事があって、その

最終的な帰結であったというように思うのです。

また戦争の評価を下すことが如何に難しいかと

いうことについてもう一つだけ申し上げるならば、

人間というものは非常に記憶の移ろい易いもので

あります。例えば湾岸戦争の時に私は神戸の大学

院生であり、開戦前には神戸の飲み屋さんでマス

ターと賭けをして、不覚にも戦争にならないという

方に１万円を賭けて取られたという記憶があるので

すが、私どもの判断というものはその程度のもので

す。しかし、あの１３年前の湾岸戦争の時を思い出

していただきたいのですが、今回のイラク戦争と湾

岸戦争を較べて、湾岸戦争は正当性が極めて高く

て国連も支持したし、イラクがクウェートに侵攻した

というのは赤裸々な侵略行為であって国際的な支

持が得られた、ところが今回のアメリカによるイラク
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攻撃はそうではない、国際的支持も乏しいという議

論がなされたわけです。しかし１３年前に我々が何

を議論していたか。私の記憶の範囲では、１３年前

に多くの人たちは経済制裁をもう少し延長すれば

フセインはクウェートから出て行くはずである、イラク

に対して軍事行動を発動するのは十分に賢明なこ

とではなくて、さらなる経済制裁の延長を求めるべ

きであると、今回の査察の延長と同じような議論が

１３年前にもなされたわけです。そして結局、国連

決議に基づいてアメリカを中心とする多国籍軍が

編制されてそれがイラクをクウェートから放逐しまし

たが、あの時にも日本の世論や言論人の多くは、あ

れは多国籍軍であって厳密な意味での国連軍で

はないから本当の国際的正当性はないというふう

に、１３年前に言ったのであります。嘘だと思えば当

時の記録を確認していただきたいと思いますが、

かなり相当多数の人がそういうふうに言った。とこ

ろが今になると、１３年前の湾岸戦争は国連決議も

あったし正当であったけれども今回は違うという議

論になってくるわけです。だとすれば、１０年後に今

のイラク戦争についての評価はどう変っているだろ

うかというのは、私は十分に一考に値するところで

あろうと思うのであります。今申し上げたように、も

しかしたら今回のイラク戦争は結局のところ国際政

治上の大変な撹乱要因であって、アメリカ外交の大

変なミステークであったというように判断されるかも

知れません。しかしそれは冒頭に申し上げたよう

に、今後のイラク復興がどのように進み、それがイ

ラクの人たちと国際社会にどのように受け入れられ

ていくかということによって変わってくるのだという

ことを先ず申し上げたいと思います。特にイラクの

民主化については１年、２年、３年のスパンで判断

が下せることではなく、非常に長期的な視点で、果

たしてイラクの民主化あるいは中東の民主化が進

んでいくのかということを考えなくてはなりません。

我々はその点で非常にペイシャントでなければなら

ないだろうと思うのであります。

また、アメリカが今回イラクに対して軍事行動をと

った非常に重要な根拠として、大量破壊兵器の開

発があります。それに対して今日に至るも大量破壊

兵器の証拠が見つかっていないではないか、つま

りこれはアメリカによる言い掛かりであったのでは

ないかという批判が、これまたなされているわけで

す。私はこれもやはりもう少し国際社会はペイシャ

ントでなければならないと思います。というのは開

戦前に、例えば開戦に強く反対したフランスは国連

による査察の４か月の延長を主張していました。と

すれば、フランスは開戦前に４か月の査察延長を主

張していたのですから、バグダッドが陥落してからま

だ１か月であり、少なくとも４か月くらいのタイムスパン

をとらなければ大量破壊兵器が本当に見つかるか

どうかということについて、今見つかっていないか

ら見つからないではないかという議論は、フランス

のスタンダードに合わせても粗暴であると言わざる

を得ません。ましてやもう少し長期的なスタンダード

に立てば半年後、１年後、あるいは２年後に大量破

壊兵器の物証が出てくるかもしれません。出てこな

いかもしれません。しかし、出てくるかもしれないの

であります。今、大量破壊兵器が見つからないから

といってアメリカによるイラク攻撃は言い掛かりによ

るものであったと断定するならば、半年後、１年後

に大量破壊兵器の物証がもし出てきた時に、我々

はその時にどのように論理をすり替えるのであろう

か。短期的な視点からの複雑な事象についての断

定が、極めて危険であるということを改めて申し上

げたいと思います。

したがって今回の戦争の意義について断定的

に申し上げることは出来ませんが、しかし今の段階

で分かっていることは二つあると思います。一つは

先ほど申し上げたように、国連が非常にcriticalな

安全保障の問題で必ずしも十全に機能しないとい

うことが改めて明らかになった。この国連の改革と

いうものを真剣に考えていかなければならないとい

うことは自明であろうと思います。もう一つは冷戦
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の終結以降明らかであったことですが、アメリカの

力の優位が明白に再び確認されたということでは

ないかと思います。圧倒的に大きなアメリカ、世界

の軍事費の４０％を占め、世界のGNPの３割を占

める圧倒的な大国アメリカ。私どもが仮にアメリカを

どれほど批判し嫌おうとも、このアメリカなしに国際

社会は成り立たず、私どもがアメリカと共存してい

かなければならないことは動かし難い事実です。

圧倒的に強いアメリカと私どもがこれからどう共存

していくのかが、非常に重要な国際政治上の課題

になっているということなのであります。

ところが問題は、このアメリカについての私ども

の理解が必ずしもそれほど十分ではないというこ

とです。日本だけではありませんが、最近のメディア

の動きとして非常に驚くべきことは、本屋さんに行

きましても店頭にアメリカ外交関係の本、とりわけブ

ッシュ大統領のパーソナリティや知性を揶揄する類

の本が大量に氾濫している。おそらく歴代のアメリ

カ大統領について、これほど多くの本が日本で出

版されたことはないのではないかと私には思われ

ます。それから、いわゆるneo-conservatives新保

守主義者・ネオコンといわれますが、ネオコンがア

メリカ外交に大きな影響を与えているというような

議論が広く流布しているわけです。もちろんブッシュ

について書かれた本の中には森さんがお書きにな

ったように非常にしっかりした中身のご本もありま

すが、通俗的なブッシュについての本が溢れ返り、

ネオコンとは何かという理解のないままにネオコン

という言葉が広く一般に膾炙して、アメリカ外交に

ついての十分な理解のないままやや皮相な議論が

展開されているのではないかということについて、

私は強い危惧感を持つのであります。そういう意味

で私どものアメリカ理解をもっと深めていかなけれ

ばならないと思います。

今日、私に与えられたテーマは「ブッシュ外交の

深層」ですが、アメリカ外交を理解する時の難しさ

は、アメリカ外交が決して一枚岩ではなくて、非常

に二面性というか複雑な性格を持っているというこ

とです。アメリカ外交は一方において極めて理想主

義的であると同時に、他方において極めて現実主

義的であり打算的である。アメリカ外交は非常に海

洋国家的な、開かれた国際社会の中のアメリカとい

う方向を模索する性格があるかと思えば、アメリカ

一国の繁栄と安定のみに固執する孤立主義的、

内向きな顔も持っているということなのです。レジュ

メの中にアメリカ外交の４つの系譜を書きました。そ

れぞれアメリカの政治家の名前ですがジェファソン

はアメリカ第３代大統領、ハミルトンは初代ワシント

ン大統領のもとで財務長官を務めた人です。単純

に言うと、ジェファソンの流れが今日の民主党に繋

がり、ハミルトンの流れが今日の共和党に繋がるわ

けで、建国期のfounding fathers（建国の父祖）と

呼ばれた人たちです。ジェファソンは建国時のアメ

リカにあって、将来のアメリカの趨勢に関して、農業

国家・大陸国家としてのアメリカの発展を強く考え

て、農業こそが基本であり、広大なアメリカ大陸の

内に広がるアメリカというのを理想とした。その時に、

まだ出来たばかりの発展途上国であったアメリカの

モデルとすべきは、ヨーロッパの農業大国・フランス

であるというふうにジェファソンは考えたわけです。

ジェファソン自身がアメリカのフランス公使であった

ことは良く知られています。それに対してハミルトン

は海外に開かれたアメリカ、国際貿易体制の中で

発展するアメリカ、海洋国家としてのアメリカを模索

したのであり、ハミルトンがアメリカのモデルと考え

たのはイギリスであります。アメリカの発展の方向に

ついてこのような２つの路線の違いがあります。次

にジャクソンは１９世紀１８２０年代に大統領になった

人で、軍人から大統領にのぼりつめた戦争の英雄

です。このジャクソンに代表される考え方は、アメリ

カの国益と安全保障あるいは領土の保全が脅かさ

れるような事態の時には、アメリカは毅然として軍事

力を行使すべきであるという、非常に軍事力に多

くを頼る外交で、これがジャクソニアンであります。
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ウィルソンは第１次世界大戦時のアメリカ大統領で

あり、ウィルソニアンは民主主義や人権、言論の自

由、市場経済というアメリカ型の理想・理念を世界

に押し広めることがアメリカ外交の課題であるとい

うふうに考えるわけです。こうしたジャクソニアンや

ハミルトニアン、ジェファソニアン、ウィルソニアンの

考え方がいずれもアメリカ外交の中に生きていて、

その都度アメリカの国内政治や国内の力関係によ

って、どれが強く表れてくるかということが違ってく

る。アメリカ外交というものは決して一枚岩ではな

い、ということを申し上げたいわけです。

さて、そのアメリカが突出した超大国になった。

もちろん１９世紀末に世界第一の工業大国になりま

すし、第二次世界大戦後もソ連というライバルを抱

えながらも世界第一の大国であったことは間違い

ないわけです。この大国アメリカは、時として自らの

力を持て余して逸脱をする過ちを犯してきたことも

事実であろうと思います。１９世紀末の米西戦争、

アメリカとスペインとの戦争は非常に過熱した国内

世論に突き動かされて、おそらくというか間違いな

く不必要な戦争を戦ったのでありましょう。もっと身

近な戦後の例で言うと、ベトナム戦争はアメリカ外

交にとっての大きな失敗であったことは言うまでも

ありません。アメリカは時としてそういう、過剰な力

からくる逸脱を犯す危険性を秘めていることは認め

ざるを得ません。しかし歴史を振り返ってみると、

アメリカは基本的に負ける戦争はしないということ

です。正しいか悪いかは別にして、アメリカは負け

る戦争はしない、勝てる時しか戦争をしない。唯一、

負けそうになったのがベトナム戦争であって、ベトナ

ム戦争のような負けそうな事態が起これば、アメリ

カ国内からその戦争を阻止しようとする猛烈な反

戦運動が巻き起こるということであって、アメリカに

はある種の逸脱からの復元力というようなものが働

く。そして何よりも、アメリカという国が過去の如何

なる帝国とも異なって、極めて開かれた開放的な

社会であり、多元的な国家であるということを我々

は忘れてはならないと思います。国際連合の安全

保障理事会も、あるいはフランスのシラク大統領も

アメリカを止めることは出来ません。アメリカを止め

ることが出来るのは、アメリカの世論だけであります。

そしてそのアメリカが開かれた社会であって、アメリ

カの世論が世界の世論と結び付いているというと

ころに、我々の国際政治上の希望があるのであり

ます。アメリカには自己復元能力が働くということに、

私どもは期待をしたいと思う。

そういう意味で、いわゆるネオコンの影響力です

が、一部のネオコンと言われる非常に過激な考え

方を持った、軍事力の行使を辞さず他国の政治体

制を力ずくで変えてもよいと考える人たちが、今の

アメリカ政府の中枢部にいる、というような議論が

マスメディアの中では盛んになされてきているわけ

ですが、私はそれは半分事実であり、半分誤りで

あろうと思います。そもそも何がネオコンなのかとい

うことも定かではないのであります。これは間違っ

ていますが、人によってはチェイニー副大統領やラ

ムズフェルド国防長官をネオコンと信じている人た

ちがいます。もし皆さんがそう信じておられるとす

れば全くの誤りであり、もしその程度の理解でアメ

リカ外交を批判されるとするならば、それは大変恥

ずかしいことだと申し上げなければなりません。ネ

オコンのネオというのは新しいという意味であり、

彼らがネオと言われるのは、かつての民主党支持

者だった人たちが民主党の政治路線に失望して共

和党の右派に転じたからネオコンと言うのであっ

て、チェイニーやラムズフェルドは初めからずっと共

和党であり彼らは全くネオコンではありません。彼

らはただのタカ派であります。何をネオコンと呼ぶ

かについても随分誤解があるし議論の余地がある

わけです。ネオコンが今のアメリカのブッシュ政権を

支配しているというような議論も相当程度誤りであ

り、今のブッシュ政権の中に入っている人たちで明

らかにneo-conservativeと言える人はポール・ウォ

ルフォウィッツ国防副長官で、せいぜい副長官のレ
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ベルに止まるのであって、閣僚レベルで明確に
neo-conservativeと言える人はおりません。もちろ

ん在野に大きな影響力を持ったneo-conservative

のイデオローグたちがいることは間違いありません。

しかし彼らは実際に政権を担っているわけではな

くて、彼らが政権中枢にどれだけ影響力を持ち得

るかというところでネオコンの力は決まる。彼ら自

身が政策決定をやっているのではないのです。

端的に言うならば、今何故ネオコンの影響力が強

いように見えるかと言えば、ブッシュ大統領がネオコ

ンの考え方を採用しようとしているからです。逆に言

うならば、大統領の意向が変わればネオコンの影響

力は急速に退潮するでありましょう。またネオコンと

言われる人たちが非常にクリアな考え方を持ってい

て、それを非常にprovocativeというか、明瞭に話

す人たちであるから、実際の影響力以上の影響力

を持っているような印象を与えますが、私は実際に

は彼らの政治的影響力は間接的なものであろうと思

います。最終的には、大統領がどのような意見に傾

くかによってアメリカの外交は決まる。そして大統領

がどのような方向に傾くのかというのは、イラク戦争

が終わった今の段階で言うならば、ブッシュ大統領

の頭を支配している最大の要因は何か、これは論

ずるまでもなく、２００４年の大統領選挙であります。

２００４年の大統領選挙が、ブッシュの政治行動の殆

んど全てを支配しているのであって、ネオコンの政

治的イデオロギーの妥当性がブッシュ大統領の外

交政策を規定しているのではありません。２００４年

の大統領選挙に再選されるかどうか、そのために何

をすべきか、そのために、世論の動向はどの方向に

動き自分がどう行動すべきかというのがブッシュにと

って最大の課題であり、それが分からないほどブッ

シュは馬鹿でもアホでもございません。したがって、

もしも再選に向けてネオコンの過剰な言動が阻害

要因になると思えば、ブッシュはネオコン勢力を切る

でありましょう。その時にはネオコンの影響力は急速

に退潮していくと私は思います。

先ほど、アメリカを止めることが出来るのは基本

的にアメリカの世論しかないと申し上げました。そ

してそのアメリカが開かれた社会であって、世界の

世論と繋がっているということを申し上げました。

もう一つ大事なことは、アメリカが国際社会と協調

することがアメリカの利益になるのだと、アメリカに

思わせることが国際社会に出来るかどうかという

ことだと思います。その意味で、アメリカにいたず

らに孤立感を与えてはならない。私はイギリスの

ブレア首相やスペインのアスナール首相が今回示

した態度は、非常に評価されて良いものだと思い

ます。フランスのシラク大統領が拒否権を振りかざ

しながらブッシュ外交と対決しましたが、シラク大

統領は決してブッシュに影響力を与えることは出来

なかった。シラクよりもブレアの方がよほど大きな

影響力をブッシュ外交に与えることが出来た。つ

まり率先して協力する姿勢、アメリカを孤立させな

い、アメリカの同伴者であるという姿勢を示すこと

によって、ブレアは他のいかなる大国のリーダーよ

りも大きな影響力をワシントンに行使したというこ

とであろうと思います。我が国は安保理の常任理

事国でもなく核兵器も持っておらず、基本的には

軍事行動はとらないという立場ですからイギリスと

全く同じというわけにはいきませんが、ヨーロッパ

でイギリスが示したようにアジアにおいて日本がア

メリカの同伴者としての役割を果たし、協力を通

じてアメリカを内側から拘束するブレーキの役割を

果たせるかどうかということは、今後の国際政治に

とって極めて重要なことであろうと思います。私は

やや贔屓の引き倒しかというふうに思いますが、

ブッシュがイラク、イラン、北朝鮮のことをthe axes

of evil（悪の枢軸）と言ったことはよく知られます

が、イギリスのquality magazine・エコノミストの

一番新しい号で、小泉首相がアジアのブレアにな

れるかという問いかけをして、日本、イギリス、そし

てアメリカがthe axes of good・善の枢軸になれる

かどうかというような問題提起をしております。こ
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れはやや贔屓の引き倒しという感がありますが、

アメリカが暴走・逸脱をしないためにはアメリカに

同伴者がいて、協力を通じてアメリカを拘束すると

いう、そういう知恵を持たなければならないだろう

と思うのであります。レジュメでは海洋国家対大陸

国家と書いています。

今回のイラク戦争でアメリカとイギリスの軍事行

動を支持した国は、アメリカ、イギリスの他に日本、

オーストラリア、デンマーク、イタリー、スペイン、韓国

といった国々です。因みに言えば、実際は６０何か

国が支持したわけですが今名前を挙げた８～９国

の国連分担金を足しただけで、国連全体の予算の

６割を軽く超えているのであり、もし国連が一般の

企業であるならば、株主総会の過半が認める決定

を役員会が執行しなければ役員会は総辞職にな

っていただろう。もちろん国連は企業ではありませ

んから沢山お金を出している国の言うことを聞けと

いうわけにはいきませんが、やはりここでも国連と

いう組織のいびつさが示されているわけです。

それはともかく、アメリカを支持した主要な国の

殆んどが実は海洋国家、あるいは半島国家であっ

た。それに対してアメリカに反対したフランス、ドイツ、

ロシア、中国は大陸国家であったというのは、単な

る偶然なのかそうではないのか。私は単なる偶然

ではないと思います。イギリスにしろ、オランダにし

ろ、スペインにしろかつて国際的な覇権を担った国

であり、国際秩序に対する責任感が大陸国家と違

ったという感じがします。因みにこれもどうでもよい

ことを申しますと、今回アメリカに強く反対したフラ

ンス、ドイツ、ロシアの３か国ですが、一体この３か

国の利害が何で一致するのか。フランツとドイツと

ロシアの意見が一致するなどということは、常識的

に考えてかなり変なことだと思わなければなりませ

んが、国際政治の歴史を振り返った時に、この３か

国の利害が一致したケースは私が知る限りでは１

つしかなく、それは日清戦争後の３国干渉でありま

す。この３国の意見が一致する時は、私は基本的

にロクなことがないと思っています。

さて、反米気運と秩序形成です。確かに圧倒的

なアメリカの力、見方によればアメリカの粗暴な行

動に対して反米気運が高まっている。それは素朴

な感情レベルとしては自然なことであろうと思いま

す。しかし冒頭申し上げたように、にも拘らず我々

はこの巨大なアメリカと共存していかなければなら

ない。この事実はいかなる感情をも超えて動かな

いのであります。さらに言いますと、ではイラクが済

んだら次はシリアをやり北朝鮮をやるのかというと、

とてもそうはならないであろうと思います。実際やる

必要性があまりないからです。イラクでこれだけ圧

倒的に勝つと、シリアにしろ北朝鮮にしろ、アメリカ

の圧倒的な軍事力に対して非常に用心深いという

か臆病にならざるを得ない。しかも先ほど申し上げ

たように、私はネオコンがアメリカ外交を支配してい

るとはとても思えませんが、ネオコンという大変過激

なグループがアメリカの政権の中にいて、この政権

ならもしかして次にもまた軍事行動を使うのではな

いかという危惧感が我々の心の中のどこかにありま

すから、そのことがシリアや北朝鮮をはじめとする

世界の独裁国家の指導者たちを大変臆病にさせ

ている。そういう意味ではネオコンが過激に喋るこ

とは存外良い効果をもたらしていて、本当は攻撃し

ないけれども攻撃するのではないかというブラフ効

果が働いて、色々な人たちを臆病にさせていると

いうことは言えると思うのです。そういう意味ではア

メリカが今回の戦争で圧勝したことは、ある種の秩

序形成効果を持っていた。ではイラクで民主化が

成功するのかどうか、今後の中東がどうなるのか、ア

メリカが民主主義を押し付けても上手くいかないの

ではないか、そういう問題については非常に長期的

な視点に立って考えなければならないのであって、

民主主義が定着したかどうかというのは５年や１０年

のスパンで議論出来ることではない。１９４５年に国

家神道を奉ずる日本が、５０年後にこれほど民主化

していると信じた人は殆んどいません。１９５０年代の
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スターリン支配のソ連が、４０数年後にアメリカ型の

市場経済を模倣しているだろうと思った人は殆ん

どいない。非常に長期の視点に立てば、あるいは

アメリカはイラクの民主化に成功するかもしれない、

しないかもしれません。しかし、する可能性は十

分あると私は思うのであります。

そうした中で日本が果たすべき役割は、アメリカ

は圧倒的な軍事力を持ってフセイン体制を倒した、

それはアメリカの大変得意とするところであります。

しかしながら今後求められている国づくりや人材の

育成という点については、必ずしもアメリカはそうい

った部分での作業を得意とはしない。戦後の焼け

跡の中から今日の多元的で民主的な社会を復興・

発展させてきた日本の経験というもの、そしてODA

その他を通じて発展途上国の多くの人材を育成し

てきた日本の経験は十分役に立つものであり、そう

したところで日本がアメリカの同伴者として、あるい

は国際秩序形成の一翼を担って果たすべき役割

はまだまだ大きいと思います。時間をやや超過しま

した。終わります。
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それでは「宗教国家アメリカの深層」というテーマ

でしばらくお話をさせていただきます。レジュメにし

たがって進めていきますが、ブッシュと神と書きまし

た。ブッシュとアメリカを、これほどまでにイラク戦争

に駆り立てたものは一体何であったのか。その目

的、原因は一体何であったのかということについて、

様々な分析と憶測、推測がなされてまいりました。

それは軍需産業のためであるとか、あるいは石油

が目的であるとか、色々な分析がなされました。し

かしどうもアメリカの利益あるいは国益ということだ

けでは、今回のブッシュの行動がなかなか説明が

つかないということになってきて、そこに理念という

ものが働いているのではないかということが最近に

なって推測されるようになりました。村田さんのアメ

リカ外交の幾つかの流れの中にも、最後のウィルソ

ンの流れとして、理念あるいは理想主義がアメリカ

外交の一つの流れとしてあるということが書かれて

いました。他の国の外交と較べるならば、理念主導

の外交というものがアメリカには時として見られるこ

とがある。今回もそうなのではないかということで、

理念を強調する２つのグループとして、ネオコンと宗

教右派にメディアや批評家が注目するようになって

きました。

レジュメにも書いておきましたが、週刊紙
Newsweekの今年（２００３年）の３月１０日号に「ブッシ

ュと神（Bush and God）」という記事が載りました。

宗教についてNewsweekやTimeに記事が出るこ

とは結構あるわけですが、実はNewsweekや
Timeにはアメリカ国内版と日本で我々が読む日本

語版とか国際版の２種類があり、記事が変る場合

が多いのです。そして多くの場合、アメリカを描き出

す時に重要な宗教についての記事というものは、

大抵は日本に来た時には削除されているのです。

他のものに変っているのですね。ところが今回は、

３月１０日号のNewsweekに日本語版でも「ブッシュ

と神」という特集記事が紹介された。これは異例の

ことであると思います。また３月５日のNew York

Timesにはこういう記事が書かれています。「ブッシ

ュの信仰を知ることなしに、ブッシュ大統領を理解

することは不可能である。イラクを侵攻し、中東を

再編する計画の中には、聖書の救世主的な世界

の幻影が入っているのかもしれない」という形で、

ブッシュの信仰が今回のイラク攻撃と深く関わって

いるのではないかという推測をNew York Times

がなしていったわけです。

日本のマスメディア、批評家たちもこれをそのまま

受け取って、最近は当然の事実のように、ブッシュ

に影響を与えるものとしてネオコンと宗教右派を語

っております。つい先日までというか何か月前まで

は、一体彼らは何を語っていたのかと聞きたくなる

ほどです。アメリカがこういうふうに言えば、日本の

評論家もそういうふうに言う。批評家やマスコミとい

うものは、一つの説明がなされればそれで納得す

ることがあります。一時は石油問題で全て説明が

つくような雰囲気が日本にはありました。しかし今日

はそうではない。今日は理念だ、ネオコンだ、宗教

右派だと言えば、またそれで説明がついたように思

ってしまうというところがあるのではないでしょうか。

同志社大学神学研究科教授

森 孝一

「宗教国家アメリカの深層」
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ブッシュと宗教との関係、あるいはアメリカと宗教と

の関係については、もっと慎重に深層を探る必要

があると思います。ブッシュと宗教の関係は私が最

近出した『「ジョージ･ブッシュ」のアタマの中身』で分

析しておきましたが、最近の歴代大統領と比較して、

やはり際立ってブッシュ自身が宗教的です。しかし

問題をブッシュの個人的な宗教心あるいは信仰心

というものに還元して、それで全部説明がついたと

いうふうに考えるのはあまりにも安易であると思い

ます。大統領の個人的な信仰の有無によって、ア

メリカの外交政策が左右されるというようなことは、

きっとないと思います。ブッシュ個人ではなくて、宗

教国家としてのアメリカの現実に注目する必要があ

ると私は考えております。

次に２番目の「宗教国家」アメリカの現状に移りま

す。９・１１直後の２００１年１２月から２００２年１月にかけ

て、アメリカのギャラップ調査機関が世論調査を行

っています。イスラーム９か国１万人を対象に「あな

たにとって、宗教は重要か？」という問を出しました。

これに対して、重要であると答えた人は７２％です。

ところが同じ問に対して、アメリカ合衆国の場合は

８６％が重要であると答えているのです。この数字

だけから判断すると、実はイスラーム諸国よりもアメ

リカの方が宗教的であるというふうに理解出来る。

しかし、そのようなアメリカについては、我々は殆ん

ど情報を得ていません。日本に伝わってくるアメリ

カの情報は非常に世俗的、快楽的なアメリカが殆

んどであって、宗教的なアメリカは殆んど伝わって

きておりません。

宗教国家アメリカの現状の２番目、アメリカの宗教

人口について紹介しておきました。プロテスタントが

約６０％、カトリックが２５％、ユダヤ教２％、モルモン

教２％、ギリシャ正教・ロシア正教１％です。これは

一般的にはユダヤ・キリスト教的伝統の宗教と言わ

れる宗教です。聖書を聖典としている宗教です。こ

れを合計すると９０％になるのです。ですからアメリ

カの人口の９０％は、ユダヤ・キリスト教的伝統の流

れを汲む宗教を信じているということです。

次に、保守派とリベラル派ということを紹介しま

した。ブッシュの非常に保守的なキリスト教理解、

宗教理解が紹介されていますので、アメリカのキリ

スト教はブッシュのような保守派一辺倒なのかと考

えられるかも分かりませんが、実はそうではありませ

ん。アメリカのキリスト教は保守派とリベラル派にほ

ぼ二分されています。次に「福音派」を紹介してお

きました。アメリカの人口の約４０％は福音派

（Evangelicals）と呼ばれる保守的なキリスト教徒

です。一体どういう信仰なのかということですが、

宗教体験あるいは回心体験を非常に重視します。

また聖書を読む時に、聖書に書かれていることは

文字通り真実であって、解釈なしでそのまま文字通

り受け取るべきであるというふうに考えている人た

ちです。ですから具体的な問題としては、公立学

校において進化論を教える時に、進化論を教える

だけではなく聖書の神による創造を教えるべきだと

主張いたします。また国際問題との関係で言うと、

現実の現在のイスラエル国を旧約聖書の中の神の

民・選民イスラエルと同一視して、現実のイスラエル

国を無条件で支持する。あるいは終末戦争である

ハルマゲドンの到来、そして神の国の到来を文字

通り待ち望むというような、非常に保守的な信仰を

持っている人々が保守派です。

ではブッシュ大統領はどうかと言いますと、彼が

所属している教派は合同メソジスト教会という比較

的リベラルな傾向を持っている教派ですが、彼自身

の信仰理解は福音派に近い非常に保守的なもの

であると思います。それに対してリベラル派はどうか

と言うと、今言った反対の立場をとるわけで、聖書

を時代に即して解釈していく。これ以上深く説明す

ることは避けたいと思いますが、アメリカのキリスト教

を保守派とリベラル派が二分している。それと同じ

ようにアメリカ社会全体を二分しているものとして、文

化戦争（Culture War）というものがあります。価値

観、あるいは生活様式、世界観というもので、非常
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に異なった考え方をする二つのグループがアメリカ

に存在する。かつては経済的格差とか人種によっ

てアメリカは分断されていたと考えられますが、現在

アメリカを分断するのは実はカルチャーに対するもの

の考え方だということです。そしてその文化戦争の

最大の争点であり最も違いがはっきり表れているの

が、人工妊娠中絶に対する考え方です。人工妊娠

中絶は女性の権利であると考えるリベラル派と、そ

うではなくて命は神から与えられたものであり、母体

が危険に曝された時以外は認められてはならない

という二つの考え方、価値観、文化に対する考え方

です。ですから日本の選挙では考えられないことで

すが、大統領選挙においてこの中絶問題が中心的

な争点の一つになって争われるということは、実は

人工妊娠中絶についてどうなのかという個別の問

題ではなく、その背景にある文化・価値観について

の考え方の対立なのです。

アメリカと世界という国際問題についてそれがど

のように表れてくるかというと、いわゆる保守派の

立場は一国主義、リベラル派の立場は国際協調主

義という形で表れてきます。アメリカについての理

解の仕方では、保守派はアメリカ中心主義、リベラ

ル派は多文化主義という形でアメリカ世論を二分

しているように考えられると思います。

次に宗教右派とは何かということです。先ほど

有権者の４０％が保守的な福音派であると申しまし

たが、福音派の全てが宗教右派ではありません。

これは定義の問題なのですが、宗教右派と呼ばれ

る人、これは後で述べますが全人口の１８％です。

福音派が４０％に対して、宗教右派が１８％です。こ

れをイスラームに適用すると、イスラームの伝統主義

者が原理主義者ではないというのと全く同じことが

言えるのではないかと思います。それでは原理主

義者とか宗教右派というのはどういう人かというと、

自分たちが持っている保守的な宗教理解、価値観

というものを政治に反映させようと行動する人で

す。これはイスラームにおいてもキリスト教において

も、同じように原理主義者の定義に当てはまるの

ではないかと思います。政治に対する行動という

のは、選挙からテロに至るまで様々な形をとると思

います。アメリカの宗教右派の場合には、非常に積

極的に選挙に関わっていくわけです。この宗教右

派が政治の分野で注目され始めたのは、ネオコン

と同じで１９８０年の大統領選挙、レーガンの１期目の

大統領選挙でした。それまで福音派は殆んど政治

には無関心であったのですが、その政治に無関心

であった福音派を、他の政治的保守派が政治の舞

台に引っ張り出してきた。

さて宗教右派の実力についてですが、先ほど言

いましたように全人口の１８％です。彼らは確実に

投票に行き、積極的に選挙行動を行う人々です。

この１８％という数字は非常に大きな数字です。ア

メリカの黒人、アフリカ系アメリカ人の人口比が１

２％です。それと較べるとアメリカの黒人の１.５倍で

す。政治的影響力を比較するために日本の創価学

会公明党と較べますと、おそらく創価学会公明党

は全人口の９％程度だと思います。１８％ということ

はそれの倍です。日本の政治において今、公明党

がどれくらい大きな影響力を持っているかというこ

とを我々は知っていますから、それの２倍の影響力

を持っているとなると、実際に選挙において彼らは

非常に大きな働きをする。先ほどの村田さんの発

題の中に、ブッシュの関心事は２００４年の選挙だと

指摘されましたが、この１８％に対して非常に神経を

尖らせているということは当たり前のことなのです。

これは最近の歴代の大統領もそうなのです。しか

しレーガンにしろ父親のブッシュにしろ、彼らは本質

的には宗教右派的ではないのです。選挙のために

彼らに対して擦り寄る態度を取るのですが、どうも

息子ブッシュの場合は、彼は本質的に宗教右派的

な体質を持っているのではないかということを、本

の中に紹介しておきました。

さてそれでは宗教右派の主張ですが、具体的主

張として３つに纏めておきました。世俗的人間中心
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主義批判、この長ったらしい訳は私の訳です。

元々の言葉はhumanismです。humanismは人

道主義ですが、彼らが使うhumanismは人道主義

ではありません。そうではなくてhuman中心主義

なのです。神を中心としてものを考えないで、人間

を中心として考えている、それを批判していくのが

１点です。具体的には公立学校で祈りの時間がな

くなった、公立学校で創造科学ではなく進化論が

教えられている、ということに対する批判です。２番

目の主張は、伝統的な家庭を守ること（pro-family）

です。１９７０年代にアメリカを覆った対抗文化

（counter culture）によってアメリカはおかしくなっ

た、アメリカの伝統的な家庭というものが崩れてし

まった、もう一度かつての伝統的な家庭を取り戻

すべきだという主張です。中絶反対はその一つで

す。中絶が女性を自由にしたというのです。そして

男女同権反対、ホモセクシャル反対、ロックやポル

ノに反対、これらは全部伝統的な家庭の価値を崩

していったのだという主張です。第３番目はアメリカ

至上主義です。１９８０年代に出てきた時は反共で

す。単純な二元論的な世界観を持ちアメリカを正

義、ソ連を悪という形で捉えていった。それがソ連

崩壊の後、反イスラームという形に変ってきていま

す。しかしここで注意すべきは、そもそも宗教右派

の関心事は国際問題ではなくて国内問題であった

という点です。ですから具体的な主張の１番、２番

が殆んどであったのだけれど、９・１１以降、どうもネ

オコンが宗教右派を国際問題に引っ張り出してき

ているのではないかという印象を持っています。

第４番目「ネオ・コン」と宗教右派の一致点と相違

点です。よく言われることで、ブッシュ大統領を支え

る頭がネオコンであり、身体が宗教右派であるとい

う表現がされますが、これはかなり当たっているの

ではないか思います。さて一致点ですが、３つ挙げ

たいと思います。非常に単純な二元論的世界。正

義と悪、光と闇というような非常に単純な世界観と

いうものは両者に共通しているものでしょう。第２は、

イスラエルを絶対的に支持していく。これは結果は

同じですが動機は違います。ネオコンの場合は、

その多くのメンバーがユダヤ系アメリカ人であるとい

うことと深く繋がっているかも分かりません。キリス

ト教右派の場合はそうではなくて、聖書を文字通り

に信じるわけです。先ほど言ったように神の民で

ある旧約聖書の古代イスラエルと、現在のイスラエ

ルを同一視するという立場です。３番目はアメリカが

持っている使命感に対する意識が共通していると

言えると思います。

次にネオコンと宗教右派はどこが違うのかという

相違点です。宗教右派はもちろん宗教的です。し

かしネオコンは宗教的ではなく、全く世俗的です。

それから関心の対象は、先ほどお話したように、主

として宗教右派は国内問題であるのに対して、ネオ

コンは国際問題です。こういう違いがあります。

次にネオコンと宗教右派についてさらに深層を

探っていきたいと思うのですが、私はネオコンも宗

教右派もアメリカ世論全体からいうと少数派である

と思います。その少数派のネオコンと宗教右派が、

どうして今回のイラク戦争において注目されるのか

ということです。実はイラク戦争を支持している人

は今週のギャラップの調査では７１％です。これは

おかしいのですけれど、７１％がイラク戦争でブッシ

ュを支持しながら、７３％の人々は再びアメリカ国内

において大規模なテロがくるというふうに考えてい

るのです。これは非常に複雑な心理状態だと思い

ます。テロをなくすためにイラクを攻撃したというこ

とは７割が支持しながら、それでも起こるだろうとい

うふうに７割が考えているという、非常に複雑なアメ

リカ国民の心理状態を表わしていると思います。こ

こでどうして私が７１％というイラク戦争支持の数字

を出したかというと、宗教右派は１８％に過ぎない

のです。ところが７割の人がイラク戦争を支持する

ということは、宗教右派が持っているキリスト教原

理主義的な主張だとか、あるいはネオコンが持って

いるような武力一辺倒の考え方というものが、アメ
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リカ世論の大半に支持されているわけではないが、

しかしイラク戦争が支持されたということは、他の

点が国民に訴えるところがあったのではないだろう

かという推測を私はしております。実はそれがイラ

ク戦争の大義ということです。

日本においてはイラク戦争を大義なき戦いと考

えられていますが、実はアメリカにおいては、アメリ

カの立場から言うと首尾一貫した大義があったの

だと思います。それは９・１１以降変っていない。そ

れは一貫していて、ブッシュの演説を検討してみる

と分かるわけです。そこでは、イラク戦争の大義を

自国の安全を守る、覇権の維持ということと、もう

一つは建国の理念としての共和制と自由を世界に

おいて実現することと規定しています。実際、１７７６

年の独立宣言には「すべての人間は神によって平

等に造られ、一定の譲り渡すことのできない権利

を与えられており、その権利の中には生命、自由、

幸福の追求が含まれている」と書かれています。こ

れは啓蒙主義、基本的人権です。その啓蒙主義、

基本的人権の中心概念である自由が、神によって

与えられているのだというのです。

これを引き継いで、ブッシュは２００３年３月２６日に

「自由を与えるのはアメリカではなく、神である」と

いうことを述べております。時間の関係で端折ら

せていただきます。

最後にイラク戦争がアメリカの宗教に投げ掛ける

問題ということについて、簡単に触れておきたいと

思います。私はそれを宗教と悪の問題と書きました。

宗教は絶対平和主義なのか。戦略として絶対平和

主義をとることは出来ると思いますが、絶対平和主

義＝常に正しいということは、私は正しくないと考

えています。悪に対して我々はどう対処すべきであ

るかということには、様々な選択があり、その中には

村田さんが一番最初に触れられた戦争というもの

も、一つの取らざるを得ない手段としてあるのでは

ないかというふうに考えております。歴史的に見て、

宗教は悪の現実というものを非常にリアリスティック

に捉えてきたと思います。「外なる悪」と「内なる悪」、

人間の内なる悪、あるいは国家の中にある悪、そし

て外なる悪、例えばヒットラーのような巨悪に対して、

宗教はどのようにそれに対応するのかということに

ついて、非常にリアリスティックに対処してきた。た

だ、ブッシュと現在のアメリカを見る場合、ここで批

判されるべきは、自分たちの中にある「内なる悪」に

対しての認識というものが全く見られない。非常に

大きな力、軍事力において並ぶべきものがないよ

うな圧倒的な力を持っていて、その責任というもの

はアメリカにある。しかし、それを使うことは正義と

言えるのかどうかです。私はそれを正義と言ったら

駄目だと思うのです。これは取らざるを得ない悪だ

というように認識しているかどうかです。この違いと

いうものは非常に大きいと思います。正義の戦争

というふうに理解するのか、あるいは悪であると、

我々が行っていることは行わざるを得ない悪である

と捉えているか。この差は非常に大きいと考えてお

ります。時間がまいりましたので、ここまでにさせて

いただきます。
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ご紹介にあずかりました中田です。私の方はイ
スラームのお話をさせていただきます。今まで村田
さん、森さんの方からアメリカの話、特に森さんから
キリスト教の話をされましたので、私の方からはイス
ラーム世界全体の話の中でイラクがどういうふうに
位置付けられているか、今回のイラク戦争がどのよ
うに位置付けられるかという観点からお話をさせて
いただきます。
今回のイラク戦争は、一義的にはアメリカとイラク

の二国間紛争だと私は考えております。文明の対
立のようなものではないということです。もちろん最
終的には、日本を含む多くの国が消極的であれア
メリカに賛同するという形になりましたが、問題の本
質はアメリカとイラクの二国間紛争であった。先ほ
ど村田さんがおっしゃったように、今世界の国は好
き嫌いを問わずアメリカに関わらざるを得ないとい
う中で、他の国はアメリカに引きずられて巻き添え
をくったというものであると考えます。つまり、今回
の戦争を文明の対立というように見るのは間違っ
ているということです。これは今回のイラク戦争に
限りません。確かに背景に文明の問題があるとい
うことはありますが、パレスチナ問題や現在の国際
紛争全てが一義的にはそうではなくて、最近の歴
史や現在の非常に冷徹な国際関係が原因である。
これは当たり前のことですが、そのことを把握しな
ければいけないと思います。これは文明の対立で
はないということが一つのポイントです。
もう一つは文明という点で言うと、イラクとアメリ

カの対立は、どちらも文明的に言うと現代西洋文
明という、国民国家システムというその内部の問題
であるということです。イスラームは関係ないとい
うことです。イスラームは無関係だから問題ないと

いうことではなくて、イスラームは今現在、世界の
中ではそういう地位にないということです。実際に
イスラーム文明が、イスラーム世界と言われる所を
含めて現実的に適用されていないというだけのこ
とです。これは現代というか、近代というか、西欧
文明のシステム内部の問題であるということが一
点、もう一点は文明の対立ではないということで
す。つまり西欧文明とイスラーム文明の対立では
なくて、アメリカとイラクということです。これは簡単
に申しますと、一つには非常に明らかなことです
が、西欧文明の中でもアメリカ・イギリスとドイツ・フ
ランスがはっきりとスタンスが分かれていることで、
それから言ってもこれは西欧とイスラーム世界とい
うふうには分けられない。またイスラーム世界の中
でも、イラクというのは特に反イスラーム的な国で、
世俗主義を掲げる国であったというような点から
も、この問題をイスラームとキリスト教文明の対立
と捉えるのは間違っているという、殆んど論じるま
でもなく明らかなことだと思います。
しかし、そういう論調がある。そしてそれにはある

程度、そういうふうに論じられるべき必然性もあるわ
けです。そのことを今日はお話ししたいと思います。
何故かと言うと、キリスト教世界については私は専
門でもありませんし今回は村田さんや森さんからも
お話がありましたので、イスラーム世界の話に限り
ますと、今回の話の中でもイラクに対する攻撃に関
してイスラーム世界の各地でそれに呼応する動きが
あり、動きと言っても実際には言葉だけで実際の動
きはあまりなかったのですが、ジハードが唱えられ
た。これは国家レベルでもエジプトなどの公的な国
家の役所であるような機関、公務員である役人で
あるところの宗教関係施設の役人たちが、イラクに
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対するアメリカの攻撃に対して防衛・ジハードが義
務となるというような発言をする。あるいは民間レ
ベルでも、インドネシアなどの単に国民国家のシス
テムで考えると全くイラクと関係ないような国でも、
義勇兵が募られるという事態があったわけです。こ
のことは先ほど言いましたように、今回の問題が一
義的にはイラクとアメリカの２国間紛争であるという
考え方だけでは説明出来ない、文明間の対立・衝
突ということが言われるのにもそれなりの理由があ
るということになります。それを両方とも説明してい
こうというわけです。
現代世界は基本的には、西欧文明が植民地支

配によって国民国家システムというようなものを世
界中に強制したことによって成立するわけです。国
民国家のシステムというものは、大体宗教改革と市
民革命によって徐々に出来上がってくるわけです。
西欧のローカルな文脈の中で、それまでのキリスト
教のカトリック教会、ローマ帝国という普遍的な秩
序、もちろん西欧内部に限られるわけですが、そこ
に成立していたところの普遍的な秩序が崩れると
いう中で、主権国家・国民国家が出てくる。そうい
うローカルな歴史体験であるのですが、それを西
欧世界が世界を植民地化する中で世界に強制す
るということによって成立するわけです。このことは
西欧の内部をとっても、元々西欧世界は国民国家
システムの母体になった所ですからそれなりに国民
国家システムが受け入れられる土壌はあるのです
が、しかしそれでも現在に至るまで、例えばイギリス
の北アイルランドとかスペインのバスク地方などでは
未だに命がけの暴力による闘争が続いている。西
欧においてすら、まだ完全に国民国家というものは
出来上がっていないのです。
それを全く社会構成とか政治文化が違う地域に

移植したということで、色々な大きな問題が起きて
いるということです。イラクもまたその一つであり、
今存在するイラクという国はもちろん元々ありませ
ん。現在のイラクが出来るのは、第一次世界大戦
でオスマン・カリフ国、私はオスマン・トルコという言
い方ではなくオスマン・カリフ国という言い方をして
いますが、そのオスマン・カリフ国が解体されるとい
う中で、当時の州であるところの北部にあるモスル

州と中央部にあるバグダッド州、南部のバスラ州の
３つを合わせた１つの国を作り上げた。これは現
在新聞を賑わしているクルド人、スンナ派、シーア
派という区別にぴったりと対応しています。北にあ
るモスル州が現在のクルド人の地域であり、バグダ
ッド州がアラブ・スンナ派が多数を占める地域、そ
してバスラ州が南部のアラブ・シーア派が多数を占
める地域になります。人口比的に言うと最大なの
が南部のシーア派で約６０％で、北部モスルのクル
ド人地域が２０％、バグダッドのアラブ・スンナ派地
域が２０％になります。そういう元々は全く別の行政
単位であったものを、一つに纏めて作り上げたもの
が今のイラクという国です。そういう西欧の強制に
よって世界各地に大きな禍根を残しているわけで
すが、イスラーム世界も旧宗主国による押し付けの
国民国家システムによって分断された。
このことのイスラーム世界での広がりをざっと見

ていきますと、我々に近い東の方では国単位でム
スリムが多数を占めて存在しているのはインドネシ
ア、マレーシアという東南アジアの国々です。もちろ
ん中国にも何千万という単位でムスリムがいるわけ
ですが、これは歴史上、新疆ウイグル地区のような
辺境地域を除けば中国本土にムスリムが多数を占
める国を作ったことはありません。国単位では東南
アジアのインドネシア、マレーシア、西の方はモロッ
コの辺りまで広がっているわけですが、それも殆ん
どが植民地化されます。主権を失うわけです。これ
はイスラーム世界に限らず、アジア、アフリカの殆ん
どの国は西欧の植民地になるわけです。アジアで
もイスラーム世界に限らず日本とタイぐらいのもの、
中国も植民地化されませんけれども、みんな植民
地化されてしまうということでした。イスラーム世界
も同様で、中国と同じくらいの帝国であったオスマ
ン・カリフ国、シーア派のサファヴィ朝イランの２つ
は一応植民地化は免れます。しかし経済は殆んど
破綻してしまい、経済的には西欧によって管理され
るという形で半植民地化されるという、中国と同じ
ような感じです。中央アラビアのサウジアラビアは
一応植民地化を免れる。これも同じように経済を
イギリスによって管理されるわけですが、そういう状
況になりました。そういうことで国民国家システムに
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よって分断されてしまいました。
しかし、民族と領域によって人間を分断していく

国民国家システムというもの自体が、イスラーム的な
世界観と真っ向から対立するものであるということで
す。それが問題の根底にある。イスラームの立場か
ら、イスラーム的な世界観から見た今回のイラク問題
の根底にあるのは、そういうことなのです。
先ほどイラクがオスマン・カリフ国の行政州であ

るという話をしました。それでは同じなのではない
かと、国の分け方が違うだけであって昔はオスマ
ン・カリフ国の一部の土地であったのが今イラクと
いう国になっているのであり、何か違うのかという
と、これは違うのです。違うというのは、オスマン・
カリフ国では国民という概念がありません。国民国
家という概念もありませんから国民という概念もあ
りません。ですからイラク国民を作るというものは
ないわけで、元々オスマン国民というものはないわ
けです。オスマン・カリフ国の末期にそういう動きが
あり、西欧の国民国家の理念に影響を受けてオス
マン・カリフ国をオスマン・トルコにしようという動き
が１９世紀から始まりました。そのせいで結局オスマ
ン・カリフ国は解体するわけです。
オスマン・カリフ国がオスマン・トルコ国になるこ

とによって、トルコ民族以外の民族が離反するとい
うことが起きました。それはイスラームの中でもアラ
ブ人とトルコ人の離反が起きていますし、それだけ
ではなくてもっと大きな悲劇はアルメニアです。ア
ルメニア人はアルメニアクリスチャンというよりはア
ルメニア人というわけですが、アルメニア人というも
のがそこで作られるわけです。それまではアルメニ
ア正教という、オスマン国にある他の沢山の宗教
自治体の一つです。ユダヤ教徒の自治体もありま
したし、特に正教系が多いのですが、クリスチャン
の沢山の宗派と同じような一つの宗教共同体だっ
たのですが、それが一つのネーションとしてのアルメ
ニア人というものが作られることによって、１００万人
に近い大虐殺をされるということがオスマン・カリフ
国の末期１９世紀の終わりから起きるわけです。そ
れが生じるまではオスマン・カリフ国の国民などと
いうものはないのです。そこで共通の文化を作ると
いうことはありません。クルド人はクルド人で好きな

自治を共有している、シーア派はシーア派の自治を
共有している、アラブ人のスンナ派はスンナ派で自
治を共有している。そこでは国語というものがなく、
共通の言語もありません。トルコ語を全員に強制
する、そしてオスマン・トルコ国の歴史を教え込む、
そうして国民を作るというような動きは一切ありませ
ん。単純に、税金を納めて、戦争があればその全
体の国境を守るために戦うことで徴兵に駆り出さ
れることはありますが、文化を押し付けるといった
ことは一切ありませんでした。それがイラクという国
が出来ることによって、イラクの国民文化というもの
を創出し、その国に絶対の忠誠を誓わなくてはい
けない。その国への忠誠がサダム・フセインへの忠
誠に摩り替えられていくわけですが、そういうことが
生じる。これはそもそも国民国家を作るという動き
の中で出てくるということなのです。
そこでレジュメ（省略）の３段目に入ります。イスラ

ームは神法・シャリーア以外には地上にいかなる権
威をも認めず、したがって国家に忠誠を捧げること
は許されれず、と書いてあります。ここでは今言っ
たように国民などというものはありません。国民国
家というものもありません。そういうものに忠誠を誓
う必要もない。ではそれは、人間が自由であって
好きなことをやっていれば良いということかというと
そうではなくて、忠誠の対象はあるわけです。それ
は神なのです。先ほど森さんの話にもありましたが
ヒューマニズムという言葉は、現在は語響的に良い
意味でも使われますが、イスラーム世界では基本的
には良いものではない、という以前に有り得ない
のです。神が中心であるということ自体は、当然の
前提としてあります。神に従うということが人間の生
き方なのです。しかし神に従うといっても、実際に
は神は我々の目に見えるものではありません。その
意思というものも直接に聞いて分かるようなもので
はない。そこでイスラームでは神の意思というもの
は何によって知られるのかというと、神の法によっ
て知られる。もちろんそれは啓典であるところのク
ルアーンとか預言者の言行録に表れているもので
すが、それが法の形に整理されてイスラーム法学と
いうものがあり、イスラーム法が我々の従うべきもの
なのだということになるわけです。
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では国家というものはないのかというと、専門的
な話をするとイスラームには国家に限らず法人概念
は一切ないのですが、それでも我々が国家と呼ぶ
ような機能を果たすものはあります。そういうものに
対する忠誠概念はないのかというと、もちろんありま
す。これはイスラームに特殊な議論のような気がしま
すが、実はそうではありません。そうではなくて、国
家の上に法があるという考え方は決して珍しいもの
ではないのです。今の我 日々本でも同じです。現在、
改憲論争が非常に問題になりつつありますが、憲法
を改正してその中に愛国心や国を守る義務という言
葉を入れようという動きがあります。それは逆に言う
と、まず法があって初めてそういうものが出てくると。
国に対する愛国心とか、国を守る義務というものも
上に法があるからという考えが前提としてあって初め
て、憲法の中に入れようという考え方が出てくるわけ
です。法が先なのか国家が先なのか、法が上なの
か国家が上なのかという問題は、法哲学の中でも
非常に大きな問題であり、実は今の日本の法律もそ
の辺はどっちが上なのかはっきり分からないのです。
当然、国家というものは憲法を超えられないわけで
すが、では憲法は誰が作るのかというと、実際に作
るのは国家なのです。というような意味でどちらが
上なのかということは実のところはよく分からないの
ですが、イスラーム世界ではその辺ははっきりしてい
ます。法は神によって与えられます。これは現実の
手続きの中でも、国家が制定するわけではない。イ
スラーム法というものはクルアーンであり預言者の言
葉である。皆さんですと聖書を考えていただければ
イメージ出来ると思いますが、新約はあまり法を含み
ませんので特に旧約の法があると。これは国が変
えるわけにはいきません。どのような独裁国でも聖
書自体を変えてしまうことはしません。これはイスラー
ム世界でもそうです。サダム・フセインがいかなる独
裁者であっても、クルアーンの文句を変えることは出
来ないわけです。そういうイスラーム法が存在する。
このことが非常に大きなことであり、しかもイスラーム
世界の外の人間には少しイメージし難いもので、本
題を逸れますが少し話をします。
例えばイスラーム世界でジハードという言葉が国

境を越えて色々な所で聞かれる。そのことで我々

はイスラームの連帯感というものを非常にemotion-

alに捉えて、感情的にそういう一体感を持っている
のだというように捉えるかもしれませんが、実はそ
ういうものではない。それはイスラームの中で法が
大きな地位を持っており、共有されているというこ
とであるわけです。
例えば国民国家というものは世界の歴史の中で

は非常に特殊な経験なわけで、国民を作っていく
ということにおいてはいかなる西欧の国民国家シス
テムが出来る前の独裁者にも出来なかったような、
そういう強制を行っている。つまりまだ判断力のな
い小さな子どもの時から、義務教育の名前で、言
ってしまえば拉致・収容して洗脳するわけです。そ
して国民の文化を押し付けるということをするので
すが、そういうことが出来る権力を持っている我々
の国民国家システムの中で、例えば我々は教育の
中で憲法を習いました。しかし憲法というのは実際
の我々の生活には殆んど関係ありません。今、新
聞報道で少年犯罪などが言われるのですが、では
実際に我々は刑法を習ったのかというと、習ってい
ないわけですね。一つも習っていません。子ども
の時に、刑法も民法も何も習っていません。それ
で犯罪を犯すなというのは、その方が無理だと私
は思うのですが、そういうふうに実は洗脳の体系で
あるような国民国家システムによって、暴力装置で
ある国家の権力の背景があっても、実は法を人々
の心に植え付けることはなかなか難しいのです。イ
スラーム世界ではそれが当たり前のように行われ
ています。
現在のイスラーム世界では、その前後のものもあ

るのですが１２世紀から１６世紀に書かれた法学書
があり、それは古典のアラビア語の教科書です。ア
ラブ連盟に加盟している国は今２２か国あるのです
が、加盟国ではないインドネシアとかパキスタンで
も、イスラームの勉強をしたい人たちは子どもの時
から１２世紀から１６世紀に書かれた古典を頭に叩
き込むわけです。ですから何をしなければならな
いのか、何をしてはいけないのか、何をした方が良
いのか、何をしない方が良いのか、このことはどう
でも良い、自分の判断に任されるべきなのかとい
うことは、子どもの時から古典の法学書によって叩
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き込まれています。またジハードが義務になる場合、
義務にならない場合、義務になった場合にもどうい
う人は免除されるのか、戦闘においてはどういうこ
とが一般に守られるべき規定なのか、しかし例外
規定はどういうものであるのかということも教えられ
ますが、このレベルになるとさすがに皆が教えられ
るわけではありません。もちろん専門の法学者だけ
です。専門の法学教育を受けた人間で、それは大
学の学部レベルですが、そうであればアラブ世界
でもインドネシアでもパキスタンでもイランでも何処
でも同じです。そういったものが教えられる。古典
というものはそういう変えられないもので、基本的
にクルアーンがどんな独裁者でも内容を改竄するこ
とが出来ないということで、国の統制を離れてイス
ラーム世界全てのところで共有されている。そうい
う文化的背景があって初めてジハードという言葉が
叫ばれる。その内容が盛られるということがあり得
るわけです。
そういう意味でイスラーム法というものが厳然とし

て存在しているのです。イスラーム世界においては
現在、通用して存在しているわけなのです。それは
国とは関係ありません。国が強制するわけではあ
りません。公立の学校の中に宗教学校も含まれて
いる場合もありますが、宗教学校というのは国の公
立の学校ではありません。宗教学校に入ることを
強制されているわけではありませんので、何処にお
いても自発的に子どもたちがそこで学ぶ。そうやっ
て子どもの時からムスリムは法学の素養を最低限
は皆持っているということになります。
国家に対する忠誠というものは、あくまでイスラー

ム法が上にあって、イスラーム法がこういう場合には
カリフの命令に従いなさいという形で言うことで、
イスラーム法によって正当化された国家権力という
ものは当然あるわけです。それに対する忠誠の義
務になるのですが、それを超えたところで国家が忠
誠を要求することは出来ない。その場合イスラーム
は基本的に普遍宗教ですので、特定の領域や特
定の人種、民族だけに忠誠を求めるということはあ
りません。そうではなくて人類一般であるわけです。
民族や人種による人類の分断も血縁主義・アサビ
ーヤ、党派主義・ジャーヒリーヤ（無明）として厳しく

拒絶される。ある特定の部族あるいは民族、国を
同じくするという自然的な紐帯だけで結ばれている
集団を絶対化することは、イスラームにおいてはイス
ラーム初期から非常に強く拒絶されています。それ
は言葉として、アサビーヤあるいはジャーヒリーヤと
いう言葉で、はっきりとイスラームに反するものとして
最初期から現在に至るまで禁じられています。
イスラームは民族、人種を超えて神法が支配す

る地をイスラームの家「ダール・イスラーム」と言いま
すが、イスラーム世界と我々がいうような所はダー
ル・イスラームと呼ばれます。これはどういうふうな
土地かというと、イスラーム法が支配する所です。
要するに法が支配する所です。イスラームにおいて
はイスラーム法こそが法であり、法が支配する法治
の土地がイスラームの家であるわけです。そして神
法が支配する政治体制をカリフ制と呼びます。要
するに神の法を執行する機関がカリフです。神の
法を執行して、ムスリムの安寧を守るという役割を
負わされた人間がカリフです。その制度をカリフ制
と言います。イマーム・ホメイニというように、イマー
ムという言葉は皆さんご存じかも知れません。シー
ア派ではイマームという言葉を使いますが法学的
には同じもので、カリフ制もイマーム制も同じことで
す。普通はスンナ派はカリフ制と言い、シーア派は
イマーム制と言い分けますが内容的には同じもの
です。そしてこのイスラームの家とカリフ制を守るた
めの戦いをジハードというわけです。イスラームの法
が守られている、イスラーム的に言うと神の法ある
いは神の意思が行われている地が、イスラームの
家です。そこにいる住民は必ずしもムスリムとなる
必要はありません。そこには異教徒も当然含まれ
るわけです。キリスト教徒もいればユダヤ教徒もい
ればゾロアスター教徒もいれば仏教徒やヒンドゥー
教徒も含まれます。そういったもの全部が、その法
を公法の部分に関して守っている限りは宗教的な
自治を許されているという形で共存しているので
す。そういう土地がイスラームの家ですが、ここが異
教徒によって侵略された場合にはジハード・防衛と
いうものを発動するということが、基本的な考え方
です。しかし、カリフ制国家・すなわちイスラームの
家は理念的には普遍的であり単一不可分である。
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つまり、イスラームの家というのは一つでありカリフ
は一人なのです。預言者ムハンマドが残したイスラ
ームの家は一つのものであり、その後継者も一人
である。イスラーム世界の最終的な意思決定機関
は一つしかない。これがイスラーム法の理念です。
現在も読み継がれている古典を読んでも、どの本
を読んでもそう書いてあります。
ですから現在のイスラーム世界において、イスラー

ムの家の再統一、カリフ制国家の再興を目指すイス
ラーム運動は、植民地遺制たる域内の国民国家シ
ステムの支配者たちという内なる敵と、アメリカを筆
頭とする新植民地主義諸国という外敵という二つ
の敵に直面していることになる。我々外の世界から
見ると、イラクとアメリカの戦いというものがイスラーム
世界とキリスト教世界の戦いのように見えたりする。
もちろんアメリカはその一部でしかありませんが、キリ
スト教世界についてはある程度は正当性があるわけ
です。正当性がある程度あると言うのは、西欧諸国
はそれなりに民主主義が機能している国であって、
国家の意思というのはそれなりに民意を反映してい
るわけです。我々は日本人ですから、小泉政権が
我々の民意をどの程度反映しているのかいないの
か分かりますので、ある程度としか言えないわけで
すが、それにしてもイラクとは違うわけです。
イラクにおいて戦争の直前に、大統領の国民投

票をしましたがその時に支持が１００％でした。普段
は９９.９％とかそれなりに抑えるのですが今回は１０
０％にしたというものです。しかし実際にどの程度
のものだったのかは、今分かった通りです。イラク
は極端なケースですが、基本的にはそう変わりませ
ん。大体イスラーム世界全てがそうです。基本的に
は民意と国家とは完全に乖離しているというよりも、
対立しているのです。そういうものです。
ですから我々の常識で国家と国民がある程度一

致しているだろうと、日本程度の小泉さんと我々の
意見は違うけれども、それでもある程度は支持して
いるだろうと、そういうふうに思ってはいけないので
す。そうではありません。イスラーム世界においては、
国家と国民の意思というものは全く違うということ
を先ず確認する必要があります。植民地遺制たる
域内の国家システムの支配者という内なる敵という

のは、そういう意味です。皆さんに分かり易いよう
にイラクの例をとりますと、イラクの国民の意思と国
家が対立しているという単純に国民の意思と国家
が違うというレベルと、イスラーム的な枠組みで見
た場合に、今のイスラーム諸国体制が本来のイスラ
ームの世界観と違っているという、二重の意味にお
いて違うわけです。私はここでは一応基本的には
イスラームの枠組みの話をしていますので、現実問
題として国民がどの程度イスラーム的であるかとい
う話は特にしていないわけです。ともかくどちらの
点から見ても、現在イスラーム世界にあるところの既
存の国家体制というものが、イスラームの文明を代
表しているわけでもなければ、ムスリムの多数の意
見を代表しているわけでもないということを確認し
ておく必要がある。
これは基本的には全て西欧の国民国家システ

ム内部の問題であるわけです。例えばOIC（イス
ラーム諸国会議機構）という国連も認めている国
際機関には、約６０か国が参加しています。「イスラ
ーム諸国会議機構」でも、「イスラーム国」というこ
とがうたわれていますが、これはイスラームの国で
は全くない。不完全なものであるという意味では
なくて、本来イスラーム世界は一つであるべきであ
り、一つのカリフ体制であるべきであり、しかしそ
れが現在まだその段階に至らないのでイスラーム
諸国会議機構というのはその途中にある、というも
のでは全くありません。そうではなくて、現在ある
イスラーム諸国志向というのは、カリフ体制という
イスラーム世界が一つになることを妨げる一つの
装置であるわけです。現在ある政権の為政者たち
が、自分たちの利益を守るためにとりあえず他の
国々には干渉しない、とりあえず自分たちの利益
は守って今ある秩序を守ろうというのが今の体制
です。ですからこれを統一してイスラーム世界・カ
リフ体制を作るということを全員が一致して妨げ
るという装置になるわけです。
今イラクの周りの国々が、アメリカがイラクを攻撃

したことによって恐れているのは、この体制が崩れ
ることです。民主化してしまうとイスラーム世界が一
つになってしまう。そうすると今いる為政者たちが
皆、為政者でなくなってしまいます。そのことを恐れ
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ているわけです。先ほど村田さんがこの戦争は湾
岸戦争以来継続してきた戦争であると言われまし
たが、私もその通りだと思います。しかし、何故あ
の湾岸戦争の時にサダム・フセイン体制を壊さなか
ったのかというと、あの時にイラクのサダム・フセイ
ン体制を潰してしまうとイラクという国がなくなって
しまう。先ほども言った通り、イラクという国は非
常に脆弱です。あの時には北の方のクルド民族と
南部のシーア派が蜂起しました。そのままにしてし
まうとイラクという国はなくなってしまう。そのこと
は、非常に危ない。危ないというのは、イラクだけ
ではなくて中東の国々というのは元々国に正当性
がないわけです。それを言い出すときりがないの
で、それでもともかく既存の国家体制は全て守る
ということで、その例外を作ってしまうと他に波及
してしまうかもしれない。イスラーム世界が一つに
なってしまうかもしれない。それは困るということ
です。アメリカにとってもそうでありますし、イスラー
ム世界の国々の支配者たちにとってもそうなので
す。ですから、あそこでサダム・フセイン体制が壊
れるのを許さなかったのです。
現在、イスラーム世界と外の世界との対立という

ことが非常によく言われるのですが、実はイスラーム
世界の内部でそういう対立があるということを、我々
はむしろ見ておかなければいけないのですが、それ
はなかなか見れない。イスラーム世界には自由がな
い。先ほども言ったように、サダム・フセインの支持率
は１００％でしたが、倒れてみないと本当のところはど
うだったのか分からないわけですね。今になってや
っと分かりました。そういうようなところで、なかなか
イスラーム世界の内実は見えてきません。それが今
回こういう綻びが生じて、それによって初めてそれが
見えた。普段はサウジアラビアもエジプトもイラクも皆
一緒につるんでいて、イスラーム世界の独裁の現実
を見せない。ところが今回はそれが仲間割れをした
もので、その現実の一部が垣間見られたというのが
実態です。だからこそ今になって、イラクの戦争の後
でアメリカとフセインという言葉が出てくる、何故そう
いうことになってくるのかというと、そういう背景があ
るというのが私の認識です。あまり纏まりませんでし
たがこれで終わります。
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【司会】 時間になりましたので、第２部・パネルディ

スカッションに入りたいと思います。休憩時間中に質

問用紙を回収させていただきました。たくさんのご質

問を頂き、本当にありがとうございました。皆さんの

ご質問をもとに議論することになるかと思うのです

が、それを全てすることは到底出来ませんのでその

点はご容赦いただきたいと思います。ただ、例えば

イラク再興の問題であるとか、今後の世界秩序を考

える上で重要なものを幾つか取り上げさせていただ

いて、その中からパネルディスカッションのポイント、論

点を探っていきたいと考えております。その前に、今

３人の先生方にそれぞれご講演いただいてお互い

の話を聞いた中で、今後のイラク情勢、あるいは今

後のアメリカ外交、今後の世界秩序を考えた上で、

どういうことをポイントとしてお考えになっているのか

ということを最初にお３人に少しずつお話しいただ

き、そういう形でパネルディスカッションを始めたいと

思います。では、順番に村田さんの方から一言ずつ、

よろしくお願いいたします。

【村田】 ではごく手短に申し上げます。将来の展

望を細かく具体的に述べることは非常に難しいわ

けですが、大切なことは、私どもが極論に走らない

ということが極めて大事であろうと思います。私が

申し上げたように、そしてまた私が申し上げるまで

もなく、アメリカの力の優越というものが圧倒的なも

のになりつつある。これは事実であります。しかし

ながら、国際政治や国際社会がアメリカの思うまま

に今後動いていって、何びともアメリカに抗うことが

出来ず、そしてアメリカがある国を危険だと思えばい

つでもどこでもその体制の転覆のために武力行使

に走るというように、そういう極論に走るべきではも

ちろんないというふうに思います。アメリカが今般の

開戦に至って国連安保理決議の１４４１をあくまで根

拠にしましたし、更には新たな安保理決議を求め

るために数ヶ月にわたって国連外交を展開したわ

けであり、国連は結局のところアメリカを抑制するこ

とが出来なかったけれども、しかし国連を巡る外交

がアメリカをかなりの程度拘束したことも事実であり

ます。国際法や国際機関は決して万能ではありま

せん。多くの矛盾や欠点を抱えている。しかしなが

ら国際法や国際機関が持つ規範の力が、アメリカ

を拘束している側面も十分にあるということを、私

どもは十分認識しなければいけない。

冒頭で申し上げたように、国連に様々な問題が

あることは言うまでもない。しかしながら国連の持

っている正当性というものが、国際政治をスムーズ

に進めるために非常に重要な役割を果たすところ

があるのであり、つまり国連には明らかに得手と不

得手があって、国連はまだまだ活用するに足る国

際機関であり、私どもはそういう意味で国連の威信

と役割を過度に削がないような努力をしなければ

ならないということ。他方の極論は、国連安保理の

解釈を巡ってとか、国連での手続きを巡ってとか、

あるいは国際法上の正当性を巡ってとかいう法律

論や機構論だけに陥って国際政治を考え、国際法

違反であるとか国際機関による手続きを踏んでい

ないということだけを問題にして国際政治を考える

司会：小原 克博

パネルディスカッション
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ということも同様に誤りである。私どもは、国際政

治の中で規範や国際法や国際機関が持っている

一定の力に十分な理解を持ち、それを活用する知

恵を持ちながら、しかしながら法律や国際機関だけ

で国際政治があたかもスムーズに動いていくような

幻想に陥ってもいけない。両方の極論を排するバ

ランス感覚が今、求められていると思います。取り

敢えずそれだけです。

【森】 アメリカを変えることが出来るのは、アメリカし

か出来ないと思います。アメリカを孤立化させるこ

とが一番危険なことであると考えています。アメリカ

が孤立化した時に生じる危険性は、私は二つある

と思います。一つは現在のような圧倒的な軍事力

を行使しながら、一国主義的傾向を強めることで

す。もう一つの危険性はアメリカが世界に対する責

任を放棄して、国際問題から撤退することです。で

すから、どういう形で圧倒的な軍事力・軍事技術を

持っているアメリカを、国際的なサークルの中に、共

に考えていく形にするために、我々周りの国がアメ

リカに対してどのように働きかけていけるかというと

ころが一つのポイントではないかと思います。

中田さんのご発題を聞きながら、私は非常に考

えさせられました。私はアメリカの大義ということを

お話ししましたが、中田さんのお話の中にやはりイ

スラームのものの考え方、大義というものがあるわ

けで、その両者がお互いの大義を持ちながらどの

ように共存していけるのかということについて、答え

は今のところないのですが、この問題を真剣に考

えなくてはいけないなという思いを持ちました。

もう一つは、中田さんのお話を聞きながら、国家

という概念、国民という概念、そしてアメリカの中に

ある共和制だとか反全体主義。反全体主義の中に

はイスラーム法学者に対する反対というものもある

と思うのですが。そういうアメリカ的な価値観・もの

の考え方の根底において、宗教改革というものが

かなり大きな意味を持っているのではないかとい

う印象を持ちました。いわゆる仲介者を経ないで、

ローマ法王やイスラーム法学者のような仲介を経な

いで、神と個人が一対一で交わっていく。私はこ

れが宗教改革の一つのポイントだと思うのですが、

それを政治システムに運用したものが共和制であり

民主制であるということを考えてみると、自由とか民

主というようなアメリカにとって基本的な価値を、イ

スラームの考える人間のあり方にそのまま適用出来

ないのは明らかです。それではそこで、どういう対

話・共存の道がとっていけるのか、それが大きな課

題であるのではないかという印象を持ちました。

【中田】 特にイラク戦争の後の将来の話で、私の

話の方は非常に大雑把な話をしましたので、少し

短期的な限定の話をします。アメリカを変えるのは

アメリカしかないというのはおっしゃる通りだと思い

ます。今ここで我 と々は市民あるいは知識人という

言い方をしてもいいかもしれませんが、実際に我々

の力というか出来ることは非常に限られていると思

いますが、しかし現実に何が出来るかということを

取り敢えず棚上げして、やはり我々の使命は正しい

ことを、絶対的に正しいと主張するのは間違いだ

と思いますが、少なくとも正しいと思うことを自由に

述べるというのは、現実性があるかないかに関わら

ず重要なことだと思います。

その意味で敢えて言わせていただきますと、今

回の戦争は石油のための戦争ではないかという

非常にもっともな疑念が世界中にあるわけですが、

それに対してイラクの石油はイラクの復興のため

に使うということを現在アメリカは言っております。

そのことが一応アメリカ側の論理の中では、これは

我々が私心なく今回の戦争を行ったということの

証しとして多分言われているのだと思います。そ

れが本当だとしても、これは全く何の説得力も持

たないということは、やはり知っておくべきだと思

います。もちろん日本もそれに乗っているわけです

が。つまり、日本もこれからイラクを援助するという
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ことを言っています。しかしこれは、国際法上どう

かということではなく非常に素朴な実感として、ア

メリカによって破壊されたイラクの人たちにとって、

破壊された国を元に戻すのはアメリカの責任であ

るわけです。どこでもそうです。人を殺せば損害

賠償をするのは殺した人間です。当たり前のこと

です。それを援助という言葉で言っていること自

体が非常に傲慢というか、とんでもない話なので

す。イラクの富がイラクのために使われる、これは

当たり前の話です。それが復興のために使われる。

復興というのは、壊したものを復興するわけです。

壊したものを復興するのになぜイラクの富を使う

のか、これ自体がそもそも全く受け入れられない

論理であるわけです。日本はイスラーム世界で手を

汚していないというようなことを言っていますが、

残念ながら実はインドネシアで汚しているわけで

イスラーム世界全体ではないのですが、少なくとも

中東では日本は片思いのように非常に良い印象を

持たれていたのですが、今回で完全にその印象

はなくなりました。アメリカ、イギリスと日本は同じで

あるという印象が完全に強まりました。そこで日本

が援助をする、アメリカが援助をすると言っても、

それは中東の人には全く響かない。すべきなのは

賠償であるという、これがイスラーム世界での素朴

な感情だと思います。それに対していくら我々が

援助すると言っても、それは何の感謝の念も与え

ないということに気を付けた上で、我々は行動す

べきだというふうに私は考えています。

【司会】 有り難うございました。今、一応皆さんに

書いて頂いた質問用紙にざっと目を通したのです

が、非常に沢山のご意見で、また丁寧に書いてい

ただいて有り難うございました。ご紹介できるもの

はごく一部になるのですが、必ず先生方にこの質

問やご意見をお届けしますのでご容赦いただきた

いと思います。中には、このシンポジウムは深層を

探るとうたっているのに、なかなか深層にまで至っ

ていないではないかという厳しいご意見もありまし

たが、それは本当に真摯に受け止めて今後の課題

とさせていただきます。何分限られた時間ですの

で、先生方も色々言いたいことはあるけれども十分

に言い尽くせないところもあると思うのです。しかし

今の３人の講演を通じて、何がポイントか、あるいは

何をポイントに考えていけば良いのかということぐら

いは、このパネルディスカッションの中で浮き彫りに

出来れば良いと思います。比較的取り上げやすい

質問を、それぞれの先生方に関して幾つか私の方

で取り上げました。村田先生、森先生、中田先生

に関して私がざっと申し上げていきますので、ご自

身の中でセレクトしていただいて自由にお答えくだ

さい。全てについてお答えすると時間がなくなるこ

とにもなりますので、取り敢えずざっと言わせてい

ただきます。

まず村田先生に対して、これは非常に率直な質

問です。

アメリカはイラクの復興をどのような方針で進め

ていこうとしているのでしょうか、報道を聞いている

だけでは分かりません。アメリカを止めることが出

来るのはアメリカの世論だけという現実は理解出来

るが、それならばシラク大統領に対する人々の期

待と、ドビルバン外相の国連での演説に対する拍

手は感情的な庶民感情なのか。フランスに対する

世界の期待感が、アメリカの暴走の歯止めになった

のではないですか。圧倒的な軍事力の差をもって

する戦争は、ホロコーストではないのか。といったご

意見、ご質問がありました。もう２つです。米国を孤

立化させないために同伴者が必要、ブレアやアス

ナールを評価出来るとの話でしたが、果たしてブレ

アやアスナールが米国を内側からコントロールして

いることになっているのでしょうか、疑問です。イラ

ク戦争後の日本の役割として、日米関係を踏まえた

上で自衛隊及び憲法９条は変えるべきか、あるいは

どうあるべきか、先生のご意見を聞かせてください。

では先ず村田さんの方から、今のご意見に対し
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て幾つか纏めながらご返答いただければと思い

ます。

【村田】 有り難うございました。先ず最初に私に向

けられた質問ではないのですが、深層を探ると言

いながら深層に至っていないというご意見には私は

反対です。タイトルは深層を探るで、深層を明らかに

するとは私どもは言っていないのです。そのような
impatience、すぐに答えを求めようとする知的態度

が問題であると私は申し上げているのです。

さて、イラク復興をアメリカがどのように考えている

かということですが、私自身もはっきりとした答えを

持っておりません。私の印象では、実はアメリカはか

なり場当たり的ではないかという感じを持っていま

す。しかしながら、どのように具体的で精緻なプラン

を持っていても流動する状況に左右される問題で

あって、状況に対応しながら柔軟に乗り切っていくし

かないというふうに言えると思います。どの程度、国

連を関与させるか。今の段階では治安が必ずしも

十全に守られていないわけですから、治安の回復

とその後の国連の関与というものが非常に大事に

なってくるだろうと思います。私はイスラームの専門

家ではありませんしイラクのことも分かりませんが、

私の素人の考えでは今イラクに存在するであろう反

米感情、あるいは中東に存在するであろう反米感情

も、もしもイラクの治安が比較的早い段階で回復し

て、援助という言葉が良くないかも知れませんが人

道援助物資が行き渡り、イラクの生活水準や民生

が目に見えて回復するようになれば、おそらく急速に

沈静化するのではないかと思います。分かりません

が、しかしその可能性は十分あると思います。戦後

ドイツや日本がアメリカに占領されて、アメリカの政治

制度やアメリカの政治的な思想を受け入れたわけ

ですが、その最大の理由は日本もドイツもアメリカの

占領下で、そしてアメリカとの同盟関係の中で急速

にマテリアルに豊かになれたということであって、如

何に立派な民主主義を頂戴しても我々が依然として

貧困に喘いでいれば、日本もドイツもアメリカ型のシ

ステムやイデオロギーを受け入れることはなかったで

あろう。物質的、マテリアルな繁栄というものが伴わ

れていたからこそ、結局のところ日本もドイツもそれを

受け入れた。私は、それは人間社会である限りそう

大きく違わないのではないかと思うのであります。間

違っているかも知れません。

アメリカの世論しかアメリカを止められないのは分

かるにしろ、ではシラク大統領やドビルバン外相の

アメリカに対する対応がアメリカを拘束できたのでは

ないかという質問です。私はそうは思いません。詳

しくは申しませんが、私はフランスの態度は相当に

偽善的であったと思いますし、フランスの態度は無

責任であって国連安保理を大きく混乱させた要因

であると、私自身は思っています。それについては

書いたものもありますのでご覧いただければと思い

ますが、フランスが強硬に出たことによって却ってア

メリカ国内のネオコンの声が高まったと私は思いま

す。むしろシラクやシュレーダの強硬な反対姿勢が、

パウエル国務長官をはじめとするいわゆる国際協調

派の立場をアメリカ政府の中で著しく弱め、全く逆の

効果が出たのではないかと私は思っております。

それから、ブレアやアスナールを評価すると言っ

ても、彼らが本当にアメリカをコントロール出来てい

るのかというご質問です。先ほど申し上げましたが、

私は極論に走ってはいけないと思うのです。もちろ

ん、完全にコントロールなど出来るわけがない。外

国の首相なのですから、アメリカ合衆国の大統領

やアメリカ合衆国の政治を、イギリスの総理大臣や

スペインの総理大臣が完全にコントロール出来るわ

けがないのです。問題はinfluenceが発揮出来る

かどうか、その微妙なニュアンスが外交なのであり、

微妙な局面でイギリスや日本が対米協力を示して

いるところが存外影響力に繋がってくるというところ

がポイントなのであって、コントロール出来るか出来

ないかというような問題ではないと思います。

それから、圧倒的な軍事力をもって他を攻撃す
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るのはホロコーストではないかというのは、私はホ

ロコーストという言葉をあまりに安易にお使いにな

り過ぎではないかと思うのです。確かに多数の罪

のない民間人が亡くなったということは極めて遺憾

なことでありますが、しかしながらあれだけ圧倒的

な軍事力を持つアメリカが、どれほど民間人の犠牲

者の極小化に努力してきたか。もちろんそれは国際

世論に対するアメリカのイメージアップという戦略的

打算が当然働いていますが、しかしアメリカが民間

人の犠牲を小さくすることに努力を払ったことは間

違いないのであって、それはフセイン大統領が自国

の国民を守ろうとした努力よりは大きいと思います。

それをホロコーストと言うのは、言葉のあまりにも安

易な用い方ではないかという感じを私は持ちます。

憲法９条の問題ですが、私は今般のイラクの問

題に関わらず、憲法９条については、私個人は改

正すべきであると思います。何とならば、とりわけ

集団的自衛権の問題ですが、国際法上我が国が

集団的自衛権を保持しておりながら憲法上行使出

来ないという内閣法制局の解釈には、おそらく今の

日本国民の多くの人たちはそれが論理的な解釈だ

と納得していないのではないかと思います。だとす

るならば、憲法９条をよりロジカルなものに変えるべ

きであろうと私は思います。それは憲法９条の問題

のみに止まらず、憲法９条が表面的には軍事力の

保持を禁じ交戦権を禁じているにも拘らず、実際

には自衛隊が存在し日米安全保障条約が存在す

る。国民の多数は現実問題としては自衛隊や日米

安全保障条約を容認しているのであって、このよう

な憲法の表面的な記述と実際の政治運営との間

に大きな乖離が長らく存在するという状況を放置

すれば、９条だけではなくて所詮憲法というのはき

れいごとの建前が書かれているだけであって実際

の政治は別のレベルで動いているという、国民の

間に根深い憲法不信を生むことになる。国民がも

し憲法を信じられなければ、その国の国民がその

国の政治を信じられるわけはないのであって、これ

は我が国の政治不信のかなり根本的な問題であ

ろうと思いますので、イラク問題とは関わりなく９条

については見直す時期にきている。憲法改正の話

をすると、すぐに拙速な改正は避けるべきだという

ふうにおっしゃいますが、６０年も我慢しているわけ

で少しも拙速ではありませんし、拙速な憲法見直

しは良くないとおっしゃる方々の最大の矛盾は、そ

うした方々が守ろうとなさっている憲法が僅か１３日

で極めて拙速に作られたということなのであります。

【司会】 では、次の質問に参ります。森さんに対

する質問です。これも纏めてお答えいただきたいと

思います。

９・１１以降、アメリカ国内のムスリム、イスラーム圏

の人々への差別が行われたと報じられていたが、

それも宗教右派によるものですか。

キリスト教では右の頬を打たれたら左の頬を出

せというような意味の命題があったように思うので

すが、ブッシュはどうして右の頬を打たれたら左の

わき腹を蹴り返せという行動を、信仰と一致したも

のと考えられるのですか。

そして趣旨としては似ていると思いますが、ヒロ

シマ・ナガサキを基点として、過去の戦争の反省か

ら絶対平和主義を信じてきたが、現代においては

成り立たないのではないかと考えます。いかがで

しょうか。

悪の基準は何でしょうか。巨悪に対しては戦争

も避けられない場合もあると言われましたが、巨悪

も小悪も相対的なもので立場が代わると善も悪も

逆転します。

というご質問がありました。

【森】 ちょっと難しいですね。先ず最初の点につ

いては割合明確に答えられると思います。９・１１の

後、イスラームに対してある種の差別・攻撃があった

ということですが、これは事実です。ある程度ありま

した。しかし相対的に比較した時に、これより５０年
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程前、いわゆる真珠湾攻撃の後にアメリカ社会が日

系人に対してとった態度と、今回９・１１の後にイスラ

ーム系の人々に対してとった態度を比較してみると、

これは全く違う。それは非常に数も少なかった。一

つあまり報道されていないことですが、先ほどキリス

ト教の中に保守派とリベラル派があると言いました。

リベラル派のグループの動きはあまり日本に報道さ

れないのですが、イスラーム系の学校やモスクに対

しての攻撃があるのではないかと予測して、リベラル

なキリスト教徒たちがそれを守りに行ったということ

は事実です。そういう点では、やはり片一方だけを

見ていてはいけないのではないか。残念ながらそう

いう間違った人種差別・宗教差別があったことも確

かですが、反対にそれを防ぐ動きもあったということ

を指摘しておきたいと思います。

悪の問題ですが、私は絶対平和主義という立場

はあると思います。例えばキリスト教の中でも絶対

平和主義をとっているキリスト教の教派はあるわけ

ですが、私はそこにはある種の無責任性というもの

を感じます。と言うのは、実際に悪というものがこ

の世の中に存在しているわけですから、それに対

して自分たちは関係ないのだ、自分たちは絶対的

平和であるという立場の中に入って、悪の問題に目

をそむけるということは、無責任な態度なのではな

いかと思います。私は絶対平和主義というものは

あると思います。それから憲法第９条を守って不戦

という立場をとること、これは一つの戦略としてある

と思います。しかしそれはイデオロギーではない。

私にとってはイデオロギーではない。それは世界の

状況、あるいは人間の状況、人間の中にある善と

悪を踏まえた上で、一つの選択・戦略として絶対平

和主義をとるという立場を私は十分認められるし、

ある種の尊敬も払うわけです。しかしそうではない

信仰者の対応の仕方もあるのだということです。そ

れは歴史的に存在したのだということを、我々は知

るべきであると思うのです。例としてあげるのは、ド

イツにおいてナチス政権の時に、ディートリッヒ・ボン

ヘッファーという非常に優秀な若い神学者がいまし

た。彼はヒットラー暗殺計画に加わるわけです。彼

は自分のキリスト教信仰の表現として、ヒットラー暗

殺計画に加わります。これは本当に深い決断であ

ったわけですが、私はそれが善であるというふうに

は思いませんが、しかしその時点における彼の信

仰に基づいた一つの選択として、ヒットラー暗殺計

画に加わったということは受け入れるべきではない

かと考えております。

アメリカを考えていく時に、アメリカは善なのか悪

なのかということについては、私は村田先生と同じ

立場であると思います。簡単に善である悪であると

いうことは判断したくない。そしてアメリカの中にも、

先ほどイスラームの人たちに対する態度ということ

の中で、幾つもの多様性があったと同じように、ア

メリカのあり方の中にも批判すべき点と評価してい

かなければならない点があるのではないかと思っ

ています。悪と善との関係について定義しろと言

われても、そんなことは出来ません。状況の中で、

個人の責任でもって判断していくしかない。これが

善でありこれが悪であるということが判断出来ると

考えるのが、原理主義です。原理主義というのは、

自分たちは答えを知っているという立場ですから。

反原理主義的な立場とは何かというと、善は神に

しかないのだという立場です。ですから人間が作

り出すイデオロギーも、宗教も、国家も、国家理念

も、宗教理念も、究極的には善ではないという立

場に立つのが、私は反原理主義の立場であると思

います。私はそういう立場をとります。

【司会】 有り難うございました。引き続き中田さん

の方に質問を向けたいと思います。

現在においても真のイスラーム国家とカリフ制の

樹立を目指す政治運動が盛んに行われています

が、イスラーム諸国の現状に照らして真に正当性を

得られるカリフ像とはどのようなものなのでしょうか。

アラブ諸国における国家の正当性の不在を指摘
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しておられましたが、アラブの内部においては既存

の国家をどのように位置付けているのでしょうか。

シーア派はイラク国民の６割を占め、イラクが民

主化に向かえば発言力が増すのは確実であると思

います。シーア派が多数派を占めるイランがその機

に乗じてイラクへの影響力拡大を狙ってくると思い

ますが、これについて言及していただきたい。

【中田】 最初にカリフ制を求める運動があるという

話ですが、実はこれはそうでもありません。カリフ

制を求める運動は非常に弾圧されていますので、

イスラーム世界の中では少なくとも表面には殆んど

出てきません。日本で報道されているようなイスラー

ム主義と言われるものは、殆んどそれを求めてい

ないのです。例えばパレスチナ国家の独立を求め

るとか、チェチェンの独立を求めるとか、せいぜい

その程度のもので、ないことはないのですが、少な

くとも皆さんの目に触れるところでは全然存在して

いませんので、おそらくそれは質問自体が誤解だと

思います。

２番目はアラブの中での正当性ということです

が、これはアラブ２２ケ国の憲法を見ていただくと、

レバノンは多数派がクリスチャンの国ですので違う

のですが、他の国は殆んどが一番最初に（イラクは、

エジプトは）ウンマ・アラビーヤの一部であるという

ものが入ります。ウンマという言葉は、他の言葉に

訳しようがないのですが、共同体という意味です。

（イラクという国は）アラブ共同体の一部であるとい

うことが、憲法の１条とか２条に出てきます。そもそ

も一つの国が単独で成立し得ないということが、

憲法の中に明らかに書かれているわけです。

３番目、イラクのシーア派の話ですが、もちろんそ

ういう影響はあります。と言うか、これは非常に複

雑です。イラクのシーア派とイランのシーア派は必

ずしも仲が良いわけではありません。元々、イラン･

イラク戦争の時にもイラクのシーア派はイラン･イラ

ク戦争においてイラン側に立ちませんでした。逆に

イランの中にスンナ派アラブというのもいるのです

が、これも結局、少なくともイラク側に立って参戦は

しませんでした。そういう意味で、シーア派の連帯

感はあることはあるのですが、必ずしもそう大きなも

のではありません。あまりイランの影響ということを

言うのは間違いだと思います。もちろんシーア派と

してというか、こういう場合にも区別すべきことは沢

山あるのですが、そもそもシーア派だからということ

ではなくてイスラームだからということで連帯する部

分も当然あるわけです。シーア派だからという部分

で連帯する場合もある。シーア派はスンナ派とは違

うのですが、自分自身の一人の先生を選ぶという

教義が出来上がっています。その意味ではイラン

の中にも、イラクの大アヤトラといわれる人に師事

している人もいます。逆にイラク人であってもイラン

のアヤトラという人に師事している人もいます。そう

いうレベルの個人的な師弟関係で忠誠が働く場合

もあります。あるいはイスラームとかシーア派という

ところに関係なく、第３世界の国としてという意味で

連帯する場合もありますし、あまりイラクとイランの

シーア派が同じシーア派だからイランの影響が強ま

るということで考えるのは間違いだと思います。

【司会】 それではなるべく自由にディスカッション出

来ればと思います。イラクの戦後復興ということを

考える時に、一つポイントになるのは民主的な国家

形成あるいは民主主義とは何かということだと思う

のです。私たちは当たり前のようにその言葉を使

いますし、またアメリカもその言葉を当然のように使

いますが、実際、西側の国あるいは先進資本主義

国家が使っている民主主義という言葉のイメージ

と、イスラーム世界でイメージされている言葉あるい

はそのpriorityというのは随分ズレがあると思うの

です。その辺りを少し丁寧に考えて、今後のことを

考える手掛かりを得ていきたいなと思います。特に

アメリカは当初、戦後復興の国家形成のモデルとし

て政教分離を導入した民主国家というものを考え
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たと思うのですが、これが現状としてはシーア派勢

力が非常に強くなってきて、当初のプランを若干修

正せざるを得ないような微妙な時期に来ていると

思います。同時に、イラクの中からもイスラーム民主

主義といったものを確立すべきだという声も時々聞

かれたりします。中田さん、先ずイスラームにとって

民主主義とは何なのか、簡単に言うとどういうこと

になるでしょう。

【中田】 私はイスラームとは関係なく、民主主義と

いう概念自体が全く虚偽のものだと思っています。

イスラームだからというのではなく、そもそも民主主

義という概念自体が成り立たないと思っています

ので、イスラームが民主主義などを受け入れるわけ

はないと思っています。この話をすると長くなりす

ぎますので簡単に言います。手続き的な形で、民

主的な手続きというのは決して悪いものではない

というのが、現代のイスラーム世界での現状認識だ

と思います。つまり根本的なところで、原理的に神

の主権に反することを人間が決めることは出来な

いということは当然あるわけですが、しかし手続き

的に例えば選挙システムをとるとか、あるいは国民

投票のようなシステムを導入するというのを手続き

的に民主的であるとすれば、議会制などをイスラー

ムに導入することは何の問題もないというのがイス

ラーム世界の認識だと思います。

【司会】 有り難うございました。民主主義を導入し

たいと思った米国の理由は、一つはやはり秩序安

定だと思います。安定した秩序をいかに確立する

かということがあったと思います。当然これは安全

保障論からしても必然的に得られる目的だと思うの

ですが、ただイスラームの側からすれば民主主義と

いうのは、今、中田さんが言われたようにpriority

としては低いわけですね。例えば第一にくるのはイ

ラクにおける部族制の問題であったり、あるいはイ

スラームそのものであったりと、priorityの順序は

随分違うと思うのです。村田さんの立場からすれ

ば、今後アメリカは自らの民主主義という体制をイ

ラクに対してどういうように適用しようとしているか、

その辺はある程度の見通しがたつものでしょうか。

【村田】 それはアメリカ政府の中の動向にもよる

と思います。今日お話ししましたが、文字通りneo-

conservativeと言われる人たちがneo-conserva-

tiveと言われる所以は、単にアメリカの圧倒的軍事

力を躊躇なく用いようとするだけではなくて、そこに

かなり明確なイデオロギー・理念がある。アメリカの

あるいは彼らの、neo-conservativeの人たちが信

じるような民主主義や自由や市場経済のモデルと

いうものを広めるためには、アメリカが時として大き

な力を行使することを辞すべきではないというのが
neo-conservativeの人たちの考え方であり、そうい

う意味では彼らは全然conservativeではなく、か

なりradicalなわけです。

それに対して他国の民主化自体にはさして興

味・関心はなく、アメリカの安全保障上の観点から

危険な勢力は除外する、そのために軍事力を行使

しても構わないという、いわゆる保守的な考え方と

いうか軍事力の行使について躊躇しない、ただ何

も他国の政治体制の変換を重要な課題と考えて

はいない人たちがいる。さらには、アメリカは巨大な

軍事力を持っているけれども、その巨大な軍事力

の行使には出来るだけ抑制的であるべきだと考え

る人たちもいて、政権の中はまだまだそうした諸勢

力の間で揺れていると思います。イラク戦争で圧

勝したという現実を踏まえながら、今後アメリカ政府

の中でどういった勢力が強くなっていくかということ

によって、アメリカ型の民主主義をかなり強く押し付

けよう、当てはめようとする戦後復興プランになる

のか、そのようなことよりも治安の安定と地域の安

定ということを優先して、政治体制についてはかな

り妥協的になるのかというのは、今後の情勢如何

であるという感じがいたします。
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【司会】 森さんに講演の中でも指摘していただき

ましたように、アメリカ自体は非常に宗教的な国家

であるということです。ただしイラクが宗教的なモチ

ベーションで国家建設をすることに対して、今アメリ

カはかなり警戒心を強めているわけで、戦後復興

へのアメリカの関与の仕方あるいはアメリカ世論の

動きなどについて、何かお考えがあればお聞かせ

いただきたいのですが。

【森】 現在のアメリカ政府が、イラクが宗教的な国

家形成を行うことに対して反対しているという情報

は確かですか。それはそうではないと思うのです

が。結局、民主化というものを推し進めたいという

ことだと思うのです。いわゆるイスラーム的な民主

主義というか、これは民主主義自体を評価していな

いとおっしゃったので、結局、人間の尊厳性の問

題だと思うのですね。それぞれの地域で人間の尊

厳性というものが違って理解されているというか、

何によって人間の尊厳性が与えられるか、獲得出

来るかということが、やはり文明によって理解が違

うということを、アメリカが理解出来るかどうかという

ところだと思います。

先ほど私の発題の中でも申しましたが、民主・自

由ということに関してアメリカはやはり普遍主義・グロ

ーバリズムですよ。それを神から与えられたという形

で表現するほどですから。人類にとって普遍的なも

のであるというふうに考えている。ですから民主とい

うよりも、どちらかというと人間の尊厳性という言い

方に変えて、いわゆる独立宣言に掲げられているよ

うに、アメリカが全ての人に対して実現しようとしてい

る。それがアメリカの国是であるようなものというの

は、何なのか。それは人間の尊厳性だと。尊厳性

というものは一体、それぞれの地域においてはどの

ようにして実現できるのかというふうな形の思考を、

アメリカがとれるようになるかどうかです。ここが一つ

のポイントではないかと考えています。私はそれを出

来るような気がしているのですが。

【司会】 出来るというのは、今後のイラク復興政策

の中で上手くアメリカ側が妥協したり適用したりして

可能になっていくということですか。

【森】 もっと長期のことを考えています。やはりア

メリカの歴史伝統、宗教伝統の中に、リンカーンと

かキング牧師に代表されるような、自分たちの現在

のあり方を批判的に捉える伝統というものがありま

す。今のブッシュやネオコンの世界観に対しての批

判・疑いを引き出してくれるような伝統というもの

が、アメリカ自身の中にあります。私はそれを一つの

可能性として、そこに希望を置けるのではないかと

見ています。

【司会】 確かにそういうところに正に期待したい

とは思いますが、ただイスラーム世界の、一般的な

人々から見るとアメリカは自己批判的で抑制的で

ある国家というよりも、むしろ暴虐に傍若無人に

振る舞うような面がかなり強く出ていると思いま

す。今、森さんが言われた、例えばアメリカが大事

にする銃という理念、これはおそらく価値多元主

義あるいは文化多元主義と結び付いてくると思う

のです。色々な価値があって当然なのだ、それを

認める社会こそ豊かな社会なのだという、いわば

アメリカ流のグローバリズムの基底にあるような価

値観があると思うのですが、これがイスラーム世界

になだれ込んでいくことを、やはりイスラームの人

たちはどこか警戒していると思います。アメリカ型

の消費主義であるとか、ポルノの氾濫であるとか、

そういったことに対してははっきりと警戒する声も

聞こえますので、その辺りはどうなのでしょう。中

田さん、どうでしょう。

【中田】 それはおっしゃるとおりです。文化的なも

のと国家の政策というのは全く別のものとだと思い

ますので、文化の面については、今回は時間もあ

りませんのであまり触れません。アメリカという国家
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に対して非常に暴虐であると、そういうことは実際

に官民問わずそういう意識はあります。ある意味で

それは正しいと思いますが、森先生がおっしゃっ

た通り、アメリカの中にはそれに対する自己批判の

勢力もある。それもおっしゃる通りで、ではそれに

相当するものがイスラーム世界にあるかというと、残

念ながら、ない、というふうに思います。イスラーム

世界にはそもそも自由な言論状況がないということ

も一つありますが、もう一つにはやはりコンプレック

スの問題もあるのです。やはり負け続けていると冷

静になれないということがあり、冷静になれないわ

けです。ともかく一回勝たないと冷静にものを見ら

れないということがあります。

私はアメリカは確かに暴虐だと思いますが、人間

というのは権力を持つと暴虐に振る舞うということ

は当たり前のことです。それはどこの世界でもそう

です。それを考えれば、アメリカは非常に抑制が効

いている方だと思います。客観的には暴虐ですが、

それにしてもあれだけの力を持っている割には非

常に抑制が効いていると思います。それを今のイ

スラーム世界のように、アメリカはどうしようもないヤ

ツだという言い方をしては、対話の道を閉ざしてし

まう。それはいけないことだと私は考えています。

むしろアメリカの良心に期待すべきだというふうに

思います。アメリカはどうしようもないヤツらだ、暴虐

なのだ、悪魔の手先だというようなことを言ってし

まうと対話になりません。はっきり言って、そうして

居直られたらどうしようもないわけです。アメリカに

居直られれば世界はどうしようもない、手の打ちよ

うがない。アメリカが独善的であるにしても、自分た

ちは正義にかなって生きようという意志だけは持っ

ているということをやはり高く評価して、我々は現実

的に対応すべきだというふうに私は思っています。

しかし残念ながら、こういう声はイスラーム世界では

それほど大きくはありません。

【森】 先ほどアメリカの大義ということを言い、そし

て議論の中で民主制ということを言いました。アメ

リカは民主制というものをアメリカの大義として大切

にするように見えるけれども、時として村田さんが言

われたように、色々な流れというものがあるわけで、

アメリカにとって都合が悪くなったら民主制よりも王

政を選びとってきたということが例として一杯あるの

ですね。中田さんがアメリカを評価するようなことを

言われたけれども、やはりそうではないというところ

も知っておくべきではないかということがあります。

ただ、コロコロ引っくり返るようですが、アメリカは硬

直しているようだけれども今回の流れの中で、パレ

スチナ問題のことでロードマップを出して今までな

かったような対応をし始めているわけです。私はこ

れを非常に大きなことのように思って、今後これが

どういう展開をするのか、この辺りの予測を村田さ

んからぜひ聞きたいなと思うのですが。

【村田】 予測は大抵外れますので私は予測をし

ないのですが、森先生は今ロードマップのことおっ

しゃって、それも非常に大事なことだと思うのです。

ネオコンと引っ掛けて申しますと、ネオコンにユダ

ヤ人が多いということで、ネオコンとユダヤ人との

繋がりが常々指摘されている。そのネオコンの影響

力が政権では非常に大きいと言われる。先ほど申

し上げたように、それは半分正しくて半分間違って

いると思いますが、ネオコンがブッシュ政権を必ず

しも非常に圧倒的に規定していない一つの事実

は、ロードマップが出てきたということです。イスラ

エルに対しても妥協を求めるような政策を、アメリカ

のもっと大きな国益の観点に立った時に、アメリカ

はブッシュ政権であろうともイスラエルに妥協を求め

るロードマップを提示しようとしていて、この政権が

決してネオコン一色に簒奪されているわけではな

いということが明らかであろうと思うのです。

中田さんが先ほどおっしゃった、アメリカは客観

的に見れば横暴だけれども、これだけの力を持ち

ながらまだ自制が効いているというのは私は全く同
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感です。以前にも申し上げたことがあるかも知れま

せんが、もし今アメリカが持っているほどの圧倒的

な力を今日本が持ってしまったら、今の日本は今の

アメリカよりももっと抑制的に国際社会の中で振る

舞えるだろうか、私の答えは残念ながらノーです。

戦前において軍事力一面でわずかばかりの力を

持った日本は、近隣諸国にあれだけの惨禍をもた

らし、戦後は経済一面で世界ナンバー２になっただ

けで傲慢の罪に陥った。今の日本が軍事、経済、

文化全ての面でアメリカと同じほどの力を持った時

に、今の日本は今のアメリカより自制的に行動でき

るか。残念ながら私の答えはノーですし、この主語

をロシアに置き換えても、中国に置き換えても、フラ

ンスに置き換えても、ドイツに置き換えても、私の答

えはノーであります。そういう意味では、アメリカは

その圧倒的な力に比すれば自制的に行動してい

るというふうに考えるのが、フェアな見方ではない

かと私は思います。

アメリカの力ということに関して言いますと、最初

のプレゼンテーションで申し上げましたように、イラ

ク戦争で圧勝したことによって、世界の多くの独裁

国家はかなりアメリカの力に脅えて妥協的になりつ

つある。ですからアメリカの圧倒的な力というのは、

敵対勢力にはかなり効いているわけです。しかし

案外効かないのがむしろ同盟国に対してであって、

圧倒的な力を持ちながらアメリカが例えば同盟国の

イスラエルを、あるいは今反米感情の渦巻く韓国を

どれだけマネージしていけるかというのが今後の課

題であろうと思います。

今、アメリカが力を持ちながら抑制的であるとい

うご意見があり、中田さんからその言葉が発せられ

るという理由も分からないでもないのですが、ただ

一般的にはなかなかそうとは言えませんよね。大

多数のムスリムはそうではない考え方を持っている

と思うのですが、そういう大多数のムスリム、特に

反米感情を内在的に持ちやすいムスリムたちが、

中田さんが言われたようなイメージへと転換してい

くためのきっかけはどこにあるのでしょう。

【中田】 それは非常に難しいと思います。一つに

はやはりイスラエルの問題がありますし、もう一つに

は、ある意味ではこれは必ずしもイスラーム世界だ

けでなくむしろ日本でもそうだと思いますが、政治

が理想ではないと。政治学というのは政治におけ

る善と普通の我々における善が違うものであるとい

うのですが、そういうマキャベリ的な認識がイスラー

ム世界にはないのですね。むしろホメイニさんの議

論などがその通りですが、これは中世のキリスト教

などともある程度近いのですが、哲人王の思想と

いうか、理想的な君主・政治家が政治を行えば良

い政治が行えるという理念がまだ強い。権力とい

うものは必ず腐敗するものであり、それに対して抑

制をかけなければいけないという発想自体がまだ

あまりないのです。ですからそれは少し難しいので

はないかと思います。

【司会】 一応これで予定の時間はきているのです

が、最後に３人の方々に今後の抱負を聞かせてい

ただきたいと思います。特に今回は一神教学際研

究センターが設立されて初めての企画、シンポジウ

ムということであったのですが、それぞれの立場か

ら今後こういったセンターの活動を拠点としてどうい

うことを研究し、そしてその成果をより広く共有して

いけばよいのか、ワンポイントずつでも結構ですの

でご指摘いただければと思います。

【村田】 ９・１１以降、今回のイラク戦争で世界が

アメリカの外交やブッシュ政権に非常に大きな関心

を持ち出した。ところが冒頭で申し上げたように、

私どものアメリカ理解というものが必ずしもそれほど

十分な知識と質の高い理解に支えられたものでは

ないということも、残念ながら事実であろうと思いま

す。私は学部の授業でいつも言うのですが、例え

ばアメリカ合衆国憲法を初めから終わりまで一度も
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読んだことのない人が、我が同志社大学の法学部

の学生にも沢山いるわけです。合衆国憲法を初め

から終わりまで読まずに、なんでアメリカ外交につ

いて云々出来るのかというのは、私には相当程度

疑問であります。私どものアメリカ理解というものが、

必ずしも十分ではないということを改めて反省しな

ければならない。それは私ども、アメリカについての

研究や教育に携わっている者の反省材料でもあり

ます。そして今回のイラク戦争で明らかになったこ

とは、アメリカどころか私ども日本人の中東に対する

理解、イスラームに対する理解、異質なものに対す

る理解が、これはまたはるかにshallowなもので不

十分なものであるということが明らかになったわけ

です。国際政治にとって単純な答えとか、３分間で

ヌードルが出来るようなことはないわけであり、地道

な地域研究とそれに基づく理解と教育を積み重ね

ていかなければならないと、自戒を込めて考えてお

ります。

【森】 テロの問題ですね。テロをなくしていく長期

的戦略として、やはり経済格差の問題、経済にお

ける南北問題があるというふうに言われております。

確かだと思います。

もう一つ、私は情報における南北格差が非常に

大きな問題としてあるのではないかと思います。今

回の戦争の中で、ベトナムの時の経験を生かして、

アメリカ軍当局は非常に厳しい報道規制、オープン

にしているようで国内に流すのは非常に制限され

たような報道規制をやっていった。そのために現

場で苦しんでいるイラクの子どもたち、パレスチナ

の子どもたちの現状がアメリカに伝わらない。その

情報の格差によって判断が非常に偏ってくるとい

う現実があると思います。私はこの一神教学際研

究センターが果たすべき役割というのは、まさにそ

こにあるわけであって、今日のこのシンポジウムだけ

でも、私は中田先生からアメリカとは異なったイスラ

ームのものの考え方をかなり学ぶことが出来まし

た。これを例えばアメリカに対して発信して、アメリ

カがより多くの情報を持つようになること、またその

反対に、アメリカがどのような大義のもとにこれをや

っているのかということをアラブ諸国、中東諸国に

対して発信していくということは、我々が出来る非

常に重要なことなのではないかと考えています。

【中田】 色々な感想があるのですが、今日はあま

り時間がなくて深く掘り下げることが出来ませんで

したが、一つには森さんの提示された悪の問題と

か、レジュメの中にある自由とかです。これは政治

的な自由と同時に、神学的にそもそも人間に自由

はあるのかどうかということは、キリスト教の方でも

予定説ということで元々非常に重要な問題としてあ

ると思います。神学における自由と政治における自

由、その関係が一体どうなっているのかとか、悪の

問題。先ほど言われたように悪というものはある、

しかしその時にどういうふうに対応するのか、絶対

平和主義というものもあると。そういう問題も今後も

っと一神教学際研究センターとして神学的なレベル

で深めていきたいと考えます。

それと同時に学際という言葉が付いている。単

に神学ではなくて、もっと現実に密着したところか

らものを考えていく。そこで村田さんとの間に、現

実認識においてアメリカに対しては暴虐であるけれ

ども自制の効いたものであるという、同じ認識を持

っていることが確認出来て嬉しかったわけです。し

かしその場合やはりスタンスが違いまして、私は政

策担当者が自制が効いているという部分を認識す

ることは非常に重要なことだと思います。あるいは

我々が研究者としてリアルに現実を認めるという意

味では、そちらの認識をすることは非常に大切だと

思います。しかし知識人として、あるいは市民として

発言する場合にどちらを言うべきかというと、やは

り暴虐である、改めよという、こちらの方を発信す

べきではないか。この一神教学際研究センターはこ

れから発信拠点となっていくわけですが、そこでど
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ういう立場で何を発信していくのか、そのことをこ

れから皆さんも含めて一緒に考え議論をしていきた

いと思っています。

【司会】 シンポジウムにご参加いただき有り難うご

ざいました。一神教学際研究センターはまさに始ま

ったばかりであります。この深層を探るというテー

マを今回は挙げましたが、ひょっとしたら水面に顔

をつけただけのことしか今回は出来なかったかもし

れません。今後、様々な企画を通じて国際政治の

動きであるとか、特に一神教を中心とした様々なこ

とについてより深く探っていきたいと思っています

ので、引き続きご関心をよせていただきたいと思い

ます。本日はどうも有り難うございました。
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２００３年度は、一神教についての3つのセム的一神教の展開を歴史的に概観する、3回の研究会を行った。 

一神教学際研究センターでは、2003年度2つの部門研究が設置された。部門研究1は「一神教の再考と文明の
対話」、部門研究2は「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」というテーマのもとに研究会を重ね議論をした。
メンバーは、一神教学際研究センター事業推進担当者、及び共同研究員であり、神学、宗教学、政治学、法学、国際関
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部門研究1は、「一神教」、「多神教」の概念を再検討し、「一神教」、「多神教」の歴史的展開と論理構造、そして、
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直し、「多神教－一神教」の枠組みを超えた新たな地平を切り開き、異なる文明の共存のための学際的・文明論的な
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栗林　輝夫 関西学院大学 法学部教授 
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日 時  

会 場  
／２００３年１２月６日（土） 

／同志社大学　今出川キャンパス　光塩館地階会議室 

部門研究１  ２００３年度第１回研究会 

スケジュール 

２:００～３:３０　発表：月本 昭男「古代イスラエル唯一神教の成立とその逆説的特質」 
３:３０～３:４５　休憩 
３:４５～４:００　コメント：越後屋 朗（同志社大学神学研究科教授） 
４:００～５:００　討議 
６:００～８:００　懇談会（自由参加） 

発 表  

コメント 
／月本 昭男（立教大学文学部教授） 

／越後屋 朗（同志社大学神学研究科教授） 

部門研究１
２００３年度第１回研究会
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研究会概要

一神教の成立をめぐっては、多神教世界の中で止揚され一神教が誕生したとみる「宗教進化論」、そも

そも原初の宗教が一神教であったとする「原始一神教説」など、様々に論じられてきた。しかし、唯一神

教が宗教進化の最終段階か、それとも宗教の原初形態かという議論は実証不可能である。また歴史上の

一神教が西アジアの乾燥地帯で誕生していることから、厳しい自然条件下で共同体のイデアとしての「一

なる神」への信仰が育まれたとする風土的解釈もされるが、古代西アジアにおいて多神教はごく一般的

な現象であった。

そしてまた、古代イスラエル唯一神教の成立に関しては、古代メソポタミアの精神世界を旧約聖書に

結びつける汎バビロニア主義、アマルナ時代のエジプトにおける宗教改革とヤハウェ一神教を結びつけ

る見解、ペルシア宗教が古代イスラエルの普遍的絶対一神観に影響を与えたとする解釈などがある。だ

が、いずれも十分な説得性を備えているとは言えず、ヤハウェ唯一神教の成立の解明には、自覚的な宗教

運動を念頭に置き、古代イスラエル思想史を細心に跡付ける必要があろう。

そもそも一神教とは、神という上位概念の存在を想定し、その属性の神顕現が多様であることを認め

ながら、その背景には統一的なものを持ち、神としてしか言い得ない統一的存在を受け止める「唯一神性

論」である。これはきわめて自覚的な宗教意識であると言うことができる。古代イスラエルにおいても、

ヤハウェ専一運動と呼ぶべき、神ヤハウェのみを崇拝する潮流があった。これは政治や社会の変動とも

関連する運動であり、王国時代においては、その自覚的担い手は、預言者、祭司たちであった。それらは

王国滅亡後の捕囚期に理論化され、申命記学派の手によってイスラエルの民の歴史が編まれた。

近年の考古学的調査によって、当時のイスラエルの実情を窺い知ることができる貴重な碑文資料が複

数発見されている。ヒルベト・エル・コムやクンティレット・アジュルドでは、「ヤハウェとそのアシェラ」と

いう記述がみられ、また紀元前５世紀のアラム語の契約書からは、ヤハウェとアナト女神を祀っていたこ

とがわかる（ピトス碑文）。これらの碑文資料は、当時のイスラエルが、実際には多神教世界であったとい

うことを物語っている。

イスラエルにおける唯一神教はこのような中で、少数のきわめて自覚的な人々によって提唱され育ま
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れた。その特質は、初期イスラエルの神観を継承しつつそれを展開し、イスラエルがその「弱さ」ゆえに

神から「選ばれた」とする点にある。これらのことを古代西アジアに位置づけるならば、一神教が、当時

の強大国であったエジプトでも、アッシリアでもない、文化的にも政治的にも辺境であった弱小の民イス

ラエルの中に生まれたところに、その逆説性を見ることができよう。

また、その後のディスカッションでは、時代情況の役割（手島勲矢大阪産業大学助教授）、一神教の概念

規定の問題（Ｂ．ジクムンド同志社大学教授）などが取り上げられ、今後の課題として残された。



「古代イスラエル唯一神教の成立と
その逆説的特質」

同志社大学はあこがれの大学でございました。

中学高校は群馬県の新島学園で学びました。学年

に１５０名おります中で、１名か２名同志社大学神学

部に推薦入学で入っておりまして、私もぜひとも牧

師になりたいと思いまして同志社大学で学ぼうと決

心していたのですが、高校二年の五月、同志社大

学に行かれた先輩が戻ってこられまして、政治的

なアジ演説をしたわけです。同志社大学で左翼の

洗礼を受けて帰ってきたらしく、田舎の学生で社会

意識もない、ただ牧師になりたいと思っている私に

はショックでありまして、同志社にいったらどうなって

しまうのか。やめた方がいいんじゃないとか思って

いたわけであります。その後、キリスト教の勉強は

ドイツに行った方が良いのではないかと。その頃、

ドイツ語講座をされていた早川先生に手紙を書い

たわけです。「ドイツでキリスト教の勉強をしたいが

どうしたらいいか」。そうしたらおハガキをくださって

「高校を卒業してもドイツの大学には入れません。

日本の大学に行って教養課程まで終えることです」

と。高校二年の時、クラスの担任の先生に相談し

ますと「君たちの学年は近年になく勉強ができるも

のが揃っている。君もその一人だ。東京大学を受

けたまえ」「キリスト教の勉強かできるでしょうか」

「できるはずだ、大丈夫だ」と。それでキリスト教を

勉強するために大学に入りました。

私の父親は朝鮮出身でございまして、大正末期

に日本に来たのだと思いますが、さまざまな事業を、

学問とは関係ない仕事をしておりまして、太平洋戦

争末、すべての事業を放棄して「自分は今までい

ろんな人を騙し、騙されてきた。自然は人を騙す

ことはない」と蜜蜂を飼うことになりました。子ども

の頃から蜜蜂と一緒に南は知多半島、渥美半島か

ら新潟、福島と花を追いかけて過ごしました。そう

いう親ですから、手に職をつけるような勉強をせよ

ということでしたが、それには従いませんで、キリス

ト教の勉強をしたいと思っておりました。そのはず

が、新約聖書、旧約聖書、オリエントまで行ってし

まいましてキリスト教から少し離れたなという感じも

いたしますが、キリスト教、一神教については多少

とも関心を持ちまして、いくつか論文なども書いて

まいりました。

一神教に関心を持ちましたのは二つくらいの理

由があったと思います。一つは立教大学に勤め始

めた頃に梅原猛先生がキリスト教の人間中心主

義、一神教の問題を採り上げておられました。二

点くらい大きな問題としてあったと思います。一つ

は一神教における環境問題だったと思います。神

が創造した自然、その中に人間を支配者として位

置づける。これは創世記１章ですが、キリスト教の

人間中心主義が、人間の生活の快適さ、便利さの

ために自然を利用しても構わないという考え方が

生まれ、それが今日の世界規模での自然破壊、環

境汚染の思想的な元凶になっている。それに対し

てアジアでは、人間を自然の一部としてとらえ、人

間と自然の融合を最高の精神境地として受け止め

てきた東洋の思想をもう一度見直すべきだという主

張をなされていました。私は立教大学で聖書の講

義をしておりますから、それに対してどう答えるべき
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かということが私の課題となりました。その後、梅原

先生は一神教、多神教と点において多元論を主張

されていたと思います。多元主義社会に対して一

神教的な一元論ではだめである。多神教的な考え

方を見直さないといけないと。梅原先生のご主張

の問題点は、今、指摘するまでもないと思います

が、それを学生に対してどう教えるか、私なりに受

け止めた課題でありました。

もう一点は、ゼミの学生たちに「初詣に行ってき

たか。どこに行ったか？」と聞きますと、ほとんどが

神社だと答えます。しかしどんな神様が祀られてい

るか誰も知らない。神社にはそれぞれ祭神がある

はずですが、神社に行って手を合わせるのに祭神

の固有名詞、例えば「猿田彦の神様お願いします」

と手を合わせることをしないことに気づきました。日

本は多神教だと言われますが、考え直した方がい

いのではないかと強く感じたわけです。同じように

仏教においても仏様に手を合わせる。それが仏の

像か、菩薩の像か。様々な固有名詞があると思い

ますが、観音様や地蔵様などに対して、ほとんどの

日本人は「仏様」という形で手を合わせる。日本の

宗教風土を単に多神教といっていいかどうか、と強

く感じておりました。そういう個人的な関心から一

神教の問題を考えてみたいと思ったのがきっかけ

であります。

議論のきっかけにしていただく意味で発題をさせ

ていただきます。

まず一神教をめぐっては宗教史学でさまざまに論

じられてきております。古くは宗教自然史のヒューム、

ヴォルテール、ルソーの時代から、キリスト教世界に

キリスト教以外の宗教が情報として寄せられるように

なってから、一神教が先なのか多神教が先なのか

という議論がございました。ヒュームやルソーは多神

教が古いという立場をとりましたが、ヴォルテールは

一神教の方が先だと主張したのであります。これら

は学問的な体裁をとるには余りにも素朴だったと思

いますが、１９世紀半ば頃から宗教研究が神学とは

独立した形で唱えられるようになってきました。１９世

紀半ば頃からヨーロッパ世界、遅れては日本にも入

ってきた進化論的な考え方が、宗教の発展にも援

用されることになりまして、宗教の起源がさまざまに

探られ、宗教の進化が論じられました。これが宗教

進化論と呼ばれるものであります。宗教進化論の立

場に立つ研究者たちは、多少のニュアンスの違い

はありますが、おしなべて一神教を宗教の最も進化

した形として受け止めていたのであります。

宗教進化論的な考え方は当然旧約聖書、古代

イスラエルの研究にも無関係ではなく、宗教の進化

という枠組みで旧約聖書、ヘブライ語聖書の研究

もなされてまいりました。ヴェルハウゼン

（Wellhausen）、ロッズ（Lods）などが宗教進化論

の代表的な人たちです。１９世紀終わりから２０世紀

はじめにかけて宗教進化論的な枠組みで古代ユダ

ヤ教の展開を考える論調が強くありました。しかし

またそれに一部先立ちまして、人類の宗教の起源

は一神教だという主張も根強くありました。ヴォル

テールもそのような主張ですが、意外なことに『イエ

ス』の著作で知られていますルナン（Renan）が、セ

ム族の原始一神教的な考え方をすでに１９世紀半

ば頃に唱えているのであります。ラングランジュ

（Langrange）などもセム族の宗教は出発点から一

神教であると述べております。そういう流れに立っ

て、学問的な装いを持って人類は原始一神教徒で

あったという説を展開したのはラング（A.Lang）で

あり、それに続くシュミット（Schmidt）神父でありま

す。とりわけシュミット神父の『神観念の起源』とい

う膨大な書物は、これを読み通した日本人の学者

はいないのではないかと思われますが、書物の全

体の主張は原始人類は一神教徒であったというこ

とでございます。世界の文化、文明の程度を細か

く分け、よりプリミティブなところに行けば行くほど、

目に見える世界を超えた超越的な天空にある神へ

の信仰が濃厚に見えてくる。これがシュミットの基

本的な論であったように思います。
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そうした原始一神教説を今日そのままの形で主

張している研究者はおりませんが、私が見る限り、

旧約聖書学の中に忍び込んでいると思われます。

オルデンベルク（Oldenburg）の立場がそうであり

ます。私の見方が間違っていなければ、ハーバード

大学の高名なクロス（F.M.Cross）などもイスラエル

の宗教の背後にセム的な原始一神教の信仰形態

を見ているようであります。イスラエルの神、「主」、

これはヘブライ語で「ヤハウェ」と申しますが、クロ

ス学派はヤハウェの起源について「ヤハウェ・エー

ル」を考えます。「ヤハウェ」というのはハーヤーとい

う「ある」という、実際には使役で使われないので

すが、動詞の使役形である。それに「エール」とい

うセム族の至高神がつく。それが元の型である。

つまり「ヤハウェ」という名前は「神あらしめ給う」と

いう意味だと主張します。しかもこの「神」は大文字

の「神」です。その主張は少なからずクロス学派に

受け継がれていると思います。その背後にルナン

まで遡りうるようなセム族原始信仰説が流れている

ように思われるのであります。

いずれにしても一般論として進化論と原始一神

教説が２０世紀はじめ拮抗しておりました。原始一

神教の方がマイナーであったと思います。二つの

説は同じような問題点を抱えていると思います。一

つは理論的には空間を安易に時間に置き換えてし

まっていることであります。つまり現代世界のより原

始的なところに人類のより古い宗教形態が見える

という論であります。それに対して私は大きな疑問

を感じるのであります。何よりもまずアフリカや中南

米、アジア等々の未開社会と言われるところに人

間の古い時代の生活形態が残っているという見方

に反対でありまして、アフリカなどのある部族は、都

市化社会を拒絶しながら、それとは距離をおいて

別の生活をする形態は十分ありうると思います。ま

た、西アジアにおいてシリア政府が遊牧民を何と

か定住させたいので、無償でコンクリートの家を建

てて提供しました。遊牧の民は感謝したが、羊を

夜、入れるのにいいとその家を用いたという笑い

話がございます。人間の生活様式はそのように単

線的に展開していくものではないのではないかと

私は強く感じます。そして何よりも文明のレベル、程

度を西側の視点からどの文明が、より原始的なの

かという発想自体が、今日さまざまな形で再考が求

められているに違いないと思います。石器時代、

金属を使わない社会よりも金属を使う社会の方が

本当に進んでいるのかどうか。今日、お年寄りに優

しい社会、女性を差別しない社会の視点から見る

と、今までの文明の進歩という見方は全く違うふう

に見えてくるはずであります。そういう点で、宗教進

化論、原始一神教説、これらは説としては面白くあ

りましても、多くの問題点を抱えていたと言わざる

を得ません。なによりも証明の限りでないというこ

とがございます。

そういう中で一般論として少なからぬ賛同者を集

めたのが、一神教＝創唱宗教説であります。古くは
RGGの一版のグレースマン（Greßmann）などが、

モーセをユダヤ教の宗教の創唱者だと言っていま

す。これを理論的に広めたのはペッタソーニ

（Pettazoni）の論文であります。１９５４年、ブリル

（Brill）から出た『宗教史論集』に巻頭論文として一

神教の形成というものが入っています。そこで彼が

主張するのは、一神教というのは進化の過程で生

まれてきたものでもなければ原始一神教でもない。

常に一神教は創唱者がいるのだという論でありま

した。イスラームにはムハンマドが、キリスト教には

イエス・キリストが、ユダヤ教にはモーセが、ゾロア

スター教にはゾロアスターがいるわけであります。こ

ういう見解は古代イスラエル研究にも陰に陽に影

響を及ぼしていまして、古くはバールシャイト

（Balscheit）のものがございますが、その後ではオ

ルブライト（Albright）がユダヤ教はミッショナリー・

レリジョンだと強く主張しています。イギリスの旧約

の大家であったローリー（Rowley）などはモーセ時

代にイスラエルの一神教がプラクティカル・モノラト
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リーから始まったと主張しています。南アの高名な

ラブシャーニュ（Labuschagne）もそのような立場に

立っております。

しかしこの説の問題点は少なくないと思いま

す。ゾロアスター教を一神教に含めるかどうかは

一神教の定義の問題にもなりますが、キリスト教で

は、イエスは「神はただ一人である」と言っており

ますが、イエスはおそらくユダヤ教徒として生きた

のでありまして、神観念などはイエス以前のユダヤ

教に遡ります。またイスラームの専門の先生方に

伺わないと安易なことは申せませんが、ムハンマ

ドのアッラーは唯一だという言い方にしても、その

前提に、周囲にキリスト教徒、ユダヤ教徒もおりま

したし、イスラームの中にハニーファという一神教的

運動があったと聞いております。そういう意味で創

唱者という言い方ができるのでしょうか。特にキリ

スト教はどこから始まったかというのは難しいです

が、私の理解によればキリスト教はイエスの十字

架での死後始まったのでありまして、そういう意味

でイエスは教祖とは言えない。なによりもユダヤ教

の古代イスラエルにおいてはモーセという人物の

歴史性が、ようとしてわからないわけでありまして、

少なくとも歴史学的に史的モーセを再構成するこ

とは全くできないのであります。

そういう点で一神教は創唱宗教だという見解に

関しては宗教進化論、原始一神教説に対して唱え

られたという意味で意味があったと思いますが、や

はり大きな問題点を抱えているように思います。た

だ評価できる点は一神教が自然発生的なものでは

なく、常に自覚的に宗教教説が語られないと一神

教というのは維持されない、保持されないという点

であろうかと思います。

その他、一般論的な一神教理解を挙げてみまし

た。一つは風土論的なものもございます。和辻哲郎

は名著『風土』の中で砂漠の宗教という言い方をし

ます。一神教の成立をこれに結び付けはしませんが、

少なくともユダヤ教的な、そしてイスラームに流れてい

く厳しい律法宗教と、砂漠の風土、乾燥地帯の風

土と結び付けていることは確かだと思います。

地理学者の鈴木秀夫が『超越者と風土』の中で

乾燥風土と一神教との内的関連を問うているわけ

であります。これはさきほど原始一神教説に入れた、

ルナンの「セム族一神教」は遊牧的な生活様式と深

く関係づけられているのでありまして、旧約研究者

の中ではチューリッヒの大学の教授であったマーグ

（Maag,V.）という人が「イスラエルの牧羊者」という

論文などでユダヤ・旧約聖書の一神教的な神観念

を遊牧世界と結び付けているのであります。この説

の問題点はたくさんございます。まず乾燥地帯の西

アジア地域は決して一神教の地域ではなかったと

いうことであります。シュメール時代、バビロニア、ア

ッシリアは多少これから申し上げる問題点もござい

ますが、普通の用語では多神教世界でありました。

ムハンマドがマッカに来て、一神アッラーの唯一性を

主張するまではマッカは八百万の神々が祀られてい

た場所であります。風土論は意味がありそうで、実

は根拠のない場合が多い。もしそうだとすると、なぜ

あの乾燥地帯で成立したイスラームが逆の風土のイ

ンドネシアにあれだけ広がるか説明できなくなるであ

りましょう。風土論は説得力があるように見えて根拠

が薄弱だと感じています。細かな批判で申しますと、

クナウフ（Knauf）というジュネーブ大学の教授の「遊

牧民的な一神教はあるか」という論文があります。ア

ラビアのヨルダン、シリア、サウジアラビアの砂漠の中

の石にたくさんの碑文が刻まれています。サファ語

とかハムド語、サムド語ですが、ここにはさまざまな

祈願文が書きつけられています。それを論拠に遊牧

民に決して一神教的な傾向がないということを主張

しているのであります。

門外漢ではありますが、フロイト（Freud）の父親

像の後裔として一神教の理解には触れておく必要

があるだろうと思います。最近ではバッドクック

（Badcook）が同じような立場から、社会形態、とり

わけ部族社会的なものに一神教的な傾向がある
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と述べております。しかし部族社会が一神教であ

るとは到底信じられませんし、深層心理学的に一

神教をどう理解するかは私の手に余るところでご

ざいます。

一神教をめぐる宗教史の一般論はございますが、

どれ一つとして一神教を十分に説明する論になって

いないというのが結論であります。一神教の概念そ

のものの再検討が迫られているということもありうるか

と思います。比較的最近まで使われている一神教

の用語はmonothe ism、Kathenothe ism。

“Kathenotheism”はマックス・ミューラーが初期に使

った言葉で、後に彼はhenotheismを使います。原

典まで遡って確かめているわけではありませんが、あ

る時代、多神教を前提にしながら崇拝の対象を一神

に絞っていく。それが時代によって変わっていく。交

代一神教という訳も使われているようであります。
monolatry、polytheism、monotheiotetism。最

後の“monotheiotetism”についてはシカゴ大学の

オリエンタルインスティトュートに楔形文書の研究で神

様と仰がれているベンノ・ランツベルガーというユダヤ

系の学者がおります。優れた楔形研究者でしたが、

彼が古代メソポタミア、とりわけアッシリア、バビロニア

の神観念を問う中でmonotheiotetismという概念

を用いたわけです。日本における多神教が本当に多

神教かという問題提起と重なってまいりますが、古代

バビロニア、アッシリアにおきまして神 を々まとめる神と

いう上位概念がある。そして神々の属性が複数の

神々にわたっている。時に有力な神々が他の神々の

属性をも自分の属性とて取り込むということ、そういう

ところに単なる多神教と言い切れない古代オリエン

トの神観念を見抜いたわけでありまして、彼はそれを

“monotheioteism”という用語で呼んだわけです。

どう訳していいか、私は「唯一神性論」と訳してはどう

かと思っています。神 と々して多様な現れ方をするけ

れども、その背後に神的なものとしては一つの統一

的なものを理解している。そういう神観念であろうか

と思います。

専門の分野ではありませんのでレジュメにも用意

してまいりませんでしたが、古代エジプトの神観念

を論じる時、一と多という言い方をいたします。考

え方としては神々の現れ方はさまざまだが、その背

後に、奥に神としてしか言いえない統一的な存在

を受け止める考え方があるようです。それとも通じ

るものではなかろうかと思っています。唯一神性論

は言葉としてすぐ理解していただけないかと思いま

すので、いい訳語があれば伺いたいと思います。

以上、一神教の成立をめぐる諸議論を私なりに

紹介して、問題点を指摘させていただきました。そ

こで、現実の一神教と言われている宗教、少なくと

も歴史的には古代イスラエルの宗教に遡ります。

古代イスラエルにおける一神教の成立、あるいはヤ

ハウェ一神教、ヤハウェ唯一神教と呼んだほうがい

いかもしれませんが、それについてのさまざまな議

論をご紹介させていただきたいと思います。

まず最初は、古代イスラエルの一神教の成立は

外部からの影響だという論であります。これにはい

くつか論がございます。一つは古代メソポタミアにお

ける一神教的傾向がイスラエルにも影響を及ぼして

いるという議論です。１９世紀後半から楔形文書が

解読されまして、ノアの洪水と同じ物語がそこに発

見される等々、キリスト教世界でセンセーションを巻

き起こしてきますが、その中で聖書の宗教はすべて

バビロニア起源だという立場の研究者が少なからず

登場しました。とりわけドイツを中心に登場しました。

これを汎バビロニア学派と言っております。有名な

のはバベル・ビーベル論争というのでありまして、バ

ベルはバビロン、ビーベルは聖書でございます。エ

レミアス（A.Jeremias）は汎バビロニア学派の一人

で、バビロニアにすでに一神教的な傾向があったの

だと論じております。この書物は私自身は見ており

ませんが、ヴァイトマン（Weidmann）からの孫引きで

ございます。ちなみにエレミアスは聖書学を専攻して、

その子どもが新約聖書学の譬え話の研究で有名

で、そのお孫さんと三代続いて広い意味での西ア
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ジア学の研究が続いてる家系のようでございます。

汎バビロニア学派は少なくとも楔形文字等々の厳

密な解読という点で厳密さを欠いておりましたから、

旧約聖書学においてもバビロニア学においても、も

はや問題にされてはいないと思います。しかしごく最

近、別の形でその問題を採り上げている学者がお

ります。パルポラ（S.Parpola）というフィンランドのヘ

ルシンキの研究者です。お兄さんはインダス文明の

研究で有名な方です。彼はアッシリアの文書研究

の世界の第一人者といっていいと思いますが、ヘ

ルシンキでアッシリア・新アッシリア時代の文書の膨

大な研究シリーズの指揮をとっている方です。パル

ポラは「古代アッシリアにおける唯一神教

（Monotheism In Ancient Assyria）」という論文

を書いております。やはりランツベルガーなどの
monotheiotetismの影響を受けているのではない

かと思われますが、アッシリアの神々はいろんな形

で存在しているが、最終的にアッシリア出身のアッシ

ュルに集中していく。そこにはっきりした一神教的な

傾向が見られる。そういう傾向がシリアなどを介して

イスラエルに影響を及ぼしているだろうと論じている

のであります。しかし私の見る限り、無理な議論で

あるように思います。

次に、アマルナ時代の普遍主義という考え方に

ついては、そんなに広まっているわけではありませ

んが、ニューヨークのユダヤ教のオリエント学者のゴ

ードン（C.H.Gordon）が唱えた説で、彼の著書『旧

約聖書の世界』の五章に出ております。アマルナ

時代は紀元前１５世紀～１４世紀にかけてでありま

す。考古学的に言いますと後期青銅器時代ですが、

第１８王朝のイクナトン（アクナートン、アメノフィス４世）

という王がアトン信仰のみを主張して、エジプトの

アマルナを新しく都にしました。そこから楔形文字

で書かれた外交文書が３００点近く発見されたので

あります。その文書はメソポタミアのバビロニアとの

通信だったり、アッシリアとの通信であったり、トル

コ半島、小アジアに力を持ちましたヒッタイト帝国の

王との交信記録であったり、さらにはシリア、パレス

チナの小国の領主たちとの交信記録であったり、

それが３００近く残っております。ちなみにエルサレ

ムの領主からの手紙も複数残っています。イスラエ

ル以前のエルサレムの都市国家、領主の名前まで

わかっています。アブディ・ヘパという領主の書簡も

複数残っています。

ゴードンはアマルナ時代に西アジアにこのような

交信記録が残されているということは、つまり精神

的な文化交流がなされた時代であり、人類の歴史

において最初のインターナショナルな時代なのだと

申します。さらには旧約聖書のアブラハム、イサク、

ヤコブ等々の物語モチーフとギリシャ神話に残りま

す物語モチーフとの共通性を指摘しまして、アマル

ナ時代こそ、人類最初の普遍主義が芽生えた時代

だと。普遍主義の中にイクナトン（アメノフィス４世）の

アトン信仰・アトン一神教もあったし、その影響を受

けてイスラエルにおける一神教が発達したという論

を展開したのであります。ただこの論は、ゴードン

の弟子たち以外には広まっておりませんで、その点、

学説の人気としては広く認められていないようで、

なによりイスラエルの一神教がアマルナ時代より少

なく見積もっても数百年遅れるという問題があるよ

うに思われます。

それよりも、多くの人たちが主張しているのは、

ペルシア宗教の影響であります。フォアレンダー

（Vorlaender）の論がそうであります。彼はDer

Monotheismus Israels als Antwort auf die

Krise des Exilsという本を著しています。Exilは

バビロン捕囚の意味でありまして、『バビロン捕囚時

代の危機への応答としてのイスラエルの一神教』と

いう題からわかりますように、バビロニア捕囚期に

イスラエルが国を失って危機に陥る。その時期に

一神教が芽生えていく。とりわけバビロニア補囚の

最後は、バビロニアが紀元前５３８年にペルシアに

よって征服されます。ペルシアの一神教的な宗教

思想が大きく影響を及ぼしてイスラエルの一神教が
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成立したという論です。トンプソン（Thompson）は

デンマークの学者ですが、同様の論を展開してい

ます。フォアレンダーの書物はラングの『唯一の神』

という書物の中に邦訳として収録されております。

しかしこの場合に問題はペルシア宗教からの影

響と一般論としては言いえても、この時期のペルシ

ア宗教は明確に史料的に確認しにくいということで

あります。後のペルシア宗教の教典のガーサという

部分には古くゾロアスターまで遡るだろう部分が残

ると言われておりますが、しかしその写本ははるか

後代でありまして、古くともハムラビ文書で書かれ

たものですから、ササン朝以降になります。もう一

つはこの時期、ペルシアはバビロニアを征服しまし

て、バビロニアの宗教そのものを認めていくという

形になります。何よりものこの時期のペルシア（伝

統的な言い方ではアケメネス朝ペルシャ）は寛容な

宗教政策をとった。それがユダヤ教などを認めるこ

とになった。古代イスラエルのヤハウェ一神教は排

他的であることからしますと、そこで必ずしも一致し

ていかない。事実イスラエルの一神教が、どの部

分がどういう形でペルシア宗教の影響を受けたか

となると論者はあまり詳しく立ち入らないのであり

ます。そういう点で、私の見る限り、マイヤー

（Mayer）がイスラエルにおける一神教と、ゾロアス

ター教における一神教との相違を指摘しておりま

す。少なくとも古代イスラエル、旧約聖書には二元

論はほとんど出てこないのであり、二元論の影響

はずっと後代であります。我々の知っている文書で

いうと、死海文書や、黙示文学などに二元論は出

てまいります。その時点で光と闇、善と悪の二元論、

ペルシア的なものが影響を及ぼした可能性は十分

にあると思います。そこは認めたいと思いますが、

旧約聖書には直接ペルシアの宗教が影響を及ぼ

したということは認めがたいのであります。

そうしますと外からの影響というより、むしろ古代

イスラエルの宗教の内的発展といいましょうか、古

代イスラエル思想史・宗教史という点から一神教を

見ていくべきではないかとなります。事実そのよう

な研究が旧約聖書学において最も多いと思いま

す。最後にその点を述べさせていただきたいと思

います。宗教進化論もイスラエルにおける宗教の展

開を論じたものでもありますが、その辺は先ほど述

べましたので省略させていただきます。

さて異なる神観の融合もしくは止揚としての「ヤ

ハウェ一神教」という論であります。これはいろいろ

な研究者がとる立場で、一般的には例えばゲオル

ゲ・フォーラー、あるいは、邦訳が出ていますが、

『歴史における古代イスラエルの信仰の歴史』を書

きましたシュミット（W.H.Schmid）などの説がそうで

すし、日本では関根正雄先生もそういう説を受容し

ておりました。この論は初期のイスラエルにおいて

三つの異なる神観が統合されて基本的なイスラエ

ルの神観が成立したという考え方です。

第一は「父祖の神」というタイプでありまして、創

世記のアブラハム、イサク、ヤコブの物語などに出

てきます父祖、我々の父、先祖誰々の神という呼

称を持つものです。１９２９年にアルデヒト・アルトとい

う人が「父たちの神」という論文を残しまして、それ

以来一般化したものであります。すなわち遊牧の

民が、ある定められた聖所を持たずに、一定の土

地に固着せずに遊牧の移動と共に動いていく神で

あり、そしてその神は固有名詞を持たず、その部族

の族長の名前を持って呼ばれる。つまりアブラハ

ムの神、あるいはイサクの神と呼ばれる。そういう

神のタイプがある。これが古代イスラエルにおける

最も古い神のタイプだと論じたのであります。その

間接的な論証として、時代は下がりますが、遊牧の

生活者が都市化していく中で残したナバティア、パ

ルミラなどの碑文にこれに似た神の呼称を見いだ

していた。これを父祖の神、私の先生方の世代は

族長の神と呼びました。

第二が、出エジプトを果たした部族がもたらした

「救済の神ヤハウェ」です。特に旧約、古代イスラエ

ル史におきましては、出エジプトの歴史性は歴史学
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的に確認できませんので、推測・想定するかしかな

いのですが、一般的にはイスラエルの後の部族の

中のヨセフ族が出エジプト経験を持ち込んだので

はないかと言われています。その出エジプトの体

験とヤハウェの神が密接に結びついているという、

「救済の神ヤハウェ」です。

第三はカナンの古くからの至高神「エール」です。

ウガリトの遺跡から文書が発見され、エールにまつ

わる神話的な文書も出てきました。

この三つの神が一つに融合する、統合されてく

る。そこに古代イスラエルのヤハウェ一神教の基

本的な神観念が成立したという論がありましたし、

今でもそういう立場をとる研究者は少なくないと思

います。

次にお話しするのは、一神教は神々の融合では

なく、さきほど創唱宗教についてお話したときに触れ

たように、自覚的な宗教運動であるはずだという考

え方です。スミス（M.Smith）には『旧約聖書を形成

したパレスチナの諸党派と政治』という有名な優れ

た研究書があります。彼の影響を受けて、前にご紹

介した邦訳になっているラングの書物ができたので

あります。スミスは“Yahweh alone Movements（ヤ

ハウェのみの運動）”、“Movements”と複数ですが、

ヤハウェのみを崇拝するさまざまな潮流、運動があ

った、そういう中で一神教が成立してきたのだという

論を展開したのであります。私はヤハウェ専一運動

と呼びましたが、ヤハウェのみの宗教運動、あるい

は政治もからむ宗教運動であります。どこから始まる

か起点は難しいですが、王国時代には預言者の運

動があり、祭司たちの運動があり、それがバビロニ

ア捕囚期に理論化され、最終的にヤハウェ一神観

が成立したという考え方です。この考え方に私も賛

同、共鳴するところが多いのです。

それに対して旧約聖書で「神は唯一だ」とはっき

り宣言されるのは申命記であります。申命記に「聞

け、イスラエル」とありますが、そこで「我らの神、主

は、ヤハウェは唯一だ」と宣言されるのであります。

申命記こそは律法の中で最もはっきりとヤハウェの

唯一性を主張している書物です。ちなみにモーセ

の十戒の最初の部分が唯一神の宣言にように受

け止められていますが、原文を読むとそうではない

のであります。これは少しおかしな文章で、「私の

前に他の神々があってはならない」あるいは「他の

神が」と、どちらでもとれるあいまいな原文です。他

の神の存在は認めるが、崇拝してはいけない。他

の神の崇拝禁止が十戒の第一の主旨だと思いま

す。他の神々を理論的に認めるという意味では唯

一神の宣言ではないと言うべきです。それに対し

て申命記ははっきりと「我らの神ヤハウェこそ唯一

だ」と宣言するのであります。申命記的な神学に基

づいて、それ以降の歴史書が書かれていきます。

ヨシュア記、士師記、サムエル記、列王記、バビロ

ン捕囚までに至る歴史が書かれています。申命記

こそ、これが古代イスラエルにおける一神教を確立

させたのだという、申命記学派の理論がございま

す。ローゼ（Rose）という人はプロテスタントだと思

いますが、ローフィンク（Lohf ink）、ツェンガー

（Zenger）、ブラウリーク（Braulik）まではカトリック

陣営の研究者たちであります（レジュメ中の参考文

献参照）。

それと並んで、イスラエルの一神教が後代だとい

う説と関係してきますが、王国時代のイスラエルは

多神教であったということが最近、さまざまなところ

から主張されてまいります。代表的な研究者にスミ

ス（Smith.M.S）の論考があります。この人は２００１

年にオックスフォード大学出版から『聖書の一神教

の諸起源』という書物を出しております。スミスは王

国時代のイスラエルの宗教は実態としては多神教

であったということを述べるのであります。しかもそ

の中で、イスラエルの神ヤハウェは申命記３２章のモ

ーセの歌、詩篇８２章を論拠にしてヤハウェの神は

一時期、カナンのエールに下にある、エールの複数

ある子神の一人であったということも主張します。

これはアリスフェルトというドイツの学者が、すでに
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申命記の箇所を解釈しております。紀元前７世紀末

から６世紀にかけて、とりわけ捕囚期にかけて、イス

ラエルのそれまでの家族共同体が崩壊していく過

程の中で、今まで神々の世界が家族と重なる形で

あったものが、妻を持ち、子を持つ、親を持つ神々

の世界が消滅していき、神々の会議だけが残り、

会議の主宰者である至高神エールの立場にヤハウ

ェが立っていく。そこでイスラエルの一神教は成立

していくという一神教の成立過程を見ているわけ

であります。

紀元前９世紀、８世紀の遺跡から出て来る

碑文の中にヤハウェとアシェラが出てきます。まず
Khirbet el-Qomというユダの墓地から出てきた

石板に刻まれたヘブライ語の碑文をご紹介します。

そこには真ん中に手のひらが掘られている。これ

は墓に入ってはだめだということか、神の守護の手

か、祈りの手か、いろいろ議論があります。その碑

文に当時のヘブライ文字で次のように刻まれてい

ます（資料１ヤハウェとアシェラ：Khirbet el-Qom

墓碑文参照）。「アビヤフー」はこの碑文を書いたか、

奉献した人物のようです。アシェラとは誰かが、碑

文が発見されて以来、議論になっています。

ところがさらに南のシナイ半島に入るところです

が、Kuntilet’ Ajurudの遺跡から複数のものが出

てきます（資料１ヤハウェとアシェラ：壁碑文３参

照）。テイマンのヤハウェは例えば旧約聖書アモス

書の最初の方にヤハウェはテマンからとございます

が、それと関係しているようです。この碑文でもヤ

ハウェとアシェラが並べられている。それからさらに、

同じKuntilet’ Ajurudから出土したピトスという土

器の壺の腹の部分に書かれた手紙の碑文が２つ

ございます（資料１ヤハウェとアシェラ 参照）。これ

は手紙を書き写したもののようですが、「[   ]が言っ

た」というのは差出人です。「[   ]に言え」は口述筆

記ですから宛て名です。『私はお前たちをサマリア

のヤハウェと彼のアシェラによって祝福した』という

部分が手紙の内容です。さらに、もう一つの碑文に

も「テイマンのヤハウェと彼のアシェラによって」とい

うのが出てきます（資料１ヤハウェとアシェラ参照）。

つまり複数の碑文にヤハウェとアシェラが並んで

出てくる。しかも「彼の」アシェラと出てくる。アシェ

ラは旧約聖書に四十例出てきます。旧約聖書で異

教の祭儀として非難されるわけで、普通はバール

とアシェラ、旧約聖書が目の敵にするカナンの豊穣

の神バールと、その配偶女神としてアシェラが批判

されて出てきます。アシェラはカナンの女神だった

わけで、さらにイスラエル以前の時代、さきほどお話

したウガリット神話では最高神エールの配偶女神と

して出てきます。パレスチナにアシェラ信仰がどの

程度広がっていたかを示すものとして、ウガリト神

話をはじめ、アマルナ書簡、タアナク書簡、エクロ

ン碑文、北パレスチナで出土したアラム語碑文など

を挙げることができます。

どうもアシェラはヤハウェの配偶女神として受け

止められていたらしい。問題はアシェラが固有名詞

だとすると、ヘブライ語の文法には固有名詞に「彼

の」というのはつかないという問題があります。この

議論は完全に決着したとはいえませんが、ウガリッ

ト文書におきまして「彼のアシェラ」が出てきますの

で、固有名詞にも属格の接尾代名詞がつくことは

あるのではないかと思いますが。

ある時、アメリカの学会でフリードマンが話して、

フロアから「ヘブライ語の文法として『彼の』アシェラ

は成り立たないじゃないか」と強烈な批判をしまし

たらフリードマン教授は「シェイクスピアを考えてみよ

う。私のジュリエットと言うじゃないか」と。それで笑

いを誘って終わって議論が続きませんでしたが、そ

ういう問題が残るにしても、アシェラはヤハウェの配

偶女神として、おそらく古代イスラエルの人たち、
Kuntilet’ Ajurudはずっと南にありますけれども、

書体などから北イスラエルに属するもので、北イス

ラエルのヨアシュの時代だと言われていますが、イ

スラエルの人々はヤハウェの神は一人では寂しか

ろうと奥さんをあてがった可能性はあります。時代
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は下がりますが、バビロン捕囚時にエジプトに逃れ、

エレファンティーネでユダヤ人の共同体を営んでい

た人たちが紀元前５世紀にアラム語の契約文書

等々を残しております。エレファンティーネではヤハ

ウェの神は一人では寂しかろうとアナトという女神

をあてがって、ヤハウェとアナトの両方を祀っていた

のであります。

このように、古代イスラエルの時代は、実際には

多神教世界だったという論調がございます。事実

そうだろうと思います。そうであればこそ、多神教の

背景の中で「ヤハウェのみ」という主張が自覚的に

起こってきたのであろうと思います。我々が持って

いる旧約聖書は少数の自覚的なヤハウェ主義者た

ちが最終的にまとめていった書物を手にしていると

いうことではなかろうかと思います。

最後に、イスラエルの一神教の特質としてどうい

うことが言えるか。神様の数だけを問題にするのは

議論として面白くありません。意味もないような感

じがします。唯一神教、拝一神教、交替一神教、

多神教、いろいろあると思いますが、ある時、ゼミ

の学生の一人が神信仰は男女関係みたいなもの

ですね、多神教は一度に複数の女性を愛する人

ですよね。そうすると拝一神教は大勢の女性の中

から一人の女性を選ぶというタイプ。交替一神教は

その時点において常に一人の人を愛するが、時間

的に見ると一人の人が変わっていくタイプ。唯一神

教は一人の人を愛すると他の女性が女性で見えな

くなるというタイプでしょうか。どうでしょうか。そうい

う感じで見ていくとどれがいいか、それぞれの人の

選択権に任されていると思います。唯一神教との

出会い、他の女性が女性で見えなくなるような出会

いをしたら、その一生は夢のようかなと思いますが、

そういう唯一神教という発想で概念を持ち込むな、

という説を唱えている人が何人かいます。ブーバー

（Buber,M.）がそうであります。イスラエルの神観念

は三つの神の統合によって方向づけられたという

シュミットなどもそうであります。

以上述べてきたことをまとめますと、第一にイス

ラエルの唯一神教の成立は一般論では説明しに

くい。第二に、古代イスラエルの一神教は王国時

代には実際には多神教であり、それ以前に一神教

的なものが、どのような形で確立していたのか見極

め難い。一神教は初期イスラエルの神観を継承し

ながらヤハウェのみを崇拝するという自覚的な人た

ち、その中に預言者の運動があったと思いますが、

彼らが展開し、継承した神観ではなかったかと思

います。それを古代西アジアという大きな脈絡に位

置づけてみますと、単純に一神教がエジプトでもな

く、バビロニアやアッシリアでもない、政治的に自

分たちの普遍性を主張できた国ではなく、絶大な

政治権力を持ちえなかった、文化的にもその普遍

性を主張できなかった弱小のイスラエルの民の間

に生まれた。そこに絶対的な普遍的な唯一神観が

成立した。これは人類における宗教史の逆説の一

つではないかと思うのであります。その逆説性はさ

らに波及してまいります。古代イスラエルの人たち

が信じた神が唯一の普遍的な神であるとすれば、

イスラエルの民は相対化されざるをえない。つまり

神の超越性や普遍性が主張されればされるだけ、

イスラエルの民の特殊性というものは否定されざる

をえなくなってきます。そのへんのところはアモスな

どが言う「イスラエルの人々よ。わたしにとってお前

たちは、クシュの人 と々変わりがないではないかと、

主は言われる。わたしはイスラエルをエジプトの地

から、ペリシテ人をカフトルから、アラム人をキルか

ら、導き上がったではないか」という視点でしょうか。

もっともヤハウェの神の普遍性を主張することによ

って、イスラエルの神の特殊性が相対化されざるを

えない。それを思想的につなぎ止めるために、選

びの思想が一つは必要であったのだと思います。

もう一つは特に預言者の主張との関連で、とりわ

け預言者の社会批判においては、モーセの律法も

そうですが、社会的弱者に焦点を当てて、そこから

発言している。社会的弱者、小さき弱き者の神とい
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う性格が、唯一の神の重要な性格として付着され

た。そのことが実に重要であるように思います。理

論的普遍性、唯一性、絶対性、卓越性だけでなく、

その普遍的な神が小さいものに目を注ぐというとこ

ろが、預言者の大きな寄与であったと思います。そ

のところを抜いて古代イスラエルの一神教は考えに

くいのではないか。ここのところはもう少し丁寧に論

じなければいけないと思いますが、古代イスラエル

の一神教の逆説性を見据えて論じなければいけな

いのではないかというのが、私の結論であります。

ご静聴ありがとうございました。
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部門研究１
２００３年度第２回研究会

日 時  

会 場  
／２００４年１月２４日（土） 

／同志社大学　東京アカデミー 

スケジュール 

１:３０～３:００　発表：加藤　隆「キリスト教と一神教の成立」 
３:００～３:１５　休憩 
３:１５～３:３０　コメント：小原克博 
３:３０～５:００　討議 
５:３０～７:３０　懇談会（自由参加） 

発 表  

コメント 
／加藤　隆 （千葉大学文学部助教授） 

／小原 克博（同志社大学神学研究科助教授） 

部門研究１  ２００３年度第２回研究会 
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研究会概要

加藤氏の発表は、古代イスラエルから近代に至るまでの西洋的な社会を、古代イスラエル、ユダヤ教

成立以降、キリスト教の誕生、ローマによるキリスト教の国教化以降という四つに区分し、それぞれにつ

いて社会構造論的分析を行うというものであった。加えて、非西洋的社会構造として中国的社会の分析も

また行われた。一神教の再考という観点からすれば、加藤氏の発表の特徴は一神教的宗教を社会構造の

構成契機として捉える点にあり、これは神学的、教義学的な一神教の捉え方、また宗教学的なそれとは異

なる点である。人が一人の神を信仰するというのが一般的な一神教観であるが、これに対して加藤氏は、

人が任意に神を選ぶことができないというところに一神教の基礎を捉えるのである。

今回の研究会の主題であるキリスト教に焦点を当てるならば、加藤氏の論の特徴は、キリスト教を「人

による人の支配」と捉える点にある。ユダヤ教やイエスにおいては神による救済の対象は、ユダヤ教共

同体（人類）全体である。また、ユダヤ教において人を支配するのは律法（聖書）であり、また、イエスにお

いてそれは神である。ところが、イエスの死後ペテロ等を中心にキリスト教共同体が形成されると、救済

の対象は特定の（例えばイエスに従うといったような）生活スタイルを共有する共同体に限定されること

になる。つまり、そこでは特定の共同体と生活スタイルへの参与が救済の条件と考えられているのであ

る。このような共同体は、聖霊を受けることによって神的に保証された指導者が、一般信徒に救済の条件

となる生活スタイルを指導することによって成立する。地中海世界にキリスト教が広まり、キリスト教共

同体が各地で成立するに伴って、それぞれの共同体が採用する生活スタイルは地域性を帯びてゆくが、加

藤氏は生活スタイルの具体的内容や共同体ごとの差異は度外視できると述べる。聖霊などによって直接

神と関係する人が、神との関係を持つことのできない人を支配するという社会構造こそがキリスト教を

特徴付けているからである。この支配する人と支配される人という二重構造は、ローマにおけるキリス

ト教の国教化を経て、近代に至るまでの西洋社会の構造を規定しており、また、キリスト教における教派

の乱立もこのような観点から説明が可能である。

以上のような加藤氏の発表を受けて行われたその後の議論では、一神教概念をどのように規定するか

という問題に焦点が当てられた。加藤氏の社会構造論的観点による規定では、諸宗教の自己理解や神学

の内容は度外視され、例えば、従来キリスト教を他の一神教的宗教から分かつと理解されてきたイエス
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や神は、社会構造を維持するための道具に還元されることになる。しかし、逆にそのような具体的信仰内

容を度外視することで生じる利点も存在する。信仰対象の分析から一神教概念を規定するという宗教学

の方法は、そもそもキリスト教思想圏の産物であり、また、それに従って三つの宗教を一神教概念の下に

包摂するという理解がユダヤ教やイスラームの自己理解と相違しているという点、さらには、ラディカル

な一神教は実証的に獲得されるものではないというR.ニーバーの見解などを考慮するならば、加藤氏の

観点は一神教概念の規定に関して、従来とは別の新たな方向性を示唆していると考えることができる。

一神教概念をいかに規定するかは、今後の研究会においても引き続き検討されるべき問題であるが、

加藤氏の観点に立つならば、今回の発表で全く言及されなかったイスラーム的社会構造を、キリスト教的

形態からユダヤ教的律法主義への回帰と見るのか、それとも全く別の形態と見るのかという問題が差し

当たり残された課題であろう。

（ＣＩＳＭＯＲ奨励研究員・神学研究科　高田 太）
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本日、ユダヤ教からキリスト教にかけての一神教

的な態度をめぐる状況について、皆様とともに考え

る機会を与えられましたことを、感謝申し上げたい

と思います。有意義な一時となりますよう、議論の

ために有意義な機会となりますよう、最善を尽くし

たいと思います。（配布した）一つの表は旧約聖書

にかかわるもので、歴史年表と旧約聖書の諸文書

にかかわる年表からなっています。（もう一つの）新

約聖書の年表も適宜参考にしていただければと思

います。本日、一神教とキリスト教についてのテー

マが私に与えられましたが、一昨年、これと重なる

テーマで『一神教の誕生』という本を出しました。

内容の重要なところをご紹介しながら、さらに考え

を進めることかできればと考えております。

古代ユダヤ教、初期キリスト教をめぐっての、一

神教的態度の成立についての考察を試みたいと

思います。キリスト教が成立し、それが西洋世界で

支配的になるわけですが、そのことについて、西洋

的社会の構造においてどのようにキリスト教がうま

くいったのかについて、古代から近代の流れの中

で考えます。世界は西洋的な社会構造だけのよう

な印象をもつ人もあるようですが、そうでない社会

構造があるということで、日本型、中国型、インド型

の３つの別の社会構造のあり方、――日本、中国、

インドが実際にそうだと言いきることはできません

が、そこからヒントを得て考えた社会構造のあり方

――を検討することを通して、議論の基礎になれば

と考えています。それぞれの社会構造の文明にお

いて、こういうタイプの社会ならば宗教的領域はど

ういう位置づけになるか、ということも考えていきた

いと思います。一神教的態度との関連も考えてい

きたいと思います。紀元前の二千年世紀から現代

に至る人類史全体を振り返ることになります。大き

な枠組みをご理解いただくために、全体の流れを

一気に説明するのは、ある意味で好都合な面もあ

るかと思います。ここで申し上げることは私の見方

であって、これが唯一であるとか、絶対正しいと主

張するつもりはございません。理念型を並べてい

くことになります。多くのパターンを考えていかなけ

ればなりません。図を描いていきたいと思います。

まず一神教について。テレビなどでは知識人とな

っているような方でも「一神教は排他的だ」と述べる

ことがあるようです。勉強不足だからそういうことを

おっしゃると思いますが、現象を見るだけならそう見

えるかもしれません。そういう方たちの単純な理解

では「多神教的な考え方は、いろんな神々がいてい

いじゃないか」と思っていて、「一神教的な人たちは

その中の一つだけ選んで他を否定する」。なぜそう

いうことができるのか、こうした人たちにはわからない

ところに、根本問題があると思います。

一神教の基本は、人間の側が神を、ユダヤ教で

はヤハウェだけを、選んでいる、ということであると

いう理解では不十分です。一つの神を選ぶだけで

は、十分に一神教的ではない。根本は人間が神を

選べない、ということです。そこがないと一神教的

な態度は成立しないという、重要なことがあります。

それを強調したいと思います。

千葉大学文学部助教授

加藤 隆

「キリスト教と一神教の成立」
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人と神との関係は、神がいて、人がいて、その間

の相互関係であるととらえるのが、一つの可能な考

え方です。神の側が人間に働きかける。恵み、救

いとして。人は神に対して、崇拝する。相互方向の

関係があるのですが、その出発点がどこにあるかに

よって大きく態度が違ってきます。

人が出発点である場合には、人の側にまず要求

がある。自分たちでできない何か、それを神に向か

って、「崇拝」とは言いますが、実際のところは「お

願い」とか「命令」をして、神がそれをやってくれる、

ということになっている。恵みをくれと神に言って、

神が恵みを与えることになっている。これがご利益

宗教的な態度です。崇拝において神を敬っている

ようですが、つまるところ神に命令している。たとえ

ば、大学に合格させろ、家内安全を保証しろ、お前

ならできるだろう、「やれよ」と神に命じて、神にやら

せる。人が主人で、奴隷である神に命令するような

ものです。

それに対して、神の側がまず恵みを与えて人が

神を崇拝する場合は、神が中心である。イスラエル

の民の唯一の神がヤハウェであるというのは、そう

いう精神に基づいています。

しかし、これでご利益宗教的な態度が克服でき

ているかというと、そう簡単にも言えません。『一神

教の誕生』では書いていないところですが、旧約聖

書では「出エジプト」の出来事があったからユダヤ

民族の神はヤハウェだということが強調されている

わけですが、これだけではまだご利益宗教的です。

「出エジプト」という出来事、エジプトでの奴隷状態

から私たちの祖先は解放されたのだということ、そ

れはつまるところ自分たちにとって都合がいいこと

を神がやってくれたんだ、ということです。だから、

この神を崇拝するんだ、ということになっている。こ

れでは、まだご利益宗教的です。こういう態度では、

他にも神がいて、他の恵みをくれるならば、その神

も自分たちの神にしてしまう。たとえばバアルという

神がいて雨を降らしてくれる。結構な話じゃないか。

バアルも崇拝する。ヤハウェ崇拝をやめるわけでは

ないけれども、バアルも崇拝する。こういうことが起

こってくるわけです。

「出エジプト」のあと、イスラエル民族では王国が

つくられます。それが南北に分裂して、北王国が滅

んで南が残る。その南王国も滅ぶ。「バビロン捕囚」

です。その後、ペルシア、ギリシャ、ローマと支配者

が変わっていく。

紀元前１３世紀の「出エジプト」において、ヤハウ

ェという神がイスラエル民族の神となったわけです

が、他の神々を崇拝するご利益宗教的な態度を克

服することはできない。バアルとかアシュタルテ、そ

ういう神々が聖書の中ではイスラエル人たちが崇

拝することが大きな問題として採り上げられている。

ヤハウェという神を崇拝するのですが、バアルも雨

を恵む。アシュタルテも豊穣を司っている神である。

そうした神々も、それぞれいいじゃないか、と認め

るのが多神教的な態度です。

これが北王国では大きな問題になりました。オム

リ王朝はリベラルな傾向があって、バアル崇拝も容

認していた。それに対してヤハウェ主義者という勢

力があって、エリア、エリシャたち預言者の活躍もあ

って、革命まで起こる。エヒウという人がオムリ王朝

を倒して、ヤハウェ主義の民族国家をつくる。政治

的にイスラエル民族はヤハウェを崇拝するのだと、国

教を制定するわけです。かなり厳しいことをやった

ようですが、それでも多神教的態度を根絶できない。

政治のレベルで民族主義的に「我々の神はヤハウ

ェだ」と主張するだけでは、一神教的な態度の根本

は克服できない。もちろん古代イスラエルの民族に、

公式に、民族主義的に、王朝などが率先してヤハウ

ェだけを神とするという態度が、まずあったというこ

とは重要です。イスラエル民族が無原則に多神教

の民族だったら、その後の展開はないと思います。

しかし、それだけでは不十分だということになります。

そうした中で、多神教的な態度が根本的に解決

されることになる大きな出来事がありました。いろ
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いろ考えて、これしかないと私は今のところは思う

のですが、それは北王国の滅亡です。アッシリアが

強大になって、紀元前７２２年に北王国が滅ぼされ

る。南王国はその時、アッシリアの前では小さな国

で、風前の灯ですが、国際政治の上でうまく立ち

回って、とにかく独立は保った。ほとんど属国のよ

うな形だったようですが。

ところで戦争が起こると、近代においても古代に

おいても、軍隊が出ていき、民と民が戦って、殺し

合うことになります。しかし古代においては、戦争

は神と神との戦いでもあります。負けた側の神は

死ぬわけです。

戦いに軍隊が出ていくわけですが、その前に

「我々の神は、必ず我々を勝利に導く」と神託が下

る。これから戦いに行こうという時、神にうかがい

を立てると、「今回はどうなるか、ちょっとわからない」

という答えがなされたのでは、やはり戦いに出てい

けない。「必ず勝たせる」と神が保証してくれるから

こそ、士気を高めて戦いに出向くことになります。

ところが問題があります。それは敵も同じことを

やっている、ということです。相手も、自分たちの神

にうかがいを立てて、その神は勝利を保証している。

そして両方が出てきて、戦いが行われます。戦えば、

どっちかが勝って、どっちかが負ける。勝った方は

よろしいわけです。勝たせると言った神によって勝

利が実現したのです、分捕り品の一部を神殿に捧

げるといったことを行う。負けた方は、困ったことに

なります。

古代では、戦争に負ければ、基本的に民族は

滅亡し、町は壊される。神殿も壊される。神を崇拝

する社会的なまとまりがなくなります。こうして神が

いなくなることになります。戦争に負けると、神も死

ぬのです。考古学の発掘などで石碑が出てきたり

して、この民族の神はこういう神だったと復活する

程度です。

しかし戦争に負けるということには、神学的にも

大きな問題があります。神は、勝たせると約束した

のに、動かなかったのです。約束を実行してくれな

かった。そうすると、負けた側で生き残った者たち

は、どのような態度をとることになるか。常識的には、

敵の神を崇拝することになります。なぜなら、敵の神

こそが、「勝たせる」と言ってそして勝利を実現した神

であり、自分たちの神は「勝たせる」と言ったのに、

勝利を実現しなかった神だからです。自分たちの神

は、頼りにならない。それで、相手の神に乗り換える

ことになります。かつて敵だった民族の神を崇拝す

るようなドライなことができるのかと思われるかもしれ

ませんが、２０世紀の半ばにも、敵について厳しく批

判していたのに、負けたとなると、敵だった者たちを

モデルにしてうまくやっている勢力もありました。２０世

紀の半ばの例は、宗教的なことにまで関わるような

ことかどうかは微妙かもしれません。いずれにしても、

負けたら敵に学ぶということは、たいへん合理的な

ことです。全力を尽くして戦って、戦争をやって、負

ければ、相手の方が優れていたということになりま

す。その優れたものを学んでいくのです。たいへん

合理的な態度だと思われます。

戦争に負けて民族が滅ぶと、神もいなくなる。か

つての神を崇拝する者がいなくなる。ヤハウェ崇拝

も、王国が７世紀に滅んだ時、なくなっても仕方がな

いところでした。しかしこの時には、南王国がまだ独

立して残っていました。南王国では、ヤハウェ主義

が濃厚でした。ダビデ王朝の王は「神の子」「ヤハウ

ェの子」とされていました。神殿もあります。与えられ

た領土は神の「約束の地」とされていました。アッシ

リア側におもねっていいのではないかという勢力も

あったような感じが聖書で窺われます。しかしやは

り、ヤハウェ主義が主流でした。しかし北王国が滅

んだという、目の前の事実は消しがたい。ヤハウェは

駄目な神であると考えざるをえない。駄目な神を崇拝

することはできない。そこで神学的な思考が介入す

ることになりました。どうしたか。「神が本当に駄目だ

から、北王国は滅んだのか」と考えたわけです。北
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王国が滅んだのは、神が駄目な神だからではなく、

他に理由があるのではないかと考えたのです。

その時に「契約」の概念が重要なものとなりまし

た。人は神を崇拝し、神は人に恵みを与える、とい

う義務と権利がある。戦争に勝たせるということ、

民族を守る恵みを与えるということ、この救いを神

は与えなかった。だから神は悪い、駄目な神だとい

うのが単純な論理です。しかし、もう少し考える余

地がある。なぜ神は動かなかったのか。人の方の

態度が不十分だったのではないか。

人がきちんとした態度をとっていて、それで戦争

になって、その時に神は民を守らない。この場合に

は、神は頼りにならないということになるかもしれま

せん。しかし神の前で人がいい加減なことをしてい

て、いざという時、神が守らないといけないといっ

ても、神としては動きようがないわけです。

このように考えるならば、神が駄目であると考え

ずに済むわけです。こうした議論によって、神の

「義」が救われたということになりました。

ここは重要なので、たとえで言います。リンゴを１

００円で買う。これは契約です。売り手にも買い手

にも権利と義務がある。１００円出せば商人がリンゴ

をくれる。くれないならこの商人は駄目な商人です。

しかし、たとえば２０円しか出してないのに、商人に

向かって、お前はリンゴくれないではないか、と言

うならばどうでしょうか。１００円のリンゴなのに２０円

しかもらってないのでは、商人はリンゴを渡すこと

ができません。この場合、商人が悪いのではなく、

２０円しか出さない買い手の方に問題があることに

なります。こういう契約の考え方をすることによって、

「神が駄目なのではなく、人が駄目なのだ。人が崇

拝を十分に行っていない。ならば神が動かないの

は当然である」と考えたわけです。

こうして神は、正しい神、義の神ということになり

ました。神の前できちんとした態度をとれないこと

を、聖書の言葉では「罪」と言います。神の前での

態度が不十分なわけです。こういうふうに考えるこ

とで、神は救われたと言うことができます。契約の

考え方が、この時に初めて発明されたなどと言うつ

もりはございませんが、このときに契約の考え方が

非常に大きな意義を持つようになった、というふう

に言ってよろしいかと思います。「契約」の考え方は、

人間の側、民の側が「罪」の状態にあるということ

とあいまって、いわばセットになって、ここに入って

きて重要な働きをするようになりました。私たちの

ヤハウェは戦争では動かなかったが、神が悪いの

ではない。悪いのは私たちの方だ。私たちに罪が

あるという考え方になったわけです。

こうした状況においては、神との関係は実質的な

関係ではない、ということになります。民の側の神に

対する崇拝は不十分である。民は「罪」の状態にあ

る。十分な崇拝ができないことが罪です。神は動か

ない。ですから断絶です。人間が罪の状態にある

のでは、ヤハウェに対してだけでなく、他の神々にも、

人間が多神教的に命令することもできません。他の

神々にも人間の態度は不十分です。ヤハウェに対し

ても、人は何も有効なことができない。しかしヤハウ

ェとだけは、契約の関係があります。人間が然るべ

きことをしたら、神も然るべく対応してくれるという契

約があります。実質的には断絶しているけど、契約

という関係だけがあるので、残っているのはヤハウェ

という神と民だけの関係です。ですから実質的には、

人は神々の世界とは関係がなくなり、ただ「契約」と

いう形でヤハウェとの関係がある、ということになりま

す。自分たちは「罪」の状態にある。救われていな

い。こういう形が生じることによって、一神教の本質

的な体制ができたということになります。人間にとっ

ては、神と十全な関係を持って、恵みの中で生きる

ことが最大の目的ですが、それができない。それは

なぜか。罪の状態にあるからだということになります。

「罪」の反対概念は「義」です。神の前で正しくあ

ることです。神の前で正しくあるにはどうしたらいい

のか。これ以降、このことが最大の問題になってき

ます。何が義なのか、何が善なのか。その後の展
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開では、ユダヤ教は律法主義の方に行ってしまし

ます。いろんなオプションがありうると思いますが、

圧倒的に律法主義に移っていく。目立った出来事

としては、まずバビロン捕囚の前の時代、南王国だ

けが残っていたヨシア王の時、この時にいわゆる

「申命記改革」が行われます。理想主義的な掟が、

王の主導でつくられます。これも一つの大きな試み

です。しかしその後、バビロン捕囚が紀元前６世紀

が生じます。独立国そのものが、なくなってしまいま

す。それから、バビロン捕囚の後に、もう一つ目立

った新しい現象が生じてきます。

バビロニアに壊された神殿を、ペルシア支配の

時代に再建します。第二神殿です。それから聖書と

いうものをつくります。聖書は神の言葉だと言われ

て高い地位を持っているのですが、聖書はそれ以

上に正典として一字一句も揺るがさない絶対的な地

位を持つ文書集となっていきます。なぜそうなった

のか。これはとても重要な問題です。「神の言葉」で

あるだけでは、このような位置付けになるには不十

分です。「神の言葉」は、他にいくらでもありました。

モーセの「十戒」もある、「申命記」も神の言葉です。

預言者の言葉も、そうでした。神の言葉はいろいろ

あってそれなりに尊重されていましたが、それだけで

は正典とされるほどの絶対的な権威を持つには至

りません。その理由については、この本（『一神教の

誕生』）で説明を試みたのですが、一つはペルシア

の権威を背景にしているからではないかと考えまし

た。エズラはユダヤ人であって、ペルシアの高級官

僚で、エズラの指導によって最初の聖書の核である

律法の部分、モーセ五書ができあがるわけですが、

これはペルシア当局の指示があってやっているフシ

がある。なぜかというと支配民族はいろいろいる。

アッシリアやバビロニアと違ってペルシアは、支配

民族にかなりの自治を許すという画期的な政策を

行いました。それぞれの言語を話してもよろしい。宗

教も先祖伝来のものでよろしい。アッシリアやバビロ

ニアが被支配民族を根こそぎにしていたのに対して、

一転したわけです。戦争に負けた者たちを、支配者

があれこれと移住させて、全体として言語的にも人

種的にもまぜまぜにしてもよかったわけですが、ペ

ルシアはそうしなかった。しかし、自由を許すけれど

も、あまりに勝手にやられては困るわけですから、そ

れぞれの民族に対してどういう規則で生活するかを

文書にして提出しなさいと命令したわけです。ユダ

ヤ人に対してだけでなく、少なくともエジプトでも同じ

ようなことをやっていたフシがあります。後の時代の

プトレマイオス朝も、似たようなことをやっています。

当局側から「お前たちはこういう規則に従って生活

しろ」と押しつけると、不満がたまって、場合によって

は反乱になりかねません。そこで自分たちの規則を、

自分たちにつくらせる。ユダヤ教にはかなりいろんな

立場があって、まとめていくのは難しかったと考えら

れます。モーセ五書も、いろいろな立場が入り組ん

だものになっています。それでも何とか妥協に妥協

を重ねて「律法」「掟」をつくるわけです。それをペル

シア当局に提出する。一見すると、たいへん寛大

な政策をしてくれているという雰囲気です。

掟というものは、どんなにうまく作っても、状況が

変化すると変更の必要が生じます。ユダヤ人内部

で処理できることなら、神の言葉であっても、たとえ

ば「神は再び臨んで、こう言った」といった具合に

掟を変更することができると思われます。しかし律

法は、ペルシア当局に対して、自分たちが守るもの

として届け出たものです。それを変更するためには、

ペルシア当局の許可を得なければならない。自分

たちの神の言葉を変更するのに異邦人の許可を

得るなどということはできませんから、そこで動かせ

なくなった、と考えるべきではないでしょうか。解釈

のところだけで、かなりの無理をしても対応をしてい

くという伝統が生じることになります。一字一句も

動かせない正典が生じたきっかけは、ここにあるの

ではないでしょうか。

しかしもう一つ問題があります。ペルシアが滅ん

でしまいます。しかしその後、聖書は絶対的な価値
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があるものとして、ギリシャ、ローマの時代にいたっ

ても存続します。むしろ、ますます価値は高くなり、

安定します。その理由は何か。「知恵」の発達であ

ると『一神教の誕生』では議論をしました。

なぜ律法主義が絶対的になったか。神の前の義

をめぐって新たな問題が生じたからです。神の前で

の義を実現するために、ユダヤ教の指導者たちは、

律法をつくって、それを守りなさいと公式には民に教

えます。それを守ろうとする人もいる。神の前での

義を実現には他の方法もあると考えられるので、他

のいろいろなことが試みられるようになる。民が文化

的レベルが低い場合、――ヨシア王が申命記をつ

くった時、王の主導で掟をつくったことに端的に現

れていますが――、民はまだ自分たちで考えるとこ

ろまで行っていない。ところがバビロニア、ペルシア、

ギリシャと接していくうちに民の全体的レベルが上が

って、自分で考えるようになる。「私はこうこう、こうし

ているから、私は神の前で正しいんだ。救われるん

だ」と自分の知恵で考える。それを主張する。神の

前で救われないというところで、罪があって義になり

きれない、どうすればいいかと困っている状況より、

もっと問題が深刻で、重大です。人間が了解できる

義とは何か。実行し実現できる義というものによって

それで救われるのだとしてしまうと、他の可能性を考

えなくなるので、救われる可能性が閉じてしまいま

す。自分は罪の状態にある、義にならなければなら

ない、と考えているうちは、まだ救われる可能性が

残っている。何が善か、何が悪か、何が義であるか

を決めるのは、神であるはずです。それを人間が自

分の小さな知恵で考えて、何が善かを考えて決定し、

それを実行して、「だから私は正しい。だから神を私

を救うべきだ」と考えてしまいます。こうした考え方の

根本にあるのは、人間のあり方を変化させることに

よって、それに対応して神が動くべきだという考え方

です。これはご利益宗教と同じです。こういう儀式

をしたんだから、生贄を捧げたから、神は豊作を実

現すべきだ、戦争に勝たせるべきだ、大学に合格さ

せるべきだ。人間がこうしたんだから、神はこうすべ

きだ。しかるべきあり方を私は知っている、それを私

はやったんだ、だから神はこうすべきだ。人間が神

に命令していることになります。

人間が自分の知恵で善と悪を見分けることは、

神でない人間が神のようになることです。人間が神

のようになることは、たとえば「エデンの園」の話で

も厳しく批判されています。アダムが追い出された

のは、知恵の木の実、善と悪を見分ける木の実を

食べて、神のようになったからです。知恵の発達に

よって、神の前での罪の問題が、一重だったのが、

二重に深刻になった。

これに対して有効だったのが「律法主義」だった、

と考えられます。律法は、たいへんに複雑でわか

らないのです。まず物語です。物語が掟で、それ

を守れというのは、難しい。また読んで分かるよう

な部分もありますが、どういうことが述べられている

のかよく分からないところも数多くある。律法は分

からないということの証拠として、ユダヤ教、キリス

ト教の学者たちが二千年以上の議論して、それで

も結論がつかない、ということが決定的な証拠にな

っています。いろんなところで意見が分かれている。

そんな状態なのに、一人の人が勉強して神の掟は

こうなんだ、聖書の全部を理解して、それを完璧に

実行するということは不可能です。寿命が尽きて死

んでしまう。律法を守れば神の前で義となって救

われるという体裁にはなっていますが、実際にそれ

を実行しだすと、まず理解できない。そして実行で

きない。つまり律法では、いつまでたっても救いが

実現しないことになっています。そこが律法主義の

意義であると考えられます。神の前で人間の知恵

で、自分が自分を義してしまうことを避ける機能が

律法にあるから、律法主義はますます堅固なもの

になったと考えられます。

そうした中で、新たな展開が生じてきます。それ

を窺うことができるひとつの傍証ですが、「黙示思
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想」という考え方が紀元前２世紀ころから紀元後２、

３世紀ころまで、まずはユダヤ教、それからキリスト

教の周辺で現れまして、ある程度は流行しました。

黙示文学を読みますと謎めいた言葉がずらっとお

並んでいすぐには歯が立たないところが多くありま

す。しかし黙示思想には、大きな枠組みがあります。

神がこの世をつくった。罪の考え方がありますから

この世は悪の世界です。この世は罪の状態にある、

悪である。十分に善でないのですから、この世は

滅ぼされるべきです。罪の状態にあるなら、罰を受

けるが当然です。どうも、「わたしは罪深いです」と

言いさえすれば、それで正当化されるような雰囲気

が一部にはあるようです。罪深いならば、死刑です。

罪は死に至るのです。すぐに罰せられるはずです。

この世が悪ならば、神がつくったものかもしれませ

んが、滅ぼされるべきです。神がつくったのだから、

神がそれを滅ぼすのも自由です。その時に、黙示

思想の場合、神は新たな来るべき世、善なるすば

らしい世界をつくるとされています。黙示思想に忠

実な人たち、ほんの一握りの人たちは選ばれてい

ます。現在の世が滅ぼされるのが終末ですが、終

末の時に、そのほんの一握りの人たちだけは、来

るべき善なる世に導き入れられるとされています。

だから私たちは終末を待って、早く神がこの世を滅

ぼせばいいと考えるのが黙示思想です。私たちの

側に罪があるという考え方から、ある意味では自然

に出てくる考え方かと思います。それでも、こうした

考え方が出てくるのは、北王国が滅んでから５世紀

くらいたってからです。

黙示思想の問題として、二つの点を指摘すべき

です。この世を滅ぼすことも、新しい世をつくること

も、神がやることです。私たちには、することが何も

ありません。知恵の問題とか、私たちが毎日努力し

て正しい生活を送るといったこととは関係なく、救

われる者は決まっている。となると、日々やることが

ない、という問題が生じてきます。もう一つは、終

末がなかなか訪れないという問題です。今のとこ

ろ終末は訪れていないと言ってよろしいかと思い

ます。私たちは、罪の状態にあって義になることも

できず、行き詰まったままの生活だということになっ

ていて、現実は変わらない。そして終末も訪れない。

これが黙示思想の問題です。

エッセネ派が出てくることも重要です。ユダヤ人

社会は、律法と神殿を背景として、律法主義者で

あるファリサイ派と神殿勢力であるサドカイ派を指

導者として、その人たちの指導によって暮らしてい

るわけですが、「律法を守りなさい、神殿に税を納

めなさい、儀式をしなさい、ということで救いが実現

するのか」と、少し元気な人たちが考えるわけです。

律法を守るくらいでは救いは実現しない。それに

業を煮やした元気な人たちは、こんないい加減な

社会で暮らすのは嫌だといって荒野に退いて、自

分たちなりの修行をしたり聖書を徹底的に勉強し

たり、沐浴のような儀式を徹底的にいたします。厳

しいことをやるわけです。しかしこれも、それぞれ

真面目なことだと思いますが、人間の側がこうして

いるから神は自分を救うべきだという方向での努

力です。知識人を中心に大きな影響力があったよ

うです。しかしエッセネ派的な実践から出てくる結

論は、どんなに厳しくやってもそれは救いには至ら

ない、ということだと言えると思われます。修行によ

って救いを得ようとするのは、結局のところ人間が

神に命令することですから、このような結論に至ら

ざるを得ない。生ぬるいユダヤ人の社会に帰るわ

けにもいかない。しかし、修行の共同体生活を続

けてもどうにもならないということになってしまいま

す。修行しても仕方ないことがわかるまで修行しな

ければいけない、という感じです。

そこで洗礼者ヨハネ、イエスが出てきたわけです。

彼らが登場した時の状況は、私たちにはもう救わ

れる可能性がないのか、といった行き詰まりの状

況です。律法の努力の方向も修行の努力の方向

も行き詰まりの状況にあり、終末も訪れない。

ただし黙示思想には新しい面があります。神は、
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断絶していて、動かなかった。ところが黙示思想で

は、神は動く、とされている点です。ただし神は終

末にしか動かない、と考えられています。神は、こ

の世を滅ぼし、新しい世をつくる。神は全く沈黙し

ているのではない。神が動く可能性のあることに、

気づき始めています。これは大きな発見です。黙

示思想では「この世は悪である。だから滅ぼさなけ

ればならない」と考えられていました。しかし「果た

して、この世は悪だから神はこの世を滅ぼさなけれ

ばならない、と考えねばならないのか」と考えること

もできる。この世は悪だから滅ぼさないといけない

というのは、因果応報の考え方です。神がその理

屈に縛られ、この世を滅ぼさなくてはならないとは

限らないのではないでしょうか。神は勝手に何をや

っても、神なのです。この世は罪の状態にあるかも

しれない。しかしそのような世を救うという方向で、

神が介入するという可能性も考えられるわけです。

いずれにしても、人間の側だけの努力ではどうして

も、罪の状態から抜けられないのです。

このような考え方の方向において働きかけを行っ
た最初の人が、洗礼者ヨハネです。その次に、イエ
スが登場します。イエスは神の支配（「バシレイア・ト
ゥ・テウ」）――これは、特にマルコに見られる言い方
ですが――、この「神の支配」を問題にしました。神
は動かない、沈黙しているばかりではない。何もし
ないのではなく、この世の世話をしてくれる。滅ぼす
のではなく、肯定的に管理してくれる。「救う」と言っ
てもいいことです。神の権威は圧倒的に高いので
すから、神がこの世にかかわるならば、それは支配
という形にならざるをえない。人々――ユダヤ人――
は、神と断絶していて、神なしの生活をせざるをえま
せんでした。ところが神が人にかかわるということ
になる。イエスか出てきて、人々に何をしたかとい
うと、「神は＜神の支配＞という方向で、人々にか
かわりますよ」ということを告知した、と言うことがで
きる。メッセージを送ったのです。重要なのは神の
状態です。沈黙していた神が、今度皆さんを救う

方向に動くのだと、使者がやってきて教えてくれた、
ということです。

ところが大きな問題がある。神の支配、神のこ

の世に対する肯定的な介入が、全面的には生じて

いないという問題です。イエスは、神と直接的なつ

ながりがある者だと考えてよいかと思われます。イ

エスだけでは、一人だけですが、それでも神とつな

がりのある者が現れたというだけで、たいへんなこ

とです。神が全く沈黙していて、天は閉じていたと

ころに、このようなことが生じたのですから。マルコ

のイエスの洗礼の場面で「天が裂けた」と書いてあ

ります。「裂ける」ということは、それまでは「閉じて

いた」ということです。ただし「裂けた」だけ、少し開

いただけです。イエスのところにだけ鳩が来た。他

の人のところに飛んでこないわけです。イエスは

「神の支配」という表現を使ったのかもしれません

が、「神の支配」はほんの部分的にしか生じない。

これだけでも、たいへんなことですが、現実の大勢

は変わらないのです。

「神の支配、王国」というと、共同体にかかわる

言い方のように思われます。しかし神は、まずイエ

スだけを選んだ。それから何人の者を選んだのか、

分かりませんが、人類全体を直接的に選んだので

はないようです。

「神による選び」「神の支配」は、どのような広がり

をもったものなのか、よく分からないところがあります。

「国」「支配」という表現は福音書の表現ですから、

イエスの立場をどれほどそのまま表しているか微妙

なところがあって、疑おうとすれば疑えないこともあり

ません。しかしイエスが「神の支配」について、ある

程度以上の広がりをもって考えていたと思われる根

拠がないわけではありません。それは、イエスが神

殿で暴れたりする活動もしていると考えられることで

す。こうした派手な活動がおそらくきっかけとなって、

イエスはユダヤ当局に睨まれることになり、捕まって

十字架刑にかけられてしまいます。おそらくイエスは、

神の支配がすべの人々に実現しないのは、律法主
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義や神殿主義が障害となっていて、こうしたものがあ

るために神が人 と々直接結びつかない、神殿や律

法の権威を退ければそれで神の支配は実現すると

考えたから、こうした行動に出たのではないかと考え

られます。つまりイエスは、「神の支配」について共

同体レベルで考えていたところがあります。しかし十

字架事件が生じてしまい、イエスは排除されてしま

います。「神の支配」は、理屈としては、神が肯定的

にこの世にかかわり得るということで、それだけでも

大発見ですが、それ以上にはあまり展開しなかった

ということになります。一部の人、つまりイエスや、重

要な弟子たちなどは、聖霊を受けて神と直接つな

がっているのかもしれませんが、ほとんどの人はそう

ではない。

十字架事件は、イエスの活動がこれで失敗して

終わりとなってもおかしくない事件でした。しかし

その後、弟子たちが活動を行います。弟子たちは、

イエスがやったことをそのまま真似たのではありま

せん。

特に重要なのは、ペテロたちがエルサレムに来て

「エルサレム初期共同体」と呼ばれる共同体をつく

ったことです。この共同体には、ペテロや、その他の

人々がいる。イエスは町や村をめぐって活動をして

癒しとかをしていました。人々は、それまでの生活の

あり方を特に変える必要はありませんでした。イエス

の場合には、人々の側には、特別にやることはない

のです。人間がどうにかしたから神が動くのではな

く、罪の状態にある人間に神は恵みを与え、肯定的

に関与してくるのです。神が救ってくれるのですから、

修行したりする必要はありません。イエスの方が、あ

ちこち回る。それに対してペテロは、全く違う方向で

の指導をしました。人々の間から、共同体のメンバ

ーになる者が集められます。彼らは二十四時間一緒

にいて、共同体をつくっています。寝て、ご飯を食べ、

祈りをしたり、指導者の話を聞く。こうしたことが救い

の保障になっています。これは何を意味しているで

しょうか。再びご利益宗教的な形に戻っていると言

わざるを得ません。人間が特別な態度を示さねば

ならないのです。一般の、普通の生活ではなく、特

別の生活をしなければならない。共同体のメンバー

になる人たちと、ならない人では差が生じる。共同

体のメンバーになる人たちは、それで救われるのか、

救われる候補者になるだけなのか微妙ですが、共

同体のメンバーにならない人たちは否定的に位置づ

けられることになります。共同体のメンバーになるこ

とがよいならば、そうしない者は、だめなわけです。

そういう形の体制をつくったのがペテロです。

救われてない人たちの中で、救われたい人たち、

そのような人たちは、救われるために何かしたい。

何もしてもむだなのだというところからイエスは出発

したはずなのですが、こうした人たちは、何かした

い。人間が何かをしたからといって神学的にはどう

なるわけではありませんが、何かしたい。ペテロは

こうした人たちに応えた、ということができます。共

同体をつくって、一緒にご飯を食べる、神殿でお祈

りをする、お話を聞く。そのようにしていればよろし

い、と指導しました。それでこうした人たちは、経済

的、社会的にすべてを捨てて共同体のメンバーに

なる。新しい生活スタイルを求める。神の救いに見

合ったとされている新しい生活スタイルをやってい

きたいという人たちの要求に応えて、ペテロが教え

ました。ペテロの立場に反対しているマルコ福音書

では、ペテロが批判されています。イエスはペテロ

を「サタン」と呼んで、ペテロは「神のことを考えずに

人間のことを考えている」とされています。具体的

には、共同体におけるペテロの指導のあり方が批

判されていると思われます。

イエスは、最初に神と直接結び付いた人なのか

もしれません。他にペテロ、後には、パウロ、ステフ

ァノといった人たちが、聖霊を受けて、個別的に救

われている。他の人たちについては、神は直接的

にこのような救いを実現しないようです。こうした事

態に対してペテロは、共同体をつくるということを始
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めたのです。そして、「イエスの神格化」ということが

生じます。共同体をつくること、新しい生活スタイル

をすること、キリスト教的な生活をすること。それは

イエスに従うことだとペテロは言ったと考えられま

す。イエスが生きていた時、ペテロがイエスに従っ

て移動生活をしていた思い出が影響しているので

はないかと思います。そういう思い出があっただけ

ではありません。本当は神に従うべきです。しかし、

イエスに従わねばならないとペテロが言ったのは、

神に従うというと、ユダヤ教との関連で律法や神殿

の権威も神によって保障されているものですから、

神に従うなら律法や神殿も尊重しなければいけな

いという議論に対抗できなかったからではないかと

思います。「イエスに従うことは新しい生活をするこ

とで、それは神に従うことだ」と教えたわけです。だ

から他のタイプの生活はだめで、エルサレム初期共

同体の生活をしなければならないと教えた、という

ことになります。神が直接聖霊を通じて人々の一

部を選んで救う、という状況になった。一部の人た

ちだけが、義とされたわけです。パウロの言い方を

借りるならば、聖霊を受けた人たちは「義人」です。

その人たちは神に対して忠実な生活をするのです

から、義人は信仰によって生きる。信仰を持ったか

ら義人になるのではなくて、義人ならば神にやっと

忠実になることができる。そこで当然、神に忠実に

生きる。これが信仰です。

ところがエルサレム初期共同体における生活ス

タイルも、信仰の姿だということになっています。

こうすればいい、ああすればいい、とペテロのよう

な指導者が教える。イエスに従うことは神に従うこ

とだ、それは具体的には共同体生活をすることだ

と、いわば外面的に指導がなされます。ペテロの

ような指導者、つまるところ人間が教えるところの、

あるべき生活の姿、内面的な心の持ちようも含め

た広い意味での生活スタイルが信仰だとされてい

ます。普通の生活はだめで、こういう特殊な生活

をしなさい、ということです。

ところが、いろいろと犠牲をはらって実現していた

共同体生活がいかに相対的なものかということが暴

露されます。共同体生活が維持できなくなります。

いろいろな問題が生じたと考えられます。たとえば、

二十四時間、皆が一緒にいる共同生活をしなけれ

ばならなので、空間的な問題が生じたのではないで

しょうか。人数が多くなると、多人数が一緒に生活

する空間が見つけられなくなったのではないかとい

う問題も考えるべきかもしれません。それに、本当

にすべての者がエルサレムにいなくてはならないの

かという問題も生じたのではないでしょうか。

それから、共同体のメンバーになれば、住むとこ

ろが確保され、最低限の食べるものがあって、祈り

などをしていれば生活ができます。すると、多数の

貧しい人たちがメンバーになるという問題が生じた

のではないでしょうか。この問題は、使徒行伝に示

唆されています。共同体に加入するには、財産の

全額を寄付しなければならないことになっていまし

た。しかし貧しい人たちには、寄付するものは何も

ありません。すると共同体は、収入が増えずに、負

担が増える、ということになります。

共同体がこのような状態になると、金持ちでメン

バーになりたい人たちに動揺が生じてきます。共同

体のメンバーになるには、全財産を放棄しなければ

なりません。共同体が破綻した場合、金持ちだっ

た人は財産すべてを失って文無しで路頭に迷うこ

とになります。それが恐くて財産を全部寄付するこ

とに躊躇する、したがってメンバーにならない、とい

う人たちが出てくる。こうした問題を前にして、たじ

ろがない人もいるでしょうけれども、たじろぐ人たち

も出てきます。そこで寄付の縛りが緩やかになりま

す。財産の一部分を自分で所有したままでも、加入

を認めることにします。

財産を持っていてもいい。好きなだけ寄付しなさ

い。そのようになると、それを誤魔化す人が出てき

たりして、問題が生じてきます。共同体生活が維持

できなくなります。エルサレムでは部分的には「貧し
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い人々」が残るようですが、自分の家も持っていると

いった人たちも生じてきます。完全な共同体生活と

は違う生活スタイルができるようになるわけです。

ペテロは初期共同体の理想主義的な生活がイ

エスに従うことだ、それが神に従うことだ、だから

救われると教えたことになります。つまり特定の生

活スタイルと救いが対応すると言っていたことにな

ります。しかしこうした対応関係が事実上、維持で

きなくなります。救われるための特定の生活スタイ

ルができないならば、それはイエスに従うことでは

ないはずです。神に従うことではないと理屈では

そうなるはずなのに、違う生活スタイルでも、それ

で救われるのだと言い始めることになります。こう

したことを誰が言うのかというと、それは教会の指

導者です。教会の指導者は聖霊を受けていると

いう形になっていますが、教会指導者たちがある

程度の受け入れやすい形の具体的な「活動」を指

導します。こういう生活スタイルで、こういう信仰が

よろしい、こういう文書を読みなさい、１週間１回、

ミサに来ればいいんですよ、死ぬ前に油を塗って

もらえばいいんですよ、等々。ところが、キリスト教

世界の全体を眺めると、こっちでやっていることは、

あっちではやっていない。局地的に、一つのスタ

イルのところだけを見ると、勧められていることを

絶対にやらねばならないように見えるけれど、別

のところでは別のことをやっていて、それでもいい

のです。そういうことを保障しているのは、キリスト

教指導者です。ユダヤ教が律法による客観的な掟

の方向を選んだといえるならば、キリスト教は、人

による人の支配、つまり、キリスト教の指導者が

人々に対してあれこれと指導して、そうした指導を

守る、という形を選んでいるといえると思われます。

それぞれの場所での指導を守らない人たちが非

キリスト教徒だという体制になっていく。聖職者が

「救われている者たち」だという形になっている。

彼らは本当に聖霊を受けているか。そうしたことは、

本来的には神が判断することであって、人が判断

できることではないはずです。しかし聖職者たち

は、公式には救われているとされている。そして

聖霊を受けていない人々に、具体的な生活スタイ

ルについての指導をする。こういう形で落ちつい

たのが、キリスト教ではないでしょうか。

キリスト教のこうしたあり方が、西洋的な社会の

あり方と適合的だったのですが、それはどのような

ことなのかという問題に移ります。これはまず、西

洋的な社会を、どのようなものとしてとらえるか、とい

う問題です。

そこで西洋的な社会は、基本的に二重構造にな

っていると考えることにいたします。アテネのポリスの

ような社会を考えますと、奴隷がいて、奴隷が働く。

彼らは、家（オイコス）に属している。家には、主人

（キュリオス）、つまり家長がいて、主人に絶対的に

従っている。主人は奴隷の上に立っていて富があ

る。社会的に支配者の側に立っている。労働する

のは奴隷たちで主人は働く必要がない。自由がある。

勉強したり、ソクラテスと議論したりする。つまり、文

化とか宗教の価値を手にすることができる。仕事を

していたのでは文化的な高い価値を本格的に獲得

することはできません。自由人たちが、広場（アゴラ）

に集まって、ポリス全体のこと、戦争とか公共事業に

ついて、相談をして決定する。つまり政治を行う。ポ

リティックを行うのは、自由人です。奴隷たちは、オ

イコスの領域にいるだけです。アリストテレスは奴隷

のことを「アニメされたモノだ」と述べています。生物

的な人間をモノといった、メジャーな人は、アリストテ

レスくらいではないでしょうか。アリストテリスの立場

には、厳しいものがあります。奴隷は、モノなのです。

そしてオイコスの領域については、オイコスをどううま

く経営するかが問題となります。オイコスのノモスが

重要ですから、オイコノミア、つまりオイコスは経済の

領域だということになります。世界は、経済の領域と

政治の領域に分かれている、と考えられていること

になります。日本は経済大国だということはすぐれた
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奴隷だというようなもので、よく働き、ものを言わない、

ポリスの領域に入ってこない、このように位置づけら

れているところがあるかもしれまぜん。ただし近代・

現代では、富の意味が、古代とは違っているという

ことがあるかもしれませんが。

ところが、こういう二重構造の形が崩れて参りま

す。このことにとって重要なのは、前４世紀のアレキ

サンダー大王の征服です。アレキサンダー大王は、

瞬く間にインドに迫るところまで支配しました。ギリ

シア人が支配者側ですが、奴隷の領域にたくさん

の被支配民族が入り込んできます。

主人は、奴隷に命令しなければなりません。と

すると主人にも、管理という労働が必要ではない

か、ということになります。しかし管理の対象の規模

が小さいうちは、管理奴隷をおけば済むことです。

番頭さんのような人に任せて、困ったことが起こっ

た時には主人が判断する。これならば、主人は、

暇があって自由です。

ところがアレキサンダー大王の事業によって、支

配領域が膨大なものになった。被支配の領域が、

たいへんに大規模になった。支配も富も、拡大し

ます。しかし、こうした規模では、すべての被支配

民族をモノだというようにして押さえつけると、大規

模な反乱が起きてしまいます。したがって被支配民

族にも、少しは自由を与える。支配を緩やかにしな

ければならなくなります。まあまあの生活をさせると

か、それぞれの宗教を容認したりする、といったこ

とです。そうしないと管理ができない。二重構造の

下層の人たちに、少し自由が入り込みます。宗教

によって、価値の領域も生じます。しかしギリシア

人たちは、全世界に散って管理に携わらねばなら

ない。自由が制限されることになります。巨大な支

配権と富のために、自由がなくなります。管理の仕

事をするために、暇がなくなり、高い価値を手に入

れることが難しくななります。上層の人は、支配と

富を手にしたが、自由と価値が減少し、下層の人

は、自由と価値を少し手に入れたけれども、支配

されている。下層の人たちの富は、大したことはな

い。上層も下層も不満だ、ということになります。

アレキサンダー大王とディオゲネスの話は、こうした

状況をうまく表現していると思われます。キュニコス

派（犬儒派）のディオゲネスが、コリントで、樽の横に

寝そべっている。そこにアレキサンダー大王が来ます。

「余は大王のアレキサンダーだ」と大王が言うと、ディ

オゲネスは、「自分は、犬のディオゲネスだ」と対等に

答える。巨大な支配権をもつ者に対して、支配権の

ない、乞食みたいな生活をしているディオゲネスがひ

るまない。大王が「お前は私を恐れないのか」と尋

ねる。するとディオゲネスが「あなたはよい人間か？」

と聞く。価値が、問題になっています。「余は、よい

人間だ」と王は言う。ディオゲネスは「よい人間を恐

れる必要はない」と答える。そこで王は、富のテーマ

に移ります。「何か望みがあれば叶えてやる」。寝っ

ころがって横になっているディオゲネスは、ただ「日陰

になるから、ちょっとどいてくれ」と言う。

後でアレキサンダー大王が「私がアレキサンダー

でなければ、ディオゲネスになりたかった」と言った

と伝えられています。何が問題になっているのか。

大王は支配と富を手にしている。しかし自由と価値

がない。ディオゲネスは支配と富は断念して犬みた

いな生活をしているが、自由と価値を持っている。

この４つを同時に手にすることができなくなってい

る。だから上層も下層も不満で、反乱がいつでも

起こるような状態になっている。ヘレニズムの時代

は、中小の規模の反乱などが頻発して、不安定で、

皆がうんざりしていたと言われています。そこにロ

ーマが来ます。ローマは力で秩序を維持しようした

ために、歓迎されたところもあるようです。しかしロ

ーマも、不安定の要因を根本的になくすことはなか

なかできなかった。

そこで、生じたのが４世紀のコンスタンチヌスによ

るキリスト教の国教化です。コンスタンチヌスがキリス

ト教を完璧に理解して、ローマの状況を完璧に理解

して、こうした政策を行ったと考えるのはやはり無理
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なところがあるのではないでしょうか。さまざまな皇帝

がさまざまなことをやっていて、その中でコンスタンチ

ヌスがキリスト教を採用したらうまくいった、とまずは

了解すべきかと思われます。たとえば、コンスタンチ

ヌスが夢でみたから、ということを勉強しても、キリス

ト教政策がなぜうまくいったのかの理解にはあまり

参考にならないと思われます。夢の話は、キリスト教

政策がある程度うまくいった状態をさらに補強するた

めのものと了解すべきではないでしょうか。

キリスト教が国教となるということは、どういうこ

とでしょうか。これまでの考察の文脈に沿って考

えます。神がいて、聖職者がいて、その他の人た

ちがいるのがキリスト教です。キリスト教は拡大し

ていましたが、いろいろな宗教的な流れの一つに

すぎなかった。

キリスト教を国教とするということは、世俗世界

の二重構造、つまり貴族と民衆の二重構造を、キ

リスト教の二重構造の下層のところに当てはめた、

と考えてみることができると思われます。聖職者・

貴族・民衆という、三重構造になります。聖職者が

最上層にいます。それは皇帝、つまり帝国によって、

世俗的に保障されています。聖職者のところに、富

がどんどん入ってくる。キリスト教の立場では、救

われて神に直接結ばれることが人間の自由の最高

の実現です。それは、宗教的な意味で最高の価値

の実現です。したがってキリスト教においては、自

由と価値が実現していた。しかし富と力がなかっ

た。そうした意味でキリスト教は、小さな宗教運動

でしかありませんでした。しかしローマ帝国の社会

の枠組の中で、国教とされる、つまり公式の宗教と

されることで、支配と富も加わってきたのです。西

洋の社会の４つの要因の４つともが、聖職者のとこ

ろで実現できたと言えることになります。

聖職者に誰がなるか。民と貴族の普通の人たち

からリクルートされます。社会的な出自にかかわりが

ありません。以前は、貴族に生まれれば貴族、民衆

に生まれれば民衆とということなっていました。だか

ら不満が生じます。しかし聖職者には、民衆出身で

も貴族出身でもかまわない。神に選ばれているかど

うかによるので、社会的なことは関係がない。民衆

出身でも貴族出身でも、聖職者になれば、理想を

実現することができるわけです。残る人たちは、羊

を追って、のん気に暮らすのでもよい。貴族も、楽し

く夜会をやったりして、暮らしていく。中世の夜会の

再現のようなものをパリで参観する機会がありました

が、なかなかエレガントで、楽しめるなと思いました。

価値についても、高い宗教的価値ではなく、文化と

いった程度の価値で我慢できる人たちは、世俗の

世界に残る。これは安定した社会です。反乱が起

こらない、とは断言できませんが、以前比べれば安

定した社会になる。

ところがまた大きな変化が生じました。近代です。

科学技術の発展が生じました。産業革命の進展で、

富が飛躍的に増大します。今まで社会全体の富が

限られていたのが、考えられないくらいのスピードで

富が増大します。富を基準にして、社会の上層にな

る人の割合を考えるならば、上層になれる人たちの

割合が増えた、ことになります。上層は、最初はお

坊さんと貴族だけだったのですが、他の者たちも、

富を獲得すれば、上層の仲間入りができるようにな

ります。そのようにして上層に加入した最初のグルー

プが、ブルジョワです。フランス革命が記念碑的な出

来事でしょうか。その後、当時としてはプロレタリアー

トと呼ばれたりしていた労働者たちが、暴力革命を

やったり、そうでなかったりしましたが、１９世紀の労

働者の状況に比べれば、２１世紀の状況ははるかに

改善されていると言えます。このようにして上層の領

域が広がってきたことが、近代の大きな流れである

と思われます。

この動きは、伝統的なヨーロッパ、西洋の領域だ

けの出来事ではなく、これと平行して大きな事件が

起こりました。ヨーロッパ世界、西洋世界の地理的

な拡大です。富の増大、技術の発展、強大な軍事

力を背景にして、西洋の勢力が全世界を支配する
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ことが生じました。１９世紀に実現したような、非西洋

の世界を植民地にする形で、奴隷の領域に非西洋

の世界を組み込むという動きであったということが

できます。日本は、非西洋の国でしたが、支配の領

域の側に滑り込んだ唯一の例だと思います。

ただし、非西洋世界が伝統的な西洋の勢力の

支配下に組み込まれる動きは、西洋世界の内部で、

もともとは奴隷的な領域にいたブルジョワとか労働

者が富の増大を背景にして上層に移っている事態

と平行して起こりましたから、西洋的枠組の中で非

西洋の国々が奴隷的な領域に入れられてしまって

いても、富の部分で頑張れば、つまり経済的に成

功すれば、自分たちも上層に移る可能性はあるの

だということが考えられる形になっていて、その枠

組みで経済を振興し産業を起こして民の生活を豊

かにして奴隷的でない状況になろうと考える指導者

たちも非西洋の側に出てきます。

ある程度成功している国もあると思いますけど、

西洋的な枠組みが世界を支配していることを受け

入れた上で、その枠組みの中で奴隷状態にいるの

は嫌だから上層の自由の世界に入りたいと努力を

している。これを広い意味の「近代主義」と言って

よろしいかとか思います。

しかし世界には、西洋的社会構造のあり方しか

ないのではありません。異なったタイプの文明が存

在しましたし、理屈としてもさまざまな社会構造の文

明があり得るのではないでしょうか。

社会構造が西洋的なものではないタイプの社会

として、別のものを具体的にここでは一つだけ考え

てみます。違うタイプの社会があり得るということを

示すのが目的であって、世の中には、西洋的なタイ

プの社会と、それからもう一つしかないと主張しよ

うとするのではありません。（冒頭で触れた、日本型、

インド型、については、時間の関係で省略）。

二重構造で、しかし上が拘束されていて、下が自

由である、そういう社会を考えます。伝統的な中国

社会をイメージしたものです。上層は、皇帝を頂点に

して官僚たちが軍隊的な整然とした秩序をつくって

いる領域で、中国世界を管理している。この人たち

は科挙に合格した人たちです。彼らには、支配の４

つの要素のうち、富もある支配もある。価値（文化）

もある。しかし自由がありません。整然とした、秩序

だった管理に専念すべきで、自由に勝手にやられる

と困るわけです。地方にいって節度使になって、反

乱を起こす人も出てきたりしますが、原則的にはこ

のようなことは、あってはなりません。彼らには自由

がない。やるべきことをきちんとやるだけです。礼の

世界です。人々のための管理をする。仁政ですね。

これに対して民は支配されているから、社会的

に低い位置にある。下層の領域です。富も生きて

いける程度です。文化もぐっと低い。しかし自由

がある。ただしこの自由は、西洋的な巨大な富に

支えられたものではなく、小さな自由です。呑気

に暮らせる、というような自由です。中国の土壌が

豊かで、あくせくしないでも暮らせていけたから、

このようなことが可能になったと言えるかと思いま

す。魯迅の『阿Ｑ正伝』に描かれている主人公の

生活のあり方は、こういうタイプの自由の典型的で、

極端な姿ではないでしょうか。世界の名作として

高校の時、この作品を読みましたが、阿Ｑが出て

きてぶらぶらしている。ばかなことばかりやって、

最後は革命騒ぎに巻き込まれて死んでしまいま

す。魯迅は、こういうのが当時の中国たくさんいて、

これではいかんという主張を込めて書いたので

はないかと思います。しかしここでの説明の文脈

で考えると、何もしていない人たちがそれでも食

っていける姿は、驚嘆すべきではないでしょうか。

若い者が、ぶらぶらして、何とか生活できてしまう。

これは社会がたいへんに豊かだということではな

いでしょうか。ほとんど生産しないで遊んでいて

暮らせるのですから。

本当は、ただ土壌が豊かであるからばかりでな

く、上層の官僚たちが支配して管理しているから平

和に暮らせるのです。「山は高く、皇帝は遠い」とい
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う中国の有名な諺があります。小さな村の生活に

とって、中国全体の管理の問題は、関係がないか

のごとくである。洛陽とかに皇帝はいるけど、関係

はない。小さな幸せで、楽しく暮らすことができる。

ある意味で天国みたいなところです。こういうところ

では宗教的要因は、社会全体にとって支配的にな

らないと言うべきではないでしょうか。小さな幸福

に満足してしまう。上の人たちは能力があり余って

いるけど、世俗的な社会の管理だけで宗教的なこ

とも考える暇がない。閻魔大王の判断さえ、お役所

に願うならば、変えてもらえたりします。

繰り返しますが、西洋的なタイプが唯一絶対的

ではないことを示すための具体例として、こうした

例を示してみました。時間があれば、その他にもい

ろいろと異なったタイプについての検討をすること

ができるのですが。

現在の状況について、簡単に示唆したいと思い

ます。

現在は、グローバル化が進行しております。上の

人たちが管理して下の人は自由で楽しく暮らしてい

たという中国的なタイプの社会が、全世界的には

優位になってくるのではないか、というのが私の観

測です。念のために確認しますが、これは中国や

中国人が世界を支配するようになるという意味で

はありません。中国的タイプの社会構造が支配的

になるということで、上層で支配する人たちが、人

種的にどのような人たちであるかということには関

係のないことです。

宗教的なことは重要ではないという雰囲気が支

配的になることが「世俗化」の根本的な性質だと思

いますが、現代の「世俗化」の状況と、中国タイプ

が支配的になりつつあることとは対応していると思

われます。今の社会は、富の増大に圧倒されて幻

惑されているところがあります。中国的なタイプとい

うことになると、上層が拘束され、下層が小さな自

由を享受するということになります。上層の人たち

は、管理のために常に働いていて、自分の時間が

ない人たちです。下層の人たちは、かつては苦し

い労働に長時間苦しめられてきましたが、だんだん

楽になってきています。

ところで中国的なタイプの社会が可能になった

条件の一つに、土地が豊かだったからということを

申し上げました。現代の社会で、この豊かな土壌

の代わりになっているのが、科学技術の進歩、産

業革命の進展です。

今では科学技術の発達のおかげで、あまり働か

なくてよくなってきた。このことは、これからの社会の

あり方を考える上で重要だと思います。労働の問題

も、労働者の社会的立場を認めろと２世紀間やって

まいりましたが、労働者も労働しなくてよくなってきた。

チャップリンの『モダンタイムス』のベルトコンベアに隷

属するような仕事をやる必要がなくなってきました。

ロボットがやってしまうのです。労働の問題は、労働

をしなくてすむという方向で解消しまうことになりま

す。そういう方向に、無限大に近づいていきます。そ

うすると暇が出てきます。その時に、ほんわかした文

化で皆が我慢して、野球やサッカーを見てそれで済

むのかどうか。もっと本格的なものを求めて、皆が暇

で、宗教のことを考え始めるかもしれません。救い

のことを考えることしか残ってないと皆が考えて、全

人類が宗教的問題に本格的に興味を持ったとした

らどうするか、ということを考えないといけないかもし

れません。西洋的なタイプの社会における世俗の領

域は、救われない人たちの領域です。しかしこのタ

イプの社会は、貧しさに基礎をおいています。この

タイプの構造を前提にして考察することは、あまり意

味がないかもしれません。今日は、いくつものタイプ

について考察はできませんでしたが、私の念頭にな

るいくつかのタイプの社会構造の中で、豊かさに基

礎をおいているのは中国的なタイプだけであると言

えるのではないかとも思われます。

富の増大が止まらない。飽和状態になる。その

ときのことを、考えねばなりません。
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それから「一神教的なイデオロギー」について、

まとめておきます。一神教の人たちは一つの神だ

け選んでいて排他的だ、というのは的外れの議論

です。一神教だから排他的なのではありません。

「生活スタイル」のレベルでの指導が、宗教的権威

を背景にして行われているから、排他的であるよう

な姿になると言えるでしょうか。キリスト教の場合に

は、「人による人の支配」がこれを行っています。ユ

ダヤ教の場合には、「律法による支配」です。イスラ

ームの場合は、どうでしょうか。シャリーアに注目す

るならば、ユダヤ教の場合の「律法による支配」に

似てくると思われるのですが、これについては専門

家の方々の意見を拝聴したいところです。

キリスト教の場合について。「キリスト教徒は、こ

ういう生活スタイルをすべきだ、こういう考え方をす

べきだ、これが信仰なのだ、等々」という主張が一

部で目立つことは確かです。そして「それがよいか

らあなたもやりなさい」と人に押しつけてくるために、

問題が生じてきます。しかし、ある一定の生活スタ

イルがよいのだとせざるをえない人たちは、神から

の直接的な介入がないので、指導者たちがいいと

いうのを、いいとせざるをえない人たちなのだと、

考えるべきです。自分の教会がいいのだと、自分

で選んでいる。あるいは集団で選んでいる。そうい

一定の生活スタイルを絶対化するのは、神と断絶

している側の力、勢力だということを認めることが

重要ではないかと思います。

それから、黙示思想で考えられたような問題に

ついて。神はこれからどう関与してくるかわかりませ

んが、その時にはどう対応するかということが問わ

れてくると思います。

また、こうした分析をしている私たちの立場を振

り返ってみる必要があるのではないかと思われま

す。私たちは、さまざまな価値を検討して、考えるこ

とができるようになっています。古代や中世のよう

に、村の長老や、どこからか派遣されてきた聖職者

が言っていたことしか知らないのではなく、全世界

の情報を集めて、偉い先生が集まって議論するこ

とができる状態になっています。これもグローバル

化の一面です。こうした状況では、さまざまな価値

のどれかを選ぶというような議論はできない、とい

うことをまずは認めるべきではないでしょうか。目の

前に、いろいろな立場があります。地球規模の社

会全体としての状況が、私たちの視野に入ってお

ります。さまざまな価値を認識して、さまざまな情報

を蓄積して並べていく、そうしたグローバル化した

社会の状況に私たちはおかれています。これは、

神のように全体を見渡して立っているという恐るべ

き立場なのかもしれません。そのことを認識するこ

とは、必要だと思うわけです。

社会構造の視点から分析しましたが、なぜこうい

う観点をとったかについて、一言のべておきます。

人間は一人ひとりは、社会という共同体について理

解できることの量、範囲は限られています。旧約聖

書における知恵の問題のように、自分で理解した範

囲でこれでいいんだということは、避けなければな

りません。これまでは、人間の了解ができる範囲は

個人のレベルでも共同体のレベルでも限定的であ

ること、このことに依拠して、いろんな領域に、いろん

な文明が生じてきました。限られた、個々の文明世

界の「世界秩序」の考え方に対応して、さまざまな個

性的な社会構造が生まれてきました。しかし今は、

そういうことの全体が見渡せる時代になってしまい

ました。社会構造という視点から考えるならば、さま

ざまな違いを考慮せざるを得なくなります。さまざま

な小さな了解が限定的であることを、むりなく考慮に

入れることできるということが、社会構造で分析する

利点ではないかと思うわけです。人間とはそもそも

どのようなものかという視点は、多くの場合、自分の

勝手な限定的理解を全人類に拡大してあてはめる

という過ちに簡単に陥ってしまうように思われます。
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研究会概要

一神教と多神教をめぐる従来の議論は、宗教を見る視点において、その宗教の中で「神」と呼ばれるも

のが一かそれ以上かという数という面に着目するものであった。しかし、そうした客観的比較が成り立つ

のは、「神」の語によって表象されるものが同じであるという仮定においてのみである。それゆえ、日本的

特殊環境において「神」によって表象される本居宣長の述べるような「尋常ならずすぐれたる徳ありて畏

き物」は、日本語ではユダヤ教、キリスト教、イスラームの「神」と訳される世界の創造主とはまったく異

なっている。そうであるなら比較は恣意的、主観的なものとならざるをえない。進化論的な最高段階の

含みを持つ西欧の一神教理解も、また近年の日本における多神教の寛容性を称揚する議論も、ともすれ

ば自己肯定の言説に陥りがちである。そこでこの発表では一神教と多神教という問題設定に代る視座の

提示を試みる。

イスラームは、先行するユダヤ教、キリスト教をそれぞれエズラ、イエスを神の子とすることによって

多神崇拝に陥っているとする。またイスラーム以前のアラブは最高神としてのアッラーを知りながら、ア

ッラート、ウッザー、マナート、フバルなどの偶像神をアッラーと人間の仲介者と考えていた。

イスラームの神理解には、a.立法者、b.信仰内容の提示者、c.人間に内在する神、という３つの側面があ

る。行動の規範を定める立法者としての神に対して、人間は主人と奴隷の関係に立つ。信仰内容の提示

者の神の教える神は、世界の外にある神であり、人間を超え、接点をもたない超越性である。人間に内在

する神は、神秘主義の体験知の対象であり、世界と一体となった神である。

この最後のイスラーム神秘主義、「私は真理（神）である」と述べたハッラージュ（９２２没）に見られるよ

うな自己と神のみに専心する「排除的exclusive」神秘主義と、世界の全てを神の顕現と考えるイブン・

アラビー（１２４０没）の存在一性論のような「包摂的inclusive」神秘主義の２つの類型を考えることが出

来る。「信仰のなかに創造された真理（神）」とのイブン・アラビーの言葉にあるように、人間に対する神性

の顕現という現象に着目すると、前者は凝縮的、後者は拡散的とも呼べる。後者の包摂的理解は日本で

呼ばれるところの「神」にも繋がるものがある。

日 時  

会 場  
／２００４年３月６日（土） 

／同志社大学　今出川キャンパス　光塩館地階会議室 

スケジュール 

１:３０～３:００　発表：鎌田 繁「イスラームと一神教の展開」 
３:００～３:１５　休憩 
３:１５～３:３０　コメント：中田 考 
３:３０～５:００　討議 
５:３０～７:３０　懇談会（自由参加） 

発 表  

コメント 
／鎌田 繁（東京大学東洋文化研究所教授） 

／中田 考（同志社大学神学研究科教授） 
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以上から宗教の中には性質として包摂性と排他性があることがわかった。宗教の数的側面からの分析

によって、西欧では多神教から一神教への発展過程を見るが、逆に現代の日本では再び多神教への回帰

を説く意見がある。それらの分析はいずれも自分の宗教を正当化する方法でしかなく、互いの宗教の理

解との間には深い断絶がある。神性の凝集性と拡散性、包摂性と排他性という人間と神との関わりとい

う新たな分析視座により、一神教の中に多神教的側面があること、多神教の中にも一神教的側面がある

ことが見出せる。これは一神教と多神教の間の分断に橋を架ける足がかりとならないだろうか。

＜コメント要旨＞

異なる宗教をより客観的に比較考察するために、それぞれの宗教において非常に意味の異なる「神」

自体ではなく、人間と神との関係、それぞれの宗教における信者に顕れる神性に着目する視点を導入す

るというのは、エリアーデのヒエロファニー概念による比較宗教学の方法への回帰とも言える。そしてそ

の場合でもやはりそれぞれの宗教における「神性の顕れ」が果たして同一のものであるか否か、との疑問

が生じ、結局異なる宗教の客観的な比較が可能か、との最初の問題に戻ってしまうのではないか。

＜質疑応答＞

第一にイスラームにおけるキリスト教、ユダヤ教理解に対して、それぞれの研究者の側からの意見を

見ることが出来た。

また第二にそれぞれの宗教のあり方を示す「啓典」や学問の枠組みについて、類似点と相違点を比較し、

互いの宗教を理解することに繋がった。

イスラームにおける神理解で述べられた、a.立法者、b.信仰内容の提示者、c.人間に内在する神との、

ａ・ｂ・ｃ型は、キリスト教の三位一体の、子なる神、父なる神、聖霊、に対応するとも考えられ、三つの宗

教を比較し対話を可能にする足がかりともなりうるのではないか。

（神学研究科研究生　山根 朋子）
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ご紹介にあずかりました鎌田です。先ほどの中

田先生のお話ですと、今日のためになんとなく妄想

をたくましくしていたことは、むしろ今年ではなくて

来年用の話だったかなという気も少ししますが、今

さら話を変えるわけにはいきませんので、とりあえず

考えたことをお話しします。最初に私にいただいた

題名が「イスラームと一神教の展開」でしたが、「展

開」ですから何を言ってもよいというふうに理解して

お話をさせていただきます。

これまで２回、研究会に参加していろいろお話

を聞いたのですが、やはり一神教、多神教という

言葉には、多神教から一神教に発展していくとかよ

り高度の一神教になっていくというようなイメージが

絶えずつきまとっているように思います。逆に最近

は日本の方の中には、先ほど中田さんもおっしゃっ

ていましたが、多神教的な様々な価値を認める態

度が良いのだという、逆の意味での価値判断をか

なり濃厚に含むようなニュアンスで多神教あるいは

一神教という言葉を使っている場合もあるような気

がします。ただこの一神教、多神教という言葉を聞

きますと、要するに神という言葉が同じでその上に

一つかあるいは沢山かという言葉が付いていると

いうことで、それぞれの宗教でそういう意味での沢

山の神を持っているのか、あるいは一つしか神を持

っていないのかという数的なものだけでものを見て

しまう感じがします。

しかしそもそも、それぞれの宗教の中で神、日本

語で近似的に神という言葉で翻訳し表現している

言葉ですが、それが指している内容というのはおそ

らく非常に幅の広いものだと思うのです。ですから

我々が何となく日本の神々と言っているような意味

合い、神について持っている意味というものと、キ

リスト教なりイスラームなりの中で言われている神

は、神という同じ言葉で表現していても指し示すも

のはかなり違うものだと思うのです。ですからそれ

だけ神という概念が示すものが違うにもかかわら

ず、それに一と多という数的な形容詞をつけてそ

れだけで区別してしまうというのは、多分、一神教、

多神教ということを言う意味をかなり弱くしていくの

ではないかという気がしているわけです。そういう

意味で、今の中田さんのお話ですと来年以降にそ

ういう話をされることになるのかもしれませんが、と

にかく一神教、多神教という議論をする前に、それ

ぞれの宗教で考えられている神というものがどうい

うものなのかということを明らかにすること、それが

やはり研究を進めていく最初の道筋ではないかと

いう気がします。一神教と我々が普通考えているユ

ダヤ教とかキリスト教あるいはイスラームとかはかな

り対照的な意味を持つ神、概念を持つ表現として、

たまたま目にした本居宣長の神の定義というか神

の説明を引用してみます。簡単に読みます。

「さて凡てカミとは、いにしへの御典どもに見え

たる天地のもろもろの神たちを始めて、それを祀れ

る社にいます御霊をも申し、また人はさらにもいは

ず、鳥獣木草のたぐひ海山など、そのほか何にま

れ、尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物を

カミとはいふなり。」（『古事記伝』）というような言い

方をしています。ある意味ではこれは人間よりもい

東京大学東洋文化研究所教授

鎌田 繁

「イスラームと一神教の展開」
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ろいろな意味での能力が少し強くて人をびっくりさ

せるようなものであれば、それはみんな神なのだと

いうような考え方だと思います。それは世界を創造

し終末まで支配し、そして終末の裁きを行うという

ような神の観念というようなものとは全く違うわけで

す。ですからもし、宣長が神といっている対象を例

えばイスラームの中で言われているものと対比する

のであれば、宣長の言う神をアッラーと対比させる

ということは全く意味をなさないことだと思います。

要するにイスラーム世界でもさまざまな精神的存在

というものは考えているわけで、いくつか思いつく

ものをあげれば、神というものも一応そうだとは思

いますが、天使、シャイターン、良いことも悪いことも

するジン、あるいは人間だけれども超能力的な力を

持っていると思われるような人物である聖者とか、

そういうものも全て、日本語で翻訳するのであれば

神と言って良いような存在だと思うのです。それぐ

らい神という観念、概念は宗教によって意味合い

が違うわけですから、まずそこを押さえてから一神

教、多神教という議論をしていくのが適切なのでは

ないかという気がします。

今、非常に対照的な二つの宗教を見たわけです

が、一神教といわれているイスラームとキリスト教を

比べても、キリスト教というのは神そのものだけでは

なくて常に子なる神であるイエス・キリスト、そして聖

霊という三位一体的な形で神をとらえていくというこ

とが、おそらく基本で正統的なアプローチだと思い

ます。ユダヤ教あるいはイスラームの神の観念にな

れば、そういうアプローチはむしろ否定的に見てい

く、そういう性格を持っていると思います。このような

意味で、それぞれの宗教における神観念に注目す

ることの重要性を、指摘したいと思います。

お手元のレジュメのカッコの２番目の「一神教とし

てのイスラーム」に話を移したいと思います。イスラ

ームで神という場合にはアラビア語でアッラーとい

う言葉になるわけです。そしてこのAllahというのは

普通説明する場合にはilahという小文字のゴッド

（神）という意味があって、それにTheゴッドであると

いうようなことで定冠詞(al-)をつけて、al-ilahとい

う形になった。そしてそれがilahのiがリエゾンして

落ちてAllahになったのだという説明をするわけで

す。al-ilahという形そのものは本当に少ないので

すが、古いアラブの詩の中などには用例が出てい

るそうです。ですからAllahという言葉自体はセム
(Sem)的な諸宗教の中で一般的に神を示す言葉

であるイルとかエルとか、ヘブライ語で言うエロヒム

などもみな関係しているセム語共通の神なるものを

示す言葉であるというように見ていけると思います。

クルアーンの中にアッラーという数はいくつあるのか

というようなことは私は数えたことがないのですが、

たまたまコンコーダンスを見ると書いてあったので

すが２６９７あるのだそうです。Allahというのは定冠

詞が付いているということですから、アラビア語の

文法で言うと「私の神」という言い方をする時には
Allahの後ろに「私の」というような語尾をくっつけ

ることは出来ないわけです。その場合には定冠詞

を取った形で、その場合にilahという言葉が出て

きて、ilah-kum、「あなた方の神」とか、クルアーン

の中にあるかどうかわかりませんがilah-kumという

形でilahという先ほど言った形態が出てくるわけで

す。そういったことからも、このAllahというのはilah

にalが付いたのだという説明は正しいと思うので

す。その他にクルアーンの中を見るとAllahというの

は非常に沢山出ていますし、ilahというのも「あな

た方の神」というような時のilah-kumというような

言い方とか、あるいは「神は唯一の神である」とい

う時の、唯一の神というのは要するにone godとい

う小文字のa godという言い方をするわけですか

ら、そういう時にはilah wahidという形で出てくる

わけです。ただやはりクルアーンの中では多神教徒

たちとの論争のような文脈でもしばしば現れますか

ら、そういう中ではilahの複数形というものもアーリ

ハという形で出てくるわけです。基本的にそれは全

て、多神教徒たちは神々などということを言うという
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ようなニュアンスで出てくるわけです。

後はアラビア語には、セム語一般もそのようです

が、双数形dualというものがあります。要するに指

すものが二つある場合には、特別な形を持つとい

うことです。イラーハイニという二つの神という表現

が出てきますが、その場合にはこれも批判的な文

脈で出てきます。これもまたキリスト教との関わりも

あって、神がイエスに対してお前は自分自身とお前

の母マリアが二つの神であるというように人々に教

えたりしているのかと神が尋ねるというような文脈

で、このイラーハイニという二つの神という表現が

出ています。イスラームは、特に一神性ということを

非常に強調していると考えられます。キリスト教な

どの、三位一体というような視点で神を見ていくこ

とに対して、クルアーンの中には非常に強い批判が

述べられており、そういう意味で、神は一つである

ということを非常に強調していると思われるわけで

す。実際に神は一つであるということを表現するこ

とが非常に多いのではないかと思います。その中

で特に一番よく知られているものに、信仰告白とい

ういわばイスラームの教えの根本をきわめて明確に

表現する文句があります。ムスリムはそれをいろい

ろな場で表現することを命じられたりあるいは期待

されているわけです。その信仰告白、アラビア語で
shahadaと言いますが、その内容というのは、前半

がアッラー以外はいかなるものも神ではないという

こと、後半はムハンマドが神の預言者であるという

こと、そういう二つの証言からなります。その前半

で神はアッラー以外に存在しないのだということを

強く言うわけです。信仰告白の前半部分というの

は、クルアーンの中にも形としては全く同じ形で３７

章３５節に出てきます。そういう形でアッラーが一つ、

一人であるということを非常に強調するわけで、そ

ういう文脈で三位一体、クルアーンの中では神はこ

の三つの内の一つであるというような言い方はい

けないと、不信仰であるというような表現で出てき

ます。もちろん、イスラームが理解しているような神

は三人いるというようなニュアンスで、キリスト教が

三位一体を理解しているとはいえないと思います

が、少なくともイスラームの立場から見るとこの三位

一体というような言葉、表現は神の一神性に反す

る表現、考えであると見ていくわけです。おそらくそ

ういうような点が非常に知られることによって、イス

ラームは非常に一神性を重視する宗教だと考えら

れていったのではないかと思います。

神がアッラー以外にないということと同時に、ク

ルアーンの中にしばしば出てくる表現に多神崇拝

があります。これは普通shirkという語で示されま

す。ただ、shirkという語自体はクルアーンにそれほ

ど沢山の用例はなく、それと同じ語根の動詞形
ashrakaや能動分詞形mushrikunaなどの形でよ

く出て来ます。このshirkという言葉はassociation

という意味をもち、要するに神と同じような資格や

権威のあるものを神と並べて立てるというような意

味になります。多神崇拝ということを非常に強く否

定していくわけですが、宗教を持っている人をイス

ラームの立場で分類する場合に、ムスリム（イスラー

ム教徒）、そして「啓典の民」という表現をもちいま

す。このアハル・ル・キターブ（啓典の民）とは神か

らの啓典を持っている人たちということで、クルア

ーンの範囲で言えば具体的にはキリスト教徒、ユダ

ヤ教徒、そしてゾロアスター教徒、そして実体は必

ずしもはっきり分からないのですがクルアーンの中

でサービア教徒といわれる人たちがそれに該当し

ます。ムスリムの他に、これらの人たちと、さらにい

わゆる多神教徒といわれるグループに分けて考え

ていくわけです。ですから一応ユダヤ教、キリスト

教は啓典の民であり、アッラーを知っているというこ

とで多神教徒には入らないということにはなります。

クルアーンの９章の３０節には、キリスト教徒はマスィ

ーフ、要するにメシア、イエスを神の子であると言う。

そしてまたその前にはユダヤ人はウザイルを神の子

であると言う、というような記述があります。キリスト

教徒がメシアを神の子と言うというのは、キリスト教
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の文脈でも理解できることだろうと思うのですが、

ユダヤ人はウザイルを神の子だと言うというのはユ

ダヤ教の内部にもある考え方なのかわからないの

ですが、少なくともイスラームの註解書などを見ます

と、ウザイルというのはヘブライ語聖書でいうエズラ

のことだと。要するにバビロン捕囚からユダヤ人が

帰ってきたときにみんなトーラーなどを忘れていた、

そういう中でこのエズラ＝ウザイルは神に祈ること

によって自らにトーラーの記憶を甦らすことが出来

たのだと。そしてそれをパレスチナに帰ってきたイス

ラエルの人たちに読み聞かせることによってトーラ

ーを復活したのだといいます。これに類する話はヘ

ブライ語聖書にも出てきます。そういったことからそ

の後ユダヤ人の中にはそのような素晴しい力を発

揮したウザイル＝エズラを神の子であると信じた

者たちがいるのだという伝承を、イスラームの中で

は伝えているのです。もしかしたらユダヤ教の周

辺部分にそういう考え方があるのかも知れません

が、それは専門の方もいらっしゃるのでご存じで

あれば教えていただきたいと思います。とにかく、

そういう形でユダヤ教徒、キリスト教徒というのも

確かに神の言葉を受けた啓典の民ではあると、そ

の意味では良いわけですが、実際のキリスト教徒、

ユダヤ教徒は、今言ったようなウザイルなどを神の

子だと言ったり、あるいは単なる預言者でしかな

いイエスを神の子だと言ったりしている。このよう

に神の一神性を損なうような考え方を持つに至っ

ていることを考えれば、キリスト教徒、ユダヤ教徒

も実質的にはmushrik、すなわち多神教徒、にな

るという理解、考え方も出てくるわけです。このよ

うな観点に立てば、イスラームというのは神は一人、

一つだということを非常に強調していくという意味

で、一神教の中の一神教だというような理解も可

能であろうと思います。

次に、イスラームとイスラーム以前のアラブの宗教

について触れたいと思います。これまで述べたこと

は、どちらかと言うとクルアーンの話を中心に、イスラ

ームの一神性ということの強調を言ったわけです

が、イスラームという宗教がアラビア半島に生まれて

くるその直前の時代との関わり方は、それなりに面

白いというか、考えてみる価値のあることだろうと思

います。ただ私もそうですがそのような問題につい

ては、イスラーム研究者はすでにイスラームが出来上

がっているもの、生まれたものというそれから先を考

えることが中心になるので、それより前がどうだった

かということは、実はあまり考えないのです。ですか

らそういった意味で十分用意したとは思えませんが

少なくとも今回の発表に関しては、特にイスラーム以

前のアラブの宗教というものをどんなふうに考えてい

るのかというところを中心に、いくつかの本を見てみ

ました。

話を進めていきますと、最初にクルアーンの５３章

の１９節から２３節を引用したのですが、これはいわ

ばマッカ（メッカ）に住む多神教徒たちに対して語り

かけた文脈だと思います。そこには「あなたがたは、

アッラートとウッザーを何であると考えるか。それから

第３番目のマナートを。あなたがたには男子があり、

かれには女子があるというのか。それでは、本当に

不当な分け方であろう。それらは、あなたがたや祖

先たちが名付けた只の名前に過ぎない。神はどん

な権威をも、それらに下されなかった。」という話があ

り、ここでアッラート、アルウッザー、マナートという三

つの名前が出てきます。これはアッラーの娘たちと

イスラーム以前に言われていた三つの神々なので

す。クルアーンのこの文句に関しては一つの物語、

逸話というものであって、今読んだような表現になっ

ているわけですが、最初ムハンマドが神の言葉だと

言って聞いた時には実はこうではなかったという説

があります。それはここでいう「アッラートとウッザーを

何であると考えるか。それから第３番目のマナートを。」

とそこまでは一緒なのですが、その後「これらは偉

大な仲介者である。彼らのとりなしは期待できる。」

というような言葉でムハンマドは最初にこの文句を

伝えたといいます。ですからアッラート、アルウッザー、
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マナートという三つの神 と々いうのはいわば仲介者

として、それより上にあるアッラーに対してとりなしを

してくれるような、役に立つ仲介者なのだというよう

な意味の言葉だとして伝えたというのです。ただそ

れは、実はサタンによってその言葉を喋らされたの

であって、本当の神の預言の言葉ではなかったの

だということで、今ある言葉に置き換えたと伝承は説

明しています。この節は「悪魔の節」satanic

verseと言っているものです。

ここでは今述べたように、アッラーに対する仲介

者となるような低い神 と々いうものが出てくるわけ

ですが、それと同じように３９章の３節に多神教徒

たちとの話ということで、多神教徒たちはこんなふ

うなことを言うと記されています。「私たち（多神教徒

たち）が彼ら神々に仕えるのは、ただ私たちが神アッ

ラーのおそばに近づくためである。」と、そういうことを

多神教徒たちは言って、いわば偶像崇拝といわれ

るようなものを合理化しているのだ、という言い方を

しています。

この３９章３節と関連づけて見れば、アッラート、

アルウッザー、マナートをアッラーの仲介者と見ると

いう考え方は、イスラーム以前のアラブの宗教のな

かに存在していた見方だろうということはかなりの

確率で言えることだと思います。このマナート、アッ

ラート、アルウッザーという神々については、イスラ

ームの世界でも歴史家というか伝承家という人た

ちが書物を著わしています。配布資料の文献表に

イブン・カルビーの『偶像の書』を載せました。どうも

これが一番の基本的な資料になるもののようで、日

本語訳もありますので簡単に目を通すことができま

す。そういう中ではマナートという神は、マディーナ

とマッカとの間の海岸の部落にあったもので、それ

に対してムハンマドが属していたクライシュ族とかア

ラブのいろいろな人たちが犠牲を捧げるという形

で関わっていたといっています。アッラートはターイ

フというマッカの近くにあった四角い岩だといって

います。アルウッザーもマッカの近くのある谷に置い

てあった偶像であるといい、そのアルウッザーに対

しては参詣を行ったり、供物を届けたりあるいは動

物の生け贄を捧げたりしていたといいます。そして

クライシュ族はマッカの神殿カーバと同じようにアル

ウッザーのためにも聖域をもうけて、その中に動物

など、生きているものが逃げ込んだ場合にはそれ

を追いかけることは出来ないというような禁域の信

仰を持つものだったと言っています。そのようなア

ッラーの娘たちと言われるような神々が、近くのい

ろいろなところに祀られていたわけですが、今まさ

にカーバの聖殿といわれているところはイスラーム

以前からそのカーバの建物があったわけで、当時

はその中にいろいろな偶像が置かれており、その

中でも特にフバルとういものが一番重要な偶像だ

ったといわれています。それは紅玉瑞（こうぎょくず

い）という一種の宝石でできていたが、イブン・カル

ビーの表現によれば、左手が取れていたのでそれ

を金で補修してあったと詳しく記述されています。

とにかくそういう神 と々いうものが祀られていたとい

うわけです。

今確かにアルウッザーとかマナートとかアッラート

という名前を挙げたわけですが、そういう環境のな

かでイスラームで神といわれるアッラーはどういうふ

うな形で表現されていたのかというのが問題にな

ります。この問題については必ずしも資料が十分

にあるわけではなく、かなり推測に基づく論述だと

は思うのですが、ユリウス・ウェルハウゼンというド

イツの学者の研究が基本になっているようです。そ

の後のいろいろな研究を見ていても基本的な研究

としてウェルハウゼンを参照しています。確か彼は

旧約学の中でも大きな仕事をした有名な学者だっ

たと思います。先ほどもアッラーというのはセム族

での神名の一般的な表現だというような言い方を

しましたが、彼の言及などから見ても、やはりそうい

うふうに考えるようです。いろいろな神々が存在し

ており、アッラーという語はそういった神々を一般的

に呼ぶ呼び名だったのだと考えるのです。ですか
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ら例えばアルウッザーとかマナートも、アルウッザー

というアッラーという言い方が可能であり、またター

イフのアッラーといえばターイフに祀られている神、

すなわちアッラートであるというような意味合いで使

われていたのではないか。この辺は半分推測の話

ですから、肯定も否定もどちらもできてしまうかもし

れません。ただアッラーというものがある意味で一

般的な表現だということから、個々の神の特徴から

は区別されてきて、そしておそらくそれが実体視さ

れてきて、個々の具体的な名前を持つ神とは違う

独自の存在を持つ神になっていったのではなかろ

うかというようなことを言うわけです。他のアルウッ

ザーとかマナートとかに対してはしばしば犠牲を捧

げるという儀礼があったわけですが、アッラーとい

う名前で呼ばれる神に対してはどうもそういうもの

が無かったようだと言っています。

クルアーンの１０６章３節、一番後ろの方のクル

アーンで、それは非常に早い時期の啓示だと考え

られると思いますが、そこに「クライシュ族の保護

のため、冬と夏の彼らの隊商の保護のため彼らに

この聖殿の主に仕えさせよ。」とあります。この聖

殿の主はカーバの聖殿の主と考えるわけで、もち

ろんクルアーンの中ではこれはアッラーだというの

ですが、この言葉が啓示された時期で言えばカー

バというのはまだ異教の神々を祀っていたわけで

す。そういう意味ではこの聖殿の主というのは一

体何だという疑問が出てくるのです。この辺は必

ずしもすんなりと筋道が通って理解できるという感

じではないのですが、カーバの神殿にはかつては

フバルという像が立っていたので、聖殿の主とい

うのはこのフバルのことだったのではないかと推

測するわけです。それと先ほどアッラーという名前

は一般的な神を指す言葉だったということと考え

あわすと、「カーバのアッラー」というのは即ちフバ

ルだと、ウェルハウゼンなどは考えていきました。

フバルという偶像がカーバの神殿に置いてあった

ということは、イスラームの中でも歴史的な物語と

しては伝えられているわけで、そういった神のこと

を一般的なカーバの神という意味でフバルとアッ

ラーとは、同じものを言っていたのではないのか

という推測を進めていくわけです。ウェルハウゼン

が彼の議論の中で、こういうハディースがあると言

っています。預言者ムハンマドの祖父であるアブ

ドルムッタリブがカーバで生け贄をアッラーに捧げ

ようとしたが、アッラーはどういう生け贄をとるのか、

山羊がよいのか駱駝がよいのかというようなこと

だと思いますが、何が良いのかをフバルに尋ねた

という内容のハディースです。ただなぜか出典が

書いてないので、一応私もフバルという名前でハ

ディース集を検索してみたのですがそれに当たる

ようなものは見つからなかったので、あるとしても

かなりマイナーな、通常のハディース集には入って

いないようなものであろうと思っています。

そういう話もあって、イスラーム以前の状態の中で

はアッラーとカーバの神フバルを、紛らわしい状況で

捉えていたと言えるようなのです。イスラーム以前の

時代といっても全て偶像万歳というような状況では

なかったようで、偶像に対する信仰とういものもかな

り合理的というか、あまりまともに信じていないとい

う点があって、それもこの『偶像の書』にいくつか話

が出ています。タイという地名がありますが、そこに

はファルスという名前の像があると。それは何か山

腹の岩で、その岩の一部が人間の姿のような格好

をしている、それをファルスという名前の神というか

偶像として考えていたと言います。生け贄を捧げた

りもし、そしてその地は禁域にされていて、動物など

がそこに逃げ込むとその所有権は神に、実際には

管理人のものに、なってしまうというようなことです。

飼っていた駱駝に逃げ込まれてしまった男が、管理

人がここは禁域だからお前には所有権はないと言

ったにもかかわらず、その男は駱駝を持っていって

しまった。そこで管理人が怒って神にその男を罰す

るように祈ったが、実際には何も起こらなかった。そ

の神は無能だということが分かったので、この男は
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そこで偶像崇拝をやめてキリスト教徒になった。そし

てその後ムスリムになったというような伝承です。こ

のようにイスラーム以前のアラブの宗教状況は、さま

ざまな神、神像に対する崇拝から成り立っていたわ

けですが、必ずしも大真面目なものだけではなかっ

た。そしてそういう中でもアッラーという名前はやはり

知られていて、どうも一般的な神という意味で知ら

れていたようだと考えられています。

話の順番が変になったのですが、クルアーンの

２９章の６１節というところから数節にわたってまた

議論があって、いわゆる多神教徒と言われている

アラブの人たちに対して、誰が天と地を創造し太

陽と月を服従させるのかと聞いたならば、そういっ

た多神教徒たちは必ず神（アッラー）と答えると。天

地を創造するというような役割は、イスラーム以前

のアラブの人たちにもアッラーが行うことだという理

解があった、ということです。同じように、誰が天か

ら雨を降らせそれで死んでいる大地を甦らせるの

かと聞いたならば、やはり多神教徒たちも神（アッ

ラー）と答えると。そんなふうな言い方があって、イ

スラーム以前のアラブの社会、――この場合、アラ

ブといってもアラビア半島というのは地域的にある

いは宗教的にも三つ位に分けて、南アラビア、中部

アラビア、私が話しているのは中部アラビアでヒジ

ャーズ地方と言われている所です。後はもう少し北

の方のシリアなどに近い地域もイスラーム以前の宗

教としてはやや違った形態のものがあったと考えら

れています。――イスラーム以前のアラブの社会で

は、今申し上げたような形で、アッラーという名前

は知られており、そしてその神というのは創造者と

いうような、イスラーム期にあっても非常に重要な意

味を持つ、そういう働きを持つものとしては考えられ

ていた。しかしあまり具体的な特定の石ころに宿っ

ているというような形で崇拝の対象、あるいは生け

贄を捧げる対象という形では考えられていなかっ

た、と推測されています。そういう意味で、イスラー

ム期に至っていわば多神教の文脈・環境の中で存

在していた神（アッラー）といったものが、いわばム

ハンマドへの啓示を通して一神教的な神として理

解されるようになるわけです。

次に、イスラームにおける神理解の諸相です。イ

スラームの中で神はどういうふうに受け取られるの

かという議論なのですが、これではあまりにも広い

話になりますので要点をかいつまんでお話しした

いと思います。イスラームの入門書などを見ると大

抵出ていますが、宗教の名としての固有名詞のイ

スラームのほかに、イスラームという語は、服従する

とか帰依するという意味がアラビア語の意味として

あるのだと言われています。最近イスラームという

宗教はどういう宗教かを説明するときに、私は「全

人間的な宗教」という言い方をします。こういう説

明をするとどの宗教でもそうだと言われるのです

が、以下に述べるような観点でこの表現を使いた

いと思っています。すなわち、宗教は人間性全て

が関わると言ってしまえばそれ切りですが、人間の

あらゆる活動、手足を動かす活動、口を動かす活

動、あるいは心の中でいろいろなことを思う活動、

そういう全ての人間の活動において神というものの

権威を認め、そしてその神の意図に従うような形で

過ごしていくこと、それがイスラームという宗教の基

本的な立場だと考えており、このような態度を「全

人間的宗教」と呼びたいのです。そういう中で、神

と言われるものはさまざまな形で立ち現れてくると

思います。それを一応三つに分けて、立法者、信

仰内容を決める者、そして人間に内在する神とい

う、三つのあり方にまとめてみました。

最初の立法者というのは、人間の行動というも

のは全て神の意図にかなう形で行われるべきだと

いうニュアンスを持ちます。よく知られている豚肉を

食べてはいけない、という規定も神がそれを禁じ

ているからであり、このほかあらゆる局面での人間

の行動について神は規範を定めると考えます。そ

ういう意味でこの場合の神というのは、人間に対

してあれをしなさい、これはしてはいけない、その
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中にはこういうことはしてもしなくてもいいですよと

いうものもあるのですが、このような命令者という形

で人間に関わってくる。そのあり方、神と人間との

関係、はおそらく主人と奴隷、アラビア語で言うと

ラッブとアブドという関係にあると言えるでしょう。

２番目の信仰内容を提示するということで、いわ

ゆる教義とか神学とかの問題です。人間が神をど

ういうふうに捉えていくかというという議論になるわ

けですが、被造物である人間たちに比べると、神

は被造物に対する創造者であるということで、要す

るに人間たちとは全く違う、そして被造世界である

世界とも全く違うものとして見られていくわけです。

そういう意味ではこういう神学などが捉えていく神

は、いわば人間あるいは世界を超えたものという形

で、それを表現していこうとするのだと思います。

３つ目は人間に内在する神という言い方をしま

したが、これは主に神秘主義の問題であり、ある

いは哲学もイスラームの文脈ではそこに入ってくる

のかなという気もします。こういう領域、あり方、の

中では神と人間がどう関わってくるのかというと、

先ほどの主人と奴隷という形とは全く違います。

神秘主義というのは人間なら人間の魂というのが

何らかの形で絶対者と、あるいは神と言われるも

のと一つになるのだということをいろいろな表現を

通して考えていくという特徴を持っています。神と

人とが一つになるという神秘主義的な考え方で

は、主人・奴隷という文脈から言えば、主人が奴

隷になるということにもなってしまうわけです。で

すからそこら辺は神を理解すると言っても主人・

奴隷的あるいは法学的と言ってよいと思うのです

が、そういった関わり方とは全く違う種類の関わり

方というのがここでは出てくるだろうと思います。

ここに神秘主義の２類型というところで包摂的、排

除的という言葉を出したのですが、これも先ほど

中田さんがいわれた言葉とよく似ているのです

が、神秘主義の二つの類型を考えたということで

す。イスラームの中での有名な神秘家であるハッ

ラージュという人は、私は真理である、私は神であ

るというような表現を通して自分と神との一体性・

同一性を述べたと言われている人物ですが、そう

いうタイプの神秘主義というものを私はここで排除

的という言葉で表現しました。これは私が勝手に

思い込んでつけている名前ですから先ほど中田

さんが話されたニュアンスとは違うかもしれません

が、排除的というのはどういう意味かというと、人

間が神と向かい合って人間が住んでいる世界と

か宇宙とかといった一切のものを考慮しないで、

つまり排除してただ私は常に神を見る、神にしか

相手を見ないというタイプの神秘主義だと言って

いるわけです。神秘主義の文学作品ですとしばし

ば男女の恋愛を持ち出して対比的に語られること

が多いわけですが、まさにそういうことで、私は貴

方が大好きです、ですから私は貴方しか見えませ

ん、他のものなどどうでもいいのです、というタイ

プの神秘主義だというふうに考えています。そうい

う意味で排除的という表現を使いました。

それに対して包摂的な神秘主義というのは、具

体的にはイブン・アラビーという１３世紀の神秘家の

世界観を念頭において考えています。神と人間が

向かい合うことによってそれ以外のものに関心を持

たないとか、それ以外に心を向けないというような

ものではなくて、自分を含めたこの世界というもの

それ自体が何らかの形での神、あるいは絶対者の

顕現したものなのだと、あるいは絶対者が世界とい

う形で現れているのがこの私でありこの世界なの

だ、というふうに考えるタイプの思想です。それは私

と神というものだけではなく、私だけではなく宇宙

全体が神そのもの、神と何らかの意味での一体性

を実現するのだという意味での包摂的という言葉

を使っているわけです。神秘主義ということで言え

ば、共に同じように神とか絶対者と一つになるとい

うことを言うわけで、それ自体、先ほど申し上げた

ような法学的な主人と奴隷タイプの考え方とはとて

も違うということはあるわけですが、同時に神秘主
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義の中でも包摂的排除的ということを考えると、私

という人間一人と神との間の一体性を主張すると

いうものと、自分を含めた世界全体が神の何らか

の形での顕現であるという形で一体性を維持して

いるのだというものとでは、同じ絶対者・神の理解

としても随分違ってきていると思います。ここで幾

つか例をあげたのですが、要するに同じ一つの宗

教であると思われているイスラームの中でも、やは

り神のどういう面を取り出しどういう面と向かい合

うかということによって、ものの考え方・思想表現も

違ってくるのではないかということを申し上げたか

ったのです。もちろん、イスラームの宗教的営みと

いうものは常に神の言葉の体現であるクルアーンを

通して行われているわけですし、いま言ったような

法学であれ神学であれあるいは神秘主義の人たち

であれ、やはりクルアーンを読みそしてその中で自

分たちの考え方を展開させているわけです。です

からその意味では、随分違うアプローチをしている

ではないかと言ってはいるのですが、まさにクルア

ーンというテキスト自体が法学的な議論、神学的な

議論、あるいは神秘主義的な理解、そういったもの

全てをいわば渾然一体に含んでいるというものな

のです。法学、神学などの個々の領域だけで独立

させてしまって理解するというのも、やはりそれは

全体的には正しいアプローチではないだろうと思う

のです。おそらくさまざまなメッセージを放射するク

ルアーンの全体が、神の意図というものを統合的に

表現しているのだとムスリムは考えるのだろうと思う

のですが、いかがでしょうか？全体像はひとまずお

くとして、個々のアプローチの仕方からはそのアプ

ローチに応じた神の異なる面が現れるのだという

こと、それがここで申し上げたい点です。

（４）のまとめですが、実は昨日の真夜中にその時

は一生懸命考えて思いついたことを書いただけで、

一晩寝たら単なる妄想だったということになるかも

しれません。多神教、あるいは一神教でも良いわ

けですが、神なるものと人間との関わりということ

からこの問題は見ていけるのだと思うのですが、一

番最初に引用した宣長が考えているような神観念

の中での人間と神 と々の関係というのは、これも最

初に申し上げたようにイスラームの中で言えば、人

間と神のみならず天使、ジンなどというさまざまなス

ピリチュアルなもの、そういう全体との関係に対応

するだろうと思います。イスラームで神という言葉で

指しているものと、日本の宗教で神という言葉で指

しているものを安易に同値し、比較するのはやはり

正しい理解にはならないと思います。我々日本人

がイスラームを見ると、神という言葉自体に何となく

日本語のもつそういうイメージが常に付き纏ってい

ると思うのです。ですからそういう意味でイスラーム

の神というものを考えるのも、日本語を通している限

り日本人にとってはなかなか理解が難しいのでは

ないかと思います。人間の世界と対比される神的

なものの世界、すなわち神そのものの世界という

のは、ある意味でやはり不可知なものなのです。

クルアーンの中でも神はガイブだと言っています。

ガイブというのは目に見えない、知ることができない、

要するに人間の知力の及ばない領域（不可知界）

という意味であり、このような言葉で神の考えるこ

と行うことを表現しています。ガイブである、不可知

であるということ、それが神そのものの在りようであ

るが、啓示というプロセスを経ることによって、その

啓示を通して分かる限りでのみ人間は神のことを

理解できるのだ、と言うのです。それをもう少し拡

大してみると、ある人が神について理解するという

のはその人の信仰、心の中、に現れた神である限

りで、その人は神を理解しているのだ、ということで

す。これは先ほど引用したイブン・アラビーという人

物が言う言葉ですが、「信仰の中に創造された真

理」、「信仰の中に創造された神」という言い方をす

るのですが、イブン・アラビーにあっても神そのもの

とか絶対者というものはまさにガイブであり、それは

もう誰にも分からないと。しかし神が啓示なり何な

りの形で自らを現すことによって初めて神を知るこ
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とができるのだと。しかしながらそこで知る神という

のは、神そのものというものではなく、その人の心

に映じた神でしかない。まさにその受け手の心に

現れた形でしか神というものは表象できない、理

解できないというふうに考えるのです。それはガイ

ブの神と違うのか同じなのかも分からないが、それ

を通してのみガイブの神の一部なりを人間は知る

ことができるし、またそれ以外には人間は知ること

ができないわけです。そういうふうに考えてみると、

イスラームの信仰者が理解するイスラームの神がイ

スラームの神としての神であり、キリスト教徒の理解

する神というのはやはりキリスト教徒の理解する神

であって、神そのものはやはり分からない。である

けれどもそれぞれの信仰を持つ人、あるいはそれ

ぞれのスピリチュアルな力を持つ人の力に応じる

形で、ガイブである目に見えない、知ることのできな

い神は姿を現している。そしてそこで現れたものし

かその人にとっては分からないのだというふうに考

えるのです。そうしますと結局、いろいろな人全て

にいろいろな形で絶対者である神は自らを現して

いる。そこで現されたものは、その人にとって唯一

の神になる。イブン・アラビーもそういうことを言うわ

けですが、ムスリムの心にはムスリムの神として映

るわけですし、キリスト教徒にはキリスト教の神とし

て映る。そしてさらに多神教徒の人に対しても多神

教徒の偶像として、絶対者でありガイブである神は

現れるのだという言い方をしていきます。

イブン・アラビーはまた詩人としても有名なので

すが、彼の書いた詩の一節で有名なものがありま

す。「私の心はどのような形をとることもできる。それ

はカモシカの牧場であったり、キリスト教修道士の

修道院であったり、また偶像のための寺院、巡礼

者のカーバ神殿、トーラーの書板、クルアーンの書

物でもある。私は愛の宗教に従う。愛の駱駝がど

の道をたどろうと、それが私の宗教であり、私の信

仰なのです」という意味のことをイブン・アラビーは

詠っています。結局、絶対者そのもの、神そのもの

というものは分からない。であるけれども、神から

の働きかけによって個々の人々が知ることができた

もの、それのみがその人にとっては絶対者との通

路になるのであって、その意味でその通路は全て

その人にとっての絶対者であるということであり、世

界の宗教のどんな宗教であってもそれはそれ自体

として絶対者の何らかの現れの信仰なのだと。そ

の意味ですべての宗教は同等だと言ってよいの

か、あるいは絶対者に対して同じ位置関係を持つ

のだという言い方をするわけです。

先ほどイスラーム以前のアラブの宗教の話をしま

したが、ウェルハウゼンの後にタゥフィーク・ファフド

という学者がイスラーム以前のアラブの宗教につい

て大きな本を書いているのですが、彼なども言っ

ている言い方では、イスラーム以前のアラブの神々

といったものについて、当時のアラブの人たちがそ

の神性あるいは神の属性についての議論を神学

的にしたとは到底思えない、そしてどうも彼らは唯一

の神の多様な顕現（エピファニー）であるというふう

にそれらを見ていたのではないか、と述べていま

す。歴史的にイスラーム以前のアラブの神 と々いう

のは、唯一神の顕現だとファフドは言っているわけ

です。ありとあらゆる宗教で神だと言っているもの

は、知ることのできないガイブという不可知の神の

現れであるというイブン・アラビーの考え方とも繋が

っているようにも思えます。このイブン・アラビーの

思想はしばしばshirkであると、すなわち、多神崇

拝であると批判を受けてきました。このイブン・アラ

ビーの思想は、イスラームという、いわゆる一神教

中の一神教という中で生まれているわけです。不

可知の絶対者、ガイブといったものが顕現のプロセ

スを経て多様な存在者として現れてくるという考え

方は、現象世界の背後に一つの究極的な実在を

想定しているという意味で、やはり一神教的だと言

えるのではないかと思います。このような点を考慮

するならば、一神教、多神教というものを対立的に

捉えることはなく、一神教と言われるものの中にも
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いわゆる多神教的な要素が現れてくると考えられ

ます。イスラームという思想の文脈の中でも、イブ

ン・アラビーのような考え方も出てくるわけです。

そしてまた逆に多神教的な文脈・環境の中でも

一神教的な要素というものはやはり現れてくると

思います。例えば一番に思いつくものとして、仏教

ではいろいろなブッダを構想するわけですが、そ

のさまざまなブッダというものは唯一の法身、ダル

マの顕現であると説明することができます。沢山

のブッダの背後に一つの法身という観念をおくと

いうのは、ある意味で様々な神々というのも全て

何らかの形で絶対者の現れである、とする一神教

的文脈の中で出現したイブン・アラビーの思想と、

強い親和性を持っているのではないかと思いま

す。そういう意味でイブン・アラビーの思想が汎神

論的だとは必ずしも簡単には言えないと思いま

す。いわば一神教の中にもあるいは多神教の中に

も、等しく見い出せるような、一神教と多神教と分

かれる中の中間領域というような汎神論的な状

態、もう少し正確に言うならばむしろ万有在神論
panentheismというような領域、そしてそういう領

域が全ての宗教にあり、そういう中間領域というも

のがあるいは一神という形で凝縮したり、あるいは

それが拡散してさまざまな神々という形になったり

するというような考え方も、もしかしたらできるのか

もしれない。これはもちろん歴史的な観察に基づ

くというよりも、良く言えば素晴しい洞察に、悪く

言えば単なる思い付きに基づく観念でしかないの

ですが、一神教、多神教という言葉自体が価値観

に汚されているという現在の状況の中ではむしろ

混沌の状態でよく分からない汎神論的あるいは万

有在神論的な神観というものに着目し、それが一

神性あるいは多神性という方向に拡散したり凝縮

したりすることによっていろいろな種類の神観が

でてくるのだという理解の道筋も存在するかもし

れない。このように考えて、最後に付け足させて

いただきました。実はこれは昨晩思い付いてまと

めてみたもので、蜃気楼のようなものかもしれませ

ん。一神教、多神教というような言葉は確かに非

常に分かりやすい表現だと思うのですが、分かり

易いだけに安易なレッテル貼りに使われているよ

うに思います。そこで少し分かりにくくして、しかし

どちらに対しても同じような距離を持てるような表

現はないかと思い、神性拡散型、神性凝縮型とい

うような表現をあえて提示した次第です。

一応、今日の話はこれで終わりにさせていただ

きます。
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２００３年度は、特に「アメリカのグローバル戦略」とは何かということに注目し、 
それぞれの一神教の視点から、批判的に議論を深めていくことを目指した。 

アメリカは今や軍事・経済・情報の各面で世界に圧倒的な優位を保持しているが、9・11テロに見られるように、
国外からのそれへの反発も大きい。 

アメリカ国内ではキリスト教右派が大きな政治勢力になって久しく、中東地域諸国の反米感情の背後には、イスラ
ームの理念と価値観が存在している。この研究会では、アメリカの軍事・外交戦略と一神教の関係というユニーク
な視点から、今後の国際政治と文明・宗教という問題について多角的な分析を試みる。 

１２月２０日　開催地：同志社大学　東京オフィス 
村田晃嗣「アメリカ外交の歴史的潮流」 
山口　昇「ブッシュ政権の軍事戦略」 
コメンテーター：田原 牧　中田 考 

１月１０日　開催地：同志社大学　今出川キャンパス 
宮坂直史「国際テロリズムとその対策」 
石川　卓「大量破壊兵器の拡散問題について」 
コメンテーター：中西 寛　松永 泰行 

３月６日　開催地：同志社大学　東京アカデミー 
内田優香「米国の対中東政策」 
伊奈久喜「米国の政策コミュニティー」 
コメンテーター：臼杵 陽　森 孝一 

第1回 

第2回 

第3回 

参加研究者 

中田　　考 同志社大学 神学研究科教授 
小原　克博 同志社大学 神学研究科助教授 
細谷　正宏 同志社大学 アメリカ研究科教授 
四戸　潤弥 同志社大学 神学研究科教授 
富田　健次 同志社大学 神学研究科教授 
臼杵　　陽 国立民族学博物館 
 地域研究企画交流センター教授 
田原　　牧 東京新聞 特別報道部記者 
松永　泰行 日本大学 国際関係学部助教授 
伊奈　久喜 日本経済新聞論説委員 
石川　　卓 東洋英和女学院大学 国際社会学部助教授 

北澤　義之 京都産業大学 外国語学部助教授 
見市　　建 京都大学東南アジア研究センター　 
 日本学術振興会研究員 

宮坂　直史 防衛大学校 国際関係学科助教授 
村山　裕三 大阪外国語大学 外国語学部教授 
中村　　覚 神戸大学 国際文化学部助教授 
中西　　寛 京都大学 大学院法学研究科教授 
小川　　忠 国際交流基金 企画課長 
内田　優香 民主党政策調査会 副主査 
山口　　昇 陸上自衛隊研究本部 総合研究部長（陸将補） 

「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会 
幹事：森 孝一　（同志社大学 神学研究科教授、拠点リーダー） 
 村田 晃嗣（同志社大学 法学研究科助教授） 

研究会報告 
部門研究2
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日 時  

会 場  
／２００３年１２月２０日（土） 

／同志社大学　東京オフィス　セミナールーム 

スケジュール 

２:００～３:００　発表：村田 晃嗣「アメリカ外交の歴史的潮流」 
３:００～３:１５　コメント：田原 牧 
３:１５～３:２０　休憩 
３:２０～４:２０　発表：山口 昇「ブッシュ政権の軍事戦略」 
４:２０～４:３５　コメント：中田 考 
４:３５～４:４０　休憩 
４:４０～６:００　ディスカッション 
６:３０～８:００　懇談会（自由参加） 

発 表  
 

コメント 

／村田 晃嗣（同志社大学法学研究科助教授） 
山口 昇　（陸上自衛隊研究本部総合研究部長（陸将補）） 

／田原 牧　（東京新聞特別報道部記者） 
中田 考　（同志社大学神学研究科教授） 

部門研究2  ２００３年度第１回研究会 

部門研究２
２００３年度第１回研究会
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研究会概要

本研究会において、村田晃嗣助教授と陸上自衛隊の山口昇氏は、それぞれの専門的観点から米国の外

交・安全保障政策を論じた。

まず、村田助教授は、ウォルター・ミードの分析に依拠しながら、歴史的に見て米国外交には４つの潮流

（国内重視派のジェファソニアン、海外市場重視派のハミルトニアン、国益のためなら軍事力行使も辞さ

ないジャクソニアン、米国の道義的優越性を唱えるウィルソニアン）が存在し、さらにそれらが交錯しあ

ってきたことを強調するとともに、単純なネオコン外交論を批判した。

ブッシュ政権は、ジャクソニアンを根底に他の３つの潮流が上部構造として存在している。そのことは、

内外の要因によってブッシュ外交の「逆説」を生み出した。同盟国を軽視したクリントン政権を批判しなが

らも、９・１１テロ以降、制度的な同盟重視路線からアドホックな「有志連合」へ重きを置くようになったこと、

中国を「戦略的ライバル」と定義づけていたにもかかわらず米中協調へとシフトしたことが、その例として

挙げられる。また、イラク占領統治のつまずきから、ネオコンが凋落しはじめたことは、米国が国際協調

路線へ舵を切る兆候である。

主権国家の枠組みから統合へ向かうヨーロッパとの外交関係の不手際と比較して、主権国家の枠組み

が強い東アジアでは、ブッシュ外交は適合的であり、台頭著しい中国や核開発を放棄しない北朝鮮が存在

するゆえ、日米同盟は不可欠である。したがって、この同盟関係を強固なものにするために専門家の対話

をより活発にするなどの知的インフラの整備が望まれる、と村田助教授は結論づけた。

山口氏は、在野時代の共和党の議論に着目しながら、ブッシュ政権の軍事戦略を論じた。現政権の安全

保障政策にたずさわるプレーヤーの多く（パウエル、チェイニー、ラムズフェルドなど）は、ブッシュSr. あ

るいはフォード政権のもとで活躍しており、総じて実務能力に恵まれた現実主義者である。彼らは、クリ
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ントン政権下の共和党の議論に大きな役割を果たした。それはサイバーテロなどの非対称脅威への対処

（本土防衛）の重要性を主張した国防委員会報告や、ミサイル防衛を促すラムズフェルド委員会報告とな

って結実した。

ブッシュ政権成立後、これらの多くが実際の政策となった。ミサイル防衛促進のためのABM条約破棄、

本土防衛や地域紛争への対応を謳ったQDR2001がそれである。ただ、（現時点で）前方展開戦略の見直

しについては、「不安定の弧」に対応するグローバル戦略と海外基地との関連で検討している段階である。

また、イラク戦争では、軍のディシジョン・サイクルの素早さや目標設定から破壊までの時間短縮といっ

た米軍の迅速化がみられた。

しかし、北朝鮮問題など、ブッシュ政権にも多くの課題がある。こうした課題や上述した米軍の戦略に

ついて日米間の対話が必要である、と山口氏は結んだ。

（ＣＩＳＭＯＲ奨励研究員・法学研究科　小出 輝章）
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私のタイトルはアメリカ外交の歴史的潮流という

大きなもので、研究会の第一回として前座でござい

ます。ブレーンストーミング、たたき台にしていただけ

ればと思います。ただ問題関心といたしましては、

９・１１以降の動き、ブッシュ政権の外交を考える時

に、少し長いパースペクティブで考えなければ、

日々溢れる情報の中で溺れてしまう危惧感があり

まして、歴史的な観点で考えてみたいということで

あります。

アメリカ外交の歴史的潮流には四つの潮流、ジ

ェファソニアン、ハミルトニアン、ジャクソニアン、ウィ

ルソニアンとございます。ジェファソンはアメリカの第

３代大統領です。ハミルトンはアメリカの初代の財

務長官。ジャクソンは１９世紀初頭の大統領です。

ウィルソンは第一次世界大戦の時の大統領です。

ウォルター・ミードは,ニューヨークにある外交問題評

議会のシニアフェローでSpecial Providenceという

本を書いております。その中でアメリカ外交の歴史

的な潮流としてこの４つを挙げています。タイトルの
Special Providenceは「神の摂理」とか「特別なお

慈悲」と訳されますが、これはアメリカのファウンディ

ング・ファーザーたちが、この国は神の特別なお慈

悲、摂理によってつくられた国だと繰り返し言って

きたことから来ています。ミードは直接にはドイツの

鉄血宰相であったビスマルクの発言とされるものを

引いてこの本のタイトルにしています。「神様は酔っ

ぱらいと愚か者とアメリカ合衆国には特別のお慈悲

をお持ちである」。ビスマルクはアメリカのファウンデ

ィング・ファーザー（Founding Fathers）たちが「こ

の国は神の特別なお慈悲のもとにある」と言ったこ

とに対する皮肉を言っているわけで、アメリカのよう

に多元的で、チェック・アンド・バランスが行き届い

ていて、地方分権が強く、マスメディアが発達してい

る国で、国益を前提にした一貫した外交政策が、

もしできるとすれば、神の特別なお慈悲以外のな

にものでもない。つまり極端にいえば「アメリカ合衆

国などに外交などありえない」ということを言ってい

るわけでございます。

ヨーロッパのインテリやリーダー層の間でのこうし

たアメリカ外交に対するネガティブな見方は、わりに

広く共有されていまして、１９世紀から２０世紀初頭に

活躍したイギリスの有名な外交官にブライスという

人がいますが、この人は民主主義論でも知られて

います。「アメリカにおける外交とはアイルランドにお

ける蛇と同じである」。アイルランドには蛇はいない。

同様にアメリカの外交もないというふうに言ってい

るわけです。１８２０年代のアメリカを訪問して、今日

に至るまで最もすぐれたアメリカ論を書いたとされ

るトックヴィルも、アメリカの政治風土の中で、外交

政策の立案は非常に難しいものであると考察をし

ていることはよく知られるところであります。しかし

ミードはビスマルクの言葉を引きながらビスマルクか

ら１００年以上たった今日、果たしてアメリカ外交はビ

スマルクが言うほど、どうしようもないものだったの

か。ビスマルクがつくったドイツ帝国はそれから１００

年あまりの間に、２度の世界大戦を起こして２度の

敗戦となり、国土を分断されて今日に至っている。

ところがアメリカ合衆国は今や世界の超大国になっ

同志社大学法学研究科助教授

村田 晃嗣

「アメリカ外交の歴史的潮流」
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ている。果たしてアメリカ合衆国の外交はビスマル

クが言うほどどうしようもないものか。そのパフォー

マンスがこの１世紀余りの間実はよかったのだと言

うわけでございます。

この４つの分類について簡単にご説明申し上げ

ますと、ジェファソンとハミルトンを対比的に捉える

のは、アメリカ外交史ではわりと通説です。ジェファ

ソンはリパブリカンという政党をつくりますが、今日

の民主党の源流で、ハミルトンがつくったフェデラリ

ストが今日の共和党の源流になっています。二大

政党制の基礎をつくった人たちであります。ジェフ

ァソンは、建国期のアメリカの発展を広大な国内の

開発と考えて、独立自営農民こそがデモクラシーの

基盤であると考える。国内に発展していくアメリカに

とって、中央政府があまり強すぎてはいけないと考

えたわけです。国内に発展する大陸国家としての

アメリカという意味で、ジェファソンがモデルに考え

たのがフランスです。ジェファソンが、フランス公使を

務めたたいへんなフランスびいきであったことはよ

く知られています。

それに対してハミルトンは、海外貿易の中で、国

際関係の中で発展するアメリカ、海に広がるアメリカ

を指向したのであって、強い中央集権、まさにフェ

デラリストですが、中央集権国家をめざし、彼がア

メリカの建国期のモデルに考えたのは、当然、当

時の覇権国家であった大英帝国であったわけであ

ります。

この二人の対立はしばしばアメリカ外交を説明

する時に述べられています。最近、ＮＨＫブックスか

ら翻訳が出ましたが、ジョージタウン大学のチャール

ズ・カプチャンという人が書いた『アメリカ時代の終

わり』（上・下）という本があります。この本の中でも

ジェファソンとハミルトンの路線を対比的に捉えて

アメリカ外交の歴史を説明する下りが出てまいりま

す。それに対してジャクソンは米英戦争の時の戦果

で、軍人から英雄として大統領にのぼった人物で

す。ジャクソンに代表される路線は、アメリカの国威

や国益、国土防衛のためであれば、赤裸々な軍事

力の行使を辞さないアメリカです。

ウィルソンは第一次世界大戦後に国際連盟の創

設を提案した人物ですが、ウィルソンに代表される

路線は、アメリカの外交政策の基盤には道義的優

越がなければならず、民主主義、人権、言論の自

由、平等、アメリカの基本的な価値を世界に押し広

げることこそアメリカ外交の課題であると考えるのが

この路線です。

私がこのミードの議論を紹介して申し上げたい

ことは、アメリカ外交には、ミードの分類だけで正し

いかどうかは別にして、いくつもの地下水脈が存在

して、いくつもの潮流が存在していることです。その

時々の国際政治、アメリカの国内政治の動向によ

って、ジェファソニアンの要素が強くなったり、ハミ

ルトニアンの要素が強くなったり、ジャクソニアンが

表に出たり、ウィルソニアンが表に出たりするが、複

合的な性格のものであり、どれか一つの観点から

だけでアメリカ外交を説明する議論はかなり粗暴な

議論であるということを申し上げたいわけでありま

す。ただ、４つの潮流はいつも４つが同等に存在す

るわけではなく、おそらく根底においてジャクソニア

ンは常にある。アメリカの国益や国土防衛のために

は軍事力も辞さないアメリカというものがあって、そ

の上にジェファソニアン的な方向を指向するアメリ

カ、ハミルトニアン的、ウィルソニアン的なアメリカが、

いわばマルクス主義的には上部構造としてあって、

どういう組み合わせになるかはその時々に違ってく

るということなのだろうと思うわけです。

ブッシュ政権について申しますと、一つ間違い

ないことは、２００１年にブッシュ政権が発足した時、

多くの識者が考えたことは、果たしてどの潮流で

ブッシュ政権をキャラクタライズすることが適当か、

ということでした。専門家の間でも意見が分かれ

たと思います。ミード自身、明確にはブッシュ外交

について位置づけはしていませんが、ミードの議

論では、ブッシュ大統領自身にはジャクソニアンの
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要素と同時に父親からつながる国際秩序の中の

アメリカというハミルトニアンの要素がある。パウ

エル国務長官は、アメリカの国益を比較的限定的

に考えて、アメリカの対外関与をできるだけ国益と

の連動で小さく捉える意味で、ジェファソニアン的

な要素があるかもしれないという言い方をしてい

ます。チェイニーやラムズフェルドに代表される路

線ははっきりとジャクソニアン的であって、そういう

ものの混合としてブッシュ政権は発足したという言

い方をしているわけです。

ただ、ブッシュ政権が発足した時、誰にとっても

明らかであったことは、この政権はおよそウィルソニ

アンとは縁がないと思われたわけです。ところが

９・１１を経て今日のブッシュ外交を考えます時、実

はブッシュ外交が極めてウィルソニアン的になって

いることが、ブッシュ外交の大きな逆説と言うことが

できるのではなかろうかと思います。

今、ウィルソニアンと申し上げましたが、今のアメ

リカ外交が直面している大転換、まさに大きな変動

の時期を迎えていますが、これは恐らくアメリカ外交

にとってウィルソン時代以来の大変動に直面してい

るのではないかと思います。今我々が体験してい

る国際政治の変化は、大げさに言えば、有史以来

の大きな変化が国際政治に起こっていると言って

もいいのではなかろうかと思います。

通常、国際政治を理論的に分析する時に、３つ

の分析レベルで考えます。一つは個人のレベル。

国際政治に果たす個人の役割はどの程度のもの

か。ヒットラーの野望、東条英機の意思決定は国

際政治にどういう影響を及ぼすか。ある時には政

治家の個性とか官僚の偏見が政策を大きく変える

可能性があるので、インディビジュアルなアクターが

果たす役割は重要です。２層目のレベルとしてそ

れぞれの国が抱えている国内社会の体制がありま

す。民主主義国家なのか、多民族国家なのか、２

大政党制なのか、どういう宗教的問題を抱えてい

るのか、というような国内政治、国内社会のレベル

の問題です。３層目の問題は、国際政治を考える

時、タイトに国際政治を規定するものとして国際シ

ステムがある。その時々の国際システムが１９世紀

のヨーロッパのような多極型のものなのか、冷戦期

のような２極構造のものか、今、我々が直面してい

るような一極構造のものなのかによって国家や国

際政治のアクターのビヘイビアは変わってくると考

えるわけです。これは経済学からの借り物の議論

であり、経済学の理論では一企業がマーケットを

独占している時と寡占の時、自由な競争が行われ

ているときでは企業の行動原理は変わってくるし、

消費者の行動原理も変わってくるわけです。それ

を国際政治の論理に当てはめれば、１つの強大な

国が国際政治の中に存在している時と、２つの大

国が存在している時と、ほぼ互角の大国が５つ、６

つもある時では、国家や国際政治の行動は変わっ

てくると考えるわけです。個人と国内社会と国際

政治の３層から考えるというのが、国際政治学の

常道、少なくとも欧米の国際政治学の常道といっ

てよろしいかと思います。

このように考えますと、国際政治の構造に起こ

っている変化は非常に大きなことであると思いま

す。これも国際政治の古典であるＥ.Ｈ.カーの『危

機の２０年』以来、多くの国際政治学者は国際政治

を分析する時に、軍事力の要因と経済力の要因

と文化・情報を含めた価値の局面、つまり力と富

と価値という３つの局面から国際政治を考えるこ

とを常にしてまいりました。３つの局面のどれをと

りましても今のアメリカの優越は相当程度のもので

ある。軍事力に関して言うならば、世界全体の軍

事力の４０～４５％をアメリカ一国が占める。軍事技

術につきましても、ヨーロッパの兵隊一人あたりの

研究開発費が７,０００ドルであるのに対して、アメリ

カの将兵一人当たりの研究開発費は２８,０００ドル

と言われていまして、技術の面でも大幅な優越を

誇っている。軍事におけるアメリカの優越は疑うべ

くもない。経済においても依然としてアメリカは世
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界の３０％のＧＤＰを示しており、世界経済の動向

がアメリカに大きく左右されていることは言うまで

もない。情報、価値の局面、文明というところでは

アメリカ的価値が大きな挑戦を受けているわけで

すが、しかし、インターネットベース上で開示する情

報は英語であり、世界の映画市場に占めるハリウ

ッドのシェアが８５％と言われる中で、価値の局面

でもアメリカの力は大きい。

これほど大きな力の集中を一つの国が占めたこ

とは、おそらく人類の歴史の中で初めてのことです。

ローマ帝国以来と言われますが、ローマ帝国は所

詮、地域帝国であって、グローバルにこれだけ一国

に力を集中させた事例を人類は未だ知らないわけ

で、単に９・１１とかイラク戦争とかマイオピックな短

期間の国際政治の視野で今の問題を考えるべき

ではない。我々は歴史的な大転換の時期に直面

しているという認識を、私は持つべきであろうと思

っています。大きな力を持ってしまったアメリカも、

それをどう行使するか、行使すべきではないかとい

うことについて、十分な学習と経験が積まれてい

ない。アメリカ以外の世界も、これほど大きな大国

とどう共存していくかということについての経験と学

習がまだ積まれていない。そういう過渡的な時期

に９・１１が起こり、アフガニスタンを経てイラク戦争

へと向かっていったということが言えると思います。

そういう構造上の問題がある。個人と国内社会と

国際システムで言うと、国際システムの大変化が非

常に大きな要因としてあります。

したがって今のブッシュ外交を考える際にさまざ

まな問題点を指摘できるわけですが、それがどの

程度国際システムから派生した問題であるか、どの

部分がアメリカという極めて特異な社会が抱えて

いる問題から派生したことなのか、何がブッシュ政

権固有の問題であるか、ということを、厳密に分け

ることはできないかもしれません。しかし、できる

だけ分けて考えるような努力をしないと、何でもか

んでもブッシュ政権の問題であるという議論はおよ

そ生産的ではありません。あるいは何でもかんで

もアメリカ社会の病理だという説明では分析的で

ないのであって、この三つをどれだけ分けて考え

られるかということが、重要な知的な作業であろう

と思います。私は、おそらくブッシュ政権に固有の

問題もたくさんあるし、宗教右派の問題、ユダヤ人

ロビーの問題も含めて、アメリカの国内社会が抱え

ている問題はあると思いますが、今日のアメリカが

直面している大きな問題は、国際システムの変動

からきている問題が恐らく一番大きいのではなか

ろうかと考えています。

たとえば日本が今のアメリカと同じくらいの軍事

力と経済力と文化情報上の力を持ってしまったら、

日本は現在のアメリカより国際協調的であろうかと

問うと、私の答えは残念ながらネガティブでありまし

て、今の日本がアメリカと同じくらいの力を享受すれ

ば、今のアメリカより、より穏健でなく、より国際協

調的でない外交政策をとるのではないかと考えま

す。戦前に、軍事力一面において、しかもわずかア

ジアに覇を唱えただけで侵略戦争を起こして帝国

を滅ぼした日本。戦後において、経済の一局面で

世界第二位になっただけでバブル経済に踊った日

本が、軍事、経済、価値のすべての局面で今のア

メリカのような突出した優越を享受した時に、日本

外交が今のアメリカ外交よりも国際協調的であると

想像することは私には困難であります。この主語を

仮に中国に置き換えましても、イラク戦争でアメリカ

に鋭く反対したフランスやドイツ、ロシアに置き換え

ても、私の答えは同じようにネガティブであります。

アメリカという国だから起こっている問題というより

も、アメリカが今手にしている極端な力の集中から

派生している問題が、大きいところではないかと考

えているところでございます。

次にブッシュ外交について述べたいと思います。

ブッシュ政権が発足した時、およそウィルソニアン的

でないと見られたブッシュ政権が、今大変ウィルソ

ニアン的である。ウィルソニアン的な理念をジャクソ
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ニアン的な力を背景にして実現しようとしている。

そういう批判がなされる。まさにジャクソニアンとウ

ィルソニアンの混合こそが、しばしば言われるネオ

コンの特徴といってよいかもしれません。大変ウィ

ルソニアン的になってきたことはブッシュ政権の一

つの逆説ですが、それ以外にもブッシュ外交にはい

くつもの逆説というものを指摘することが可能だと

思います。まず、一つのブッシュ外交の極めて顕著

な特徴、共通する特徴はアンチ・クリントンで一貫

していることです。いずれのアメリカの政権も、政党

が変わって政権が変わった場合、前政権の外交政

策を否定して独自の外交路線を打ち立てることは

常々行われますが、ブッシュ外交ほど、前のクリント

ン外交を強く否定してアイデンティティを確立しようと

する外交はなかったと言っていいのではないかと

思います。クリントン外交がしばしば日米関係をは

じめとする同盟関係を傷つけてきたことの反省か

ら、ブッシュ政権は国益と同盟の重視を強く打ち立

てて出発した政権であります。ところがそのブッシュ

政権が、９・１１の時、アメリカの最も重要な同盟国

であるＮＡＴＯが歴史上初めて集団自衛権の行使

を決定しましたが、しかしアメリカはそれに全く頼る

ことなく、アフガニスタンで軍事行動を起こし、イラ

ク問題ではヨーロッパにおける主要同盟国であるフ

ランス、ドイツとの関係を大きく傷つけて、イラク戦

争へと進んだわけであります。その代わりに、そう

いう同盟関係を悪化させながら、旧来の既存の同

盟の枠組みにとらわれない「有志連合」という新し

いキャッチフレーズをブッシュ外交は使用するように

なったわけで、同盟重視をうたって発足したブッシ

ュ外交が、ヨーロッパの主要な同盟関係を傷つけ

て有志連合へと傾斜しているのは逆説というか、皮

肉なことであろうと思います。有志連合という言葉

がいつ頃から使われだしたかはっきりとわかりませ

んが、名称は目新しいものだと思います。一言補足

的に申し上げますと、国際政治が有志連合を軸に

運営されてきたことは何もブッシュ外交で初めての

ことではなく、国際政治は多くの場合、有志連合の

組み合わせによって進展してきたわけで、既存の

同盟よりももっとフレキシブルな有志同盟に傾斜し

ている点は指摘できるにしろ、まったく新しい現象

だとは思いません。極端に言えばＧ８サミットは有

志連合ですし、有志連合以外の何者でもありませ

ん。国際政治は、多くの有志連合の網の目でつく

りあげられてきていると言ってよいと思います。

ブッシュ外交のもう一つの逆説は、クリントン政権

が何度かソマリアをはじめ人道介入をやって失敗

する中で、ブッシュ政権は不必要に人道介入をしな

い、「破綻国家の国家再建に自国の戦力を投入す

るつもりはない」と主張していたブッシュ政権が、今

やアフガニスタンとイラクで、他国の国家再建に十

数万の兵力を展開して事にあたらなければならな

くなっている。それ以外にも、対テロ戦争の名目で、

アメリカ陸軍の戦闘部隊の大半が地球全土に広く

薄く展開する事実に直面していることは、皮肉とい

うか、逆説と言えると思います。

昨今ではネオコンの言葉が流行になりましたが、

ネオコンという言葉は７０年代からあるわけですが、

ブッシュ外交とネオコンとの関連を論じていた人は

ブッシュ政権発足当時の２００１年１月にはいなかった

わけで、当時、ワシントンで言われていたのは「ブ

ルーチーム」と「レッドチーム」という概念でした。中

国に対して米中協調が可能であると考える専門家

たちのことをレッドチームと呼び、中国に対して厳し

いスタンスをとる人たちのことをブルーチームと言っ

て、ブッシュ政権発足時の人的な対立構造はブル

ーチームかレッドチームかでした。この政権が続く限

り、レッドチームとレッテルを張られたらこの政権で

は就職はないと言われていた。不思議なことに最

近はブルーチームか、レッドチームかということはほ

とんど言われなくなり、ある時からネオコンという言

葉が盛んにマスメディアに載るようになってきたわけ

です。クリントン政権が中国を「戦略的パートナー」

と呼んだのに対して、ブッシュ陣営は選挙期間中か
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ら中国を「戦略的ライバル」と呼んでいた。中国に

対して厳しいスタンスをとるかと思われていた。ブ

ルーチームでなければこの政権で職はえられない

といわれていたブッシュ政権で、今や対中強硬論

は少なくとも表面的には影をひそめていて、むしろ

中国との協調が全面に押し出されている。テロ以

降の国際協調の必要性、アジア情勢では北朝鮮

問題をめぐる中国の仲介外交に期待することを含

めて、中国との関係を大幅に改善する方向にブッ

シュ外交が舵をとっていることも、ブッシュ外交の逆

説、皮肉と言えば皮肉といえようかと思います。

さて、さきほどから申し上げているネオコンについ

てですが、９・１１の頃からブッシュ政権に対するネオ

コン出身グループの影響が大きいと言われるように

なってきました。ただ、ネオコンが果たして何を意味

するかは、人によって使い方が違うわけで、一般に

は７０年代の民主党のラディカルな人たちが、７０年代

のアメリカのベトナム戦争の影響を受けての国内の

社会対立、いわゆる文化戦争と言われる価値観の

対立の中で、民主党の路線に失望し、やがて右傾

化した。共和党の右派に近づいてきた転向組がネ

オコンの基である、したがって「ネオ」という言葉が使

われるわけです。それから３０年近くたっていますか

ら、人的には古い世代の上に何層にもネオコン人

脈が重なっているわけですが、人によってネオコン

の定義が違って、アメリカ外交を分析する時に、コン

ストラクティブなコンセプトにはなっていないように思

います。誰をネオコンと呼ぶかですが、概念が漠然

としていますので、論者によってはチェイニー副大統

領やラムズフェルド国防長官までもネオコンと呼ぶ人

がいます。それはいくら何でも概念の過大拡張です。

ネオコンはブッシュ政権の中枢中の中枢にいるわけ

ではないのです。主として在野の言論勢力が中心

であろうと私は理解しています。

もう一つは、この６月くらいからワシントンでネオ

コンの影響力が急速に凋落しているのが一般的な

見方ではないかと思います。イラク戦争後の占領

統治の行き詰まりから、ネオコン路線と思われて

いたものの帰結として、このような行き詰まりに直

面したという批判が高まっていて、ネオコンの在野

の言論人のブッシュ政権に対する影響力も、急速

に低下しているというのが私を含めて一般的な見

方ではないかと思います。むしろ、ブッシュ政権が

イラク情勢で行き詰まる中で表面的には国際協調

の路線に舵をとりつつある中で、一部のネオコン

の言論人の中には、ブッシュ外交の路線転向に対

する鋭い批判の声が上がっているわけです。ネオ

コンという思想集団がブッシュ政権に何かをさせる

影響力は今や急速に低下していて、ブッシュ政権

が国際協調の路線に舵を切れば切るほど、ネオコ

ンの言論人たちは、むしろブッシュ政権に何かをさ

せないための批判勢力としてワシントンに残存す

る可能性はあるかと思いますが、ブッシュ政権を

大きく動かす勢力としては存在しえないのではな

いかという感じがいたします。

ネオコンは難しい概念であり、事象であると思い

ます。ネオコンとは何かを思想的に考えようとすると

かなり大変なことであって、レオン・シュトラウスとかア

ラン・ブルームが思想的源流という指摘はなされるけ

れども、日本でレオン・シュトラウスの研究をやってい

る人はほとんどいない。そういう意味では浮薄なネ

オコン論があります。これを思想的に突き詰めるとな

るとヨーロッパの政治思想の歴史も遡っていかない

といけない。なかなか大変なことだと感じます。もう

ひとつはネオコンといわれる知識人の多くがユダヤ

系の知識人であるということから、ユダヤ人ロビーと

ブッシュ政権の外交政策の影響が言われるわけで

すが、ユダヤ人ロビーがブッシュ政権のみならずアメ

リカの歴代の外交政策に大きな影響力を及ぼして

きたことは言うまでもないことです。しかしここで、ヨ

ーロッパとアメリカとの関係で申しますと、「アメリカの

中東政策が国内のユダヤ人ロビーの影響を受けて

イスラエルに歪んでいる、そのことが中東政策の解

決を遅らせている。」という見方がヨーロッパに根強
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い。それは間違っていないと思いますが、他方で

「ヨーロッパには伝統的な反ユダヤ思想が存在して

いて、ヨーロッパの知識人、指導層の中東問題を見

る目も相当歴史的に歪んでいる。人種偏見に基づ

いている。」という見方がアメリカ側にもある。双方が

お互いのに中東政策の偏見を強く意識しあってい

ることが言えるのではないか。アメリカについて言う

なら、数年前のフランス大統領選挙でルペンのよう

な相当極端な人種政策を展開する人物が一次投

票で１０何％確保する現象があり、ヨーロッパの根強

い人種偏見、反ユダヤ的な態度に対するアメリカ側

の偏見も存在する。お互いの中東政策をめぐる偏

見に対して、お互いが偏見を持っているという構図

になっているのではないかと思います。それから申

すまでもないことですが、仏・独が国内に５００万以

上のムスリムを抱えていて、仏・独の中東政策に影

響を及ぼしているということが、アメリカの中東政策

がユダヤ人ロビーに影響されていることと同じように

指摘されているわけです。

中東政策とは直接関係ありませんが、アメリカ国

内のラディカルな、エスニックな構成がアメリカの外

交にどう影響を与えるかについて少し触れたいと

思います。もちろんユダヤ人ロビーの存在は重要で

はありますが、同時に重要なことは、ヒスパニック

系アメリカンの人口構成比が増えているということ

です。彼らは社会階層が総じて低く、所得が低い

人たちであり、西半球の問題には関心があるが、グ

ローバルな問題に対する関心は比較的低い。この

ような人たちが増えていることも、アメリカの一国主

義的な外交政策の傾向を考える時には重要なこと

ではなかろうかと思います。

ヨーロッパとアメリカの関係で言うと、過ぎ去った

２０世紀は三つの大きな戦争を経験したわけです。

第一次世界大戦と第二次世界大戦と冷戦であっ

たわけです。国際政治上、大きな戦争を戦った後

には通常、講和会議が開かれて国際秩序の再構

築がなされるわけです。第一次世界大戦の後には

ベルサイユ講和会議が持たれて国際連盟がつくら

れる。第二次世界大戦の後にも、アジアではサン

フランシスコ講和会議が開かれてグローバルには

国際連合がつくられる。冷戦が実際に戦われなか

った戦争であるがゆえに、冷戦という三つ目の一番

長かった戦争が終わった時、国際会議で冷戦後

の講和会議を持っていない。敗者がそれほど明確

でない大戦争である冷戦後の講和会議を持ってい

ない。冷戦後の国際秩序を担うべき国際機関の再

編がなされるべきであったのに、冷戦後１０数年に

およんでそのようなものがなされなかった。United

Nationsという現在存在する国際機構が、第二次

世界大戦の戦勝国の名称をそのまま引き継いでい

ることからもわかるように、第二次世界大戦後の国

際秩序のままで冷戦後の国際秩序を１０数年生き

てきたという問題に直面しているわけです。国際連

合の組織の中で大きな利益を得てきたのはヨーロ

ッパ諸国であって、Ｐファイブの中にドイツも含めれ

ば三か国までがヨーロッパ諸国である。人口構成

からしても国の数からしても明らかなように、国連の

意思決定においてヨーロッパがover representして

いることは間違いないわけです。

したがって国連改革は単に国連の組織の改革

に止まらず、冷戦後の国際政治の実態を反映した

ものをどうつくっていくかという問題だろうと思い

ます。ヨーロッパとアメリカがイラクの問題をめぐっ

て鋭く対立したわけですが、巷間に言われるよう

に国連かアメリカかという問題ではなかった。アメ

リカが国連安保理常任理事国である以上、ＵＳか

ＵＮかという選択は論理上ありえないことです。ア

メリカの意に反する決定を国連は下すことはでき

ませんから、ＵＮという枠の中でこれまで大きな利

益を享受してきてこれからも享受したいと思って

いるヨーロッパ諸国と、ＵＮを拘束と考えるアメリカ

との対立であって、国連の枠組の中でのヨーロッ

パとアメリカの対立であったと考える方が妥当では

ないかと思うところです。
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アメリカの単独行動主義がしばしば批判されま

すが、実はヨーロッパの単独行動主義についても

我々は考えてみなければならない。ヨーロッパは

複数の国で成り立っているから単独でないように

見える仕組み、からくりになっていますが、アメリカ

的価値観の押しつけがあるとすれば、ヨーロッパ

的価値観の押しつけ、ヨーロッパがより大きな利益

を享受できるような国際秩序の維持にヨーロッパ

は関心を持っている。ヨーロッパの単独行動主義

についても、我々は考えてみなければならないだ

ろうと思います。

ＥＵの統合、拡大につれてヨーロッパがどれくら

いアメリカにチャレンジしうる勢力になれるかは、今

後の国際政治において重要なことであり、たとえば

さきほどご紹介したチャールズ・カプチャンの『アメリ

カ時代の終わり』のメインテーマは、テロの脅威に

よってアメリカは非常に内向きになっている。第二

次世界大戦や冷戦の頃のような明確な所在の明ら

かな敵ではなく、テロのような敵に直面してアメリカ

は内向性、孤立主義を深めていく。それに対してヨ

ーロッパは、ＥＵ統合を前提に経済的にもユーロで

ドルに挑戦する。ヨーロッパがアメリカに挑戦してい

く構造の中で、アメリカの一極構造の時代はやがて

終わるというのが彼の基本的な議論ですが、果た

してそのようになるか。私はカプチャンの議論には

やや留保を持っております。アメリカとヨーロッパの

関係も構造的に考える必要があるかと思います。

アジア政策についてですが、これはカプチャンも

認めるところですが、おそらくブッシュ政権の外交政

策はアジアの国際政治の中でかなり適合的であ

る。つまりヨーロッパのように国家間紛争があまり想

定されなくなった国際環境に生きている地域と違

って、まさに日本が置かれている東アジアは主権国

家間の権力闘争、バランス・オブ・パワーの理念が

まだまだ深刻に展開されている地域であって、こう

いう地域に対するブッシュ政権の外交政策はかな

り適合的である。アメリカとヨーロッパの同盟関係が

傷ついたのに対して、日米同盟がむしろ強化されて

いることは、そういう意味では驚くにあたらないと思

います。総じて言うならば、冷戦の期間中に西ヨー

ロッパ諸国はソ連の軍事的脅威に直面していた。

それに対して東アジア太平洋地域では、日本もアメ

リカの同盟国として冷戦に対峙していましたが、実

際の問題として極東においてはソ連も大した軍事

力は長い間持っていなかったし、中国の軍事力も

とるに足らなかった。日本は海と空に囲まれている

海洋国家ですから、アメリカのアジア太平洋地域に

おける海空軍力が圧倒的に共産主義勢力に優越

している以上、アシア太平洋地域で冷戦期間とい

えども、実は日本は非常に安全な戦略関係に置か

れていた。ヨーロッパが陸続きにソ連の巨大な軍

事力に脅かされ続けてきたのに対して、日本は海に

囲まれていて安全な戦略関係にある。

ところが冷戦が終わる頃には、ヨーロッパはソ連

の地上戦力の脅威から解放されたのに対して、ア

ジア地域では中国の台頭がある。私は中国がソ連

と同じような脅威になるとは必ずしも思いません

が、中国の軍事、経済的台頭に直面する。北朝鮮

のような国家が、必ずしも、海によって遮断された

地理的条件が問題にならないような破壊力を持っ

た兵器を開発しているという状況が出てきて、ヨー

ロッパと日本が置かれている戦略環境が、冷戦の

終焉を期にしてほぼ逆転した。ヨーロッパは平和に

なり、日本をめぐる戦略関係は危険になる。冷戦期

においては、西ヨーロッパの主要国の中で、社会民

主主義勢力であっても、アメリカとの軍事同盟を完

全に破棄し、非武装を選択すると主張した社会民

主主義勢力は、私の知る限り存在しません。日本

社会党は非武装中立を主張していましたが、それ

ができたのは日本が安全だったからであります。西

ヨーロッパ諸国は安全ではなかったですから、非

武装中立は主張できなかったのであり、社会民主

主義勢力のイデオロギーの問題であり、日本と西ヨ

ーロッパの置かれていた戦略関係の違いである。
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ところが西ヨーロッパが安全になって、日本は危険

度が高まってきた。そこで西ヨーロッパの世論が反

米、離米の方向に傾いてくる。そして日本では社会

党の後継政党である社会民主党が大幅に議席を

低下させる中で、野党第一党の民主党も安全保障

や外交政策では自民党と大きく隔りがないように

政策の幅が寄ってきたのは、日本の置かれた戦略

環境の変化から生じたものであろうと思われます。

朝鮮半島情勢については在韓米軍の整理統合

の話が進んでいて、これには二つのレベルがあると

思います。兵力のレベルを削減する話と基地施設

を整理統合するという二つのレベルです。基地施

設の整理統合のレベルはどのみち、粛々と進んで

いく。兵力をどの程度削減させるかは、今後の国

際情勢と外交交渉によるところであろうと。在韓米

軍が整理縮小されることによって、おそらく戦略的

に見れば日米同盟の重要性は高まるであろうとい

う感じがいたします。

今後の課題について申し上げますと、日本国内

の政局、アメリカの大統領選挙ですが、一つ言える

ことは日本にしてもアメリカにしても今後、ますます

外交政策、安全保障政策が国内政治に影響され

る度合いがますます大きくなっていくだろうというこ

とです。東アジアの国際政治を考える時、日米だけ

でなく、中国があり、台湾というファクターがあり、韓

国があり、というようにアクターか増えていますから、

そうすると各国がそれぞれの国内政治事情を抱え

ているので、国際政治を分析する、予見することが

難しくなっている。日本でも今の政治状況を先の１

１月の総選挙後と考えるべきなのか、選挙前と考え

るべきか議論の余地があって、私は基本的に選挙

前であると考えます。この間の総選挙より重要なの

は２００４年７月の参議院選挙であり、アメリカは２００４

年１１月に大統領選挙を抱えているわけです。日米

両国の二つの大きな選挙を前にした、選挙前の政

局と考える方が正しいだろうと思います。

流動的な政局の中で、ミサイル防衛の開発、防

衛計画の大綱の改正問題、その他、防衛庁の省昇

格の問題とかセンシティブな政治課題に直面してい

かなければならない。アメリカも大統領選挙がある。

一年先の大統領選挙について語ることは愚かなこ

とかもしれませんが、大統領選挙を左右するファク

ターは私が思うところでは４つあって、一つは経済

であり、もう一つはイラク問題であり、もう一つは起

こるかもしれないアメリカ国内での国内テロの可能

性、４つ目はウィルソン大使をめぐるスキャンダル問

題です。ウィルソン大使は、イラク開戦前にイラクが

アフリカからプルトニウムを輸入しているという話が

あって、それが一般教書演説にも盛り込まれた。

「それは事実ではない」ということで、ウィルソン元

大使が調査を求められて「事実に反する」と言った

わけです。それに対して政府のある人物が、これは

大統領に近いカール・ローブと言われていますが、

「ウィルソン大使のような人物は実はこの問題の専

門家ではなく、この問題で彼が起用されたのは彼

の奥さんがＣＩＡの有能なエージェントだったので、

そのコネクションで起用されただけであった」とリー

クをしたわけです。ウィルソンの奥さんがＣＩＡのエ

ージェントだったというのは事実ですが、彼女は秘

密工作員でありまして極秘で活動していた。それを

政府がウィルソン大使を貶めるためにＣＩＡの秘密

工作員の身許を明らかにしてしまったということで、

ＣＩＡの諜報活動に支障が生ずる。政府がウィルソ

ン大使の価値剥奪のために情報リークを行ったと

すれば、ブッシュ政権の情報管理そのもののあり方

が問われる。今はくすぶっていますが、これに火種

がつけば大きなスキャンダルになる可能性は潜在的

にある。この４つです。

国内テロとウィルソン大使のスキャンダル問題が

どうなるかわからない。経済については、アメリカは

表面上、極めて好況である。経済成長率は１％上

方修正して８.２％ということですし、失業率も下が

っているということです。懸案であったメディケア法

案も通ったわけです。メディケア法によって生ずる
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政府の財政負担の増大は、想定されるところでは

２００６年以降でブッシュ大統領にとっては関係ない

イシューです。経済の面では追い風はブッシュに吹

いている。それから先日のフセインの捕獲で支持率

が上がった。今の情勢から考えるとブッシュが再選

される可能性は高いと思われますが、しかしこれ

は今後のイラク情勢が最大のネックであってどうな

るかわからない。日米両国が非常にセンシティブな

国内政治状況を抱えているということです。

そうした中で、今後の課題として非常に一般的

なことを申し上げるならば、日米同盟関係が盛んに

言われながら国内の支持基盤が必ずしも安定して

いない。最近発表された読売新聞とギャラップの

共同世論調査でも、「日米関係が良好であると思う」

が両国で数％下がっていました。両国の国内支持

基盤が必ずしも安定しないことが指摘できるかと思

います。国内支持基盤をどう拡大していくか。私は

とりわけ日米両国の間での政策コミュニティの質と

量の拡大が重要であり、そのための知的インフラの

整備と教育という、迂遠ではありますが、努力は必

要である。カプチャンもアメリカ外交の将来につい

て知的インフラの拡大と教育の重要性を指摘して

おりまして、私もその点では全く同感でございます。

話題提供ということでここまでにさせていただ

きます。
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アメリカ外交の歴史的潮流レジュメ
村田晃嗣（同志社大学法学部助教授）

１、四つの潮流
ジェファソニアン
ハミルトニアン
ジャクソニアン
ウィルソニアン
Walter Mead, Special Providence (NY: 2001)

２、ブッシュ外交の逆説

同盟重視から「有志連合」へ

人道的介入の忌避から
「破綻国家」の国家再建へ

中国＝「戦略的ライバル」から米中協調へ

３、ネオコンの台頭と凋落

４、ブッシュ政権のアジア政策
対日政策
対中政策
対朝鮮半島政策

５、日米関係の課題
日本の国内政局
米大統領選挙
国内的支持基盤の拡大
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村田先生の源流に遡った説明の後で恐縮です

が、私の話は即物的、皮相的な話で、現場から見

たアメリカということでお聞きいただければ幸いだ

と思います。最初にブッシュ政権の周りにどういう

人がいるかということを簡単に紹介したいと思いま

す。上の写真（レジュメ参照）は１９９１年、湾岸戦争

の最中に、ペンタゴンに父ブッシュ大統領がいた時

のペンタゴンの会議室の写真です。父ブッシュ大統

領の右がパウエル統合参謀本部議長。左がチェイ

ニー国防長官。一人おきましてスコウクロフト。種を

明かしますと、パウエル・チェイニー・スコウクロフト、

この３人の周りを見ると大体、人脈が見えるという

ことです。

パウエル国務長官、アーミティジ国務副長官は仲

がいいことで知られていますが、兄弟分です。アー

ミティジが兄貴分です。兄弟関係とポストの関係は

逆転しているわけですけれども。パウエル国務長

官は二つ星から三つ星にかけての現役の時代に、

ホワイトハウスのポストを一時的に務めたことがある

のですが、ワシントンの中を泳ぐ時によくアーミティ

ジに助けられることがありました。当時、アーミティジ

は国防次官補代理などいろいろなことをレーガン政

権の中でやっておりましたので、この間、アーミティ

ジがパウエルを助けたというわけです。アーミティジ

は人を引きつける、日本的に言うと、子分が結構い

るような人です。偉い人から若い人まで。その代表

格が東京のアメリカ大使館で大使の補佐官をやっ

ているパターソンです。この人は海軍の出身で、少

佐の頃、筑波大学に留学してワシントンに帰る時、

アーミティジが「パターソンをうちに寄越せ。アジア担

当、日本担当に」と海軍に言いましたところ、海軍

側が「海軍の情報関係でアジアをやらせるからだめ

だ」と断ったということです。そこでアーミティジが海

軍の作戦部長に電話をしまして「来年海軍は空母

が２隻ほしいのか、３隻ほしいのか」と聞いたという

ことで、それぐらいつまりパターソンはアーミティジが

目に入れてもいたくないくらい可愛がっている人で

す。今ホワイトハウスにおりますマイケル・グリーンと

か、そういう人たちが数多くいるわけです。

二つ目の人脈はチェイニーとラムズフェルドです。

これは親分子分関係でありまして、これも関係が逆

転していまして、ラムズフェルドがチェイニー副大統

領のゴッドファーザーです。直接口がきけないくらい

の関係だったようです。フォード政権の時、７４、７５

年でしょうか、ラムズフェルドはフォード大統領の首

席補佐官をやっています。その時に次席補佐官に

きたのがチェイニーで、チェイニーはその前に何度

もラムズフェルドのところに仕事をくれと懇願しに行

っていたわけです。実際には三回目でやっと雇っ

てもらったというぐらいチェイニーはラムズフェルドに

私淑してフォード政権の時に入った。ラムズフェルド

が１年後、国防長官になります。その時にチェイニ

ーが首席補佐官に上がる関係です。チェイニーは

国防長官の頃からポリティクスの巧者だと言われて

いました。アメリカ人の友達から聞いた話ですが

「チェイニーはすごい。チェイニーがポリティクスの中

で泳いでいって、隣の人が刺されたとしても、その

人は気がつかない。隣にいて刺されても気がつか

陸上自衛隊研究本部総合研究部長（陸将補）

山口 昇
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ない。気がつく時には出血多量で死んでしまう」と。

それくらい政敵を潰していくのがうまいという、そう

いう意味でのポリティクス巧者だと言われています。

ラムズフェルドの場合はさらに上をいって「刺されて

血が外に出ない」というくらい、えげつない意味で

強い人だということです。

フォード政権で、スコウクロフトという、先ほど紹

介しました父ブッシュ大統領の安全保障担当補佐

官ですが、現役の空軍中将のころにフォード大統領

と同じポストでした。スコウクロフト、ラムズフェルド、

チェイニーは数十年来の知己で、共有するところが

ある。ラムズフェルドは９０年代にいろいろなことを

やっているのですが、ひとつご紹介しますと、１１９８

年にラムズフェルド委員会をつくり、「ミサイル防衛

が重要だ」と結論づけた報告書を出しました。それ

を実際に書いたのがウォルフォウィッツ国防副長官

と、ビル・シュナイダー、こちらは特別補佐官のような

ポストだったのですが、実際は、国防科学委員長

でした。ラムズフェルド委員会のメンバーを見ると、

現在も枢要なポストにいます。

３番目がスコウクロフト元大統領補佐官。フォード

大統領、父ブッシュの両方に関連していて、パウエ

ルとアーミティジ、それからチェイニーとラムズフェル

ドの両方とも関係のいい人です。どちらかというと

カリスマに対抗するというのではなく、一歩下がっ

た政策調整型の人です。その人柄を反映するよう

にあまり外には出てこないのですが、隠然たる影

響力を持っています。コンドリーザ・ライスはスタンフ

ォードにいた時にスコウクロフトが認めてＮＳＣ（Ｎａｔ

ｉｏｎａｌＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｕｎｃｉｌ国家安全保障会議）に持

ってきた人です。ソ連担当の部長でした。そういっ

たことでスコウクロフトと関係が深い人です。あとは

ＵＳＴＲ（ＵＳＴｒａｄｅＲｅｐｒｅｓｅnｔａｔｉｖｅ通商代表部）

のボブ・ゼーリック。この人もスコウクロフト・グルー

プにおりました。

それでどうなのだということですが、中央でがっ

ちり座っている人にはウィルソニアン的な人はいな

くて、皆、どちらかというとすれっからしのリアリスト

でかつバランスのとれた人たちばかりです。ネオコ

ンのようにエキセントリックでない。アーミティジにし

てもブルーチーム、レッドチームの中間くらいです。

顔は怖いですが、アジアが長かったので、アジアに

対して軸足があって、中国に対してはクリントン政権

の時に外からきついことを言っていましたけど、ち

ゃんと中国とはコンタクトをとっています。アーミティ

ジのワシントンの事務所によく行きましたが、そこに

中国の武官が平気で来る。アーミティジはその武官

ときっちりコンタクトができて意思の疎通はできてい

る。だめなものはだめと是々非々でやっています。

アーミティジにしてもパウエルにしても、中国を完全

に排除するような印象はありません。

ブッシュ政権の戦略がアンチ・クリントンだと村田

先生が言われました。まさにそうだと思います。今、

ブッシュ政権のやっていることを見てみますと、クリ

ントン政権の時、政府の外にいた共和党の主要な

メンバーたちがいろんな議論をしていますが、その

中に大体現れてきていると思います。第一に１９９７

年末に国防委員会が報告書を出します。９７年９月

だったと思いますが、ＱＤＲ（Ｑｕａ-ｄｒｅｎｉａｌＤｅｆｅｎｓｅ

Ｒｅvｉｅｗ４年毎の国防見直し）という政策文書が出

ます。日本で言えば防衛計画の大綱と中期防衛力

整備計画を一緒にしたようなものです。大統領が

政権に就くと、その年に次の４年間の戦略、政策、

軍事力の整備の方向を示す文書が作られます。９

７年にクリントン政権２期目の頭にＱＤＲが出された

わけですが、それに対して国防省からは別にニュ

ートラルな立場で「国防政策を評価しなさい」と国

防委員会が設けられます。この中にはアーミティジ

も入っていますし、今、政権に入っている人、政権

を外から支えている人たちがずいぶん入っていま

す。ここでいくつかの論点があったのですが、その

ひとつは「非対称脅威に対する対応」。端的に言

えば本土防衛ということがここで強く打ち出されま

した。これは軍隊に対する軍隊ではなく、人口の
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中枢に対してこの間のテロのようなこと、あるいは

サイバーアタックにおいて国家のインフラが揺るがさ

れる、あるいはパニックに陥るようなことを対象にし

た「本土防衛をしっかりやりなさい」という議論が出

されます。９７年から４年間クリントン政権があるわけ

ですが、ここでの国防委員会の報告のリコメンデー

ションをクリントン政権も真面目に取り入れていま

す。９０年代後半にいろいろなことをやっていますが、

たとえば軍隊が化学部隊や生物対処部隊を持って

います。そういう部隊が市町村、警察、消防に出て

いって化学テロ、生物テロに対してこういうふうにし

なさいと訓練をしたり、機材の使い方を教えたりし

ました。このとき軍のシビルサポートの概念が取り

入れられまして、本来、消防や警察、地方自治体が

やるべきことについて軍隊が持っている能力を提

供しようじゃないかということが、９０年代後半、しき

りに行われました。アメリカのFederal Emergency

Management Agency（連邦緊急事態管理庁）と

いう、連邦として取り扱わなければならない大きな

災害に対処する役所がアメリカ全土を１０のエリアに

分けて対処の拠点を持っている。その数と同じだ

けのミリタリー･リエゾンチームのようなものを常にそ

こにおくということが行われています。大量破壊兵

器に関連する被害対策、日本の概念では災害派遣

ですが、そういった概念が取り入れられて、軍もそ

れをある程度積極的に扱おうとする動きが起きて

います。

ちなみにアメリカでは連邦軍が国内のことに関与

することを嫌う土壌があります。日本では災害派遣、

自衛隊に都道府県知事が要請すれば現場の部隊

長の権限で出せるわけです。アメリカはそれが連邦

軍である限りハードルが高い。国内に出動するた

めには大統領が緊急事態を発令する必要がある。

これは恐らく南北戦争に遡ることで、南部にとって

みると連邦軍は北軍なのです。南部再建の時、軍

政を敷いて乱暴なこともやったようで、それを題材

にした映画もあります。連邦軍が、つまり北軍が、

国内の治安に関わったり警察の真似をしたりする

ことに抵抗が強い。一つ例を挙げますと、アメリカ

は今、麻薬の取り締まり、特にカリブ海で南米・中

南米から来る麻薬の取り締まりを熱心にやってい

ます。防衛隊の主体である沿岸警備隊が担当して

います。これをアメリカの海軍が艦艇や飛行機を出

して増援している。あやしい船を見つけて臨検す

る時、アメリカ海軍は星条旗に代えて沿岸警備隊

の旗を立てます。乗り移って検査をするのはあくま

で沿岸警備隊の分艦隊であるという理屈をむりや

り通さなければならないほど、軍隊を国内のことに

使うことに抵抗があるという背景があります。その中

で９０年代終わり、国内のことも連邦軍、予備役州

兵（州兵は州の軍隊なので、これは問題ないので

すが）を積極的に使っていくことを行っています。

もう一つは９７、９８年の頃にいろいろな議論があ

ったのですが、湾岸戦争の時、つまり９１年、あるい

は冷戦末期のアメリカ軍と９７、９８年のアメリカ軍を見

ているとほとんど一緒ではないかという議論があり

ました。兵隊は同じ戦車に乗り、同じ飛行機を飛ば

し、同じ船に乗っている。世の中は変わっているの

に１０年以上、軍隊は変わってないじゃないかという

議論がありましてトランスフォーメーションする。情報技

術のＩＴ革命を活用した精密破壊兵器、精密誘導

兵器、ピンポイントで破壊する兵器、あるいは兵器同

士、指揮官、意思決定者を結ぶ指揮統制のネットワ

ークをもっと近代化して軍を生まれ変わらせるという

議論がありました。ラムズフェルドが長官で来た途端

に、国防省あげてトランスフォーメーションをやってお

ります。これは未だに続いています。

二つ目ですが、ラムズフェルド委員会が９８年７月、

報告を出しました。この年の初めにＣＩＡがミサイル

攻撃のレポートを出して「アメリカ本土に到達するよ

うなミサイルの脅威はしばらく来ない」という結論を

出した。それを見た共和党に近い知事が「これは

けしからん。ミサイル防衛をやりたくないから恣意的

な報告をＣＩＡに出させて真面目にやる必要はない
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というのはおかしい」とラムズフェルドに報告して委

員会をつくり、その報告が７月に出ました。この年の

８月にテポドンが飛んで、その前にはイラクにも長距

離ミサイルが飛んだ。たまたまラムズフェルドレポー

トが出る時期に前後して「やっぱりそうだった」とい

う事象があったわけです。ちなみにその当時、アメ

リカのクリントン政権はミサイル防衛に対して、３＋３

という政策をとっていました。９６年から３年かけて

開発の準備をして、９９年もう一回考える。考えてゴ

ーと出れば残りの３年で対処できるような、地球規

模でアメリカ本土を守る政策を出した。９８、９９年が

ちょうどそれにゴーサインを出すか出さないかという

時期でもあり、議会の共和党側がミサイル防衛を主

張したということです。

それから詳しく申し上げませんが『フォーリン・

アフェアーズ』２０００年１・２月号に掲載されたいわ

ゆるライス論文、「国益にに基づく国際主義」。これ

には北朝鮮や中国、イラン、イラクについて書いて

いますが、順番にあの通りやっているということが

読めるぐらい、足場になっているのかなという感じ

がいたします。これはいわば大統領選挙の間の共

和党のプラットホームのベースみたいなものであっ

たわけです。

４番目に書いております「対外政策の立案・実行

過程に関するに対する批判」ですが、これは特にラ

ムズフェルドやチェイニーという実務の経験のある人

たちからクリントン政権を見ていると危なっかしいと

いうことが見えた。アーミティジの言葉を引用します

と「クリントン政権では国防政策のためのシビリア

ン・コントロールが効いていない」。たとえば太平洋

軍という部隊がありますが、ここが９０年代後半、「協

調的関与」というストラテジーを打ち出しました。これ

をベースにして中国の人民解放軍との交流を始めた

り、極東ロシア軍との定期的な交流をやったわけで

すが、それが本来であれば、国務省のアジア担当

部局がアジア戦略、アジア政策をつくり、その政策

の軍事、安全保障の部分に関するものだけを、国

防省の国防次官補が国防省としてのアジア政策を

立案し、純粋に軍隊の部分を太平洋軍が実行に移

すのが筋ですが、そう機能していない。Co-opera-

tive Engagement（協調的関与政策）にしても太平

洋軍司令官が動いて、それに対して国防総省の内

部の部局のＯＳＤ（Office of Secretary of Defense

国防総省内局）を野放しにしたままでコントロールし

ていない。ましてや国防省と国務省の関係で言うと

国防省が総合的なアジア政策を確立している形跡

がまったく見えない。私自身が経験したことですが、
Office of Secretary of Defense,国防総省の内局

のアジア太平洋軍の部長がアジア政策についてブ

リーフィングしてくれました。全く中身がCo-operative

Engagement、つまり太平洋軍が作ったもので、Ｏ

ＨＰを使ってやるのですが、クレジットもそのままでし

た。日本で言えば、北部方面総監が北海道の政策

だといって勝手にやったことを、防衛局長が説明す

るようなことですから信じられない。アーミティジの指

摘が正しいと思いました。

それでいうとアーミティジは実際には国防省に入

りたかった方です。アメリカに行ってみて初めて気

がついたのですが、国防省の副長官は５５年体制、

つまり官僚制度がよかった頃の日本の事務次官み

たいなものですね。中をしめるのは副長官なので

す。陸海空、海兵隊などのいろいろなエージェンシ

ーを実務的に仕切るのは副長官の仕事で、国防長

官は閣僚としてあるいは国家安全保障会議のメン

バーとして国策決定に参加する。外向きの顔と中

向きの顔でいうと、副長官は重要なポストになりま

す。実務家という、強力な事務次官の手腕が期待

されるポストです。そういう意味でアーミティジはぴ

ったりなのです。ところが選挙が終わって、ブッシュ

が政権に入りラムズフェルドが指名されて、２月はじ

めに、ラムズフェルドとアーミティジが面接をしたので

すが、翌日アーミティジが電話をしたら「パウエルの

ところに行け」と言われたということです。そこはう

まくいかなかったわけですが。
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それともう一つ、クリントン政権の国務省はどちら

かというと朝鮮問題特使、何とか問題特使と、特使

をたくさん作って地域担当の部局からほとんど権限

を取っ払った。しっかりしたビューロクラシーが、ア

メリカの中では珍しく国務省の中だけにはあるので

すが、そこからあらゆるものを特使で取ってしまった

ので、アジアを担当する国務次官補は政策立案上、

一時期は重要なポストだったわけですが、ほとんど

何もしないような状態になった。それをブッシュ政

権になって直そうということがあります。そういった

国務省の事情もありまして、国務省と国防省の関係

もよくないということが共和党サイドから一種の不満

としてクリントン政権に向けられていました。

ブッシュがホワイトハウスに入ってきまして、いくつ

かのことをやるわけですが、今申し上げたようなク

リントン政権下で行われた議論の多くが、順番に

実施されていくような感じがします。国家防衛、本

土防衛も９７年に、相当強烈に打ち出されています。

これは９・１１を待つことなく、ブッシュ政権が誕生し

て直ちに国土安全保障担当の部局をホワイトハウ

スにつくったり、今は連邦緊急事態管理庁、ＦＢＩ、

ＣＩＡ、沿岸警備隊をまとめた安全保障省を組織し

ています。これを私は見ていて「今頃なんだ」とい

う感じがしました。冷戦の間、ソ連と対峙して互い

に何千万個のミサイルが行き来するんだぞ、という

ことを前提にして生きていたくせに、テポドンが飛

んだ途端にアメリカ人は一種のパニックになったよ

うな感じを受けました。「本土防衛だ」と言って９０年

代後半に動きだした。今までどうしていたのだろう

と調べてみますと、アメリカの連邦軍はアメリカの本

土を守れるようにできていない。外に行けば強い

ですが、国土に留まっている限りにおいては心もと

ない。それを今、一生懸命直しているところだと思

います。ミサイル防衛も同じです。ＡＢＭ条約、ＡＢ

Ｍは弾道ミサイルを打ち落とすミサイルですが、米

ソ間に結ばれていたこの条約の呪縛があった。ア

メリカとソ連はそれぞれ何千弾かの核兵器・弾道ミ

サイルを持って、互いの人口を人質にして恐怖のバ

ランスで抑止している。ミサイルを撃ち落とす技術

があると国土を守ることができますから、恐怖のバ

ランスを崩れさせる、ミサイルを撃ち落とす兵器の

開発に入ることを米ソとも相当厳しく規制してきた

わけです。ブッシュ政権になってからＡＢＭ条約をや

めるということで、米露間ではっきりとした方向が見

えてきた。ＡＢＭ条約については、ミサイル防衛に

関して９３年から日本はアメリカと一緒に議論してい

まして、大陸間弾道弾とか８０００キロとか１００００キロ

飛ぶミサイルを撃ち落とせる技術を開発することは

明らかにＡＢＭ条約違反なのです。ところが１５００キ

ロという短い射程のミサイルやノドン程度のミサイル

を撃ち落とす技術はＡＢＭ条約に抵触しない範囲

で開発できる。そういうふうにおそるおそる開発を

やってきたわけです。なぜそこに差があるか。弾道

ミサイルはボール投げ論と一緒で、最初の最大速

度が大きければ大きいほど、真空で理想的な状態

で落ちてくる時の速度は射程距離が長いほど速

い。短いものは比較的遅い。１５００、２０００キロの射

程に相当するスピード以上の落下速度で落ちてく

るものを撃ち落とせない技術だったらＯＫだという

論理で「大陸間弾道ミサイルは落とせません。」とい

うような理屈で、ＰＡＣ３（改善型ペトリオットミサイル）

などがつくられる。これはＡＢＭ条約に反しません

よという一種のロジックを使いながら、クリントン政

権では細 と々やっていたわけですが、ブッシュ政権

になった途端に、この二つの区分はいらないと、射

程にかかわらず整備していく。恐怖の均衡という、

互いに国民を人質にしながら均衡を保つという戦

略そのものはおかしいということを、ブッシュが政権

についてすぐ、「ロシアとの間でちゃんと話をします」

と言ってＡＢＭ条約を解除したわけです。ミサイル

防衛は今後、どんどん進むと思います。

もう一つはトランスフォーメーション。ＱＤＲ２００１、１

９９７年、クリントン政権２期目の報告が出たと言い

ましたが、ブッシュ政権が始まって９月、ＱＤＲ２００１を
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出しました。９・１１の２週間後です。９・１１以前に書

いてあった国防政策に対して、９・１１を受けた後、

ほとんど修正なく、出せた。つまり９・１１以前にこれ

からやらなければいけないことは折り込み済であっ

たということになります。ＱＤＲ２００１は４つの能力に

着目して米軍をトランスフォームしないといけないと

言っています。一つは先ほどから申しあげている本

土防衛。主としてミサイル防衛です。二つ目が前方

展開兵力による抑止。これは中東、アジアすべて

の地域を含み、前方に部隊をおいてややこしいこ

とが起きないように抑止する。三つ目が、二つの主

要な地域紛争と戦う。しかもそのうち一つは決定的

に勝利する。政権を転覆するか、国土を占拠する。

４つ目が、複数の小さな地域紛争を回避するような

体制をつくる。これも９７年、National Defense

Panel（国防委員会）の方向性とほぼ一緒で、共和

党の人たちが９０年代にこうしないといけないという

ことを実現したものだと言えます。

最近になりまして、前方展開体制を見直す動き

が出てきています。２００３年６月、アメリカでいくつか

の新聞が「前方展開体制を見直して沖縄から米軍

がいなくなるかもわからない」と。その後、前方展

開体制の見直しをするので、同盟国、友好国とは

しっかり協議をしますと言いまして、国防当局ある

いは国務当局と日本との間でも情報の交換が７月

頃から始まるはずだったのですが、その後議論が

進展していないですね。２００４年２月には結論を出

すと言われていましたが遅れている模様です。

今まで明らかになったことを簡単に申し上げま

すと、在外の基地を三つに区分しようということで

す。一番大事なのは戦略的基地あるいはハブ、た

とえて言えば日本はハブにあたると思いますが、日

本の基地をハブにして地域全体に活動できるよう

にする。ヨーロッパもドイツも含めてそうなる。相当

なレベルの兵力が常駐して、そこからいろんなとこ

ろに出ていくという戦略的なハブです。二つ目がそ

れに次ぐもので前方の作戦基地。たとえばフィリピ

ンとかシンガポールとか、もう少し規模が小さくて、

ある程度の兵力はいるのですが、大兵力が常駐す

るわけではない。いざという時にはちゃんとアクセ

スしたりエキスパンドするレベルのもの。３つ目は、

前方拠点というか、前方アクセスポイントというもの

を考えている。アメリカ人からいつも例示されるの

は、アフガン戦争の時の、キルギスタンなどの中央

アジアの国々ですね。普段は兵力はいないが、ア

クセス権だけは確保しておいて、年１回、２回、訓練

をするというものです。

最近、朝鮮半島から東南アジア、南西アジアに

至る「不安定な弧」に対して必要な兵力をできるだ

け前に出せるような体制をつくるということを言っ

ています。そうすると基地の重要性が高まる。冷

戦の間は在日米軍基地や在独米軍基地は置いて

ある基地も大切ですし、日本・ドイツとアメリカとの

同盟関係も大事だったわけです。アメリカの海軍

が太平洋を支配するために、在日米軍基地と日本

の海上自衛隊が組んでソ連を封じ込めるという体

制をとっていました。日本という同盟国の大事さと

在日米軍というアメリカ兵力の大事さがリンクして

いたわけですが、これから「不安定な弧」を考えて

いくと、ひょっとすると、たとえばキルギスタンとか

が非常に重要になる。同盟関係とか駐留兵力とか

が関係なくなってくるのではないか。こういった視

点でこれからの駐留兵力、前方展開兵力を見な

ければならないと思います。ちなみに日本にいる

兵力を見ますと、沖縄の海兵隊は日本だけに制約

されているわけではありません。一方、在韓米軍

は３８度線に張りついて、よそに振り回しのきかな

い兵力です。これがいつまでも３８度線に張りつい

ているという構図はラムズフェルドとかウォルフォ

ウィッツには耐えられないと思います。したがって

３８度線から少し避けて、他の用事にも使えるよう

な部隊にしたいというような動きになってきました。

そうしますといよいよもって在韓米軍に任務は韓

国を守るだけで、あるいは在日米軍は日本の周り
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だけを守るということではなくなって、アメリカのグ

ローバル陣地の必要性の中で、日本、韓国、シンガ

ポール、フィリピン、グアム、オーストラリアが制御さ

れていくのではないかと思います。

イラク戦争のインプリケーションに移らせていた

だきたいと思います。今日申し上げましたが、情報

時代・情報革命に対する軍の対応はアメリカでは

進んでいるという印象を受けました。「衝撃と畏怖」

と言いまして、相手の神経、脳の中枢を打撃して

ばらばらにしてしまうというコンセプトです。これを

考えると、イラクでの作戦を見ていて、decision

cycle（意思決定サイクル）はすごく速いです。将棋

でいうと相手が一つの手を考えている間に３つの

手を打ってしまう。勝負にならない。決心をして部

隊を動かす、このdecision cycleが相手のcycleの

中へ中へ入っていくことをいろんな意味で追求し

ています。ハードウェア的にもそうですし、人間の

姿勢、精神的なものについてもそうです。決心サ

イクルを早くする。もうひとつは物理的にセンサー

シュータータイムといいますか、センサーが相手を

見つけます。シューターが飛行機やトマホークや大

砲だったりするのですが、センサーが何かを見つ

けてから弾が実際に落ちるまでの時間が非常に

短くなっています。湾岸戦争の時にはセンサーが

空爆の目標を選定するのに２、３日前に選定しない

と爆撃できない。トマホークというミサイルは湾岸

戦争当時も使われていますが、当時のトマホーク

ミサイルは地形を照合し、地図を照合してある地

点を撃つのですが、それをプログラムするのに数

日かかります。一発を撃つのに数日かかるわけで

す。今度はＧＰＳ（ＧｌｏｂａｌＰｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇＳｙｓｔｅｍ）の

技術をハイブリッドしまして東経何度・北緯何度と

入れるだけで数十分でできる。結局失敗しました

けれど、フセインを狙って爆弾を落とす作戦もスペ

シャルオペレーションの人たちが見つけた目標に対

してワシントンの意思決定を経て爆撃機が飛んで

いって落とすまで４５分だった。湾岸戦争の頃は

ゴーサインが出てから２、３日必要だったことが数十

分でできる。相当変わったという感じですね。

もう一つは、９０年代アメリカ軍は、フル･ディメン

ジョン作戦といっていた。これはどういうことかと

いうと、戦争が起こる前、平和から危機になる。だ

んだん緊張が高まってホット・ウォーになって、それ

を終戦して国を再建するという一種のリニア（直線

的）なディメンジョンというか、一つの時系列で並ん

でいくようなディメンジョンで戦争というものを行う

と考えた。２０００年代に入って、フル･スペクトラム

ということを始めた。ドンパチする本格的な戦闘と

戦争以外の作戦、たとえば人道支援などが同じ戦

域の中で組み合わせて行われるものです。今の

イラクを考えるとわかりやすいですが、３月２０日、ク

ウェート国境を超えてバクダッドまで行くのですが、

数日後には南の地域でで水や食糧を配ったりして

復興、人道支援活動が始まる。４月９日、バクダッド

に第三師団が入ってそこを確保した途端に、次の

その部隊の任務はそこの復興になる。その時点に

おいてまだ攻撃をしている部隊もあるわけですが、

バクダッドを占領した部隊は、それまで「見えたら

撃て」と言われていたのが「見えたら助けろ」とい

うミッションになって直ちに復興支援に入っていく。

今まで戦争が終わってから、その後の平和が考え

られていたものを同時に考える。それをどうマネ

ージするかが作戦であるとアメリカのドクトリンの中

で言っています。そういう時代になったのかという

感じがします。

北朝鮮問題をめぐる論点については、私はアメ

リカは思考停止していると思っています。昨年１２月

２６日、パウエル国務長官が一晩に六つのテレビ局

に出まして全部同じことを言っています。北朝鮮と

イラクはどう違うか。「イラクはこれ以上手がない、査

察もやったしすべての手を尽くした上で、まだ疑い

が晴れない。最後は戦争しかない。それに対して

北朝鮮はこれから査察の可能性もあるし、まだ手を

打っていない。直ちに北朝鮮に対してイラクと同じ

188
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ことをやる必要はない。」と繰り返し六回述べてい

るわけです。それがそのまま変わってないような気

がします。おそらくそれで思考停止。本当は私は今

年前半にイラクが片づいて復興のめどがついた段

階で少しはアジアシフト、北朝鮮をしっかりするの

かと思いましたが、この期に及んでシフトする余裕

がない。次の大統領選挙のことを考えると、当分、

思考停止かなと。去年サンフランシスコで昔の国防

長官、朝鮮問題の特使をされたケリーがスピーチで

「アメリカは軍事的に二つの戦争を同時に遂行する

能力はあるけれども、政治的に二つの戦争を担う

能力はない」ということを言っていました。イラクで

頭が一杯のうちはさすがのアメリカも北朝鮮のこと

を本気で考える余裕はないという気がいたします。

そういうことも含めて、さきほど村田先生が、今パ

ラダイムが変わっているということを言われました

が、少なくとも現場の感覚から見てもいろんなこと

が動いていますから、ここはしっかり腰を据えてア

メリカとゆっくり話を始めないといけないと思いま

す。９０年代半ば、北朝鮮の核疑惑からガイドライン

にかかわったころまで、あのころはいろんなレベル

での意見交換、戦略的な概論が行われていたの

ですが、そのへんが活性化されていない。特にク

リントン政権の末期はワシントンに行った時、二大

ごみ問題が起こっていました。アメリカ軍が出したＰ

ＣＢをどう処理するか。もう一つは厚木のごみ処理

工場から出る煙が厚木の米軍宿舎にあたるのが体

に悪い。それを国防長官、大統領のレベルで話題

にしていました。ブッシュ政権に入って、日本にとっ

てコネクションが多い人たちが政権にいるわけです

けれども、今度はアメリカが忙しくなってきた。なか

なか腰を落ち着けた対話ができていないのです

が、そろそろ始めないといけないと思っております。
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「ブッシュ政権の軍事戦略」レジュメ
山口 昇

（陸上自衛隊研究本部総合研究本部長（陸将補））

１．ブッシュ政権の人脈
（１）パウエル国務長官、アーミティジ国務副長官周辺（ブッシュSr.）
（２）チェイニー副大統領、ラムズフェルド国防長官周辺（フォード）
（３）スコウクロフト元大統領補佐官周辺（フォード／ブッシュSr.）

２．クリントン政権下における共和党の議論
（１）国防委員会報告

○非対称脅威に対する対応
○軍のトランスフォーメーション

（２）ラムズフェルド委員会報告とミサイル防衛に関する議論
○ラムズフェルド委員会設立の経緯と背景
○米国に対するミサイル脅威に関する認識

（３）ライス論文
○「国益に基づく国際主義」
（フォーリン・アフェアーズ２０００年１／２月号）

（４）対外政策立案・実行過程に対する批判
○国務省及び国防省政策企画部門の役割・機能

３．ブッシュ政権下での政策
（１）国家防衛を巡る論点

○国土安全保障
○ミサイル防衛：ABM条約の呪縛からの脱出

（２）米軍の体制改革
○QDR2001と国家安全保障戦略
○前方展開態勢の見直し

（３）イラク戦争のインプリケーション
○情報化時代への軍の対応→「衝撃と畏怖」→トランスフォーメーション
○フルディメンジョンからフルスペクトラムへ
○北朝鮮問題をめぐる論点

４．わが国の課題：日米間の戦略的対話
（１）テロとの戦い
（２）わが国周辺の安全に対する責任：ガイドライン後の課題
（３）米国の世界戦略に関する対話
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日 時  

会 場  
／２００４年１月１０日（土） 

／同志社大学　今出川キャンパス徳照館１階会議室 

スケジュール 

１:００～２:００　発表：宮坂 直史「国際テロリズムとその対策」 
２:００～３:００　発表：石川 卓　「大量破壊兵器の拡散問題について」 
３:００～３:１５　休憩 
３:１５～３:２５　コメント：中西 寛 
３:２５～３:３５　コメント：松永 泰行 
３:３５～６:３０　ディスカッション 
７:００～８:３０　懇談会（自由参加） 

発 表  
 

コメント 

／宮坂 直史（防衛大学校国際関係学科助教授） 
石川 卓　（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授） 

／中西 寛　（京都大学大学院法学研究科教授） 
松永 泰行（日本大学国際関係学部助教授） 

部門研究2  ２００３年度第２回研究会 

研究会概要

今回まず『国際テロリズムとその対策』と題して、防衛大学校の宮坂直史氏が講演した。氏は最近のテ

ロの動向に触れ、アルカーイダやジャマァ・イスラーミーヤの変化を分析し、テロ組織が実態を掴みにくく

なっていること、更に、広報宣伝活動が極めて巧みになって来ており、これがテロリストたちを背後で支援

していると指摘した。次に国際的なテロ対策の流れについて触れ、1990年代以降、国連を中心に主要国

サミットにも、テロ対策の論議が積み上げられてきていること、近年のアメリカの動向については、イラク

戦争は、元来大量破壊兵器の不拡散が主眼とされていたが、結果から見ると微妙であることを述べた。

今後の展望は、レトリックとしての対テロ戦争と、実質的な対イスラーム過激派戦争とを分別する視点

も重要だと述べ、反テロ・パブリシティの下手さによる反米意識の高まりがあり、アメリカ自体も苦慮して

いるが、奏効していないのが実状であると述べた。

続いて、『大量破壊兵器の拡散問題について』東洋英和女学院大学の石川卓氏が講演した。1990年代

から不拡散政策というものが、大きく変容してきている。特にアメリカでは、ブッシュ父政権期から拡散

対抗イニチアシブが積極的に強化されるようになった。クリントン政権では、多国間枠組みの中で、拡散

の違法性を明確化する枠組みが造られた。

ブッシュ政権は単独行動主義ということが誇張されて喧伝されているが、実際的にはクリントン期に始

まっていたもので、ブッシュ政権とクリントン政権は連続的に捕らえるべきであり、先制攻撃ドクトリンも

クリントンからの系譜に位置づけられると指摘した。

ブッシュ政権では、9・11以後、不拡散の問題と反テロ対策とが次第に重なり合うようになってきてい

る。イラク戦争そのものも、不拡散政策の一貫と見ることも出来る。リビアが査察受け容れに動いたの

は、抑止効果があったと見るべきであろう。拡散安全保障イニチアシブは強まっており、従来の枠組みを

踏み出そうとしているようであると述べた。
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中西寛氏は、アメリカの世界像が見えないこと、テロ対策の国防視点の重要性、また不拡散の枠組みと

共に、大量破壊兵器を持ちたがる国の動機分析の必要性を述べた。

松永泰行氏はイラン研究者として、「テロ」という言葉がレッテル貼りに堕ち、実態を見えにくくしてい

ると指摘し、個別具体的な分析の重要性と、イラン政府の立場を提示して、その立場としての合理性を述

べた。

ディスカッションでは「テロリズム」という抽象概念を明確化する必要性、イスラエルとイランとの立場

の違いなど、詳細な論議が展開された。最後に、このようなアメリカや世界情勢に対して、日本はどのよ

うな在り方をすべきなのかを、構想し提言すべきだと総括された。

(CISMORリサーチアシスタント・神学研究科　藤林イザヤ)
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「国際テロリズムとその対策」ということでお話を

いたします。アメリカのグローバル戦略という、この

研究会のテーマでもありますので、今のブッシュ政

権のテロ対策、法制度、主要な演説などの資料編

をつけております。

今日の話は大きく分けて三つ。最近のテロの動

向。国際的なテロ対策の流れ。アメリカの今の対

テロ戦略の話をしたいと思います。

最近のテロの動向。今最も注目されている組織

としてアルカーイダという組織があります。なかなか

とらえどころがない組織です。レジュメで図形を描

いてみました。普通のテロ組織の場合、軍隊組織

のようなピラミッド型、上意下達で、各人が組織の

メンバーであることを明確に自覚している。在来の

テロ組織もそうであったわけです。しかしアルカーイ

ダは違っておりまして、９・１１前のアルカーイダの状

況はレジュメの真ん中の図です。三角形が点線で

個々のメンバーが自分が本当にアルカーイダのメン

バーなのかどうか、アイデンティティが希薄です。軍

事訓練を受けていても組織の名前を聞いたことが

ないという人も多々いることがわかっています。メ

ンバーシップとしてのアイデンティティも希薄です。実

線ではなく点線で示しています。しかし司令部はあ

った。その司令部と、イデオロギーを別にする他の

組織との連携関係もある。アフガニスタンで一定期

間訓練を受けて、また外に行く。またアフガンに戻

ってくることを繰り返す。つまり寄合所帯です。しか

し、２００１年９・１１以後、主な指導部はそれ以前に

比べて機能不全に陥っています。それで右図のよ

うに、アルカーイダ全体を点線に表しました。６人指

導体制と言われていますが、よくわからない状況で

す。まとまって存在しているのでしょうが、９・１１の前

のような形ではない。去年、各所でテロが起こって、

アルカーイダの支援だと言われていますが、アルカ

ーイダというのは必ずしもきっちりした組織のもとに

テロを計画して支援しているわけではなく、９・１１前

のアフガニスタンにいた人たち、アルカーイダのイデ

オロギーを受けた人たちと現地のローカルな勢力

が結託して、支援している形になっている。アメリカ

をはじめ当局が言ってもイメージしにくい。便宜上

「アルカーイダがやっている、支援しているのだ」と

言えば、イメージさせやすいので、そう言っていると

ころもあります。わかって言っていることでもありま

す。今のアルカーイダは「組織」というより、「イデオロ

ギー」そのものであると考えた方がいいのではない

かと思います。

アルカーイダと並んでもう一つ、重要な組織とし

てジャマァ・イスラーミーヤがあります。イスラーム共

同体という意味です。東南アジアのテロ組織です。

ジャマァ・イスラーミーヤは一般的には２００２年１０月

バリ島爆弾テロ事件で有名になりました。これは

同時多発でした。その事件で２０２人の観光客が死

んで日本人も２人死んでいます。ジャマァ・イスラー

ミーヤについては世界中で当局や専門家が注目し

ているレポートがあります。シドニー・ジョーンズと

いうもともとアメリカの人権問題の研究者で、現在

はブリュッセルに拠点を構えるNGO「国際危機グ

ループ」に所属しています。現地でジャマァ・イスラ

防衛大学校国際関係学科助教授

宮坂 直史

「国際テロリズムとその対策」
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ーミーヤの組織構造をかなり詳しく分析したレポー

トを何度か発表し、日本政府はむろん、国連機関、

各国当局もシドニー・ジョーンズの分析は重視され

ています。去年１１月、来日し、クローズドの形式で

したが、関係者を集めて講演会を行いました。収

監されているメンバーにもインタビューを重ねて、

明確にテロのネットワークとか歴史を分析している

稀な研究者です。彼女の分析によると、ジャマァ・

イスラーミーヤは司令部を持ち、はっきりした組織

を持っている。ところが現実に東南アジア各地で

テロがどういふうに起こっているかをみると、ジャ

マァ・イスラーミーヤで訓練を受けたり、テロのや

り方をインストラクトしてもらった人たちが、世界的

には無名なローカルなテロ組織に入り込んで、ロ

ーカルなテロ組織のメンバーとして事件を起こして

いる。それは裁判でも一部明らかにされています。

また、ジャマァ・イスラーミーヤはアルカーイダと関

係があると断定されています。ジャマァ・イスラーミ

ーヤの幹部連中のほとんどが８０年代後半～９０年

代はじめにかけてアフガニスタンでの経験を持っ

ている。アルカーイダをはじめとしたイスラーム過

激派の主要なメンバーとパーソナルな関係を持っ

ている。ただし、アルカーイダが「上」でジャマァ・

イスラーミーヤが「下」という上下関係ではない。

資金の供与や、訓練や武器の手配などを通じた

「横」の関係とみられています。

それ以外にも世界的に有名な組織が３０～４０あ

りますが、この１０年間の特徴は、テロ組織が特定

の国家に支援はされていない。グローバリゼーシ

ョンを悪用してテロ組織同士で連携して、本来目

標が違う組織同士であっても誰かと組めば武器商

人を紹介してくれる、誰かと組めば武器を安く、お

金を回してくれるという便宜的な連携が目立って

増えてきているわけです。テロの問題は発生時に

おいては地域の問題であり、国の問題であるので

すが、一端、テロ組織が立ち上がって活動が始ま

るとグローバルな問題になる。地域の問題からグ

ローバルな問題になってしまっているととらえた方

がいいかと思います。

私はこういうテロ組織が生存して活動を活発化

させている要因としてパブリシティに注目していま

す。かつてサッチャー英首相が「テロリストにとっ

てパブリシティは酸素みたいなものだ」と言いまし

た。宣伝していかないとテロ組織は存続しえない。

彼らの宣伝活動は巧みになっています。アルカー

イダ関係で例を上げますと、２００３年のうち少なく

とも６回、世界に声明を出している。このくらいの

頻度が適当な間隔になるのです。もっと頻繁だと

メディアは注目しない。国際的に大きな事件があ

るとポッと声明を出す。注目すべきことは、かつて

の９６、９８年の対米ジハード宣言は門外漢にはわ

からない言葉を使っていたわけです。しかし最近

の彼らのメッセージは、イスラームのことがわからな

い素人でも彼らの言いたいことはわかる。「イラク

ではアメリカの占領によってアメリカ人の武器商人

が金を儲けている」とかイスラームの世界ではない

我々にもわかりやすい言葉を組み立てている。イ

スラームの人たちだけをオーディエンスにしないで、

もっと広くわかってもらうために慎重に言葉を選ん

でやっている。欧米のメディアも日本のマスメディア

も、それに反応して採り上げるわけです。パブリ

シティが巧みになっています。

２番目に国際的なテロ対策の流れ。テロは立ち

上げの段階ではリージョナルな問題であり、それぞ

れの国に特有な社会的、経済的な背景があるのか

もしれませんが、一旦活動を始めるとグローバルに

見なければいけない。国際的なテロ対策において

も同様です。五つのレベルで国際的なテロ対策は

展開しています。テロ対策は一国でやるものでは

なく国連が中心で、と言われますが、国連が各加

盟国に要請しているテロ対策はハードルが高く、き

ついものです。２００１年９月２８日に出た安保理決議

１３７３、トータルで１８の具体的なテロ対策を各国に

求めています。テロ組織へのリクルートを禁止しろ
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とか、各国で法律をつくれ、資金規制、国境警備

という具体的なものを求めています。各国は３か月

以内にレポートを国連テロ対策委員会に出さなさい

といけなかったわけです。締め切りに間に合わな

かった国もありましたが、今では国連加盟国すべて

が提出しています。レポートのできの悪い国にはＣ

ＴＣ（Counter Terrorism Committee）、国連の中

にあるテロ対策委員会が指導するのです。テロ対

策のやる気のない国、やる気があっても技術的に

資金規制や国境警備ができない国、人数が足りな

い、法整備ができない国、いろいろなケースがあり

ますが、国連が尻を叩いてこうしなさいという流れ

になっています。今までの国連は、テロ廃絶決議

などで、「テロはいけません。理由の如何を問わず

やってはいけない」と反テロ規範をつくっていたわ

けですが、最近は具体的なことをやれとなっている。

できない国を助けることでワールド・スタンダードの

テロ対策を進めようとしています。

それ以外にも、主要国サミットでは２００２年にカナ

ダ、去年のエビアンサミットのテロ対策を見てもわ

かるように具体的な項目を挙げています。それを国

連総会の決議に含めたりしています。世界の主要

な地域は１９９９年までは地域機構を単位に反テロ

協定ができているわけですが、東南アジアとか北

東アジアだけ地域単位の反テロ協定が存在してい

なかった。北東アジアは今でもありません。地域機

構ごとにテロとは何かと定義して情報交換をうたう

反テロ協定ができています。

二国間の反テロ協定も活発になっています。そ

の他日常的にアドホック会議も開かれています。す

べてそれぞれ勝手にやっているのではなく、地域

協定、二国間協定でも「国連でこういうことが決ま

ったから、サミットで決まったからやる」となっていて、

国連やサミットの声明でも「地域でやっているから

と我 も々やるんだ」というように相互参照の形でテ

ロ対策が組み立てられています。極論的に言うな

らば「我々、テロの脅威がないからやらない」、「勝

手にやらせていただきます」、「我々のやり方でやる」

ということは許されない状況にあります。いくつか

の組織がグローバルに活動しているので、「我々は

今、関係ない」、やらないとなると資金活動の場に

されたりすることがありますので、ある程度のスタン

ダードでやっていかないといけないわけであります。

具体的には個別のテロ行為や武器を対象にし

ています。今、武器では携帯型地対空ミサイルが

行方不明になっている部分も含めて、焦点になっ

ています。テロ対策を含めて他の分野とも大きく

関連して、軍備管理・不拡散、麻薬、組織犯罪、

開発、人権という他の分野とオーバーラップする

部分もあります。

こういうことを念頭においてテロ対策の見取り

図をつくると、レジュメで示したように、４つのフレ

ーズを挙げることができます。まず、予防の段階。

だが１００％予防できませんから、万が一事件が起

こると迅速に対応する。それから次の被害管理。

さらに、事件を起こしたテロリスト、組織に対応す

る。最後に対応の見直し、新しい対策を立てると

いうサイクルでやっているわけです。自分たちだけ

で勝手にやるということはできませんので、他国、

友好国、同盟国、地域機構、国際機関と密接に相

互連携の形でやっているわけです。中身は国によ

って違います。特定の国を念頭においたものでは

ありません。

さて次にアメリカの対応について話します。イラ

ク戦争も含めて考えを申し上げたいと思います。

アメリカはクリントン時代からテロ対策には力を入れ

てきました。９６年８月の演説ですでに国際テロの脅

威と対応の必要性をアメリカのトップ・プライオリティ

にするということをクリントンは言っています。この

前のイランのコバールタワー事件とか、前年のオウ

ム真理教事件などがアメリカのテロ対策の推進に

関係しています。この演説で「テロとの戦いをアメリ

カが国際的にリードしていかないといけない」と明

言しています。「テロとの戦いは共産主義との戦い、
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ファシズムとの戦いの次の段階だ」とブッシュが言っ

ていることを、９６年の段階でクリントンが演説で披

露していました。

クリントンからブッシュへの引継事項について

は、まず未解決事件があります。レジュメにありま

すコバールタワー事件はイランの情報部が関与し

ていると言われている米軍兵舎の爆破事件です。

コールはアメリカの駆逐艦の爆破です。未解決事

件があり、テロ・ネットワークの追跡が引き継ぎ事

項だったのです。本土防衛の重要性もクリントン

時代から構想があったものがブッシュに引き継が

れています。クリントン時代にアメリカ本土で大量

破壊兵器、テロ、大量テロの発生が起きる可能性

が高いと言われていて、それに対する対応のコン

セプトとしてHomeland Security（本土安全保障）

ではなく、Homeland Defense（本土防衛）という

言葉を使っていました。防衛です。今、ブッシュ政

権になるとHomeland Security のコンセプトと、

その省庁ができました。防衛から安全保障という

言葉の転換は、意図したものかどうかわかりませ

んが、歴史的なアナロジーを感じます。冷戦時代

の最初に安全保障、National Security（国家安

全保障）という言葉を使い始めたものを想像しま

す。中身もクリントンとブッシュでは国土防衛はブッ

シュの方が進んでいます。

多くのことが引き継がれたんですが、ブッシュ政

権の最初の６か月は主要な演説を見ていってもあま

りクリントン時代と違って「テロを最大の脅威だ」と

言わかったのです。資料５をご覧ください。１、２、３

が９・１１の前までのものです。これらは、２００１年、

ブッシュ政権が始まってから主だった閣僚が、テロ

の脅威やアルカーイダの脅威を強調した演説です。

テネットＣＩＡ長官、フリーＦＢＩ長官はクリントン時代

から留任組です。彼らは演説で「国家安全保障の

最大の脅威として国際テロ、特にアルカーイダだ」と

言ってきたわけですが、パウエル、ラムズフェルドと

かライス、大統領自身の演説の中ではほとんど触

れられていないわけです。９・１１とか直後に起こっ

た炭疽菌の手紙事件の前の段階まで、「クリントン

的」なものはなるべく言わない。おそらくクリントン色

を払拭したいがために、トップはテロのことはあまり

発言しなかったわけです。しかし９・１１と、それ以上

に大きなインパクトを与えたのが、まだ犯人が捕ま

っていない炭疽菌テロ事件です。それによってあら

ゆる手段、リソースの動員、テロとの戦いを全方位

で進めていく。ブッシュ政権下で新たな政策が次

から次へと出てきて、出入国管理のこともやり始め

た。フォローできないくらい次々にやっております。

ブッシュ政権のテロ対策の特徴は、対テロ戦争

なのか、対イスラーム過激派の戦いなのか。この

二つがレトリックと現実が、どこまでオーバーラップ

しているか。それは後でブッシュ政権のテロ対策の

特徴として問題提起したいと思っています。

イラク戦争には触れざるをえないのですが、主た

る争点は大量破壊兵器の疑惑の問題であったわ

けです。しかしよく注意してみると対テロ戦争の部

分もあるにはあった。戦争前のパウエル国務長官

の国連安保理での２００３年２月の演説を見ていくと、

イラクとテロ組織の関係を三点ほど強調していま

す。かなりの分量です。パウエル長官がイラク戦争

に入る１か月前、国連安保理で長時間演説をし、３

分の１はイラクとテロとの関係に費やしています。結

論から言うと、信憑性がないと受け止められるので

すが。一つはザルカーウィ・ネットワーク。アルカーイ

ダと関係がある生物化学兵器を製造できる人物と

ネットワークがイラクにあって匿っている。二番目が

アンサール・アルイスラーム。クルド人地域の中に

「解放区」をつくっている。これとサダム・フセインと

の関係。代理人をおいている。トリッキーな話です

が。アンサールはアルカーイダの残兵を匿っている。

三番目にフセイン政権とアルカーイダの直接的な「関

係」があって、幹部同士八回会談している。ウサー

マ・ビン・ラーディンからイラクに対して協力関係を申

し入れたとか。さまざまなことが言われています。



アメリカのグローバル戦略と一神教世界 

部 門 研 究 ２  

198

関係はあると思います。テロ対策をやる側だって、

本来、アルカーイダと関係しなければ情報をとれな

いわけですから。関係の中身が何ともよくわからな

い、判断がしにくい。しかし特定の事件、９・１１に関

してサダム・フセインとアルカーイダが連携した証拠

は何も出てきていない。

戦争前、大量破壊兵器の問題ですが、アメリカ

人を説得させるために「不法な大量破壊兵器がテ

ロリストにわたったらアメリカは攻撃される。だから

この問題はアメリカは死活的に重要な問題なのだ」

と戦争を正当化する補強材料としてテロの問題を

出していたわけです。ただ戦争中、アンサール・ア

ルイスラームとかイランの反体制勢力のムジャーヒデ

ィーン・ハルクを攻撃したりしていたので、イラク戦

争は対テロ戦争の部分もあることはあったわけで

す。戦争の結果どうなったか。ムジャーヒディーン・

ハルクと米軍は単独で停戦協定を結びます。アメリ

カはムジャーヒディーン・ハルクを海外テロ組織に認

定しているのですが、そこと停戦協定を結ぶという

のはどういうことなのか。焦点になっていたアンサ

ール・アルイスラームはもともと６００～８００人の兵力を

要する組織ですが、分散逃亡してしまって、その後、

イラクでテロ攻撃に加担しています。パウエル長官

が何度も指摘していたザルカウィはどこにいってい

るかわからない。もし捕まえたり殺したりすれは

大々的に発表するはずです。

戦争後、新たなテロ組織がイラクの中で結成さ

れています。かつイラクの内外で、義勇兵の募集の

センターが摘発されています。５月１日以降の死傷者

の数の方が多いことと、あらゆるものに標的が広ま

っていること。アルカーイダのほかヒズブッラーもイラ

クに入っています。今の時点で、広範囲な対テロ

戦のみの観点から言えば、イラク戦争は短期的に

見れば失敗だった。なぜか。もともとも対テロ戦の

意味合いが薄かったにも関わらず、戦争を経て、

対テロ戦になってしまった。つまり問題が悪化した

ので失敗ということです。ただし、アメリカとイギリス

が強引にイラク戦争を始めたことによって、対テロ

の国際協力にダメージがあったとは言えないと思っ

ています。表面上、アメリカとフランス、ドイツ、ロシア

の亀裂は修復されていないわけですが、しかし米、

欧州、露の反テロ協力は続いているわけです。水

面下の部分に注意したいと思っています。

たとえばアメリカはロシアとおとり捜査をやって

犯人を捕まえたり、アメリカに対して「入国管理を

徹底的にやれ、ビザの取得者だけでなくパスポー

ト持っている人間すべてに指紋をとったりしろ」と

強硬なことを申し出ているのはフランスであって、

アメリカは「待ってくれ」と。そういう協議は継続的

に続けられている。またドイツについてもアメリカ

はドイツのテロ対策を最も高く評価しています。国

務省の資料集を見れば、言葉一つとっても、日本

に対する評価より、ドイツのテロ対策を極めて高く

アメリカは評価しています。フランスに対してもそう

いう評価です。さまざまな目に見えない部分で、情

報当局、捜査当局の間での協力は続けている。

米、欧州、露だけでなく、アジア諸国との間でもそ

うであって、だからこそ著名なテロリストを次々に

逮捕できているのです。

イラクで押収した資料や関係者の裁判で、もし

今まで明らかになっていなかったようなイラクとテロ

組織の関係を明らかにすることができるならば、パ

ウエル演説は少しは評価が変わってくるかと思い

ます。イラクのレバノン化、アフガニスタン化をくい

止める必要がある。８０年代のアフガニスタンの戦争

はその後、今日に至るまで極めて大きな影響を残

している。そこで顔を合わせた人たち、同じ「釜の

飯」を食った人たちが、この１０年以上、世界に散ら

ばってテロ組織をつくったり、テロ行為に関与して

いることを考えるならば、今、イラクでさまざまな組

織が入り乱れてやっている。これは何とかしないと、

おそらく１０年、１５年先、同じことが繰り返されて、

世界中に大きなテロをもたらすのではないかという

懸念があります。
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ブッシュ政権のテロ対策の特徴について。対テ

ロ戦争なのか、対イスラーム過激派戦争なのか、こ

の二つをどうとらえればいいのかということでありま

す。レジュメの資料集には、演説や政策を載せまし

たが、十三番「国土安全保障のための国家戦略」、

十五番「対テロ国家戦略」、この二つが今のブッシ

ュ政権のテロ対策上の根幹をなす戦略です。これ

らに加えて、その他の主要な演説を読んでいくと、

「アメリカの敵はテロリズム」と繰り返しています。よ

く考えると、これはおかしい。テロリズムは人ではな

い。アメリカ人の中でも「抽象名詞に対して戦争を

しかけるのはよくわからない」とか批判はあります。

しかし終始一貫してブッシュ政権は「テロとの戦い

だ」と言って「イスラーム過激派との戦い」というの

は前面に出してきません。しかし折りに触れてテロ

対策の成果報告をブッシュ政権は公表しています

が、テロとの戦いと言いつつも、具体的な成果とし

てアルカーイダの資金のネットワークを潰したとか、

関係者を逮捕したとか、イスラーム過激派との戦い

がメインになっていることは間違いないわけです。

ではなぜ、本当の敵は、イスラーム過激派のテロと

ネットワークであるにもかかわらず、一般化して、広

げて、テロとの戦いとブッシュ政権は言っているの

か。おそらく３つくらい要因が考えられます。

一つはまさにアメリカ的な考え方だと思います。

冷戦の初期、イギリスからギリシャ、トルコへの援助

を肩代わりされたトルーマン大統領は、いわゆるト

ルーマン・ドクトリンの中で、ギリシャ、トルコの問題

をちまちま言うのではなく、専制と戦う自由を求め

る人々に対して世界中、どこであっても、援助して

いく、と大風呂敷を広げ、コミュニズムとの戦いを

始めた。コミュニズムからテロリズムへ。テロリズム

は思想ではないので、一緒にはできないと思うん

ですが、個別の問題を大きな枠組みで世界的な意

味づけをしていくのがアメリカなんだと思います。ど

の演説を見てもファシズム、コミュニズム、次はテロ

リズム。へんな並べ方ですが、大きな歴史的な意

味づけを自らの戦いに命名している。アメリカの「戦

略文化」が表されているのではないかと思います。

第二点はもともとアメリカはイスラーム過激派だけ

でなく、南米のテロ、例えばファルクとか言ったテロ

組織などと戦ってきた経験があるので、いろんな組

織のことを目配りしていることはあります。３番目に、

９・１１が起きた直後にブッシュ大統領が「十字軍」と

言いそうになって問題を起こしました。イスラームと

戦うことはポリティカル・インコレクト、特定の宗教と

戦うという言い方を意識的に避けている、避けざる

をえないところもあるのではないか。そう考えると対

テロ戦争は一つのレトリックであって、本当は対イス

ラーム過激派、アルカーイダのネットワークとなって

いくわけですが、レトリックの部分も何度も強調して

いくと本当になって、やっていることがアメリカの場

合、徹底的に拡大していく。必ずしもイスラーム過

激派、それを生み出す国だけを対象にした措置で

はなくなっていき、レトリックと実態がオーバーラップ

して切り離すことができない状況です。

一つ、面白い現象はブッシュ政権のテロ対策の

中で、テロ組織を指定しているのですが、以前は、

特定のテロ支援国家、テロ組織だったのが、それ

を支援する個人、会社、チャリティ団体にも、大統

領令で指定し、資金凍結の対象にしています。大

統領令で指定されているリストは莫大なものになっ

て、広げすぎという感があります。資金規制を実際

にフォローできるのかどうか。もう一つは不法戦闘員、

イリーガル・コンバッタントまたはエネミー・コンバッタ

ントの問題があります。今、キューバに６６０人くらい

アフガンから連れてこられていますが、米国内で

も過激派が摘発されている。その人たちをどうす

るのかがよくわからないわけです。去年、グアンタ

ナモで尋問にあたっていた現地で尋問にあたって

いたＦＢＩの職員によれば、そのうち何人か使えそ

うな奴はアメリカが使う、と言っていました。最初

のうちはタリバンとかアルカーイダとの関係もはっ

きりしなくて、ごっそり捕まえてテロ組織のことをい
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ろいろ聞き出すということも必要だった時期もあり

ます。しかし、拘束の期間が長すぎて、批判が起

こるのは当然だと思います。その人たちをどうす

るかという納得のいく説明が、ブッシュ政権からな

されていないわけです。

国土安全保障省の創設に伴って、テロ関連情報

をどうするかという重要な問題もあります。

ブッシュ政権の外交政策、安全保障政策はユニ

ラテラリズムだと批判されていますが、対テロに関

しては必ずしもそうではなく、国際協力は一層推進

されています。情報分野、捜査分野で。

アメリカ全体の取り組みの中で一点だけ指摘し

ますと、国土安全保障省が去年９月、二十二の機

関を統合する形で立ち上がりました。３月からスター

トしたのですが合併が終わったのが９月でした。国

土安全保障省は国内のテロの予防もやっていくわ

けですが、制度的に中央と州と地方の制度的な連

携は一層進んでいまして、また官民の協力も進む。

アメリカ本土でテロが起こることを防止するには、中

央だけでは対応できないので、地方を含めたさま

ざまな諮問委員会、制度化されたものがあります。

中央と地方の連携は極めて密接になっています。

クリントン時代のHomeland Defense（本土防衛）

から、ブッシュ政権のHomeland Security（本土安

全保障）へ、より総合的な意味合いを持つ内実に

かわってきています。

もう一つは、国家安全保障関係の企業がたくさ

ん立ち上がっていて、利益団体もできて、「成長産

業」になっています。これに関係する企業は、例え

ば毒ガス用の防護服をつくるだけに止まらず、テロ

対策の訓練プログラムを政府に提供する会社など

もあります。もともと軍人だったり警察官、消防の人

が民間で会社を興して訓練プログラムを提供する

わけです。あらゆる対外政策は国内利益の影響を

受けますが、テロ対策も純粋にテロの脅威に対応

してテロ対策をするのではなく、国内利益の影響も

受けるわけです。これが政治的な現実ですから、

良いとか悪いという次元の問題ではありません。

外からテロ対策をみる場合に、アメリカ国内の産業

の動きも注意しなければいけないということです。

最後に今後の展望に移ります。レジュメの中に

書いた３番目が重要な問題だと思っています。ビ

ン・ラーディンはＰＲが巧みになっている。それに対

して反テロ側のパブリック・ディプロマシーは問題が

あるわけです。ブッシュ政権自ら認めていることで

あります。テロ対策を進めれば進めるほど反米の

風潮が世界的に広まっているわけです。何とかし

ないといけないと。もう一度、９０年代に国連で採

択されてきたテロ廃絶決議のように理由に関係な

くテロを無条件で非難する、そういう国際規範の強

化が必要です。パレスチナの場合、自爆テロだと許

されるか。そういう問題ではない。防御不能な状態

にいる人を不法な暴力で死傷されることは許して

はいけないという、９０年代半ばに国連で確立され

たテロ廃絶決議が完全に揺るいでしまっていて、

「反テロ（国家の反撃）の方がテロではないか」とい

う意見も出てきている。冷戦時代に国連で討議さ

れているような何も先に進まない状態に戻ってしま

っているのです。もう一回、反テロ規範を再構築し

なければいけないのではないかと。なぜならばテ

ロ組織だけが問題ではなく、テロ組織に対するサ

ポーター、シンパがたくさんいて、そういう人たちを

テロ組織と分断させるようなＰＲ活動をしていかな

いと、いくら制度、政策だけを積み重ねていっても、

人心が離れていけばどうしようもない。これはアメリ

カだけの問題ではなく、日本や他の民主主義国家

も協力していかなければいけない問題ではないか

と思っています。資料は発表順に並べております

が、ごらんいただければと思います。
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「国際テロリズムとその対策」レジュメ
宮坂直史（防衛大学校国際関係学科助教授）

１．最近のテロの動向
アルカーイダ

発端は、対ソ連・義勇兵データ・ベースの「ベース」から命名（藤原）
司令部はあるが、もともとメンバーシップ・アイデンティティに希薄
アフガニスタンから掃討後、「組織」というよりも「イデオロギー」

ジャマァ・イスラーミーヤ(JI)
ハンバリ逮捕でどこまで打撃？

多種多様なテロ組織　活動地域・目標をこえた組織間の連携が顕著。
テロ組織を生存、活動させる要素

サポーターとシンパの存在（武器、金、聖域）
リクルートの「場」 例えばモスクや学校（寄宿塾）
他の非合法組織との対立またはビジネスライクな付き合い
国家機関への寄生、汚職
訓練、実戦活動の「場」
巧みなパブリシティ（「パブリシティはテロリストの酸素」）

適当な間隔、わかりやすいメッセージ、反応してくれるメディア

２．国際的なテロ対策の流れ
(1)五つのレベルの相互参照
a. 国連（総会。最近では安保理も。決議1373、CTC）
b. 主要国サミットでのテロ対策勧告（最近のカナナスキス、エビアン）
テロ対策閣僚級会合ほか
c. 地域機構の反テロ協約
d. 二国間の反テロ協定
e.日常的なアドホック会議（テーマ別、地域あるいは地域横断的に参加）

9/11前のアルカーイダ 
・寄り合い所帯 
・強固な司令部 
・希薄な下位メンバーシップ 
・アフガンへの出入り 
 

ピラミッド型組織 
・上位下達 
・明確なメンバー 

↓ 

今日のアルカーイダ 
・現地勢力の育成？ 
・精神的支柱 
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(2)個別のテロ行為・武器を対象に
１２の国際テロ関連条約・議定書
最近は「海上テロ」、武器では「携帯型地対空ミサイル」など焦点

(3)関連する軍備管理・不拡散、麻薬、組織犯罪、開発、人権

３．テロ対策の見取図（特定の国を念頭においたものではない）

作成　宮坂

４．アメリカの対応
クリントン政権期からの継続
・国際テロ対策の４原則
・テロ支援国家指定制度（1979～）と７カ国リスト(1993～)
・海外テロ組織(Foreign Terrorist Organizations: FTOs)の指定(1997～)
・国務省ATAの拡充
・国内でのWMDテロ対策（国内準備プログラムなど）

クリントンからブッシュへの引継事項
・未解決事件（コバールタワー、コール）、テロネットワークの追跡
・国土防衛構想：全米テロ対策委員会、ギルモア委員会で検討⇒ブッシュDHSヘ
9/11＆炭疽菌手紙テロ前
ABC(anything but Clinton)のあおりか、トップの意図的な軽視

自助 同盟国 
友好国 地域機構 国際機関 対立国 

Ⅰ予　防 

情報分析 
情報提供 
国境警備 
反テロ法 

情報共有 対応能力向上 
の相互支援 

勧告とその実施
状況の調査、 
支援 

圧力 
情報引出 
利用 

Ⅱ被害管理 演習・各機関連
携・マニュアル 

情報共有 セミナー 調査 

 

Ⅲ対テロリスト
・組織 
 

捜査、裁判 
制圧 
 

共同行動 
共同司法 
 

情報交換 
共同行動 
 

情報提供と支援 利用 

Ⅳ新対策 教訓と改善 新協定 新構想 新条約 
規範強化 
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9/11＆炭疽菌手紙テロ後
全手段の動員、全方位

「新しいトータル・ウォー」（宮坂）
ただしwar on terrorという表現には専門家の間でも疑問が多い。

ブッシュ政権下の主な新政策
・『対テロ国家戦略』発表(2003.2) 4D戦略ほか

・国土安全保障戦略の採用
国土安全保障局(OHS)の設置(2001.10)
国土安全保障省(DHS)の創設(2003.3)

・テロ脅威情報分析統合センター(TTIC)(2003.5)
・愛国法の制定(2001.10)
・国家安全保障出入国登録システム（2002.6～）
・テロ資産凍結大統領令(2001.9～)（クリントン時代の前例はあるが）

・テロリスト入国拒否リスト（TEL）
・海空保安、例えばCSI(コンテナ・セキュリティ・イニシアチブ)

その他多数。
さて、……
イラク戦争のうち対テロ戦の部分
戦争前の焦点　①ザルカーウィ・ネットワーク

②アンサール・アルイスラーム
③サダムとアルカーイダの「関係」

「不法なWMDがテロリストにわたったら…」という戦争正当化の補強材料
戦争中　　　 アンサール、ムジャーヒディーン・ハルク（MEK）を攻撃
戦争の結果　 ・MEKとは単独で停戦協定

・アンサール・アルイスラームは分散逃亡、テロ攻撃に加担
・ザルカーウィ不明
・イラク・イスラーム解放軍など新組織結成
・「義勇兵」募集が活発　一部は欧州、イラク内で摘発された。

・５月１日以降の死傷者数の方が多い。
・あらゆるものが標的に。
・サダム残兵の抵抗が減っていったとしても国際組織は浸透

評価：広範囲な対テロ戦のみの観点から言えば、イラク戦争は短期的にみて失敗（もともと
その意味合いの薄かったものを、そうしてしまった）。ただし、米英が半ば強引にイラク戦争
を始めたことをもって、対テロの国際協力にダメージがあったとは言えない。米欧露の亀裂
とは別次元で、米欧露の反テロ協力は続いている。この水面下の部分に注意したい。ま
た、信用されていなかったイラクと諸組織の「密接な関係」を、押収資料や裁判で具体的
に明らかにすることができれば、それは今後の国際的なテロ対策に資するであろう。
いずれにせよ時間はもとに戻らない。今後はアフガン化やレバノン化を食い止めるため
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の関与が必要。イラク問題にとどまらずより世界的な反テロ規範の再構築が必要、パ
ブリック・ディプロマシーの国際的な取り組みも。

ブッシュ政権のテロ対策の特徴
(1)現在テロ指定はFTO、大統領令、TELの３本立になっている。以前からの「テロ
支援国家」「テロ組織」から「個人」「会社」「団体」ヘ、広げすぎの観ある。

(2)不法戦闘員（米国内、グアンタナモ基地）など人権で批判されやすい措置。
(3)情報の「統合」と「多元化」、どっちに向かうのか。
(4)国際テロ対策にユニラテラリズムの余地はなく、ブッシュ政権下でも対テロの
国際協力は一層推進されている。

(5)レビューに抵抗？９．１１独立調査委員会などで情報開示の問題浮上

アメリカ全体の取組みから
(1)国土安全保障の必要から中央と州、地方の連携、官民の一層の連携すすむ。
(2)国土安全保障が「成長産業」に。国内利益の影響を受けるであろうテロ対策。

５．テロと反テロ今後の展望
大国間協力とテロリストの分散少数化、過激化
(1)中国、フィリピン、インドネシア、インド、パキスタン、イラン、トルコ、旧ユーゴなどユー
ラシア・リムランドに位置する非アラブ諸国の反テロ連携がイスラーム過激派の活
動を封じる上で重要。

(2)極右やアナーキストの動向も重要。国際的な出来事に関心をもち活動している。
組織間の連携には予想外の組み合わせがあると思わなければならない。

(3)パブリック・ディプロマシー、PAの向上、反テロ規範の再構築
資料）ブッシュ政権のテロ対策・法制・主要演説

１．テネットCIA長官の議会証言（Statement by George J. Tenet before the Senate
Select Committee on Intelligence on the‘Worldwide Threat 2001:National Security
in a Changing World’）
2001年2月7日
www.cia.gov/cia/public_affairs/speeches/UNCLASWWT_02072001.htm
ブッシュ政権発足直後、クリントン政権から留任したCIA長官が、安全保障問題のうち第
一にテロリズムについて言及し、そこでビン・ラーディンとそのテロ・ネットワークがアメリ
カにとって最も差し迫った深刻な脅威であると証言している。

２．フリーFBI長官の議会証言（Statement of Louis J. Freeh on the Threat of
Terrorism to the United States before the Senate Committees on Appropriations,
Armed Services, and Select Committee on Intelligence）
2001年5月10日
www.fbi.gov/congress/congress01/freeh051001.htm
上記したテネットCIA長官同様にクリントン政権からの留任組であるフリーFBI長官は、
国際テロの脅威の第一にアルカーイダ・ネットワークをあげて警告している。
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３．チェイニー副大統領に米国内での反テロ監督権限を付与
2001年5月8日
Text: Cheney to Oversee Domestic Counterterrorism Efforts, statement by the
President. http://usinfo.state.gov/tokyo/wwwhse0162.html
ブッシュ大統領は、チェイニー副大統領を国内での大量破壊兵器使用によって引き起
こされる大規模テロ事件の「被害管理」のコーディネートを監督するように命じた。
９．１１テロ以前は、上記以外にテロについて大統領、国務長官、国防長官、国家安全
保障担当大統領補佐官らの演説、声明でとくに注目すべきものは少ない。この静観は、
クリントン政権の後期とは非常に異なる。またこの時期に新たな政策イニシアチブもほと
んどなかった。（財務省の海外テロリスト資産追跡センターの新設などわずかにあるが。）

４．上下両院合同会議における大統領演説
(Address to a Joint Session of Congress and the American People)
2001年9月20日
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.htm
９．１１テロを受けて内外にテロとの戦いを宣言した歴史的な演説といえる。注目すべ
き点は３点ある。第一に、アルカーイダだけでなく世界中のテロ組織、テロを支援する者
への戦いを鮮明にしたこと、第二に、テロをファシズムや全体主義の後継と表現するな
ど米国的な言説に彩られていること（極めて米国的である）、第三に、テロとの戦いに
はあらゆる資源を動員するが、その戦いは長期化すること、１つの戦闘で終わるような
性格のものではないことを強調した。

５．大統領、アフガニスタンでの軍事行動(Operation Enduring Freedom)開始を宣言
ホワイトハウス
2001年10月7日
http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/01100750.htm
「軍事行動はテロとの戦いの一部分である」「今日、われわれはアフガニスタンに焦点を
あてるが、戦いはもっと広い」。アメリカの「対テロ戦争」は文字通りの「戦争」と印象付け
られることもあるが、他の高官も繰り返し述べているように、それは軍事的側面やアフガ
ニスタンだけに限定されたものではない。それらは戦いの一部である。すべての手段が
駆使され、あらゆる方面での戦いが予想され、この演説でもそれが確認できる。

６．愛国法(USA Patriot Act: Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act : P.L.107-56)
2001年10月26日（大統領署名）
通称愛国法は上記法律名の略称である。
監視手続きの強化、国境防護、テロ犯罪の刑法の強化、2001年国際マネーロンダリン
グ禁止および反テロ資金供与法などを盛り込んだ新たな反テロ法の一つ。ブッシュ政
権のテロ対策上、一大成果であると同時に、自由や基本的人権との兼ね合いで論争
の的になっている。アメリカのテロ対策史の中でも、1996年の反テロリズム・効果的死
刑法（後述）以来のランドマークに位置づけられる。条項ごとの分析は、Charles Doyle,
Terrorism:Section by Section Analysis of the USA Patriot Act (Updated December
10, 2001) in CRS Report for Congress (Congressional Research Service).
愛国法署名に際しての大統領声明（2001年10月26日）
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011026-5.html
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この大統領声明では、まず、愛国法は今日の通信技術の変貌（インターネット時代）に応
じて捜査をしやすくするものであり、またテロよりも麻薬犯罪に重きを置いてきた米国
の捜査・情報体制に関する法制度を逆にしてテロを重視することに転換したという。

７．国連テロ対策委員会への米政府報告書
(Report to the Counterterrorism Committee: United States of America)
2001年12月（日不明）
www.un.int/usa/ctc-report.htm
国連安保理決議1373（2001年９月28日採択）は全加盟国に対して、テロ関連資金の禁止
や国境の効果的警備などをはじめ18項目にわたる具体的なテロ対策措置の実施を求
めた国連のテロ対策史上、画期的な決議である。この決議の採択から３ヶ月後までに
（12月28日）、加盟国は国連のテロ対策委員会(Counterterrorism Committee: CTC)に
18項目の実施、進捗状況を提出しなければならなかった。米国の提出した報告書は、
この時点での、世界のテロ対策をリードしてきた米国の戦略を知るうえで最も重要な文
書の一つ（全20頁）。

８．対テロ戦争１００日間(The Global War on Terrorism: The First 100 days)
2001年12月20日
ホワイトハウス
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/print/100dayreport.html
９.１１テロからの約３ヶ月間を振り返って、対テロ戦争の成果を連合(International
coalition)の構築とともに強調した文書。とくに196カ国の賛同を得て、142ヶ国がテロ
資金の凍結を実施した国際協力が大きな成果として謳われている（全１８頁）。

９．２００２年大統領一般教書演説(President Bush's first State of the Union Address)
2001年１月29日
www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html
「われわれはいま戦争状態にある」、「テロとの戦いは始まったばかり」、「この戦いには
２つの目的がある。１つはテロリストのキャンプを壊滅させ…テロリストを裁きにかける。
もう1つは大量破壊兵器を入手しようとするテロリストや政権が米国や世界に脅威を与
えることを阻止すること」など、一般教書演説はテロとの戦いから始まりそれに半分以上
費やし、途中で内政をはさんで、最後に自由の勝利への誓いで結んでいる。後によく
引用される「悪の枢軸」とは、この演説ではイラン、イラク、北朝鮮と、それらと同盟を組
むテロリスト(terrorist allies)のことである。以下の引用部分は、違法に大量破壊兵器
を有する悪の体制とテロリストが結びついたときのアメリカへの脅威を強調し、その脅
威を除去することがアメリカの義務であると宣言している。後のイラク戦争を予想させる
文言である。

10.２００３年大統領一般教書演説(State of the Union Address)
2003年1月28日
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html
演説後半部分で、対テロ戦争でテロリストを追い詰めた成果と脅威の低減を述べた。
イラク問題においては、イラクとアルカーイダの関係を指摘した。さらに、「バイオシールド
計画」（生物兵器テロ防護）や「テロ脅威分析統合センター」（後述）を提唱するなどテロ
対策については、2002年一般教書演説よりも2003年教書の方がより具体的である。
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11. 国土安全保障局設置に関する大統領令13228(Executive Order)
(Establishing the Office of Homeland Security and the Homeland Security Council)
2001年10月8日
Federal Register, Vol.66, No.196 (Wednesday, October 10,2001) Presidential Documents
大統領府に対して、国土安全保障担当大統領補佐官（新ポスト）が率いる国土安全保
障局(OHS)の設置を命じた。その任務はテロリストの脅威と攻撃からアメリカを守る包
括的な国家戦略を発展させ調整することにある。全３条。

12. 国土安全保障省新設に関する大統領府声明(Remarks by the Press Secretary)
2002年６月６日
www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020606-8.html
職員17万人以上、 22の連邦機関（またはその一部局）の合併による新省国土安全保
障省(DHS)の創設について明確にした。（1947年以来最大規模の行政府改革になる。）
この後、上下両院の審議と承認を経て、国土安全保障法 Homeland Security Act of
2002 (P.L.107-296)の採択（2002年11月25日）をもって創設は決定され、2003年３月に発
足、2003年９月に既存機関の統合を終えた。

13.『国土安全保障国家戦略』(The National Strategy for Homeland Security)
2002年７月16日
国土安全保障局(Office of Homeland Security)
www.whitehouse.gov/homeland/book/index.html
この戦略の目的はテロの攻撃からアメリカを守るために我が国の連邦機関体制を如何
に動員し組織するかを示すことにある。テロの脅威、国土防衛体制の現在の脆弱性、
組織編成、６つの重大任務領域（インテリジェンスと警戒警報、国境警備と公共輸送機
関の安全、国内の反テロ、重大インフラ防護、大量破壊兵器テロの脅威からの防護、
緊急事態準備と対応）、国土安全保障のコスト、さらには国家戦略の４つの基盤（法・科
学技術・情報共有・国際協力）それぞれの領域での主要な重点目標なども言及された。
注）日本では、homeland securityを「国土安全保障」ではなく「本土安全保障」と訳す
慣習も一部で残っている（例えばNHK）。しかしhomeland securityの対象が狭い意味
での米本土だけを指すものでないことは明らかである。Homeland securityはその問題
の性質上、連邦政府のみならず州、地方政府との連携が不可欠であり、これらを含め
た諮問委員会も恒常的に制度化されている。ここに紹介した『国土安全保障国家戦略』
においても「州(state)」とは「米国各州、コロンビア特別区、プエルトリコ、ヴァージン諸
島、グアム、アメリカンサモア、パナマ運河地帯、北部マリアナ諸島連邦、太平洋の信託
領」を意味し、また「地方政府(local government)」には、「郡、市、村、町、区、その他
の州よりも下位にある行政単位、ネイティブ・アメリカン部族、認可された部族組織、アラ
スカの原住民村落や組織、さらには州や下位の行政単位によって支援が行われている
地方(rural)コミュニティ、地方自治体地域に組み込まれていない町や村、その他公共
自治体も含まれる」と規定されている。以上から本稿でも、日本語では「本土」よりも広
いニュアンスが含まれる「国土安全保障省」という訳語を用いる。

14. テロ資金凍結に関する大統領令13224(Executive Order on Terrorist Financing)
２００１年９月２３日
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sanctions/t11ter.pdf



アメリカのグローバル戦略と一神教世界 

部 門 研 究 ２  

208

www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/print/20010924-1.html
指定された外国人、外国テロ組織、その他の団体は、すべての財産（金融資産のみなら
ず不動産も含まれる）が凍結され、米国民は彼らへの寄付行為を含む一切の取引を禁じ
られる。全１１条と附属指定リストからなる。９月２３日にまず、アルカーイダやその関係グルー
プ、ビン・ラーディン、ザワヒリをはじめとする幹部級など計２７組織・個人が指定された。
その後、リストは（個人・テロ組織・金融取引グループ・チャリティグループなどの指定）
雪だるま式に拡大していった（その追加指定の都度、発表される）。その過程で一部の
指定が他国との軋轢も引き起こした。ブッシュ政権のテロ対策の中でも最も重要な大
統領令の１つ。国務省のサイトwww.state.gov/s/ct/rls/fs/でもリストは閲覧可。

15.『対テロ国家戦略』(National Strategy For Combating Terrorism)
2003年２月14日
ホワイトハウス
www.whitehouse.gov/news/release/2003/02/20030214-7.html
ブッシュ政権下で出された最も基盤的な対テロ戦略。まずテロリズムの脅威の性質につ
いて、テロの構造、新たなグローバル環境、テロ組織間の連携、大量破壊兵器への接
近などの観点から分析し、その上で、対テロ戦略の目標と目的を明示した。特に柱とな
る目標は４つのDで示されている。それらは、テロリストとテロ組織を負かす(Defeat)、テ
ロリストへの支援を拒否する(Deny)、テロリストが乗じる根底的な社会的悪環境を減らし
ていく(diminish)、米市民と米権益を国内外で防護する(defend)である。全30ページ。

16. テロ脅威情報分析統合センター(Terrorist Threat Integration Center: TTIC)の創設
2003年１月28日の大統領一般教書演説の中で言及され、同年２月１４日にホワイトハウス
からﾓFact Sheet: Strengthening Intelligence to Better Protect Americaﾓ が発表され
た。
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030214-1.html
または2003年２月26日付、上院政府委員会でのTTIC運営準備上級グループ長
Winston P. Wileyの証言
www.cia.gov/cia/public_affairs/speeches/2003/wiley_speech_02262003.html
大統領自らが2002年６月に９．１１テロに至る情報・捜査機関の問題を公に認めたが、そ
れを踏まえての改善策。TTICは当面CIA本部内におかれ、CIAのテロ対策センター
(Counterterrorist Center: CTC)とFBIのテロ対策局(Counterterrorism Division:
CTD)のそれぞれ分析部門が合併して、CIAの幹部職員によって運営される。情報収
集活動そのものには関わらないが、各機関が国内外で収集したテロ情報と情報分析評
価にアクセスでき、さらに情報収集上の戦略を指示できる。２００３年５月１日にCIA本部で
テープカットのセレモニーが行われ、同日からスタッフ５０名で活動を開始した。TTIC長
はJohn O. Brennan. スタッフは数百人に拡充され、２００４年５月に独立庁舎に移動する。
注）TTICは文字通りでは「テロ脅威統合センター」になるが、この日本語訳は奇妙であ
り、統合するのはテロ関連の脅威の情報と分析であるので「テロ脅威情報分析統合セ
ンター」という訳語をここではあてた。定訳は不明。

17. 国際テロ年次報告書『パターンズ・オブ・グローバル・テロリズム』
(Patterns of Global Terrorism 2000, 2001, 2002)
2000年版は2001年４月30日、2001年版は2002年５月21日、2002年版は2003年４月30日に公刊。
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国務省テロ対策調整室(Office of the Coordinator for Counterterrorism)
www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000/  (最後の部分だけ2001、2002と入力)
２００１年版は１８０ページ、２００２年版は１６６ページ。
Tittle 22 of the United States Code, Section 2656f(a)に従って、この報告書は毎年４月
末までに議会に提出され、同時に公刊される国際テロリズムの年次報告書（注、ブッシ
ュ政権下で始まったものではない）。国際テロの年間クロノロジー、海外テロ組織概説、
テロ支援国家概説、テロ発生件数などの統計の他に、国際テロ対策の４原則をはじめ
とする基本的な国際テロ対策をこの報告書で確認することができる。ちなみに国際テ
ロ対策４原則は９．１１テロのあとも前も変わっていないし、テロ支援国家も変化なし。
米国の国際テロ対策を知る上で必読。（国内テロ報告についてはFBIのTerrorism in
the United States があるが１９９９年版を最後に発行されていない。）

18. ９．１１テロ上下両院情報特別委員会報告書 (Joint Inquiry into Intelligence
Community Activities Before and After the Terrorist Attacks of September 11,2001 :
Report of the U.S. Senate Select Committee on Intelligence and U.S. House
Permanent Select Committee on Intelligence together with additional views)
http://intelligence.senate.gov/recommendations.pdf 又は６４ドルで冊子購買。
２００３年７月２４日付declassified version.（classified versionは２００２年１２月２０日）
９．１１テロは防げなかったのか？この点に関する特別委員会のレビューと提言。８００ペ
ージ超の大冊だが、サウジアラビア関連などの情報の一般開示は拒まれ、かなりの部
分に空白（［―］の形）が目立つ。結局、インテリジェンス・コミュニティは、ビン・ラーディン
とテロ活動について厖大な価値ある情報を蓄積していたが、そのどれ一つとして９．１１
テロを特定できなかった。しかし米攻撃の予兆は掴んでいた。報告書は、コミュニティ
の機関相互の連携に深刻な問題があることを指摘して改善を勧告している。なお２００４
年５月にはこれとは別に独立調査委員会による９．１１テロ報告も出る予定である。

19.フセイン政権とテロ組織の関係についてのパウエル長官の国連安保理演説
２００３年２月５日
フセイン政権とテロ組織の関係は非常に曖昧であり、専門家の多くはその関係を軽視
している。イラク戦争の直前に行われたこの国連安保理演説で、パウエル国務長官は
約３分の１を費やして両者の関係に言及した。その要点は３つある。第一に、アルカーイ
ダと関係しているザルカーウィ(Abu Mud’ab al-Zarqawi)本人とそのネットワークをイラク
が匿っていること、彼らは生物兵器の製造が可能であること、第二に、クルド人支配地
域のなかにアンサール・アルイスラーム(Ansar al-Islam)が拠点を構え、ここにフセイン政
権は代理人を送り込んでいて、かつこの組織がアルカーイダ兵を匿っている。第三に、
９０年代初頭以来、アルカーイダとフセイン政権は直接の関係があり、少なくとも８回の幹
部級会合がもたれた。さらに第四として、アルカーイダ以外のテロ組織ヘの支援にも触
れている。

20. イラク復興に関する大統領演説(Address of the President to the Nation)
2003年９月７日、ホワイトハウス
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030907-1.html
イラク戦争における大規模戦闘終結宣言(２００３年５月１日)から４ヶ月たち、イラクの現況
を対テロ戦の一貫の中に鮮明に位置づけた。イラクでの目的の第一にテロリスト組織
の壊滅をあげた。（大量破壊兵器の問題には触れず。）「イラクには外国のテロリストが活
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動し、われわれをイラクから追い出そうとしている」、「イラクは対テロ戦のcentral frontに
なった」。また、連邦議会に８７０億ドルを追加要請した。

21. グローバル対テロ戦争成果報告(Progress Report on the Global War on Terrorism)
２００３年９月１０日、全２２ページ
ホワイトハウス
www.state.gov/s/ct/rls/rpt/24087.htm
９．１１テロから２年間の対テロ戦争の成果。米国内での「セル」の摘発や、国際協力に
よるテロリストの逮捕や資産凍結など具体的数字でそれを示し、新たな法の制定、新
制度の導入、組織改編も振り返っている包括的なもの。『対テロ国家戦略』や『国土安
全保障国家戦略』に示された諸目的に沿って戦いを強力に実施してきたと結論で述べ、
「アメリカと同盟国はグローバルなテロとの戦いで大変な成果をあげてきたが、警戒と献
身を維持していかねばならない」と結んでいる。

22. 海外テロ組織(Foreign Terrorist Organizations: FTOs)の指定状況
www.state.gov/s/ct/rls/fs/
管轄は国務省テロ対策調整室（Office of the Coordinator for Counterterrorism）。室
長は９．１１テロの時点ではフランシス・X・テイラー大使、2002年12月3日からはCIAから異
動したJ・コーファー・ブラック大使が就任し現在に至る。
この指定措置は、1996年の画期的な反テロ措置である反テロリズム効果的死刑法
(Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996: P.L.104-132)に基づくもので
（同規定は修正移民および国籍法第219条に組み込まれた）、アメリカの国際テロ対策上、
最も重要な措置といえよう。通常、FTOと言われ表記される。
指定のプロセスは、まず国務省テロ対策調整室が、公開・非公開情報を使用して指

定候補グループに関する「行政記録」を編纂する。その上で、国務長官が財務長官、
司法長官と協議した後、議会に通知され、決定まで7日間の検討期間が与えられる。こ
の期間終了後、最終的にFederal Registerに掲載されこの時点で指定が決定する。
指定は２年後に一端自動的に解除されるが、国務長官が指定基準を満たしていると

判断した上で、２年間の再指定が可能である。
指定の基準は、(a)当該組織が外国組織であること、(b)当該組織が米国内法で規

定したテロ行為やテロリズムに関与している、あるいはテロ行為やテロリズムに関与す
る能力と意図を有していること、(c)当該組織のテロ行為やテロリズムが米国民の安全
や米国の国家安全保障を脅かしていること、の3点である。
指定された組織あるいはその代理人が資産を有していることがわかれば、その米国

金融機関はそれを凍結し財務省に届け出る。また、指定組織の代表やメンバー（外国
人）は米国への入国禁止と国外退去強制措置がとられ、彼らへの米国内からの物質的
支援（material support or resources）は違法となる。
２００１年１０月５日の新リスト発表は、２年毎の見直しに相当し２８団体が指定されたがそ
の多くは継続指定である。その後も不定期に追加指定されており、現在３６団体になる。

23. テロ支援国家(Terrorism Sponsored States)の指定状況
国務長官
国務省テロ対策調整室『パターンズ・オブ・グローバル・テロリズム』に掲載。
1979年輸出管理法(Export Administration Act of 1979: P.L.96-72)に基づく指定。最近
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は1993年にスーダンが指定されて以来2003年に至るまで、クリントン政権、ブッシュ政権
を通じて不動のリストである（イラン、イラク、シリア、リビア、キューバ、北朝鮮、スーダンの
７カ国）。この間、アフガニスタンやパキスタンなどの問題国家は指定されていない。イラ
クに反米ではない暫定政権が発足すれば、イラクは指定解除されるであろう。
指定された国家には以下のような制裁措置が発動される。近年、北朝鮮が指定解除
を求めることに示されるように、アメリカにとっては外交戦略上の一つのツールとなる。
以下の抜粋は指定国家に対する制裁措置である。
Designating countries that repeatedly support international terrorism (i.e., placing a
country on the“terrorism list”) imposes four main sets of US Government sanction:
1. A ban on arms-related exports and sales.
2. Controls over exports of dual use items, requiring 30-day Congressional notifica-
tion for goods or services that could significantly enhance the terrorist list country’s
military capability or ability to support terrorism.
3. Prohibitions on economic assistance.
4. Imposition of miscellaneous financial and other restrictions, including:
・Requiring the United States to oppose loans by the World Bank and other interna-
tional financial institutions.
・Lifting the diplomatic immunity to allow families of terrorist victims to file civil
lawsuits in US courts.
・Denying companies and individuals tax credits for income earned in terrorist list
countries.
・Denial of duty-free treatment for goods exported to the United States.
・Authority to prohibit any US person from engaging in a financial transaction with a
terrorist list government without a Treasure Department license.
・Prohibition of Defense Department contracts above $100,000 with companies con-
trolled by terrorist list states.

24. テロリスト入国拒否リスト(Terrorist Exclusion List: TEL)新設と実施状況
愛国法４１１条(Section.411 Definitions Relating to Terrorism)に基づく措置（修正移民
および国籍法第２１２条に組み込まれた）
国務長官の指定
２００１年１２月６日
www.state.gov/r/pa/prs/ps/2001/6695.htm
ブッシュ政権によって始められた新たな指定制度。この措置がとられる以前から、テロ
リズムに関係した外国人は入国許可されないが、この新法においては、テロリズム関係
の中身について従来の規定を再定義し、さらに適用範囲を拡大した。指定した組織に
対して物資支援を提供したり、指定された組織のために物資支援を求める外国人に加
えて、その影響力ある立場を利用してテロ活動やテロ組織を支持したり煽ったりする者、
テロ組織と結びつきがある者とアメリカの安全や福祉に危害を与える活動に従事する
意図のある者、さらにこれら入国拒否者の配偶者や子供に対して入国拒否または国外
退去強制措置をとる。これらはテロ組織の構成員とは限らない。
海外テロ組織（前述のFTO）の指定に比べて、刑罰で担保される米国民の義務規定が

伴わないため（海外テロ組織の指定の場合は、例えば、指定された組織に対して米国人
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が物的支援をすれば罰せられる）指定手続きが緩和され、より容易に指定しやすく数も多
い。FTO指定には国際的に著名なグループが多数含まれているのに対して、このテロリス
ト入国拒否リストで指定された39グループは比較的に言えば国際的には無名である。

25. 国家安全保障出入国登録システム(National Security Entry-Exit Registration
System)
司法長官講演原稿(Attorney General prepared remarks on the National Security
Entry-Exit Registration System)
2002年６月６日
www.justice.gov/ag/speeches/2002/060502agpreparedremarks.htm
９．１１テロ実行犯の動きを追跡できなかったことを受けて、従来から法的に可能であっ
た外国人の出入国・滞在管理を拡大する措置。米国の国家安全保障に危険を及ぼす
可能性のある一定の非移民外国人について、第一に、入国地において指紋採取、写
真撮影を行い、犯罪者・テロリストのデータベースで照合する。第二に３０日以上米国に
滞在する者に対して入国管理局に登録を義務付け、以降１２ヶ月おきに身辺情報を再登
録する。第三に出国時の報告を義務付ける、の３つの要素からなる。（今までは非移民
外国人が入国したあとの追跡をしていなかった。）
ここで対象にされた国家は２５カ国にのぼるが、その大半が中東（湾岸諸国含む）北ア
フリカのイスラーム諸国であり、他にインドネシア、パキスタン、バングラディシュ、あるいは
ソマリア、エリトリアの東アフリカ、そして北朝鮮である。最初の１年間に約１０万人の外
国人を追跡する。ただし２００３年１２月、このうち再登録の部分に関しては成果が期待で
きないので中止すると発表された。

以上
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「大量破壊兵器の拡散問題について」というテー

マでお話させていただきます。この研究会のテーマ

が「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」という

ことで、アメリカのＷＭＤ（大量破壊兵器）の拡散問

題への対応、不拡散政策を中心に見ていくことで、

この問題の今日的状況を、ある程度描写できれば

と思っています。

９０年代を振り返り、ポイントをお話していきたいと

思います。９０年代から話すことにはそれなりに意義

がありまして、ＷＭＤ（大量破壊兵器）不拡散、拡散

問題が国際的な安全保障のトッププライオリティを与

えられるようになったのは米ソ冷戦の後退によること

が大きい。ＮＰＴ（核兵器不拡散条約）にしても核実

験禁止の動きにしても冷戦時代からあったことです

が、「米ソの核抑止の安定性をどう保つか」がプライ

オリティであった時代が大きく後退したことによって

前面に出てきました。

脅威認識の変化。脅威の変質ですが、９０年代

はじめのうちは二つのことが大きかったと思います。

一つは湾岸戦争。「ならずもの国家」脅威論。テロリ

スト支援指定から始まった概念です。湾岸戦争で

テロリスト支援指定を受けていたひとつのイラクが

実際に弾道ミサイルを使用したということ、あるいは

湾岸戦争後に入っていったところ核兵器をあと数年

でつくれる状況にあった。ＮＰＴに加盟していながら

隠れて核開発が進んでいたことが露呈したと。「なら

ずもの国家」脅威という時には、テロリスト支援が一

つの大きな要素ですが、もう一つはＷMＤを保有し

ている、あるいは保有しようとしているということで、

この問題が大きくクローズアップされることになりま

す。若干、ピークは遅れてやってきますが、当時問題

になっていたのは北朝鮮ということもあるわけです。

ここでもＮＰＴに何とか調印したものの、ＩＡＥＡ（国際

原子力機関）の検証協定を受け入れない態度で核

疑惑が浮上していた。ピークは９３年～９４年にかけ

てですが。９０年代のはじめの頃に疑惑が浮上して

いたということで国際的な安全保障問題の重要な

トピックの一つになってきた。

ところで弾道ミサイルというのは厳密に言えばＷ

ＭＤではなく、ＷＭＤ＆Ｍ（ミサイル）というふうに使わ

れます。弾道ミサイルは弾頭に何を積むかで破壊度

が変わってくるわけで、それ自体は大量破壊兵器で

はないのですが、高価な兵器ですから、第三世界

の国々が仮にこれを使おうとする場合、破壊効率を

上げるためにはＷＭＤを積む可能性が高い、という

ことが前から言われています。ＷＭＤと弾道ミサイル

は非常に密接にとらえられるので、今日はあまり区別

しないでお話していきます。

湾岸戦争と並んで重要なのはソ連解体で、これ

によって「核流出」、ソ連からの核、核に関連する物

質、技術、ノウハウ、知識が輸出される危険性が真

剣に懸念されるようになった。大きく言うと、この二

つによって、大量破壊兵器の拡散問題が冷戦後の

重要なアジェンダになってきたと言えると思います。

その当時は父ブッシュ政権期でしたが、湾岸戦争

後、不拡散の枠組み強化に乗り出すわけです。そ

の一連の成果がレジュメに書かれています。各種の

大量破壊兵器の拡散にかかわる枠組みをいろいろ

東洋英和女学院大学国際社会学部助教授

石川 卓

「大量破壊兵器の拡散問題について」
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な形で強化したり、あるいはソ連の核流出問題につ

いて、「協調的核削減プログラム」と後に呼ばれるプ

ログラムを始めることをやってきた。ミサイル防衛に

関しても大きな動きがありまして、レーガン政権期のＳ

ＤＩ（戦略防衛構想）をブッシュ政権は湾岸戦争後、

ＧＰＡＬＳ（対限定攻撃全地球的防衛）に組み換えて、

多少縮小したわけです。縮小とはどういう意味かと

いうと、基本的にはイラクが使ったような短射程のミ

サイルをどこで使われようとも落とせるシステムにした

ということです。９０年代によく知られた言葉でいうと

ＴＭＤシステム（戦域ミサイル防衛システム）、ソ連のミ

サイルを打ち落とすシステムではなく数百キロレベル

のミサイル防衛のシステムを全世界的に展開できる

ようなミサイル防衛構想を中心に、ＳＤＩ全体を縮小

した。それによって８０年代に描かれていたようなソ

連から飛んでくるすごい数のＩＣＢＭを宇宙配備のレ

ーザービームで撃ち落とすという発想ではなくなった

わけです。これも「そんなミサイルを持ってもこちらは

撃ち落とすことができるのですよ」ということで不拡

散政策の一環になっていく。ミサイルが持てない以

上、「ＷＭＤを持っても使えませんよ」というメッセージ

を発する。ＷＭＤ全体に対する不拡散の目的を持

ったミサイル防衛は、一つの不拡散政策であるとい

うことでもあるわけです。

クリントン政権も、決してブッシュ政権期と絶対的

に違うわけではない。９０年代の不拡散政策が全体

的に動いていく方向性はクリントン政権による「拡散

対抗イニシアティブ」で大きく規定されたと考えられ

るのではないかと思います。「拡散対抗」とはそれま

で拡散が起こっているのだからこれにカウンターして

いかないといけないという発想で、ある種、当時は

曖昧な概念で、ノンプロリフレーションも含むもので

あって、それを強化していろいろな要素を付け加え

ていく。クリントン政権末期に、この言葉は意図的に

使われなくなったようですが、ブッシュ政権になると

大々的に出てくる。ブッシュ政権の場合、この言葉

は明らかに区別して使っていることは後でお話しま

すが。クリントン政権が出した拡散対抗イニシアティ

ブは何が重要だったか。不拡散政策はＮＰＴとか
CTBT（包括的核実験禁止条約）とかＣＷＣ（化学兵

器禁止条約）とか条約枠組みによって持つことをや

めることについて合意をとっておく。伝統的な外交

的措置によってつくられたものですが、ここに明確に

軍事的な力を裏付ける。軍事的措置と不拡散を明

確に関連づけたのが拡散対抗イニシアティブのひと

つの重要な意味合いだっただろうと思います。どん

なに不拡散の枠組みを強化しても、ＮＰＴに加盟し

てＩＡＥＡに毎年検証を受けながらも、イラクが核開

発を進めていたことが起こってしまっていた。これか

らも起こりうる。時にはプリエンプション（先制攻撃）

もやらなければいけなくなるかもしれないということ

で、核開発施設を精密に爆撃できる能力もつけて

いかないといけない。一方では大量破壊兵器を開

発しようとする国ではミサイル拡散は進んでいる。ミ

サイルは持っているわけで、軍事介入して拡散をと

めようとする時、相手がミサイルを持っているから手

を出せない。イラク戦争の時に北朝鮮について言

われたことですが、今の北朝鮮に手を出すと日本に

ミサイルが飛んでくるかもしれないからイラクをやるよ

り北朝鮮は難しいのだという話もあったのですが、

これは理論的には間違っていないわけで、相手が

ミサイルを持っている場合、手を出しにくい。それな

らこちらがミサイル防衛能力も持てば、こちらの攻撃

力の効用は、より増すからという発想がある。攻撃

力に加えて積極的防衛がミサイル防衛にあたる部分

ですが、それもやっていくということです。それでもミ

サイル防衛は完璧ではないから、あるいはミサイル以

外の手段によって、ＷＭＤによって被害を受ける可

能性もあるから、消極的防御、ガスマスクを用意した

り、ワクチンを用意したり、核であればシェルターも用

意することもやっていく。実際に朝鮮半島なりでＷ

ＭＤが使われた環境では、アメリカ軍が戦闘活動を

しなければいけないかもしれない。そこでＷＭＤエ

ンバイロメントと呼ばれる中でのバトル・マネージメン
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トを強化していく。この５つの柱で拡散対抗が出て

きたわけです。先ほども言ったようにこれはミサイル

防衛、９３年５月のＴＭＤイニシアティブというものとも

重要な関連性を持つものであったわけです。

レジュメの９３年５月のところには弾道ミサイル防衛

政策の再編とあります。クリントン政権はＳＤＩ、ＧＰＡ

ＬＳと来たものをＢＭＤ（弾道ミサイル防衛）政策と一

般名詞に置き換えまして、中でもアメリカ本土を狙う

ようなＩＣＢＭ、長距離のミサイルを撃ち落とすＭＭＤ

というシステムより、現実にはイラクが使ったような短

射程のミサイルが重要だからとＴＭＤを優先していく

形で、９３年５月の発表はＴＭＤイニシアティブと呼ば

れるわけです。これと拡散対抗は密接な関連を持

っていると思います。

その後、いろんな動きがあります。ＮＰＴの無期限

延長があったり、ＣＴＢＴがあったりする。一方では

他国間の枠組みが強化されていく中で、湾岸戦争

後の決議に基づいてイラクの空爆という、これは一

つの不拡散政策ととらえられていますが、そういうこ

とも行われてきた。

そうして見ると、９０年代の不拡散政策、不拡散体

制、レジームというものはレジュメ（４）のような性格を

より強めることになったのではないかと思います。ま

ず一つは拡散対抗、ミサイル防衛といったものに象

徴される軍事的手段が不拡散という領域において

重視されるようになってきた。一方で、クリントン政権

はブッシュ政権に比べてよく「多国間」と言うわけで

すが、実際多国間枠組みによる不拡散レジームの

強化もかなり進められてわけです。「多国間」という

言葉を使うのはいいのですが、「多国間協調」という

言葉は誤解を招くので使いたくないのですが、多国

間枠組みは何のためにやってきたか。多国間枠組

みによる「違法性」を明確化しようということだったと

思います。一方で強化している軍事力の力による裏

付けを場合によって行使する場合、そこに正当性を

付与するという性格を持つものであったのではない

かと考えられるわけです。先ほども言ったように多国

間枠組みの強化は拡散対抗イニシアティブの中で

軍事的手段と明確に関連づけられていたわけであ

り、軍事的手段は多国間枠組みの持つ不拡散効

果をより高めるためのものであると考えられていた。

逆に多国間枠組みを強化していくことが不拡散とい

う規範に反する行為を明確化して、その有効性を、

より際立ったものにすることで制裁措置の正当性を

高める。制裁措置には「最終的には軍事力の行使

もあるのですよ」ということで、それも強化していく。

実際にクリントン政権は時折、軍事力行使の威嚇に

訴えることを通じて、軍事的手段の不拡散効果の維

持向上も図っていった。ここでは不拡散を直接的な

目的としたイラク空爆だけではなく、クリントン政権が

やったボスニア、コソボをめぐる軍事介入もＷMＤの

不拡散を目的としていないのだけれども不拡散のた

めの軍事的手段の効用を高める役目を果たしたと

考えられます。

以上のように不拡散政策、多国間枠組みを柱と

する不拡散レジームというものの持つ強制的な政

策、強要的な性格が９０年代を通じて強化されてき

たと言えるのではないか。クリントン政権によって強

力に進められたというところがあったと思います。他

方で「そういうことを主導してきたにもかかわらず、ア

メリカがＣＴＢＴを結局は批准を拒否したではない

か。あれは何なんだ」と言えるかも知れませんが、一

つにはこれは政権による行為ではなく、クリントン自

身も腹を立てた議会による動きであるわけですが、

私はＣＴＢＴの批准というアメリカの動きですら、決し

て強制、強要を強めてくることに反するものではなく、

むしろ強制、強要の多国間枠組みを形成維持する

ことよりも、自らが単独で強制力を増強することを重

視するという姿勢の人たちもアメリカ内にはいるわけ

で、その人たちにとってＣＴＢＴは障害になる可能性

があると考えられるわけです。その流れに逆らうもの

ではないと考えられます。

ブッシュ政権は発足当初からＣＴＢＴ批准の問題、

生物兵器禁止条約の憲章議定書の問題、この交
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渉に否定的、消極的な姿勢を示したわけです。こう

した姿勢は、例えば発足後、２０００年２月に出された

京都議定書の離脱宣言もあいまって「国際協調主

義を否定し、単独行動主義（ユニラテラリズム）への

傾斜を強めるものである」と概して批判的にとらえら

れた。そのためにブッシュ政権は、前政権は国際協

調を重んじたのに、これは対照的であるということが

言われてきたのですが、多少、誇張があったように

思われます。確かにブッシュ政権が全般的にユニラ

テラリズムの傾向を強めたことは否定しがたいと思

いますが、それも程度の問題で、そもそもユニラテラ

リズムという言葉がアメリカに対して批判的に使われ

るようになったのはクリントン政権の終わり頃である

と。その大きなきっかけは９８年のイラク空爆、９９年

の国連決議を回避したというコソボへの介入だった

り、９９年１０月のＣＴＢＴ批准決議否決ということだっ

たわけです。批准拒否についてはクリントン自体、

「新孤立主義の現れである」と言って共和党議員を

非難する場面も見られたわけです。

クリントン政権はミサイル防衛に関してはＴＭＤ、

射程の短いミサイルシステムを撃ち落とすことを優先

してやってきたのだけれども、９４年の中間選挙で共

和党が勝って以降、相当その政策に批判を受けて

「アメリカ本土を守るミサイル防衛もやれ」という圧力

を受けてきたわけです。クリントンはその圧力に抵抗

できなくなって受容し、ある種の妥協をしていった。

その結果出てきたのが「３＋３計画」、３年開発に重

点的に取り組んで、３年後、配備が必要かどうかを

判断し、必要だと判断されればその後３年間で配備

体制を整える。要するに６年で運用できるようにする

計画を示すわけです。３＋３計画によってクリントン

は２０００年９月にその決定をしなければいけない、前

半の３年が終わることがあったわけですが、２０００年

夏が近づくにつれ、ミサイル防衛に対する国際世論

の批判も高まり、その中でも相当ユニラテラリズムも

言葉が使われていたわけです。クリントンはかなり

国際的な批判を受けたこともあったのだと思います

が、３＋３計画に基づく配備決定は延期してしまった

ということにもなります。

このようにクリントン政権はしばしば共和党、共和

党主導議会からの突き上げを受けて、部分的には

その結果として単独行動主義的傾向を示すことは

決して少なくなかったということが言えると思います。

にもかかわらず「クリントン政権が国際協調主義をと

り、対照的にブッシュ政権は単独行動主義を強調し

ている」と過度に単純すぎる議論が展開されてきて

いるように思えるわけです。そのことは両政権の政

策に見られる継続性、連続性が少なからず見過ご

される弊害も生み出しているように思えるわけです。

ＷＭＤの拡散問題については、クリントン政権からブ

ッシュ政権に変わったことで、多国間枠組みを重視

する度合いの変化は見られたと思いますが、力に

よって不拡散規範を強制、強要していく傾向につい

ては全く変わっていない。ブッシュ政権がクリントン

がやってきたことの延長線上で強化していると見た

方がいい。程度の差があると思いますが、連続的な

流れとしてとらえた方がいいと思うわけです。

ブッシュ政権が具体的に何をやってきたか。９・１１

以前と以降で違いはあるので、レジュメでは以前と

以降に分けてあります。まずはブッシュの国防大学

演説、非常に有名な演説ですが、２００１年５月に国

防大学で行われた演説が非常に重要でした。米ソ

間で維持されてきたＭＡＤ（相互確証破壊）を出して

新たな戦略枠組みをつくる。そこではミサイル防衛

が重要な手段になると大々的に言われたわけです。

この演説は「ならず者国家」脅威を強く意識するも

のであったわけです。大量破壊兵器の問題、アメリ

カの核戦略・軍事戦略で冷戦後難しいと考えられ

てきたことがあります。クリントンもそこで苦しんでき

たわけですが、「ならず者」国家に対する対応、対象

の力を強めようとすると「ならず者」国家だけがビビ

ッてくれればいいのですが、ロシアと中国も不安を

感じる。これが冷戦後、一貫してアメリカが安全保障

政策で苦しんできたジレンマだったわけです。「ミサイ
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ル防衛はならず者国家を意識してやっている」と言

われても、ロシアからすれば唯一アメリカと肩を並べ

るのは核ミサイルしか残っていなのに、ある種、その

価値を下げられてしまう。中国はたかだか２０発しか

アメリカを抑止するＩＣＢＭは持っていない。それを無

効化されたのではたまらない。アメリカは必死に「こ

れはならず者国家対策であって、あんたたちにやっ

ているわけではない」と言うわけですが、何がホンネ

かわからないこともある。実際、アメリカの中には「中

国に対するものだとホンネで思っている人もいるでし

ょう」と。そこが難しいところですが、ブッシュの国防

大学演説はミサイル防衛を大々的にやっていくとい

うことで、あたかもそれがユニラテラリズムの象徴の

ように言われるわけですが、必ずしもそうではなく、

そうした不安に対処する方向性も見せていると思い

ます。つまりならず者国家への脅威を意識しながら、

それに対する備えで、中ロ等との関係を悪化させる

可能性に対して相当配慮していた。すなわちミサイ

ル防衛、あるいはミサイル防衛と密接に関連するＡ

ＢＭ条約の問題、あるいはロシア側がやりたがって

いる核戦略削減ということについて、積極的に対ロ

交渉を進めていくという方針も、この演説の中で打

ち出されています。２０００年夏、国際的にミサイル防

衛に対する批判が強まった時、西ヨーロッパ諸国も

懸念を強めていたわけです。西ヨーロッパ諸国に対

しては「ロシアとの関係を悪化しないことに務める」

と。それは西ヨーロッパに対する一つのサービスで

もあるし、同時に「ＴＭDとＮＭＤ、戦域防衛と本土防

衛の区別をなくす」ということで「ヨーロッパを見捨て

ない、アメリカだけを守るものではない」というメッセ

ージを発する。それによってＭＤ、ＴもＮもなくて、ＭＤ

になったということです。それはそれで西ヨーロッパ

諸国に対する一定の配慮であるわけです。

結局ＭＤになったところで、ＴＭＤ的な部分は残る

わけで、それは同盟国と一緒にやっていかなければ

ならない。それに関しての協議をやっていくというこ

とも言っている。若干、配慮が弱かったのは中国に

対してだろうと思いますが、このとき中国に対して名

指しではないですが、ブッシュの演説の中でＢＰＩが

強調されたわけです。これはミサイルが上っていく段

階でスピードが遅いからそこで落とすのは簡単であ

るという発想で、だけど難しい技術です。それを将

来的に本土防衛の中心にしていくのだと。できるか

どうかわかりませんが、そういうことを言ったのは、そ

れは「ロシアと中国のＩＣＢＭは撃ち落としません」と

いうことなのですね。「内陸深くから発射されるミサイ

ルに対してＢＰＩはききません。届きません」と一定の

安心をさせる様子も見られる。

そういった意味では「ならず者国家」脅威を、より

効果的に抑止する体制づくりに向けて、かなりの程

度、その他の国 と々の間では国際協調を保とうとす

る姿勢が見られたということが言えると思います。要

するに既存の多国間枠組みではないにしても、拡散

源としてのならず者国家脅威に対して核拡散を強

要・強制するための体制を構築、強化していく手段

として国際協調という一種の枠組みを利用すること

は、ブッシュ政権でなくても、クリントン政権でなくて

も変わらない。ただしブッシュ政権は既存の枠組み

の中に気に入らないものかあったというところが、若

干違うかなと。そういう意味で程度の差が見られる

ということです。そもそも国際協調や多国間枠組み

は、ある目的を達成するためのモード、手段であると

いうことですから、不拡散規範の強制・強要の目的

達成のために枠組みが障害になると判断されれば、

軽視されるのは、どんな政権であっても程度の差は

あれ、こういうことが起こると思うわけです。クリント

ン政権とブッシュ政権の差は、多少誇張されすぎて

いるという話です。

その後、いくつかの動きがあり、９・１１が起こるわ

けです。９・１１後、ＱＤＲ「４年期国防見直し」が直後

になされたわけで、ＷＭＤ拡散の脅威とテロが密接

に関連づけられた。これは９・１１前にはそれほど見

られなかった傾向であろうと思います。また後の話

に関係してきますが、特定の脅威主体を想定しない
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「能力ベース・アプローチ」を出した。「相手がこれだ

け持っているからこちらもこれだけ持たなければい

けない」というのではなく「今、こういう技術があるか

らこういう脅威が存在しうるから、アメリカはこれだけ

持たなければいけない。アメリカはこれをつくる能力

があるから、これを持っていい」という考え方です。

軍事力の基準を提示したということです。

次に重要なのはＡＢＭ条約の脱退だろうと思いま

す。ミサイル防衛反対論が２０００年に盛り上がる中で

「それはＡＢＭ条約に反する」と言われたわけです。

「アメリカはこれに反してミサイル防衛を進めた場合、

対ロ関係が悪化する、中国が反発する、軍拡競争

が起きる」と反対派は言ってきたわけです。しかしか

なり見事なまでに政治的コストに極小化しながらＡ

ＢＭ条約脱退をアメリカは成してしまった。よくも悪く

もそうなったということがあります。これは９・１１を契

機としてロシア側がアメリカに対して歩み寄ることに

なったことを重要な背景としていると思われます。ア

メリカはその好機をうまく利用したと思います。いす

れにせよＡＢＭ脱退によって発効する２００２年６月以

降、アメリカは事実上ほとんど制約のないＭＤ開発

を展開できる状態を整えたことになります。クリントン

政権時代、そもそもミサイル脅威がどれだけあるかと

いうこと自体が政治化しがちだったわけですが、そ

れが能力ベース・アプローチを採用することによって、

ある人たちが「ミサイルはそんなに拡散していない」

と言おうが、言うまいが関係ないという状況をつくる

ことができた。もう一つの制約はお金の問題で、９・

１１以後、かなり大幅な中期的な国防費増も認めら

れたことによってミサイル防衛の資金面での制約が

緩和されたということです。

ＭＤに反対する人たちの論拠がＡＢＭ条約だっ

た。それがなくなった以上、学問的にも理論的な空

白期間が生まれて、どう反対していいのかわからな

くなったくらい反対論が見られなくなってしまったと

いうこともあって、やりやすい状況があります。概して

９・１１の一つの効果だったと言えるかもしれません。

こういう状況を受けてミサイル防衛をさっそく再編成

するという形でどんどん進めていく。２００２年１月には

ミサイル防衛庁ができて「ブロック・アプローチ」とい

う、能力ベースアプローチとも密接に関連する概念

ですが、これをベースにして、とにかく不完全なもの

でもどんどん配備していく。ブロック０４、つまり４年の

段階ではこの程度の能力だけれども、ブロック０６の

段階で能力をさらに上げるから６が実現される前に４

の段階で配備していくという早期配備が前面に出

てくることになります。

核体制見直しが同じ時期に出まして、ミサイル防

衛防御力を重視する「新トライアド」。昔のトライアド

（三本柱：ICBM、SLBIM、戦略爆撃機）はすべて

広域兵器からなっていたわけですが、それに代えて

攻撃力・防衛力・柔軟な防衛インフラからなる３つの

新しい防衛のトライアドをつくる。

その後「悪の枢軸」演説とか有名な「ウェストポイ

ント」演説、この演説で先制攻撃ドクトリンが初めて

公式に言われたという流れがあって、さらに２００２年

９月には先制攻撃ドクトリンが成文化された「米国の

国家安全保障戦略」が出される。国家安全保障戦

略の中で大量破壊兵器の拡散問題が重視されて

いて、大量破壊兵器に対抗するための国家戦略と

して、拡散対抗、拡散防止強化、大量破壊兵器使

用時の結果管理の３項目の中身がレジュメに簡単に

書かれています。これは９月の文書の中で、国家安

全保障戦略の中で書かれていたことを詳しく書いた

ものです。

全般的に、この二つの文書では大量破壊兵器を

重視した、大量破壊兵器とテロリストとのつながりを

強調していることが特徴ですが、二つの文書によっ

て不拡散政策の観点から言えば、先制攻撃ドクトリ

ンを初めて成文化し、二つの文書で明確に打ち出

していることに意義があると思います。もう一つは、

後のＰＳＩという拡散安全保障イニシアティブにつな

がる方向性が示されたということが重要ではないか

と思います。
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この文書の持つ意味がはたしてイラク戦争後もど

こまで続くのかはわからないところがありますが、逆

に言うとこの文書は明らかにイラクに対するメッセー

ジを持っているわけで、もしかすると今後、この文書

の通りに必ずしも事は運ばないところもあるかもしれ

ません。評価をするには早すぎるだろうということで

あります。

２００２年１２月にはミサイル防衛配備開始を決定す

る動きがあり、２００３年になると遂にイラク戦争が始ま

ることになります。９・１１以後のブッシュ政権による不

拡散政策は、強制、強要の側面をさらに強化し、そ

の傾向に拍車をかけてきた。それと同時に、テロ組

織とＷＭＤのつながり、特に「ならず者国家」を媒介

としたつながりを、より強く意識したものになったと思

います。そのための手段として一部の多国間枠組

みは有用ではない、あるいは他の有用な手段にと

ってむしろ邪魔だと見なされたという部分もあったと

思います。さきほど言った９月、１２月の二つの文書で

も多国間枠組みの重要性はむしろ強化されている。

私は今後、この概念整理をきちっとやらないといけ

ないと考えているのですが、対テロ政策と不拡散政

策は重なっている部分があって「対テロ戦争はアメリ

カの戦略そのものだ」と言ってもいいかもしれない状

況で、そこをどう整理してとらえるかは難しくなってき

ている。かなり重複する部分があり、対テロ戦争を

やって国際協調は不可欠である、という部分は、当

然不拡散にも当てはまる。そういう特徴が、９・１１後、

改めて見直されたということもあると思います。

とはいえ多国間枠組みの限界は十分に認識され

ている。一方で、原理的にブッシュ政権の中にはそ

れを嫌いな人たちもいて、わざと言っているとしか思

えないくらいの発言もあるわけです。あるいは「多国

間枠組みよりも力による露骨な武装解除を早くやり

たい」というイラクを意識した発言だったのかもしれ

ませんが、そういう方向性も明示されてきた。そうい

う意味では軍事的手段の増強が、より際立ってい

たことは、ブッシュ政権の政策の特徴として否定でき

ないところがある。これは「ならず者国家」よりもさら

に抑止が難しいと言われる、抑止の概念と相容れ

ないとすら言われるテロ組織など、非対象な脅威が、

よりクローズアップされたことの当然の結果だったか

もしれない。その帰結としての先制攻撃ドクトリンと

いうものは、確かにアメリカの戦略の重大な変化を

意味するものであったと言えるわけですが、しかしこ

れも９０年代の傾向と無関係のものではなく、その延

長線上に位置づけられるのではないかと、今の時

点では見ております。

イラク戦争はそれまで強化してきた不拡散規範

を強制、強要するための軍事体制により公的な武

装解除の実践の形になったわけです。むろんそれ

は多面的なものでありまして、対テロ戦争という性

格も持つものであったと思います。いろいろな考え

方ができると思いますが、例えばフセイン政権を打

倒することでアメリカが反米テロの一員と見なし、

非民主的な体制というものがはびこっている中東

地域において政権交代の先鞭をつける。しかもか

つ、イラクをアメリカの拠点に将来的にできたとすれ

ば、アラブ世界における反米感情の一因になって

いるサウジ駐留とイラクへの肩入れに対して、何ら

かの政策転換が図られる余地が生まれるかもしれ

ないというような思惑、計算も一部にはあっただろ

うと思います。

私が対テロ戦争という時は、どちらかというとイラ

クとテロとがつながりがあったというよりは、今後アメ

リカに対するテロを抑えるためという意味合いの方

が強いですが、そういう意味合いでは、対テロ戦争

でもあったということだろうと思います。そういうことを

二度と起こさないことを意識して、テロの問題と大量

破壊兵器を関連づけてとらえているブッシュドクトリ

ン、形式的には「イラク戦争はブッシュドクトリンの実

践ではない」と言われるわけですが、実質的にはそ

れに近いと呼べるかなと。これは言葉の定義次第

なので、意見は分かれるかもしれません。

イラク戦争については「ＷＮＤは口実だ。見つか
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っていないではないか」という批判も根強いわけで

すが、イラク戦争が極めて重要なＷＭＤの不拡散

政策に結果としてなったということは間違いないわ

けで、それは不拡散規範に反する行為のリスクと

いうものをまざまざと世界に見せつけたわけです。

それはよかれあしかれです。見せ付けたことは否

定しがたいわけで、１２月の「リビアによるＷＭＤ開発

放棄の決定にイラク戦争が影響していない」と言え

る人はまずこの世の中にはいないだろうと。ちょっ

と難しいだろうと思うわけです。イラク戦争そのも

のは、これに至るまでアメリカの強硬な政策に相当

影響を受けていることはあるのではないか。それは

冷戦終結以降、漸進的に強制的、強要的な性格

を強めてきたアメリカの不拡散政策、そのアメリカの

政策によって主導されてきた不拡散レジームの変

容というものに対して、リビアが諦めたという側面が

あったのではないかと言えると思います。

こうした諦め、国際政治学の理論的な言葉でい

うと「バンドワゴン（勝ち馬に乗る）」が起こったわけ

ですが、それだけアメリカの力が突出していることを

意味している。理論的には突出に対して、反抗、反

発、バランシングも起こると、通常言われているわ

けで、私は「アメリカの不拡散政策が、こういう傾向

を強めていけば、理論的にはバランシングも起こり

うる」と言ってきたわけですが、今のところバランシ

ングより、完全に圧倒の方の現象の方が起こって

しまっているという気がします。この流れに、ある意

味で逆らっているのは今ではごくわずかで、シリア、

イランであるということですが、イランについても態

度を軟化させてきている。ただし、このことは、今

後アメリカに対する反発、対抗は非公式なレベルで

起こりやすいことを意味せざるをえない。公式なレ

ベル、国家対国家のレベルで、アメリカに対抗する

異議申し立ての仕方が難しくなればなるほど、何ら

かのことが起こるとすれば、非公式なレベル、つま

りテロという形にならざるをえないということも意味

していると思います。

一方で、イラク戦争後のイラクにおける事態はか

んばしくないことも事実で、イラク戦争そのものはイ

ラクの不拡散を終わらせたのかもしれませんが、強

制的な武装解除の今回のパターンが、すでに限界

を見せている。滅多に使えるものではないことも露

呈していることもまた認めざるをえない。その認識は

９・１１以後、また傾向になっていた多国間枠組みの

重視が、イラク戦争後、あるいは途中から、強まって

いることに現れているのではないか。その一つの現

れが「拡散安全保障シニシアティブＰＳＩ」ではないか

と思います。

これは多国間枠組みと言っても、グローバルな枠

組みというよりどちらかというとcoalition of the

Willings的な枠組みですが、これまでとは違った形

で、いきなり船を止めることに逆らえば、武力行使も

しかねないというコンセプトとして発表されたわけで

すが、話し合っていくうちにどこまでできて、どこまで

できないということもわかってきて、どちらかというと

国際法にしたがう範囲でやっていくということになっ

ているわけです。一方でＰＳＩはミサイル拡散はあら

ゆる国際法に反さないわけです、今のところは。反

するとするとMＴＣＲというミサイルテクノロジーを管理

するレジームに参加している国が、何か出したらそれ

はまずいですが、それに参加していない北朝鮮がど

んなにミサイルを撃っても、それ自体は国際法違反

にはならない。そういう枠組みの中で、ミサイル輸出

にかかわる船を止める。場合によってはそれに対し

て暴力を使うことは、これまでの不拡散というものと

は違ったところに一歩踏み出そうとしているのかな

と。先制攻撃ドクトリンもそういうことになるかもしれ

ない。今のところはレジーム内アクター、イラクも北朝

鮮もＮＰＴ加盟国であるということがあるので、枠内

ですが、だんだんとグレーゾーンに一歩踏み出して

不拡散を強化していく傾向を見せ始めているのでは

ないかと思います。
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「大量破壊兵器の拡散問題について」レジュメ
石川　卓（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授）

１．1990年代の不拡散政策
(1)脅威認識の変化
・「ならず者国家」脅威論　←　湾岸戦争、北朝鮮核危機
弾道ミサイルの使用、大量破壊兵器（WMD）開発進展の露呈・疑惑浮上
・「核流出」の懸念　← ソ連解体

核技術者・核兵器関連技術・核物質の流出、より容易なBC兵器流出への懸念
(2)ブッシュ（父）政権期の動き
・ミサイル技術管理レジーム（MTCR）ガイドライン改訂（1992年7月合意）
・核供給国グループ（NSG）ロンドン・ガイドライン改訂（1992年4月）
・化学兵器禁止条約（CWC）早期妥結の意向表明（1991年5月）→93年1月署名
・議会主導の協調的脅威削減（CTR）
不拡散　＜　米ソ（露）軍備管理の補完措置
・IAEAが未実施の特別査察の重要性を強調（1991年9月～）

(3)クリントン政権期の動き
・弾道ミサイル防衛（BMD）政策の再編（1993年5月）
「ならず者国家」の短射程ミサイルを対象とする戦域ミサイル防衛（TMD）優先
・『ボトムアップ・リビュー』（1993年9月） → 「新たな危険」の筆頭にWMD拡散
クリントン国連総会演説：核兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カットオフ条
約）の交渉開始提案を含む、不拡散レジームの強化策提案
・拡散対抗イニシアティブ（1993年12月）
不拡散政策の強化、攻撃・積極的防御・消極的防御能力・WMD環境での戦
闘管理能力の強化
←　同年5月のTMDイニシアティブとも密接な関連
・本土ミサイル防衛（NMD）への漸進的積極化
特に94年中間選挙以降の共和党主導議会からの圧力→「3＋3計画」（1996年）
ラムズフェルド委員会報告（1998年7月）、テポドン発射（98年8月）で圧力がより高揚
・CTRの拡充　→　不拡散措置として重視
・IAEAの検証制度強化　→ 「93＋2計画」始動（1993年12月）
・CTBT交渉開始（1994年1月） →　96年9月国連総会で採択
・NPT再検討・延長会議（1995年4～5月） →　無期限延長を決定
・BWC検証議定書作成で合意（1994年9月）、CWC発効（1997年4月）
・北朝鮮との枠組み合意（1994年10月）
・イラク空爆（1998年12月）

(4)不拡散政策・不拡散レジームの変容
・拡散対抗、ミサイル防衛に象徴される軍事的手段の偏重
・多国間枠組みによる「違法性」の明確化　＝　軍事力行使の「正当性」の確保
→　強制・強要的な性格を強化
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２．ブッシュ政権の不拡散政策
(1)「国際協調主義VS単独行動主義」の誇張？
・クリントン政権＝国際協調主義VSブッシュ政権＝単独行動主義の対照性？
・「単独行動主義」批判
←イラク空爆（1998年）、コソボ紛争介入（99年）、CTBT批准拒否（99年）、BMD

(2) 9・11以前の対応
・ブッシュ国防大学演説（2001年5月）
(a) 国民を人質として攻撃力をつき合わせた抑止（MAD）態勢を脱し、攻撃力
と防御力の組み合わせによる新しい抑止態勢の構築を提唱（新戦略枠組み）
(b) 戦域・本土の区別を廃したミサイル防衛（MD）の積極的推進、大規模展開を主張
→　対露交渉、同盟国との協議、ブースト段階迎撃（BPI）の強調など、一定の
対外的配慮

⇒　手段としての「国際協調」
・BWC検証議定書調印拒否（2001年7月）
「国家安全保障と商業上の機密情報を危険に晒す」

(3) 9・11以降の対応
・「4年期国防見直し」（QDR）（2001年9月）
WMD拡散の脅威、テロ組織へのWMD拡散の脅威を強調
特定の脅威主体を想定しない「能力ベース･アプローチ」（capabilities-based
approach）を提示
・CTBT発効促進会議ボイコット（2001年11月）
・ABM条約脱退通告（2001年12月）
際限なきMD開発が可能に
・ミサイル防衛政策の再編（2002年1月）
弾道ミサイル防衛機構（BMDO）からミサイル防衛庁（MDA）への格上げ
早期配備配備および漸進的拡大を前提とした「ブロック・アプローチ」を前面に
・「核態勢見直し」（NPR）（2002年1月）
攻撃力・防御力・柔軟な防衛インフラから成る「新トライアド」を提唱
・「悪の枢軸」演説（2002年1月）
・ブッシュのウェストポイント演説（2002年6月）
核兵器使用を含む先制攻撃も辞さないとする先制攻撃ドクトリン
・「米国の国家安全保障戦略」（2002年9月）
先制攻撃ドクトリンを成文化
・「大量破壊兵器に対抗するための国家戦略」（2002年12月）
①拡散対抗
(a) 移転阻止（Interdiction）
(b) 抑止　→　核使用示唆
(c) 防衛と軽減（Defense and Mitigation） →　先制措置も含む
②拡散防止強化
(a) 積極的な不拡散外交
(b) 多国間制度の強化
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核：NPT全加盟国によるIAEA追加議定書批准などIAEA強化、カットオ
フ条約、NSGおよびザンガー委員会強化
生物・化学：CWCの組織的強化、BWCの建設的・現実的な強化、オー
ストラリア・グループ（AG）の強化
ミサイル：MTCR強化、「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ
行動規範」（HCOC）遵守の確保

(c) CTR
(d) 核物質管理
分離プルトニウム備蓄および高濃縮ウラン使用の抑制
拡散抵抗性の高いリサイクル・燃料処理技術の開発

(e) 米国の輸出管理
(f) 制裁措置
③大量破壊兵器使用時の「結果管理」

以上の3つの柱を統合するため、次の4つの政策を最優先で実施する。
①WMD、運搬手段および関連技術に関する情報収集・分析
②進化する脅威への対処能力を向上するための研究開発
③二国間・多国間協力
④敵対国家やテロリストを標的にした戦略
・国家安全保障大統領指令23号（NSPD-23）（2002年12月）
MD配備開始を決定。Block 04では多層防衛能力を実証するための限
定的配備と開発を並行
⇒　従前からの強制・強要の側面を強化するという傾向にさらに拍車
テロ組織とWMDの繋がり、特にならず者国家を媒介とした繋がりをよ
り強く意識
多国間枠組みの有用性に対する再評価

(4)イラク戦争
・不拡散規範を強制・強要するための軍事態勢による一方的武装解除の実践
・対テロ戦争としての性格

３．イラク戦争後の不拡散政策
(1)「不拡散政策」としてのイラク戦争
・リビアの「屈服」もしくは「バンドワゴン」？
・力の突出に対する「反発」「対抗」は、むしろ鎮静化？
・但し、非公式なレベルでの「反発」「対抗」の可能性は逆に増大しうる

(2)イラク戦争による限界の認識
・強制的な武装解除という不拡散政策もしくは拡散対抗政策の限界

→　多国間枠組みのさらなる重視
・「拡散安全保障イニシアティブ」（PSI）

⇒未知の領域に踏み出した不拡散政策・WMD拡散問題？
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研究会概要

同志社大学法学部助教授村田晃嗣氏の司会の下、二人の方が発題し、コメントがなされ活発な論議が

繰り広げられた。

最初の発題者は民主党の内田 優香氏。『米国の対中東政策』と題して、米国ジョン・ホプキンス大学留学

時の研究を踏まえ、二度に渡る米国滞在の中で学びとったことを中心に発表された。結論的には、米国

は湾岸戦争直後クリントン政権において、二重封じ込め政策を掲げていた。これがその後展開をみせ、

「Desert Fox」の空爆になる。これが昨年のイラク戦争へと繋がっていく流れとなった。何とか封じ込め

政策を継続できなかったものか、ということが問題だと指摘した。

次に日本経済新聞社論説委員の伊奈久喜氏。『米国の政策コミュニティ』と題して、米国が外交政策を採

るに際して、継続性や一貫性をどのように担保しながら、政策へと反映させていくのかということを、米

国の「四極構造（政府、議会、メディア、大学シンクタンク［ビジネス］）」を示しながら述べた。随所に新聞

記者らしい味わいを含ませながら、米国の外交政策も、ネオコンの力が強いと言われながらも、日本との

関わりにおいてはすきま風を吹かせたくないというようなご都合主義も見えることを指摘し、かなり現実

主義的なご都合主義があることを述べた。

コメンテーターの臼杵 陽氏は、内田氏の発表については、米国に中東政策というようなものが、本当

にあるのかということ、更にイスラエル・パレスチナ問題を考察した下りでは、四つの段階に分けている

意図が見えないと指摘した。伊奈氏の発表については、米国では内政と外交が繋がっているのかどうか

という問いを出した。

次に森 孝一氏は、お二人の発表について、中東政策について政策決定過程はよく分からないというの

ではなく、合理性と非合理性の二面があり、非合理的な側面については論理よりも感情が先立つことも

あるということではないかと指摘した。更に、イスラームは非合理性の高い社会であることを忘れている

日 時  

会 場  
／２００４年３月６日（土） 

／同志社大学　東京アカデミー 

スケジュール 

１:００～２:００　発表：内田 優香「米国の対中東政策」 
２:００～３:００　発表：伊奈 久喜「米国の政策コミュニティ」 
３:００～３:１５　休憩 
３:１５～３:２５　コメント：臼杵 陽 
３:２５～３:３５　コメント：森 孝一 
３:３５～６:３０　ディスカッション 
７:００～８:３０　懇談会（自由参加） 

発 表  
 

コメント 

／内田 優香（民主党政策調査会副主査） 
伊奈 久喜（日本経済新聞論説委員） 

／臼杵 陽　（国立民族学博物館地域研究企画交流センター教授） 
森 孝一　（同志社大学神学研究科教授） 

部門研究2  ２００３年度第３回研究会 
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ことが、米国のエリートの犯す誤算的な失敗に現れているのではないかと述べた。

この後、ディスカッションになった。中心的なところでは、米国のエリートたちは早くイラクをたたきた

かったところに、追い風として９・１１が起こったということがある。つまり、９・１１のショックが大衆のパワ

ーを醸成して、イラク戦争も是とする流れを生み出したので、米国といえども世論の動きが大きく外交政

策を動かすということにおいて差異はないことが論議された。更に、米国寄りの視点から、一括りに「中

東」と言うが、やはりそこには個別的な特徴ある問題が存在しているし、地域研究を踏まえた個別的な理

解を持つ必要性が浮き彫りとなった。

最後にセンター長の森氏が、この三回の部門研究会は「アメリカについて考えよう」ということが趣旨

であったが、来年度は「イスラーム圏から見たアメリカ」が主なる主題となっていくのではないかと方向

性が示された。

(CISMORリサーチアシスタント・神学研究科　藤林イザヤ)



アメリカのグローバル戦略と一神教世界 

部 門 研 究 ２  

226

よろしくお願い致します。私は９０年代にアメリカ

のワシントンに二度ほど住んでいたことがあります。

最初は、９３年の夏から９６年の春ごろにかけて、ジ

ョンズホプキンス大学のＳＡＩＳというところで修士を

取得し、その時の専攻はアメリカの対中東政策でし

た。こちらの会議での最初の簡単な自己紹介のと

ころで申し上げたと思いますが、二度目が９８年か

ら９９年の年末までです。ですから私のアメリカの中

東政策の一番詳しい時期というのは、その二回の

滞在期間に特に集中するわけですが、そこら辺を

中心に今日はお話しさせていただければと思いま

す。つまり９０年代の主にアメリカの中東政策という

ものを中心にお話しさせていただければと思って

おります。全てのことがそうですが、今のブッシュ政

権の中東政策を知る上でもちろん９０年代というも

のの延長にあるわけで、多分にクリントンとブッシュ

はかなり断続されているようなイメージがあるわけで

すが、特にイラク政策について言えば、私の認識

で言うとかなり継続性がある流れになっています。

そこら辺を理解しておくのも一つ重要かなというふ

うに思っています。アメリカでよく私の専攻はアメリ

カの中東政策ですと言いますと、“Do we have

one?”と、よく言われるのですね。つまりアメリカに

中東に対する政策というものが本当にあるのでしょ

うかねと苦笑いされます。確かにアメリカの中東政

策というものは一見、割合と場当たり的なところが

多くて、政策と実際に呼べないところも多分にある

とは思うのですが、もちろん一応のファンダメンタル

ズというものはありますし、いくつかの原則というと

ころもあるので、そこら辺を踏まえながらお話しした

いと思います。ただ一ついえることはアメリカのほか

の地域、特に私たちのいるアジアと較べると、アジ

ア政策が大雑把に言ってかなり理性的、アカデミッ

クな分析に根差した政策になっている要素が多い

と思うのですが、中東に関してはややもするとかな

り感情的な、その上に立脚した政策になっている

部分が多いと思います。それは皆さんもよくご承知

の通りユダヤロビーというものも多いですし、最近

ですとアラブ系の移民の方も多いですし、そういう

中東との繋がりの深さからする感情的な部分が多

分にあると思うのです。その裏返しで学術界、アカ

デミックな部分でアジアに較べても逆に会議の数

とか研究機関というものはとても多いと思います。

私は中東関係を勉強していたのでそちらの方にも

主に参加していたのですが、アジアの方にもアジア

人ということで時折顔を出したりしていました。層の

厚さで言うと圧倒的に中東関係のシンクタンク、会

議で、その議論の深さという点からしてもワシントン

に限定した話ですが、中東関係の方があるように

思いました。若干ワシントンでの私の感想めいたこ

とになってしまうのですが、よく言われている通り

ユダヤ人のネットワークというのはワシントンで強い

と思います。例えば Center for Near Eastern

Policyというよく引用されるシンクタンクがあります

が、そこに集まってくる人の各政権に対する影響力

というものもありますし、研究所ではありませんが

AIPAC（アイパック）その他の、特にユダヤ寄りの中

東関係のシンクタンクや機関等の団体組織が政権

民主党政策調査会副主査

内田 優香

「米国の対中東政策」
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に及ぼす影響力というものはやはり注意して見な

いといけないことだと思います。さらに言うならばそ

ういう在野の機関だけではなく、役所の中にも特に

ユダヤ人系のネットワークはかなり強く組織化され

ている部分を私は感じ、そして実際に見てきたわ

けです。よく聞いていたのはユダヤ人の性格からし

て、例えばユダヤ人が一人国務省に入ったとしたら

それがユダヤ勢力をより強めるためにネズミ講方式

にどんどん自分の信頼する下の人を引っ張ってき

たりとか、元々一定の人数はいたのですがそうい

う形でこの数十年の間にある意味でかなり影響力

が大きくなってきているのではないかという観察を

現地ワシントンでしてきました。

ここから本題に入っていきます。

９０年代のアメリカの中東政策で一番大きな柱は、

やはりイラク問題とイスラエル・パレスチナ問題の二

つだったと思います。特にクリントン政権の中東政

策を特徴付ける柱・キーワードは二重封じ込め政策

（Double Containment）という、最初に国家安全

保障会議の中東担当補佐官になったマーティン・イ

ンディク氏が命名した二重封じ込め政策というもの

に特徴付けられています。イランとイラクに対する

封じ込めということで、湾岸戦争直後、これからこ

の地域とどうやって付き合っていこうかというとき

に、この前１００歳になられたジョージ・ケナンの冷戦

時代初めの封じ込め政策になぞらえてこのDouble

Containmentという言葉を編み出したわけです。

９０年代のほとんどの間は、各国にわけてブレーク

ダウンしているので後で詳述したいと思いますが、

いろいろな山あり谷ありではあったけれども総じて

封じ込めが９０年代後半まで成功していました。９０

年代後半になってこの封じ込め政策のほころびが

出始めたということで、アメリカのバックを受けた

UNSCOM（国連大量破壊兵器廃棄特別委員会）

国連査察チームとイラク側の対立が何回も繰り返さ

れていくわけですが、一定のところまではマネージ

できていたのですがそれがかなり緊張状態までい

って、クリントン政権も９８年１２月のイラク空爆

「Operation Desert Fox」を決断するにあたっては、

封じ込めだけではなく封じ込めから一歩踏み込ん

だ「Containment Plus」という政策に移っていくわ

けです。その当時はかなり言われていましたが、今

はあまり注目されていないというか記憶に残ってい

ない人も多く、これは割合と見逃しがちですが、か

なり大きな政策転換でした。ここで、封じ込めだけ

ではなくてイラクのサダム・フセイン政権の転覆を図

っていくという判断を、クリントン政権時代にしてい

るわけです。それをどのようにもっていくか、どの位

のタイムスパンでやっていくかとか、実際に具体的

なことをするかどうかという違いはあれ政策としてこ

こで一歩踏み出していて、９・１１という大きなきっか

けはあるのですが、それの延長にブッシュ政権の政

策があると思います。結論から先に言ってしまいた

いと思うのですが、これはもちろん「たら、れば、」の

世界で今の状況を見る中での評価なのですが、封

じ込め政策というものをもっと持続できなかったの

かというふうには思います。大量破壊兵器の疑義

を払拭できない、完全に廃棄を証明できなかった

という問題は残っていました。そして最初は

UNSCOMで９８年からUNMOVIC（国連監視検証

査察委員会）に変わった国連査察がうまくいくか成

果をあげられるかという問題はあったわけですが、

封じ込めの基本政策が米ソ冷戦をアメリカの大枠

での勝利に導いたわけです。米ソと米・イラクでは

いろいろな条件の差はありますが、本当に「封じ込

め」が破綻を喫してしまっていたのでしょうか。あえ

てこの封じ込めプラス、さらにはイラクのサダム・フセ

イン政権の転覆までいかないと、本当にサダム・フ

セインが暴発して地域及び国際社会の平和と安定

に取り返しのつかないことをしでかしてしまったの

かという疑問があります。これは別に冷戦という全

く違った条件だけを考えて言っているだけではあり

ません。例えばリビアはイラク戦争による成功例の

一つとして、ブッシュ政権は一生懸命に例示として
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引っ張っていて、１月の一般教書でもそうでしたがこ

れを模範例にしたがっているわけです。私が二回目

にワシントンにいた９８・９９年のときですが、リビアは

昔アメリカの「enemy No.1」でした。それこそ８０年代

の後半などはサダム・フセインとはまだ蜜月でアメリカ

と協力関係にあり、リビアのカダフィはアメリカの

「enemy No.1」だったけれども何となくこういう現状

維持、ある意味封じ込めの状態が続いている中で、

だんだんカダフィの脅威等は忘れ去られるまでにな

っています。ですが、１０年前、１５年前はカダフィは

何をしでかすかわからない人間だという認識でした。

もしかするとサダム・フセインも１０年、２０年後はそう

いう形に認識が変わるかもしれないし、その時まで

には亡くなるかもしれない、そんなもんだよねという

話をアメリカの中東専門家としました。とてもはっき

り記憶に残っているのは共和党系の議会調査局

のシニアな中東、特に湾岸専門家との意見交換の

中でのやりとりだったわけです。ある意味でリビア

への政策というものも、どちらの方がより今回のリビ

アのアクションを引き出しているのかということはも

っと精査しないといけないのです。イラク戦争、ブ

ッシュのやり方が影響した部分もあるかもしれませ

んが、リビアはこの９０年代大人しくしていたわけで、

封じ込め政策とは呼んでいなかったけれども制裁、

実態としては封じ込めと同じ政策がそれなりの成

果をあげたといってもいいと考えます。すでに９０年

代後半から、関係改善に向けて少しずつ水面下で

の動きもありました。そういうことを考えると、サダ

ム・フセインの転覆ということまでやる必要性という

ものに対して、やはりもう一度見直していってもよい

のではないか。それと今後の復興問題を考えると

いうのは別次元の話ですが、そこの部分は今後、

特に学問に携わるなりこの辺の地域の専門の

方々、国際政治に関与する人たちは取り組んでい

かなければならないのではないかと個人的には思

っています。

２００１年１月にブッシュ政権が誕生して、中東問題

全般に対しては９・１１までかなり距離を置いた姿

勢をとっていました。特にイスラエル・パレスチナ

問題については距離を置いていたと言ってもよい

と思います。これはよく聞くように「anything but

Clinton」、全てクリントン外交の反対のことをする

といったブッシュ政権の皮肉られた言い方でもあ

ると思うのですが、特にイスラエル・パレスチナ問

題についてはそういう傾向が強かったと思います。

クリントンは最後の一年、とりわけこのイスラエル・

パレスチナ・トラックを動かそうと必死に取り組み

ました。実はこれを成功させてノーベル賞を狙っ

ているのだという見方も強かったのですが、ご承

知の通りバラク政権とアラファトの間ではぎりぎり

のところで実を結ばずに、結局はシャロン政権の

誕生になっていました。アメリカがあまり先頭をき

ってごちゃごちゃするからうまくいかないというと

少し語弊があるのでしょうが、ブッシュ政権のまわ

りは、必死に取り組めば取り組むほど中東地域の

反発だけをかって疎まれたりするのはつまらない、

というような意識もあったと思うのです。とにかく

これに関してはもう少し傍観の姿勢をとろうという

ことで、距離を置いた政策をとりました。その間に

インティファーダがどんどん悪化し、やはりアメリカ

がもう少し何とかしてくれなくては困るというような

声も高まってきて、パレスチナ国家の樹立とかそう

いういろいろなステートメントを用意していたと言

われている時期に９・１１が起きたわけです。

ここら辺がおおまかな流れだと思うのですが、今

度はイラク政策だけに絞って９０年代から今を振り

返ってみたいと思います。私が見るには、イラク政

策についてはアメリカのイラク政策が変わった時期

が４フェーズあると思います。第１のフェーズは１９９１

年、湾岸戦争が終わってから１９９５、６年の時期で

す。まだ石油と食糧の交換計画も全くない次期で、

本当にイラクが国際社会から孤立していた時期で

す。湾岸戦争が終わり、みんなの意識・イラクへの

関心も低くなっていた時期でもありました。飛行禁
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止区域のフライトと封じ込めとUNSCOMによる大

量破壊兵器の査察が、この時期のイラク政策を形

作っていたと思います。特にUNSCOMというのは、

その時はロルフ・エケウス氏が団長だったわけです

が、粛 と々査察を行っていました。戦争直後にはい

ろいろな資料や事実が発覚し、実はイラクはあと数

ケ月で核兵器製造開発に成功しているぐらいのレ

ベルだったとかそういうことが次々と発見されまし

た。その一時期のいろいろな発見の後は

UNSCOMによる粛 と々した査察で、目立った大き

な発見も特になく、イラク側はUNSCOMが早く査

察を終了し、イラクはシロになったということを宣言

してくれて、自由に経済活動を行える経済制裁の

解除を望んでいたわけです。９５年あたりにはエケ

ウスも実際にその方向に進もうとしていたのです

が、その時になって生物兵器の発見があったとい

うことと、有名なサダム・フセインの娘婿のカマル・フ

セインの亡命などがあったりして、イラクはまだまだ

シロというにはほど遠い状況だということが明らか

になり、にわかにイラク問題、脅威というのが９５、６

年を境にまた取り立てられるということになってい

きます。因みに「イラクは、北朝鮮と並んで…」と書

いたのですがイランのミスプリントです。イランと並

んで封じ込めの対象なのですが、北朝鮮もクリント

ン政権下の軍事的な二正面作戦のアジア側の片

側として、９４年の米朝枠組合意とかいろいろな動

きはありましたが、総じて言えばアジアでの封じ込

め政策の対象となっていた国とも言えると思います

が、いずれにしてもこれはイランのミスプリントです。

大量破壊兵器が完全に廃棄されたことと認定する

には程遠いということの裏返しは経済制裁解除が

まだ先延ばしになるということですが、９５、６年か

ら９８年にかけて経済政策が解除されない代わり

に、経済制裁によって苦しめられているイラクの一

般国民を何とかしなくてはいけないという意識もど

んどん高まってきました。９４年か少なくとも９５年中

ずっと人道的支援、食糧支援の話は逆に欧米側か

らイラクにもちかけていたのですが、サダム・フセイ

ンはプライドというかひねったものの捉え方をする

わけで、そのような乞食がお恵みをもらっているよ

うな人道的支援、食糧支援などは容認できないと

一年近く突っぱねていました。しかし制裁解除も程

遠いしここら辺で手を打とうということで安保理の

オファーを受け入れて、食糧と石油の交換計画が

９６年から始まるというわけです。９６年から９８年の

間はUNSCOM国連査察がもう少し精力的に査察

をしなくてはいけないということで、一番それを強

要していたのはアメリカなのですが、フランス等はそ

こまで熱心ではなかったと言えます。しかしこの査

察の中で、査察チームにスパイが入っているとか、

アメリカだけではなくイスラエルのスパイも入ってい

るというようないろいろな査察を巡るトラブルが繰り

返されていくわけです。この間に特記すべきことと

言えば、イラクの反体制派がこの時期頃から、この

時期より前からアメリカの国務省CIAの後押しを受

けて活動しているのですが、特に最近イラク評議

会にも入ってアメリカの後押しを受けている人物と

して有名になったアマフド・チャラビーも９０年代初

めから後押しを受けて活動していたのですが、９６

年にサダム・フセイン政権に対する反乱運動に繋が

っていくような転覆活動を行うということでイラク北

部のクルド地域で活動していたわけですが、それ

が逆にサダム・フセインの諜報組織に察知され反乱

が壊滅されてしまいました。元々クリントン政権はイ

ラク反体制派に対して一応形式的には当初は支援

したのですが、本腰を入れてこれがどうにか大きな

動きになってくれるとまでは思っていなかったわけ

で、そういう意味ではある程度予想されていたとい

うか、そこまでひどいダメージになるような結果には

ならなかったわけです。ただ、大きなダメージになら

なかった、クリントン政権が本腰を入れて支援して

くれなかったということが、特にアマフド・チャラビ

ー氏のイギリスやワシントンにおけるロビーイングの

原動力になって、反クリントン陣営というか共和党
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系の理解者、支持者をどんどん得ていくということ

に繋がっていきます。特に今、その反体制派の

方々がイラクの統治評議会で中枢に座っていると

いうことを考えると、ここら辺の繋がりというのは興

味深いところだと思います。いずれにしてもクリント

ン政権ではイラク反体制派の人たちはどちらかとい

うとmarginalizeされる傾向があって、９６年から９８

年にかけても、ほとんど相手にしても仕方がないと

いう意識が一番強かった期間であったと思います。

それが９８年の１２月、「Desert Fox」があった月なの

でここぐらいから転機であると思うのですが９８年後

半になると査察もいっていないと、国際社会からは

イラクの子どもたちが可愛そうだ、またこの時期に

ユニセフからイラクの子どもたちが経済制裁のため

に毎月５、６０００人単位で亡くなっているという報告

書が出たり、国際社会がイラク政策の変更、見直

しを求める気運が出てきて、そういう背景もあって

封じ込め政策を持続しづらい状況が出てきました。

９８年の１２月というのはちょうどモニカ・ルインスキー

事件の真っ只中で、イラク空爆のタイミングというも

のを疑問視する声がアラブ諸国でも非常に強かっ

たわけです。これは余談ですが、いろいろな要素

が重なってイラク政策にもう少しダイナミズムという

か、封じ込め政策だけでなくやはり一つのシグナル

というものを送らなければならないというクリントン

大統領の判断のもとに、９８年の１２月にイラクへの空

爆が行われました。４日間続いた空爆だったのです

が、これで大量破壊兵器の脅威が当時のコーエン

国防長官が、その信憑性は別にしても、「Desert

Fox」によって大量破壊兵器の脅威がクローズアッ

プされ、もう一つにはこれによって査察政策という

ものが事実上放棄されたと言ってもよいと思うので

す。というのもこの１２月の「Desert Fox」以降、ずっ

と査察が入れないという状態になったわけです。

ブッシュ政権に入っていろいろなやりとりの中でま

た査察が戻っていくわけですが、３年間査察が入

れない状況を招いてしまったという結果をもたらし

ました。先ほども申し上げた通り、査察が入れない

状況とある意味で引き換えに、大量破壊兵器の査

察による廃棄ではなくて、イラクの政権交代を政策

目標に掲げるという新たな政策転換がこの時期に

とられたと言ってよいと思います。ポイントとしては

この「Containment Plus」のプラスの部分は、ある

意味で政権転覆だけではなくて査察政策の放棄と

いうと少し違うのですが、国連査察ではもう出来な

いのだというクリントン政権の判断でもあったと言

えると思います。これはもちろん明示的にはそうい

うふうに言っていないわけで、国連査察が戻れな

いという状況になってしまった以降も、査察自体が

もう無理なのだという言い方はクリントン政権では

しなかったわけです。ブッシュ政権も査察に関して

は最初は徹底的な査察ということで、開戦前のぎ

りぎりまでは査察政策を再開して追求したわけで

すが、やはりこの時期から国連査察への見限りと

いうものが底辺にはあったと言えると思います。イ

ラク政策に関して言うと、クリントンからブッシュ政権

になった後もさほどの変化はなかったわけです。バ

クダット周辺のやや南だったと思いますが２００１年

の２月に空爆が行われましたが、それが少し目立っ

た動きぐらいで、後はクリントン時代のイラク政策の

延長でした。２００１年の９月、同時多発テロの発生

でイラク政策が抜本的にと言うか、事実上変化す

るわけです。表面的にはブッシュ政権になってから

もこの８、９ケ月間は変わっていなかったわけです

が、ブッシュ政権を構成する幹部の中ではやはりい

つか時を見てサダム・フセイン政権を追い詰めなけ

ればいけないということは合致した政策目標であっ

たというふうに私は見ています。ワシントンの中東

政策の関係者と当時いろいろ意見交換をしても、

やはりイラク政策というのはtop priorityだという認

識は皆さんが持っていたと思います。半年余りは、

イラク政策は表面的にはクリントン時代の延長では

あったのですが、どこかでサダム・フセイン政権を何

とか追いつめなくてはいけないというコンセンサス
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はブッシュ政権内であったと見てよいと思います。

唯一言えることは、パウエルがスマート制裁というも

のをやろうとしたり、そういう制裁のやり方のテクニ

カルな話で、あのスマート制裁が実際に効率的に

運用されていたとしてもさほどの影響というものが

あったとは私は思いません。原則は自由で、今ま

でかなり厳しい経済制裁を、大量破壊兵器など本

当に危ないものに関する物資の出入りだけを管理

していこうというのが、簡単に言ってしまえばスマー

ト制裁の目的だったと思うのですが、大局的には

それはブッシュ政権による大きな政策であったと思

いません。いずれにしても９月の同時多発テロとい

うものがブッシュ政権の中でイラク政策を、サダム・

フセイン政権の転覆というものに方向ギアをあげて

いく、ある意味で好機になったと言うか、そちらの方

に移っていくという流れだったと思います。もちろん

その前にはアフガン攻撃があって、アフガン問題を

片付けなければいけないということがあったと思い

ますが、それは内々には同時並行的に進められて

いた話です。私はその当時クウェートに住んでいた

のですが、クウェートでは粛々とイラク攻撃に向け

た準備が進んでいるというのを肌で感じますし、意

見交換その他事実関係でも分かることだったと思

います。具体的にどういうところがというご関心がも

しあれば、後で意見交換の時にしたいと思います。

時間もなくなってきたのでイスラエル・パレスチナ

の方に移ります。簡単に概略だけお話しさせてい

ただきます。イスラエル・パレスチナ政策も大きく分

けると大体４つのフェーズがあると分類してみまし

た。９１年から９５年の１１月は和平プロセスが進んで

いた時で、マドリードのプロセスが進展していた時

です。これの一番の成果は有名な９３年９月のオス

ロ合意で、イスラエル・パレスチナは新たな関係に

入っていきました。その後にも波及効果というか、

翌年にはイスラエルとヨルダンの和平協定も結ば

れ、イスラエル・パレスチナ問題、和平プロセスが

rosyな一番期待感に溢れた時期であったと思いま

す。しかし９４年、少なくとも９５年位からいろいろな

暗雲が垂れ込めていたという部分もあって、自爆攻

撃も発生していましたし、１１月のラビン首相の暗殺

を暗示するような雰囲気はあったと思います。第２

フェーズがラビン首相の暗殺からリクード労働党の

バラク首相の誕生までの、つまりネタニヤフ氏の期

間だったと思います。個人的にクリントン氏とネタニ

ヤフ氏は相性があまり合わなかったという話も聞く

のですが、クリントン政権はリクード党のネタニヤフ

氏にはかなりてこずって和平が大きく後退してしま

った時期と言えると思います。そういう中で、私は

やはりこのままではいけないという心理がイスラエ

ル社会に強くなった結果だと思うのですが、イスラ

エルでも９９年５月の選挙で軍歴輝かしいバラク氏

が誕生して、これはイスラエルでもかなり問題にな

っていたらしいのですが、選挙期間中にクリントン

が自分はバラク氏を応援しているというかなり明ら

かな姿勢を見せていました。ですからそのバラク

氏が首相になったことで、和平プロセスをもう一度

進める最低限の条件が整ったと見たことが、クリン

トン政権最後の年の、クリントンの中東和平への取

組みにも繋がったと言えると思います。しかし実際

にはそうした努力にもかかわらず、結局は本質的な

成果には繋がらずに２００１年１月のシャロン首相の誕

生でその後のパレスチナの、２０００年９月末に始まっ

た第２インティファーダというものも大きかったと思う

のですが、結局は実を結ばずにシャロン首相の誕

生に至り、その後、強硬政策という形になっていっ

たわけです。イランに関しては正直私もよくフォロー

していないので、簡単に申し上げますと３つのフェ

ーズがあるのではないかと見ています。９３年から９

７年で、封じ込め政策の片割れで現状維持の状態

が続いていたわけで、他方、議会等を中心にイラ

ンへの強硬姿勢というものはずっと続いていたと

思います。オルブライトの前任者のクリストファー国

務長官等もイラクよりもイランの方が脅威だと見て

いた節がありまして、中東のイランとイラクのどちら
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が脅威かというと、割合と皆さんの見方がそれぞ

れ違うのですが、イスラエルでも私はそうだと思う

のですね。９０年代のイスラエルは総じて言えばイ

ラクよりイランの方が脅威だと見ている人がより多

いと、文献や多少の意見交換等で私は思います。

もちろんレバノンのヒズボラへの影響とかそういうも

のもあると思うのですが、いずれにしてもイランに対

する政策は９３年から９７年にかけては封じ込めが

粛 と々行われていたということです。その後９７年の

ハタミ大統領の登場で随分と明るい兆しが見えて

きたわけで、私はその翌年の９８年からもう一度アメ

リカに行ったわけですが、結構まだ興奮覚めやら

ずで、イランは変わるのではないかというような議

論が活発に行われていました。ハタミ大統領の誕

生はかなりアメリカの中東関係者の目を引いて、今

後のイラン政策の見直しが行われるのではないか

というような見通しを強く持ったわけです。実際に

９８年の６月に少なくともアメリカではかなり注目され

ていたオルブライト国務長官の演説があり、イラン

にその気があるならば米国はイランと共に両国の関

係正常化に向けた道筋を、ロードマップを描いてい

くことは可能だということを言ったわけです。これに

対してハタミ大統領もかなりそれに呼応する発言を

されたという記憶があります。ビスタッチオでしたか、

一部制裁の解除もあって、本当にアメリカ・イラン関

係が動くのかなという感じが強かったのですが、結

局は不発に終わりました。ここでも実質的な変化

は見られずに、２００１年９月１１日の同時多発テロが

起きました。起きた直後は逆にイランもとても同情

的で、例えば対テロとの戦いでの協力とか、さらに

進展するのかなと思わせたのですが、その後はま

たイラク戦争に移っていく段階においてイランもアメ

リカも硬直的な緊張、波乱含みの状況になってい

くわけです。

ということで時間もきてしまったので、軍事戦略

と言うと何か体系だってお話しするようにここには

書いてあるのですが、そこまで話せるような立場で

はないのですが、簡単に１、２分で申し上げます。

やはり９０年代で一番の変化というのは、アメリカが

確実に特に湾岸における軍事プレゼンスを確立し

ていったということだと思います。それは規模が大

きくなったとか、それももちろんあるのですが、１０年、

２０年、３０年先を見越した体制を確立していってい

るということです。特に私が注目していたのは、協

調的防衛イニシアティブというのは仮の訳なのです

が、「Cooperative Defense Initiative（CDI）」と

いうのを９９年３月にコーエン国防長官が中東歴訪

中に提唱して、その下地というのはもちろんその前

からあったのですが、要はこれは何かと言うと、

TMD（戦域ミサイル防衛）の湾岸版、中東版を作っ

ていくというのが当初の目的だったわけです。です

けれども日本での議論というかアジアでの議論と

同じで、指揮命令系統、結局アメリカの中に入って

いくのはさらにアメリカの軍事システムに組み込まれ

ていって独立を保てないのではないかとか、湾岸

諸国内のどこが中心になっていくかとか、コストが非

常にかかるとか、当初アメリカが描いていたようなも

のには、少なくとも私がいる間にはなりませんでし

た。イラク戦争を巡って今はいろいろ変わっている

と思うのでよくわからないのですが、TMDとまでは

言えないまでも、もう少し緩やかなそれを目指した

体制というものをアメリカは行っていくわけです。見

ていると、アメリカが主要な国として位置づけてい

るのはヨルダンとかクウェート、バーレーン等との関

係で、そこに重点を置きながら体制作りをしている

のではないかなということです。興味深い動きの一

つとしては、例えばこれは１月の半ばですが、ブッシ

ュ大統領がクウェートのことを「Ｎon NATO Ally

（ノン ネートウ アライ）」と呼びました。これは日本で

はあまり報道されていませんが、もちろんクウェート

では大反響でした。やはり湾岸諸国をNATOの諸

国の外にあるけれどもNATOに準じる同盟国だと

いうふうに言うというのはかなり大きなことです。ク

ウェートはもうアメリカと運命共同体的な状況になっ
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ていっているのだなということを、とてもよく表す発

言だと思います。湾岸諸国の防衛協力体制という

ことについては、集団的自衛権を一番、要するに

NATOの湾岸版を目指したものですが、まだ初歩

的なもので全くそれとは比べ物にならないような低

レベルのものですが、一応そういう方向性を持っ

た取組みということでご理解いただければと思い

ます。５分オーバーしてしまい、拙い報告だったの

ですが以上で終わります。
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「米国の対中東政策」レジュメ
内田優香（民主党政策調査会副主査）

１．米国の湾岸戦争後の対中東政策
１）主な特徴：
①クリントン政権
○「二重封じ込め政策」（Double Containment） ⇒ １９９３年５月（クリントン政
権）、国家安全保障会議（NSC）中東担当補佐官のインディク氏（Martin
Indyk—後に中東担当国務次官補）による講演以降。イラン及びイラクの「封じ
込め」

○「封じ込めプラス」（Containment Plus） ⇒１９９８年１２月の米英によるイラク
空爆（Operation Desert Fox）以降。

②ブッシュ政権
○中東、とくにイスラエル・パレスチナ問題から距離を置いた外交　
⇒２００１年１月～９月１１日まで

○「テロとの闘い」及び大量破壊兵器の脅威の除去　
⇒２００１年９月１１日米同時多発テロ以降

２）イラク
○４フェーズ
①１９９１年～１９９５・６年　⇒イラクは、北朝鮮と並んで「封じ込め」の対象
②１９９５年・９６年～１９９８年　⇒米政府のサダム・フセイン体制に対する現状
認識及び、反対政府派組織政策をめぐるシフト。

③１９９８年１２月～２００１年９月 ⇒明確かつ明示的意味を伴う政策変更。１９９
８年１２月、イラク空爆開始を告げるクリントン大統領は、今後、反体制派組
織と連携しながら、イラクにおける「政権交代」を目指すことを公言し、サダ
ム・フセインの「封じ込め」から一歩踏み込んだイラク政策を展開

④２００１年９月～　⇒イラクの政権交代。（「封じ込め政策」からの完全なる脱皮）

３）イスラエル・パレスチナ
○４フェーズ
①１９９１年～１９９５年１１月 ⇒和平プロセス（マドリード和平プロセス）の進展。１
９９３年９月、オスロ合意でイスラエル・パレスチナは、新たな関係（段階）。１９９４
年４月、イスラエル・ヨルダン間の和平協定

②１９９５年１１月～１９９９年５月 ⇒労働党ラビン首相の暗殺で、和平気運が一
挙に後退。１９９６年５月のイスラエル選挙で、リクード党のネタニヤフ氏

③１９９９年５月～２００１年１月 ⇒労働党バラク首相の誕生で微かに進展の兆
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しを見せた和平プロセスは、クリントン大統領の精力的な取り組みにもかか
わらず、本質的な成果なし
④２００１年１月～　⇒リクード党シャローン首相の誕生で、対パスレチナ強硬政策

４）イラン
○３フェーズ
①１９９３年～１９９７年５月 ⇒ 「封じ込め政策」。イラン・リビア制裁法（ILSA）
等に見られる「イラン・フォービア」
②１９９７年５月～２００２年　⇒　改革派のハタミ大統領の登場で米・イラン関

係に変化の兆候
→１９９７年、クリントン政権の２期目に入り、クリストファー国務長官から、イラ
ンとのしがらみの薄いオルブライト国務長官に交代
→１９９８年６月、オルブライト国務長官の注目の演説。（イランにその気がある
ならば、米国がイランとともに両国の関係正常化に向けた道筋（roadmap）
を描いていくことは可能）
→ ２００１年９月１１日、米同時多発テロ後、ブッシュ政権との歩み寄り

③２００２年～　⇒　米国による対イラク攻撃が切迫する中、イランとの関係も
緊張含みに発展

２．９０年代の米国の中東における軍事戦略
１）背景
○湾岸戦争後、中東、とくに湾岸地域における最も顕著な変化⇒　米軍のプレ
ゼンスの確立

２）協調的防衛イニシアティブ（Cooperative Defense Initiative-CDI）⇒ ９９年３月、
コーエン国防長官（当時）は中東歴訪中、提唱

３）ヨルダン、湾岸諸国（とくにクウェート）との軍事関係の強化

４）湾岸協力会議（GCC）の防衛協力体制の後押し
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伊奈です。内田さんがきちんとしたお話をされた

後で、私は雑談のような話をするだけです。どうい

うことをお話ししたらよいかと村田先生にお聞きし

たら、随分前に書いたアメリカの政策コミュニティと

いう原稿のような話をすればよいと言われたので

すが、その原稿を探したのですが見つからなかっ

たので、思いついたことをレジュメに書きました。こ

こにあるのは落書きのようなものなのであまり重視

しないでいただきたいのです。

アメリカの対外政策決定過程というのが私に与え

られたテーマのようですが、結論を言えばそんなも

のは分かりません。対外政策決定過程を書いた本

というのはたくさんあると思うのです。私がたくさん

読んでいるわけではもちろんありませんが。歴史とい

うものは全体的にそうなのかもしれませんが、紙に

書かれたものには常にバイアスがあって、それはどう

いうことかというと、喋る人に有利なものになってい

るわけです。そんなに大きな話をするわけではない

のですが、例えば私たちの比較的近縁の話でいえ

ば、船橋洋一さんが『同盟漂流』という本を書かれ

ました。これは立派な本ですが、関係者に聞くと結

構怒っている人がいるわけです。それは自分が喋り

たくないと言って喋らなかった人、立場上取材を避

けた人の意見はあまり反映されていなくて、よく喋っ

た人の話を中心に書かれているということです。も

とより政策決定過程などというもの、そういうことをし

ようという作業は群盲、象をなでるがごときものであ

ろうかと思います。私がこれからやろうとしているの

は雑談ですから、全てそういう話です。

例えば日本においてもこういう話を聞いたことがあ

ります。私たちより３０年ぐらい上の昔の新聞記者、

吉田時代を取材していた政治部記者が、吉田総理

の周辺で何かがあって吉田さんが箱根の芦ノ湖畔

の旅館へ行ったと。そこに誰かしかるべき人が来て、

吉田・某会談というものが行われた。二人の新聞

記者が船を漕いで行って、その部屋の下から話を

聞いたというわけです。すると何も実のある話をして

いないというので、話を聞きに行った人はまあいい

やと帰ってきました。そこにいなかった社の記事は、

吉田氏と某氏が何々問題で合意したとドカーンと出

ている。それは某氏が、自分は吉田さんの所へ行

ってこういうことで合意してきたという話で、要するに

喋る人の口をついて出てくる話が紙に書かれてだ

んだん蓄積し、あたかも本物の歴史であるかのよう

になっていくということなのです。何が言いたいのか

というと、これから話すことが何かさっぱり分からな

いということの言い訳をしているわけです。

もう一つ似たような話ですが、アメリカの対外政

策決定過程というと学問的な意味がどれほどある

か私は知りませんが、ボブ・ウッドワード（B o b

Woodward）という人がいろいろな角度からたくさ

んの本を書いています。私がアメリカにいた頃の話

ですから１０数年前、ウッドワードの本に対してジャ

ーナリストの立場から批判をする人がいました。そ

れはどういうことかと言うと、あれは小説でリポート

ではないと。なぜならばカギカッコが多すぎると。

要するにverify（検証）できないカギカッコを使うの

は小説であるという話になるのです。

「米国の政策コミュニティ」

日本経済新聞論説委員

伊奈 久喜
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確かに、クリントン大統領のことを書いた本があり

ますが、アーカンソー州の知事公邸でのクリントン夫

妻の寝室での会話から始まる。これはどうやって取

材したのだろうか。盗聴でもしない限りは無理です。

普通に考えれば、両方にそれぞれ聞いたと、最も良

心的にはそういうことをしたのだと思いますが、そう

いう形で話をしていくとウッドワードの書いた話は何

とも眉唾だと思うわけです。ウッドワード氏はそういう

批判は多分しばしば耳にしているのでしょう。したが

ってあの本は後書きにここに書かれていることは全

て真実であると、ここに書かれていることの基礎に

なっているメモとかテープとかはイエール大学に寄

託してあって、３０年後か５０年後かに公開されると言

っています。その瞬間にああそうかと信じるしかない

のですが、５０年後には彼はいません。

そういうことで政策決定過程というものは本当の

ことはもちろん分かりません。ある程度分かったこ

とというのは、喋ってくれた人の話が中心になって

いるということであろうという、留保があるということ

です。以上で言い訳の部分は一応終わります。

１０年近く前に書いたことを思い出すと、確かそ

この４極構造のようなことを書きました。政府と議

会とメディア、大学シンクタンク（ビジネス）という四

つの極を、ポリシー・メーカーという人たちはぐるぐ

る回っているという、別の言葉で言うと回転ドアと

いうことになるのでしょうが、そのようなことを書い

た記憶があります。

理屈っぽく言えば、提案が投げられるといろいろ

議論されてある種の収斂をしていくというのが、外

からグーッと引き離して見たアメリカの政策決定過

程の姿であろうと言えると思います。考えてみると

当時書かなかったことは、同じ平面か別の平面か

は知りませんが、その真ん中辺の上のほうに大統

領という存在があるということが、アメリカの政策決

定の仕組みだろうと思います。大統領がピックアッ

プするようなものをどうやって作るかということがあ

るのだと思います。イメージ的に言うと、菱形を鳥

瞰図的に書くと、こういう菱形があって上にいると

いう話です。

比較のために若干日本の話をします。日本には

そういうものがないということは盛んに言われてい

る話で、それはあえて繰り返すまでもありません。

私の経験から言うと、日本で外交政策というものは、

若干なりとも論争的なものを含む政策はごくごく限

られているのです。今イラクの問題はそれなりに論

争的な部分を含んでいるかもしれませんが、これは

おそらくアメリカが関わっているから論争的部分が

含まれているのであろうかと思います。

具体的に言いますと、外務省の記者クラブであ

る霞クラブの記者が、昔は経済部の記者も若干い

て貿易摩擦などを一生懸命やっていたのですが、

今は貿易摩擦はなくなりましたのでほとんど政治部

の記者がいるわけです。私がいた頃に政治部の記

者が関心を持って取材していたレベルというと四つ

しかないのです。当時は今のロシアのソ連課、朝

鮮半島の北東アジア課、歴史問題などいろいろな

政治問題があった中国課、もう一つは北米一課と

言いたいところですが違うのです。北米一課では

なくて安保課なのです。その四つだけです。おそら

く今でも事情はそれほど変わっていなくて、もちろ

ん当時でも例えば南アに対するアパルトヘイトが何

とかというと、アフリカなんとか課というのが少しは

取材の対象になったわけですが、これはいわば季

節的な話題でした。

その四つ以外は、おそらく日本の対英国政策な

どというのは、西欧二課長という４０歳くらいの若い

課長さんが全て決めるわけです。ですから政策決

定の面はなくて一点で決まるわけです。ではその四

つの日米安保、対ロシア政策、対韓国・北朝鮮政

策、対中国政策、これにはいろいろな決まり方があ

ります。例えば、日本外務省のアジア局長の大きな

仕事は、与党の、その時にその問題に関心を持っ

ているしかるべき人をどういうふうに説得するかと

いう、点ないし線の構造であって、面はあまりない
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ということが言えると思います。

時々そういう仕組みがとてもいびつになることが

あります。それが例えば、数年前まであった某議員

によるロシア政策への介入とか、そういうことがある

わけです。某議員の場合は、彼の立場に立ってみ

れば官邸も了解していたわけですから、それほどと

んでもないことをやったわけではないのでしょうが。

何が言いたいかというと、ある種のsecurity com-

munityとかforeign policy communityのような面

があれば、そういうものというのは面の中で相殺さ

れていくと思うのですが、そういう面がないのでポ

ンと突出してしまって、それが権力と結び付けばど

んどん行くと、これは日本の話ですが、そういうこと

があります。逆に言うと面があれば、面の中でいろ

いろなアイデアがぶつかり合って角が取れていくと

いうことがあるのだろうと漠然と思うわけです。先ほ

ど述べた四極にどういうプレーヤーがいて、誰が大

学から政府に入ったとか議会から政府に来たとか

ということは、一々触れてもきりがない話ですが、

一杯あるわけです。

前々回に山口さんもそのような話を少しされたと

思いますので繰り返すまでもないと思いますが、も

う一度日本との比較で言いますと、よく言われる話

は、アメリカの政策決定はいろいろ競争力があって

よいけれども日本の場合は官僚が独占していると。

これは嘘ではないと思いますが、他方にこういう批

判があります。これはアメリカの対外政策に限らず

対内政策もそうでしょうが、政策決定者は４極にい

てぐるぐる回る人たち、これは日本で言うところの

霞ヶ関の官僚なのだと、だから、このインサイド・ベ

ルトウエイということで彼らがしばしば批判されると

いうことなのだと思います。今回の大統領選挙は、

民主党の有力候補が２０年近くずっと上院議員でワ

シントンの住人ですからそういうことはないのです

が、選挙になると４年前のブッシュもそうだったでし

ょうが、チャレンジする側がしばしば反ワシントンの

ようなことを言って入ってくるということです。です

から４年に一度、反ワシントンのポピュリズムのよう

なものが噴き上げるというのが、アメリカの政治的な

リズムだろうと思います。それは、多かれ少なかれ

政策決定者のチームがリシャッフルしていったりし

て、空気を換えていくことになると思います。先ほど

内田さんがABCという話をされて、anything but

Clintonという話をされていましたが、まさにそうい

うことが政権が代わったりすれば起きていく。取り

敢えず、政策が右にいたのが左に振れる、左にい

たのを右に振るということが４年ないし何年かに一

度起きていくのだろうという話です。

もう少し枠組みの話をすると、そういうforeign

policy communityのようなものが面的なものにな

ってきたというのは、聞くところによると昔からあっ

たのかもしれませんが、それを促したのは８０年代の

レーガン政権当時だと言われています。それは、冷

戦の末期で国防費が大変増えた、したがって、シン

クタンクなどに流れる研究委託費などが沢山増えた

ことが一つと、もう一つは当時は民主党が議会で

多数派を持っていましたので、もう一つの政府を作

るわけです。議会民主党というもう一つの政府がも

う一つの官僚機構というか、もう一つの政策決定

チーム・集団を作ったわけです。それが議会調査

室とか会計検査院、GAOとかに勢力を占める、ケ

ビン・フィリップスという人が『傲慢なる首都』という

本を書いていて、私が昔翻訳したことがあるのです

が、そういうことをフィリップスは言っています。

最近のことはよく分からないのですが、今また国

防費が増えてきていますから、８０年代と似たような

ことが２０００年、２０００年代に起きてきているのかも

しれないという気がします。いずれにしてもそうい

ういろいろな形の政策決定・研究集団があちらこち

らにあって、いろいろな提案をして大統領にピックア

ップしてもらうということが、正にアメリカの対外政策

が決まるシステムだろうと思います。アメリカの新し

い大統領が就任して議会からホワイトハウスに歩い

て来ますよね。私はあれは現代の戴冠式だと思う
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のですが、つまり王様をどういうふうに、良い言葉

で言えば説得するか、悪く言えば騙すかというのが

政策を作る人たちの最大の頭の使いどころであろ

うと思います。いかに良いアイデアを出していかに

騙すかと。村田先生は多分覚えていらっしゃると思

いますが、私は忘れましたが、１０年ぐらい昔、スト

ローブ・タブロットがポール・ニッツエの本を書きまし

たね。SDIを巡ってレーガンをいかに騙すかという

ことでシュルツとワインバーガーがしのぎを削るとい

う本です。そういう話が今でもあちこちで、いろいろ

なテーマであるのだろうと思います。

そういう中で、昨年はそうでもなかったのですが、

一昨年あたりから非常に強調されたのが、ネオコン

の影響力ということでPNAC「新しいアメリカの世紀

のための計画委員会」というシンクタンクです。この

シンクタンクそのものが非常にフォーカスされて強調

されたきらいがあると思います。これは前々回に村

田さんもおっしゃっていたように、考えてみると、そ

ういうことを言われた人たちの中で政府にいる人

たちはそれほど高位高官ではない。副長官とか国

務次官というようなレベルで、しかもその人たちは

レーガン政権や前のブッシュ政権にもいたわけで、

ものすごく新しい現象ではなかったのですが、９・

１１ということがあって、彼らの考えが少なくとも一時

的には共感を得たのだろうと。そういう考え方が、

政府の中でも、とりわけ国防総省の中で力を持っ

たというふうに聞いていますが、そういうことですね。

ウイリアム・クリストルの書いた本を読むと、要する

に今までのリアリストは非常にbalance of powerに

拘ってご都合主義だったと、いわば理念を忘れて

いたと。したがって、彼らはご都合主義のリアリスト

とは違うのだということを言うわけです。ところが、

今どういうことが起きているかということを考えてみ

ると、ネオコンの力が結構相対的なもので大したこ

とはない、大したことはないとは言わないがそれほ

どのことはないということの、一つの例として挙げ

るわけですが、例えばパキスタンでA・Q.カーンとい

う人の話があったにも拘らず、ビン・ラーディンを共

に捕まえるためにパキスタンは一生懸命大事にしな

くてはならない国のようで、お咎めなしですね。と

いうことは、クリストル的なネオコンの考え方は、少

なくともそこにおいては採られていないわけです。

つまりご都合主義のリアリストの立場でやっている

わけです。

これは日本の話ですが、先々週頃イランのアザ

ディガン油田の合意があり、たまたまその合意が伝

わった日にジョン・ボルトンが日本に来ていました。

危険なイランに日本がお金を出すというような合意

に対してネオコンなら非常に怒るだろうと思いきや、

全然怒らないわけです。ボルトンが言っていたのは、

イランの核拡散についての小泉首相の懸念と自分

の懸念は同じだと。全く物わかりが良いわけです。

米政府当事者によると、あのアザディガンの話は民

間の取り決めですが、一種の免責条項のようなも

のがあって、核拡散についてのイラン側の問題ある

行動の明確な証拠があれば、この合意は無効にな

るというものがあると、アメリカ側は理解していると

いうことをいうわけです。つまりパキスタンもそうで

すし、イランの話ではイラクの問題を抱えている中

で、ここで日本と隙間風を吹かせたくないというリア

リストのご都合主義というものがあるわけで、ネオコ

ンの力も相対的なものになっているということです。

対日関係について、この１０年の間にアメリカの政

策に何があったかということに話題を転じます。ナ

イ・リポートが出たのが９５年春です。９６年４月に日米

安保共同宣言が出て、アーミテージ報告が２０００年

１０月、選挙の直前です。こういうものが今の日米間

の政策の基礎になっていると言えると思います。

これをもう少し詳しく考えると、９３年１月にクリント

ン政権が出来ていわゆる経済優先政策をとって安

保を軽視したということで、それに対する反省が日

本側からのアピールで出てきます。９４年の夏に日本

の松永元大使がワシントンに行った時に、国防次

官補になりたてのナイ（Joseph S. Nye, Jr.）さんと
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かCIAに入ったばかりのボーゲルさんと話をしてそ

ういう日本側の気持ちを伝えた。それを受けて安

保の再確認というか再定義という作業を日米間の

非公式のレベルで、国防大学に留学している防衛

庁の人とかそういうレベルで始まり、いろいろな議

論をして９５年春のナイ・レポートに繋がるわけです。

それを元に９６年に日米安保共同宣言が出来て、こ

れでガイドライン、日米防衛協力のための新しい指

針を作ろうということがこの日米安保共同宣言にう

たわれて、ガイドラインが出来たのが翌年の９７年の

９月です。ガイドライン法が９９年の夏に出来ます。２

０００年にアーミテージ報告が出て、アーミテージさん

は、これはナイ・アーミテージ報告だと、要するに超

党派のリポートだと言いたいわけです。ここで集団

的自衛権の話とか、日本はイギリスのようになって

ほしいとかということが書いてあった。９・１１は偶然

と言えば偶然ですが、現にその後に起きたこと、

９・１１の後に作ったインド洋での海上自衛隊のオ

ペレーションをするようにしたテロ特措法とか、最近

のイラク復興支援法という自衛隊の海外での活動

を可能にするような一種の特例法を作るという動

きは、このアーミテージ・リポートに対する日本側の

その場その場の回答だったと言えると思います。

レジュメにグリーン（Michael Green）さんの話を

書いたのは、最初のグルグル四極を回るという人

の例として、彼は最初にPh.Dをとった後、確か

IDA（Institute of Defense Analyst 国防分析研

究所）という所にもいたと思います。その次はCFR

(Council of Foreign Relations外交評議会)、そし

て今は政府に入り、政府をやめるとジョージタウン

大学に行くと言われています。そういう意味でシン

クタンクというかアカデミズムを回る一つの例として

挙げましたが、彼はナイ・リポートからずっと日本に関

わってきた人です。アメリカの対外政策全体の中で、

日本の役割がそれほど大きいかどうか相対的に見

ることは日本人にはなかなか難しいですが、ただい

ろいろな分野でそういう感じの人がいて、柱になっ

ている人がいるのだろうと思います。私はシンクタ

ンクというものを知っているようで知らなくて、皆さ

んがもっとよく知っていらっしゃると思いますのであ

まり偉そうなことは言えないのですが。先ほどのケ

ビン・フィリップスはシンクタンクをインサイド・ベルト

ウエイの人たちの一種の止り木だと言っています。

非常にネガティヴな意味でそう言っているのです

が、日本で言えば機能は違いますが感覚的には特

殊法人のようなもの、ポピュリストから見ると恨みを

持った目でそういうものを見ているわけです。

ところが政府に行き、シンクタンクに行き、シニアフ

ェローというような最低でも２０万ドルぐらいの年収

をとるという人はとても少なくて、以前ある研究員

にいくらもらっていると聞いたら、３万ドルだというわ

けです。Ph.Dをとった人が３万ドル、日本円で４００

万ぐらい、ですから辛苦タンカーという駄洒落を書

いたのです。政策の話に戻します。そういう政策コ

ミュニティというものがあって、政策が作られていく

ということで、米国における対外政策ということで幾

つか思いついたことを３つほど言いたいと思います。

一つは党派的な差があまりないのだろうと思い

ます。特に日米関係のようなことは正にそうで、相

手が同盟国同士ですから党派的になりようがない

のですが、相手が北朝鮮やイラクというともう少し

党派的な差があるのかもしれません。例えば日本

における外交論議などと較べると、党派的な差は

多分少ないのだと思います。

たまたま昨日、有楽町の外人記者クラブで大江

健三郎氏の講演を聞きました。大江さんの言って

いることが日本の外交政策に反映しているとは誰も

思っていないのですが、いろいろなことを言うわけ

です。イラクに自衛隊が行くのはけしからんと言う

わけです。ああいう全くの外野にいる人たちはワシ

ントンにおいてはインテリの中に多分いないと思い

ます。ですから党派的な差は多分少ないだろうと

いうふうに思うのが一つです。

もう一つは、にも拘らず問題によって決め方のス
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タイルも内容も大分違うのだろうと思います。例え

ば湾岸戦争の時にgang of eightという言葉があり

ましたが、eightが誰か忘れましたが８人が物事を

取り仕切ったと。ブッシュ、クエール、チェイニー、ベ

ーカー、スコークロフト、スヌヌ、ウォルフビッツ、パウ

エルの８人かな。今はそういう言い方はあまりない

わけですから、どういうレベルでブッシュ政権が政

策を決めているのか知りませんが、とにかく大統領

のスタイルで決め方が違う。決め方が違うというこ

とは誰をメンバーに選ぶかで政策的な色合いはた

ぶん変わってくるでしょうから、そういう違いはある

だろうということが言えると思います。

三つめは印象論ですが、もう少し論争的な話題

については先ほどのＡＢＣのような政治的な様相と

いうか、指導者の政治的野心というようなものが反

映することがあるだろうと思います。

クリントン政権末期の２０００年１０月にオルブライト

国務長官が北朝鮮に行きました。マスゲームを見た

り、キム・ジョンイルのことを魅力的な人だとか言う

わけですね。もちろん核問題についての話もする

のですが、全く進展しないで帰ってきたにも拘らず、

クリントンは北朝鮮へ行こうと思ったわけです。東

京のある大使館の高官の所でお茶の会のようなも

のがあって、そこへ呼ばれたのは私のような新聞記

者とか元外交官とか、北朝鮮を勉強している著名

な大学の先生とかです。ほとんどの人がクリントン

は北朝鮮に行くべきではないと言ったのですが、

結局クリントン訪朝というのはゴアが負けてしまっ

たのでなくなったのです。なぜクリントンが訪朝を

考えたのかというと、クリントン政権は２０００年の半

ばより前頃から中東協議をずっとやっていました。

中東の指導者を呼んで中東和平の調停をやって

いましたが、それがなかなか上手くいかない。なお

かつ、確か２０００年の９月だと思いますが、シャロン

がイスラームの聖地である神殿の丘に足を踏み入

れてインティファーダーがワァーッと噴き上げ、中東政

策がヤブヘビになってしまいました。そこで北朝鮮

で名誉挽回をと思った、という説明がなされていて、

それほど間違いではないと私は思います。

大統領制ということでは、そういう政治家の大き

なambitionの要素もあるのだろうと思います。因

みにもちろん日本でも同じことがあるわけです。外

交政策において何かやろうという政治家のambi-

tionというものが常にあるのですが、良くも悪くも官

僚の力は割りと馬鹿にならないのかもしれないと思

う点も、私たちが見聞きしてきた中にはありました。

例えば８６年は中曽根政権で、外務大臣は安倍晋

太郎でした。８６年１月にシュワルナゼソ連外務大臣

が日本に来て、ゴルバチョフの新思考外交というよ

うなことを言って比較的柔らかいことを言って帰る

わけです。中曽根さんはゴルバチョフを好きだった

のですね。ゴルバチョフと話をして領土問題を前進

させたいという気持ちがありました。８６年の秋に日

本記者クラブで会見して、日ソ関係は包括対話、包

括協議をするのだと言いました。これは当時の外

務省の伝統的な政経不可分という政策からすると、

１８０度転換です。要するに包括協議というのは政

治も経済も一緒にやって行きましょう、つまり対ソ支

援をしましょうということです。当時の外務省の政

策は、領土が前進しない限り経済支援をしないと

いう政経不可分でした。当時の外務省のソ連課長

が、総理の政策を荒唐無稽だと言いました。これ

を毎日新聞が、外務省筋は荒唐無稽だと語ったと

書きました。それで官邸は怒るわけですが、当時

の中曽根・安倍関係というのは内政的にもそれな

りの緊張関係を孕んでいましたから、安倍さんはそ

の課長を守ろうとしました。したがってお咎めなしで

した。アメリカにおいては多分ないと思います。大

統領の政策を国務省の一地域部長が荒唐無稽だ

と言えばクビですね。というようなことで、日米の比

較をしながら漫談を致しました。失礼しました。
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伊奈久喜（日本経済新聞論説委員）

▽４極構造＝政府、議会、メディア、大学シンクタンク（ビジネス）

▽日本と異なる官僚制＝インサイド・ベルトウエイと永田町・霞ヶ関はほぼ同義語。

▽間欠泉としてのポピュリズム＝ペロー、ブキャナン、マケイン、ブッシュ、ネーダー。

▽王朝としての大統領制度＝王様説得のための政策競争

▽国防費増大とシンクタンク

▽ＰＮＡＣ

▽シビルソサエティ・オーガニゼーション、ＮＰＯ、ＮＧＯ。

▽ネットで金集め

▽事例研究＝ナイ報告、日米安保共同宣言、アーミテージ報告

▽グリーン上級アジア部長＝IDA、CFR、政府、ジョージタウン大学

▽シンクタンカー＝辛苦タンカー

▽日本との比較＝官僚化

▽結論
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４．特定研究 
プロジェクト報告 



日 時  

会 場  

CISMOR特定研究プロジェクト 第１回研究会 

プログラム 

１:３０～４:３０　発表：モフセン・キャディーヴァル「法学者と政治」 
 タルビアト・モダッレス（教師養成）大学哲学科助教授 

４:３０～４:４５　休憩 
４:４５～５:００　コメント：富田 健次（同志社大学神学研究科教授） 
 松永 泰行（日本大学国際関係学部助教授） 
 中田 考　（同志社大学神学研究科教授） 
５:００～６:００　討議 
６:３０～８:００　懇談会（自由参加） 

／２００４年３月１８日（木） 

／同志社大学　神学館会議室 

ＣＩＳＭＯＲでは、２００４年度から新しく２つの特定研究プロジェクトの設立が決定している。そのうちの1つイ

ラン地域に関する特定研究プロジェクトは、３月にイラン・イスラーム共和国よりモフセン・キャディーヴァル師

が来日されたのをきっかけに、初回研究会を開催した。 

「イラン・イスラーム体制における西欧理解」 
幹事：富田 健次（同志社大学 神学研究科　教授） 

発表者紹介 
モフセン・キャディーヴァル　Dr. Mohsen Kadivar 

アーヤトッラー・モンタゼリー師の愛弟子であり、イラン国内において、特に学生の間に絶大な支持を誇るイスラーム法学者であ
る。以前はハータミー大統領の顧問でもあったが、1999年の「宗教によるテロリズム的命令の違法性」発言が原因で、 
１年半以上も投獄された経験を持つ。「言論の自由を守る会」というNGO団体の会長も務めている。 

１９５８年：シーラーズ生まれ 
１９７８年：シーラーズ大学電気工学部入学（後、中途退学） 
１９９３年：コム大学において、神学・イスラーム学修士号取得 
１９９７年：コム神学院において、イスラーム法学のイジュティハード資格を取得 
１９９９年：タルビアト・モダッレス大学（テヘラン）において、イスラーム思想・哲学博士号取得 
２００２年：ハーバード大学法科大学院客員研究員 

現在、タルビアト・モダッレス大学哲学科助教授。 

 

主著書 『シーア派法学における国家論－－イスラームにおける政治思想①』、1999年。 
『統治国家－－イスラームにおける政治思想②』、1999年。 
『理性のノート－－神学・哲学の論文集』、1999年。 
『自由の代償－－イスラーム法学者特別裁判におけるキャディーヴァルの弁護集』、共著：Z・ルーディ、1999年。 
『出来事の批評－－メディアにおけるキャディーヴァル逮捕と裁判の賛否』（共著）、2000年。 
『ハキーム・モアッセス・A・Mテヘラーニーの著作物』、2000年。 
『宗教の分極化－－A・ソリューシュとの対談』、2000年。 
『理性学における出展方法論』、2001年。 
『宗教国家の懸念』、2001年。 
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研究会概要 

2004年3月18日、同志社大学神学館会議室において、訪日中のイランのタルビアト・モダッレス大学哲学科のモフ

セン・キャディーヴァル（Mohsen Kadivar）教授を囲んで、｢イスラーム法学者統治論｣（wilayat-i faqih）研究会が

催された。参加者は、キャディーヴァル教授、CISMORの中田考、富田健治、中村明日香に加え、松永泰行（日本大

学）、山岸智子（明治大学）、加賀谷寛、アレズ・ファクレジャハニ（東京工業大学大学院）の全8名であった。 

同研究会では、コムのホウゼで17年間学び、ホセインアリー・モンタゼリー師からイジュティハード（独立判断権）の免

状を授与されたムジュタヒドであり、『シーア派イスラーム国家論』（1998年）、『ウィラーヤに基づく統治』（1999年）など

の著書を発表しているキャディーヴァル教授より、｢政治的ウィラーヤ｣（wilayat-i siyasi）｢任免｣（intisab）｢絶対

的裁量権｣（ikhtiyarat-i mutlaqeh）と並んでイスラーム法学者統治論の四構成要素の一つである｢法学者性｣

（fuqahat）について、以下の論点を含む発表が行われた。 

・ 法学者性がイスラーム社会の運営に必要な専門性の一つであるとしても、イスラーム法学者による直接的な政

治的統治の必要性を、聖法的（すなわちnaql_および‘aql_的）に立証することはできず、むしろ証左はそれに

反している。 

・ イスラーム社会がイスラーム法学者に必要とする役割の一つは、社会が行う立法措置が、聖法の要請（wajibat

およびmuharramat）に反することがないことを保障することである。しかし、現代社会での立法には、例えば

道路交通法のように聖法に直接に規定のない事柄が圧倒的に多く、その保障の役割は全ての立法をイスラ

ーム法学者が直接行うことを必要とせず、イスラーム法学者の役割は諮問的なもので十分である。 

・  また司法の役割も、成文法がある現代ではイスラーム法学者以外の判事が担いうる。 

・ イスラーム法学者による直接統治が必要であるかという問いは、イスラーム法学（‘ilm-i fiqh）がどのようなことを

達成するとされている知の体系であるのかという問いに置き換えることができる。 

・ イスラーム法学が行うことは、聖法にかかわる領域において一般的な判断（ahkam-i kulli）を導き出すことで

ある。したがって、現代社会の統治に必要な資質である個別専門分野での知識や判断能力、政治的経験な

どは、明らかにイスラーム法学者の専門性の範囲外にある。 

・ 国家の運営は、全てのムスリムにとっての義務であり、イスラーム法学者だけが負う排他的な義務とはいえない。 

・ 現代のイスラーム社会の統治には、｢誰が統治すべきか｣という伝統的な枠組みではなく、｢どのように統治すべ

きか｣という枠組みで取り組むことが相応しい。その際重要なことは、｢公正に、科学的に、民主的に｣という３原

則である。 

キャディーヴァル教授の発表後の質疑応答では、イスラーム法学者の判断（hukm）に従う宗教的義務の問題、その

場合の判断の種類の区別の問題、｢イスラーム民主制｣（mardomsalari-yi Islami）における｢イスラーム｣は目的・

結果だけであるのか、あるいは手段でもあるのか、イスラーム的理性と近代理性の違い、などについて議論を重ねた。 

（日本大学国際関係学部助教授　松永泰行） 
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５．国際ワークショップ報告 



キリスト教、ユダヤ教、イスラームのいわゆる「セム的一神教」は兄弟の関係にありながら、対立と抗争の歴史をた
どってきた。今日もその対立と抗争は、世界の平和を危うくしている。一神教世界における共存と平和の実現のた
めには、相互の情報の共有と、相手への尊敬と、共存への強い意志を持って、相互批判を行い、相互理解を深めるこ
とであると信じる。その相互理解のための共同研究の成果を、世界に向けて発信することにより、共存と平和の実
現に寄与できることを願って国際ワークショップを開催した。 

この国際ワークショップのために、中東、東南アジア、ＥＵ、アメリカ合衆国から、１０名の研究者と１５名の大学院生
を招待した。今回のワークショップではとくに、一神教と暴力・戦争の問題を集中的に議論した。２日間で、公開シン
ポジウム「宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答」と、３回のワークショップ「戦争・暴力とイスラーム」、「戦
争・暴力とキリスト教」、「９・１１以降の平和の模索」を行った。 

１０:００～１２:３０　 

第1セッション 公開シンポジウム「宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答」 
会場：同志社大学　今出川キャンパス 
司会：小原 克博（同志社大学神学研究科助教授） 
パネリスト:マーク・ユルゲンスマイヤー 
 (カリフォルニア大学 サンタバーバラ校教授) 
 サッラーフッディーン・クフタロウ  
 (シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長） 
 臼杵 陽 (国立民族学博物館 地域研究企画交流センター教授） 
コメンテーター：バーバラ・ジクムンド　　 
 （同志社大学アメリカ研究科教授） 
 澤井 義次（天理大学人間学部教授） 
 

２:３０～５:３０ 

第2セッション ワークショップ「イスラームと戦争・暴力」 
会場：ウェスティン都ホテル京都 
司会：塩尻 和子 （筑波大学哲学・思想学系助教授） 
発表者:中田 考 (同志社大学神学研究科教授) 
 ムハンマド・ディーン・シャムスッディーン 
 (インドネシア・ウラマー評議会書記長) 
 アシュラフ・ボルージェルディー 
 （イラン内務省　副長官） 
コメンテーター：ヤスパー・スヴァートヴィック　 
 （ルンド大学 神学・宗教学研究センター初等宗教教育部長） 
 シャフリール・ハーシム
 (RISEAP:東南アジア･太平洋地域イスラーム・ダーワ評議会) 
 富田 健次（同志社大学神学研究科教授） 
 越後屋 朗（同志社大学神学研究科教授） 
 

６:００～８:００ 

レセプション 
会場：ウェスティン都ホテル京都 

２/２０ 
（金） 

プログラム 

「宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答」 
国際ワークショップ 

日時：２００４年２月２０日（金）・２１日(土) 
会場：同志社大学今出川キャンパス 
 ウエスティン都ホテル 

宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答 

国 際 ワ ー ク シ ョッ プ  
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国際ワークショップ報告 

９:３０～１２:３０　 

第3セッション　ワークショップ「キリスト教と戦争・暴力」 
会場：ウェスティン都ホテル京都 
司会：森 孝一（一神教学際研究センター長） 
発表者:ジェイムズ・ターナー・ジョンソン 
 (ラトガース大学宗教学部教授) 
 アーシュラ・キング 
 (ブリストル大学神学・宗教学部名誉教授） 
 小原 克博(同志社大学神学研究科助教授） 
コメンテーター：ヌリット・ノヴィス‐ドイッチュ　　 
 （ヘブライ大学研究員） 
 イブラヒーム・ザイン
 （マレーシア国際イスラーム大学啓示学・人間学部助教授） 
 深井 智朗（聖学院大学総合研究所助教授） 
 田原 牧（東京新聞特別報道部記者） 
 

２:３０～５:３０ 

第4セッション　ワークショップ「9.11以降の平和の模索」 
会場：ウェスティン都ホテル京都 
司会：細谷 正宏 （同志社大学アメリカ研究科教授） 
発表者:ハサン・ハナフィー 
 (カイロ大学文学部哲学科教授) 
 イラン・パッペ 
 (ハイファ大学政治学部講師) 
 森 孝一(一神教学際研究センター長） 
コメンテーター： 村田 晃嗣（同志社大学法学研究科助教授） 
 内田 優香（民主党政策調査会副主査） 
 サッラーフッディーン・クフタロウ 
 （シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長） 
 マーク・ユルゲンスマイヤー
 (カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授) 
 

 
 
エクスカーション 

２/２１ 
（土） 

２/２２ 
（日） 



宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答 

国際ワークショップ第１セッション  

公開シンポジウム 

「宗教における戦争と暴力： 
一神教世界からの応答」 

発 表  

コメント 

セッション 

第1

ディスカッション 

司会 

／「なぜ今、宗教的脅威なのか？」 
　マーク・ユルゲンスマイヤー（カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授） 

　「イスラームにおける戦争と暴力の否定」 
　サッラーフッディーン・クフタロウ（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長） 

　「聖地における戦争と暴力－ある日本人の見たエルサレム」 
　臼杵 陽（国立民族学博物館　地域研究企画交流センター教授） 
　 

／バーバラ・ジクムンド（同志社大学アメリカ研究科教授） 

　澤井 義次（天理大学人間学部教授） 

／小原 克博 （同志社大学神学研究科助教授） 
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「なぜ今、宗教的脅威なのか？」

２００１年９月１１日、世界貿易センターのツインタワー

が崩壊する恐ろしい光景を目の当たりにしながら、

一連のテロ攻撃の真の標的が米国のグローバル・

パワーであることを疑った者はいないだろう。それ

はテロリスト自身の言葉からも分かる。私は、１９９３

年の世界貿易センター攻撃を実行したアル・カーイ

ダ活動家、マフムード・アブー・ハリマに獄中インタビ

ューをした。その中で彼は、世界貿易センターなど

の建物を狙うのは、「米国政府こそが敵」だというこ

とを見せつけるための演出だ、と語っているのだ。

米国政府およびその同盟国政府、ならびに米国

に依存する世俗的（secular）政府は、世界各地で

頻発するテロ活動においてしばしば敵とみなされ

る。一方、別の宗教指導者や教団が標的とされる

ことは稀である。例外的なケースとして、２００３年８月

２９日、イラクのナジャフにあるシーア派の聖廟が攻撃

され、アーヤトッラー（高位聖職者）であるムハマド・

バキール・アル・ハキーム師を含む８０名以上が犠牲

になるという事件が起こった。犯人とされるアル・カ

ーイダ活動家を動かしたのは、シーア派内で支持の

高いハキーム師への嫉妬ではなく、米国に支えられ

たイラク統治評議会に対し、彼が暗に協力的な姿

勢を示したことに対する義憤だったと言えそうだ。ウ

サーマ・ビン・ラーディンの怒りは国連にも向けられて

いる。米国によるイラクおよびアフガニスタンの占領

を間接的に支援してきたためだ。２００３年８月１９日に

セルジオ・ヴィエラ・デメロ国連大使の命を奪ったバ

グダッドの国連事務所爆破も、おそらくこうした理由

によって決行されたものと思われる。宗教テロの標

的は一見多彩だが、最近の攻撃対象は、一貫して

宗教の宿敵「世俗的国家」に集中している。

世俗的政府は、イスラームに限らず、ほぼすべて

の宗教においてテロリズムの攻撃対象とされてき

た。キリスト教徒のテロリスト、ティモシー・マクヴェイ

はオクラホマ・シティ連邦政府ビルを爆破し、ユダヤ

教の活動家、イーガル・アミールはイスラエルのイツ

ハク・ラビン首相を暗殺し、仏教の預言者、麻原彰

晃は東京の国会議事堂近くの駅に停車中の地下

鉄車内で神経ガスを散布した。またヒンズー教およ

びシーク教系の民間武装組織は、インドの政府ビ

ルや政治指導者を襲撃している。

政府関係の事務所や指導者以外で標的とされや

すいのは、世俗的国家が促進あるいは容認する近

代的な世俗生活や退廃を象徴する施設である。２０

０３年８月には、西洋人や西洋文化に馴染んだインド

ネシア人がよく利用するジャカルタのマリオット・ホテル

で車が爆発した。これは、オーストラリア人の若者が

集まるバリ島のナイトクラブで発生した２００２年１２月の

テロ事件を髣髴とさせる大惨事となった。米国では

アトランタなどで、中絶処置を行うクリニックやゲイ･バ

ーが攻撃されている。２００３年にモロッコで起きた爆

弾テロでは、スペイン、ベルギー、イスラエルからの外

国人客が多いクラブばかりが狙われた。

世俗的な政府や社会を狙った残忍な宗教的攻

撃は世界各地で頻発しているが、その中から、次に

あげる２つの疑問が浮上してくる。なぜ宗教が、国

家に敵対する根拠となるのか。そして、なぜ今、こ

のようなことが起こっているのか。
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宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答 

国際ワークショップ第１セッション  

なぜ宗教なのか？
世俗世界において、宗教的過激派は理解しがた

い異例の存在だ。世俗世界においては、宗教組

織や信者のほとんどは、世俗国家を明確に支持す

るか、まったく無関心でいるかのどちらかに二分さ

れる。最近の宗教的過激派組織の例に漏れず、ウ

サーマ・ビン・ラーディン率いるアル・カーイダ・ネット

ワークも、巨大なイスラーム圏においては、マイノリ

ティである反社会的サブカルチャーの、さらにその末

端に連なる小さな存在にすぎない。ティモシー･マ

クヴェイがキリスト教の、そして麻原彰晃が仏教の

代表ではないように、ウサーマ・ビン・ラーディンもイ

スラームを代表する存在ではないのだ。

しかし、ビン･ラーディンのような活動家の理想や

思想が、純粋かつ完全に宗教的であることは否定

できない。また、アル・カーイダ自体はわずか数千

人の組織だが、９･１１以降、特に米軍とその同盟軍

がアフガニスタンおよびイラクを占領してからは、イ

スラーム圏において急速に支持を伸ばしている。

宗教の持つ権威が、ビン･ラーディンの部下たちをし

て、グローバルな経済的・政治的権力の象徴に武

力攻撃を仕掛けることを正当化しているのである。

宗教はまた、彼らにコスミック戦争（Cosmic War）

のメタファーも与えた。どの宗教にも見られるような、

霊的な戦い――善と悪、正と邪の争い――のイメ

ージである。そうした意味で、世界貿易センターや

バグダッドの国連現地本部への攻撃は、実に宗教

的な行為だったと言える。聖典に記されるような規

模の決定的な壊滅をもたらすものとして意図されて

いたのだ。

世界貿易センターや国連への攻撃を始め、近頃

多発している宗教テロには、軍事上の明確な目的

がない。その狙いは世界を震撼させることなので

ある。つまりはテレビ向けの演出だ。こうしたテロ行

為は、テロリストの世界観を崇高なものとして印象

付け、コスミック戦争という概念に世間を巻き込も

うという屈折した意図のもとに実施される。全世界

における宗教的暴力の増加をテーマとした拙著『グ

ローバル時代の宗教とテロリズム』（２００３年出版）を

執筆する中で、私は極めて普遍的なパターンの存

在を発見した。すなわち、近年の宗教的暴力にお

いては、コスミック戦争の概念が、ほぼ例外なく、自

らの倫理的正当性を訴える確固たる主張や、世俗

的な争いを聖戦とみなす揺るぎない視点と結びつ

いていることである。宗教が政治化したのではない。

政治が宗教化したのだ。本来は世俗的な争いが、

聖戦として祭り上げられたわけである。

宗教戦争が戦いにくい原因はまさにこの点にあ

る。聖戦における敵はサタンとされ、交渉すること

も安易に妥協することも許されなくなる。主義を貫

き戦う者には時間を超えた報酬が約束されるため、

戦いは果てしなく続く。社会的、政治的な争いに

おいては、当事者の存命中に結果を得ることが求

められるが、宗教上の争いでは、何世代にもわた

って勝利が追求される。

私はかつて、ハマスの政治部門最高幹部、アブ

ドゥル・アジズ・ランティシ博士と話をする機会を得、

そこで彼に、パレスチナで繰り広げられているイス

ラーム闘争は世俗的軍事の観点からは無意味だと

指摘した。パレスチナ人の軍事行動では、イスラエ

ルの軍事力に到底太刀打ちできないように思えた

のだ。それに対してランティシ博士は、パレスチナが

過去２００年間にわたって占領され続けたことを考え

ると、これから更に２００年間待つことなど可能だと

答えた。神の戦争は果てしない年月にわたって続

くと、彼は予想している。もちろん、最終的な勝利

を疑ってはいない。

９･１１同時多発テロに端を発した戦争に限って

言えば、アメリカの国民や指導者の姿勢にも宗教化

の傾向がうかがえた。『God Bless America（神よ、

アメリカに祝福を）』が第二の国歌のごとく愛唱され

る中、ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領は、アメリカの守

るべきものは「正義」であると訴え、敵を「絶対悪」

と呼んだ。しかし、９･１１後の数ヶ月間にわたって続
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「なぜ今、宗教的脅威なのか？」

いたアメリカの軍事行動自体は、主に定義可能な

目標への世俗的なコミットメントであり、その遂行に

際しては、倫理上の規範や市民の自由が基本的に

保障されるような特定の目的に対してのみ認められ

ていたと言える。

時間的制約がなく、戦うことで天国への切符が

約束されるという純粋に宗教的な戦争においては、

めざす目標について譲歩する必要がない。また、

社会や国家という枠組を越えた絶対的権威に従う

場合、社会的な規則や制限は意味をなさなくなる。

つまり、暴力に精神的・霊的意義を与えることによ

って、宗教は戦闘力の驚くべき増加を可能ならしめ

るのだ。

皮肉なのは、逆もまた真なり、ということである。

つまり、テロが宗教に力を与えることもあるのだ。散

発的なテロ行為がそれ自体で新たな宗教国家を

生み出すことはないが、宗教的イデオロギーの持つ

政治的影響力を無視できない形で示すことはでき

る。１９７８年のイランにおけるイスラーム革命から１９９

０年代初頭のパレスチナ蜂起におけるハマスの台

頭までを宗教的直接行動主義の第一波とするなら

ば、その特徴は、宗教的ナショナリズムに根ざし、

個別の宗教国家の建設を志向していたことだと言

える。これに対し、近年の活動家たちは、よりグロ

ーバルなビジョンを抱くようになっている。キリスト

教系民間武装組織やオウム真理教、アル・カーイ

ダ・ネットワークなど、性格を異にする様々な集団が

一様に攻撃目標としたのは、その支持者たちが言

うところの、グローバルな世俗文化による抑圧的支

配であった。

宗教イデオロギーが人を魅了する理由の１つは、

それが非常に個人的だということにある。宗教上

のイデオロギーは、それを信じる者に救いと尊厳を

与える。それに傾倒するのは、多くの場合、社会か

ら疎外され、屈辱感を抱いている者である。敵を

サタンとみなし、コスミック戦争の概念に従う彼らの

行動は、威厳と自信の回復、および屈辱感の払拭

をめざすものとして捉えることができる。驚異的な

破壊をもたらすことがなければ、こうした行為にも胸

を打つところがあるだろう。

しかし、それらは個人的な行為にとどまるもので

はない。権力の象徴的な獲得を志す暴力行為は、

それを支持し実行する者に個人的な満足感や自

信をもたらす以外の効果も持つ。すなわち、道徳

律を守るために殺戮をなすことは、それ自体が政

治声明になるのだ。道徳的に許される殺戮という

ものに対する、国家の独占を脅かすことになるから

である。人の生命を奪う権利を手にすることで、弱

者の代表たる宗教テロリストは権力を奪還し、世俗

国家が依拠するものとは異なる公的秩序の正当性

を主張する。

なぜ今なのか？
宗教的テロ行為が今になって頻発しているのは

なぜなのか？ そしてそれらが、歴史上の様々な聖

戦や宗教的殺戮と形態を異にするのはなぜなの

か？ それは、世界の政治や社会における最新の

テーマ「グローバリゼーション」に対する反応として

起こったものだからである。興味深いことに、世界

貿易センターは、ビン・ラーディンが憎悪した世俗的

政府の２つの側面、つまり、ある種の近代化とある

種のグローバリゼーションを象徴していた。ここで

私が「ある種の」と言うのは、アル・カーイダ・ネット

ワークもまたそれなりに近代的であり、更に、国家

の枠組を越えてもいるからである。メンバーの多く

は教養があり、高い技術を身につけたプロであっ

た。しかも国籍は多岐におよび、民族的なアジェ

ンダや忠誠心に縛られることもなく、各地を自由に

移動することができた。ある意味で言えば、彼ら

の都合に合う限りにおいて、近代化もグローバリ

ゼーションも反対すべきものではなかったのであ

る。しかし彼らは、世俗的なグローバリゼーション

によって西洋的な近代性を押し付けられていると

感じ、これを激しく嫌悪した。
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宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答 

国際ワークショップ第１セッション  

その２３年ほど前に起こったイランのイスラーム革

命においても、アーヤトッラー・ホメイニー師が同様

の主張で大衆を糾合した。米国が、自国の経済的

搾取や政治制度、世俗文化を無防備なイスラーム

社会に強要したという見方だ。ホメイニー師はまた、

都市部のイラン人たちを「西洋かぶれ」している、つ

まり、西洋的な文化や思想に毒されているとして非

難した。こうした主張は、イラン革命以降の２０数年

間に世界各地で噴出した強硬な宗教的ナショナリ

ズム運動の多くに共通するものである。反西洋主

義の本質は、ある種のモダニズム――世俗主義、

個人主義、懐疑主義――に対する抵抗である。だ

が興味深いことに、国民国家（nation-state）とい

う近代的概念を受容し、近代社会のテクノロジーや

金融商品を採用することで、宗教的ナショナリズム

運動の多くも一種の近代性を獲得するに至った。

宗教政治は、世俗的な国民国家の衰弱に伴っ

て発症した日和見的な感染のようなものだと言える

かもしれない。グローバリゼーションは、世俗的ナシ

ョナリズムと国民国家を様々な方向から弱体化さ

せてきた。先ず、超国家的企業による世界展開、

そしてその労働力、通貨や金融商品の超国家的な

性質が、国民国家の経済的衰退をもたらした。さら

に、メディア・通信技術や大衆文化の国境を越えた

普遍化ならびに米国の軍事力の突出により、国家

的なアイデンティティや結束が弱まってきた。民族

的・宗教的ナショナリズム運動が特に激しい国々で

は、地域的な指導者たちが、グローバル経済によ

る搾取、米国の庇護下にある腐敗した政権の圧倒

的な軍事力、そしてテレビ、インターネット、映画を通

じたアメリカ的大衆文化の侵略に晒されていると感

じている。

グローバリゼーションの別の側面として、世界各

地に進出した人々や文化による多文化社会の構

築、グローバルな軍事的・政治的支配による「新た

な世界秩序（new world order）」の形成といった

ものが考えられるが、これらもまた、多くの人に不

安を抱かせるところとなっている。こうした不安は、

ビン・ラーディンを始めとするイスラームの活動家た

ちに利用され、また、危機感を抱いているイスラー

ム圏の国民が、９･１１攻撃を受けての米国による

軍事行動を、被害者による正当な報復ではなく帝

国主義的な弱い者いじめとみなす原因ともなって

いる。米国の指導者は「対テロ戦争」の一環として

イラクに対する進攻・占領に踏み切ったが、これは

イスラーム圏において、米国が自国の勢力範囲を

拡大するためにとった策略だとみなされた。

グローバリゼーションによる新たな世界秩序の形

成を、米国が善からぬ意図を持って推し進めてい

るというイメージは、西洋諸国の一部にも懸念を抱

かせることになっている。例えば米国では、「クリス

チャン・アイデンティティ」やキリスト教系民兵組織

（militia）が、リベラル派の政治家や国連による世

界支配の陰謀が地球規模で進行しているとの危機

感を強めている。ティモシー・マクヴェイの愛読書

『The Turner Diaries（ターナー日記）』においては、

米国がいつの間にかグローバル支配の陰謀に屈

しており、自由を取り戻すにはテロ行為やゲリラ活

動に訴えるしかない、という設定になっている。日

本でも、オウム真理教の指導者が同様の陰謀論に

触発され、第三次世界大戦の勃発を予言し、予告

として東京の地下鉄でサリンを撒いた。

グローバル支配による「新たな世界秩序」という

発想は現実離れしているとしても、社会の統合や他

国の人間とのコミュニケーション、文化のグローバ

ル化によって世界が狭くなるという考え方には真実

が含まれていると思われる。こうした世界的潮流が

害意ある陰謀家によって導かれているとは考えが

たいが、とにかく、グローバリゼーションが地域社会

や国家的アイデンティティに多大な影響を及ぼして

きたことは間違いない。経済的・社会的・文化的な

相互作用に関する非国家的・超国家的な枠組み

の登場により、国民国家という近代の概念は力を

失うことになったのだ。現代のグローバル都市に暮
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らす住民同士のグローバルな経済的・社会的つな

がりは、国家における社会契約、即ち、ある地域の

住民は１つの国民国家の中で自然に結びつくとい

う啓蒙思想の認識に取って代わったと言える。グ

ローバル世界においては、地域間の境界を特定す

ることが困難である。更に言えば、多文化社会に

おいて、ある国の「国民」を定義することも難しい。

そこで、地域社会を再定義するために、宗教と

民族性が持ち出されることになる。国民国家の衰

退、および旧来型の世俗的ナショナリズムに対する

幻滅から、新しい形のナショナリズムが台頭する機

会とそれを待望する声が生まれた。そうした機会

が訪れたのは、古い秩序が力を失ったように思わ

れるからに他ならない。その一方で国家的アイデン

ティティが依然として必要とされるのは、２０世紀の国

民国家において、国民生活の中心を成していたよ

うな社会的な結束や帰属の枠組みが他に見つか

らないためだ。ここで興味深いのは、社会的アイデ

ンティティの伝統的な形態が、西洋的な近代性の主

要テーマのひとつである「国家」の概念を救うのに

役立ったことである。忠誠や献身の範囲を規定す

るものとしての国境が意味を失う中で、宗教、民族、

伝統文化といった古来から存在する要素が、国家

的アイデンティティを支える重要な役目を果たすこと

になったのだ。

したがって、宗教的・民族的ナショナリズムは、

現代の政治情勢の中で、西洋型世俗政治の欠陥

とされるものに対する解決を提供してきたと言える。

ソ連の崩壊および植民地支配の終焉以降、世俗

的な関係性の衰退が始まったのを受けて、各地の

指導者たちは、社会的アイデンティティと政治的忠

誠の基盤となるものを新たに探し始めた。こうして

民族宗教的な運動が始まったわけだが、これらは、

テクノロジーやマスメディアに限らず国民国家やグロ

ーバル･ネットワークをも活用するという創造性をそ

の特徴としていた。また、新しいナショナリズムの提

唱者は、自らの正当性を主張するために伝統的な

イメージやコンセプトを掘り起こして利用することが

多いが、しかし、それによって過去の思想をそのま

ま復活させようとすることはない。あくまでも現在の

社会的・政治的要求を満たす現代のイデオロギー

を主張するのである。

西洋モダニズムの流れにおいて、これは革命的

な概念だと言える。民族文化が、再生された国民

国家を始めとする新しい政治制度の基盤となりう

るというのだ。民族的・宗教的ナショナリズムを推

進する運動は、対決的な姿勢をとる場合が多く、

暴力を伴うことも少なくない。外部の干渉やイデオ

ロギーを拒絶し、排他的になるのを承知の上で独

自の文化基盤に依拠し、伝統的な境界線を強化

する。こうした姿勢は、当然のことながら、他のナシ

ョナリストや世俗国家の支持者たちとの対立をもた

らす。だが、こうした衝突も運動の目的にかなった

ものである。すなわちそれによって、自分たちが誰

であり誰でないのかを明確に示すことができるの

だ。例えば、彼らは世俗的な近代主義者ではない

ということを表明できる。

反西洋的モダニズムの運動は、当然ながら、近代

性の捉え方に関して曖昧である。すなわち、近代性

を常に西洋的で悪しきものとして捉えるべきか否か

についての葛藤が存在する。こうした曖昧さはまた、

近代性の最新段階（あるいは近代以降）、つまりグ

ローバリゼーションの捉え方に関しても見られる。

反近代性を主張するこうした政治運動は、西洋文化

のグローバリゼーションに対する反応として捉えるこ

とができる。具体的には、世界のグローバル・スタン

ダードとして謳われているもののマイナス面――すな

わち、現在では西洋のみならず旧第三世界諸国に

も広く見られる世俗的な西洋型都市社会に共通

し、植民地主義の名残として批判されることもある

要素――に対する反応だということである。また他

方において、新たな民族宗教的なアイデンティティは、

国際的かつ超国家的な側面を備えた新しい形の

近代性を体現するものでもある。こうして見ると、
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将来的には、反モダニズムの中にも、グローバルリ

ゼーションを志向するもの、頑なに反グローバリゼ

ーションを貫くもの、そして民族・宗教的な国民国家

の中で独自の近代性を築くものが現れてくると思わ

れる。

これら宗教的反モダニズムの各形態において

は、ある種のグローバリゼーションと、新しい形の宗

教的・民族的なナショナリズムの間にある逆説的な

関係がうかがえる。文化のグローバル化および国

家の枠組みを越えた政治・経済制度の出現によっ

て地域的アイデンティティの必要性が増すのは、ま

さに歴史の皮肉と呼ぶべきものである。また同様

に、より地域的な権力と社会的責任の主体に対す

る要求も高まる。

グローバリゼーションの時代において鍵となる問

題は、アイデンティティと支配である。所属感の喪失

が無力感につながるという意味で、両者は表裏一

体の関係にある。同時に、世俗的ナショナリズムへ

の忠誠を失えば、個人のアイデンティティと共に、行

動する能力と自信も失われることになる。このよう

な理由から、伝統的な形態の宗教的アイデンティテ

ィを主張することは、個人的および文化的な力を

回復する試みにつながると言える。宗教的テロ事

件という形で２１世紀初頭に噴出した反モダニズム

の動きは、暴力行為を以って社会を手中に取り戻

そうとする悲劇的な試みとして捉えることができよ

う。したがって、グローバルな秩序の中に生きる者

としての確かな意識が芽生えない限り、倫理秩序

に関する宗教的なビジョンは、この先も、グローバ

ルな世界における権力、アイデンティティ、帰属とい

った問題への解決策として、破壊的でありながら魅

力的なものとして映るだろう。
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本講演を始めるにあたり、慈悲あまねく慈愛深き

神の御名を称えたいと思います。預言者ムハンマド、

始祖アブラハム、兄弟モーゼ並びにイエス、神の預

言者並びに使徒、そして審判の日まで信仰の道を

歩む者たちの上に平安と神の恵みのあらんことを。

ご臨席の皆様。

まず初めに、皆様にイスラーム式のご挨拶をさせ

ていただきます。「As-salamu 'alaykum（あなた方

すべてが平和と共にありますように）」

本ワークショップは「宗教における戦争と暴力：

一神教世界からの応答」という非常に重いテーマ

を掲げた意義深いものであり、その企画にあたられ

た同志社大学の森孝一教授並びに一神教学際研

究センター（CISMOR）の皆様に敬意を表したいと

思います。

「イスラームにおける戦争と暴力」について論じる

前に、アブラハム系の宗教（ユダヤ教、キリスト教、

イスラーム）を正しく理解するためにもこれまでとは

別の視点からこの問題について考えてみたいと思

います。第一に、私は、イスラームも含め宗教にお

ける戦争と暴力は、国際関係（もっと正確にいうな

ら国家間の関係）を映し出したものであると考えて

います。アブラハム系の宗教、最近のケースで言う

ならばイスラームに端を発した戦争といえるものが、

現実に果たしてどれだけあるでしょうか。

第一次世界大戦がそうだったでしょうか。

第二次世界大戦がそうだったでしょうか。

湾岸戦争がそうだったでしょうか。

国際関係の舞台で主役を務めるのは宗教では

なく、国家です。宗教は国の指導者が戦争を起こ

す理由を正当化、あるいは非正当化するために利

用されてきたにすぎません。国家における戦争と

暴力には大きく分けて２つの種類があります。国内

紛争と国家間紛争です。そしてすべてとは言わず

ともそのほとんどは、宗教とは無関係の原因で生

じたものです。

冷戦終結以降、イスラームは戦争や暴力と関連

付けられるなど、否定的な視点から語られることが

増えてきました。冷戦中の「共産主義の脅威」に代

わり、「イスラームの脅威」がことさら喧伝されている

ように思えます。イスラームのイメージがこれほどま

でに戦争や暴力と結びつくようになったのはなぜ

なのでしょうか。１４００年余りにわたって受け継がれ

てきたイスラームの教えが突然変わったとでもいう

のでしょうか。あるいは、社会で「イスラーム文明と

西欧文明の衝突」をあおるような何らかの外部的な

力、つまりイスラームとは無関係の力が働いている

のでしょうか。一部の西欧の学者がこうした対立を

あおってきたことは事実です。同時に、イスラームの

掲げる教義やイスラーム独特の表現を用い、ムスリ

ムの体裁をまとった者が文明の衝突というシナリオ

を実行に移すケースがここ数年増えています。これ

は実に奇妙なことです。

また冷戦後のムスリムの立場を考えるときに避け

て通れないのが「ジハード」という考え方です。この

点はとても重要です。マスコミではジハードは「聖戦」

と訳されることが多いようですが、実はこれは大き

な間違いです。この言葉は本来「努力または奮闘」
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を意味するものであり、イスラームにおける最大の

奮闘とは「己の心に潜む低俗な欲望（嘘をついた

り盗みをしたりすること）と闘うこと」に他ならないの

です。「聖戦」という言葉は十字軍から生まれた言

葉です。ヨーロッパ人は自分達の戦いが「聖ならざ

るもの」、すなわち宗教とは無関係のものであるこ

とを覆い隠すために、わざわざ「聖」という言葉を

冠して自らの行いに「宗教的な衣」をまとわせたの

です。それ故に「ジハード」と「聖戦」とは全く相容れ

ない概念であるということをしっかりご理解いただ

きたいと思います。「ジハード」の背景にあるのはイ

スラーム世界の精神史であり、「聖戦」の背景にある

のはヨーロッパ的なキリスト世界の精神史です。つ

まりイスラームの世界には「聖戦」と呼ばれるものは

存在しないのです。

このことは、９月１１日以降の世界情勢を考える際

にもよく理解しておかなければなりません。９月１１日

の悲劇を目の当たりにした私たちは、「得をしたのは

誰か」という重大な疑問に回答を見出さなくてはな

らないからです。

まず皆さんにご理解いただきたいのは、あの日

世界貿易センター（WTC）では１５００人以上のムスリ

ムを集めて金曜日の礼拝が行われており、その多

くがテロの犠牲になったということです。それだけ

ではありません。２００１年９月１１日を境に世界では反

イスラーム感情が一気に高まり、ムスリムをターゲッ

トとする反セム語族主義が急激に広がっています。

反セム語族主義というのは、アラブ人も含めセム語

族に対する差別のことで、皆さんご存知のように私

もアラブ人です。９月１１日以降、世界のマスメディア

は、ムスリムとアラブ人はテロリストや原理主義者だ

というレッテルを貼ってきました。その意味で私た

ちのようなアラブ系ムスリムも反セム語族主義の新

たな犠牲者だといえるでしょう。ムスリムに対する差

別だけではありません。アフガニスタンとイラクは爆

撃を受け、９月１１日の犠牲者をはるかに上回る数の罪

なきムスリムたちが命を落としました。このように考

えると、９月１１日の同時多発テロと、多数の犠牲者

を出したアフガニスタンとイラクへの爆撃は、イスラ

ームの教義の成就を望む者ではなく、イスラーム文

明と西欧文明の衝突を望む何者かに利益をもたら

したと結論できるでしょう。

国際関係の世界には「平和を欲するなら戦争に

備えよ（si vis pacem, para bellum）」という格言

があります。これに対してイスラームは「平和を欲す

るなら平和に備えよ」と説いています。これこそが

イスラームの精神です。そもそも「イスラーム」という

言葉自体が「平和」を意味するものなのです。イス

ラーム世界は１４００年以上にわたり、この精神を受

け継いできました。たとえば、預言者ムハンマドは

アッラー（神）からクルアーンの啓示を受け、１３年間

にわたりマッカで平和的に布教活動を行っていま

した。その後ムハンマドはマッカの住民から迫害を

受け、身の危険を感じて信者集団と共にマディーナ

という町に移住します。つまりムハンマドたちがマ

ッカから出て行かざるを得なかったのは、信仰の自

由が認められず、ムスリムの身に危険が及んだため

であり、このときもムスリムたちは自分の権利を守る

ために戦うことをせず、平和的にマッカを去ったの

です。マディーナに移動したムスリムたちは、人類史

上初の条約文書である「マディーナ憲章」を策定し、

ユダヤ人や信仰を異にするアラブ人部族との間で

締結します。こうしてマディーナは、信仰の自由が認

められた一つの共同体となったのです。その後マ

ディーナに執拗な攻撃が加えられ、自らの身に迫害

の手が及びそうになったために、ムスリムたちは防

戦を余儀なくされ、自分達の命と信仰の自由を守

るために武器を手に取りました。平和を重んじるこ

うした伝統は預言者ムハンマドの後継者たちにも

脈 と々受け継がれています。

武力行使を伴うこのムハンマドのジハードは、ム

スリムの人権、すなわち良心の自由、表現の自由、

信仰の自由、そしてイスラームを広める権利を守る

ために必要なことであり、その意味で正当なもので
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した。しかし今日の世界では、預言者ムハンマドが

起こしたジハードと同じ理由で武力を行使する必然

性は全くといってよいほどありません。世界のどこ

にいても、ムスリムも含め誰もが自分の考えを自由

に表現することができるからです。先にジハードとは

「自らを浄化するための努力」だということを申し上

げましたが、これに次ぐ第二のジハードの意義は、

クルアーンと預言者ムハマンドの教えに従うことで

あり、その目的はアッラーを信仰しない者に攻撃を

加えることではなく、こうした者による迫害、不義、

破壊行為、不正を防ぐことにあります。イスラームの

教えではアッラーを信じるか否かは個人の自由に

任されており、審判の日にどのような判決が下るか

は一人一人の責任であるとされているからです。

イスラーム国家の支配者すべてがクルアーンと預

言者ムハンマドの教えに忠実だったというわけでは

ありません。中にはアッラーの信に背き、武力を用

いたり信仰の自由を奪うなどの罪を犯した者もい

ます。こうした行為はイスラームの教えに反するもの

です。このような支配者にはアッラーの教えを実践

し、世界に自由と正義と平和をもたらそうという気

などなく、ただ私利私欲と己の権力を守るために

闘っていたにすぎません。歴史を紐解けば分かる

ことですが、邪な心を持つイスラーム国家の支配者

ほど、非ムスリムよりもムスリムに対して迫害を加え

る傾向が見られました。戦いの最中にあっても木

や動物の命さえ奪うことができないムスリムが、どう

して罪もない人間を殺すことを正当化できるでしょ

うか。現にクルアーンには次のような一節がありま

す。「理由もなく人を殺したる者は、人すべてを殺し

たるに同じ。人の生命を救いたる者は、人すべて

の生を救いたるに同じ」（第５章３２節）。また非ムス

リムの作家の中には「イスラームの剣」という言葉の

意味を誤解し、これを戦争、暴力、強制と結びつ

けて考えている人もいますが、クルアーンには「叡

知と立派な説教によってすべての者をあなたの主

の道に招け」（第１６章１２５節）、「宗教を強制させて

はならない」（第２章２５６節）と書かれており、ムスリ

ムもその教えを守ってきました。これが「イスラーム

の剣」の意味するところなのです。もう少し具体的

な例をあげてみましょう。ムスリムはおよそ１０００年

にわたってインドを支配してきましたが、インドが分

割されたとき、ムスリムの手に渡ったのはわずかに

国土の４分の１でした。またムスリムはおよそ８００年

間スペインを治めてきましたが、今日果たしてスペイ

ンにはイスラームの信仰者が何人いるでしょうか。

９月１１日のテロ、そしてそれに続くアフガニスタン

とイラクへの攻撃が甚大な人的被害を招いた今、

何よりも求められるのは、アブラハム系の宗教に携

わる者の間で対話を促進することではないでしょう

か。こうした宗教関係者が互いをもっとよく理解す

るようになれば、それをきっかけとして、世界の他の

宗教とも理解を深めることができるはずです。私た

ちに必要なものは、今盛んに言われている「テロと

の戦い」ではなく、「テロ、不正、貧困、飢餓、抑圧

に対する防衛」です。また戦争と暴力というのは国

際関係上のものであること、そして宗教とは無関係

であることを正当化するためにイスラームだけがスケ

ープ・ゴートにされたのであり、「文明の衝突」などと

いうものはおそらく見せかけにすぎないということ

を、私は皆様に訴えたいと思います。

イスラームとは平和を意味する言葉であり、平和

を実現するための宗教であって、戦争や暴力とは

無縁のものです。イスラームの追求するものは「文

明の衝突」ではなく「文明の共存」なのです。

ご静聴頂きありがとうございました。最後に

「ma’a salama（ご無事でありますように）」という

言葉を添えて、私のささやかな発表を終わらせて

いただきます。
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今日は一人の日本人キリスト者が残したエルサレ

ム巡礼の記録を手掛かりとしながら、現在も続いて

いるエルサレムの暴力の起源について考えたい。

その際、エルサレムで長年行われてきたムスリムの

民間信仰的な年中行事である春祭りに注目したい。

その春祭りとは、預言者モーセの祭り、アラビア語

でモーセム・ナビー・ムーサー(Mawsim al-Nabi

Musa; Prophet Moses Feast)と呼ばれる祭りで

ある。時期的にはキリスト教徒のイースター(復活祭)、

ユダヤ教徒のペサハ(過ぎ越しの祭り)とほぼ同時

期の４月に行われる春祭りである。

ここで取り上げる日本人キリスト者とは、明治期

を代表する小説家、徳富健次郎こと蘆花（１８６８～

１９２７年）である。蘆花は周知のように『不如帰（ほ

ととぎす）』や『自然と人生』といったベストセラーと

なった作品を生み出した。蘆花はまた、この同志

社で学んだことでも知られている。蘆花の５歳年上

のお兄さんは猪一郎こと蘇峰であり、のちにナショ

ナリスト的なジャーナリストとして論陣を張ったことは

よく知られている。同志社の基盤ともなった日本に

おける最初のキリスト者の集団である「熊本バンド」

の一人で、同じくこの同志社で学んだ明治日本の

生んだ代表的な知識人である。

現在では徳冨蘆花の聖地エルサレムの巡礼に

ついてはほとんど語られることはなくなっている。し

かし、彼の憧憬のなかの聖地エルサレムと汚濁に

満ちた現実のエルサレムのギャップを今だからこそ

改めて考えてみる必要がある。というのも、多くの

キリスト者が現実のエルサレムを無視して自らの信

仰というレンズを通してのみエルサレムを見、そして

巡礼というかたちで――時として暴力的表現によ

って――現地の社会や政治に関わってしまう場合

があるからである。

蘆花は生涯にわたり二度の聖地巡礼を果たし

た。最初は日露戦争が終わった１９０６年５月２３日か

ら６月１４日までの約三週間、蘆花３８歳のときであっ

た。帰路、ロシアの文豪トルストイと会うことがもう

一つの目的であった。二度目は第一次世界大戦が

終わった直後の１９１９年３月３０日から６月１７日まで、途

中シリア訪問を含めた約２ヶ月半の期間で、蘆花５

１歳の時であった。このときは妻愛子と一緒に世

界旅行をする途中でパレスチナに立ち寄って、時

期的に４月の復活祭にあたっていた。

最初の旅行は『順礼紀行』としてまとめられ出版

され、二回目の旅行は『日本から日本へ』というタイ

トルの本として刊行された。いずれの作品も『蘆花

全集』全２０巻に収められているが、『順礼紀行』は

現在、中公文庫の一冊として入っているので、比較

的よく知られている。とりわけ『日本から日本へ』は

全集で三冊にもわたる長大な紀行文で、その奇妙

なタイトルは、日本を出発し聖地巡礼を行って、そ

れからヨーロッパ、アメリカと回って再び日本に戻る、

つまり世界一周を意味したものである。

ところで、蘆花による二度の訪問ともエルサレム

の歴史の文脈の中で考えるとたいへん興味深い時

期にあたる。というのも、最初の訪問はオスマン帝

国のスルタン、アブデュルハミト２世(Abdulhamit

II,１８４２-１９１８、在位１８７６-１９０９年)の専制支配政
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治の末期で１９０８年には青年トルコ革命が起こり、

アブデュルハミト２世が退位する時期の直前であっ

た。また二度目は２０世紀を告げる大きな悲惨な戦

争、つまり、第一次世界大戦が終わり、ドイツと同

盟して敗戦国となったオスマン帝国が崩壊し、聖地

エルサレムはイギリス軍による占領下にあった。ま

さに戦後の混乱の激動期に当たり、地域的にも、

国際的にも新たな秩序が作られつつある時期で、

パリのベルサイユ宮殿では講和会議が開催されて

いた時であった。この時期に中東地域では現在の

国家システムが成立した。

今日は主に二回目の聖地巡礼に焦点をあてる。

というのも、第一次世界大戦後にパレスチナが歴

史上始めて大シリア(Greater Syria)から分離され

てイギリス委任統治 (British Mandate for

Palestine)という独立した行政単位として確定した

からで、その後はパレスチナのアラブ人たちがイギ

リスのパレスチナ支配とシオニスト・ユダヤ人の移

民・入植に反対して繰り返し反乱を起こし、今日ま

で解決されていない「パレスチナ問題」が発生する

時期に当たっているからである。パレスチナは現在

まで暴力の応酬が続いているが、その原型ができ

た時期でもあるからである。

また、日本も第一次世界大戦後に設立される国

際連盟の常任理事国になって、列強の仲間入りす

る時期にあたっているからである。ちょうど２１世紀

に入り、日本がイラクに自衛隊を派遣し、第二次世

界大戦後の日本のたどった道を大きく変えようとし

ている歴史の曲がり角に立っているのと同じような

状況にあるともいえるからである。

さて、パレスチナに巡礼旅行に行く前の蘆花は

１９１４年に父を亡くしてから、キリスト者として新た

に回心したといわれている。ただ、その回心に関し

ては必ずしも評価は一定でない。蘆花の評伝とし

てたいへん高い評価を受けている中野好夫が著し

た『蘆花徳冨健次郎』では彼の前半生の彼のキリ

スト教信仰を「体当たり的に聖書、とりわけ新約、さ

らに極端にいえば、もっぱら四福音書中心に貪り読

んだこと」で、「人間イエスが大好きでたまらなかった」

とまとめている。ところが、回心後の信仰はガラリと

変わり、「独善か、妄想か、・・・とにかく良い意味に

も悪い意味にも健次郎独自、おそらく世界中でも唯

一無二のキリスト教信仰に一変する」と指摘し、一

つを手放しの自己肯定、そして今一つを十字架の

否定であるとする。十字架を否定する蘆花の信仰

はすでにキリスト教ではないという評価すらある。

それはともかくとして、蘆花はパレスチナ滞在中

の復活祭の直後の１９１９年４月２２日に公開要望書を

一方的に送りつけた。西園寺公望などの在パリの

講和会議全権委員たち、イギリスのロイド・ジョージ

首相、アメリカのウィルソン大統領、さらにはパレスチ

ナを占領したイギリス軍の総司令官であるアレンビ

ー将軍などである。もちろん、意見書は米大統領を

除いていずれからも無視された。蘆花は次のよう

にアレンビー将軍宛の手紙で聖地にやってきた理

由を書く。彼はナザレで要望書を書いて原文をそ

のまま著書に載せている。

「愚かなる大戦（つまり、第一次世界大戦）はつい

に終わりました。そして今こそ私共はやってきました。

私はあなたがよきクリスチャンだと承知していま

す。私共もまたイエスを愛し、またまったく信じるも

のであります｡イエスがその三十年の地上の生涯を

送った此処ナザレにおいて――それは１９００年前の

ことでしょうか？いやほんの昨日のように私には思

えます――人類の状態を熟慮しつつある間に私は

こういう結論に達しました。すなわち神の国を地上

に建設せんがために再び彼がこの際現れなけれ

ばならぬということです｡戦争にあらず、平和会議

（つまり、パリの講和会議のこと――引用者）にあら

ず、その他の何もの何人といえどもこの世界を新た

にすることはできません｡この世を新たにしうるもの

は彼のほかには断じてありません（「彼」とはつまり

キリストのこと――引用者）。
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来ます、彼はきっと来ます。それは霊においてで

はなく生ける実在においてです。聖書に明に約束

されてあることは、果たさるるでしょう｡不確かな未

来においてではなく、生ける現在においてです。十

字架はもうたくさんです。死んだイエスや死にかか

ったキリストはもうたくさんです。いや、たくさんすぎ

るほどたくさんです｡１９００年間われわれはクリスチ

ャンなりと称しながら繰り返しキリストを十字架につ

けるほか何事もしていません。

我々は永久に彼を十字架につくべきだろうか｡い

や将軍よ、十字架の時代は断絶すべきです。なぜ

なら、十字架の時代は悪魔の支配を意味するから

です｡しかり、悪はあまりに永くつづきました｡十字

架を取り去れ！血の滴るキリストを取り去れ！死を

その苦悩とともに葬り去り、生をその喜びとともに

輝かせ。もはや十字架にすがることはよせ、生ける

イエス、復活のキリストを仰げ、人類の歴史に比類

なき酸鼻きわまる戦争は終わりました。何という途

方もない大きな十字架！十字架を倒せ！

彼がこの土に現れてからほとんど二千年が過ぎ

ました。今はまさにより正しいことをなすべきときで

はありませんか｡彼は必ず来ます、平和の君！新世

紀が始まります」（以上の要望書の英語の原文は本

論の付録として添付）。

言うまでもないことであるが、エルサレムはユダヤ

教、キリスト教、そしてイスラームの共通の聖地であ

る。ユダヤ教徒にとっては第二神殿の西壁にある嘆

きの壁、キリスト教徒にとってはイエスが十字架にか

けられた聖墳墓教会、そしてムスリムにとっては預言

者ムハンマドが夜の旅を行って昇天したと伝えられ

る岩のドームとアル・アクサー・モスクがあるアル・ハラ

ム・アッ・シャリーフという聖地がある。しかし、いかに

も日本的なキリスト者であった蘆花が三つの一神教

の共通の聖地としてのエルサレムの性格を把握して

いたかはいささか疑問である。そもそもエルサレムの

旧市街自体が大嫌いになってしまっている。蘆花の

ユダヤ教とイスラームに対する偏見はすさまじい。

例えば、『順礼紀行』ではユダヤ人地区を次のよ

うに描写している。ユダヤ人の「市場に到りては、

つり下げたる羊の股に蝿の真黒にタカれるあり、一

坪ほどの暗き洞（ほら）のごとき店先に老爺の胡坐

（あぐら）かきて紅革の沓（くつ）を縫うあり、キタなき

山羊の往来に繋がれたるあり。不潔甚だし。／エ

ルサレム城外の一瞥は平凡に人を驚かしめ、エル

サレム城内の瞥見は、人をして一炬（いっきょ）に焼

かんことを欲せしむ」（文庫版、６１-６２頁）。つまり、

エルサレムの城壁の外の風景はじつに美しいが、

城壁内はひどく汚くてすべて焼きつくしてしまえば

いい、とまで書いているのである。

また、ムスリムに関しても次のように語る。

「マホメッドの宗教は、敵愾(つまり、敵と争おう

とする意気)の宗教である。敵愾の宗教。憤激の

宗教」。

「マホメッドは耶蘇より六百年の弟だが、アラブ

というその荒びた気癖（きぐせ）、庶子（つまり、私

生児）の怒り、廃嫡（つまり、相続権の喪失）の恨

みといわれたように、父を怒り兄弟を嫉む行跡

（ぎょうせき：人の行いのあと）は、何となくカイン、

イシマエル、エサウの系統をひいている。回回教

（ふいふいきょう、つまりイスラーム）は断じて平和

の宗教ではない。この親子兄弟喧嘩は、マホメッ

ドの昔から、十字軍の昔から、いろいろの配合を

かえて、今日に続いている」(全集１２巻２４９頁)。

そしてきわめつけはエルサレムのアラブの連中に

ついてである。「バクシーシ（お恵み）を」、の連発で

あった。「聖地の『人間』にはイヤなことが多かった。

エルサレム界隈は殊にイヤだった。･･･神社仏閣旅

人の沢山入り込む処の常とは云いながら、其住民

の多数が露骨に乞食根性を出しているには愛想が

尽きた。ユスリ、カタリ、モグリ、如何して銭を搾っ

てやろうか。トルコ人、ユダヤ人、シリア人、アラブ

人のみか、十字架をブラ下げたり、数珠をもったり

する眼の碧（あお）い肌の白い坊さん達まで、其何

れかに属せぬものはほとんどいない」として、エル
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サレム住民すべてへの嫌悪感を明らかにする（「パ

レスチナの回顧」『新生』全集第十巻、４０６-７頁）。

蘆花の記述の最大の問題点は、以上のようなユ

ダヤ教徒およびムスリムへの偏見ともいえる一方的

な見方である。しかし、蘆花の視点はけっして彼個

人に帰すべき問題とはいえない。というのも、当時

の日本人のキリスト者知識人の情報はほとんどが

欧米経由であり、その事実がいっそう問題を複雑

にしている。蘆花の場合、そのキリスト教信仰は教

会とは離れているということもあろう。

蘆花の以上のようなユダヤ教およびイスラームに

対する偏見はさておき、エルサレム問題を考えるう

えで大変興味深い記述がある。つまり、冒頭に述

べた預言者モーセの祭りの光景である。１９１９年４

月１１日付で次のような一節がある。

「午前１０時、部屋で書きものをしていると、街上

俄かに物騒がしい。私は妻と小客間のバルコニイ

に急いだ。此処は(城壁に囲まれたエルサレム旧

市街の)ヤツファ門の内外を見るに格好の場処で

ある。と見てあれば、門を入り来る白旗赤旗すべ

て七七。それにはアラビア文字が刺繍されている。

太鼓が四人、鐃七（どらばち／にょうばち）が七人、

平太鼓が一人。たたき連れ、鳴らしつれ、勢い込

むで囃し立てると、白い頭巾に色さまざまの鉢巻を

して、牛皮のような粗栲（あらたえ）をかぶった赤黒

いアラブ男が、幾百となく手を叩きつれ、歌いなが

ら進んでくる。手に杖をもった長老が五六人、まあ

まあ待った、待ってくれ、とそれを押し止めるかの

ように、時 し々ゃがむでは両手に杖をあげて、その

進行をとめるようにする｡構わずそれを追いまくるよ

うに、勢猛に進んでくる。見物の男女も、前になり、

後になり、わいわい押し寄せる。

私はカイロのエジプト人の示威運動を思い出した

（ここで蘆花はパレスチナに来る前にビザを取るため

に立ち寄ったエジプトの１９１９年革命での大デモを思

い出している）。／これは示威運動か。それとも祭り

なのであろうか？／歌いつ、囃しつ、留めつ、まくりつ、

騒 し々い行列は次第に進んで、私共が立つバルコニ

イの真下を過ぐる｡見れば、群れの中に、血気盛ん

な男が、長剣をぬいて、剣の舞を舞いながら行く。数

分後に、行列は狭い、マーケットのとおりを賑やかに

ウマル・モスクMosque of Omarの方へ消え

た。・・・今日は回教徒の祭日で、あの行列は、神殿

の広場に錬り込み、それからエリコに往って、彼らが

所謂モオゼの墓に詣ると言う。事ありげな風説もあり、

勿論イギリス官憲が押さえているから大事もあるまい

が、今日は外出をお見合せなさい、と注意した。

耶蘇の復活祭は、もうすぐだ。／ユダヤ人の過

越祭も、同時に行われる。／それをおっかぶせて、

回教徒の祭がいや先にはじまったのである」(１２

巻２６８頁)。

この描写はアラビア語で「マウセム・ナビー・ムー

サー」と呼ばれる「預言者モーセの祭り」である。こ

の１９１９年の預言者モーセの祭りはキリスト教徒の

復活祭よりも前の４月１１日(金)から１８日(金)までで、

エルサレムおよびエルサレム周辺部のムスリムはこ

の春祭りを祝った。この年のキリスト教の復活祭は

４月２０日の日曜日で、ユダヤ教徒の過ぎ越しの祭り

は４月１４日の夕方からすでに始まっていた。

預言者モーセ祭りの起源は１２世紀にエルサレム

を十字軍のくびきから解放したムスリムの英雄サラ

ディンSaladin（サッラーフ・アッディーンSalah al-

Din）の時代にまで遡る。サラディンはエルサレム解

放後もキリスト教徒が復活祭に巡礼することを許可

する一方で、このムスリムの祭りを復活祭に時期に

合わせてはじめたといわれている。預言者モーセ

はヨルダン川の対岸にある現在ヨルダン領であるネ

ヴォ山(Mt. Nevo)が亡くなった場所だといわれて

いるわけだが、エルサレムのムスリムの民間伝承に

よれば、エルサレムからエリコに行く途中にある預

言者モーセ廟こそがその墓なのである。
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この預言者モーセの祭りは１２世紀以降、エルサ

レムを中心とするパレスチナの人々の春祭りとして

知られている。この祭りを主宰したのがエルサレム

の名望家の一つであったフサイニー家であった。

エルサレム周辺から集まったムスリムが旧市街にあ

るアル・アクサー・モスク(Al-Aqsa Mosque)で金曜

礼拝を行って、それから練り歩いてヨルダン峡谷の

エリコの町に手前にある預言者ムーサ廟まで２０キ

ロ近く行列を作って行く。行列の先頭には主宰者

のフサイニー家が立つ。各都市や部族の代表のス

ーフィー(Sufi)、つまり、イスラーム神秘主義者のワ

リー(聖者:Wali)の旗を掲げて、打楽器をうちならし

ながら、また一部の人は踊りながら、預言者モーセ

廟まで下っていった。

ところが、実は蘆花が目撃した一年後のこの預

言者ムーサ祭りではたいへんな混乱が起きてしま

った。すなわち、１９２０年にはモーセム・ナビー・ムー

サー、ペサハ、そしてイースターが４月の第一週に集

中してしまい、またムスリムのアラブ人たちも反英、

反シオニズムの感情の高まりがあった。そんなとき

に、火に油を注ぐように、ユダヤ人シオニスト、つま

り、パレスチナにユダヤ人国家建設を目指すユダヤ

人の若者のなかの、急進的な右派組織ベタール

（現在のリクードにつながる考え方である修正主義

シオニズムを掲げる政治グループ）のメンバーが祭

りの行列に紛れ込み聖者の旗を奪おうとして小競

り合いになった。この小競り合いがパレスチナ現

代史上に於ける最初のアラブ人の蜂起となって、

全パレスチナに広がって行った。それからパレスチ

ナでは現在に至るまで何度も同じような反乱が繰

り返されることになったのである。

ムスリムとユダヤ教徒の対立がこの祭りを契機と

して長期間にわたる暴力的な抗争が続くことにな

った。当然ながら、イギリス委任統治政府は毎年行

われるこの祭りがアラブ人の反乱に発展していくこ

とを極度に恐れて１９３７年には禁止した。蘆花がこ

の祭りを「これはデモなのか、それとも祭りなのか」

と問うたことはある意味では正鵠を得ていて、占領

当初からパレスチナのアラブ人がイギリス軍の占領

に対して素朴な民族的な感情のレベルで激しい反

発を表現していたのだと考えることができる。

預言者モーセの祭りは民間信仰的なレベルの祭

りが政治的対立の場となってしまう典型である。し

かし、同時に預言者モーセ祭りの長い歴史を考え

たとき、この祭りはエルサレムに住む住民のみなら

ず、パレスチナに住むアラブ人たちにとってはムス

リム、キリスト教徒、そしてレコンキスタの過程でイ

ベリア半島から追放されて定着したスファラディー

系のユダヤ教徒にとって、同じ住民として都市に同

じ生活空間を共有する人間であることを確認する

場を提供する機会であった。つまり、エルサレムに

おけるイスラーム、キリスト教、そしてユダヤ教の共

存を象徴する場としての意味もあった点である。と

ころが、パレスチナの政治家――この場合は祭りを

主宰するフサイニー家――もこの祭りの場を政治的

に利用しつつ民衆の反ユダヤ的な「騒乱」を意図

的に生み出したりする一方で、新たに移民してきた

シオニスト･ユダヤ人の一部も反ユダヤ的な攻撃に

容易に転化してしまうこの祭りに対して、危機感を

もって防衛という名目で攻撃的に対応する。暴力

がエスカレートしていくメカニズムが、祭りの場その

ものに形成されてしまうことになる。

エルサレムはある種のアジール、すなわち、避難

場所のような役割を果たした。とりわけ、蘆花が訪

問した２０世紀はじめの時期にもっとも深刻な問題

であったのはオスマン帝国におけるアルメニア教徒

虐殺であり、エルサレムにも多くのアルメニア教徒

が避難してきていた。もちろん、蘆花の文章にもア

ルメニア人に関する話題は出てくるが、虐殺につ

いてはほとんど知らないようである。

この預言者モーセの祭りは１９３７年にイギリスの委

任統治当局によって禁止された。１９３６年４月からパ

レスチナでは現在も続いているインティファーダ（大衆

蜂起）のようなアラブ人の反乱の最中であった。そ
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れからずっとこの祭りは禁止され続けた。旧市街を

含む東エルサレムが第一次中東戦争後にヨルダン

領に併合されてからも禁止の状態が続き、１９６７年

の第三次中東戦争ののちにイスラエルの支配下に

入っても禁止され続けた。

やっと１９８７年に復活の動きが出てきたが、パレス

チナではインティファーダが勃発し、復活の芽は摘ま

れてしまった。１９９３年９月１３日にオスロ合意が締結

されてからにわかに状況が変わり、預言者モーセの

祭りは１９９７年にやっと復活したと聞いている。しか

し、２０００年９月にアル・アクサー・インティファーダが勃

発した翌年の春、イスラエル当局はパレスチナ自治

政府が政治的に利用するとして祭りにおける預言者

モーセ廟までの参詣の行列を禁止した。９･１１事件

後、２００１年３月末にパレスチナナ自治区に侵攻して

からは事実上、再開は難しくなっている。

この話で提起したかった論点は二つある。第一

は、蘆花のような信仰あるいは信念の人が聖地エ

ルサレムに対して自らの心の中に独自の理想的な

イメージを作り上げ、その理想をもってエルサレムを

外部から見る問題点。第二は、聖地で過去行われ

ていた、あるいは現在行われている民間信仰的な

年中行事が政治化して暴力が発生する原初的な

形態をさぐったのである。

添付資料アレンビー将軍宛の蘆花の要望書の原文

The stupendous war is just over. And now, lo, we have
come!

I know you are a good Christian. We too love, and
entirely believe in, Jesus. Here at Nazareth where he led
thirty years of earthly life—1900y years ago? Nay, but
yesterday it seems to me!—musing on the condition of
humankind I have come to the conclusion that at this
moment he must appear again to establish the kingdom
of God over the world. Neither war, nor peace confer-
ence, nor anything, nor any one could renew the earth.
None but he could reform the world. 

Come he must, not in spirit, but in actual flesh. What
were promised so distinctly in Bible shall be fulfilled, not
in dim future but in vivid present. We have had enough
of the Cross. Of dead Jesus and dying Christ we have
had enough, nay, more than enough. For nineteen cen-
turies we professed to Christians and yet we did nothing
but to crucify him over and over.

Are we to crucify him forever? No, General, the reign of
the Cross must cease, for the reign of Cross must mean

the reign of evil. Indeed, Devil had had too long a reign.
Away with the Cross! No more of the bleeding Christ!
Let death with its pain perish and Life with its joy shine
in its glory. To cross we must cling no more. Living
Jesus, risen Christ—to him we must look up. Bloody war
without pararell in the history of mankind, is over. What
a gigantic cross! Down with the cross!

Almost two thousand years have passed since his first
appearance here. Is it not the time the world should
learn to do better by this time?

Decidedly he must come, the Prince of Peace! New Era
must begin.
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コメント：バーバラ・ジクムンド
（同志社大学アメリカ研究科教授）

今朝、講演についてコメントさせて頂きますことを、

大変光栄に思います。戦争と暴力および宗教とい

うテーマは、非常に時宜にかなったものです。私か

らは、宗教に対する私自身の理解と、プロテスタント

系キリスト教徒としての個人的な経験をもとに、コメ

ントさせていただきます。まず、宗教に関していくつ

かお話をさせていただきまして、その後、各講演者

の方々に一つずつ質問させていただきます。おそら

く後ほどご回答いただけるものと思います。

私は本学のアメリカ研究科の大学院で、アメリカ

の宗教に関する教科を教えております。ハーバード

大学のプルーラリズム・プロジェクトの代表者である

ダイアナ・エック氏によれば、２０世紀末に米国は世

界でもっとも宗教的に多様な国家になったというこ

とです。アメリカは世界中の宗教が入り混じった、

小世界だということです。

過去数十年において、アメリカ・キリスト教の伝統

は、非キリスト教徒の移民人口の増加という課題

に直面し、それに大きく引っ張られてきました。特

に１９６５年以降のことです。１９５０年代には、アメリカ

の宗教と言えば、プロテスタント、カトリック、ユダヤ

教という言葉で説明されることもありました。

しかし、１９６５年以降、それはもはや通用しなくな

りました。ムスリムが米国に大挙流入し、今では学

者たちはアメリカを圧倒的一神教国として捉えてい

ます。ユダヤ教徒、キリスト教徒、ムスリムという聖書

の国民、すなわちアメリカ国民は、ヘブライ聖書か

ら新約聖書、クルアーンにいたるまでの、聖書物

語の国民だということです。

これら三つの宗教では一つの神を信仰します。

また、これら三つの宗教は多くのことで一致してい

ます。実際、こういった一神教の考え方があまりに

も強いため、アジアからアメリカにやってくるヒンドゥ

ー教徒や仏教徒の数も増えておりますが、彼らは

いかに自分たちの非一神教的な宗教をアメリカの

一神教的伝統および環境に合わせて行けばいい

のかを、常に模索しているのです。

私が宗教を教えるとき、まずは定義から始めるよ

うにしています。つまり、宗教とは何か、一神教とは

何か、ということです。今日は、さらに一神教がなぜ

戦争や暴力に訴えるのかという質問も、投げかけ

たいと思います。

宗教を極めて単純に定義すると、次の四つの

事柄が関係してくると思います。まず、そこには何

らかの集合的信仰があります。次に、そこには人

間に生きる勇気を与える何らかの方法、特定の生

き方、生活様式といったものがあります。三つ目に、

そこには通常宗教儀式の周期があります。そして

最後、四つ目ですが、そこには特定の社会制度や、

さらには政治制度があり、それが人間の生活に意

味を与えています。

宗教の中には、生活様式や儀式や制度よりも、

信仰を重視しているものもありますし、逆に生活様

式や儀式がもっとも重要だとする宗教、さらには社

会、政治、法体系に、宗教上の特定の価値が具現

化されていなければならない、とするものもあります。
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一神教では一つの神が信仰されます。それは唯

一の神であり、ほとんどの一神教信仰者にとっては

最善の神ということになります。この神は教典を通

じて特定の生き方を説き、特定の儀式の実行を要

求します。さらに、この神は信仰を強化し、神聖な

生き方を実現する制度や組織――今日ではここに

政府も加えなければならないと思いますが――を

人間が支えてくれることを、望んでいます。

一神教信仰者が自分たちの信仰が侵害された

と考えたとき、または自分たちの生き方があまりに

も急速に変化しているとき、または自分たちの伝統

的儀式が実行できなくなったとき、または自分たち

が暮らす社会的および政治的環境、制度や組織が

脅威にさらされていたり腐敗していたりするとき、彼

らは不幸を感じ、その不幸の中で戦争や暴力に訴

えます。私たちの世界で起こっていることとは、まさ

にこのことなのです。

ユルゲンスマイヤー教授は、現代世界において

私たちが暴力や戦争を経験しているのは、一部の

宗派、すべてではなく、あらゆる一神教の中の一部

の宗派が、自分たちの宗教上の制度や組織が受

け入れがたい形のグローバル化によって、汚され

ていると信じているからだ、と指摘しておられます。

彼らは世俗的ナショナリズムの中で力や信仰を失

い、暴力行為を通して、アイデンティティとコントロー

ルを取り戻そうとしている、ということです。

これは、非常に興味深い議論です。それはつま

り、宗教的テロリズムを生む、道徳秩序に関する宗

教的ビジョンが存在する、ということかもしれません。

一つのビジョン――それは、教授がおっしゃるには、

予見しうる未来を越え、私たちの子供の子供の子

供へと、受け継がれていくということです。

しかし、現在を見て、教授はこの暴力のサイクル

を、一旦回り出しても断ち切ることができる、とお考

えでしょうか。私は、テロリズムやテロリズムが奨励

する殉教はそろそろ、自ら終わりを迎えようとしてい

る、と考えています。混沌や理不尽な混乱は目標

となります。そして、壮大な宗教的ビジョンは多くの

場合、どこかで見失われてしまうように思います。

もしそれが今起こっていることだとすれば、この正

義の暴力に対する熱狂をどのように方向転換すれ

ば、怒れる人々が、もともとこういった反動を生み出

した希望を再発見したり、回復したりすることができ

るようになるでしょうか。私にはわかりませんが、

時々望みがないように思われることがありまして、こ

ういった質問をさせていただいている次第です。

次に、クフタロウ教授は、戦争や暴力において

役割を果たしているのは、多くの場合政治情勢で

あるということを、私たちに適切に思い出させてく

ださいました。しかし、私は一神教が通常そのアイ

デンティティを制度のコントロールに見出し、最良の

社会秩序についての前提を持っているということ

も、指摘しておきたいと思います。あらゆる一神教

はなんらかの社会的課題を有しており、今日、その

社会的課題の一部は変化しております。一神教を

信仰する者は、社会との新たな関わり方を、見つ

ける必要があるのです。

冷戦の終結以降、イスラームに対する国際的な

偏見が広まり、クフタロウ教授が指摘されたように、

多くの思想家がイスラーム文明と西洋文明との衝

突を予測してきました。そして、あらゆる立場の狂

信者たちが、この思想、つまり衝突の思想を利用

し、戦争や暴力を奨励してきたのです。しかし、ク

フタロウ教授はまた、イスラームに「聖戦」なるもの

が存在しないということも、私たちに思い出させて

くれました。イスラームの歴史の中には、あらゆる

一神教と同様、信仰を歪める人たちが存在してき

ました。こういった人たちは、イスラームのメッセー

ジを正しく保持していないのです。なぜなら、イス

ラームの真のメッセージとは、平和のメッセージに

他ならないからです。

私は現在、米国キリスト教協議会の、異宗教間関

係委員会会長を務めております。この委員会にはキ

リスト教の様々な宗派が集まっており、アメリカのユダ
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ヤ教およびイスラーム指導者たちと、対話および相互

理解を促進するための活動を行っております。

中には、世界の宗教的寛容および宗教的理解、

対話の未来は、すべて米国にかかっているという人

もおります。なぜなら、米国は複数の一神教が実際

に比較的調和をもって共存している、数少ない国の

一つだからです。もちろん、反ユダヤ主義の憎悪犯

罪が今も存在しますが、米国の一神教は、他国の

一神教の多くとは異なる経験を有しているのです。

そこで、クフタロウ教授に質問ですが、米国の一

神教には、そのユニークな状況ゆえに、宗教的平和

を促進する可能性のある、何かがあるとお考えでし

ょうか。また、もしあるとすれば、それは何でしょうか。

最後に、臼杵教授は日本のあるキリスト教徒作

家が聖地を巡礼した２０世紀初頭に、私たちを案

内してくださいました。その中で臼杵教授は、徳富

蘆花がキリスト、十字架、そしてエルサレムの見方

について、独自の信仰を生み出して行ったと述べ

られました。

徳富蘆花は、当時の多くのキリスト教徒の慣習

に倣い、ユダヤ教徒やムスリムにあまり敬意を払っ

ていませんでしたが、一方で、彼らの重要性を無視

することもありませんでした。徳富蘆花は、外部の

人間として、エルサレムそのものの中に救済のビジ

ョンを見出しました。それは、恐らくエルサレムの歴

史により近かった人たちが、見過ごしていたもので

す。外部からやってきて、他の人たちが見過ごして

いたかもしれない何かを、彼は見つけたわけです。

さらに臼杵教授は、祭り、パレスチナの民間信仰

に根を持つ地元の草の根の祭りが、どのような理

由で、ユダヤ教の過越際やキリスト教の復活祭と

同じ時期に、ムスリムに特別な祝日をもたらすことに

なったのか、についても述べられました。残念なが

ら、教授がお話されたように、この祭りは政治問題

化し、パレスチナ人とユダヤ人の衝突を抑えようと

する人たちに、繰り返し禁止されてきています。

私は、作家であり旅人であったこの日本人のこと

を、これまで知りませんでした。また、「預言者モー

セの祭り」についても、ほんの数日前まで知らなか

ったのですが、今後この祭りがどうなっていくのか

ということも、気になるところです。そこで質問なの

ですが、臼杵教授は、この祭りを復活すべきだとお

考えでしょうか。もし実際に復活できるとすれば、そ

のプラス面またはマイナス面とは何でしょうか。それ

は、エルサレム、パレスチナ、イスラエルに共存する

三つの一神教間の相互理解を深め、例えば、より

よい均衡をもたらすようなことになるでしょうか。

最後に申し上げたいのですが、今回の、一神教

における戦争と暴力という問題についての検討は、

まだ緒についたばかりで、今日の午後および明日

のワークショプにおいて、対話がさらに続けられて

いくことになります。あらゆる一神教は信仰、神の

平和のビジョンを説き、それぞれが主張するところ

によれば、一つの神が創造する人類の調和を目指

している、ということです。

また、あらゆる一神教は世界の社会制度を深刻

に捉えており、それは深刻すぎるかもしれないほど

です。これから対話を進めていく中で、他の宗教、

自分が属さない宗教を見て、自分たちではなく、彼

らの宗教こそが平和の伝統に忠実ではないのだ、

と主張したくなることもあるでしょう。

しかし、実際はこれまであらゆる一神教がつま

ずき、間違いを犯し、時として、信仰に不忠実であ

ることがあったわけです。歴史上の様々な時代に、

私たち皆が神の意志として神の名のもとに暴力を

正当化し、暴力を呼びかけてきたのです。同じ神

であるのに、私たちは自分たちの考えが最良であ

ると主張します。そこで、あらゆる異宗教間の対話

と同じように、私は今回の対話においても、私たち

の誰もが神ではないということを全員が心しておく

べきだということを、最後に指摘させていただきた

いと思います。意見を主張するのは結構ですが、

やはり全員が人間の限界を認識しておくべきだと

思います。どうも有難うございました。
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コメント：澤井義次
（天理大学人間学部教授）

今回の国際シンポジウムのテーマは、現代世界

にとって大変重要なものです。ただいまのご講演

に対しましてコメントさせていただけますことを、私

自身、大変光栄に存じております。

まず、ユルゲンスマイヤー先生は、宗教的テロの

対象が世俗国家（secular state）であって、イスラ

ームばかりでなくどの宗教でも、世俗的な政府がテ

ロ行為の対象になっていると言われました。暴力

が宗教によって意味づけられる宗教的テロを、ユ

ルゲンスマイヤー先生は「コスミック戦争」（cosmic

war）とよばれ、また、そうした宗教的暴力について、

善と悪という絶対的な二項対立の枠組みの中で説

明されました。さらに宗教的テロリズムに関わる

人々は、その特徴として「西洋型の現代」（west-

ern-style modernity）を嫌う傾向があるとも分析

されました。

こうしたユルゲンスマイヤー先生の分析を踏まえ

て、先生に少しお尋ねしたいと思います。宗教の

教義に注目するとき、ほとんどの宗教は理論的に、

暴力と非暴力という両方の立場をとることができる

と言えるでしょうが、インドのガーンディーの場合、か

れは徹底して「非暴力」（nonviolence）の姿勢を貫

きました。かれのいう「非暴力」の道は、将来にお

いて、諸宗教の共存への道を開くように思われま

す。ユルゲンスマイヤー先生はこのガーンディーの思

想を専門的に研究され、すでに著書『ガーンディー

の道』（Gandhi’s Way）も出版しておられます。私

も宗教学者の一人として、インド宗教思想のなかで

も、ガーンディーの生涯と思想にも大変関心をもって

おります。

「暴力」（violence）という語の反対語は「非暴力」

ですが、この「非暴力」という語は、ガーンディーが非

暴力運動を始めるようになって、欧米の辞書にnon-

violenceという単語が記載されるようになったとも言

われております。また、世界的によく知られている精

神分析学者Ｅ・Ｈ・エリクソンは、１９６９年に『ガーンデ

ィーの真理』（Gandhi's Truth）という著書を著しま

した。邦訳書も出版されておりますので、ご存知の

方も多いことでしょう。その著書の中で、エリクソンは

ガーンディーの非暴力を「戦闘的な非暴力」（mili-

tant non-violence）とよびました。「戦闘的」（mili-

tant）と「非暴力」（nonviolence）という２つの語に

注目しますと、だれもがすぐに気づくように、これら２

つの語が結びついているのは、いわば形容矛盾で

しょう。それは、「戦闘的」の語のあとには、「暴力」と

いう語が続くのがごく自然であるからです。しかし、こ

の表現によって、エリクソンがあえて強調しようとした

のは、ガーンディーが「非暴力」の運動によって、イン

ドを独立へと導いたように、非暴力が「戦闘的」と言

えるぐらいに大きな社会的意義をもっているというこ

とです。実際、ガーンディーは暴力よりも非暴力のほ

うが、より「戦闘的」であるということを、みずからの

実践をとおして明らかにしました。

今日、アフガニスタンの状況はまだ社会的に不安

定ですし、イラクでは、先ほども少し話題に出まし

たが、いまだに戦闘が続いております。このような

現代世界の状況において、私たちはガーンディーの

いう「非暴力」とその意味をしっかりと認識する必要

があると思います。また、２１世紀を迎え、人類は

「非暴力」の意味を真剣に考える時期を迎えている

と思います。そこで、ユルゲンスマイヤー先生には、

「非暴力」が「暴力」よりも「戦闘的」な力をもってい

るということ、あるいは、それがいっそう人々のここ

ろに訴える力をもっていることについて、先生のお

考えをお伺いしたいと思います。

つぎにクフタロウ先生からは、イスラームについて

信仰者の視点（insider’s view）から、いろいろと学

ばせていただきました。特に「ジハード」（ jihad）と

「聖戦」（Holy War）の違いや、「ジハード」が「努力

あるいは奮闘」を意味するという「ジハード」の語源

的な意味を、クフタロウ先生のご講演によってよく

理解させていただきました。ただ、クフタロウ先生の
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ご講演を聞かせていただきまして、現実の社会・文

化的なコンテクストの中で、「ジハード」と「聖戦」がほ

んとうに明確に２つに分かれているのだろうか、と

いう疑問も抱きました。「ジハード」は「聖戦」によっ

て意味される事柄とかなりの程度、オーバーラップ

しているように私は思います。

マスコミでは一般的に、「ジハード」を“Holy War”

と英訳していますが、それは適切ではない、とクフ

タロウ先生は言われました。それでは、「ジハード」

の語をあえて英訳するとどのようになるのだろうかと

思いました。英語ではやはり、「ジハード」と“Holy

War”の意味がかなり重なってくるように思うからで

す。つまり、「ジハード」と「聖戦」の意味を理論的に

分けて理解できるのですが、両者が現実の場面で

は、その意味がかなりオーバーラップしているので

はないか。この点について、クフタロウ先生のお考

えをお伺いできれば有難く存じます。

それから臼杵先生は、徳富蘆花という日本人キ

リスト者のエルサレム巡礼の記録にもとづいて、エ

ルサレムにおける年中行事的な春祭り（預言者モ

ーセの祭り）が暴力の起源になっていったこと、そ

うした暴力が次第に政治的な対立を生み出してい

ったことを見事に分析されました。エルサレムはユ

ダヤ教、イスラーム、そしてキリスト教という三つの

宗教にとって大変重要な聖地です。これら三つの

宗教を信仰する人々は、長年にわたって同じ生活

空間を共有してきたのです。臼杵先生は聖地エル

サレムが諸宗教の“共存を象徴する場”であると分

析されました。臼杵先生は特に徳富蘆花の第２回

エルサレム巡礼の記録にもとづいて、祭りの場に

暴力が入り込み、それが宗教間の対立を生むとい

う原初的なプロセスを明らかにされ、暴力の起源

に関する分析的な説明をされました。それでは、

徳富蘆花の第１回エルサレム巡礼の記録には、こ

れら３つの宗教の共存状況がみられると記されて

いたのかどうか、すなわち、３つの宗教が共存して

いるとかれの目に映ったのかどうか。その点につ

いて、お伺いできれば有難いと思います。

ともあれ、近代啓蒙主義思想は宗教の世俗化を

もたらし、物事をすべて合理的あるいは論理的に説

明していこうという傾向を生み出しました。そうした

世俗化された世界の中で、宗教的テロリズムは、あ

る意味では、世俗化に対する精神的あるいは宗教

的な「戦い」（struggle）であるということもできるかも

しれません。ユルゲンスマイヤー先生は「コスミック

戦争」という枠組みによって、宗教的テロリズムの主

張を説明されましたが、宗教的テロリズムは、善と悪

の関係において、善が悪を排除していく、あるいはこ

の世界のすべてを善なるものへと変えていく過程に

おいて、実際、暴力を伴うことになります。

現代世界における宗教的テロリズム、あるいは過

激派といわれる人たちが主張しているような世界

観について、私たちが認識を深めていくとき、ある

意味において、私たち人間の本来的なあり方、す

なわち、私たち人間が「宗教的」であるということを

あらためて深く理解する契機を与えられているよう

にも私は思います。言いかえますと、現代世界が

「宗教的なるもの」を必要としているということを、宗

教的テロリズムはネガティブな形で示していると言

えるのではないでしょうか。現代世界において、宗

教そのものの意義あるいは価値を、私たち一人ひ

とり――宗教学者ばかりではなく、宗教を信仰する

人 も々、あるいはそうでない人 も々――が、もっと深

く認識する必要があるのではないかと私は思って

おります。

以上、簡単ではございますが、三人の先生がた

の大変興味深いご講演に対する私のコメントとさせ

ていただきたいと思います。ご清聴いただきまして、

誠に有難うございました。
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ディスカッション

司会：小原克博（同志社大学神学研究科助教授）

【司会】 それでは今お二人の先生がたにコメント

をいただきましたので、まず、そのお二人の質問

に対して三人の先生がた、ユルゲンスマイヤー先

生から次にクフタロウ先生、そして臼杵先生の順

番でお答えいただけますでしょうか。よろしくお願

いいたします。

【ユルゲンスマイヤー】 有難うございます。コメンテ

ーターのお二人に、すばらしいコメントと非常によ

いご質問をいただきましたことを、感謝いたします。

まず、一神教についてですが、一神教が暴力や

戦争のイメージを独占しているかどうかについて、

私は確信をもっておりません。私はインド、ヒンドゥ

ー教世界で何年もすごした経験がありますが、イン

ドの宗教やヒンドゥー教のカレンダーアートを見てみ

れば、グレートウォー、マハーバーラタ、ラーマーヤー

ナ、善と悪のグレートバトルなど、流血で満ち溢れ

ていることがわかります。

アメリカがアップルパイならヒンドゥーは戦争と流血

だ、とアメリカ人なら言うかもしれません。それは、ヒ

ンドゥーの伝統のまさに一部であり、伝統とは異なる

側面を呼び起こしたガンディーが実際のところむしろ

意外だった理由の一つは、そのことにあります。

同じことが、テラヴァダ仏教についても言えます。ス

リランカの年代記、マハーワンサには、タミルとシンハ

ラの二つの仏教王国間の大戦が記録されています。

これは、大乗仏教にはあまりあてはまりません。

それには複雑な理由があるのですが、中国や日本

では、仏教は複雑な宗教体系の一要素であり、国

家権威の宗教的側面の権威が、仏教以外の宗教

によって支えられてきたため、中国と日本において

は仏教が無事、平和的な宗教になりえるわけです。

しかし、スリランカの仏教はそうではありませんし、

そういった意味では、チベットもそうです。

確かに、一神教にはより権威主義的な傾向があ

るかもしれませんし、それを可能性として議論する

こともできますが、ヒンドゥーやシークの暴力、スリラ

ンカのテロやチベット仏教に関連する暴力、さらに

は日本の仏教の一つの形が示したように、一神教

が暴力を独占しているとは思いません。

次に、どのように暴力に対応すればいいのか、

私たちに何ができるのか、という深い質問に対して、

一つのお話をさせていただきます。

このお話は、遊び場にまつわるもので、学校、こ

こでは国連学校にしておきますが、その遊び場で、

子供たちが喧嘩をしているというお話です。この遊

び場には、他の子供たちよりも体の大きな子が一

人います。ジョージと呼ぶことにしましょう。ジョージ

は、体が大きいだけでなく、他の子供たちすべてが

自分の決めたルールで遊ぶことを望んでいます。

そして、棒切れや石を全部集めようとします。そうす

れば、遊び場に秩序を保てると考えるからです。

しかし、他の子供たちの多くはジョージがうらや

ましくてなりません。そこである日、一人の子が立ち

上がります。その子のことを、ウサーマと呼ぶことに

します。ウサーマはジョージを頭の上から殴り、「ジョ

ージ、お前は意地悪だ。お前はいじめっ子だ。お

前は卑怯で悪い奴だ」と言います。

さて、ジョージはこれに対してどう応えることがで

きるでしょう。様々な対応が考えられます。一つは、

「そうさ、その通りさ」と言って、棒切れと石でウサー

マを頭の上から殴り、地面にたたきのめすという方

法です。そうしておいた後に周りを見回し、ウサー

マの友達――ムアンマルと呼ぶことにします――を

見つけ、同じように頭から殴ります。

さらに周りを見渡したときに、また別の子を見つ

けます。その子をサダムと呼ぶことにしましょう。サ

ダムはウサーマとは何の関係もないのですが、ジョ

ージはサダムがそのうち自分に殴りかかってくるの

ではないだろうかと考えます。そこで、やっつけて

おくにはちょうどいい機会だと考え、サダムにつかみ

掛かり、地面に押し倒した後、あらゆる棒切れと石
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を使って完全に叩きのめします。

さて、ここで皆さんにお尋ねしたいのですが、

ジョージがやったことは遊び場に平和をもたらす方

法として、いい方法でしょうか。他の子供たちはど

うでしょう。様子を見ていて「きっとウサーマは正

しかったんだ。ジョージはやっぱりいじめっ子だ」

と言っているのではないでしょうか。

私は、ジョージは何もすべきではないと言ってい

るのではありません。それは愚かなことです。頭の

上から殴られるのは、どう考えてもいいことではあり

ません。しかし、もしジョージがウサーマ少年のこと

を上の人に報告し、「遊び場の他のみんなと同じよ

うに、君もルールを守り、上の人に報告すべきだ」

と言えば、どうでしょう。それはいい方法ではない

でしょうか。

そして、同時に周りの子供たちを見回し、「もし君

たちの中で僕のことをいじめっ子で、卑怯だと思っ

ていた人がいれば謝るよ。これからはそういうこと

のないように気をつけるし、いくつかのゲームを時

には君たちのルールで遊んでもいいよ」と言ったら

どうでしょう。

おそらく、遊び場に平和をもたらすには、この方が

いいのではないでしょうか。私がいわんとしているこ

とは、ガンディーはこういった暴力の状況に対し、一

つの対応方法をもっていたということです。私が以

前からガンディーのことを好意的に見ているのは、彼

が理想主義者ではなかったからです。私は、彼は非

常に現実的で、実務的だったと思います。

宗教的テロリズム、様々なかたちのテロリズムに

対する対応を検討する中で私が発見したことは、暴

力だけに頼った解決策は、一度もうまくいったためし

がないということです。それは経験的に、一度も成

功していないのです。私が知る限り、暴力だけが解

決策となった事例は、ただの一度もありません。

場合によっては、暴力的なグループを支持する者

たちの一般的な懸念を和らげる努力を行いながら

軍事行動に出ることが、効果を発揮したこともありま

す。しかし、特にそういった支持者の数が多く、多様

かつ多国籍である場合には、暴力のそもそもの原因

となっている一般的な問題を処理し、交渉による何

らかの和解を目指そうとする解決策のみが、唯一、

問題の解決につながってきました。例えば、北アイル

ランドがそうです。

北アイルランドは、約一世紀にわたって続いて

きたテロの構図が、相互尊重を両者にもたらそう

とする交渉および努力によって、なんとか解決へ

と導かれた、特筆すべき例であり、究極的にはこ

れこそが、宗教的な暴力を含むあらゆる種類の暴

力に対する唯一の解決策である、と私は考えてい

ます。

【クフタロウ】 お二人のコメンテーターの補足に感

謝いたします。まず、ジクムンド博士の質問に答え

ることから始めたいと思います。西洋では、レディ

ー・ファーストといわれていますから。イスラームで、

あるいは西洋でいわれていることは、女性は男性

の半分ということです。しかし、私は、女性は社会

の全てであると申し上げたいと思います。なぜなら、

（女性は）男性の半分、あるいは社会それ自体の半

分ですが、本来もう半分である男性を育てるからで

す。したがって、女性は社会の全てであると申し上

げます。ジクムンド博士が貴重な質問によって示し

て下さったことに感謝し、彼女が米国キリスト教協

議会に所属されていることを大変心強く思います。

この会議（世界キリスト教協議会）の議長は、２年前

ダマスカスに私たちを訪問して下さいました。当時、

私たちは暖かい建設的な対話を彼と行うことがで

きました。私たちの二つの文明をより多く豊かなも

のにするこの対話の道筋が続くことを祈っていま

す。ジクムンド博士が重要な質問によって提示され

ているのは、平和を促進するためにアメリカ合衆国

において諸一神教が行う必要があることとはなんだ

ろうかというものです。場所を問わず、合衆国であ

ろうと中東であろうと、私たち三者が、お互いへの
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理解を促進しなければならないと申し上げましょ

う。第一段階としては、宗教者たちが自らの問題に

ついて対話を行うことがあります。つまり、全ての

宗教者は自らの宗教の本質とその気高さを理解し

ようと務めなければなりません。また、この三つの

アブラハム的一神教は、本質において、平和と友

愛と仲介を呼びかけていることを理解しなければ

なりません。ですから、第一段階として、宗教者た

ちがこれらの宗教の真実を理解したならば、私たち

は解決の３分の１の行程に至ったといえるでしょう。

その残りの３分の２は、対話です。この対話は、宗

教者だけではなく、アブラハム的諸宗教の信徒た

ちの対話でもあります。私たちは、武力行使や急進

主義や他者の否定といった現象を終わらせなけれ

ばなりません。なぜなら、私たちは２１世紀に生き

ており、近代的な連絡手段によって私たちが小さ

な村と呼ぶ家族となったからです。私たちは、全て

の人々がお互いを知っている対話的な雰囲気の中

で生きるべきだったのです。また、人間とは自分が

知らないものの敵であるといいます。したがって、私

が友であるキリスト教徒を知り、友であるユダヤ教

徒を知り、諸宗教から遠く離れてしまった友のこと

を知れば、小さな村となった人間社会を築くために

参加しなければならないことに気づくでしょう。私

は、ここで諸宗教の対話をトップからベース[基礎al-

qaa‘idah]に移したいと思います。しかし、それはビ

ン・ラーディンのアルカーイダ[al-qaa‘idah]ではなく、

青年男女の基礎[al-qaa‘idah]です。私は、現在シ

リアで、シリア国民のムスリム、キリスト教徒、ユダ

ヤ教徒間の文明の対話組織をつくっています。求

められる宗教者（の活動と）は、諸宗教はその原理

と基礎を通して一つであることについて、信者たち

や支持者たちに伝えるよう務めることです。信者た

ちが神のメッセージを地上に実現し、偉大な預言

者たちである自らの教師たちのメッセージを理解す

るために。イスラームについてさらに説明するよう求

めた澤井博士の質問に関して、これは、私たちが

生きているこの時代、イスラームが急進主義とテロ

の宗教ではないかと疑われている時代には非常に

重要な質問ですが、この短い集会の間に、私はイ

スラームを短い言葉で説明しなければなりません。

イスラームとは、信仰と知識と労働という三つの言

葉です。多くのクルアーンの章が信仰と知識とに結

びつけられています。また、その他は信仰と労働に

結びつけられています。例えば、クルアーンの複数

の章句のはじめに、「立派な信仰をもち、善行をな

す人たち」[第２章（牝牛）２７７節ほか]と書かれてい

ますが、ここでいう善行とはイバーダート（イスラーム

の宗教儀礼）のことをいっているのではなく、人類

にとって有益などんな行為も善行なのです。です

から、イスラームの預言者が言った最後の言葉は、

彼が常に言っていた言葉で、それは「最後の審判

の日が来たとき、もしおまえたちのうちの一人の手

に棕櫚の若枝すなわち皮の切れ端があったなら、

それを植えさせよ」という言葉でした。これは、植

林や農業や労働を、最後の審判の日であっても行

えということを教えています。同様にイスラームは知

識の宗教でもあります。イスラームの預言者が洞窟

でただひとり神と共におられたときに初めて彼に下

った言葉を聖クルアーンは述べていますが、その

言葉は自らがイスラームの預言者であるという自覚

をともなって下った最初の言葉で、「読め。［第９６章

（凝血）章１節］」というものでした。しかし、彼は文

盲で、読むことも書くこともできなかったのです。こ

れは、全てのムスリムは知識を求めるようにという

重要なメッセージです。そのため、イスラームでは、

イスラームの預言者の話として、「知識を求めよ。中

国までも」ということがいわれます。しかし、中国に

はイスラーム法の宗教的知識があるでしょうか？い

いえ。つまり、ムスリムは世界のどんな地点でも当

代の知識を求めるべきことをいっているのです。同

様に、澤井博士はジハードの概念について質問を

されましたが、もちろんイスラームにおける「ジハード」

の概念は、世界中で、そして特に西洋では誤解さ

273



宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答 

国際ワークショップ第１セッション  

れています。イスラームにおける「ジハード」は、最大

のジハード、大ジハード、最小のジハードの３つに分

かれています。多くの西洋人たちは、ジハードはム

スリムたちの他者に対する戦争であるという事実に

集中してきました。これはイスラームにおけるジハー

ドについての誤解です。最大のジハードとは、精神

と快楽に対するジハードであって、精神における欲

望や私の精神や思考を刺激する悪しきもの—私を

個人的に傷つけるものであれ他の人々を傷つける

ものであれ、私が他の人々にそれでもって対決す

るようなもの—全てに対するジハードです。それ故

に、イスラームの預言者がマディーナのムスリムたち

を守る何度かの戦争から帰ったときに、「我々は、

最小のジハードから最大のジハード、精神と欲望に

対するジハードに戻ってきたのだ。」といっていたの

でした。この２つのジハードの間に、大ジハードがあ

ります。私たちの主は、聖クルアーンの中でイスラ

ームの預言者への命令としてこう言っています。「こ

うしていろいろにこれを解き明かしてはみたものの、

［第２５章（天啓）第５２節］」。すなわち、友愛と連帯

と対話を呼びかけるクルアーンの教えでもって、彼

らとそれについて大いに論ぜよ、という意味です。

皆さん、私たちを誤解しないで下さい。あなたがた

が対話を好まれるのと同様に、私たちは対話を好

む国民です。あなたがたが好まれるのと同じように、

私たちも生活を愛します。そして、パレスチナの土

地で行われていることには、総じてイスラームやム

スリムたちは同意していません。そこでは、アラブ

人たちとムスリムたちが圧政に晒されています。こ

れらの圧政を通じて、彼らは自らを死に追いやって

います。しかし、この行為は宗教における柱ではあ

りません。「ジハード」は、小ジハードについて立ち

入るならば、その解釈は短く、土地や精神の防衛

です。どうして、私たちはナチの占領に対するフラ

ンスの抵抗に自由を与えたのに、自らの土地と自分

たち自身を守るアラブ人たちやムスリムたちに自由

を与えないのでしょうか。もしも、私たちが正したい

と思っている誤った西洋的な理解によって「ジハー

ド」が使われるならば。私たちは暴力肯定論者と

過激派と政治的独裁支持派と結論づけましたが、

その三つの立場は、前に私の友人が述べたように、

自分達の宗教的現実を理解していません。私は別

のたとえ話を挙げて、より分かりやすくみなさんに

説明したいと思います。つまりこれは、私がスポー

ツをやっているような感覚で、モスク（宗教界）や政

治的決断（政界）に行くようなものなのです（相異な

る分野にまたがるということ）。シャロン氏は実際に

はユダヤ教を代表しているわけではなく、ブッシュ

氏も友愛と慈悲と許しと平和について書かれてい

るメシアの教えを代表しているわけではありませ

ん。同様に、ビン・ラーディンもイスラームを代表して

いるわけではないと私たちは強調します。彼は、そ

の思想において急進的であり、急進主義は、すで

に述べたように、イスラームにもキリスト教にもユダ

ヤ教にも存在します。そして、中間的で穏健な思想

の持ち主には強力な支援を与えなければなりませ

ん。どのように支援するかというと、彼らが世界的

な演壇に立つことがきるようにするという支援です。

そして、彼らに対して、イスラームが慈悲の宗教であ

ることを説明するためにテレビ画面に現れることが

できるようにします。イスラームは、二つの言葉によ

って説明されます。一つは、聖クルアーンの中で我

らの主が、イスラームの預言者に対して「我らが汝

を遣わしたは、ただ万民に対する慈悲心からでた

こと」[第２１章（預言者）第１０７節]と言われています。

神は、万民に罰として送ったとも戦うために送った

とも言われなかったし、ムスリムたちに対する慈悲

心から遣わしたとも言われなかった。「我らが汝を

遣わしたは、ただ万民に対する慈悲心からでたこと」

と言われたのです。二番目は、イスラームの預言者

が、「私は素晴らしき創造を完成するために送られ

た」とおっしゃっています。したがって、戦争のため

に送られたのでもなく、ジハードや聖戦のために送

られたのでもない。彼は、万民に対する慈悲心と
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して送られ、素晴らしき創造を教えるために送られ

ました。そして、素晴らしき創造とは、諸一神教に共

通の、一神教のみならず世界の宗教全て、人類全

ての公約数です。ですから、宗教を問わず、人間

性において友人として私は申し上げます。イスラー

ムの預言者はこう言われました。「人間とは、人間

の友である。愛し､憎む」と述べています。ご静聴

有難うございました。

【臼杵】 ジクムンド先生、澤井先生ありがとうござ

いました。今、クフタロウ先生のほうからご指摘が

あったように、シャロンがどのくらいユダヤ教を代表

しているのか、ブッシュがどのくらいキリスト教を代

表しているのかと同じように、徳富蘆花が日本人を

どのくらい代表しているのか、あるいは蘆花が日本

人のキリスト者をどのくらい代表しているのかという

問題があると思います。もう一つ重要な問題として、

ジクムンド先生のご指摘で、祭りの復活の可能性

と、共存にとってどういう意味を持つのかという大

変難しい質問がありました。

実は、この話全体を考えるときに頭に入れてお

かなければいけないのは、パレスチナ人のほとん

ど多くが難民になってしまっている現状があるとい

うことを前提として、考えなければいけないというこ

とです。このような聖者信仰の問題というのは、む

しろ京都大学の東長先生のようなかたに語ってい

ただいたほうがいいと思うのですが、少なくともこ

の聖者信仰に関して、徳富蘆花の目には入ってこ

なかったということなのです。つまり彼のキリスト者

的な感受性の中から言えば、すくい上げることがで

きなかった現象だということです。ただ、パレスチナ

にはたくさん、例えばいちばん大きなこのような祭

り、ズィヤーラといわれるような聖者のお墓に参拝

するナビー・サーレフという祭りもありますし、ナビ

ー・ルービーンという、つまりこのような聖者というの

が聖地パレスチナならではの、聖書の記述にあるユ

ダヤ教の人 と々かキリスト教の人々のものを取り上

げながら、民間のレベルで、ある種の共存を行って

いるという点がやはり重要なのではないかと思い

ます。これをあまり強調しすぎるのも問題ですが、

今日はたくさんムスリムのかたがいらっしゃっている

ので、このような聖者信仰の問題というのも、恐ら

く出てくるのではないかと思います。

澤井先生に対する解答も、今のところで言い尽

くしていると思うのですが、最初の日露戦争が終わ

った後の蘆花の記述を見ても、やはりキリスト者の

視点からなのです。つまり、これがだめだと言うの

ではなしに、その後日本人のキリスト者が数多くエ

ルサレムに巡礼しているということです。それとどう

違うのかということのほうがむしろ問題なのです。

つまり、ほとんどが現地を見ていない。聖地を巡っ

て、それでよしとしているというところがある。その

問題をどう考えるのか。現在の、例えば遠藤周作と

いうカトリックの作家がいますが、彼の『死海のほと

り』などを読んでも、現地のムスリム、キリスト教徒、

そしてユダヤ教徒は風景にすぎないわけです。そ

の問題のほうがむしろ重要ではないかということ

で、蘆花を取り上げたのはそういう文脈もありまし

た。つまり、全然現実を見ていないということです。

冒頭で森先生のほうから「日本人が仲介者の役割

を果たせるときに、それではどういう仲介者なのか」

ということでしたが、これには深刻な問題があるの

ではないかと思います。現地の状況をきちんと見

られないような我々が、一体どのように仲介できる

のか。まず、日本人は現地で何が起こっているのか

ちゃんと見えるような視点を養うということのほうが

むしろ先決ではないかと思っています。ちょっと脱

線してしまいましたが、以上です。

【司会】 ありがとうございました。聴衆の皆さんか

らたくさん質問用紙をいただきまして、少しでも皆さ

んからの質問を、今日の講演者のかたがたに答え

ていただきたいと思います。ただし、非常に高度な

問題にまでご質問をいただいたのですが、そうい
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う問題に触れると、時間がかかりますので比較的

多くの人が共有しやすいベーシックな質問、より多

くの人が関心を持てるような質問に限り、改めて三

人の先生がたにご質問したいと思います。

ざっと見て、私が感じた共通点がいくつかありま

すが、やはり言葉の問題です。今日は例えば「暴力」、

「バイオレンス」という言葉が出てきました。あるいは

「ジハード」を巡ってその定義に関して解釈、理解の

幅があると感じました。クフタロウ先生がジハードに

ついて説明してくださいましたので、日本の今の状

況を簡単に説明しておきますと、日本でも今、ジハ

ードという言葉はよく新聞などで使われます。その

ときにジハードと書いてかっこをして聖戦、つまりホ

ーリーウォーというように書いてしまっているのです。

今日は新聞社のかたも多数来ていますが、ジハー

ド・イコール・ホーリーウォーというのは間違っていま

すよというクフタロウ先生のご指摘だったと思いま

す。これは非常に大きな問題提起であると思いま

す。澤井先生も触れてくださいましたが、「本当にジ

ハードは聖戦ではまったくないのか」というタイプの

質問がたくさんありました。

暴力に関しても同じで、暴力をどう定義するのか

ということが、ユルゲンスマイヤー先生に対しての質

問の中にありました。そういったことの中からいくつ

かピックアップして、それぞれの先生にお答えいた

だきたいと思います。

まず最初に、ユルゲンスマイヤー先生に対して

ですが、二つ質問をまとめたいと思います。一つ

は今日のお話にもありましたし、また、先生のご著

書の『グローバル時代の宗教とテロリズム（Terror

in the mind of god）』の中でも、「今の国際社会の

中では紛争、バイオレンスをなくすためには、政治

的、経済的な安定がまず必要である」と語られて

います。しかし、それぞれの宗教がコスミック戦争

という考え方を持っている以上、対話をしていくこ

とは非常に難しいのではないでしょうかというご

質問がありました。

もう一つは、「なぜ、イスラーム過激派の人たちは

アメリカのワールドトレードセンターを標的にしたので

しょうか。たくさんある建物の中でなぜワールドトレ

ードセンターが対象にされたのか、その意味を教え

てください」という質問がありました。

次ですが、クフタロウ先生に対して先ほど言いま

したように、「ジハードとホーリーウォーはやはり重な

る部分があるのではないか」というご指摘がたくさ

んありました。これが１点です。「イスラームに聖戦は

ない、ホーリーウォーはないという考え方は言い過

ぎではないか」というご質問です。それから、もしク

フタロウ先生がお話の中で、「宗教は国によって利

用されているにすぎないということをおっしゃられた

わけですが、すると、いろいろな紛争、例えば９・１

１なども宗教には関係ないというように言えるので

しょうか」というご質問も、複数ありました。

それから、これは答えていただければでいいの

ですが、講演の中では直接触れられなかった、イ

スラームが平和の宗教であるということと関連して、

女性と平和の問題についてたくさんのかたが指摘

してくださいました。「イスラームの中で女性と平和

の問題をどう考えるのか。例えばフランスで今、女

性がスカーフを公教育の中でかぶるべきかどうか

という議論が激しくなされてきましたが、シラク大

統領がスカーフを禁止すると明言したことをどうお

考えになりますか」という質問がありました。

臼杵先生に対しては、蘆花についての細かい

質問がたくさんあったのですが、一つだけ紹介さ

せていてだきますと、「蘆花は非常に限定された世

界理解を持っていたわけですが、あるときから極

端に自己肯定的、自己絶対化になっていった大き

なきっかけが何かあったのでしょうか」ということ

です。

また、これは中東の問題を超えた話題になって、

臼杵先生もお話の中で触れてくださったのです

が、日本による自衛隊の派遣の問題です。「今、日

本はアメリカを支持するということによって、結果
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的にアメリカによる暴力も認めているようなことに

なっているわけですが、今後こういった状況の中

で、日本がイラクであるとか、あるいは中東世界と

付き合っていく上で重要な点はどのようなところに

あるとお考えでしょうか」という質問がありました。

それでは、時間も限られていますので、各先生

がた、短くお答えいただければ助かりますので、よ

ろしくお願いいたします。ユルゲンスマイヤー先生

からお願いいたします。

【ユルゲンスマイヤー】 はい、有難うございます。ど

れも素晴らしい質問です。まず、世界貿易センター

が標的となった件についてですが、もし攻撃の真意

がグローバル経済の中の米国の力を象徴的に表す

ものを見つけることにあったなら、世界貿易センター

ほど適した例があったでしょうか。なんといってもそ

れは「世界」貿易センターだったのですから。

あのビルには８０を越える国籍の人々が働いてお

りましたから、悲劇をあじわったのはアメリカ人だけ

でなく、世界中の人々だったわけです。ですが、ア

メリカの経済的・軍事的世界支配を示すための標

的を選ぶとすれば、２００１年９月１１日に標的となった

世界貿易センターとペンタゴンの二つの建物ほど、

象徴的な標的はなかったでしょう。

一般的に言って、宗教活動家の行為は、このよ

うな極めて重要な象徴的力をもってきたと思いま

す。すなわち、声明を発するということです。こうい

った行為は単なる軍事目的のためだけでなく、テレ

ビを意識したものです。しかも、アメリカのテレビや
CNNだけを意識したものではなく、イスラーム世界

のいたるところで放送されているアルジャズィーラを

も意識したもので、遊び場のいじめっ子に対し、誰

かが立ち上がることができるということを、示そうと

しているのです。

次に、地球社会の中での宗教の役割に関する

質問についてですが、この質問に、私がこの二日

間に探求していければと願っているトピックがあり

ます。現代世界において、宗教のイメージは暴力や

過激な行為を通して作り上げられていますが、そう

いった問題としての宗教だけでなく、宗教が問題の

解決策、暴力の解決策にもなりえるということにつ

いて、話し合っていければと考えております。

その一つの方法は、例えばコスミック戦争のよう

な、イメージの力を利用することでしょう。文学者の

レネ・ジラードは、フロイトの理論を用いてその方法

を検討いたしましたが、彼は、例えばコスミック戦争

のようなイメージを利用し、悪霊を瓶の中、宗教的

言語や文学の中にもどす必要性を象徴的に表現

することで、宗教的儀式は暴力抑制の強力な方法

になりえる、と示唆しております。

このように、ある興味深い方法において、宗教的

暴力の問題の一部はさらなる暴力ではなく、さらな

る宗教において解決できるかもしれないのです。

そうするには、世の中に宗教的な生活が行き渡る

ようにし、このような象徴が強力な宗教的象徴とし

て捉えられ、世俗的な行為と結び付けられないよ

うにすればいいのです。

すなわち、私が思うに――こういったことがこの

二日間に探求されることと信じておりますが――新

たに生まれようとしている地球市民社会において、

精神的価値および道徳的真理には役割があり、宗

教にも果たすべき役割があります。しかしそれは、

排他的な意味ではありません。

ある意味、多文化世界における宗教の問題は、

言語の問題に似ています。この会場では、英語、

日本語、アラビア語で通訳が行われています。そし

て有り難いことに、後ろのブースにおられる素晴ら

しいスキルをもった人たちが、私たちお互いの理

解を助けてくれており、たとえ異なる言語を使って

いても、私たちが話している内容が全員にとって意

味のある内容なのだということを、発見する手助け

をしてくれています。

同じように、私たちは宗教間の通訳者を必要と

していると思います。そうすれば、たとえ宗教が異
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なっても、その精神的価値および道徳的真理は、

あらゆる宗教において基本的に同じなのだという

ことが、理解できるでしょう。

【クフタロウ】 ジハードと聖戦が混同されていると

いう問題に関連して、９月１１日事件は他者に対する

ジハードではないのでしょうか。聖戦についていう

ならば、しかし（聖戦というとき）それは十字軍戦争

なのですが、私たちは自らのアラブ・イスラーム史に

おいて、寛容であるキリスト教はこの戦争には責任

がありません。それは、キリスト教徒がこれらの

国々で迫害されているという薄弱な口実による純

粋な植民地戦争なのです。十字架の名によって、

聖戦の名によって、キリスト教の名によって率いら

れた軍隊が、私たちの国々におけるいわゆる「抑圧

されているキリスト教徒たちの解放のために」送ら

れました。この件については、私たちの歴史として

はそれを受け容れることができません。それは、植

民地戦争であったと強調したいと思います。ジハー

ドと９月１１日事件の問題について言えば、ビン・ラー

ディンはイスラーム思想的には急進的です。したが

って、もし彼が、私たちが非難し有罪であると認め

るこの事件の首謀者だったとしても、彼以外の人物

がそうだったとしても、私たちはこれらの行動には

責任がないと申し上げます。イスラームは慈悲と公

正と正義の宗教であり、ビン・ラーディンがイスラーム

を代表すると明らかに名差しされていることについ

ては、—この欺まんはある西洋人たちが、私たちの

宗教、信仰、アイデンティティを害するためにそのス

ローガンを掲げているのですが—イスラームには責

任がなく、またイスラームの人々にもありません。あ

なたもその行動を非難しておられるこの忌避される

べき犯罪が（発生した）時に多くの公式・非公式の、

つまり宗教的に公式・非公式の非難が出されまし

た。しかし、私たちは常にビン・ラーディンとアル・カ

ーイダとテロとジハードについて語っているのです。

ビン・ラーディンやビン・ラーディンのような人間たち

をこのような非難されるべき犯罪に導いた理由を

検討するよう呼びかけたのです。そこには世界全

体を驚かせた大きな危険があります。それは、急

進主義の危険です。急進主義とは危険な病です

から、この問題[病]は、病人を殺害することによっ

て治すことはできません。この病への対処では、も

し私たちがこの病人を殺害したならば、別の病人

がより大きな暴力を企てるでしょう。ですから、社

会の各層の文化人、メディア関係者、宗教人や政

治家までも含めた声明を発したいと希望していま

す。この問題への対処は病人を殺害することでは

なく、この病を治療することであると政治家たちが

応じるように。

ヒジャーブについては、これは小さな問題ですが、

フランスがこの問題を大きな問題にして、宗教につ

いての世俗の戦争としてしまいました。このヒジャー

ブがムスリム女性の頭につけられたとして、何がシラ

ク氏を害するのでしょうか。ムスリム女性がその頭に

ヒジャーブをつけるとき、彼女はキリストの母である

聖母マリアを模範としているのだと私は申し上げま

す。どなたか、キリストの母・聖母マリアの髪の色を

ご存知の方はいらっしゃいますか？彼女はヒジャー

ブをしていたのではないのですか？この寄り道はや

めましょう。イスラーム女性がその頭にヒジャーブをか

ぶることは、何か世俗主義者を害するのでしょうか。

ヒジャーブはイスラーム的なシンボルではありません。

そのように考えるのなら、カランソワ（背の高い帽子）

は、ユダヤ教同胞達のシンボルの一つにはならない

のです。そしてまた、十字架もキリスト教同胞達のシ

ンボルの一つにはならないのです。ヒジャーブは、ム

スリム女性にとってイスラーム法で定められたもので

す。選んで身につけているのであって、いやいやつ

けているのではありません。クルアーンには、「宗教

には無理強いということは禁物」[第２章（牝牛）２５７

節]とあります。ですから、どうして私たちが女性に、

頭にヒジャーブをつけることを強制するでしょうか。彼

女は、つけるか、つけないかを選ぶのです。私たち
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の社会では、４０パーセントがヒジャーブをつけた女

性、６０パーセントがつけない女性です。そこで、イス

ラーム関係者が、杖を持ってヒジャーブをつけない女

性にヒジャーブをしろと言うことはできません。これは、

聖クルアーンと預言者のスンナ（慣行）から導き出さ

れた神の法の一部であって、それゆえ、ムスリムの

女性は選択をしています。一部の開明派・革新派

のイスラーム人たちは、この問題は補足的な問題で

あって、宗教的な柱の一つではないだろうと考えて

います。フランスの世俗主義を害さず、かつ、私たち

が大きな敬意を払い、言論の自由、信仰の自由、

思想の自由をもたらしたと評価しているにもかかわら

ず—ムスリム女性が頭につける一片の布はそれらを

害さないのですが—この問題は微妙ですが、ムスリ

ム女性にとっては彼女が選択するものなのです。し

たがって、私たちは、これは国内的な問題であると

いうことはできません。なぜなら、神の法はどんな地

点でも、海の中であっても月の上であっても、関わっ

てくるのです。これは国内的なもので、フランスの国

内のことで、フランス人以外の人々にはこれに介入

する権利はないと言うならば、これは神の法であり、

私たちが敬意を表さなければならないものであり、

よく考慮しなければならないものだということを申し

上げたいと思います。ご静聴有難うございました。

【臼杵】 私に対する質問というのは、蘆花に関し

てはなぜ自己肯定的になったのか、きっかけは何

だったのかという点と、日本の自衛隊の派遣の問

題について、日本が今後イラク、中東とかけ合って

いくためにはどうすればいいかという二つの質問

だったと思います。

蘆花に関しては、私の専門外ですのでお答え

できないということしか言いようがないのですが、

ただ一つ、自衛隊の派遣との関係で言えば、やは

り蘆花という人はキリスト者として新たに変わって

いったといいましても、やはり明治の人だったと思

うのです。つまり日本人というものを非常に明確に

意識しているということです。その意味では現在

の日本から見たときに明治人の、ある種の健全な

ナショナリズムというのは言い過ぎかもしれません

が、そのような気概を感じるわけです。ところが今

回の自衛隊の派遣に関して言えば、積極的にイラ

クに行く理由が、アメリカとの同盟ということ以外

にはないと言ってもいいくらいです。つまり、実際

サマーワという、日本人にとっては初めて聞く所に

日本の自衛隊が行ったわけですが、アラブの人で

もサマーワという町をどのくらい知っているのかと

いうような場所です。しかしながら、日本では毎日

のように自衛隊の姿がテレビで映っています。そ

れで、後から理由がついてくる。つまり、なぜ日本

がイラクに行かなければならないのかということで

す。このなし崩し的な姿勢に、日本の中東に対す

る姿勢というものが典型的に現れているのではな

いかと思うのです。つまり、派遣をする、そのとき

の名目というものが、復興支援です。ただ、復興支

援をするイラク側のニーズというものが、ほとんど

考えられないままに、とにかく軍隊だけは派遣した

ということです。これは、いつか来た道を歩んで

いるという感じを持たざるを得ないという危機感

を、私自身は持っています。

その意味ではやはり、蘆花という人の認識の問

題についてちょっと申し上げましたが、蘆花との関

わりで言えば、彼は日本人としてはっきりと、無視は

されましたが、当時のアメリカの大統領から始まっ

て、イギリスの首相、そしてアレンビーまでに対して

自己の主張を堂々と言ったということにおいては、

評価されるべきではないかと思います。そういう点

からいうと、今の日本の気概のなさというのがいち

ばんの問題ではないかと思います。私自身ナショ

ナリストではありません。しかしながらあまりにも今

の日本政府の決め方というのは、中東に関して無

知なままに決定が行われているということに対して、

これは恥ずべきことだと思っています。
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【司会】 だいぶ延長いたしましたが、せっかくの機

会ですので、最後にそれぞれ３人の先生がたに短

いメッセージをいただきたいと思います。研究者の

かたがたはこれから第二セッション以降、まだワーク

ショップの時間があるのですが、一般の日本のオー

ディエンスのかたはこれが最後のチャンスになります

ので、ユルゲンスマイヤー先生から順番に、短く、１

分くらいで、日本のオーディエンスに対してメッセージ

がありましたら、よろしくお願いいたします。

【ユルゲンスマイヤー】 先ほど申し上げたことの続

きなのですが、世界の宗教的暴力の問題は、宗教

の問題ではなく、世界中で起こっている深刻な社

会および政治情勢に対する、宗教的批判または反

動のように私には思われます。

私たちが宗教について心配しなければならない

のは、宗教はこういった状況を、何らかの形でより

大きな問題にするからです。つまり、宗教は絶対性

を増強し、暴力を助長するのです。しかし、先ほど

も申し上げましたとおり、宗教は解決の可能性をも

提供してくれます。私たちが見ているように、宗教

的伝統の道徳的美徳および精神的深さは、地球市

民社会に何かをもたらすことができます。それは、

地球市民社会の将来の、調和と非暴力の一部とな

るかもしれません。

【クフタロウ】 私は最後に日本の皆さんに一言申

し上げたい。私たちはあなたがたを愛し、あなたが

たが中東地域に平和を確立するために大きな役割

を担って下さっていることを高く評価しています。し

かし、あなたがたの苦しみは私たちの苦しみでもあ

ります。あなたがたは長崎と広島の原爆投下によ

って恐るべき体験をされましたが、私たちは今日、

同じように中東で真実と不正の間の流血の闘争に

苦しんでいます。私たちとともに立っていただき、

国際法とその決定の適用を通して真実を主張しな

ければなりません。また、イスラームをその原典や

主要な資料から理解していただかなければなりま

せん。なぜなら人間はその本質において自らが無

知であるものの敵であるからです。もしも、あなたが

たがイスラームについて知りたいと望まれるなら、

私たちのインターネット上のアドレスをお教えします。

私たちと常に交流をもって下さることを希望してい

ます。ありがとうございました。

【臼杵】 私がいろいろ言うと、また蛇足ということ

になりますが。私は恐らく皆さんは今日の議論の中

で、今何が問題なのかということをかなり明確にご

理解いただけたと思っています。私としては、中東、

イスラームの、いわゆるセム的、あるいはアブラハム

的宗教というものをもっと内側から理解するという

努力を、我 日々本人自身がやらなければならない

のではないかと思っています。そのためにはこのよ

うに現地から来ていただいて、直接アラビア語で

生で話を聞くということはあまりないことですし、こ

れは大変いい機会ではなかったかと思っています。

以上です。

【司会】 長い間、ありがとうございました。

それではこれで今回の公開シンポジウムを終わ

ります。どうもありがとうございました。
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ただいまご紹介にあずかりました中田と申しま

す。イスラームのディスコースにおける、戦争や平和

を否定するということが何を意味するのか、こうい

うお話をさせていただきたいと思います。

今日の朝の公開シンポジウムでも、今日私がお話

しする、同じ言葉を使い、違った文明・宗教の枠

組みの中では同じことを言っているように聞こえて

も、実は意図していることはその文脈の中で全然

違うのだという、そういう異文化、あるいは異なる文

明間の対話、相互理解の難しさというものが明らか

になったと思います。

例えば、「ジハード」という言葉を「ホーリー・ウォ

ー(holy war)」「聖戦」と訳す、そのことについて議

論があったわけですが、やはり両者の間の枠組み

自体が違うので、訳してしまうと同じような「戦い」

「戦争」という言葉で訳せる言葉であっても、なか

なか議論がかみ合わないということが明らかにな

ったと思います。

科学史のほうの言葉で、「共約不能性(incom-

mensurability）」という言葉があります。その言葉

は、同じタームが用いられていても、それが文脈に

よっては全く違っている、そうするとお互いの体系

を比べることができないということですが、これは

文化の間にも言えるかと思います。

キリスト教、イスラーム、ユダヤ教、この三つの

宗教は歴史的にも同じアブラハムの宗教という歴

史を共有していますし、いろいろな面で非常に近

い。唯一の神、預言者、最後の審判、そういう概

念を共有しています。共有しているので理解しや

すい部分ももちろんあります。しかし、逆に、同じ

言葉が使われるために、かえって先入観に妨げら

れて理解が難しくなることもあるように思います。

今日はそういうことも踏まえてお話をしていきたい

と思います。

我々は「反対する・否定する」と言います。大抵こ

の手の宗教と暴力というような会議がありますと、

「我々は暴力に反対する・戦争に反対する」というよ

うなことが、どの宗教からもまず言われます。言われ

るのですが、そこで「反対する」といった言葉を同じ

ように訳されてしまうと、それぞれの「反対する」とい

う言葉は、そもそも宗教によって、あるいは文明によ

って、文化によって随分違うのではないか。そういう

話を今日はさせていただきたいと思っています。

まず、「反対する」といった場合に、そもそもその

ことが何を意味するのかということは、あまり我々は

普段考えません。「戦争に反対する」などと言うわけ

ですが、実は日本で「戦争に反対する」と言うことと、

イスラームが「戦争に反対している」と言うこと、また

そのことを声に出して言うことは、随分実は違って

いるということが言いたいのですが、それにもそれ

ぞれの文脈を考えていかないといけません。

その場合にまず「破門」という言葉があります。こ

れはもともとキリスト教の言葉です。「破門」という言

葉をまず手掛かりに話をしていきたいと思います。

何かに反対するときに、その行為をした人間を

破門する、つまりその共同体から排除するという

論理を持っている、そういう制度を持っている共

同体については、何かに反対するといったときに、
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その行為をした者を排除するということが、いちば

ん強い反対の在り方になります。

これは事実の問題ではなくて、論理の問題とし

て、定義上例えば戦争を例に取った場合、戦争を

行った人間をその共同体から破門するという教義

体系を持っている、制度を持っている、そういう宗

教があれば、その宗教には戦争は定義上起こらな

いわけです。というのは、戦争を起こせば、その時

点でその人間はその共同体から排除されますか

ら、その共同体は戦争からは免責されるわけです。

これはロジカルな問題です。実際にはたくさんそ

の共同体の中から戦争を起こす人間が出てくるわ

けですが、たくさん今述べたような人間が出て、

次々に破門されていけば、つまり、論理的には、戦

争を起こした人間を破門するという教義があれば、

その共同体からは決して戦争は起きないということ

になります。

例えば、ある大統領が戦争を布告する。そうする

と、その人間はその宗教共同体から破門されてし

まう。それは中世のキリスト教会を考えれば、必ず

しも不可能なことではないとお分かりだと思いま

す。教皇が国王を破門するということがありえたわ

けですから、そういうことがある。そうであれば、一

応その宗教共同体は、戦争に対して非常に強い意

味で反対していると言えると思います。

次の段階で、反対することの実質的な意味を問

う場合に、制裁を科す、これこれこういう行為をし

た人間には、これこれこういう制裁を科すという、

その制裁が強ければ強いほど、その宗教共同体は

その行為に反対しているとも言えるかと思います。

現世においていちばん重い制裁というのが普通は

死刑ですので、死刑にする。ただしこの場合、戦

争や暴力の問題に関しては、戦争を起こした人間、

あるいは暴力をふるった人間を死刑にするという

のは自己矛盾を含んでいますので、その場合は終

身刑ぐらいにしてもいいのですが、ともかく、刑罰の

体系が決まっている、重いファンクションが与えられ

る、その場合には、その宗教共同体は、非常にこ

の行為に反対していると言えると思います。

今言ったのは、現世のレベルの話をしているわ

けですが、宗教の場合はさらに、制裁といっても必

ずしも現世には限りません。現世においては特に

制裁行為が科せられていなくても、来世における制

裁がありうる。これはユダヤ、キリスト教、イスラーム

の伝統のように、来世の楽園の褒賞から、地獄、

火獄の刑罰という、そういうサァンクションでもかま

いませんし、ヒンズー教的には輪廻によって来世は

悪い状態に生まれ変わる、そういったものでもかま

わないわけです。とりあえずその内容はともかくとし

て、来世、この現世ではない世界で制裁があると

いう形であっても、制裁規定が決められている場合

には、それはそれでその宗教はその行為に反対し

ているということが言えるかと思います。

こういう分析をしてみたわけですが、これはやは

り一神教的といいますか、ユダヤ、キリスト教、イス

ラームをモデルに考えた考え方です。特にイスラー

ムをモデルに考えているわけです。

破門というのは、そもそもその考え方が普遍的に

あるとは言えません。例えば日本の宗教は神道で

すが、神道には破門という考え方はありません。で

すから今言ったようなことも、必ずしもすべての宗

教、あるいは文明を今の基準で比較するということ

もできないわけです。そういう問題がある。その辺

がまず宗教の相互理解の難しさだと思います。

では、イスラームの場合、どういう形で戦争・暴力

に反対するというディスコースが理解されるのかを

次にお話ししていきたいと思います。

まず西洋文明では、日本もそれに含めてもいい

かもしれませんが、善と悪、あるいは法と不法、正

義と不正、そういう二分法でものを考える、二値論

理でものを考える考え方が非常に当たり前です

が、イスラーム世界では必ずしもそうではありません。

特に新聞やマスコミなどに表れる見出し語などにな

ってきますと、単純化のためにそのようにされること
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がありますが、イスラーム世界の論理は、そういうも

のではありません。

これはイスラーム法の初歩の初歩ですが、イスラ

ームでは、すべての人間の行為を五つのカテゴリー

に分けます。上からいきますと、まず義務行為という

のがあります。アラビア語でwajibと言いますが、こ

れはその行為を行うことが義務であるというもので

す。行わないとそれによって来世で罰を受ける、来

世の罰に値する行為である。これが義務行為です。

その次には、推奨行為。mustahabb、あるいは

mandubという範ちゅうがあります。これは、その

行為を行わなくても罰はない。しかし行えばご褒

美、褒賞があるものです。これがmustahabb、

mandubです。

その次に、mubah。これは合法的で許されてい

る行為です。やってもやらなくても、罰もなければ

褒賞もないという行為です。

その次に、これは定訳がないのですが、私は自

粛行為という訳をつけています。あるいは忌避行

為。これはmakruhと言いますが、行ってもかまわ

ない、行っても罰はないのだが、行わないほうがい

い。行わないと褒賞がある行為です。

その次に最後にくるのが、haramという禁じられ

た行為です。これは義務行為と逆になっていて、そ

のことを行ってしまうと罰がある。お酒を飲んだり豚

を食べるなどという話です。

このように五つの範ちゅうで物事を考える。それ

に一つ加えてtakfirがあります。takfirは、大まか

に訳すと、破門に近い言葉なのですが、もともとの

takfirの意味はkafirであるということ。kafirという

のは不信者、不信仰者です。要するにイスラームで

はないと判断することです。

先ほどの五つの範ちゅうというのは、罰がある、

褒賞があるなど、一応イスラム教徒のムスリムの行

為の範ちゅうです。それに加えて、この行為をして

しまうと、そもそもムスリムでなくなる、イスラームから

出てしまうという、そういう行為があり、それを加え

ると六つの範ちゅうになり、人間の行為はすべてど

れかに分類されます。これがイスラームの考え方で

す。これは、「そういう考え方をする人もいる」という

ものではありません。それではなくて、イスラーム学

の本当に基礎の基礎です。

イスラーム学を少しでも勉強した人間だったら、

イスラーム世界に行きますと、これはインドネシアで

もモロッコでも、どこでも同じで、小学生、中学生、

日本でいうと寺子屋のような宗教学校ですが、そ

のレベルのいちばん最初の教科書、その時点で今

の五つの範ちゅうがたたき込まれるわけです。共

通の了解としてあります。

イスラーム世界のディスコースというのは、そうい

う中で行われています。善か悪かという単純な区

別ではなく、今言った六つの範ちゅうのどこに当た

るのか。同じ一つの事象であっても、それぞれいろ

いろな視点から見られる。この視点から見ると、こ

れはwajibである。しかしこの視点から見ると、これ

はmakruhであるなど、それをいろいろ利益を考量

した中で判断される。そういう構造になっています。

その中で何かに反対する、何かに賛成するとい

うことが出てきます。その場合には、基本的に賛成

するのは、義務であること、これは義務ですから、

もう賛成するよりありません。

それから推奨されること、これはやってもいいし、や

らなくてもいい。やったほうがいいのですが、やらなく

てもいいことです。このことや、あるいはmandub。許

されていること。これが議論の対象になります。

しかし、義務であること、これはそもそも議論の

対象になりません。そもそもそのことが義務である

かどうかについて議論がある場合は別ですが、義

務であることに関しては、これはもう議論の余地は

そもそもありません。逆に、禁じられていることもま

た議論の余地はありません。これに関しては、もち

ろん学説というものは、イスラーム学に限らず自然

科学でも何でも意見が別れる部分がありますから、

すべてが決まっているわけではありません。しかし
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学者の間では、かなり多くの問題についてコンセン

サスが成立しています。その中で議論の余地は非

常に狭い。そういうところで議論が成されています。

例えば、今回のイラクに対するアメリカの攻撃に

関しては、その土地の住民が侵略者を追い出せる

場合には、ジハードをすることが義務になります。こ

のことに関しては、もちろん学者ではないところで

いろいろなことを言う人がいます。あるいはマスコミ

の報道、しかもそれが西洋を通じて入ってくるとき

には、いろいろな意見が伝えられる場合もあります

が、イスラーム世界で学者の間では、これに関して

は意見の相違はありません。これに関しては多数

派がどうかという話ではないのです。もう決まって

いることなのです。というのは、中でイスラームのデ

ィスコースは成されていくというわけです。

イスラームの中で戦争、もう少し広く暴力というも

のがどのように扱われるかというと、基本的には、

朝クフタロウ先生からもお話がありましたように、イ

スラームは平和を求める、これはイスラームに限らず、

天啓宗教すべて平和を求める、これが原則です。

イスラームの中においては、基本的に五つの価値

を守る。それは、生命と財産と名誉と血統、それ

から宗教という五つの価値を守る。これは神によ

って侵してはいけない不可侵性を与えられている。

ですからこれを守らなければいけません。その意

味で、今言った五つの価値、生命、財産、名誉、

血統、そして宗教、これに対する暴力、侵害という

ものはすべて禁じられているわけです。しかし正当

防衛は許される。今言った価値、イスラームが認め

ている価値を侵される場合に、それに対して正当

防衛を行うことは個人にも許されています。同じよ

うに、共同体レベルでいうと、今言った価値が侵さ

れた場合には、ジハードという形で防衛戦争が許

されるというのです。これが基本的なイスラームの

暴力に対する考え方かと思います。基本は神が認

めた価値は侵してはならない、侵害してはならない。

しかし侵害された場合に対して、それの復旧という

か、そのことは許されます。これが原則です。ジハ

ードもその枠組みの中で考えていくということだと思

います。

今テロリズムという言葉がよく使われます。「テロ

に対する戦い」、あるいは「テロに対する妥協はあ

りえない」など、そういう言葉が言われるわけです

が、現代のイスラーム世界ではもちろん、ヨーロッパ

語からの翻訳として、テロリズム（irhab）という言葉

があります。しかし伝統イスラーム学の中では、そも

そもイルハーブという言葉はありません。テロリズム

という言葉はないのです。

伝統イスラーム学の中では、現在テロリズムとい

われるような現象がどのように表象されているのか

といいますと、それはまず一つには普通の犯罪で

す。人を殺した場合には殺人になります。物を奪っ

た場合には強盗になります。誘拐を犯したら誘拐

犯として扱われる。特にそれに対して特別な言葉

は使いません。

あるいは反乱に当たるもの、反乱というはバグユ、

叛徒、反乱者たちというのは、baghi、bughatと言

われるのですが、これに対しても、テロリストに対し

ては交渉をしないなど、そういうことではありません。

イスラーム法の中でbaghi、bughatというのは、そ

れに対する定義としては正当性を持つ指導者、イ

マームに対して、自分の解釈で、イスラームの解釈、

あるいはクルアーンの解釈によって反旗を翻す者

というように定義されています。

これに対してはどうするのかというと、叛徒とは

交渉しないということではありません。そうではなく

て、叛徒とは交渉するのです。まず相手の言い分

を聞く。そして説得する。これがイスラームの在り方

です。テロリストとは交渉しない、テロリストというよ

うに相手を決めつけて、自分は正しい、テロリスト

は絶対悪である、だから交渉もしないというような、

そういう考え方はイスラームではしません。イスラー

ムでは完全な正義、絶対の正義は神だけですの

で、この世にある権力は決して絶対のものではなく、
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間違うこともありうるわけです。ですから、それに対

して反乱が起きることもありえます。そしてそれに対

しては、まず説得をする。どうしても説得ができない、

交渉によって解決できないときには戦う。それが伝

統的なイスラーム法での考え方になります。

このように、イスラームの考え方の中では、暴

力・戦争といったものの表象のしかたが、西洋の考

え方、特に現代の西洋の考え方とは随分違ってい

ることがお分かりいただけたかと思うのですが、そ

うすると今いったような枠組みの中で、ホーリー・ウ

ォーというものはイスラームにはないのだという意味

が、ある程度分かっていただけると思います。

つまり、イスラームの中では義務である戦争、

qital wajibというのがあるわけです。あるいは、

mustahabである戦争、したほうがいい戦争があり

ます。しかし、聖なる戦争というものはありません。

これは聖なる戦争なのだという、そういう概念はそ

もそもありえません。

もちろん現代のイスラーム世界のマスコミの中で、

そういう言葉が使われる場合がありますが、それは

あくまでもデマゴーグといいますか、そういう宣伝に

使われるもので、決してイスラーム学者たち、イスラ

ームの教養を持った人たちは、そういう枠組みの中

でそういう言葉は使いません。そういう意味でクフ

タロウ先生がおっしゃったことも、ホーリー・ウォーと

いう概念はイスラームにはなく、そういうことの意味

は、今いった全体の枠組みを見ていかないとなか

なか分からないということだと思います。

今日、今お話ししましたことは、文明あるいは宗

教が、お互いに違った世界観・論理の構造を持っ

ているので、なかなか相互理解が難しいという話

だったわけですが、では相互理解が不可能なので

あるかというと、必ずしもそうではないと思います。

文明にしても、宗教にしても、決して永遠不変のも

のではありません。我々の営みの中で日に日に変

わっています。ですから、我々の今ある枠組みを変

えない前提に立つと相互理解は難しいわけです

が、自分たちがいつでも自分たちを変えていくとい

う用意があれば、二つの文明、二つの宗教が対話

する、相互に理解するということも、決して不可能

ではないと私は思っています。

発題ということで、短いですが、これでお話を終

わらせていただきます。ありがとうございました
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背景
戦争と暴力は現在世界に見られる二つの共通

の現象である。冷戦後の世界は戦争や暴力から解

放されるどころか、逆に、様々なかたちの無平和

（平和とは正反対の状態）が、地球上の様々な場所

で発生している。無平和には緊張や紛争、対立、

暴力、テロ、戦争そのものに加え、貧困、文盲、不

正、搾取、汚職、その他様々な不道徳が含まれる。

こういった無平和が、人間の文明に対する地球規

模の脅威、および潜在的破壊要素として、現れて

きているのである。

地球の住人が現在直面している最も困難な問

題とは、様々な領域で近代化が進んだ結果生まれ

た地球規模の累積的被害である。２０世紀の半ば

以降に多くの国で進んだ近代化は、人間の生活

にプラスとマイナスの両方の影響をもたらした。生

活水準の向上や、人間同士の通信が容易になっ

たことで、アイデアを交換して物質文明を発達させ

たことなど、プラスの影響も否定できないが、不道

徳をもたらした世俗化の助長など、近代は負の衝

突も生み出してきたのである。近代化は、人間の

生活の精神的次元を無視する中で、物質面ばか

りを強調してきた。結果、人間性を奪うかたちで

進んだ近代化は、道徳的相対主義、無規範主義、

自由主義が社会に現れる下地をつくる中で、人間

性の危機を生み出した。宗教家は、１９９３年にシカ

ゴで行われた世界宗教会議の１００周年記念大会

において、地球倫理の再構築を訴えることで、こう

いった現象にこたえたが、新千年紀を迎えた今日

においても、人類の文明に今のところ大きな変化

は見られていない。

地球規模の累積的被害は、世界システムの産物

であり、その派生物は、生活の様々な領域――社

会・経済・政治・科学――に見られる。この世界シ

ステムは、人間の意識の中で人間を中心に置く、

人類中心主義がベースになっている。人間の意識

の中で神を中心に置き、したがって、生活において

は物質的幸福と精神的幸福の両方の獲得を志向

する神中心主義とは異なり、人間中心の生活形態

は、優越感、傲慢、エゴを兼ね備えた、現代人を

生み出すこととなったのである。結果、現在人は互

いに競い合い、互いに相手を支配しようとする傾

向がある。この行動的傾向が国際的レベルにおい

て、世界中の多くのリーダーを突き動かしてきた。

彼らは、自分たちの優位性や自負心を誇示し、他

の国家を支配することで、政治的覇権を押し付け

るよう、自国を導いてきたのである。

現在世界は、覇権国家の台頭を目撃してきた。

特にソビエト連邦崩壊後は、西洋諸国が世界の唯

一の超大国として台頭したのである。世界の超大

国は様々なかたちでこの覇権を行使してきたが、そ

の一つが、他国に西洋型自由民主主義を押し付

けようとする、政治的自由主義の主張である。これ

は、相手国それぞれの社会歴史的背景や政治的

背景を無視したかたちで行われ、多くの場合、自由

民主主義を実現しようとする方法自体が、民主主

義の理念そのものを犯してきた。世界的覇権国家

はまた、圧力によって自由資本主義の採用を他国

インドネシア・ウラマー評議会書記長

ムハンマド・ディーン・シャムスッディーン
M. Din Syamsuddin

「一人のムスリムから見た
戦争と暴力」
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に主張してきた。自由資本主義は、世界銀行や国

際通貨基金といった国際機関を通じ、第三世界諸

国の経済への支配を深めてきたのである。また、

世界的覇権国家は社会の世俗化を通じ、自由道

徳の台頭に道を開き、結果として、不道徳を広めて

きたのである。

このような傾向は最富裕層と最貧困層、北と南、

開発国と開発途上国の格差など、国家間や国家内

での格差や差異を生む原因の一つともなってい

る。そして、まさにこの現実は、現在世界での緊張、

対立、暴力、戦争、テロの根源となっている、地球

規模の不正義に由来しており、また結果として、そ

ういった不正義を生み出してもいるのである。テロ

を最も破壊的な暴力として評価しようとするのでは

なく、特定の宗教や宗派に帰することは、宗教的正

当性を伴う反動を生み出すだけであり、一国家が

別の国家にテロリスト的な行動でもってテロに対す

る戦争を開始するのは、国家テロに対する戦争と

いう形のより大きな反動を助長するだけであろう。

テロは宗教に根源があるのではない。実際、テ

ロの宗教はない。世界のいかなる宗教も、テロを

正当化してはいない。したがって、宗教的急進主義

や原理主義を、テロと同様のものとすることはでき

ない。それらは、二つの異なる事柄なのである。宗

教的急進主義や原理主義は、多くの宗教社会に見

られる共通の現象であり、聖典を字義通りに理解

することから生まれる。ある意味ではそれは、支配

的政治権力がつきつける近代化や世俗化に対す

る、拒否反応の現われとも言えよう。多くの場合、

世界システムの実現としての近代化は、社会の特

定の層を犠牲にし、その層に属する人々は社会か

ら取り残され、貧困に追いやられる。その反動とし

て、そういった人々は通常、宗教の名のもと、また、

宗教の旗印のもと、世俗的政権に抵抗する。彼ら

にとって世俗的政権は「ターグート」（邪神）であり、

暴君および圧制者なのだ。宗教社会間における戦

争や暴力と同様、こういった急進主義や原理主義

の現象も、神学的要素および社会学的要素の両方

を考慮に入れた上で、慎重に検討する必要がある。

戦争や暴力を単純に宗教に帰するべきではない。

宗教は正当化の手段にすぎないかもしれないから

である。

歴史的視点から見た戦争と暴力
戦争と暴力は実際のところ昔からの現象であり、

人類の歴史と同じほど古いものである。暴力や蛮

行、残虐やその他のかたちの非人間的行動は、人

類の歴史のまさに最初から存在していたのである。

しかし一方で、平和や安全、寛容、慈恵、慈愛、慈

悲といった人間的性向をもつ生活上の現象もまた、

宗教や文明と同じくらい古いものである。文化的に

は、前者の現象を未開民族の生活の特徴、後者の

現象を文明社会の一般的特徴と考えられている。

しかし、両方の現象は、歴史の過程において同

時に発生し、重なり合っている。暴力の現象は変

化の急進的過程に内在するものであり、平和の現

象は変化の漸進的過程に本質的に備わっている

ものである。急進的方法と漸進的方法の間の苦闘

は、これまでも戦争と平和の間の苦闘に反映され

てきた（※１）。第二千年紀の終わりまでの人類の歴

史を通し、戦争や暴力、緊張や対立は、地球の

様々な地域――ヨーロッパ、ラテン・アメリカ、アフリ

カ、アジア――で発生してきたのである。そして、新

千年紀の始まりにあって、世界は暴力の最も破壊

的なかたち、つまり国家テロを含むテロの再出現

を目撃している。

２０世紀には、世界は二つの世界大戦を経験し

た。一つは１９１４年から１９１８年にかけて、もう一つ

は１９３９年から１９４５年にかけてである。そしてその

後、４０年にわたる冷戦（１９５０年～１９９０年）が続き、

同時に朝鮮、ベトナム、中東、ペルシア湾、バルカ

ンなど、複数の地域で緊張と戦争が起こっている。

冷戦の終結は、戦争や緊張や対立を終わらせるこ

とにはならなかった。皮肉なことに、西側諸国が

世界の唯一の大国として留まり、東西の二極化が
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消えうせる中、緊張や対立は止むこともなく、文明

の衝突の可能性までもたらされることになったの

である。

冷戦の終わりは歴史の終わりとも考えられてい

る。なぜなら、西洋型自由主義が世界中に広がる

だけの勢いをもち、資本主義が第三世界を含む多

くの国家に浸透しはじめたからである。こういった

考えのもと、フランシス・フクヤマは次のように結論

付けている。「我々は歴史の終わりそのもの、つま

り、人類のイデオロギー的進化の終点、および、人

類の最終的政治体制としての、西洋型自由民主主

義の普遍化を、目撃しているのかもしれない」（※２）。

さらに、ニューヨークタイムスのジャーナリストであるト

ーマス・L・フリードマンは、このような新世界の現象

に注目し、刺激を受け、「黄金のM型アーチの理論」

を生み出した。それは、マクドナルドがある二国間

においては、これまで一度も戦争が発生したことが

なく、その理由は、それぞれにマクドナルドがあるか

らだ、とする理論である（※３）。

これら二つの理論は正しいかもしれない。２１世

紀はグローバリゼーションの時代であり、同時に西洋

文明の時代である。西洋が世界文明の覇権保持

者であり続けていることが、それを証明している。し

かし、それが歴史の終わりかどうかは、疑わしいとこ

ろだ。フクヤマに挑戦したのがサミュエル・P・ハンチ

ントンである。彼は「Clash of Civilization and

the Remaking of World Order(文明の衝突)」に

おいて、非西洋文明の台頭および非西洋文明と西

洋文明との衝突の可能性を次のように説明してい

る。「イスラーム諸国での人口の爆発および東アジア

での経済の興隆は、国際政治に変化をもたらしてい

る。これらの動きは西洋の支配をおびやかし、『普

遍的』だと考えられている西洋の理想への抵抗を助

長し、核拡散や移民、人権や民主主義といった問

題に関して、文明間の対立を激化させている」（※４）。

ハンチントンの理論にも、批判的な議論がない

わけではない。その代表的なものの一つは、イスラ

ームと西洋を対決させるのは、筋違いであるとする

ものである。なぜなら、西洋諸国の多くでムスリム

の人口が急速に増加する中で、今ではイスラームは

西洋において大きな存在となっており、西洋文化

の重要な一要素になってきているからだ、とするも

のだ。しかし、イスラームと西洋の際立った「衝突」

は、誇張されているわけではない。それは、これら

二文明間の長い競争の歴史、および二文明間の

歴史的関わりから継承された、文化的な感情に由

来しているのである。

イスラームと西洋の関係は別にしても、ハンチント

ンの理論は、グローバリゼーションの結果世界が縮

小しても、必ずしも平和的・調和的な世界へと結び

つくわけではないということを示唆している。なぜな

ら、これまでも世界は文明の境界線に沿って発展し

てきており、したがって、それはむしろ、文明間の衝

突へとつながる可能性があるというわけである。実

際、多くの学者がハンチントンに同調し、人類の歴

史の将来について、暗澹たるシナリオを提示してい

る。例えばカプランは、この新世紀に現れるのは平

和と調和の世界ではなく、無秩序または「無秩序の

到来」の世界であり、多くの小文化や小文明に分割

された世界である、と予測している。また、ハンズ・

マグナス・エンツェンスバーガーも、冷戦後の世界は

平和かつ平穏な状態を迎えるのではなく、むしろ、

没価値的暴力の時代を迎えることになる、と予測し

ている。そしてそれは、組織化されていない小さな

グループ間の明確な理由のない対立の出現に、如

実に現われているというのである（※５）。

このような終末論的理論は、実際、２０世紀の第

二半期の前半に見られたものから発展したもので

ある。当時、多くの人々は世界が複合問題（世界

的複合問題）に直面していると考えていた。それは、

軍事複合産業や先進国間の軍備拡大競争の出現

を受けて、世界が軍事技術を開発したという事実

に由来している。当時の世界では、Ｊ・スタノブニッ

クが、「軍備拡大競争や軍国主義化といった地球
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規模の問題は、現在の世界的危機および『世界的

複合問題』の極致を象徴しているようだ」と述べて

いるように、「世界的複合問題」につながった「戦争

システム」という用語が認識されていた。それは、

世界を分割し、協力ではなく対立をもたらす深い矛

盾や確執を表しているだけではない。それよりも、

科学的好奇心に関する無限に創造的な人間の才

能が、人間の本質として備わる生存本能に反する

目的に向かって、いかに操られ、導かれているの

かをも、示しているのである（※６）。

心理学的に言えば、戦争や暴力は、人間の生物

的本能である攻撃本能に根ざしているということに

なる。この本能のために、人間は生存のための争

いおよび適者になるための争いにおいて、他者を積

極果敢に攻撃する傾向がある。そして暴力は、ナシ

ョナリズムやマイクロナショナリズム、コミュナリズム、

宗教的信条、経済的利益、政治的イデオロギーとい

った、特定の結束基盤のもとで人々が団結し始め

るとき、大規模な戦争へと変貌するのである。

人間は、攻撃本能と連帯感の組み合わせによ

り、時には他者の存在を否定しつつ、自己の存在

のための争いに身を投じる。結果、多元社会また

は世界で一緒に暮らすための前提条件である共

存的性向は衰退していくのである。また、権力欲

といった人間の別の本能に刺激されることで、人

間は他者を支配しようとすることもある。このよう

な傾向が国際政治的規模になれば、国家間およ

び国家内での、一つの政権による他の政権の支

配や、他の政権に対する覇権の構築といったこと

につながるであろう。

このように、戦争や暴力は単に心理学的要素を

動機とするだけでなく、社会学的要素、つまり社会

的・経済的・政治的要素にも刺激される。こういっ

た意味で言えば、複数の宗派間の戦争や暴力は、

必ずしも純粋な宗教的動機に由来しているのでは

なく、単に正当化手段として、宗教が利用されてい

るだけかもしれない。それ故に、戦争や対立を宗

教の本質と見るべきではない。それらは、宗教的

ニュアンスを帯びた、戦争および対立なのである。

宗教の両面的傾向
宗教は平和と調和に対し、両面的な傾向をもっ

ているように思われる。宗教は一方では異なる信

仰をもつ者同士の平和と調和を説いている。それ

は、それらの信仰が同じ神から生まれたものだから

で、皆が人類という大きな家族の一員だからである。

しかしもう一方では、他者に対する戦争も教えてい

る。平和と戦争に対する宗教の教えは、各宗教の

聖典によって、正当化されているのである。

では、本当に宗教は平和と調和に対し、両面的

な性格をもっているのだろうか。その答えは相対的

なものであり、どのように聖典を解釈するかによって

異なってくる。多くの人は、宗教にはもともと両面性

が備わっている、と考える。宗教は、同宗信徒とは

平和に調和をもって暮らすよう信者に説いている反

面、戦争に訴えるべき理由が存在する場合は、それ

を避けるべきではないと説いているというのである。

また、宗教は善良な価値のみを教えており、戦

争を説いてはいないと考える人もいる。聖典に記

された戦争にまつわる節を読む場合は、その節が

啓示されたときの、時代的背景を考慮すべきだと

いうのである。もう一つの解決策も考えられる。そ

れは、戦争は平和への避けがたい道であるとする

ことである。別の言葉でいえば、戦争は平和を確

立するための媒体であるということになる。なぜな

ら、善と悪の間に対立があれば、悪を駆逐しなけ

ればならないからだ。

神学および哲学的視点から言えば、宗教は平和

のみを説いており、戦争を説いてはいないと考えら

れる。しかし、過去を見れば明らかなように、宗教は

平和と調和に対して両面性をもっている。宗教が平

和や対話、協力への道を開く統合的な力を発揮す

るのも事実である。しかし、時には対立や暴力や戦

争を導く、分裂的性質ももっているのである。

この分裂的側面は、常に信者の意識の中に現
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れる、少なくとも三つの宗教的性質から表出してい

る。まず、宗教は絶対主義をもたらす（※７）。これは、

絶対的真実または神に対する個人的および主観

的信仰の必然的結果である。絶対主義の後には、

他の信仰に対する拒絶的態度が続くことが、往々

にしてある。そして、多くの場合、絶対主義は狂信

や宗派心の根源となり、宗教社会の内部および外

部の対立へとつながるのである。

二つ目に、宗教は拡大主義――つまり、信仰を

全人類に拡大または普及するという信者の義務に

関する教義――を説いている。宗教の歴史が証明

するように、ほとんどあらゆる宗教がその発祥地を

越えて拡大していった。拡大主義は、聖典から見

れば神学的合法性があることになり、実行に移す

べき神聖な使命と考えられている。問題は、その

使命が異なる宗教または宗派間で達成されたとき

に始まる。両者の間で避けがたい交わりが生まれ、

それが緊張や対立の推進力となるからである。

三つ目に、宗教は社会・政治・経済といった非

神学的領域にも浸透していく傾向がある。これは、

非神学的領域の活動に、宗教的感情を持ち込む

というかたちをとり、もともと存在する論争や対立を、

宗教的対立に変える可能性がある。

実際のところ、以上の三つの宗教的性質は、文

化的・政治的に戦争や暴力の要因として働くことが

よくある。人類の歴史が証明するように、宗教の名

のもとに行われてきた大規模な戦争により、これま

でに何百万もの人々が殺害され、何千もの礼拝所

が破壊されている。聖戦はこのようにして正当化さ

れ、ジハードや十字軍といった宗教的な用語には、

聖戦にのみ関連付けられる、厳密かつ硬直的な意

味が与えられているのである。

イスラーム的視点
戦争および暴力に対するイスラーム的視点は、

イスラーム自体の本質および理念が基本になって

いる。イスラームは、純粋かつ厳格な一神教を奨

励する宗教として、神の唯一性および統一

（tawhid）に関する教義に力点を置いており、そ

れを中心的および基本的教義としている。

「tawhid」は、全能の神が唯一の存在であり、人

類の創造主（rabb al-nas）、人間の王（malik al-

nas）、人類の崇拝の対象（ilah al-nas）である、と

いうことだけを説いているのではなく、そこには創

造の統一、存在の統一、知識の統一、生活の統一

といった、統一についての必然的つながりがある

とも説いているのである。

この統一の教義には当然、人類の統一および

文明の統一という意味も含まれている。そういう

意味で言えば、ここで言う統一の概念には、物事

の統一的または統合的扱いという意味は含まれて

いない。しかし、創造主と被創造物との間、およ

びあらゆる生き物の間には、類似性や共通性が存

在するということが示されている。結果として、人

間は（一つの）人間性、未来、生きる目的のもと、

結束しなければならないことになるのである。

イスラームは平和の宗教であり、イスラーム

（Islam）という言葉（アラビア語の動詞slmから派

生した言葉で、平和、安全、安心、完全、完成、

健全または潔白を意味する）は、根本的に平和を

意味している。イスラームにおける平和の実現は、

人間が創造主たる神に服従することから始まる。

ここでいう服従とは、人間が神以外のあらゆるも

のから自己を解放するという意味で、「La Ilah

illa Allah」（『アッラーのほかに神なし』）という一

言に、暗示的に示されている。そして、解放の過

程は、救済に向けた奮闘へと続いている。しかし、

イスラームは自己の救済だけでなく、集合的救済、

または全人類の救済を得るよう命じている。解放

および救済の全過程は、平和（salam）の達成に

おいて終了する。そのため、ムスリムは平和のた

めの特別なお祈りを唱えるように教えられている。

それは通常、正式な礼拝（salat）の後に、次のよ

うに唱えられる。
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主よ、あなたは平和の（源）です

あなたから平和はのぼり

あなたへと平和はもどります

ですから主よ、

わたしたちを平和に暮らさせてください

そして、わたしたちが天国、

平和の住まう場所に入るよう、お導きください

主よ、全能の神よ、そして、威厳と栄光をもつあな

たに、恵みがありますことを

このお祈りからも明らかなように、イスラームは平

和を教え、信者に平和への関与を指示している。

なぜなら、平和は人生の最終的な目標だからであ

る。ムスリムは少なくとも一日に５回、「al-salam

alaykum wa rahmat Allah wa barakatuh」

（『あなたの上に神の平安、慈愛、慈悲あれ』）と唱

えることで、象徴的に平和を実行するように教えら

れる。正式な礼拝においてこの言葉を唱えるとき

には、彼らは顔を右、そして左に向ける。これは、

周りの人すべてに平和を広げることを意味してい

る。ムスリムは正式な礼拝を「Allah akbar」（『神

は至大なり』）と唱えることから始め、平和の言葉で

締めくくる。このことは、神に対する垂直の関係を、

人間の水平的関係へと展開すべきだということを、

示しているのではないであろうか。正式な礼拝にお

けるお祈りの中身を分析すれば、個人的な志向か

らより集合的な志向への、行為者の意識の変遷が

理解できるであろう（※８）。このことは、ムスリムが醸

成しなければならない慈悲が、単に個人的な慈悲

ではなく、社会的な慈悲であることを、示しているこ

とにもなるであろう。

平和の確立に向けたムスリムへの教示は、預言

者ムハンマドが「ifshu al-salam」（『平和の普及』）

を命じたときに、さらなる精神を吹き込まれている。

そこでは、「al-salam alaykum」（『あなたの上に神

の平安あれ』）という言葉で挨拶をするだけでなく、

具体的な行動でもって平和を実現することが、より

重要であると説かれている。預言者ムハンマドの

別の言葉によれば、少なくとも街の通りから棘を

無くすことにより、平和を実現しなければならない

ということである。

イスラームの平和志向は、クルアーンの中でさら

に説明されているが、イスラームの根本的メッセージ

は、慈愛と慈悲（rahmat）を全人類（li al-alamin）

にもたらすこと以外の、何ものでもない（※９）。慈愛、

慈悲、平安で埋められるべき文明の未来に関する

イスラームのビジョンは、普遍的な平和に対する訴

えかけを意味している。ここに追加しなければなら

ないアイデアとは、平和に関するイスラームの教え

は、方法論的な側面にも触れているということであ

る。すなわち、平和の処遇には、包括的または総

体的なアプローチをとるべきだということだ。クルア

ーンの一節は、全員による全体としての平安に入

るよう命じている(udkhulu fi al-silm kaffatan)

（第２章２０８節）。

クルアーンの教義上の教えや先に説明した預言

者ムハンマドの伝統は、イスラームが平和の宗教で

あることを極めて明白に説明している。しかし、戦争

もまた、イスラームの二つの原典であるクルアーンと

ハディースにたびたび登場しているし、歴史的に見て

も、事実上それはイスラームの歴史の一部だと言え

よう。では、この戦争は一体何を意味しているので

あろうか。興味深いことに、クルアーンにおいて「戦

争」という言葉は、「平和」という言葉と同じくらい頻

繁に言及されている。より字義的な意味での戦争

（harb）は、６回しか言及されていないが、平和が１５

１回しか言及されていないのに対し、戦争の同義語

（字義的に殺害を意味するqital）およびその派生語

は、およそ１７０回も言及されているし、「ジハード」お

よびその派生語も、４１回登場する。もちろんこの頻

度は、イスラームが平和よりも戦争を強調していると

いうことを意味しているわけではない。

イスラーム学者は、イスラームでいう戦争は、他者

への攻撃を目的としたものではなく、自己防衛を意
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図していると主張している。イスラームの歴史に見

られる多くの戦争、特に預言者ムハンマドの時代

のバドルの戦いやウフドの戦いなどの原因は、他

勢力からの脅威や攻撃に対する自己防衛であっ

た。イスラームの歴史的事実をいかに解釈しようと

も、ムスリムが敵を攻撃するという能動性および動

機をもって戦争に従事したと証明することはできな

い。殺害（qital）という言葉を使ったクルアーンの

多くの節に示されているように、イスラームは自己防

衛を果たすことを、極めて強く訴えかけている。

しかしながら、イスラームは強制的な行為に訴え

ることは禁止しているものの（※１０）、神の唯一性

（tawhid）を主張し、それゆえ、人間に純粋で厳格

な一神教を信仰するよう説いていることから、背信

に対して戦争を能動的に開始する可能性も暗示し

ている。実際、イスラームにおける戦争の規範とは、

背信（kufr）に対するものであり、それは、イスラー

ムの視点から見れば、背信は神の唯一性を信じる

動機としての人間の本能的信仰にもとり、それゆえ

人間性に逆行していると考えるからである。戦争に

対するこの正当な動機は、クルアーンにおいても次

のように正当化されている。「だから、迫害と奸計が

なくなるまで、また（かれらの）教えがすべてアッラー

を示すまで、かれらと戦え。だがかれらがもし（敵対

を）止めるならば、本当にアッラーは、かれらの行う

ことを御存知であられる」（第８章３９節）。ただし、

同章の６１節が規定しているように、平和を優先し

なければならない。「だがかれらがもし和平に傾い

たならば、あなたもそれに傾き、アッラーを信頼しな

さい。本当にかれは全聴にして全知であられる」

これらの節が明白に示しているように、平和と戦

争は概念的に異なる別々の考えだが、本質におい

ては相互に関係している。すなわち、平和が理想

だが、その理想に到るには、戦争は避けがたいと

いうわけである。マーク・ユルゲンスマイヤー教授が

このことを次のようにうまく説明している。「・・・イス

ラームは暴力に関してはあいまいである。あらゆる

宗教と同様、イスラームは主要な精神的目標が非暴

力および平和であると強調しながらも、ときには武

力を許している」（※１１）。イスラームの中心的な特徴

が平和であることは事実である。また、だからこそ

イスラームがあらゆる種類の無平和、特に不正義に

対して極めて敏感なのである。イスラームは平和の

宗教（din al-salamah）であり、同時に、正義の宗

教（din al-adalah）でもある。正義の規範は毎週

金曜日の説教の最後に頻繁に教示される。その際、

「間違いなくアッラーはあなたがた全員に正義と善

行をすすめておられる」という、クルアーンの一節が

引用される。

こういった意味において、ジハードの概念の間違

った理解が支持されるのもうなずける。ジハード

（jihad）という言葉は、アラビア語の動詞「jhd」に由

来する言葉であり、字義的には「真剣な奮闘」を意

味する。つまり、ジハードは用語的には崇高かつ最

善の目的を達成するための、真剣な努力または奮

闘を意味するのである。ジハードは、イスラームの重

要な教義の一つとして、原則的には道徳的かつ精

神的な重要性をもっており、最も高い次元において、

それは自己浄化、神への接近、悪い物事から自己

を遠ざける能力、というかたちをとる。ジハードの教

義に、聖戦または身体的接触が含まれるのも事実

である。特に、自己防衛目的やイスラーム社会の完

全性および統合性を守るためなら、そういった意味

合いも濃くなる。しかし、ジハードが意味する範囲は、

経済・政治・外交・科学・情報など、生活のあらゆる

領域における真剣な努力または奮闘を含むほど、

広範に及ぶのである。これが、「またアッラーの道の

ために財産（amwal）と生命（anfus）を捧げて奮闘

努力」（第９章２０節）というクルアーンの一節が意味

することなのである（※１２）。そのため、ジハードの規範

はまず第一に、そして何にもまして、存在するあらゆ

る問題を解決するための物質的能力および許容力

を築き、その後、あらゆる課題に対応する忍耐力や

持続力、または自信といった最善の姿勢を醸成す
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ることで、満たされなければならないのである。

クルアーンの視点から言えば、狭義のジハード

（物理衝突または戦争）が許されるのは、特定の情

況および前提条件においてのみである。それはま

ず、ジハードまたは戦争は、行き過ぎた行動なしに

のみ実行が許され、対象はムスリムに戦いを挑む

者だけに限られる。「あなたがたに戦いを挑む者が

あれば、アッラーの道のために戦え。だが侵略的で

あってはならない。本当にアッラーは、侵略者を愛

さない」（第２章１９０節）。次に、戦争という意味で

のジハードは、ムスリムを攻撃し、祖国から追い出

そうとする者に対してのみ許される。「アッラーは、

宗教上のことであなたがたに戦いを仕掛けたり、ま

たあなたがたを家から追放しなかった者たちに親

切を尽し、公正に待遇することを禁じられない。本

当にアッラーは公正な者を御好みになられる」（第

６０章８節）。三つ目に、敵から和平の申し出や呼び

掛けがあった場合は、和平への努力を優先すべき

だということで、それは、「だがかれらがもし和平に

傾いたならば、あなたもそれに傾き、アッラーを信頼

しなさい。本当にかれは全聴にして全知であられ

る」（第８章６１節）という節に説明されている。四つ

目に、預言者ムハンマドはたとえ民衆（特に女性と

子供）や農地、礼拝所や宗教指導者の権利を保障

および保護する目的であっても、行き過ぎた戦争に

従事することを命じてはいない。

次にテロ問題について触れることにする。この

問題は、２００１年９月１１日のアメリカでのテロの直後

から、最も現実的かつ深刻な国際問題となってい

るが、イスラームはあらゆる種類のテロに対し、明白

に反対の立場をとっている。ウォルター・ラッカーは

「The Age of Terrorism（テロリズムの時代）」の中

で、「歴史を通して発生してきたあらゆる種類のテロ

を、すべて包含することのできるテロの定義など存

在しない」と結論付けているが、国家テロを含むい

かなるテロ行為も正当化しうるものではない。イス

ラームの視点から言えば、テロは人間性に対する

犯罪であり、それゆえ、非難されるべきものだとい

うことになる。この意味において、クルアーンには次

のように記されている。「人を殺した者、地上で悪

を働いたという理由もなく人を殺す者は、全人類を

殺したのと同じである」（第５章３２節）。

テロに対するムスリムの反応は明明白白であり、

彼らはそれを強く非難している。なぜなら、いかな

るテロもイスラームに起因するものではないからで

ある。イスラーム世界がアメリカのジョージ・W・ブッ

シュ大統領が始めた「テロへの戦い」に悲観的な

反応を見せたのは、テロの原因がイスラームに帰さ

れ、イスラーム社会が一般化されることで、イスラー

ムのイメージが破壊されたからである。さらに、テロ

への戦いはそれ自体がテロの形態をとり、公正な

理由もなしに他国が攻撃されている。こういった意

味において、他の独立国家を攻撃・侵攻・侵略す

る戦争は、何の答えにもならないのである。

結びの言葉
ムスリムの視点から言えば、戦争や暴力は人間

の文明にとって大きな脅威であり、回避すべきもの

である。したがって、地球規模の累積的被害には、

地球規模の累積的被害対策を通して対応するべき

である。これは、あらゆる信者に課された任務であ

り、皆が一致協力し、崇高な努力を開始すること

で、倫理的および道徳的価値にもとづいた平和な

新しい世界を築き上げなければならない。

多くの事柄で違いはあるものの、平和に関して

宗教は同じ道徳的価値を共有している。今や、世

界のすべての宗教家は、世界のあらゆる無平和、

特に暴力およびテロの撲滅のための共通の努力

を通じ、平和への共通の関与を示さなければなら

ないのである。

（※１）Djoko Suryo, “Mengungkap Gejala Kekerasan dalam
Sejarah Manusia” in Syifaul Arifin (他), Melawan
Kekerasan Tanpa Kekerasan,またはAgainst Violence
without Violence（Jakarta: 2000）、p.33.

（※２）Francis Fukuyama,“The End of History”, The
National Interest, 16 (Summer 1989), p. 4.
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（※３）Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive
Tree: Understanding Globalization (New York:
2000), p. ix.

（※４）Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization
and the Remaking of World Order (New York:
1996), p. 31.

（※５）Djoko Suryo in Syifaul Arifin（前掲書）p. 58 参照

（※６）J.Gvishiani, ed., Science, Technology and Global
Problems (Oxford: 1979), p. 41.  J. Stanovnik ,
“Global Problems and the Role of Science and
Technology in their Solution”. M. Din Syamasuddin,
Religion and Peace (未発表), p. 9.に引用

（※７）M. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam
Membangun Masyarakat Madani または Religious
Ethics in Building Civil Society (Jakarta: 2000), 189.

（※８）正式な礼拝（salat）では、ムスリムは様々なお祈りを唱え
る。「主よ、お許しください」といった個人的なものから、
「平和はわれらのためにあり、そして、あなたがたすべて
のためにある」といったような、集団的意識をもたらすもの
まである。

（※９）クルアーンの解説には、「alamin」という言葉を人間だけ
でなく、他の生き物も含めた宇宙を意味するとするものも
多く存在する。

（※１０）聖典クルアーンの一節に、「宗教に強制はない」と規定
されている。

（※１１）Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God:
the Global Rise of Religious Violence (Berkely:
2001), p.79.

（※１２）「amwal」という言葉は「mal」という言葉の複数形で、
富を意味し、そこにはあらゆる物質的能力も含まれる。
「anfus」の正しい意味は、通常翻訳されているような
「魂」という意味ではない。「anfus」の単数形「nafs」に
は、二つの複数形があり、「nufus」は「魂」を「anfus」は
「自己」を意味する。
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慈悲深く慈愛あまねき神の名において。平安と

神の慈悲と恩寵、汝らの上にあれ。初めに、この

会議の開催に尽力された方々に感謝いたします。

啓示宗教によるパートナーシップの時代において、

宗教間の対話は重要なものだからです。しかし、諸

宗教の根本的な点について明らかにするだけの十

分な時間はありませんので、いくつかの点にしぼっ

てお話ししたいと思います。神の思し召しにより、

将来これらの事柄についてより広く考察する機会

に恵まれるよう希望します。

イスラーム法の観点から見た戦争と平和の問題

について、簡単にお話ししたいと思います。啓示宗

教が社会に安全と平和をもたらしてきた歴史を、

我々は高く評価します。あらゆる教義が生まれる最

も理想的な契機は、安定をもたらし混乱を抑制す

ることです。そのような前提に立てば、これらの宗

教を生んだ環境や社会状況を、神の啓示の言葉を

通じて読み取ることが可能になります。預言者を遣

わす根本的な契機は、同胞愛や博愛をもたらすた

めにこそ高まってくるのです。叡知に満ちた啓示

（クルアーン）に曰く、「汝らは劫火の穴の縁にいた

のを、（神は）汝らの心を結び合わせて下さり、汝ら

そのお情けのおかげで兄弟になれたのではない

か」。また、イスラーム法は、経済的・社会的な包摂

を目的としてある集団を搾取したり攻撃したりする

ことを許しません。このような行いが不正とみなさ

れるのは、叡知に満ちた啓示に「こちらから不義を

しかけてはならぬぞ。神は不義なす者どもをお好

きにならぬ」とある通りです。こうした観点からすれ

ば当然、ジハードというものは、自己防衛や、敵対

行為に対する正当な戦いと結びつけて捉えるべき

であり、この（ジハードという）現象は、富や所有権

や人間としての名誉といった様々な事例に見られ

る社会生活の諸相を包含しうるものです。ある集団

が、他の集団の敵対行為に対して自らの存在と独

立を守ることが正しいことだとすれば、そのような

努力は正当な称賛に値するものだと言えるでしょ

う。クルアーンの章句の観点からすれば、防衛の意

味合いを帯びているジハードについてはともかく、

クルアーンには「qital（戦闘）」「nafr（打ち勝つこと）」

「ghazw（侵略）」「fatk（強襲）」「ightiyal（暗殺）」

などといった戦争をあらわす単語があります。例え

ば「汝らに戦い（qital）を挑む者があれば、神の道

において堂々とこれを迎え撃つ（qitalをする）がよ

い」。あるいは「さあ、突撃（nafr）せよ、軽いものも

重いものも己が財産と生命をなげうって神の道に

闘う（ジハードする）のじゃ」といった至高なる神の

御言葉があります。よってジハードは天国への入口

の一つとみなされており、「信仰に入り、家郷を棄

て、己が財産と生命をなげうって奮闘（ジハード）し

てきた人々の方が、神の目から御覧になれば確か

に段が上である。そういう人々こそ最後の勝利者」

と至高なる神の御言葉にあるように、社会生活の

より広い領域を包含しているのです。それは、財産

ならびに生命をなげうっての、神の道における奮闘

（ジハード）なのです。イスラーム初期の戦争、なか

んずく使徒の存命中に発生した戦争は、形成期の

イラン内務省副長官
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共同体を守る手段として行われました。この共同

体は、「まこと、神は（天上の）楽園と引き換えで、信

徒たちから彼ら自身とその財産とをそっくり買い取

り給うた。神の道に奮戦し、殺し、殺されておる彼

らじゃ。これは律法、福音、およびクルアーンにも明

記されておる通り、神も必ず守らねばならぬ御約束。

だいいち神より約束に忠実なお方がどこにあろう。

されば汝ら、そういうお方を相手方として結んだこ

の取り引きを有難いと思わねばならぬ。まったくこ

の上もない身の幸いではないか」とクルアーンの御

言葉にあるように、イスラーム法に先立つ諸宗教に

おいてもすでに定められていた神の定めによって

統べられる共同体でした。さらに、唯一神教には平

和への志向があり、クルアーンにも「仲直りが一番

よい」とあります。しかし、もしもある共同体が平和

と平和的共存と人類の尊厳を志向しない場合、戦

いは避けられないものになります。この世の事象と

いうものは不完全から完全に向かって、それぞれ

の能力に応じて進んでゆくものですが、この完全

に向かって行く手を阻むものが、争いごとや戦争

を引き起こします。そこに、完全に向かって生成の

ために人間のジハードが生起するのです。このとき

我々は、教義の防衛ということを考慮せねばなりま

せん。対立や争いごとや戦争を引き起こすのは、

この完全への方向づけを阻むものなのです。クル

アーンの章句において「宗教を強制してはならない」

と述べられているのは、このことを示しているのか

も知れません。現代においてはイスラームは、現代

世界を支配し統制する勢力および近代西洋文明

による公然・非公然の戦争に直面しています。近

代西洋文明は、圧倒的な治安・軍事の能力を有す

る統治の手段と、今世紀末のコミュニケーション革

命以降おそるべき影響力をもつに到った情報・文

化の手段と、原料の生産と加工を統制して第三世

界全体、とくにイスラーム世界の開発政策を統制す

る経済の手段とを所有しまた支配しているのです。

近代西洋文明はヨーロッパのルネッサンス期におけ

るその生成の初期から、教義・政治・経済・社会体

制といった分野におけるイスラームの挑戦に直面し

てきましたし、現在に到るまでそのような挑戦に直

面しています。勿論、その政治的な組織体制はオ

スマン国家の滅亡と解体によって崩れ去りました

し、西洋文明における産業革命とあらゆる分野に

わたる科学の進歩と、そしてその結果として近代文

明の勢力が世界の経済を全面的に掌握するにい

たっては、もはや経済・貿易の分野において挑戦

する力はありませんでした。しかしイスラームは常に、

西洋文明とその支配的な勢力に対する文化的な

挑戦でありつづけてきました。それは常に、イスラ

ーム世界の政治的・組織的復興のプロジェクトを内

包する文化的挑戦であり、したがって西洋文明勢

力とその世界支配ひいては全宇宙支配のプロジェ

クトに対抗するものです。したがって、イスラームとこ

れら勢力の対決は避けられない運命なのです。し

かし文化、生活様式、文明のプロジェクト、社会シ

ステム、宗教共同体としてのイスラームは、衝突のど

の段階においても、いかなることがあろうとも、屈服

して対決の場から退いたりすることはありませんで

した。我々の呼びかけは要するに、万世の主であ

る神を讃えようということです。私は使徒にして預

言者であるムハンマドと、彼に先行したモーゼやイ

エスやアブラハムのような預言者たちに下された共

通の啓示について研究を行ったところ、次のような

結論に到りました。つまり、偶像崇拝は預言者ムハ

ンマドとアブラハム──御二人に平安あれ──の

時代に共通の要素で、そのため両預言者に共通

の啓示は、偉大なる創造者を知らしめることや神の

特性を叙述することに力点を置いているのです。

また預言者アブラハムは、バビロンやイラクの地に

居住していたカルデア人に遣わされました。彼らは

由緒ある文明をもっていました。なかでもハンムラビ

法典は、考古学者たちがメソポタミアでの発掘の

際に他の古文書とともに発見したものです。彼ら学

者たちはアブラハムの共同体には、社会の運営に
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道を拓く立法の基礎が存在していたと考えていま

すが、ただ同時に唯一神信仰が欠けていました。

それゆえに、［カルデア人は］彼らを正しい道へ導

く案内人を切実に必要としていたのだと思われま

す。だからアブラハムの法は唯一神信仰の法とも呼

ばれるのです。トーラー［律法］とクルアーンに共通

の章句を調べてみると、トーラー［律法］ではイザヤ

書の４２部１-２１節、６０部１-２２節、５４章１-１２節、２８

章の１０-１２節、そしてクルアーンでは部族連合章４

５節、家畜章１節、夜の旅章１１１節から、ムハンマ

ドに下されたものと預言者［モーセ］がもたらしたも

のに共通の部分が、立法的な性質をもっているこ

とが明らかになります。また、社会的な状況の研究

を通して、イスラエルの民が生きていた現実を想像

することができます。彼等の内部の諸集団はお互

いに不正な行いをして、倫理的な基準は失われて

いました。トーラー［律法］の研究によって分かるの

は、預言者モーゼへの啓示が、しばしば一神教の

本義よりも他者の権利の尊重を強調しているとい

うことです。インジール［福音書］とクルアーンの比較

については、通説ではムハンマドとキリストの共通

の章句についての指摘はありません。選ばれた両

預言者の教えは、あるときには一つの同じ道を歩

み、またあるときにはまったく相反する立場にありま

す。しかし第三の視点がありえます。すなわち、［ク

ルアーンの法に］先行するキリストの法が正しいこ

とを強調するため、類似の章句への言及がなされ

なかったということです。また第四の視点がありえ

ます。すなわち、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四

つの福音書が預言者イエスの死後に書かれたゆ

えにクルアーンの章句と一致せず、偉大なる創造

者の書（クルアーン）との異同を説得力ある根拠を

もって示すことが容易ではなかったということです。

平安と神の慈悲、汝らの上にあれ。
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コメント：ヤスパー・スヴァートヴィック
（ルンド大学神学・宗教学研究センター初等宗教教育部長）

ジェシカ・スターンは、「２１世紀にはテロの復活が

見られる」と述べていますが、（※１）これに異議を唱

える人はまずいないでしょう。１９７０年代に成長期

を過ごした私の世代は、ブリガーテ・ロッセや バー

ダーマインホフ団(ローテ・アルメー・フラクツィオーン

ともいう)やベヴェーグンク・ツヴァイ・ユニなどとい

った左翼過激派の活動グループによる政治テロ事

件のニュース番組を見ながら大きくなったのです

が、そういう年代の私達が今、政治テロから宗教テ

ロへの変容を目の当たりにしています。今のテロリ

スト集団の理屈は、明らかに宗教性を帯びていま

す。極度に単純化すれば、テロリスト達は政治論を

掲げるのをやめ、宗教的権威を引き合いに出すよ

うになったと言えます。政治か宗教に関わるこの一

連のテロの話は、どちらかの責任を問わずにいる

のではなく（つまりテロリストの本質は同じで動機そ

のものが時々変化するのであって）、「神の名にお

けるテロ行為」（これはジェシカの著書の題名でもあ

る）という現象を理解しなければならないと主張し

ているのです。チャールズ・タウンスヘンドは、「テロ

リストの８０％がマルクス主義者でなくムスリムであ

った世界は．．．」などと表現しますが、これは当然

誇張です。しかしいずれにせよ彼は政治的パラダ

イムから宗教的パラダイムへの移行を強調している

わけです（※２）。またブルース・ホフマンは 著書
Inside Terrorismの中で、宗教テロ集団は１９８０年

に出始めて、１９９４年までに周知のテロ集団の３分

の１（４９グループのうち１６）を占め、１９９５年にはおお

かた半数（５６グループ中２６）に及んだと述べていま

す（※３）。仮にこれが政治でなく本質的に宗教の事

柄であったならば、別に問題にはならないかもしれ

ないのですが、これらの数字が重大で緊迫性を持

つ理由があります。それは、宗教がテロ行為の論

理的根拠である時、テロリストはより命を犠牲にし

たがり、死傷者が多くなるという点です。英国人牧

師のチャルフォントによると：「私は３０年前からずっ

と反テロ計画に携わってきた。これまでの活動で、

私が戦った相手は、自分だけは無傷でいようとした

ものだったが、もはや違う。テロリストは殺される覚

悟ができているだけでなく、殺されることを望んで

いるのだ。」（※４）
ジル・ケッペルの著書 La revansche de Dieu:

Chréiens, Juifs et musulmans á la reconquête

du mondeは今や広く知られていますが、そこで彼

は次のように論じています。

今日の三つの一神教は、明らかに従来的な政治

的重要性を持っているが、その政治的側面は、文

明化した社会で宗教を除外していた人々を驚かせ

るほどの強い宗教性をもって復活してきた、という

のです。神の復帰は彼らにとってはとても恐ろしい

ことなのです（※５）。２０世紀の世俗化の理論は、今

世界的に見られる宗教の復活ゆえに、あまり人の

興味を引かなくなっています。

イスラーム世界における宗教的テロリズムに関す

る先程の三つの論文は有意義で示唆に富んだも

のでした。今コメントを短く述べるにあたって、三つ
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の点をまとめたいと思います。まず、過激派が最近

宗教を乗っ取ってしまった、という非常に一般的な

主張に反論したいのです。過激派が宗教の真髄を

誤解・曲解していると指摘するのは実に容易なこと

だと思いますが、暴力的なメタファーや暴力的な話

や暴力的な戒めなどが、聖典の中に既に存在して

いるとは言えないでしょうか？ 私達はそれを認め

られるぐらいに正直になれないものでしょうか？認

められないならば、平和・強調的な秘訣をもって聖

典解釈をする道は閉ざされるのではないでしょう

か。エルサレムのシャローム・ハルトマン研究所のダ

ーフィト・ハルトマン氏は挑発的ながら真実を求めて

次のように言っています：

聖書は私たちに寛容さを教えてはくれない。そ

のことをわかってほしい。聖書は寛容の源にな

るように構成されていない。寛容を求める場所

ではない。聖書に求めるべきは情念や熱意や極

論であり、関連する人々は過激である（※６）。

このセッションはイスラームの伝統における過激

性の問題に取り組むものですから、私はこの引用

がクルアーンを読む人にも同じように当てはまると

いうことを示唆したいです。当てはまれば、それは

一神教の信奉者のどちらにとって、つまり聖書の読

者とクルアーンの読者のどちらにとって特別な挑戦

になるのでしょうか？ チャールズ・キンボール氏の

『宗教が悪となる時』という興味深い題名の本の中

に、この複雑な問いに対する一つの答があります。

“故意であれ無作為であれ、信仰と善意の人を破

壊的な悪の行動パターンへと導く可能性のある要

素、あるいは現に導いている要素”を理解すること

が、この著作における彼の使命なのです（※７）。彼

の著書や雑誌投稿論文は、広く一般に語りかける

ものです。したがって若干の概括性は大目に見な

ければなりませんが、多くの学者は、彼の原理的

な宗教理解には賛成できずにいます。もちろんこ

の批評は彼の本の最も大切な部分につながりま

す。キンボール氏はあらゆる宗教の平和的起源を

述べ、穏やかな幼子が、そのいわば平和なゆりか

ごから、乱暴に誘拐されたように話します。宗教的

伝統に浸った人は、過激になった時点で、自らの

宗教の平和的要素を裏切っているのだと論じてい

るようです。宗教的過激性に対するキンボール氏流

の解決法は、人々が本物の起源に立ち帰ることで

す。解決はいつも原始のころの楽園思想に戻り、

宗教は初期であればあるほど望ましく、原始に戻

れば戻るほど純粋無垢である、また「実際のところ、

純正な宗教の中心には『必ず』平和の約束が見出

される」というのです（※８）。

この問題で彼と反対の立場をとる人は、宗教だ

けが平和な起源を持っているのか、それとも世俗

思想にも適応可能なのか、問いたくなるでしょう。

極論ですが、例えばナチズム――あの侮辱と残忍

の大虐殺を連想する現象――にさえ、万人の尊厳

と権利を賛美する中核があると言えるのでしょう

か？ あるいは、ナチズムはむしろ何か別の真の思

想だと理解するべきなのでしょうか？もし思想だと

言えるなら、イェフーダ・バウアーが過激な宗教団体

を“キリスト教やユダヤ教やイスラームの変形”とし

ているのは正しいのではないでしょうか？ 過激派

達は自分の宗教の中心に平和の約束を見出せな

いのです。彼らの宗教は、何か他のものからの狂

暴な突然変異だからです（※９）。平和になるには違

うものにならなければならない。中核や起源、つま

り歴史に平和を追求するのではなく、現在の文脈

における様々な考え方を用いて、未来に平和を追

求するのでなければなりません。

昨今の宗教と暴力論議は、意味や語源に偏っ

て、現実を逃避する傾向があります。

イスラームとサラームが語源的に結びついている

と言うだけでは不充分です。結びついているかも

しれないし、いないかもしれない。学者達はそこの

ところで賛否二分するのです。けれども、意味論や
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語源学にこだわって現実から逃避することはもうや

めなければなりません。宗教的暴力への挑戦は語

源学とは別のところにあります（※１０）。私にとって伝

統であるキリスト教世界から、似たような例を挙げ

ましょう。この例は語源学を述べているのではなく、

自分の伝統には非がないと断言する現象について

です。キリスト教国は、ヨーロッパでユダヤ人虐殺

が起こるための必要条件だったという点ではほと

んどの学者が同意見です。キリスト教が大虐殺を

引き起こしたのではありません。なぜなら、もしキリ

スト教の存在が唯一最大の原因だったとすると、そ

れは十分条件になってしまうからです。しかし必要

条件だったと断定することは、キリスト教がなけれ

ば、つまり２０００年にわたる侮辱の教えがなければ、

ナチのユダヤ人虐殺は起こり得なかった、と認め

ることになります。エルサレムで会議があり、そこで

一人の年配の女性がユダヤ教徒とキリスト教との

おそろしい歴史関係を知ったのですが、その時彼

女はこう言いました：「まあ、何てクリスチャンらしく

ないこと…！」 するとユダヤ人の学者が即座に答

えたのです：「歴史的には、これこそクリスチャンら

しい行いなのです！」

イスラームに話を戻しますが、過激派のイスラー

ム解釈が本当のイスラームではないと言うだけでは

十分ではありません。伝統的なイスラームの教えに

おいて、どの部分が過激派の必要条件なのか、ど

うすれば暴力的伝承に対抗できるか、問わなけれ

ばなりません。それが現状への真の挑戦になるの

だと、今日この場でお伝えしたいのです。

ニつ目のポイントは、宗教的テロリスト達はもはや

殺される覚悟ができているだけでなく、殺されたい

と思っている、それを我々はもう知っているという

点です。この傾向は早くから見られていましたが、

アメリカ海軍とフランス軍の本部に対する爆撃事件

のあった１９８３年以来、確かに拡大しています。ま

ずはイスラエルに顕著ですが、他の国でも起こって

います。殉教と自殺の概念の変容を研究テーマに

し、学会でもどんどん発表がなされるべきです。周

知のことですが、intihar(＝自死)はイスラーム法

で絶対的に禁じられています。しかしistishhad(＝

殉教)の概念は自爆死を少し許してしまう面があり

ます。この変容に関する非難や根拠が西欧社会に

聞こえてこないことが問題です。もっとも西欧社会

が十分耳を傾けていないともいえますが、イスラー

ムの権威者達が自らの論評を明確に発信してくれ

ていないこともありえます。

最後に三つ目のポイントとして、ジハードのことを

述べます。ジハードの概念の理解については、今

回の国際ワークショップでもいろいろ発表され議論

されていますが、私も未だに追求したい事柄です。

中田教授がこのトピックを論文に扱っています。語

源学的逃避に関してはすでに述べたので繰り返し

ません。問題は、紛争や対立の際、ジハードが求

められるかどうかではありません。現に求められて

いるとわかっていますから。問いたいのは、ジハー

ドの基準や条件が合法的なものかどうか、どの程

度理にかなったものであるかということです。これ

を定義し、決定し、あるいは反駁するのはだれなの

でしょう？ 先程も言いましたが、西欧社会は現行

の議論を本当には聞けません。言語論で現実を

逃避していますから。ブルース・リンカンは Holy

Terrors: Thinking About Religion After

September 11 (宗教テロ：９・１１以降の宗教考) の

なかでよい取り組みをしています。

彼は最大主義者と最小主義者の区別をしていま

す。即ち人間の存在をも含む、社会のあらゆる分

野に対して宗教が支配的だと考える人 と々、そうで

はないと考える人々です（※１１）。発表論文の中に、

すべての宗教に三つの特徴があるとするものがあ

りましたが、それこそが、ブルース・リンカンがいうと

ころの拡張論的で最大主義者的な視点なのです。

しかし、私はあらゆる宗教が必ずしも最大主義的

で拡張論的だとは考えていません。シャムスッディ

ーン教授は神学的中道主義を提唱していますが、
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重要なのはどのような神学中道主義か、ということ

です。イスラーム法のシャーリアのことを言っている

のならば、では、シャーリアの解釈はどのようなもの

なのでしょう？

非イスラームの人々にはどのように実践され、そ

の結果はいかなるものでしょう？ 以上のことは論

じる価値があると思いますし、熟考する必要がある

でしょう。

現代世界におけるイスラームについて、今回の三

論文の発表は広範囲に多くを考えさせてくれます。
CISMORのこのたびのワークショップ企画は賞賛

に値します。種々の宗教にアプローチする神学的

に深遠な方法を見極めるにあたり、本日の討論が

助けになりますように。なぜならば、ユダヤのラビ
Jonathan Sacks が幾度も述べているように、もし

宗教が問題の一部なら、解決の一部になるに違い

ないからです（※１２）。

コメント：シャフリール・ハーシム
（RISEAP:東南アジア・太平洋地域イスラーム・ダーワ評議会）

平和が皆さんとともに。コンニチハ。お招き下さ

ったCISMORにお礼を申し上げます。私は宗教

学者ではありません。私は現場での平和事業に

携わってきた兵士です。このような話し合いの場

に現場を体験した人がもっと招かれればいいので

すが。誰もいない戦場に残った人が、その後見た

り感じたりしたことを発言できる場があればいい

と思います。

ムスリムの視点で戦争と暴力を語るのは大変悲

しいことです。私は神アッラーの恩寵により、南ア

ジアや環太平洋におけるムスリムの向上のために

働いてきた兵士として語ります。以前の戦争では

民間人が犠牲者だったのですが、今日では兵士が

犠牲者となってしまいます。入国するや否や苦難を

味わい、すべてが終わった後でも爆撃・狙撃など

の危険があるのです。兵士は、平和の時には戦争

のための訓練を受け、戦争になると平和準備のた

めの訓練をします。戦争とその後の暴力の問題は、

その時の政府の決定によるものだと思います。私

はムスリムであり、６人の子の父であり、もちろん妻

もいる身で、たびたび戦場に出かけました。侵略

者としてではなく平和の樹立者として出かけました。

結論から言えば、力の対立による戦争は過去のも

のです。今は対話がなされるべきで、それが相互

の平和を維持することになります。

今日の発表を分析するのはいいことです。無実

の人の命を奪うことはどう考えても間違っています。

これに関連して思い出すのは、小さな島々をめぐ

るマレーシアとインドネシアの対立です。インドネシ

アは一万七千もの島でできているのだから、二島

ぐらい手放してもいいはずなのに、実際はそうはい

かない。どちらの島をどちらが譲るか決定しなけれ

ばなりません。

ところがあいにくひとつの島はスキューバ・ダイ

ビングに向いていて、もうひとつの島は利用価値

が何もない。最善策としてオランダ、ハーグの国際

裁判にかけた。マレーシアは運よく二島とも獲得

しましたが、インドネシアの兄弟たちは、運悪く二

島とも失うことになったのです。ですから、もう一

度言いますが、話し合いで解決するのが一番いい

のです。ほとんどの問題、領土問題ですら、話し

合いで答えを出すべきです。

確かに預言者ムハンマドは、悪事をとどめるのに

三つのやり方があると言いました。ひとつは物理的

な方法。それがだめなら言葉で。それも無理なら

相手のしたことに対する攻撃を、というものです。

発表者の方々に提案したいのは、解決手段とし

ての約束事についてです。ムスリムのイメージにつ

いての問題です。その解釈が間違っているからで

す。私たちムスリムはいろいろな形容詞で語られて

きました。たとえば、ある段階では狂信的で、次に

は原理主義的で、それから過激になり、後に戦闘

的に、最終的にテロリストになるというわけです。今

後どんな形容がなされるのでしょう？
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だから必要なのは概念や言葉の取り決めです。

非ムスリムへの説明をするとき、あるいはイスラーム

内でも事象の説明をする際の、約束事が必要なの

です。これが重要であるのは、９・１１が論議の対象

となった時、多くの人々がクルアーンを買い求めた

ことを見てもわかります。しかしクルアーンを買うだ

けでは不充分です。解釈をする教師が必要です。

でないと、ジハードについて解釈が多すぎて、大変

な状態が起こります。

日本の教師をマレーシアに招いたことがありま

す。イスラームがどんなものかを知り、日本の子供た

ちに伝えてもらうためです。未来は大切ですから。

今の世代では問題を解決できないかもしれない。

けれども次世代やその次の世代がやってくれると

期待しましょう。そうなれば、私たちが生きている間

は無理としても、よりよい世界が訪れるでしょう。

もうひとつ言いたいのは国防についてです。アメ

リカのやり方が正しい防衛なのかどうかわかりませ

ん。イスラームで国防といえば、その地での防衛を

意味し、上着陸もせずに地球の反対側から行う防

衛法を指してはいないのです。ですから国防の解

釈についてもさらなる研究が必要です。

最後にこの組織に感謝し、集まった研究者に感

謝したいと思います。忘れないでください、戦争には

準優勝というものは存在しません。勝者が一人いる

だけなのです。戦争という競技には次点という結果

はありえないのです。ありがとうございました。

コメント：富田健次
（同志社大学神学研究科教授）

富田です。ドクター・ボルージェルディー、それか

らドクター・ディーン・シャムスッディーンさん、このお二

人のスピーチの背後に地下水脈として流れている

大事なこと、私は大事なことだと思うのですが、そ

れを一言コメントしておきたいと思います。

シャムスッディーンさんは、ペーパーのほうでそれを

多く述べられています。それからボルージェルディーさ

んは、スピーチの中で西洋文明の文化的な侵略、経

済的な侵略、こういう形で述べられたかと思います

が、イスラームが基本的に今日敵対し対決する相手を

考えるとしたら、それは、彼らは一言で西洋文明と言

いますが、キリスト教を指しているわけではないという

ことです。それは近代西欧という意味の西洋を指し

ている。その近代西欧は、どういう特質を持っている

のか。それはセキュラリズム（世俗主義）であり、マテ

リアリズム（物質主義）であり、それから自由競争主義

であると思います。こういった側面を持った近代西欧

をイスラームの人たちは問題にしていると私は思いま

す。もし違っていたらご指摘をください。

国内政治の場合は、もし一つの国の内部であれ

ば、自由競争によって、当然そこには敗者と勝者が

出てくるわけですが、その問題は中央政府が存在

することによって調整されます。しかし、国際政治

の場においては、中央政府に当たるものが存在し

ません。国連は強制力を持たないので、政府では

ありません。したがって、国際政治の社会の場にお

いて自由競争、近代西欧における自由競争がグロ

ーバリゼーションの波に乗って世界中に広がると、

そこに当然いろいろ緊張と問題が発生します。しか

し､これを調整しうるような中央政府は存在してい

ません。当然それに対する反応というものはどうも

のになるか、場合によっては、暴力という答えがそ

こには出てこざるをえないと思います。

そういうわけで、私はこの問題は、単に宗教、す

なわちキリスト教とユダヤ教とイスラームの宗教の

間だけの問題ではない、これは宗教の枠の越えた

近代西欧の世俗主義、物質主義、こういった問題

と密接に絡んだ問題であると思います。

こうした近代西欧が世界中に現在グローバリゼ

ーションの形で広がろうとしている。これは地球上

にあるさまざまな社会、その社会が持っている伝統

的な価値、そこでの人間観、そして精神性と人間

性、こうしたものを破壊しようとしている側面を持つ

と私は思います。

私のコメントは以上です。
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コメント：越後屋朗
（同志社大学神学研究科教授）

越後屋です。よろしくお願いいたします。

朝のクフタロウ先生、そして今、３人のかたのお

話から、イスラームをもっときちんと知ってほしい、イ

スラームを正しく理解してほしいというメッセージを、

私は受け取りました。

重要なのは、これまでイスラームが正しく理解され

てきたのかということです。必ずしも正しく理解され

てきたとは言えないと思います。２００１年９月１１日以

降、イスラームへの関心が大きくなりました。しかし、

あのテロと一緒に、あるいは関連してイスラームが理

解されるということは、大きな問題です。イスラームが

正しく理解されるためにはどうしたらよいのかという

ことが、非常に重要な点であると私は思っています。

特に、シャムスッディーン先生は、テロは宗教に根

ざしていない、宗教のいろいろなグループ間の対

立は必ずしも純粋な宗教的動機からきているもの

ではない、そして宗教は他のことの正当化に使わ

れていることを力強く述べられ、２００１年９月１１日の

テロと結びつけてイスラームを理解することの問題

を指摘されました。

それではどのようにしたらイスラームは正しく理解

されるようになるのか。大きな課題です。中田先生、

それからボルージェルディー先生のお話を聞くと、

戦争あるいは暴力というものがイスラーム法の中で

規定されているとのことです。キリスト教的な立場

からすると、暴力や戦争を考える際、非暴力なのか、

あるいは暴力を認め、受け入れるのかという二分

法的な傾向があります。ところがイスラームの場合、

暴力や戦争はイスラーム法という中で規定されてい

る。それによってがんじがらめになっているのでは

なくて、多分そこに多様な解釈が存在すると思うの

ですが、イスラームを外から理解することは簡単な

ことではないと私自身実感しました。

相互理解のためには対話が必要です。対話の

必要性は、これまでに何度も何度も主張されてきま

した。実際にキリスト教とイスラームの対話はこれま

で行われてきました。１９世紀の終わりから２０世紀

の初めぐらいに対話が始まり、第２次世界大戦が

終わり、１９４８年のＷＣＣが創設されてから、キリスト

教の教会とイスラームの対話、それからバチカンか

らイスラームへの対話の呼びかけが行われてきた

わけですが、そうしたことが実際どの程度有効なも

のとして機能してきたのかということです。

残念ながらＷＣＣのターレク・ミトリ先生がおられ

ませんので、ＷＣＣのこれまでの成果をお聞きする

ことができないのですが、実際に対話が行われて

いる。そして、これから対話がますます必要になっ

てくるときに、どのような形で対話をするのか。特に

これまでの対話というのは、あくまでもキリスト教の

ほうが主導で行ってきました。それに対して、これ

からイスラーム側のほうが、イスラームはもうすでに

グローバルな宗教ですから、そうした意味では対話

をする責任があると思います。どういう形でキリスト

教やほかの宗教と対話を実行していくのか、何か

アイデアがありましたら、ぜひともお聞きしたいと考

えています。以上です。

ディスカッション

司会：塩尻和子（筑波大学哲学・思想学系助教授）

【司会】 それではここで皆様と、それからご発表者

の３人の先生がた、コメントをいただきました４人の

先生がたも加わっていただきまして、皆様とご一緒

に質疑応答に移りたいと思います。

どなたでもご意見のあるかた、お１人につき問

題を一つに限っていただきたいと思います。それ

から私はちょっと目が悪いもので、ここからお名前

の文字がよく読めないものですから、お手元に明

かりがつきますので、お名前を読み上げさせてい

ただきます。

そうしましたら、ご自分のお名前とご出身の国の

お名前をおっしゃってください。それではハサン・ハ

ナフィー先生、どうぞ。
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【ハナフィー】 私は学者としてひとつ単純な問題を

提起したいです。イスラームにしろキリスト教やユダ

ヤ教にしろ、平和を説き暴力を拒否する際に、聖

典原文の分析をするだけで充分なのだろうか、とい

うことです。私たちは教会やシナゴーグやモスクに

いるわけではありません。みなそれなりに立派な研

究者で、宗教における暴力の事実を分析するため

にここに集まったのです。

私の質問とは以下のことです。つまり、暴力に走

る集団というのは、何が目的でいったいどこへ向か

っているのでしょう？ 内部で抑圧されているから

外部へ向かう。するとそこにはアメリカやグローバル

世界に支配された世界がある。その世界は自分た

ちの居場所ではないと感じる。アフガニスタンの例

もチェチェンの例もある。イスラームの活動家が、力

の世界ではなく正義の世界に生きるために信仰を

実行したいと思った時、どこへ向かうのでしょう？

そのときわれわれはイスラーム世界内での犠牲者

であり、あなた方は外の世界の犠牲者となります。

彼ら活動グループは何を目指しているのでしょう？

暴力の根源、世界の不正のもとについて考えてみ

ましょう。国内に抑圧があり、国外に一極支配があ

る。それが後を引いて、暴力の根源を実際に見た

がために、却って暴力に走りやすくなるのではない

でしょうか。二通りの解釈ができる聖典分析などす

る気にならないのかもしれません。

【司会】 ありがとうございました。ハナフィー先生、

どなたにお答えを・・・。

【ハナフィー】 ムスリムの先生方にも、キリスト教徒

の先生方にもお答えいただきたいと思います。ユ

ルゲンスマイヤー先生、シャムスッディーン先生、ボル

ージェルディー女史、そして今日発表された方皆さ

んにお願いいたします。

【司会】 ありがとうございます。それでは、ムハン

マド・ディーン・シャムスッディーン先生、まずお答え

いただけますでしょうか。

【シャムスッディーン】 ハナフィー 教授と同じ意見で

す。イスラーム学者にとっても他の宗教の研究者に

とっても同様に大切なのは、社会学的な分析を行

い、同時に神学や聖典分析も強調することです。し

かし今のわれわれはイスラームの聖典観に基づい

た神学的な分析を求められているような気がします。

私は発表で、戦争と暴力はイスラームに帰する

ものであり、動機においてはムスリムが単に宗教

的だからということはありえないと言いました。正

しい英語かどうかはわかりませんが「宗教的な色

合いを持った戦争」とでも言えるしょうか。社会学

的に種々の要因があるからです。社会的、経済的、

政治的な要因です。宗教は正当化の手段として用

いられているだけなのです。

ウサーマ・ビン・ラーディンらも言い分を持っていて、

自分たちはムスリムであり、イスラームのテロリストだ

と誇らしげに認めるでしょう。あるいはテロリストだとは

呼ばず、自分たちはイスラームの戦士である、ジハード

のための民であると言うかもしれません。

彼らから見れば私たちが間違っているのです。

ハナフィー教授をはじめ、穏健派の学者はいわゆ

る新帝国主義に対しては、中道的で弱いのだとい

うことになるでしょう。彼らは個人的な体験として世

界の新帝国主義的な力に直面しているのです。

それから私は発表の中で、リベラリズムについて

三段階の説明をしました。一つ目は、新帝国主義

は現代的でリベラルな民主主義を第三世界に売り

つけることによって政治的なリベラリズムを強要して

いる。二つ目は、西洋式資本主義を主張することに

よって経済上のリベラリズムを強要していること。

三つ目に、道徳的リベラリズムと私は呼びますが、

それが、数々の不道徳、特にイスラーム社会におけ

る不道徳を容易にしているということです。

もちろん事態が進展するにつれ、最終的にはさ
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らに多くの他の要因が加わります。CNNの通信委

員だったピーター・バーゲンのHoly War, Inc.(聖戦

株式会社)という本には、世界２４カ国のアルカーイ

ダのネットワークについて詳しく書かれていますが、

嬉しいことにインドネシアは登場しません。

ウサーマ・ビン・ラーディン一党がCIAに養成さ

れ、ソ連のアフガニスタン侵攻に対抗するのに利用

されたという報告も見ました。私たちは単純にイス

ラーム関係説を持ち出すのではなくこのようなこと

も考慮に入れなければなりません。

他の宗教にテロリストがいるのと同様、イスラーム

のテロリストもいることは否定できません。実際私

は宗教には戦争と平和、平和と戦争という相反す

る両面価値があることを示したいと考えています。

少なくとも聖書の表現を見る限りそのように解釈で

きます。しかし私はテロリズムなどの問題に対して

は、非神学的な要素を検討しなければならないと

いう立場をとります。ですからグローバルなテロリ

ズムの根源はグローバルに存在する不正義であ

る、というご意見には全く同感です。グローバルな

テロリズム、つまりグローバルな不正の根を刈り取

らなければテロリズムと闘うことはできません。

したがってテロ問題解決においては、宗教集団

の穏健派に当たる人々が、それぞれ平和の掟を持

ち寄って協力することが必要だと思います。その際

に、他の宗教を総括化して概念を作り上げたり、特

定化したりしないことです。その宗教のイメージを外

部から壊してはいけません。それは別の形のテロリ

ズムであって、今日のイスラームが受けているテロリ

ズムだと言えるでしょう。ありがとうございました。

【司会】 ありがとうございました。なるべく多くのか

たにご質問をいただきたいと思いますので、ほか

の先生がた、次のご質問に答えていただければと

思います。お名前と国を。

【加藤】 日本からまいりました加藤と申します。神

学の人は少ないので、なるべく神学的な観点から

考えようとしています。

今日のお話を聞いていて気がついたことは、戦争

がテーマになっていましたから当然、人々の間の平

和のことが問題になっていましたが、イスラームでは

神との平和ということは問題にならないのでしょうか。

神が平和の源泉であるということはおっしゃられ

て、その辺は人々の平和についてですが、神との

平和、それは感覚的ではなくて、ちょっと厳密に考

えていただきたいのですけれど、もし言われていな

いならそれは当たり前のこととして前提とされてい

るのか、あるいは議論されているならどうなっている

のか。言われていない当たり前のこととして前提と

されて、いきなり人々の平和の話になるのでしょう

か。そのあたりを教えていただければ。

【司会】 神との平和とは、「ピース・ウイズ・ゴッド」

か「ピース・アンダー・ゴッド」、どちらを。

【加藤】「ピース・ウイズ・ゴッド」です。

【司会】「ピース・ウイズ・ゴッド」ですね。それでは

中田先生、それについてお願いします。

【中田】 今日の発表の中でも、「イスラーム」という

言葉の語源の説明の中で何度か「サラーム」という

言葉、「シャローム」と同じ言葉だと思いますが、そ

れから「イスラーム」がきているという説明があった

と思います。語源は同じなのですが、やはり意味

は少し違います。

先ほどスヴァートヴィック先生のほうからも、その

「サラーム（平和）」というのが「イスラーム」の語源な

のかどうかについて議論があるという話があったと

思います。「サラーム」という言葉は語源ですが、「イ

スラーム」という言葉とは違います。

「サラーム」というのは「平和」ですが、「イスラーム」

というのは、もともとアラビア語の場合は他動詞形

307

コメント・ディスカッション



イスラームと戦争・暴力 

国際ワークショップ第２セッション  

にする形でして、「平和にする」という「aslama」とい

う言葉からきており、「相手を平和にする」という意味

なのです。「相手を平和にする」ということは、つまり

自分のほうが完全に武装解除をする。そして、服従

する、屈服する、自分をすべて差し出すという意味

になります。ですから「イスラーム」というのはむしろ

「神に対する服従」で、「神を平和にする」という言い

方はしません。そうではなくむしろ「神に対して自分

をすべて投げ出す」「服従する」という意味、これが

イスラームのもともとの語源的な意味です。

ですから、「神との平和」という言い方はしません。

アラビア語というのはセム語の言葉ですので、語

源でものを考え、常にコノテーションがあるわけです

が、平和そのものではなくて、人間と神との関係は、

ハーリックとマフルーク、クリエーターとクリエーチャ

ーの関係になりますので、神の意思の中に自分が

絶対的に服従することによって神の意思と一つに

なり、自分の意思が一つになることによって心の平

安がもたらされるという論理構造になっていると考

えています。

よろしいでしょうか。

【司会】 この問題について、アシュラフ先生はどう

お考えでしょうか。

【ボルージェルディー】 あらためまして、平安汝らの

上にあれ。我々は今、啓示宗教の観点から見た平

和について考察を行っています。しかし我々は、ム

スリムやキリスト教徒、ユダヤ教徒が居住する地域

において戦争が起こるのを目にしています。何が原

因なのでしょうか。つまり、戦争と平和の問題は、

その共同体がイスラームかキリスト教かユダヤ教か

といったことに関わりがあるのでしょうか、ないので

しょうか。我々が、我々の置かれているような状況

の存在しない地域に住むことが出来たら、と思い

ます。例えば、我々に石油がなければよかったの

にと思います。石油は戦争の主要な原因ですし、

イラク戦争においても、その他の地域においてもそ

うです。イラクでは富裕になりたい人々が石油を獲

得するために戦争が起こりました。したがって啓示

宗教については、今朝や昼間のスピーチで言及さ

れたようなかたちで考察をするべきです。先のスピ

ーチのいずれもが強調しているのは、これらの宗教

の内部においては平和と安全が存在するというこ

とです。したがって、戦争を引き起こす別の状況や

原因や意味について議論せねばなりません。それ

らの状況や原因や意味は宗教に属するものではな

くて、諸人民や統治者たち、これらの共同体を支

配する者たちに属するものなのです。したがって考

察は政治的な考察たるべきであり、宗教的な或い

は教義上の考察たるべきではありません。我々の

側には、何の問題もないと思います。啓示宗教は

全て、一つの点に帰着します。神から遣わされたも

のであるということです。偉大なる神は一つであり

唯一の存在であり、神から発するものも勿論一つ

であります。この時代に生きるムスリム、キリスト教

徒、ユダヤ教徒が属する啓示宗教は一つの根源に

発するものです。それは神の意志です。我々が生

きている状況は、共同体や人民や宗教ではなく、

支配的な勢力がもたらしたものです。［啓示］宗教は

平和の宗教であり、もしも諸共同体にともに生きて

ゆく能力があったならば戦争は起こらないでしょう。

多くの国々では、ムスリムとキリスト教徒、ユダヤ教

徒はともに何の衝突もなく生きています。イランで

も、その他の国でもそうです。衝突はありません。

何故なら彼らは状況に応じて、彼らの教えに基い

て、彼らの啓示宗教から学んだことに基いて生きて

いるからです。戦争をもたらす原因は、諸共同体を

支配しようとする者たちの存在ですが、イスラーム

は我々に、イスラームを守ることを教えています。イ

スラーム共同体を圧迫し、イスラーム法を圧迫し、ム

スリムを圧迫して支配下に置こうとする、イスラーム

に属しない者たちの支配に我々が甘んじることを、

イスラームは許しません。我々ムスリムは、全てのム
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スリムは他者と、どちらかがどちらかを支配すること

なく、ともに生きることができると信じています。こ

の根本原則のゆえに、もしも誰かが我々を支配しよ

うとしたならば、それが戦いと我々の追放をもたら

そうとも、我々は自らを守り、信仰を守らなければな

らないのです。

【司会】 ありがとうございました。

これに関連して、あるいはまた別の、先ほどから

グローバリゼーションに関してはイスラームの内と外

の両方ともが被害者なのだというお話がハサン・ハ

ナフィー先生からも出ましたが、皆さん、ご質問いか

がでしょうか。ジョンソン先生、どうぞ。お名前とお

国をおっしゃってください。

【ジョンソン】 ありがとうございます。私はアメリカ、

ラトガーズ大学のターナー・ジョンソンです。中田教

授に次の質問があります。本日の学会冊子の中の、

先生の論文概要を読んでいて、興味を持ったの

ですが、個人的義務としてのジハードに言及され

ていますね。テロリスト集団と呼ばれる種々のグ

ループが、行動を正当化するために利用してきた

概念について、詳しい討論がやっとできると思っ

たので、一層関心をもって聞かせていただきまし

た。サダト大統領の暗殺者や、ウサーマ・ビン・ラ

ーディンや、１９９８年のファトワー（＝イスラーム裁判）

時のアイマン・ザワヒリ達の例を今考えています。

またハマースがイスラエル国家の根絶を目指した

例を考えています。

しかし、実りある討論になるかと思えた一方で、

中田先生は驚くような議論を始められました。つま

りテロリズムとbughat（国家に対する反逆者の不

法行為）の概念を関連付けて考えておられた点で

す。私は当惑しています。なぜなら今議題している

テロリスト集団の行為はbughat（叛徒）の概念や反

乱者の法律であるahkam al‐bughatとは一切関

係がないと思えるからです。

テロリストは自分たちを国賊のように位置づけて

はいません。自らの行為を反逆だと思っていない

し、謀反律に従ったりもしないのです。bughat（叛

徒）はイスラーム内でのみ適用されるカテゴリーな

のです。ですから、最近のアルカーイダによるサウ

ジアラビアへの爆撃になら、あるいはbughat（叛徒）

論が当てはまるかもしれませんが、サウジアラビア

人がこの類推に同意するとは思えません。

テロリストと呼ばれる人々の行為を問題にする

際、個人的義務のジハード論ではなく、国に対する

反逆論の範疇で捉えるほうがよいと思われた理由

を、もう少し詳しくお話しいただけますか。

【中田】 お答えいたします。まず、ジハードの問題

ですが、ジハードをパレスチナにしろ、ウサーマ・ビ

ン・ラーディンにしろ、イラクにしろ、いろいろな小グ

ループがジハードを唱えるようになってしまった。こ

のことについてまず、先ほどから申し上げていると

おり、イスラームは学問の体系ですので、合意のあ

る部分もあれば、合意のない部分もあるわけです。

基本的にイスラーム法の体系というのは、１人の

イマーム、イスラームの法学用語ではイマームという

言葉を使いますが、普通にはカリフと呼ばれるイス

ラーム世界を束ねる預言者のムハンマドの後継者、

アブー・バクル、ウマル、オスマーン、アリー、そうい

った人たちの後継者であるカリフという者がいると

いう、これが理念型としてあります。これがイスラー

ムの理念型です。

イスラーム世界が統一して戦争を起こす場合は

カリフがジハードの命令権を持っている。カリフだ

けが命令できるわけです。当然ほかの人間が「私

はジハードだ」ということはありません。ところが先

ほども申しましたように、敵が攻めてきた場合、緊

急避難的、あるいは正当防衛的には別です。基本

的には市民は普通、戦争の話ではなくて個人の日

常生活の話として、人に対して暴力をふるうことは

禁じられています。しかしいきなり殴りかかってきた
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人間がいて、警察に助けを求めている時間がない。

その場合には、殴りかかってくる人間に対しては、

一応自分を防衛する。それができるのと同じような

形で、敵が自分の領土に攻めてきた。その場合に

は、カリフに許可を求めるまでもなく、ともかく自分

の領土は自分で守る、自分のうちを自分で守るの

と同じように、この場合には特にカリフの命令が必

要ないという、これもイスラーム法で認められている

ことなのです。

今のイスラーム世界において、例えばイラクの場

合やパレスチナの場合は、自分のうちに人が攻め

て入ってきた、だから戦うのだということです。これ

に関しては特に、個人の場合を考えても同じなの

ですが、うちの中に泥棒がやってきて殺されかけて

いる。警察の助けを求める時間がない。そういうと

きには自分で戦うわけです。それと同じように、パ

レスチナにしても、イラクにしても、戦うという場合、

もちろん降参するという手もあります。そういう手も

あるわけですが、戦う人も出てきます。そういうこと

で、今ジハードを唱えるグループがたくさん出てきて

いるということだと思います。

その次に、私はbaghy（反乱）、bughat（叛徒）と

いう言葉を使いましたが、その言葉によって今の状

況を説明するのがいいというわけでは必ずしもあり

ません。そうではなくて、これはテロリズムという言

葉自体が、先ほどハサン・ハナフィー先生もおっしゃ

っておられましたが、暴力を否定すると言ってしま

った場合、暴力に訴えるしかない人はどこへ行け

ばいいのかという話です。

テロリズムという言葉を使ってしまうことによって、

それは犯罪になってしまう。毛沢東の言葉に「造反

有理」という言葉があります。これは、反抗するには

必ず理由があるという意味です。今ではもうはやら

ない言葉ですが、これは反抗することが正しいと言

っているのではなくて、理由があると言っている言

葉です。必ずテロには理由があります。

日本に、「盗人にも三分の理」ということわざがあ

ります。泥棒にも三分ぐらいの理由はあるという言

葉なのですが、犯行、テロに訴える場合にも必ず

そこには理由がある。正しいと言っているわけでは

ありません。理由があるということです。だから理由

を聞く。まず理由を聞いて説得をする。間違って

いるものを正す。イスラーム法においてもbughat

（叛徒）というのは、もちろん本人はそうは言いませ

ん。先ほども言ったとおり、そうではなくて、
bughat（叛徒）の定義は自分のイスラームの解釈、

クルアーンの解釈は正しいと思って正当なカリフ、

イマームに対して反抗する人間です。自分は正しい

と思っているわけです。ですから当然、本人は
bughat（叛徒）と言いません。

しかし、その人間に対して、それは犯罪である、

だから罰するというのではなくて、そういう人間に対

しては、まず説得する、話を聞きなさい、説得をし

て帰順させなさい。これが最初にやるべきことなの

です。そこで結局、最終的に対話が決裂すること

があります。そのときには戦うわけです。もちろん戦

って、それを倒すのですが、その場合にも最初から

正当性を持っている、規制の秩序、こちらのほうが

善であって、それに対して戦うものは悪であるとい

うことではなく、イスラームの法学での、bughat（叛

徒）の概念では、必ず反乱をする場合には理由が

あるのだということです。だからまずその理由を聞

きなさいという、その態度を取るべきなのです。テ

ロリズムという言葉を使わないで、むしろイスラーム

の古典法学に学ぶべきところがあると私は考えてお

り、bughat（叛徒）という概念で、今のこのテロリズ

ムを説明するのがよいと言っているわけではありま

せん。よろしいでしょうか。

【司会】 ありがとうございました。ジョンソン先生、

よろしいでしょうか。

ではほかにご質問があれば。先に挙げていらし

たので、見市さん。

310



【見市】 日本から来ました見市と申します。今日朝

から宗教、特にイスラームが平和の宗教であるとい

うお話があり、先ほども暴力や戦争と宗教は本質

的に関係ないのだというお話がありました。

確かにそれはそうだと思いますし、イスラーム共

同体、ウンマが非常に不当な扱いを受けているこ

とや、あるいは今日何度も話が出ているように、イス

ラーム急進派が必ずしもウンマを代表していないと

いう前提はそうだと思うのです。しかし、そして暴力

を使うとすれば防衛に限られるということはありま

すが、明らかに過剰な暴力もあります。

先ほど中田さんがイスラーム法に反する人があれ

ば、説得をまずすべきであるとおっしゃっていました。

いろいろな法の解釈があるということはそうだと思

うのです。

私はインドネシアの政治の研究をしているので

すが、例えば急進派の人にインタビューすることも

よくあり、例えば９・１１に関して、あるいは２年前に

起こったバリ島の爆弾事件に関して、個人的に聞

けば、イスラーム法的な正当性はないというように

おっしゃる人がほぼ１００％です。しかし、そういう人

たちがファトワ（宗教的見解）や、あるいは公的な

発言、パブリックステートメントとしてこういうイスラ

ームに関連する、イスラームの名の下に行われて

いる暴力に対して、反対の声明を出すということ

が非常に少ないわけです。

これはやはりイスラームの学者や政治指導者自

身によるイスラーム共同体が非常に不当な扱いを

受けているといった外に対する批判は当然行わ

れてしかるべきだと思いますが、中の逸脱した暴

力はイスラーム法に反するのだというはっきりとし

た態度を表明しない限りは、イスラームが平和に

寄与するということはできないのではないかと思

います。

私はムスリムでもありませんし、単なる外からの

観察者ですが、イスラーム共同体の指導者自身に

も、そういう宗教の名の下に平和を維持する義務、

責務というものがあるのではないでしょうか。これは

意見ですが。

【司会】 ありがとうございました。

このご質問に対しては、やはりディーン・シャムス

ッディーン先生にお答えしていただきたいと思うの

ですが、インドネシアにいらっしゃいまして、イスラー

ム内部で起こる過剰な暴力に対して、イスラームの

指導者たちがどのような力を発揮できるか、あるい

はどのように緩和政策、暴力を収めるような政策を

取ることができるのかといったようなご質問だった

と思いますので、よろしくお願いいたします。

【シャムスッディーン】 見市さん、インドネシアのイ

スラームについて、インドネシア政治におけるイス

ラームについて、ご意見ありがとうございます。私

たちの立場は非常にはっきりしています。神学的

に見て、イスラームは平和の宗教だと信じていま

す。現在では、とりわけ９・１１やバリ島やインドネシ

アのマリオット・ホテル爆撃事件以降の時流にお

いて、私達はインドネシアウラマー委員会（MUI）

の視点で語ることにしています。私たちの見解は

世界中の６０のイスラーム組織の見解と一致するも

のですから、MUIの考え方が特殊なのではありま

せん。表現はわかりやすくなければなりません。

どのようなテロ行為も私たちは断固紛糾しますが、

いつもメディアによって見落とされています。アメリ

カのアフガニスタン進攻に関して、ムスリムにとっ

ては悪意の報道があるから覚悟しなければならな

いということが一つです。

バリ島爆撃事件では、私達は独自の委員会を設

け、ヨーロッパから爆弾の専門家や化学者、物理学

者、核の専門家など、Ph.D.レベルの研究者を招き

調査を行いました。バリ島事件の場合は、爆発力が

かなり強く、C4RDXは使用されていないという結果

でした。したがって例の人々に嫌疑をかけるわけには

いきません。容疑は起爆性・爆発性の高い爆弾を製
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造する能力のある者達に向けられるべきです。

だから、外部からの武器導入、おそらくは力と知

識を持つ外部のどこか、を視野に入れた調査を政

府や識に提案したいのです。 この人たちはイン

ドネシアではあまり知られていません。彼らはアフ

ガニスタンからの帰還兵で、１９８０年代か、１９８０年

代の終わりに起用され、アフガニスタンやマレーシ

アやその他の場所に配属されたのです。

確かにインドネシア国内にテロ的行為が見られ

ます。そこに、ムスリムが関わっていたことも否定し

ません。しかし私たちが望んでいるのは、あらゆる

可能性に対して徹底的な調査を行ってもらいたい

ということです。陰謀説に偏っているわけではあり

ませんが、国内にも国際間にも、権力と武力の援

助がありうるかもしれないと言っているのです。私

達は以上のようなスタンスをとっています。

理由を述べます。インドネシアは大変緊迫した重

大な時局にあります。特にスハルトの新秩序体制が

崩壊して、改革時代に入ってからが深刻です。国家

は多元的な犯罪をかかえ、多次元の多層的な危機

にさらされています。過渡的な局面がずっと続いて

います。本当に脆弱な社会になっていますから、イ

ンドネシア社会には内部対立が起こってほしくない

のです。外部の人たちは私たちをリベラル派、過激

派、中道派などのように分類しますが、分類された

私達は傷ついています。言葉も暴力になります。

分類や言葉の暴力はいやなのです。委員会に

やって来る外国からの使節の方々、ホワイトハウス

やオーストラリア総理の特別顧問補佐官といった

方々は、過激派に立ち向かうようにと強く言われ

ますが。

いわゆる過激派集団は６０以上あり、ラスカーも改

革時代に生まれたものだと考えます。というのは、

過去のスハルトの新体制時代には自由は簡単に得

られなかった、社会に自由はなかったからです。イ

ンドネシアの多くの指導者が政党を結成しました

が、ある若者たちは政党を立てず、ラスカー連盟を

作って活動を始めたのです。ジャカルタだけで６０の

グループが加盟しています。

社会学者は彼らを政治的過激派と分類するかも

しれませんが、私は違う意見で、倫理的過激派と

分類しています。なぜかというと彼らは世俗化の産

物であるあらゆる不道徳に対して非常に敏感だか

らです。彼らにしてみれば、既存の大宗教であるイ

スラームは答を出してくれないということです。

「ラスカージハード」や「イスラーム・ディフェンス・フ

ロント」などのように、アナーキズムを打ち出してい

る少しの例外を除いては、ほとんどのグループが

倫理的過激派だと言えます。イスラーム社会にはこ

のような内部問題がありますが、私達には独自の

解決策があります。

スヴァートヴィック先生がおっしゃるように、現在

このようなグループには、イスラームのシャーリア（法）

を制定すべきだという強迫観念があります。私達は

彼らと話し合い、シャーリアとは何だと思っているか、

わが国にシャーリアを制定することの意味をどう捉

えているか、尋ねてみました。彼らはシャーリアはム

スリムの法律であり、刑法であると答えました。その

考えに私達は同意できません。イスラームの掟はシ

ャーリアだけではないからです。

アキーダやイスラームやシャリーアについて本が

沢山あり、その中で、イスラームはアキーダとシャリー

アによって成り立っていると述べられています。で

も私達は、今日の発表にもあったように、イスラーム

は倫理的で道徳的な行動規範を強調するものだと

信じています。

したがって、私達は刑法という意味のシャーリア

には賛成できません。イスラームが異型化するから

です。ムスリムの世界だけでなく他の宗教の世界

にも、どのような神中心主義を打ち立てればいい

のでしょうか？人間の倫理的・道徳的行動規範を

強く規定し、宗教の重みを強調するような、そんな

神中心主議論が必要なのです。つまり、律法的・

形式主義的なアプローチではなく、倫理的・道徳的
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価値観を強く訴える実質的なアプローチが必要な

のです。

【司会】 ありがとうございました。ジックモンドさん、

お名前とご出身国をおっしゃってください。

【ジクムンド】 バーバラ・ブラウン・ジクムンド で

す。アメリカ人ですが今は日本で教えています。あ

いにく明日出席できないので、明日するべき質問か

もしれませんが、今言わせていただきます。私の質

問は殉教とか自己犠牲などとして理解されている

暴力についてです。

一神教はいずれも人を殺すことを禁じています。

ほとんどの宗教が自殺や犠牲死や殉教には反対し

ています。それなのに私たち一神教の伝統ではた

びたび殉教を賞賛してきました。私はキリスト教史

を専門とする歴史学者です。キリスト教の歴史で

は殉教に言及することもあります。「殉教者の血は

キリスト教会の種である。」と言われます。また、ク

リスチャンはキリストを語るとき「友のために命を投

げ出す人の愛ほど深いものはない。」という引用を

よく使います。

このような言い伝えは、信仰のために死ぬことに

ついて、強烈な象徴的メッセージを発しています。

にもかかわらず、教えにおいては殺人も自殺も禁じ

られています。このことをどう考えればいいのでし

ょう？ある事柄への究極的な深い傾倒には、その

ために全てを捧げられるほどの情熱が必要なのだ

と私達は言います。大義を信じるのは生命以上の

価値があり、情熱は生命より深く、現在より未来が

大切だとも言います。今朝ユルゲンスマイヤー教授

が述べられた、果てしない時間の流れを思うと、私

達はよりよい明日のためになることをしたくなります。

このような一神教は、殉教や自己犠牲の状況に

かかわっている自らの文化をどのように構築するの

でしょうか？ とても強い力です。全ての一神教の

中に、殺すことを支持する信仰と、殺すことを否定

する伝統が存在します。殺人の禁止と自己犠牲へ

の刺激との間の葛藤についてもう少し議論してみ

てはどうでしょうか？

【司会】 ありがとうございました。

中田考先生にお答えしていただいてよろしいで

しょうか。

【中田】 私よりもクフタロウ先生、イスラームの先生

のほうがよろしいのではないかと思うのですが、い

かがでしょうか。

【司会】 それでは、どなたに。では、クフタロウ先

生、お願いします。

【クフタロウ】 殉教攻撃については、預言の時代

すなわちイスラームの預言者ムハンマド──彼に神

の祈りと平安あれ──の時代には、そのような攻撃

があったという証拠はありません。しかし我々の現

代においてはそのような攻撃が発生し、世界はこ

れを非難しました。それが自殺につながるからだと

いうのです。自殺は勿論正しいことではありません。

ただ、このような攻撃が許されるかどうかという問

題はさておき、我々は土地を占領され、家を破壊さ

れ、財産を奪われた男の悲劇に目を向けるべきで

す。そのような状況下で彼に何をしろというのでし

ょうか。猫を部屋の中に三日間閉じ込めて、飢え渇

くままにしておいて、三日後に扉を開けたら、猫は

獰猛な野獣になっていることでしょう。いつも我々

は野蛮な行為を非難して、あいつは自殺して、他人

を巻き添えにしたなどと言います。この人間が自殺

するに到った原因を考えようではありませんか。た

だイスラームの観点からすれば、いかなる理由であ

れ自殺は許されません。何故ならこの生命は、神

が我々をそこに宿したもうたものであり、我々にそれ

を預けたもうたものであり、我々がそれを守るよう

に命じたもうたものだからです。審判の日に神は、
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命をどう扱ったかについて我々を裁くでしょう。しか

しもう一度申しますが、全てを奪われた男の悲劇

に目を向けましょう。彼が自らを爆破して他人を道

連れにするのは、この人間を取り巻く痛ましい心理

的な状況の故であるかも知れません。彼は人生を

終え、自分が存在しているということ、神こそが彼と

下界において彼を迫害した者とのあいだの裁きを

行うのだということが納得できる、別の世界に赴く

ことを望んだのです。理念としては、イスラームの預

言者の存命中も、カリフたちの存命中も、このような

殉教攻撃の前例はありませんでした。しかし、我々

は言いたい。私は中東最大のイスラーム団体の長

を務めていますが、我々はいかなる理由であれ、

民間人に対するものであれば、このような攻撃を非

難します。しかし占領者に対する正当な抵抗とい

うものがあります。抵抗者は占領者に対抗する武

器を持たないがゆえに、爆弾を仕掛けたベルトを

身につけて占領当局の戦闘員を道連れにするとい

うこともあるでしょう。しかし民間人を殺害するとい

うのは、これは犯罪行為であり、審判の日に追及を

受けることになるでしょう。例えば９．１１事件やバリ

事件や、チュニジアにおけるユダヤ民間人の殺害

行為がこれに当たります。

【司会】 ありがとうございました。アリーザーデさん、

お名前とお国をお願いいたします。

【アリーザーデ】 私はテヘラン大学（イラン）から来

たアブドル・レザー・アリザーデです。法律と社会学

の研究をしており、イスラーム法についても数年間

研究しています。自分の理解を深めるためにこのワ

ークショップに参加していますが、参加者の一人と

してテーマに対する意見を述べさせていただきい

と思います。

最後の分析についてですが、研究者であると同

時にムスリムでもある私は、宗教が暴力的行為の

原因になりうるとしても、そうした行為は宗教的行為

としてではなく、信仰、つまり信念から行なわれる

ものだと思っています。宗教は信仰ですが、信仰

は一種の潜在力であり、パワーのようなものです。

一般的に言って信仰は国民性、宗教、哲学、イデ

オロギーから生まれ、さらに狂気から生まれることさ

えあります。

信仰はパワーであり潜在力です。従って、敵対

や軋轢の原因となることがあります。パワーは私た

ち自身の問題であって宗教の問題ではありません。

パワーはそれが国レベルのものであっても国際レベ

ルのものであっても調整され、制限されるべきもの

です。国のパワー（即ち、国家権力）の大半は意識

的に、あるいは力によって、また場合によっては理

性と科学だけしか信じようとしない世界の人道主

義的で、利他主義的で、道徳主義的な力によって

調整されているのです。今後残されている課題と

は、国際レベルでの社会生活や人間生活における

パワーを制限し調整することです。フランスには「パ

ワーは物事を台無しにし、絶対的パワーは物事を

完全に台無しにする」という諺があります。フランス

文学のなかには「宗教が台無しにする」という理念

はありません。さらに、社会学の研究によると（特に

紛争論では）、犯罪と同様、戦争と侵害は避けられ

ないものであり、人間関係から生じるものです。そ

のため、私たちは戦争、紛争、敵対、侵害から逃

れることはできません。

従って、私たちが第一に奨励すべきことは、自分

自身や他者が戦争ならびに侵害行為を引き起さな

いようにすることです。宗教（特にイスラーム）はこうし

たことを強く奨励してきました。第二に、戦争が起き

たとしても、それは人間同士の戦争でなければいけ

ないということです。そして、倫理（人間としての道徳

規範）に従った戦争であるべきです。宗教はこうした

道徳規範を守ることも強く奨励してきました。

それでは宗教の責任とは何でしょうか。これが

私の問いかけです。この複雑で無意味な世界にお

いて、宗教はどのような責任を担っているのでしょ
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うか。人間生活にとって大きな危険要因となる全

体主義的で抑制のないパワーを制限し調整すべき

だというのが私の意見です。

【司会】 ありがとうございました。では、ハサン・ハ

ナフィー先生。

【ハナフィー】 イスラエルから出席しておられる

方々にも、お答えいただきたいのですが、もう少し

わかりやすく具体的な説明をさせてください。今朝、

私たちはジハードに相当する英語は何かという問

いかけをしました。トマス・アクィナスは、ジハードと

は正戦だと言いました。現在のイスラームの考え方

では、ジハードとは防衛のための戦争です。最近で

は自由のための戦争だとも言われています。

その意味では、ジハードに相当する最適な英語

はliberation struggle（自由のための闘争）、liber-

ation national movements（自由のための国民運

動）となるでしょう。こうした運動や闘争は、国連憲

章では正当な権利の一つとして認められています。

国が占領された場合、誰かが他者の土地を占領し

ている場合、ジハードはあくまで自由のための戦い

です。そのため、ムスリムにとっては、何もしていな

い相手に戦争を仕掛けることはジハードではありま

せん。占領された場合の戦争だけがジハードであり、

その場合、占領された国が自由になるためには、い

わゆる戦争という手段しかありません。

しかし私はある疑問、自爆者についても同じこ

とが言えるのではないか、という疑問を抱いていま

す。自爆行為は、殉教的行為の不適切な解釈だと

思います。イスラエルとパレスチナの例をみてみま

しょう。イスラエル人と一口に言っていますが、実

際には三つのグループに分けることができます。第

一に、パレスチナの領土を占領している兵士たちで

すが、国連決議を実行する方法もなければ、旧パ

レスチナをきちんと二つの国に分割するためのロー

ドマップもありません。

現在までのところ、パレスチナは、ヨルダン川西

岸地区、ガザ地区、東エルサレム地区を占領され

ています。誰も何もしていないのに、です。パワー

のバランスはイスラエルのほうに有利となっていま

す。自由を求めて戦う人たちに残された唯一の手

段が自爆なのです。彼らにはアパッチもF-１６も爆

弾も戦車もありません。彼らにとっての最大の武器、

それが自らの命を捧げることなのです。

第二のイスラエル人とは入植地に住む入植者で

あり、武装した一般人です。彼らは一見すると兵士

のようにみえます。そのため、故国から追い出され

たパレスチナ人の攻撃の的となるのです。こうした

攻撃も正当な権利です。

最後がイスラエルの一般市民です。彼らには恐ら

く罪はありませんが、イスラエルがガザ地区や西岸

地区にいるパレスチナ一般市民に爆弾を投下すれ

ば、彼らも同罪だと言えます。現在、ジハードやハマ

スは、パレスチナ一般市民の報復の表れなのです。

双方が血を流すことによって、一種のパワーバラ

ンスが生じます。双方の罪のない一般市民の命が

奪われているのを見ている私たちは、とにかく平和

を待ち望んでいます。そして、誰もが疲れ切っており、

これら罪のない一般市民の命が奪われるべきでは

ないという倫理的意識を誰もが持っています。だか

らこそ、パワーのバランス、物質面のバランスではな

く、精神面でのバランス、を取りたいという気持ちが

生まれるのです。そのため、平和を希求し、未来世

代が平和な生活をおくれるように命を捧げている人

たちを、私たちは評価しなければなりません。

【司会】 ハナフィー先生、ありがとうございました。

時間の関係で直接お答えしないで、もうお一方、

質問を受けさせていただきます。イラン・パッペ先

生、どうぞ。

【ハッペ】 私はイラン・パッペといいます。イスラエ

ルのハイファ大学からきました。私もハナフィー教授
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と同じ意見です。殉教というものが非常に重要で

注目すべき現象して扱われることには慎重でありた

いと思います。殉教は、明日論じる重要課題となる

問題だとは思いません。

殉教に対する反応は極めてセンセーショナルなも

のだと思います。それらは現代メディアがつくり上げ

たイスラームのイメージに対する反応のように見受

けられます。メディアの報道をみるとイスラームと殉

教が関連づけられ、世界各地でおこっている出来

事の中で、自爆行為ほど人間の行為として血なま

ぐさく、残虐で、理解しがたい行為はないかのよう

に思われます。ですから、殉教には焦点を当てな

いほうがいいと思います。

逆に、こうした自爆行為や自爆行為と呼ばれるよ

うなことが発生する状況に焦点を当てるべきであり、

そのためには２つの論点があると思います。１つには、

様々な集団や個人によって行なわれる暴力行為の

違いは何だろうという点です。私たちは何故、特定

の形態の暴力にのみ注意を払い、別の形態の暴

力には注意を払おうとはしないのでしょうか。

ジハードの解釈だけに焦点を当てるのではなく、

テロ行為の解釈に焦点を当てるべきなのです。テ

ロ行為には、国家によるテロ当為と個人によるテロ

行為があります。占領すること自体は、占領される

ことに抵抗して行なわれる戦争より軽いテロ行為

と言えるのでしょうか。イスラームでのテロと表現す

る場合の多くは、先に行なわれた暴力に抵抗する

行為ということではないのでしょうか。

確かに、現在では暴力に抵抗する行為までもが

あまりに暴力的で、非難されるべきもの、嫌悪され

るものとなる可能性はあります。それでもなお、何

もない所からそうした行為は生まれないことを私た

ちは忘れてはならないと思います。世界各地に散

らばっているムスリムがにわかに暴力的になりつつ

あるという、イスラームに対する本質主義的な見解

をうのみにしないようにしましょう。確かに彼らは暴

力的になりつつあります。しかし、それは誰かが彼

らに対して暴力行為を行なったからなのです。イス

ラエルとパレスチナがそのいい例です。

私たちは自爆行為を行なう人たちに焦点を当て

たいのでしょうか。それとも自爆行為を生み出す占

領という問題に焦点を当てたいのでしょうか。あるい

は自爆行為をする敬虔なムスリムに焦点を当てたい

のでしょうか。自殺がイスラームの教えに反する行為

なのかどうかについては、私はイスラームの専門家

ではないのでわかりませんし、ムスリムにとって自殺

することが問題になるのかどうかもわかりません。

何故私たちは、自爆行為をする人たちではなく、
F-１６に乗り、そこから一発の爆弾を投下して多くの

人々を殺害し、その後もさらに５０個もの爆弾を投

下することを考えている敬虔なユダヤ教徒に焦点

を当てようとしないのでしょうか。家が密集している

場所に爆弾を投下するという暴力行為を犯す、こう

した人は敬虔な人なのですか。実際のところ、こう

した人は、F-１６のコックピットという安全な場所に

いるので、爆弾投下によっては死なないと確信して

いるから、臆病にならなくて済むのではないのです

か。彼にとってはそうした行為は享楽的なことでは

ないのですか。それでもなお、その人物のほうが道

徳的に見えるのです。何故でしょうか。彼が西洋の

教育を受けた人物だからですか。彼が自死しない

からですか。そのために彼のほうが正当化されるの

ですか。私としてはF-１６を操縦し、その後、任務を

終えて本国に帰り、何事もなかったかのように家族

のもとへと帰っていく人々より、自爆行為で死んで

いく人たちのほうを評価します。

欧州では過去にこのような人殺しがあり、人々

は、他者に対して恐ろしい行為をした後、罪の意

識で苦しむことさえなく、幸せに暮らしていました。

そのため、メディアで大きく取上げられているよう

な行為のみに焦点を当てると、重要なことを見失

ってしまいます。重要なこととは、例えばユダヤ教

を例にとると、宗教自体ではなくむしろ、国家主義

によって宗教が暴力を正当化する力に変わってし
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まうということです。イスラエル国家が建設される

前、ユダヤ教は暴力を正当化していたでしょうか。

宗教が国民運動へと変わる前、ユダヤ教は、占領

行為、植民地化行為、追放行為を承認し、信頼し、

正当と認める宗教だったでしょうか。紀元前７０年

から１８８２年までの間で、何らかの方法で暴力を是

認したユダヤ人学者を一人でも挙げることができる

でしょうか。

でも、ユダヤ教の名目で追放、植民地化、占領、

そして人々の処刑すらも許されるようになった１８８２

年以降について言えば、いくらでも例を挙げること

ができます。一神教が人類に対して何をしたかで

はなく、国家主義が一神教に対して何をしたかを問

いかけることが重要だと思います。以上です。

【司会】 ありがとうございました。では、シャムスッ

ディーン先生。

【シャムスッディーン】 パッペ教授からの思いやり

あるご意見を非常に興味深く伺いました。私も、宗

教における一つの概念はコンテクストから離れず、

コンテクストのなかで理解すべきだと考えています。

コンテクストは非常に本質的なものであるため、宗

教だけでなく、科学の分野においても非常に重要

だと思います。

私はイスラーム法の専門家ではありませんが、殉

教を求めるアラビア人の権利における自己犠牲（イ

ステシュハード）に関するご質問に応答したいと思

います。現在、イスラーム法学者として有名なカラダ

ヴィ博士の本を読んだことがあります。博士はイス

ラームではイステシュハードは許されていると結論

づけておられます。メディアはイステシュハードを自

爆行為（自爆テロ）と呼んでいますが、別の情報筋

では殉教の爆弾とされています。

そのため、インドネシアのウラマー評議会のファト

ワー（法学的意見を出す）委員会をはじめ、多くの

国の多くの法学者がこの問題について論じ、その

結果、イスラームには中心となる教義が２つあるとい

う法学的結論が出されています。

その１つは、イステシュハードとは殉教の問題で

あり、悲観的考え方を禁じるものであり、自殺（イン

ティハール）を禁じるものです。もう１つの考え方は、

ウラマー評議会、つまりファトワ委員会からのもので

すが、イスラームではistishhadは禁じられていると

いうものです。すみません、istishhadではなく、自

殺、つまり、何の理由もなしに自殺することは禁じ

られているというものです。殉教を求めるイステシ

ュハードの基準には自死は適合しません。というの

は、生命は、アッラーの神が創造された生物と同じ

くらい非常に大切なものだからです。

しかし、パレスチナや恐らくイラクなどのようなdar

al-harb（戦争の家）でistishhad、即ち殉教を求め

る場合は意味が違ってきます。なぜなら、クルアーン

では「追い出す」ですが、パレスチナのムスリムは本

国から「追い出されてしまった」からです。

しかし他の地域に関しては、イスラーム派テロリ

ストのテロ行為に直面しており、インドネシアのイス

ラーム過激派はバリ島における爆破事件のように

自爆行為、つまり、殉教といった行動にでるのです。

バリ島では初めて爆弾事件が起き、一人が自爆死

しました。そして、私たちの出す答えは、インドネシ

アはdar al-harb（戦争の家）ではなく、dar es-

salam（平和の家）であり、イスラームではそうしたこ

とは許されないというものです。

以上です。

【司会】 シャムスッディーン先生、ありがとうござい

ました。まだまだ言い足りないこと、ますます疑問

が深まったこと、もっと話したいこと、逆に、問題が

解決したのではなく、もっとたくさんの疑問や問題

が出てきたかもしれません。

しかしこれをきっかけにして、今後何度かこうい

った対話の集会を持つことができれば、さらにイス

ラームとその他の一神教との相互の理解が深まっ
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ていくのではないかと思われます。

本日ご発表いただきました中田考先生、ディー

ン・シャムスッディーン先生、アシュラフ・ボルージェル

ディー先生、どうもありがとうございました（拍手）。

それから、コメントをいただきましたヤスパー・ス

ヴァートヴィック先生、シャフリール・ハーシム先生、

富田健次先生、越後屋朗先生、どうもありがとうご

ざいました（拍手）。

それでは、これをもちまして本日の第２セッション

を終了させていただきます。どうもつたない司会、

本当にいろいろ不手際があって申し訳ありません

でした。どうもありがとうございました（拍手）。

（※１）Jessica Stern, Terror in the Name of God: Why
Religious Militants Kill (New York: Ecco 2003), xxii.

（※２）Charles Townshend, Terrorism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford UP 2002), p. 131.  引用部
分の“～であった”という過去形の書き方が何を意味す
るのかはっきりしない。単に“～である”と同義なのか、何
らかのシナリオの可能性を示唆しているのか？

（※３）Townshend, p. 97.

（※４）Townshend, p. 119.

（※５）Townshend, p. 96 参照：２０世紀の末、世界は宗教の原
理主義に直面した。そして世俗化の進行は不安定だが
逆転などありえないと決め込んでいた多くの人々を当
惑させた。

（※６）David K. Shipler, Arab and Jew: Wounded Spirits
in a Promised Land (London: Bloomsbury 1986),
p. 122. に引用

（※７）Charles Kimball, When Religion Becomes Evil (San
Francisco: Harper 2002), p. 7.

（※８）Kimball, p. 156.〔必ず〕

（※９）BauerBauerの演説より。2004年１1月27日、ストックホ
ルムの大シナゴーグにて。スウェーデン語版はSvenske
kommitén mot antisemitismというニューズレター
（2004年4月）p.6-12 に掲載。

（※１０）David K. Shipler, Arab and Jew: Wounded Spirits
in a Promised Land (London: Bloomsbury 1986),
p. 122.に引用

（※１１）Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking About
Religion after September 11 (Chicago & London:
the University of Chicago Press, 2003), p. 5.

（※１２）ごく最近の著書、The dignity of Difference: How to
Avoid the Clash of Civilizations, Revised with a
New Preface (London & New York: Continuum,
2003).“過激の時代に寛容を求めて最大限の訴えをし
た”（P.１１）と述べている。
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「研究史と今日の論争における正戦論」

西欧文化には、「武力を正当化し、その正当な

武力を正しく行使する」という正戦論を核とした道

徳観念が根付いている。歴史的に見て、正戦論の

形成には宗教のみならず非宗教的な思想も絡んで

いるが、宗教的な側面だけを切り離すことも可能

であるため、ここでは宗教面に焦点を当てて正戦

論の考察を行いたいと思う。

正戦論という考え方が生まれたのははるか古代に

遡るが、その理論と実践を融合した体系化が始まる

のは中世期になってからのことである。具体的には１

２世紀中頃にこうした大系化が始まり、キリスト教の

教義に関していえば、およそその１２５年後のトマス・ア

クィナスの時代に一応の完成を見ている。このように

して定式化された正戦論の概念、すなわち古典的

な形の正戦論はFIGURE１に示す通りである。

当初正戦の条件（これは後に「jus ad bellum

（戦争目的の規制）」と呼ばれるようになる）には次

の４点が定められていた。

・君主の命令によること。

・正当な理由があること。

・２つの意味において正しい意図があること（私

利私欲、破壊欲、権力欲などの邪悪な動機が

ないこと。または敵に対して執拗な憎悪を抱

いていないこと）。

・平和を築くという明確な目的があること。

このうち最初の条件は「君主のみが正しく武力

を行使できる」という考えを背景としたもので、「君

主は自らが治める政治的共同体に正しい秩序をも

たらし、これを守り、ひいては平和を築く責任を負

う」という前提に基づいている。社会には宗教上の

罪と不正が横行しており、秩序の回復をもたらすた

めに支配者はときとして武力を行使せざるをえない

ことがある、という考え方である。聖書にもこうした

中世の正戦論的解釈に触れている箇所がある。よ

く知られたローマ人への手紙１３章４節がそれで、こ

こには次の旨が記されている。「支配者を恐れるこ

とはない。なぜなら彼はあなたに益を与えるための

神のしもべだからだ。彼は悪を行なう者には怒りを

もって報いる。」、つまりキリスト教の古典的解釈で

は、「臣民に益を与える責任を負う君主が、その益

を実現し、守るために命令を下す」ことが正戦の第

一の条件となっているのである。

ただし君主による武力行使が認められるのは、

正当な理由と、先に述べた２つの意味での正しい

意図がある場合に限られている。ここでいう正当な

理由とは、次の三つのいずれか、あるいはこのす

べてを指す。

・臣民の利益を守る。

・不当な形で奪われたものを回復する。

・悪を行う者を罰する。

すなわち古典的正戦論における正当な理由も

やはり、君主の基本的責任、すなわち政治的共同

体全体と臣民の利益を守り、政治的共同体一般

の存続と繁栄をはかるという責任を前提としてい

るのである。

また古典的聖戦論は、正戦における武力の行使

に一定の制約を設けることを定めている。これは

後に「jus in bello（戦争の手段や方法に対する規
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制）」と呼ばれる考え方で、非戦闘員を区別し、保

護することと、とくに残虐性が高いとみなされる武

器の使用を禁じるという二つの規制がそれにあた

る。戦争中の行為を規制するためのこの２つの条

件は、武力紛争について定めた今日の国際法に受

け継がれている。

次にこの古典的な正戦論と比較対照するため

に、ポール・ラムジーと米国のカトリック司教団が唱

える２つの現代版キリスト教的正戦論を取り上げ

てみたい。

ラムジーは１９６０年代に発表した２つの著作—

『戦争とキリスト教的良心』（War and the

Christian Conscience,１９６１）と『正戦：武力と政

治的責任』（The Just War: Force and Political

Responsibility,１９６８）の中で、現代を代表するキ

リスト教的正戦論を展開している。ラムジーの唱え

る正戦論はキリスト教的隣人愛の考え方を下敷き

にしたもので、ラムジーは「隣人愛はキリスト教徒に

よる武力行使を正当化すると同時に、これを抑止

する」と論じている（FIGURE２）。ラムジーは、隣

人がいわれのない被害を受けそうになったとき、隣

人愛があればその隣人を守るために武力を行使す

るのは正当であるばかりか、ときには必要なことで

ある、とする一方で、我々は害を及ぼす者をも隣人

として愛さなくてはならず、この場合は隣人愛が抑

止力として働く、と述べている。武力の行使は被害

を防ぐために必要な範囲にとどめるべきであり、か

つ武力は、実際に害を及ぼしている相手や、害を

なそうとしている相手にのみ向けられるべきである、

というのがその主張である。ラムジーはこの考え方

を「区別の原則」と表現している。これは、愛の名

において、直接的、意図的な武力は戦闘員のみに

加えられるべきであり、非戦闘員に直接、意図的な

害をなすべきではない、という考え方である。また

ラムジーは二重結果の原則により、非戦闘員に意

図せずに間接的な害が加えられる可能性を認めな

がらも、戦争に加担していない者を戦争の標的に

すべきではない、と断じている。

ラムジーが提唱した二つ目の「制限の原則」は

「比例の原則」として知られており、ラムジー自らが愛

ではなく論理に基づくものだと述べている。しかしこ

の「比例の原則」も敵を屈服させたり、害をなそうと

いう意図をくじく以上の武力を行使してはならない、

としていることから、その根底には愛があるとみるこ

ともできるだろう。いずれにせよラムジーは、武力行

使の制約条件を明確に示したこの二原則と、武力

行使が正当化される時期についての基本的な考え

方を基に、キリスト教的隣人愛に根ざした正戦論を

展開している。その一方でラムジーは、武力行使の

是非については多言を弄さず、この問題はキリスト

教的道徳観とは無縁の政治的判断にかかわるもの

だとしている。しかし戦争における道徳的行為とい

う問題を考えるとき、ラムジーの論がとてつもなく大

きな影響力を及ぼしていることは確かである。現に

ラムジー以降、戦争の道徳が論じられるときに決ま

って言及されるのは、非戦闘員の保護や武器の禁

止ではなく、区別の原則と比例の原則なのである。

現代のキリスト教的考え方としてもう一つ紹介し

たいのは、米国のカトリック司教団の唱える正戦論

である。これには多少内容を異にする二つの論が

ある（FIGURE３）。よく知られている米国カトリッ

ク司教団の教書『平和の挑戦』（The Challenge of

Peace,１９８３）と、その後に出された声明『義の実り

は平和のうちに蒔かれる』（The Harvest of

Justice Is Sown in Peace, 1993）に唱えられた論

がそれである。この二つの間には多少の違いがあ

るが、ここではその両方に共通し、かつ先に述べ

た正戦の考え方とはっきり異なる二つの点につい

て論じたいと思う。

一つ目は、米国カトリック司教が唱える正戦は

「戦争の否定」（１９８３年）、もっと言えば「武力行使

の否定」（１９９３年）を前提としつつも、場合によって

は正戦開始の条件がこうした前提に優先する、とし

ている点である。これは、「武力そのものは道徳的
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に中立である」とする古典的な正戦論の性質並び

に意味と根本的に異なる考え方であり、武力の行

使が正当化できるか否かは周囲の状況によって決

まるとしている。

これまでと違う点として二番目にあげられるの

は、米国のカトリック司教が幾つかの細かい基準を

定め、一つ一つの基準を基に、またこうした基準を

総合して「戦争の否定」という考え方を強化してい

ることである。こうした基準には次のものがある。

・武力の行使は最終的な手段とすること（つま

り武力を行使するのはそれ以外のあらゆる解決策

を実際に試してみてそれでも効果がなかった場合

に限ること。単に別の手段を検討したり、探したり

するだけではいけない）。

・成功への合理的見込みがあること。

・戦争のもたらす益が害に勝ること（比例性）。

実際に米国カトリック司教団は、jus ad bellum

（戦争目的の規制）にこの比例性の基準を当ては

め、「現代の戦争で使用される武器は破壊力が大

きすぎるため、武力行使が最悪の結果をもたらす

恐れがある」という主張を展開している。

古典的な考え方では、正戦とは、君主が悪をな

す者をくじき、罰する行為とされてきたが、今述べ

たような新しい正戦論では、戦争につきものとされ

る悪を抑制することが大原則となっている。この場

合も正戦が成立する余地は残されているが、こうし

た戦争そのものが悪であり、できる限り回避すべき

であるという点ははっきりと示されている。

すなわち、現代の宗教的な正戦論は、古典的な

考え方、ラムジーの考え方、そして米国カトリック司

教団の考え方の三点によって形成されているとい

えるのである。
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FIGURE 1
THE JUST WAR TRADITION

IN CLASSIC FORM

The Jus ad Bellum: Criteria Defining the Right To Resort to Force

Sovereign Authority: Reservation of the right to employ force to persons or

communities with no political superior.

Just Cause: one or more of the following
Defense—of the common good, of the innocent against armed 
attack
Retaking persons, property, or other values wronglytaken
Punishment of evildoers

Right Intention: two senses
Negatively, evils to be avoided in war,
including hatred of the enemy, “implacable
animosity,” “lust for vengeance,” “desire to dominate.”
Positively, the aim of producing peace.

The Jus in Bello: Criteria Defining Right Conduct in Employing Force

Noncombatant Protection/Immunity:
Lists of persons not to be spared the harm of war (e.g., women,
children, the aged, the infirm, and others deemed unable to
wage war; also such groups as clergy, merchants, peasants on
the land, and other people in activities not related to the prose-
cution of war).

Limits on Means:
Attempts to limit weapons deemed to be indiscriminate or be
unnecessarily harmful, days allowed for fighting 
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FIGURE 2
THE JUST WAR TRADITION

IN CLASSIC FORM

Love of neighbor and the Christian use of force:
Love of the innocent neighbor as the source of permission and some-
times obligation to use force to protect that neighbor

Love of the guilty neighbor as the source of the obligation to use no
more force than necessary against the guilty while protecting the
innocent

The jus in bello principles:
Discrimination: the obligation never to use force against the innocent
directly and intentionally

Proportionality: the obligation to use no more force than necessary to
achieve the end

The rule of double effect:
One may never directly and intentionally do harm to an innocent
person; yet because a good act may have bad effects, it is allowable to
harm innocents indirectly and unintentionally when directly and
intentionally aiming at a legitimate target.
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FIGURE 3
THE JUST WAR CRITERIA

AS DEFINED BY THE U.S. CATHOLIC BISHOPS:

A) THE CHALLENGE OF PEACE (1983)

PRESUPPOSITION: There is a “presumption against war.”

Jus ad Bellum:
Just Cause: To confront “a real and certain danger”:to protect innocent

life to preserve conditions necessary for decent human
existence to secure basic human rights

Competent Authority: “In the Catholic tradition the use of force has
always been joined to the common good:war
must be declared by those with responsibility
for public order.”

Comparative Justice: relative levels of right on both sides of a dis-
pute; whether sufficient right exists to override
the presumption against war

Right Intention: “War can be initiated only for the reasons set forth
above as a just cause.” During conflict, pursuit of
peace and reconciliation, avoidance of unnecessary
destruction, unreasonable conditions.

Last Resort: “For resort to war to be justified, all reasonable alterna-
tives must have been exhausted.”

Probability of Success: No use of force when the outcome will be
“either disproportionate or futile”; yet “at
times defense of key values, even against
great odds, may be a ‘proportionate’ witness.”

Proportionality: “The damage to be inflicted and the costs incurred by
war must be proportionate to the good expected by
taking up arms.”

Jus in Bello:
Proportionality: Avoidance of “escalation to broader or total war” or

“to the use of weapons of horrendous destructive
potential.”

Discrimination: “The principle prohibits directly intended attacks on
non-combatants and non-military targets.”
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FIGURE 3
THE JUST WAR CRITERIA

AS DEFINED BY THE U.S. CATHOLIC BISHOPS:

B) “THE HARVEST OF JUSTICE IS SOWN IN PEACE” (1993)

PRESUPPOSITION: “The just-war tradition begins with a strong presump-
tion against the use of force and then establishes the conditions when this
presumption may be overridden for the sake of preserving the kind of peace
which protects human dignity and human rights.”

Jus ad Bellum:
Just Cause: “Force may be used only to correct a grave, public evil, i.e.,

aggression or massive violation of the basic rights of whole
populations.”

Competent Authority: “To override the presumption against the use
of force the injustice suffered by one party
must significantly outweigh that suffered by
the other.”

Legitimate Authority: “Only duly constituted public authorities may
use deadly force or wage war.”

Right Intention: “Force may be used only in a truly just cause and
solely for that purpose.”

Probability of Success: “Arms may not be used in a futile cause or in
a case where disproportionate measures are
required to achieve success.”

Proportionality: “The overall destruction expected from the use of force
must be outweighed by the good to be achieved.”

Jus in Bello:
Noncombatant Immunity: “Civilians may not be the object of direct

attack, and military personnel must take
due care to avoid and minimize indirect
harm to civilians.”

Proportionality: “Efforts must be made to attain military objectives
with no more force than is militarily necessary and
to avoid disproportionate collateral damage to civil-
ian life and property.”

Right Intention: “The aim . . . must be peace with justice, so that acts
of vengeance and indiscriminate violence . . . are for-
bidden.”
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この１０年、国際的なテロ活動の増加を背景に、

宗教と暴力の潜在的な関係について語られること

がますます多くなっており、新たな研究課題が次々

と生まれている。今回のワークショップもこうした研

究分野の発展を示す一つの指標といえるだろう。

最近の暴力行為は非常に広い宗教的、文化的背

景で起こっており、宗教の教義と実践は暴力行為

をどこまでエスカレートさせるのか、ということが問

われ始めている。国際テロの増加は政治的、経済

的要因に起因するものであって、宗教とは無関係

だとする意見がある一方で、宗教は暴力という問

題の一部であり、暴力を無くすための解決策に寄

与する責任があるとする声もある。

もう１０年以上も前になるが、私はある国際会議

で「異教徒間の結束と和平は不可能である」という

テーマの討論に参加したことがある。宗教はそれぞ

れが異なる真理と生き方を掲げ、異民族、異教徒

間の対立をあおるばかりか、中には憎しみや争いを

増長させ、果てには暴力や戦争を肯定するような

教義を持つものもあるため、人々を結束させるより

は分け隔てる原因になっている、というのがテーマ

の主旨であった。研究者がとくに注目するのは、一

神教が異教徒をしばしば悪とみなし、そうした「よ

そ者」を力づくで排除したり、強引に取り込んだり

してきた点である。「宗教的暴力」というものが本当

に存在するのなら、私たちはその現象を詳しく分析

し、原因追及と解明に努め、加害者と犠牲者を明

確にしなければならないだろう。それと同時に、暴

力を克服し非暴力を実践するために宗教に何がで

きるかということも検討する必要があるだろう。現在

世界では軍事化が加速し、人命、財産、環境を破

壊する先端技術が次 と々開発され、地域紛争や戦

争が各地で勃発している。また核の脅威が増大し、

地球上の生命が抹殺される危険性が高まってい

る。こうした状況を考えると、もはや平和か暴力か

を選んでいるときではなく、人類と地球に明るい未

来をもたらすためにも、平和の実現を最優先課題

に掲げて一刻も早く取組を進めなくてはならないこ

とは明かである。

２００１年に私はドイツのキリスト教援助団体が設け

ている国際的な賞の選考委員を務めた。これは、

博士号を持つ状況神学と哲学の研究者を対象に

「宗教と暴力」をテーマとした論文を公募したもので、

世界各地の研究者から力作が寄せられた。このコ

ンテストの募集要項には次のように記載されている。

「今日、宗教に根ざす紛争が内外で多発してい

る。北アイルランド、アルジェリア、ナイジェリア、ウガ

ンダ、アフガニスタン、インドネシアなど、紛争の火種

を抱えた国は枚挙にいとまがない。果たして宗教

は暴力の温床なのだろうか。それとも平和の実現

に貢献できるのだろうか。宗教が暴力を生み出す

危険性はどの程度あるのだろうか。問題の根は宗

教そのものにあるのだろうか、それとも何らかの目的

を達成するために宗教は利用されているにすぎな

いのだろうか。暴力が増大する中、その克服のた

めに、宗教はどのような役割を果たせるのだろうか。

このような状況下で、我々はどのような基本原則を

守るべきなのだろうか。神学及び哲学にとって、暴
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力をめぐる厳しい現実はどのような意味を持つの

だろうか（※１）」

この文面にはごく一部しか名前が挙がっていな

いが、深刻な宗教的対立を抱える国はイスラエル

やイラクをはじめ、この他にもまだまだある。ここに

は宗教が暴力と平和双方の手段となるのか、原因

となるのか、解決策となるのかということが述べら

れているが、私が言いたいのも正に同じことである。

ただし本稿でこうした問題を幅広く論じ、比較対照

する余裕はないので、ここではキリスト教の視点か

ら次の３点に的を絞って考察を行いたいと思う。

１．紛争、衝突、暴力における宗教的動機

２．戦争と平和の書としての聖書

３．平和の希求と平和の実現に向けた
実践的取組

1．紛争、衝突、暴力における宗教的動機
紛争、衝突、暴力はどの文化圏においても人間

の生活に害を及ぼす悪とされている。ではなぜそ

のような悪が存在するのだろうか。またそもそもこう

した悪は一体どこから生まれてくるのだろうか。そ

の答えは、宗教思想や哲学思想、そして数々の神

話や伝説によって実に様々な形で語られている。

たとえばユダヤ教とキリスト教は、悪の起源と、紛

争、衝突、暴力に起因する数多くの苦悩は人間の

不服従が原因であるとしている。この考えを象徴す

るのが、創世記の中で語られているアダムとイブの

原罪物語である。これに対してヒンズー教と仏教は、

人間は己の真の姿を知らず、無知が煩悩を生み出

すと説いている。すなわち人間はその欲望とむさ

ぼりの心ゆえにほぼ未来永劫「悪の鎖」につなぎ

留められており、そこから貪・瞋・癡（貪欲、敵意、

迷妄）という人間の生につきものの三火（三毒）が

生じるという考え方である。仏教の座禅は正にこの

三火を滅却し、その対極にある寛容、親愛、智慧

へと転化するための手段なのである。ただし誤っ

た世界観と自我への執着から解放されようと思え

ば、内的啓示、つまり悟りを開くしか方法はない。

人間がどうしようもなく好戦的な生き物であると説

く宗教はおそらく一つもないだろう。人間が敵対行

為や暴力に走り、お互いを苦しめるのは、あくまでも

己の不完全さ、未熟さ、浅はかさ、身勝手さ、そして

無知のせいである。またそこには妬み、うぬぼれ、

むさぼりの心も働いている。キリスト教ではこうした

人間の心の働きを伝統的に「罪」と呼び、これを神

の意志に意図的に背く行為であるとしてきた。これ

はある意味、「人間は自分の行為に責任を持つべき

である」と言っているのと同じことである。こう考える

と、多くの宗教が何らかの形で「告解」、すなわち己

の意図的な悪行とその過ちを告白する場を設けて

いることにも納得がゆく。しかしながら、悪をめぐる謎

は、人間の個人的な行為や罪をはるかに超越した

ところに存在する。ポール・リクールは、悪のシンボリ

ズムに関する著作の中で次のように述べている。

「私たちの生まれる以前から、世の中には既に悪が

存在していた。私たちの中には悪を始めた者など一

人もいないのに、誰もが自分は、自分の犯した悪行

よりもはるか古代に遡る悪の歴史に加担していると

いう感覚を抱いている。この奇妙な受動性の経験

こそ悪行の核となるものであり、私たちはこの経験

ゆえに、自分が自分の犯した悪行の犠牲者であると

感じるのである」（１９８７:２００）

人を圧し、ねじ伏せるようなある種の絶大な悪

の力がその本領を発揮するのは、暴力が介在する

ときである。暴力は人間の悪行の一つの形である

だけでなく、その癌細胞のような構造は、個人的及

び集団的な暴力行為以上にじわじわと人を苦しめ

る。人間が他人に行使しうる最も極端で最も危険

な形の暴力は、意図的に相手を殺害することであ

り、その最たるものが戦争である。こうした極端な

敵意の発露に対し、宗教はどのような立場を取っ

ているのだろうか。非暴力を訴えているのだろうか、

それとも逆に暴力と戦争をあおり、正当化し、果て

にはその原因となっているのだろうか。

誰しも、最近の事例から、この問いに「イエス」と
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即答する根拠を幾つも思いつくことができるだろう。

宗教の理念と実践がしばしば意見の対立を引き起

こし、衝突や戦争の原因となってきたことは確かで

ある。宗教の世界観はそれぞれに異なり、ときには

対立することもある。またどの宗教も絶対的、排他

的な真理を掲げているために、これが深刻な緊張

をもたらし、暴力や戦争に至る紛争を招くこともあ

る。一方宗教の擁護者は、暴力や戦争に対する宗

教の責任は単に表面的なものにすぎず、軍事行動

の真の原因は、政治力、経済力の格差と、慢性的

に不足している資源の奪い合いにある、と主張す

る。また人間の好戦性は生まれついてのものであ

ると考える思想家も多い。こうした思想家は、暴力

はどの時代の人間社会にも普遍的に存在している

とし、むしろ非好戦的で平和的な社会の方が稀有

な例外であり、こちらの方を解明する必要性の方

がはるかに高いと述べている。果たして、衝突や暴

力や戦争を避ける術はないのだろうか。あるいはこ

うした行為は人間社会の中で後天的に培われたも

のであり、私たちが自分自身と教育のあり方を変え

さえすれば回避できるのだろうか。こうした点をめぐ

り、これまでに数多くの議論が戦わされてきた。

有史以来、戦争において宗教が最も重要な役

割を果たしてきたことは疑いのない事実であり、現

に暴力行為を正当化する宗教上の理由は数多く

存在する。宗教は戦争を否定するどころか、これを

儀式化しさらには絶対化して、その象徴的宇宙に取

り込んできたのである。それにもかかわらず宗教学

者の関心はこれまで、コミュニティーの形成に資す

る宗教の平和的な側面にのみ向けられており、意

見の対立、罪、暴力、そして戦争をあおる宗教の破

壊的な力が研究の対象とされることは少なかった。

しかし今日、いつの時代にも増して私たちには、宗

教の立場、考え方、そしてその枠組について現象

論的分析を行い、宗教の何が暴力行為を招き、衝

突、紛争、戦争を引き起こす原因となっているのか

を検証することが求められている。

キリスト教徒であり平和主義者であるジョン・ファ

ーガソンは、“War and Peace in the World’s

Religions（世界の宗教における戦争と平和）,１９７７”

という短いながらも洞察に富んだ研究論文を発表

し、その中で「キリスト教と仏教は本来最も平和的

な宗教として誕生したが、いずれもその誕生直後か

ら武力と深くかかわるようになった」という考えを示

している。これに対し、ゾロアスター教、イスラーム、

そして神道は、誕生した時点から紛れもなく戦いの

宗教であったが、これらの宗教からは調和と平和を

説く思想も生まれているという。キリスト教について、

ファーガソンは次のように述べている。「歴史的に見

て、キリスト教を信仰する国は商業主義、領土拡大、

技術革新に力を入れてきた国である。このことは、

キリスト教本来の教えは極めて平和的なものであっ

ても、キリスト教徒ほど武力に頼ってきた民族は他

に例を見ないということを物語っている」(１９７７:１２２)

歴史を紐解くと、戦争に対するキリスト教的解釈

は次の３つに分類することができる。ローマ帝国が

コンスタンティヌス帝によって統一され、キリスト教が

公認されるまでは、キリスト教は平和を第一義とし

ており、信徒が戦闘に参加することを認めていなか

った。これに対して西暦３１４年にはアルル教会会議

によって「平時に武器を放棄する者を破門する」と

いう宣言が公布されている。次に広く普及したの

が、キケロの思想を受け継ぎ、聖アンブロシウスと

聖アウグスティヌスが提唱した正戦論である。正戦

論においては、正当な権限を持つ君主が命令を出

すことと、所定の道徳的基準を満たすことという条

件付きで、キリスト教徒の戦闘行為が正当化されて

いる。三番目は、中世時代に正戦論の延長線上に

生まれた十字軍の考え方である。この考え方には、

ヘブライ教の聖戦思想が色濃く反映されている。

新約聖書が戦争よりも平和を指向していることは明

らかであるが、戦争に対する３つのキリスト教的解

釈、すなわち平和重視、正戦論、そして十字軍の

考え方がいずれも新約聖書を根拠としているのも
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また事実である。この点に関してロビン・ギルはそ

の著作の中で次のように述べている。「コンスタンテ

ィヌス帝以降の時代には、主要なキリスト教会や宗

派は一つとして平和主義の立場を貫いていないこ

とを考えると、コンスタンティヌス帝以前の教会の姿

勢がいかに素晴らしいものであったかが一層実感

できる。キリスト教の中でも平和を一義とする立場

をとっているのは、クエーカー派、再洗礼派、メノナ

イト派、ブレザレン教会、エホバの証人などごく一

部の宗派に限られている。また戦時中に平和を訴

えるキリスト教信者は、宗派に関係なく、同じキリス

ト教徒から白い目で見られている」（１９７７:３７)

今日主要な教会は、良心的兵役拒否、つまり軍

への入隊拒否はあくまでも個人の良心の問題であ

るという立場を取っており、暴力と戦争に対する教

会の態度を明確にしなくてはならないような大きな

問題であるとは考えていない。ユダヤ教でもキリス

ト教でもその中心には聖書があること、そして聖書

の教えが西欧文化の形成に大きな役割を果たして

きたことを考えると、聖書には暴力と平和の問題が

どのように描かれているか、また暴力、そしてその

中でも特にたちの悪い国同士の戦争に対して聖書

はどのような立場を取っているかという点を考察す

るのは意義のあることだと思われる。

2．戦争と平和の書としての聖書
聖書に語られている生活世界と思想世界は、太

古の昔から人々の信仰の拠り所となってきた。ヘ

ブライ聖書はユダヤ人にとって神の律法書（トーラ）

であり、また旧約聖書として編纂された後も、新約

聖書と共に神の活きた言葉を伝え、何百万ものキ

リスト教徒に生きる糧を与えると共に、日々の行い

の指針を示してきた。科学、哲学、神学、法律、芸

術など、西欧文明の大部分は聖書によって形作ら

れたと言えるだろう。また現代人は、たとえ無神論

を標榜していても、その多くが聖書に語られた思想

に何らかの影響を受けているものである。

聖書は多くの矛盾をはらんだ書であり、対話と論

争の書でもある。そこに記された言葉は、希望と博

愛を追求するための命がけの戦いの記録である。

何世紀もの長きにわたり、聖書は様々な用途に利

用されてきた。聖書には、人間同士の対立や紛争

や暴力の物語が数多く収められているが、それらは

また無限の可能性と約束の物語でもあり、人間が

聖霊によって平安に導かれる物語でもある。社会

政治的状況が世界各地の緊張を高めているこの

時代、暴力を克服し、あらゆる手段を講じて地に

平和を実現することが緊急の課題となっている。聖

書は暴力と戦争をどこまで許容し、神聖化している

のだろうか。

後にキリスト教の旧約聖書となるヘブライ聖書

は、かなりの部分を割いて神の戦いを称え、戦い

における神の力とその復讐の恐ろしさを伝えてい

る。たとえば士師記、サムエル記、列王紀には、と

きには敵を壊滅させるほどの激しい戦いの様子が

まざまざと描かれている。モーセ五書（創世記～申

命記）の前半では部族の神でしかなかった存在が、

歴史書（ヨシュア記～エステル記）では国の神として

崇められており、拡大した領土を守るために神の武

力行使は一段と激しさを増している。ここに描かれ

ているのは、一見終わることのない戦いに巻き込

まれた民族とその神の姿である。

旧約聖書には、戦士たる神の偉業と、民の敵に

対する聖戦の様子を描いた物語が数多く収めら

れている。こうした物語はいずれも、神を全世界

に君臨する王者として称え、賛美したものばかり

である。古代ヘブライ人たちは、歴史の中で体験

し、歴史によって検証された戦争の実体に神学的

な解釈をまとわせた。「万軍の主たる神はその民

を約束の地に導き、民のために敵と戦う」。こうし

た聖戦の考え方は、旧約聖書の物語や申命記２０

章などに記された戦いの律法にうかがうことがで

きるが、古代の世界には、このような選民思想に

基づく聖戦論は他に例を見ないといわれている（※

２）。こうした聖戦についての記述は、たとえばサム
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エル記（７章・１５章）やヨシュア記などにも見ること

ができる。しかしながら、ダビデ王以降このような

「聖戦」は姿を消し、その後継者たちはマカベア戦

争を始めとする征服と防衛のための世俗の戦い

に巻き込まれてゆく。このように旧約聖書には、

聖戦だけでなく、アッシリアやバビロニアなどの脅

威から領土を守るための戦いの様子も記されてい

る。しかしながら、歴代誌の出だしとそれに続く部

分には、幾度となく語られる暴力に困惑のまなざ

しを向ける者たちの存在がはっきりと示されてお

り、旧約聖書中の暴力賛美の思想を否定する記

述も多い。とくに預言者たちの書には平和への願

いを訴えたものがたくさんある。アモス、ホセア、イ

ザヤ、ミカ、エレミアなど、予言者たちは、武力を

用いた抵抗は道徳的に間違っており、ヤハウェに

背く行為であると断じている。旧約聖書の世界で

は歴史そのものが戦いであり、そこではメシアの

時代の到来、すなわち終末論的希望の成就のた

めに、平和の実現が約束されているのである。こ

れについてある研究者は次のように語っている。

「旧約聖書を注意深く読むと、どのような行為や

状況にも増して暴力についての記述が多いことが

よく分かる。民族や王や個人が人を攻撃し、殺害

する様子を記した文節は６００以上にのぼり、神の

怒りゆえに人が死をもって罰せられたり、人類が抹

殺されたことを語るテキストはおよそ１０００を数える。

また神が人の殺害を命じたとされる事例も１００を下

らない」(Hendrickx１９８８:３９, based on Lohfink

１９８３)

こうした激しい神の怒りは、神が絶対的な力を

持って民を支配していることの表れであるが、見方

を変えれば、神は人間の反省を促すために、わざ

とこうした行動に出ていると解釈することもできる。

「暴力」を意味するヘブライ語はたくさんあるが、そ

の中でもとくに重要なのが「hamas」という言葉で

ある。この言葉には、「肉体的な暴力」、「盗みや商

取引によって不当に利益を奪うこと」、そして「言葉

による虐待」という３つの意味があるが、これらはい

ずれも強者が弱者に対して行う行為である。これ

に対し、弱者が強者（暴君）の支配を逃れようとす

る行為が「暴力」と呼ばれることはない。つまり暴

力の犠牲者はイスラエル、一般の民、よそ者、寡婦、

孤児、貧者であり、暴力の行使者は様々な国家、

王を始めとする権力者、迫害者、虚偽の証言者、

富者、祭司、そして裁判官なのである。

しかしながら、今日私たちが知る暴力は、聖書に

描かれた古代近東のそれとは趣を大きく異にして

いる。聖書や他宗教の聖典の内容を解釈するため

には、現代とはかけ離れたその時代的、文化的背

景をしっかり踏まえなければならない。宗教団体は、

社会正義の理念を掲げ、普遍的価値を説いて暴

力を抑制しようとしてきた。確かに普遍的な兄弟愛

や「人類は皆家族」という考え方に見られる価値観

は「快楽が苦痛を消し去ることができないのと同じ

で、紛争をなくしてしまうことはできないが、（中略）

一つのコンセンサスを形成して紛争の原因を排除

する力にはなるのではないだろうか。」(Klausner

１９８７:２１７)

ある種の宗教儀式は、参加者の精神を昂揚させ

るだけでなく、暴力の行使に必要な一種独特の勇

気を掻き立てる役割を伝統的に果たしてきた。つま

り戦地に赴く兵や軍隊に神の祝福を与えることは、

彼らが戦場で行使する暴力を「正当化」するために

ぜひとも必要な行為なのである。もう一つ重要な点

は、宗教が敵を「悪魔の手先」とみなしていることで

ある。つまり敵とは、自分たちの属する社会集団や

宗教集団の枠外にいる「よそ者」であり、神に敵対

する者であり、誤った教義の実践者であり、忌むべ

き罪を犯す者なのである。リトルトン（１９８７）は、殺戮

者や、敵に制裁を下す集団が、犠牲者を人間以下

の存在の名で呼ぶ「lethal redefinition（殺人者の

再定義）」について述べている。私たちは敵を怪物、

獣、動物と呼んだり、ときには「ゴミ」や「クズ」などの

腐敗物になぞらえることすらある。言葉で敵を攻撃
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する場合には普通にこうした呼び名が使われ、この

ことが「敵（またはその集団全体）に死を与えることは

許容されるばかりか価値のある行為である」という確

信を呼ぶ。このように論じる一方で、リトルトンはこう

した暴力の持つ決定的なパラドックスを鋭く指摘す

る。そのパラドックスとは、敵に暴力を行使するには

相手の人間性を否定しなければならないが、それと

同時に自分自身も人間性を捨てて殺戮の道具とな

り、罪悪感、恐怖感、同情心などの感情を押し殺さ

なくてはならない、というものである。

私たちは長い間、この世から戦争をなくすことは

できないと考えてきた。しかし今、私たち人間が暴

力や戦争に頼らずに紛争を解決する道を見いだ

せるか否かが、人類と地球の存続のために大きく

問われ始めている。聖書に限らず他宗教の聖典に

も、信者は今生のうちに平和の贈り物を受けるだ

ろうという約束が盛り込まれているが、これは非常

に優れた宗教理念である。どの宗教でも平和は

「魂の安寧」という考え方、すなわち内的完全性、

不安からの解放、達成感、喜びと結びついている。

また平和は「心を乱す欲望のない状態」、あるいは

「敵対行為や戦争のない状態」と消極的に定義す

ることもできるが、こうした定義は役には立つが十

分とはいえない。たとえ平和に対する宗教の教え

が個人の内面だけに向けられており、精神面ばか

りが強調されていたとしても、宗教上の平和の解釈

には必ず社会情勢が反映されるものである。しか

しながら、正戦論という完成された概念があるにも

かかわらず、平和に対するキリスト教的解釈が未だ

確立されていないというのは驚くべきことである。

第二次世界大戦以降「平和学」という学問が誕生

し、これまでに様々な解釈が試みられてきた。この

学問はいみじくも「人類生存の科学」と呼ばれてい

るが、様々な教義で語られている平和の考え方、

つまり平和の「種」に研究者の関心が向けられるこ

とは殆どなかった。しかしこの学問を極めようと思

えば、数々の信仰の中核を成す「平和の希求」を

研究するのが一番成果が期待できるのである。な

ぜなら平和を体験するということは、様々な存在

（神）による救済の約束が一部成就されることだか

らである。

ヘブライ聖書には戦争をめぐる物語が多数収め

られているが、出エジプトをはじめ、暴力に頼らず

に大勢の民を解放した話も幾つか伝わっている。

実はこのヘブライの聖典は隅々まで平和の概念に

貫かれており、「平和」を意味する「shalom」という

言葉が２４９回も登場している。「shalom」は本来

「完全性」を指す言葉であり、その意味するところは

「平和」よりもさらに深い。またこの言葉はラビの教

義においても、真実、正義、平和の意味で頻繁に

使われている。律法書（トーラ）は世に平和を実現

するためにもたらされたとされており、神の名の一

つを「平和」としている。また「shalom」は霊的な状

態と物的な状態の両方を意味する言葉でもある。

有名なイザヤ書２章２～４節には、神が平和裏に全

ての国を召集する様子が次のように記されている。

「さあ、われわれは主の山に登り、ヤコブの神の

家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる、我々

はその道に歩もう。彼はもろもろの国のあいだに裁

きを行い、多くの民のために仲裁に立たれる。こう

して彼らはその剣を打ちかえして鍬とし、その槍を

打ちかえして鎌とし、国は国に向かって剣をあげず、

彼らはもはや戦いのことを学ばない」

後の時代に、イザヤ書の別の箇所で平和のイメ

ージが川、鳥、大釜の３つに託されて表現されてい

るという解釈がなされている。この中で最も豊かな

イメージは川で（イザヤ書６６章１２節）、川はダイナミ

ックな流れと共に、繁栄と人間同士の愛、そして神

への愛を運ぶものとして描かれている。空を飛ぶ

鳥に託された平和のイメージ（イザヤ書３１章５節）

は、戦いに備えること、つまり民の保護と救済のた

めに軍隊を維持し、敵を遠ざけ、脅えさせ、壊滅さ

せることによってもたらされる平和であり、神は鳥が
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翼を広げてひなを守るように、民を救うとされてい

る。この場合は悪が身近に迫っているために敵へ

の警戒が必要であり、完全なshalom（平和）が実

現されているわけではない。これよりもさらに危機

的状況にある平和は、大釜のイメージで語られてい

る（イザヤ書２６章１１～１２節）。これは悲痛な叫び

に満ちた危うい平和であり、神の力が、あたかも沸

き立つ大釜のごとく敵の上に注がれ、私たちも自

分の皮膚と所有物を守らなくてはならない、とされ

ている。この３つの平和について、アーマンド・アベ

カシスは次のように述べている。

「暴力、不正、困難が他者にふりかかるときに実

現される平和もあれば、我々に害を及ぼそうとする

者を遠ざけ、封じることによって実現される平和も

ある。もう一つの平和、川のイメージをまとう
shalomは、全人類の結束と、豊かに満ち足りた生

を象徴している。戦争のない状態を指す平和、あ

るいは墓地に眠っている平和はshalomではない。
shalomは男女が互いを愛し、全ての人間の中に

無限の愛と生命の源である神の姿を見ようとする

ときに実現されるのである」（１９８８:１４）

古代ヘブライ人にとって平和は社会的な通念で

あり、家族や地域社会の絆、国同士の協調という

意味を帯びていた。士師記、そしてダビデ王の時

代以降、「shalom」は人と人の協調を促す前向き

な挨拶の言葉となり、その後ユダヤ教徒とキリスト

教徒の間にも広まっていった。なおアラビア語の

「salaam」はヘブライ語の「shalom」と語源を一つ

にする言葉である。またクルアーンの時代以降、

「平和があなたと共にありますように」という言い回

しがムスリムの間で挨拶及び祝福の言葉として使

われるようになっている。「salaam」の意味するとこ

ろは、平和に加えて、充実感、健康、繁栄、安全、

満ち足りた人生という広い範囲に及んでいる。西

欧にはイスラームを軍事力と結びつける考え方があ

るが、信者はイスラームを平和の教えととらえている。

現にクルアーンには平和はアッラーの意志であると

記されており、アッラーは「至高の王者、神聖にして

平安の源」（５９:２３）と称えられているのである。平

和はかけがえのない賜物であると同時に人と人と

の関係の基礎でもあり、優れた政治的手法でもあ

る。預言者の時代以降の歴史を紐解くと、イスラー

ムが平和の実現に多大な貢献をしてきたことは明

らかであり、最近の例では、ガンジーのように、クル

アーンの教えに従って非暴力を貫いたパターン族

のアブドル・ガファール・カーンの功績が際立ってい

る。

暴力の歴史を重ね、正戦論を発展させたキリス

ト教徒であるが、彼らもまた、平和への強い願いを

ずっと抱き続けてきた。この思いは、山上の垂訓

「平和を作り出す人たちはさいわいである。彼らは

神の子と呼ばれるであろう」（マタイによる福音書５

章９節）やイエスがヨハネに語った別れの言葉「わ

たしは平安をあなたがたに残して行く。わたしが与

えるのは、世が与えるようなものとは異なる」（ヨハ

ネによる福音書１４章２７節）によく表れている。平和

主義の立場を取るキリスト教徒は、イエス自身の示

した生き方と、キリスト教の福音に見られる平和重

視の思想をその拠り所としている。また教会は、も

ともとヘブライ聖書のダビデの王を指していた「平

和の君」という称号をイエスに与えている。キリスト

教の礼拝では「主の平安がいつもあなたの上にあ

りますように」という言葉が何度も唱えられ、さらに

「人知ではとうてい測り知ることのできない神の平

安が、あなたがたの心と思いとを守って、神と神の

子、主なるイエス・キリストの愛を深く悟らせてくだ

さるように」という祈りの言葉が繰り返される。最近

では聖餐式を「平和の挨拶」でしめくくる習慣が復

活しており、信者は互いに握手やキスを交わして平

和を祈る。また近年のキリスト教の平和運動は、

「汝の敵を愛せ」（マタイ５章４４節、ルカ６章２７節）と

いうイエスの言葉や、山上の垂訓で語られた至福

の教えなど、聖書に記された平和の実践を目指し

ている。ドイツでは平和運動家が軍事問題をめぐ

334



「キリスト教、暴力そして平和の追求」

る議論で聖書を引き合いに出し、山上の垂訓を新

たな政策として平和を実現しようと訴えて大論争を

引き起こしている（※３）。

この一件は、キリスト教的思想が現代人の平和

観に反映されていることを示しており、ガンジーがイ

ンドの伝統的思想を拠り所にして戦いの最中に非

暴力主義を貫いたことを思い起こさせる。宗教が

受け継いできた平和の理念は、次のことを物語っ

ている。平和とは強い意志をもって実現を目指す

べきものであり、人間の行動のみならず、心と思い

を変えることによって達成することができる。また平

和は、個人にも社会にも充足感をもたらし心の平

静と幸福を実現する一方で、その最も深いところで、

最も豊かに、絶対性、完全性、神の存在、霊の力

という考え方と結びついている。この究極の意味

において、平和は霊の賜物、霊の結ぶ実そのもの

であるといえるだろう。

3．平和の希求と平和の実現に向けた
実践的取組
今日、平和を望む声はいつの時代にも増して高

まっているが、世界では戦争と暴力が収まる気配

は未だ一向に見られない。２年前、２００２年２月２３日

付けのガーディアン紙上でエリック・ホブスバウンは、

過去１００年は戦争のあり方を変えてしまった、１９１４

年以降世界全体が平和だったときはなく、今も平和

は実現されていない、また新世紀になっても平和

が達成される見通しは暗い、という主旨の「戦争と

平和」に関する記事を寄稿している。２０世紀は史

上最悪の殺戮の世紀と呼ばれている。１９１４年以

降、戦争で命を落とした者の数はおよそ１億８７００

万人を数えるが、これは１９１３年当時の世界人口の

１割強に相当する数字である。過去には紛争と言

えば国同士の争いが圧倒的に多かったが、現在こ

うした国際的な戦争は減る傾向にある。代わって

急増しているのが国内の紛争で、これに伴って軍

隊ではなく一般市民が被害を被るケースがますま

す増えている。ホブスバウンは、第一次世界大戦中

の死者のうち市民が占めていた割合はわずかに

５%であったが、第二次世界大戦にはこの数字は

６６%に増加し、さらに今日の紛争では犠牲者のお

よそ８０～９０%が市民であると述べている。また別

のデータ（※４）によると、１９８９年から１９９６年に起きた

１０１件の紛争のうち、国同士の戦争はわずか６%

にすぎず、その他は地域紛争や部族間の内戦だと

いう。そして内紛状態にある国の８０%が、子どもを

戦士として訓練しているというのである。このような

状況にあって、一体どうすれば平和が達成できると

いうのだろう。

『The Oxford Companion to Christian

Thought』の「戦争」の項目には次のように書かれ

ている。「社会が組織化されるにつれ、戦争も複雑

さを増している。当然のように、戦争には時代の文

化的、宗教的、政治的、技術的背景が反映される。

今日の状況を考えると、戦争は人類を自滅に追い

やる可能性を秘めている。これまでキリスト教徒は

ただ単に戦争の意味を考えてきた。しかし今や、

戦争を防ぐことが急務となっている」（※５）
もはや平和は選択肢の一つではなく、私たちの

果たすべき責務となっている。既に数多くの個人

や集団や組織が、戦争の終結と廃止を訴えて立

ち上がっているが、これまでに「二度と戦争を起

こすな！」という叫びがどれだけ聞き入れられてき

ただろうか。私たちは何としてでも、この世界に新

たな平和意識と平和の文化を構築しなければな

らない。平和を実現し、暴力ではなく非暴力によ

って紛争を解決するためには、そして私たちが本

当に平和を願うならば、全身全霊を傾けて行動を

起こすしか方法はない。そこにはとてつもない努

力と大変な労力が伴うだろう。これまでの考え方

をすっかり改め、新しい発想で行動することが必

要になるからだ。キリスト教が正戦論の確立にあ

れだけの労力を割いておきながら、同じだけの労

力を平和の神学に向けなかったことは実に残念

で、ショッキングなことである。平和の種はどこに
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行けば見つかるのだろうか。

地球社会が今後も存続するためには、平和を実

現するという責務に私たちが真正面から向き合う

以外に方法はない。９月１１日の恐ろしい暴力的な

出来事以来、このことはますます重要性を帯びて

いる。戦争と暴力は今、急速に質的変化を遂げて

おり、事態は、もはや戦争の廃絶だけを訴えるだけ

では十分ではないところにまで深刻化している。私

たちがなすべきことは、暴力、争い、憎悪、そしてこ

れらに伴う一切の問題に向き合い、暴力を排した

紛争解決策を探ると共に、宗教的、民族的、社会

的、経済的、そして政治的な対立を平和的、非暴

力的に収束させることである。世界に新たな「平和

の文化」を構築するには、世界市民の間に新たな

「平和の意識」を喚起する必要がある。これは実務

的な作業であるが、突き詰めれば人間の霊性や道

徳に訴える作業でもある。それゆえに世界の信仰

や霊的な人生観を中心に据えた新たな形の平和

教育（※６）と平和活動を提唱し、平和意識と平和の

文化を推進することが必要である。さらに政治交渉

や新たな和平の手段を通して非暴力的に紛争解

決をはかると共に、国連のグローバルな権限を強

化して武力紛争を収束させなければならない。そ

してそのためには、最終的に私たちの姿勢と経済

や政治のあり方を根本から変えることが求められ

る。つまり私たちに必要なものは、現代世界の文

明のあり方を変えることなのである。

現在、暴力と戦争の壊滅力があまりに大きくなって

いるために、私たちは容易に深い絶望感にとらわれ

がちになるが、その一方で、これまでとは違う方向を

目指した新たな行動が開始されるなど、明るい兆しが

数多く表れていることも事実である。こうした行動は

将来への希望を育み、世界に平和を実現する道は

まだ残されているという確信を築く力となっている。

今日新たな平和のビジョンが多くの声明や文書の中

で謳われているが、こうしたビジョンの中には、キリスト

教的な考え方を中心とする宗教的、霊的思想に直

接、あるいは間接に触れたものも散見される。

アメリカ先住民族の伝統と東洋の宗教に深い造

詣を持ち、フランスの思想家ピエール・テイヤー

ル・ド・シャルダンに傾倒するトーマス・ベリーは、

カトリック教徒のエコロジストという立場から、「人

間の再創造」という概念を提唱している。これは、

地球上に確かな未来を実現するという壮大な構

想の一環となるもので、ベリーは世界中のすべて

の男女がこのプロジェクトに参加すべきであると訴

えている。ベリーはその独創的な著書『The Great

Work』（※７）の中で次のように述べている。「希望

と平和に溢れ、自然と調和した未来を築こうと思

えば“新しい世界”のビジョンを明確に打ち出し、

力を結集しなければならない。そのためには世界

中の政治、教育、経済の仕組み、つまり産官学の

仕組みすべてを抜本的に再編することが必要であ

る。」人類がこの目的を達成するためには、ベリー

の言う「４つの知恵」を創造的に活用する以外に

方法はない。その知恵とは、１）古来から受け継が

れてきた知恵、つまり伝統的な宗教や哲学の知恵。

２）先住民族の知恵。３）女性の知恵。そして４）ご

く最近生まれた科学の知恵である。こうした知恵

の源泉はいずれも、未来につながる平和の文化

の構築に欠かせないものばかりである。

平和の実現に向けた取組をもう一つ紹介しよ

う。もう随分以前になるが、ドイツの哲学者、カー

ル・フリードリッヒ・フォン・ワイツゼッカーがすべて

の宗教を対象に平和会議を開催することを提唱し

たことがあったが、これは時期尚早ということで結

局実現に至らなかった。しかしこの呼びかけを機

に世界教会協議会が「正義、平和、被造物（創造）

の保全」と題した会議を開催し、このことが世界の

キリスト教会の間に大きな波紋を投げかけた。神

学者ハンス・キュンクが１９９１年に発表した著作
Global Responsibility. In Search of a New

World Ethic（※８）は、次のような力強い平和への

訴えで締めくくられている。「諸国家のための世界
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倫理がなければ、人類に生命はない。諸宗教間

に平和がなければ、国家間に平和はない。諸宗

教間に対話がなければ、宗教間に平和はない」（※

９）。この主張は大いに議論を呼び、ついに１９９３

年、シカゴで開催された世界宗教会議が「地球倫

理への宣言」（※１０）を発表し、その中で「地球の平

和がなければ、人類の存続はありえない！」（※１１）
という一節を掲げて、非暴力と人命尊重の文化を

構築する決意を高らかに謳いあげた。

非暴力と平和の文化を構築するという決意は

「地球憲章」の中でも表明されている。「地球憲章」

は国際的な協議を通して採択され、２０００年３月に

パリのUNESCO本部が承認したもので、２０世紀

中に公正かつ平和で持続可能な地球社会を実現

するための基本原則が定められている。この憲章

が何よりも大きな拠り所としているのが「世界の偉

大な宗教と哲学的伝統の知恵」であり、ここでもや

はり「寛容、非暴力、平和の文化」（IV.16）の推進

が提唱されている。また「持続可能性に関する教

育」（IV.14b）と、「持続可能な生活のための道徳教

育や精神教育の重要性」（IV.14d）にも重点が置か

れている。地球憲章はすべての人々に「平和とは、

自分自身、他人、他の文化、他の生命、地球、そ

して全てがその一部を構成するさらに大きな存在

との間の正しい関係によって創られた総体である

ことを認識しよう」（IV.16f）と呼びかけているが、

これはきわめて宗教色の濃いメッセージであり、

今何よりも必要とされている平和教育の啓発につ

ながるものと思われる。（※１２）
未来の世代のために平和を実現しようという呼

びかけに応えて、世界教会協議会は様々な取組を

進めてきたが、その中でも一番新しい動きは、２００

１年から２０１０年を「暴力克服の１０年」と定めたこと

である。この間、世界の教会関係者や団体は、世

界教会協議会の学習の手引き（スタディ・ガイド）を

使って次の４つのテーマを議論することになる。１．

暴力の精神と論理。２．権力の行使、濫用、誤用。

３．正義の諸問題。４．宗教の同一性と多元性。こ

うしたテーマの関連性が理解できるようになれば、

正義に根ざした恒久平和を実現する方法も分かる

はずである。

キリスト教の平和の証人は、「汝の隣人を愛せよ」

という神の命を帯びている。これはパウロがコリン

ト人への第二の手紙の中で次のように語っている

ことからも明かである。

「キリストの愛がわたしたちに強く迫っているから

である。（略）それだから、わたしたちは今後、だれ

をも肉によって知ることはすまい。だれでもキリスト

のうちにあるならば、その人は新しく造られた者で

ある。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新し

くなったのである。（略）神がわたしたちをとおして勧

めをなさるのであるから、わたしたちはキリストの使

者なのである。そこで、キリストに代わって願う、神

の和解を受け入れなさい」（コリント人への第二の

手紙５章１４節、１７節、２０節）

しかし総じて言えば、キリスト教はほとんどどの

時代においても、急進的な平和運動を現実味の乏

しい夢想的なものと断じて退けてきた経緯がある。

またキリスト教徒の多くは個人的、内面的な霊性を

育んできたが、その一方で最も非人間的で最も暴

力的な政治的現実を甘受し、看過してきた。つま

り従来のキリスト教社会では平和主義者や平和団

体はごく少数派でしかなかったのである。しかし世

界中でテロや暴力や地域紛争が頻発し、人類と自

然環境の未来が危ぶまれている現在、平和はもは

や孤立した単独の問題ではなく、政治的抑圧、環

境破壊、大量飢餓、人種差別、性差別、そして

数々の人権侵害と並んで、重大な脅威をもたらす

問題の一つとなっている。そしてイエスの唱えた愛

の教義こそは、生きとし生けるもの、そして全宇宙

の尊厳を肯定する包括的な生の倫理を指向してい

るのである。

私たちが一つの世界に暮らし、一つの運命を共

有していることを認識しさえすれば、愛と平和の実
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現を唱える聖書の懸命の訴えがもっとはっきり耳に

届くのではないだろうか。キリスト教徒の思想家ピ

エール・テイヤール・ド・シャルダンは聖書に示され

た「一つの創造物」という考え方に深く共感し、次

のように述べている。人類は今、新しい段階に進

むべき時期にいる。なぜなら「国家の時代は過ぎ

去った。滅びることを望まないのであれば、今こそ

私たちは古い偏見を捨て去り、地球を形づくらね

ばならない。（中略）科学的に世界を見つめれば見

つめるほど、生命は一つにつながっているという意

識を積極的に持つ以外に、生き物の未来はあり得

ないように思われてくる」（※１３）。こうした一体感は

強制によってではなく、愛によってのみ達成できる

ものである。テイヤール・ド・シャルダンは、地球社

会が新たな発展に至る重大な分岐点にいると考

え、この状態をときに人類の「惑星化」（今で言う

「グローバリゼーション」に相当する言葉）と呼んだ。

これはより網羅的、多元的、かつ調和的な一体化

（均一的な統一化ではない）を追求するという意味

である。外部からいくら強制してもこうした一体化は

果たせるものではなく、そこには同意と協力、そし

て周囲を変える力を持つ自己犠牲愛が求められ

る。テイヤール・ド・シャルダンが「愛は人間のエネ

ルギーの高度な形であり、個人と文明を変える力

を持つ」という予言的な見解を示したのは今から６

０年以上も前のことであるが、後年、ロシア系アメリ

カ人で、ハーバード大学社会学教授のピティリム・
A・ソローキンがこれと同じ考え方を提唱し、さらに

発展させているのは注目すべきことである。１９５４年

に発行されたソローキンの名著The Ways and

Power of Loveは、２００２年に再版され、現在新た

な注目を集めている。（※１４）
今日の世界にあって、平和はもはや一つの選択

肢ではなく、必ず達成しなければならない目標とな

っている。差別と暴力を克服し、今日の多元的な

世界に、正しく平和な共存関係を築くためには、愛

の力と協力に頼ることが必要であり、さらに教育と

対話を促進し、新たな意識を喚起し、確固とした

政治的意志をもって社会と個人を変えて行くことが

求められる。平和に向けた取組は、行く手に新た

な道を求め、切り開くと共に、全人類のために調

和の取れた正しい生き方を新たに確立する作業

である。これは偉大な取組であるが、そこには大き

な苦労が伴うことも事実である。私たちはあらゆる

ものからインスピレーションを得、霊的な助けと実務

的な支援を受けて、「地に平和を実現する」という

人類に課せられた最大の課題に立ち向かわなけ

ればならない。（※１５）
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（※６）Harrison Gordon and Leonard Grob, eds,
Education for Peace: Testimonies from World
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（※７）Thomas Berry, The Great Work: Our Way into the
Future (New York: Bell Tower, 1999).
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１．二つの異なる戦争理解――
ヒロシマに焦点を当てて
ヒロシマは人によって異なる意味を持つ。ある人

にとってヒロシマは反戦思想の象徴になることもあ

れば、他の人にとってヒロシマは正戦において必

要な行為の例示でもある。そのことを明瞭に教えて

くれたのが、スミソニアン博物館の一つ、アメリカ航

空宇宙博物館で１９９５年に開催された「エノラ・ゲイ

展」をめぐる論争であった。そこでは、ヒロシマに原

爆を投下したエノラ・ゲイ号が展示された。このとき、

原爆を落とした側の論理だけでなく、落とされた側

の状況にも踏み込んだため、特に退役軍人たちが

激しく反発した。原爆投下を大量虐殺として描写

するおそれのあった原爆展が、激しい批判にさらさ

れることになったのである。論争の結果、展示規模

は突如として縮小され、館長は辞任に追い込まれ

ることになった。

退役軍人たちに限らず、多くのアメリカ人の歴史

観の中では、ヒロシマへの原爆投下は、日本の軍

国主義的侵略を終わらせるための「必要悪」であっ

た。つまり暗黙のうちに、原爆投下は正戦の論理

の中に組み込まれていたのである。

他方、日本では、本来あった展示への批判は別

種の批判を引き起こすことになった。ヒロシマの悲

劇の大きさを知らないから、無関心と無理解が続

いているのだという感情がそこにはあった。もっと

徹底して被爆者の苦悩の実態を知らせる必要があ

るという意識が、この事件によって高まった。しか

し、アメリカ人と日本人との間にヒロシマ理解をめぐ

って大きな差異があったにせよ、この意識のずれ

は実際には大きな影響を与えなかった。

一方にとっては正戦の象徴となり、他方にとって

は反戦の象徴になる、というこの対立したヒロシマ

理解は、正戦論と平和主義を互いに対峙させてい

るように見える。本発表では、平和主義の独特な価

値を描写すると同時に、二極化した対立関係として

見みられがちな正戦論と平和主義が、実際にはそう

ではないことを論じていきたい。正戦論は、キリスト

教の歴史に対してのみならず、今日の国際社会に対

しても大きな影響力を持ってきた。ここでは、正戦論

に対する平和主義の重要性を論じるために、キリス

ト教の平和主義と、ヒロシマに象徴される、戦後の

日本社会に現れてきた平和主義に焦点を当てる。

２．近代の日本における戦争と平和
２－１．変容する戦争理解

米国においても多くの人がヒロシマとナガサキへ

の原爆投下に異議を唱えるようになってきたが、原

爆の肯定や、さらにはその忘却が一般の人々にお

いてのみならず、宗教指導者の間においても広ま

っていたことを、R. J.リフトン（Robert J. Lifton）の

次の叙述は示している。

「しかし、約４０年後、ヒロシマ後の神学の調査で、

原爆投下は大部分の神学者からは驚くほど無視さ

れていたことが分かった。・・・もちろん、さまざまな

宗教団体からヒロシマやその後に続く核軍備増強

に周期的な非難はあったが、一般的にいって、そ

れらは神学的な言明というよりは倫理的なものだっ
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た。さらに、アメリカの宗教指導者の主流派はそれ

を非難するより、受け入れることの方が多かった」

［リフトン；ミッチェル、１９９５、２０２］。

次に、キリスト教の影響力が戦前も戦後もそれ

ほど大きくはない日本社会に目を向けることにする。

戦争への態度から、ヒロシマ以前とヒロシマ以後の

日本社会の深層をのぞき見ることができるだろう。

ａ）ヒロシマ以前

米国が原爆を投下するための大義名分は、日本

の軍国主義の拡大を阻止するということであった。

もちろん、当時の日本の軍国主義の支持者たちは、

自分たちの行為に対する独自の考えと大義を持

っていた。日本にとって、東アジアへの覇権の拡

大は、「大東亜共栄圏」の形成という神聖な目的の

遂行と考えられていた。西欧文明に毒された古い

世界を放逐し、日本精神を中心とする新しい世界

秩序を招来させるために、日本史の「神国」は、西

欧の「神の国」にきわめて類似していくことになっ

た。現人神としての天皇が、西欧の一神教的神理

解に対抗して崇拝された。天皇崇拝は実際、西欧

の理念をモデルにしていたので、国家神道を支え

た神国思想も、キリスト教的な「神の国」に接近し

ていったのである。

ｂ）ヒロシマ以後

ヒロシマにおける凄惨な被爆体験と、それに続

く、米ソによる世界戦争の脅威によって、日本の軍

国主義的な考えは突如として終わりを迎え、核の

脅威に焦点を当てた、戦後の平和主義が誕生す

ることになった。そこでは、核戦争に代表される黙

示終末的な最終戦争を前提にした戦争観が支配

的であったため、核戦争以外の地域紛争にかかわ

る事柄は、結果的に、反核平和運動の中からは排

除されてきた。事実、正戦論が考慮されることは、

ほとんどなかった。また、平和運動は黙示終末的

な核戦争を中心に据えてきたので、冷戦構造の解

体後、核戦争の危機が遠のくと、平和論そのもの

が低調になっていった。

２－２．日本の平和主義の特徴

平和主義は、戦後制定された日本国憲法の基本

原則の一つとされている。それは憲法前文におい

て次のように記されている。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の

関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであ

つて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し

て、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏

狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際

社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏か

ら免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこ

とを確認する。

日本国憲法の平和主義は、J. ガルトゥング

（Johan Galtung）の暴力および平和の定義を用

いれば、消極的平和（個人的暴力の不在）だけで

なく、積極的平和（構造的暴力の不在）を視野に入

れたものであると言える。ガルトゥングは、ただ個人

的・直接的な暴力を解消するだけでは平和を実現

することはできないと考え、暴力の概念を次のよう

に拡張したのであった。すなわち、「ある人に対し

て影響力が行使された結果、彼が現実に肉体的、

精神的に実現しえたものが、彼のもつ潜在的実現

可能性を下回った場合、そこには暴力が存在する」

［ガルトゥング、１９９１、５］。彼はこの暴力を「構造的

暴力」と呼んだ。

その意味では、日本国憲法にうたわれ、戦後日本

の原則とされてきた平和主義は、構造的暴力を克

服するための「積極的平和」を目指していることがわ

かる。なぜなら、「専制と隷従、圧迫と偏狭」、「恐怖

と欠乏」は構造的暴力に他ならないからである。

また、もう一つ、戦後日本の平和主義の特徴をあ

げれば、それは、ヒロシマに象徴される悲惨な国民

的体験に基づく「体験的平和主義」であるというこ

とである。つまり、哲学的な思索の結果生まれた
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「観念的平和主義」ではなく、具体的な苦難の歴史

に基づいて、すべての戦争を違法あるいは犯罪と

見なす「体験的平和主義」なのである。

３．構造的暴力と積極的平和
３－１．キリスト教の平和主義の特徴

構造的暴力を克服しようとする体験的平和主義

は、キリスト教の平和主義と重要な類似性を有し

ている。キリスト教の平和主義は、その歴史にお

ける激しい迫害の体験を前提にしていた。また、

近年のイエス研究では、広く共有されてきた（超自

然的な）黙示的預言者としてのイエス像が大きく揺

らぎ、むしろ、この世における秩序の転換を説く

「知恵の教師」としてのイエス像に大きな関心が寄

せられている。

また１９６０年代以降、解放の神学や、J. モルトマ

ン（ Jügen Moltmann）、W. パネンベルク

（Wolfhart Pannenberg）などの神学者の思想に

代表されるように、社会変革を求める神学的作業

に焦点が移ってきた。この焦点は、キリスト教の平

和主義にとっても重要な次元となっている。たと

えば、それはJ. H.ヨーダー（John Howard Yoder）

やS. ハワーワス（Stanley Hauerwas）のような平

和主義の神学者の思想にも見受けられる。

要するに、これまでの議論に関連させて言うな

ら、キリスト教の平和主義は、個人的・直接的暴力

の不在を求める消極的平和にとどまるのではなく、

むしろ、構造的暴力を克服しようとする積極的平和

に重点を移すべきなのである。

この認識によって、われわれは、平和主義と正戦

論との関係をめぐる重要な問いへと立ち返ることに

なる。なぜなら、個人的・直接的暴力（兵器などの

物理的暴力）の排除にのみ関心を寄せる平和主義

では、正戦論と対立的な関係にしか立てないからで

ある。他方、目に見えない構造的暴力の克服を意

識した平和主義であれば、正戦論の中に組み込ま

れた政策的判断を考慮することができる。そして同

時に、正戦論の論理と批判的な距離を保ちつつ、

人道的支援を推進することも可能であろう。

３－２．偶像崇拝と構造的暴力

次に、一神教の共通の伝統である偶像崇拝の

禁止が、構造的暴力と密接な関係にあることを指

摘する。偶像崇拝の禁止は一神教のアイデンティテ

ィの根幹にかかわる。ここでいう偶像崇拝とは、物

であれ人間が作り出した観念であれ、この世のも

のを、あたかも神のように扱うことを意味している。

その意味では、構造的暴力を正当化し、神格化す

るシンボリックな力も、偶像に他ならない。われわ

れは、そのようなシンボリックな力の存在を９・１１の

ときに悲劇的な形で認識させられた。

偶像崇拝に対し、もっとも研ぎ澄まされた目を持

っているムスリムから見れば、ワールド・トレード・セ

ンターは物質的富を体現した「偶像」であったかも

しれない。タリバーンがバーミヤンの仏像を破壊し

たように、テロリストたちはワールド・トレード・センタ

ーを破壊したのである。国防総省を軍事力という

直接的暴力の象徴とするならば、ワールド・トレー

ド・センターは、資本主義という構造的暴力の象徴

と見なすことができる。

現代において偶像崇拝禁止への欲求が、破壊

的な行為へと至らないようにするためには、現代社

会において「偶像」が一体何なのかを洞察していく

必要がある。そのために、構造的暴力という概念

は、社会が自己検証する上で補助的な役割を果

たしてくれるだろう。

３－３．変移する記憶――終末論と進化論

最後に、構造的な暴力を宗教的・思想的に正当

化するキーコンセプトとして終末論と進化論とをあ

げておきたい。終末論は、しばしば、世界が善と悪

の戦争状態にあることを語る。そのような世界観が

前提にされると、この世界はすでに戦争状態にあ

るという理由から、暴力行為が正当化されることに

もなる。一言で言うなら、終末論は、暴力を宗教的
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に正当化する構造的暴力として機能する危険性が

ある。他方、ハワーワスなど平和主義の神学者たち

が、平和の根拠として終末論を重視するのも事実

である。日本の有名な平和主義者（非戦論者）であ

る内村鑑三（１８６１-１９３０）は、世界平和はキリストの

再臨と共に訪れると考えた。したがって、終末論そ

のものが危険であるのは間違いである。むしろ、終

末思想が、闘争的なエネルギーにも、平和を希求

するエネルギーにも変移し得るという認識を持った

上で、その両義性を適切にコントロールする知恵が

求められているのである。

終末論は、一神教に共通して見られる、きわめ

て宗教的な世界観であるが、その影響力は姿を変

えて、非宗教的な世界までも覆っている。その代表

例は、進化論である。ここで言う進化論は、生物学

的な進化論というよりは、むしろ社会ダーウィニズム

のことである。社会ダーウィニズムは、「生存競争」

「適者生存」といった生物学上の進化論の考え方

を、人間社会にも適用しようとする。１９世紀に誕生

した社会ダーウィニズムは、２０世紀初頭には優生学

を生み出すことになった。優生学は進化論と遺伝

の原理を人間に応用して、人間の自然的運命を改

良しようとした。終末論は、神を前提として人間の

運命を描写しようとしたが、社会ダーウィニズムは、

神なしに、人間や社会や国家の運命を描写しよう

とするのである。その意味で、社会ダーウィニズム

に代表される進化論は、キリスト教の終末論が世

俗化した形態であると言えるだろう。

社会ダーウィニズムが生み出したものの一つが、進

化論的な文明理解である。簡単に言えば、２０世紀

初頭より、アングロ・サクソン文明を頂点として文明を

序列化する考え方が、西欧社会では広く受け入れら

れることになった。したがって、終末論が暴力を正当

化する構造的暴力として機能することがあるように、

進化論もまた、文明の序列を前提とすることによって、

優秀な文明が劣った文明を支配するのは当然であ

るという構造的暴力に変移し得るのである。

４．結論
これまで見てきたように、構造的暴力は、偶像

崇拝や終末論といった宗教的な次元においても、

また、社会ダーウィニズムのような社会的な次元に

おいても存在しているのであって、その多元性を認

識することが、きわめて重要である。したがって、２１

世紀において平和主義が有効な力を発揮するた

めには、こうした構造的暴力の多元的側面を分析

し、洞察することが決定的に重要な課題となる。

いずれにせよ、正戦論か平和主義かという二者

択一の議論を繰り返しているだけでは、ヒロシマ以

前とヒロシマ以降にある現実を正しく扱うことはで

きない。二者択一的な選択に陥るのではなく、む

しろ、平和主義と正戦論の両方を、それらが作用

しているコンテキストとの関係において見定める必

要がある。

戦争をするか、しないか、という二者択一だけが

論点ではないことは明らかである。戦争をしなけれ

ばよい、と言うだけでは何ら問題解決にならないほ

どに、この世界には不条理と悲惨とがあふれてい

る。問題は、抑圧され迫害される人々といかに連

帯し、リスクを分かち合うのか、どのように和解への

道を模索するのか、という点にある。そして、その課

題が、正義と配慮（ケア）の問題として論じられてい

かなければならないのである。

【引用文献】
ヨハン・ガルトゥング『構造的暴力と平和』高柳先男訳、中央大
学出版部、1991年。

R.・リフトン； G.・ミッチェル、『アメリカの中のヒロシマ』（下）大塚
隆訳、岩波書店、1995年。
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コメント：ヌリット・ノヴィスードイッチュ
（ヘブライ大学研究員）

おはようございます。三つの発表を聞き、さらにコ

メントを述べさせていただけることを、ありがたく思い

ます。先程より興味深い質問が出ていますが、その

中に「平和主義と正しい戦争は相反する論理かどう

か」というものがありました。私はユダヤ教を研究し

ていますが、平和主義と正しい戦争を、ユダヤ教の

図式に当てはめて理解してみたいと思います。

ユダヤ教では戦争と平和の問題を扱う時、基本

的に三つの捉え方をします。一つ目は、聖書の文

章を解釈し語り直すという理解の仕方です。これ

は教説のための聖書釈義といわれるものです。二

つ目はハラックというユダヤの律法を適用する考え

方、三つ目はユダヤの哲学によるもので、もう少し

道義的な捉え方です。

キング教授が指摘されたように、ヘブライ語聖書
(旧約聖書)では暴力や戦争を当然のこととして扱

っているようですが、それは、人間の本質を現象的

に捉えて描写しているのだという気がします。つま

り、「周りを見てごらん、暴力的な衝動は，人が体

験するものだとわかりますよ」と言っているのでは

ないでしょうか。ヘブライ聖書では、カインが弟のア

ベルを殺害する冒頭のシーンで、既に人間性の美

化を拒否しているのです。

この点で私は昨日のパッペ氏の発言とは意見を

異にします。私は、暴力行為は国家意識の出現に

ともなって生み出されたものではないを思うので

す。けれども、聖書が暴力を傍観・看過しているだ

けだ、ということではありません。ユダヤ教は細部

まで整った初めての一神教です。それでその宗教

的な熱意を世にもたらす、あいまいで不思議な特

権意識のようなものがあります。唯一の神のもとに

は唯一絶対の真理があり、崇拝者はいかなる暴力

も受けて当然だと信じられているのです。

悲しいことに我々の三つの一神教宗教は、それ

ぞれの歴史の異なった時期に、この教訓を学習し

てしまったのです。たいていの場合、武力を行使

しながらこの考えを身につけていったのです。ヘブ

ライ聖書には、平和への言及箇所が数え切れない

ほどにありますが、暴力に関する姿勢とどのように

適合するのか、興味深いところです。聖書では戦

争に関していくつかの道徳的規制をしています。こ

のことはキング教授が述べられたと思うので、先に

進ませていただきます。

ユダヤ教は聖書の中で、正しい戦争について具

体的な規則を制定し、流血を禁じ、生命こそが聖

なるものだと常に説いていたのですが、その一方

で平和主義という、より崇高な理念が、終末期へ

と棚上げされたのだと思います。しかしこれには変

化が起こりました。ユダヤ教が、２０００年に渡って土

地も軍事力も持たず迫害を受けた人々の宗教にな

るうちに変わってきたのです。

ユダヤの哲学者達は平和に生きることの重要性

を強調し始め、戦争を非合法なものとしました。

おそらくは戦力的に無力だったからですが、同時

に、自分達が永久に犠牲者であるという不幸ゆえ

に、戦争の問題に過敏になったからでもあります。

コメント・ディスカッション
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小原先生の表現を借りれば、これは概念的平和主

義というよりむしろ経験的平和主義の例でである

と言えます。

積極的な平和追求が絶対的な課題となり、それ

が真理追究の価値より優先されることとなったので

す。例えば結婚式で、祭司らは、花嫁が美しいと、

公に誉めなければならないと決まりました。嘘であ

っても、夫婦の間に平和をもたらすという意味合い

においてでした。

かくして順序が変ったのです。ユダヤ律法や哲

学にとって、平和は価値ある選択となりました。そし

て戦争に関する規定は世の終わりへと延期された

のです。少なくともユダヤ教徒が先祖の地へ戻るま

で引き延ばされたのです。また、聖書内で論じられ

ている、しかけられた戦争については、全ての価

値観を中立化するため、再解釈の努力が真剣に行

われたのでした。

この時代のユダヤ哲学では、暴力は非難され、

そこには筋の通った根拠がありました。中世のユ

ダヤ神秘主義者達に始まり、著名な哲学者の
Emmanuel Levinasにいたるまで、平和主義の

明確な出現もみられたのです。Levinasの平和論

は次の点で独自だと言えます。つまり、「人類はい

かに似通っていることか！」というありきたりの調和

と平和論ではなく、むしろ自分とは違う相手の認

識と相手に対する責任感を養うことを基本目標に

している点です。

言い方を変えれば、ユダヤ教では平和主義と正し

い戦争という対立する価値が、歴史を通じて様々に

共存してきたということです。平和主義を人生の実際

的な指標とし、正しい戦争は実現される必要のない

理想とすることによって、二つは共存するのです。問

題はもちろん、どちらが少しでも先に起こるかというこ

とです。これは今日までユダヤ人が歴史の様々な時

期におかれた境遇に左右されるでしょう。

平和主義と正しい戦争という二つの価値観の重

要性の狭間で、第三の展開は可能か、ということに

ついては、ユダヤ人が故国に戻ったことがそれに

当たるのだと信じる人もいます。私としては次のよ

うに述べたいと思います。人々とその対立の複雑

さ、それと同じぐらい複雑な問題をどうか単純化し

過ぎないでおきましょう。世界は複雑でその歴史も

複雑です。昨日取り上げられたイスラエル‐パレス

チナ問題などは、何分かの議論で公正に評価する

にはあまりにも込み入った問題なのです。論者は

結局、対立を単純化しつつ、どちらかを悪と見てし

まいます。どちらか片方を悪と見るこの姿勢は、相

手に対してなされる時も、昨日の話のように自己批

判的になされる時も、手厳しく破壊的なものになり

ます。憎悪が生じるから破壊的になり、憎悪によっ

て相手をきちんと見られなくもなります。ですから、

どうか、複雑性には屈することを肝に銘じましょう。

要するに、キング教授は平和の神学を作ることを

求められましたが、私はさらに、平和のために宗教

的な法典が作られることを望みます。それぞれの

宗教が道徳律をまとめる実際的な組織を持つため

に動き始めましょう。他者である相手がたたえられ、

戦争は不必要で不正だとみなされるような社会が

その目標となりますように。ありがとうございました。

コメント：イブラヒーム・ザイン
（マレーシア国際イスラーム大学啓示学・
人間学部助教授）

このシンポジウムに出席できて本当に嬉しく思っ

ています。まず、戦争、暴力、宗教に関して話をす

る場合、当事者の見解と部外者の見解が何故ちぐ

はぐなものとなるのかについて意見を言わせてくだ

さい。これは、戦争の相手は必ずといってよいほど

神聖なる暴力の犠牲者だからです。これら犠牲者

の声に耳を傾ける必要があることは明らかであり、

正戦または聖戦に関する講演は、全体的に無意味

なもので、ややもすれば、つまらない講演になりが

ちです。

今日の午前中に提起された問題の一部につい

て、これから述べさせていただきますが、昨日は何
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故ジハードは聖戦ではないのかという話が出まし

た。そして今日の午前中にも、聖戦の最も広い意味

には刀によるジハードを含むことができるというお話

がジョンソン教授からありました。

この種の論議がなされる場合に必ず私が問題

だと感じることが、今回も見受けられます。それは、

誰かが或る文化の説明をする場合、常に説明不足

であり、時にはその人自身の立場、その人自身の

文化を他の人々の文化と重ね合わせてしまってい

るということです。

何故、聖戦を刀によるジハードとは呼ばないの

でしょう。聖戦は文字通り聖なる戦争ですが、イス

ラームでは実際のところ、戦争に聖なるものなどあ

りません。戦争は残忍で、破壊的で、聖なる要素

は全くありません。貴方がたが聖戦について語ら

れるのを私たちムスリムが聞いたとき、そこに言葉

の矛盾があると思ってしまいます。ここで私はイスラ

ームの歴史を美化しているのではありません。或る

言葉がもつ概念を使用する場合、部外者による間

違った表現ではなく、その言葉の本来の使用者で

ある人々がその言葉に与えてきた概念を使用しな

ければならないと言っているのです。

本日の討論は、人間の歴史は常に倫理性とより

高い原理を目指して歩んでおり、また、人間は常に

平和を求めて歩んでいるという想定に基づいて行

なわれました。歴史とそのテキストである聖書との

関係についての討論も行なわれました。この想定、

即ち、倫理性とより高いレベルの原理を目指した歩

みは常に、それぞれの文化と伝統において、排他

主義者によって妨害されてきたことを思い出してい

ただきたいのです。例えばキリスト教では私は依然

として部外者でありますが、他の宗教を信仰する

人々があえてキリスト教を批判的に研究し、理にか

なった答えを見つけ出すために、批判的な質問を

する特権が私にはあると言いたいのです。キリスト

教では、最初期のキリスト教会の平和主義が、正

義の都市という概念へと移行し、さらに悪いことに

その後、聖戦と十字軍の概念へと移行しました。

学識ある講演者であるジョンソン教授が取上げられ

なかった正義の都市という考え方のなかには、そ

の都市を構想する段階で異教徒排除の意図があ

りました。その都市に異教徒は存在していました。

そして聖戦が実際に計画されると、非キリスト教徒、

即ちムスリムやその他の人たちが聖戦の対象とな

り、こうした人たちを相手に聖戦は開始され、十字

軍の遠征が始まったのです。

第三に重要な点ですが、私たちはこの点につい

ては歴史のなかで取上げなければならないと思い

ます。つまり、十字軍遠征は、開始時にはある矛盾

点があったのです。歴史的観点から言うと十字軍は

平和のためのものでしたが、その平和とは、あくまで

キリスト教世界における平和でした。そのため、それ

以外の世界に対しては実際に暴力行為が行なわ

れ、その際に犠牲になったものは倫理の普遍性だ

と私は思います。つまりキリスト教世界の平和を維

持することは良いことですが、キリスト教社会を救う

ために暴力行為が美化されたことで、キリスト教社

会以外の人たちに暴力行為が行われたのでした。

私がキリスト教に提案したいことは、ここまで言わ

れてきたように、キリスト教が平和についての神学論

を展開し、その神学論が本当に愛についてのもの

であれば良いということです。そのことでキリスト教

はただ正戦にむかうというより、アブラハムの子孫に

よる他の２つの宗教にもそうした愛についての神学

論を説くことになり、事実そうなっているのです。

そこでジョンソン教授が言われることに対する私

の疑問は、正戦の可能性を話題にする場合、私た

ちは平和主義の流れをくむ原始キリスト教会の伝

統を直視していないのではないかということです。

私はキング教授の意見に賛同します。キング教

授が求められているように、こうした平和の文

化は研究すべきものであると思いますし、キリ

スト教がこの平和についての神学論を唱えるこ

とができるのであれば、他の伝統ある宗教がキ
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リスト教の伝統を批判的に研究して、先例に倣うこ

とができるようになると思います。

最後になりますが、小原教授はキリスト教を解釈

する方法を私に示して下さっていると思います。自

由についての神学論に沿った教授の解釈方法は

研究する価値があるものだと思います。

コメント：田原牧
（東京新聞特別報道部記者）

おはようございます。私は研究者というよりはジ

ャーナリストで、このおよそ２０年近く中東の現場を

回ってきました。その回り方というのは、あるとき

は南部レバノンでヒズブッラーの案内で対イスラエ

ルの軍事作戦を取材し、その翌月にはイスラエル

のクネセット（国会）で政治家たちに話を聞く。また、

あるときはイラン南部のシャトル・アラブ川のほとり

に立ち、翌月には対岸のイラク南部にいる。そうい

う形でぐるぐると歩いてきたというのが、わたしの

この間の仕事でした。その経験、宗教的な専門家

でも何でもない現場主義の私の目から、今日のお

話を伺っていて思ったことを２、３申し上げたいと

思います。

一つには、小原先生からもあるいはジョンソン先

生からもご指摘があったと思いますが、例えば小

原先生ですと、終末論の中には闘争と平和、両方

の概念がある。あるいはジョンソン先生も、just

warについての規定で、さまざまな歴史的な変遷

があったと言われました。わたしはキリスト教の専

門家ではなく、むしろ、個人的経験からイスラーム

に当てはめて考えがちなのですが、そのイスラー

ムの解釈についても、平和のためか、逆に正義の

ための闘争かということは、どちらの立場にしても

聖典（クルアーン）によって正当化できる。即ち、

本質的にその宗教自体の平和性あるいは闘争性

ということを突き詰めることには限界があるのでは

ないか、と考えています。

だからといって、わたしは現実の政治課題に直

面した際、その宗教的な側面が決して軽視できる

とも思っていません。冷戦前の８０年代半ばぐらい

のことです。まだ内戦中のレバノンで、左翼のパレ

スチナ解放人民戦線（ＰＦＬＰ）のキャンプを訪れた

ことがあります。そのとき、そこのある戦闘員、偶然

その人はクリスチャンでしたが、その彼にあなたは

だれを尊敬しているのかと聞くと、マルクスとレーニ

ンとイエス・キリストであると答えました。また別のム

スリムの戦闘員は、マルクスとレーニンとイスラーム

の預言者ムハンマドだと言いました。所属する政党

が非宗教的な社会主義を掲げている政党であって

も、命を落とすかもしれない戦闘の現場では、

個々人に宗教的な重みというものがあるのだという

ことを非常に強く感じました。

ただ、戦闘員が戦闘行為を自分の中で正当化し

ていくうえで、最も大切なのは信仰の解釈よりも現

場で起きている諸矛盾です。現実における正義と

いうのは、その戦闘員個々人が抱える信仰がその

発想に影響を与えるにせよ、所属する共同体の宗

教や宗派が違っていることで、その正義の中身が

全く異なってくるとは思えません。というよりは、人

間社会における普遍的な要素が左右するだろうと

思います。その視点から、現実の政治問題に向き

合った際、宗教、宗派による断絶という面を強調

するよりも、大切なことはむしろ宗教、宗派を超え

た普遍性、それを認める寛容性と個人の自立にあ

ると考えています。

この自立の問題は日本社会にとっても、たい

へん重要な課題です。というより、その欠如は

致命的な問題だと考えています。今日、日本が

戦後初めて、戦地に自国の軍隊を送り出したと

いう現実があります。日本が掲げ続ける平和主

義の論理は、これまで「国際協調」という理念

が土台になってきました。実は日本において、

この「国際協調」は一種の信仰に近い言葉なの

です。国際協調というものは当然、情勢が変わ

れば意味合いが変わります。冷戦構造前におい
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ては、国際協調はすべからく、アメリカとソ連

の両大国に対する緊張を持って語られた言葉で

したが、現在のアメリカの一極的な世界構造に

おいては、国際協調はすべからく親米的な意味

合いから語られがちです。しかし、その変化を

日本の国民がどれだけ突き詰めて考えているの

か、というと心許ないわけです。要するに、先

ほどの自立の問題にそこは結びついてくると思

います。

軍事を含む現実の政治課題に直面した際、個

人の持っている死生観等々にからむ宗教の問題

は重い。しかし、その違いよりもやはり寛容性

というところで相互に妥協していくこと以外

に、根本的な平和主義の道はないのではないか

とわたしは考えています。

コメント：深井智朗
（聖学院大学総合研究所助教授）

５分という時間ですので、ポイントを絞り、私は

特に小原先生のご発題について質問をさせてい

ただきたいと思います。大変興味深いご発題であ

ったと思っています。

私は、キリスト教の神学や信仰の立場から戦争

について取り扱う場合に、多くの場合、一方で絶対

的な平和を扱う平和学、あるいはもう一方で、どの

戦争なら許されるのかという問題に二極化してきた

のではないかと思っていました。その二極化は必ず

しも生産的な議論ではないように思ってきました。

そして私は、むしろ神学が貢献できる戦争の問

題についての考察としては、戦争前の予防の問題、

そして戦争後というのでしょうか、平和調停の問題、

これも含めた取り扱いが必要だと考えてきました。

しかし、予防や調停は神学的な課題ではなく、む

しろ政治的な次元の問題として、これまで考えられ

てきたと思いますが、私はそうではなくて、むしろこ

こに神学的な課題、問題があるのではないかと思

っています。なぜなら、神学はいつでも終末論的

（eschatological）であるべきだと考えるからです。

その際、ここで質問なのですが、小原先生は終

末論が、ハルマゲドンのような戦争と、もう一方で平

和とに両極化されていたと思うのですが、私は神学

が終末論的であるという場合の終末論的な機能

は、むしろ相対化にあるのではないかと思っていま

す。終末論的には個人であれ国家であれ、神や絶

対的な審判者にならないための、つまり「最後の審

判」というモチーフがありますから、それを信じるなら

ば、むしろ自らを相対化するという役割を持つように

なるのではないでしょうか。そういう意味での神学的

な課題というものがあるのではないでしょうか。

その場合、神学的な平和学あるいは戦争論は、

いわゆる教義学あるいは信仰の内容に入っての議

論というよりも、政策立案的になります。よいもの・

悪いものを識別する、あるいはこれまでの歴史の中

から解決手段を提示する。そういう意味で神学は政

策立案的になります。その場合に、この積極的な平

和というものに貢献できるのではないかと考えます

が、先生はいかがでしょうか。その意味で、神学は

さらに政治化されなければならないと考えます。

ディスカッション
司会：森孝一（一神教学際研究センター長）

【司会】 ４名のかた、どうもありがとうございました。

それでは、今からディスカッションに入りたいと思い

ます。

一つ、昨日の議論を聞いていて、少し私が問題

だなと思ったのは、宗教や神学について考えてい

くときに、理念と現実の問題があるということです。

いわゆるideaあるいはidealとrealityの問題があ

る。これは両方ともバランスを取って議論されなけ

ればいけないわけですが、昨日の場合は、質問は
realityのところから出ているのだけれども、答え

はideaのところでのみ答えられたという気がする

のです。
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例えばブッシュのキリスト教はどうなのか。あれは

キリスト教ではないのだ。あるいはウサマ・ビン・ラ

ーディンのイスラームはどうなのか。あれはイスラーム

ではないのだ。それで終わりなのです。それは
ideaからの議論であって、実際には両方ともイスラ

ームとキリスト教を名乗っているという現実があるわ

けです。その現実に立った議論をなすべきなので

はないかと考えていますので、その点、どうかご注

意を願えればと思います。

今のコメントの中で幾つかの質問が出ましたが、
PacifismとJust War Theoryというときに、
Pacifismは割合理解しやすい。ところがJust War

Theoryはなかなか難しいわけです。ザインさんか

らジョンソン先生に質問が出されました。それに対

して、まずジョンソンさんに答えていただくところから

始めたいと思います。

【ジョンソン】 森教授、ありがとうございます。ゼ

イン教授のご発言についてお答えしたいと思いま

す。その後で、正面のテーブルに座っている方々に

２、３言いたいと思います。ザイン教授、昨日お話し

された貴方と貴方の同僚が十字軍に関する聖戦

の概念をお話にならないのであれば、私も刀によ

るジハードに関連する聖戦の概念を話すのは控え

ようと思います。

私が指摘しましたように、「聖戦」という言葉は十

字軍遠征から４００年経って初めてできた言葉です

が、後に十字軍にまで遡って使用されるようにな

りました。我々が刀によるジハードという概念に文

化的なイメージを与えないのであれば、ムスリムは

中東における西側諸国の活動を説明する際の表

現としてとして「十字軍」という言葉を使用する際

に、同じように文化のイメージを与えることに対し

て罪悪感がないかどうか、もう一度考えてみる必

要があると思います。

私が示唆したような聖戦という考え方は、宗教

的に認可され、宗教的に正当化され、宗教的規則

によって制限される戦争と関係があるものとして非

常に慎重に意味を限定した上で私たちが理解する

のであれば、諸文化間の比較を可能にする意味の

ある考え方です。

私が言及した本のなかで私はこの考えを支持し

ましたが、今後もその姿勢は変わりません。しかし、

そのことは単に「そうです。私たちはジハードという

言葉にこの考え方を当てはめるつもりはありませ

ん。それはジハードの歴史にはそうした言葉はなく、

十字軍に適用されるものだからです」ということで

はありません。どちらの歴史にも聖戦という語は存

在しません。

ここに出席されている方々の立場は２つに分か

れています。つまり、平和を支持する人と正戦を

支持する人が同席しています。この二つの立場の

共通項は、私が言及した米国カトリック司教たち

の立場によって既に示されているのがわかります。

戦争に反対するために始まったのは、正戦よりむ

しろカトリックの伝統であり、正戦の歴史は一般的

な考え方を覆す単なる習慣なのだというカトリック

の立場は、歴史的には米国カトリック司教の地位

における正戦と平和主義の立場に共通基盤を見

つけようとするものなのです。

これは非常に問題のある考え方です。私が既に

述べたように、正戦の概念を根本的に変える考え

方です。それは最終的には、両者の立場を支援す

るというより曖昧にする傾向があるものだと思いま

す。例えば、いかなる正戦論者も、ヒロシマやナガ

サキにおける原爆投下に対して示される正当な理

由は正戦の基準に当てはまるものであるという意

見には合意しないだろうと思います。

実際のところ、西欧思想に正戦の考え方が再び

現れ始めたのは、イエズス会の機関誌に
“Theological Studies”という論文が発表された１９

９４年からです。この論文は、同盟軍がドイツの都

市に対して行なった爆撃をはじめ、欧州における

対都市爆撃を痛烈に批判したものでしたが、ドイツ
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が英国の都市に対して行なった爆撃についても考

察したものでした。こうした類の議論は１年後、あ

るいはそのもう少し後に日本の２つの都市に対し

て行なわれた原爆投下に適用されない理由はな

いと私には思われます。

正戦論における一例としてこのことについて考える

ことは誤解を招くだけです。１９４０年から１９４５年まで

の戦争に関するアメリカの話には正戦論は全く見られ

ませんでした。ここまでで止めておきます。以上です。

【司会】 それでは議論を、このテーブルに着いて

おられるかたにオープンにしたいと思います。どうぞ

発言を。それでは、ユルゲンスマイヤーさん。

【ユルゲンスマイヤー】 非常に有益で興味あるお話

をしてくださった３人のプレゼンテーターの方々にお

礼を申し上げます。小原教授は、１９９３年に世界貿

易センターの攻撃に加わった人たちの一部がヒロシ

マに言及していることに興味をもたれると思います。

１９９３年の世界貿易センター事件の罪に問われ

有罪判決が出た１人であるムハンマド・アブー・ハリ

マにインタビューしたとき、当時もしあのテロに成功

していたら、世界貿易センターの２棟は直ちに粉々

に崩壊し、２００１年９月１１日のときと同様に大勢の人

たちが逃げることができなかったであろうと私は言

いました。貿易センタービルは９月１１日のように内部

崩壊するのではなく、両側に崩壊し、貿易センター

ビルそれぞれで働いていた２万５千人だけでなく、

さらに２万５千人もの来客が死に、２つのビルで合

計１０万人が亡くなったでしょうし、その上、あの巨

大な建物の陰になっている周辺のビルにいたはず

の１０万人も亡くなったでしょう。

１９９３年のテロがもし成功していれば、２０万人が

死んだであろうと私は言いました。それに対して彼

は、２０万人という人数は米国のテロ行為と言える

原爆投下によってヒロシマで米国が命を奪った人

数と全く同じだと言いました。彼の心のなかには既

に倫理的方程式ができあがっていたのです。興味

深い考え方でした。

ジョンソン教授に対して質問します。正戦論を素

晴らしく明快に説明していだだきました。私は個人

的に自分の本を書くときにジョンソン教授の本に言

いようのないほど助けられました。午前中のジョン

ソン教授のコメントも役に立つものでした。

数年前、解放の神学が台頭し、全盛期であった

とき、バークレー校における私の同僚の一人である

ロバート・マッカフィー・ブラウンが、正しい革命とい

うものがあり得ると提案し、正戦論を革命に適用で

きると提案しました。それではある意味、正しいテ

ロ行為というものもあるのでしょうか。

その原理を適用できれば、皆さんがその論理に

合意するというつもりはありませんが、イスラーム的

考え方で恐らくMaddiまたはFarajがしようとしてき

た方法を正当化するような適用可能な論理がキリ

スト教またはイスラームの伝統のなかに存在する可

能性があるのなら、彼らが自分たちの行為につい

て考えている正戦の基本原理は彼らの伝統によっ

て合法化されます。

これにはユダヤの伝統を含まれると思います。

結局のところ、イガル・アミルはイツハック・ラビン首

相の暗殺を実行する前にラビの承認を得ることに

非常に慎重で、正義の暴力行為または正義のテロ

行為を予測していたと述べています。

【司会】 ユルゲンスマイヤーさん、ジョンソンさんが

戦争とテロは違うと言われたのですが、それにつ

いてはいかがですか。

【ユルゲンスマイヤー】 お言葉を返すようですが、

例えばFarajは自らが決めた行動を取るための合法

的で道徳的基盤がある、一種の絶対的戦争という

ものを構想する思考形態を明確にしていると私には

思われます。現在、２つの疑問があります。１つは、

実際にそれは確固としたイスラーム的考え方を基に
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したものであるのかという疑問です。これは貴方だ

けでなく、このシンポジウムに出席しているイスラーム

法と倫理学の専門家に対する質問ですが、それは

この特殊な事例にも当てはまるのでしょうか。それ

は首尾一貫した理論です。もう一つは当てはめるこ

とが妥当ではないにしても、正戦についての考え方

と並行する面白い方法ではないかということです。

【司会】 それでは、次の方に移りたいと思います。

順番でパッペさん、それから栗林さんという形でい

きます。できれば、just warに関しての議論を行っ

ていきたいと思います。

【パッペ】 ありがとうございます。三人の方からの

素晴らしい発言に感謝します。失念していましたが、

正戦の概念を説明するために付け加えさせていた

だきますと、以前にパワーと知識についての討論が

ありました。すっかり忘れていましたが、これは現在

の諸問題を理解するためには不可欠だと思います。

つまり、２１世紀初頭にテロリズム、正戦、平和に

ついての普遍的定義があり、これらの定義は全て

１９世紀ヨーロッパの政治的考え方から生まれ、発

生したものであるという概念は、ポスト植民地主義

の世界では度々疑問視されてきたことなのです。

こういった定義、つまり２０世紀には普遍的定義

であったことが、今では文化的に条件付けられた

定義であるということに苛立ちを覚えている西洋の

学者はたくさんいます。こうしたワークショップの目的

はただ出席して、テロとは何かについての定義は

一つだと言うことではないと思います。

この点でテロの定義についてもいくらでも話し

合う余地があります。ある人にとってのテロは、別

の人にとっては自由のための戦争です。誰がテロ

リストかは誰が決めるのでしょう。国家ですか、そ

れとも個人ですか。

西欧で主流を占める学者集団が、誰がテロリス

トであるかを決め、特定するのでしょうか。それとも

２０世紀にはこうした話し合いの場から排除されて

いた世界の２/３の人々を加えた上で、我々が話し

合いを行うのでしょうか。文明を更なる紛争へと駆

り立てるのではなく、互いをより近づけようとするワ

ークショップで、サミュエル・ハンチントンの“Clash

of Civilization”（文明の衝突）に共感する意見を

聞くのは非常な驚きです。

この点に関して最後に言わせてください。解放

の神学を検討するには述べるべきことはまだたくさ

んあります。１例だけを挙げますと、キリスト教徒で

あるパレスチナ人コミュニティではサビル（Sabil）と

呼ばれる大規模な運動があります。サビルとは「道」

という意味です。ヨルダン川西岸地区やガザ地区

におけるイスラエル人の非道な占領、イスラエルに

おけるパレスチナ市民に対するアパルトヘイト的差

別に非暴力で反対することを説くものです。

その源となっているのは神学であり、キリスト教

です。パレスチナにおけるユダヤ人とアラブ人との

今後の関係に非常に興味ある、建設的な貢献をし

ていくものです。世界では他にも問題を抱えてい

る地域がありますが、それらの模範となるものでし

ょう。以上です。

【司会】 それでは、栗林さん。

【栗林】 私は栗林と言います。関西学院大学でキ

リスト教学を教えています。

一つの質問に絞ります。お二人の方に、同じラ

インのことですので、コメントではなく質問というこ

とで、ご回答いただきたいと思います。
“Just War”（正しい戦争）という概念で、まずジョ

ンソンさんにお尋ねします。昨日の議論で、すでに討

論済みのことでしたら、先にお詫びしておきます。

先生は大変明瞭に「正しい戦争」の幾つかの基

準をお話しくださいました。わたしは現在のブッシュ

政権指導のイラク戦争に関して、「正しい戦争」の基

準を満たしているか甚だ疑問に感じています。そこ
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で今回の戦争がこの基準に適ったものかどうか、

先生のご意見をぜひお聞きたいと思います。わた

しは現実的には絶対平和主義の立場ではやって

いけないと考える者のひとりですが、アメリカの諸

教会でイラク戦争のいろいろな議論がされている

のを聞いて、やはり正しい戦争に合致するか否か

は、キリスト教的にも重大な論点だと思っています。

それと同じラインで、小原先生には、暴力の行使

ということで質問させていただきます。先生は解放

神学を論じられたプレゼンテーションの最後で、「抑

圧された者、迫害された者との連帯」（the solidar-

ity with the oppressed and the persecuted）が

重要だと述べられました。わたしも確かにその通り

だと思うのですが、他方、抑圧された者、迫害され

た者との連帯という建て前上のことでは、ラムズフェ

ルド国防長官やチェイニー副大統領、それにネオコ

ンの大義とも重なります。フセイン独裁下のイラクで、

クルド人やスンナ派の人々が抑圧されている。アメリ

カはそうした迫害された人 と々連帯して、人権抑圧の

政府を倒して民主主義をイラクに確立するんだ――こ

れがネオコンの論理であって、これと先生の解放神

学との違いがコメントされてしかるべきだと思います。

【司会】 それでは、一つ目の質問についてジョンソ

ン先生、二つ目の質問については小原先生が答え

るよりも、中西先生が答えてくださったほうがいいと

思いますので、中西先生。それからその次、塩尻

先生という形でいきたいと思います。

【ジョンソン】 栗林教授、教授が提起された疑問

に対する私の答は、私がすでに説明したように実

際にどの見解の正戦論によるものかによって違っ

てきます。

米国のカトリック司教たちは米国がOperation

Iraqi Freedom（イラク自由作戦）と名付けた軍事

行動が始まってからは一切意見を表明していませ

ん。しかし、彼らはその前には深刻な危惧を表明

し、正しい目的であると思えるものを手に入れるた

めに更に非軍事的な別の方法を模索することを要

求していました。

しかし、この疑問に答えるに当たって、私たちは

ブッシュ大統領が軍事行動開始前に行った３回の

公開演説のなかで一貫して述べた正当性をあらゆ

る角度から考慮してみる必要があります。大量破壊

兵器を阻止するための先買権だけでなく、最初の

湾岸戦争終結以後に一貫して繰り返されてきた国

連安全保障会議の決議に対する違反、そしてイラ

クの人 と々近隣諸国であるイランならびにクウェート

の人権に対する言語道断な侵害です。

これに関する私自身の判断は、先に述べた第

二、第三の基準、つまり第二、第三の正当性に基

づいた軍事力の行使には正当な理由があったとい

うことです。これや実際にイラクに大量破壊兵器が

あったかどうかという問題とは関係ありません。

１９９０年代には、人権の大幅な侵害を是正する

ための軍事力行使の正当性に関する正戦論争が

米国で活発に行なわれ、西欧でもある程度の論争

が行われました。そしてボスニアにおける戦争とル

ワンダでの大量虐殺、当時発生したその他の暴力

紛争の間で、正戦論争に関する新しいコンセンサ

スが形成されました。

そうした場合に軍事力の行使を選択することは、

正当な方法であるということで広く合意されました。

その考え方に沿っていくと、サダム・フセインなどの

独裁者を権力の座から追放し、フセイン政権に代

わって公正な政府を確立するための軍事力の行使

は、正当なものだと主張したくなるでしょう。

ここでパッペ博士に少し申し上げたいことがあ

ります。私は、イスラーム世界に悪を持ち込んだの

は欧米だという考え方を紹介した者ではありませ

ん。私は、十字軍の名の下に文明を破壊する考え

方を導入した者ではありません。こういったことを

申し上げたくはないのですが、ここに黙って座り、

そのように言われるのを聞いて反応しないでいる
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ことはできないのです。

【司会】 先ほど申しましたように、中西さん、それ

から塩尻さんといきます。

中西さんはご自分のご質問、ご意見がおありだ

と思うのですが。先ほどの栗林さんの、チェイニー、

ラムズフェルドとネオコンとの関係、その辺につい

て、もしお答えしていただけるならば、まずそれをお

答えしていただいて。

【中西】 大変申し訳ないのですが、自分の発言を

考えておりましたので、栗林先生のご質問を十分聞

いておりませんでした。今、森先生が言われたこと

について申し上げます。

ネオコンがどこまでの範囲かということについて

自身、たくさんの議論があると思いますし、自分で

ネオコンだと言っている人と、人から言われる人と

あるので、どこからどこまでがネオコンだということ

はあまり生産的ではないと思います。

チェイニー氏にしてもラムズフェルド氏にしても、

いずれにしても彼らは思想家というよりも、むしろ実

際的な政治家であって、大きなビジョンを根底には

持っているのかもしれないですが、基本的にはアメ

リカの政治を主導するという観点から物事を判断

しているのではないかと思います。その意味で、チ

ェイニー氏であってもラムズフェルド氏であっても、

いわゆるネオコンと我々が考えるような、例えば世

界をアメリカの力によって民主化していく、それによ

ってリベラルな平和な世界が訪れるといったような

ものを支持しているかどうかといえば、基本的な観

点としてはそういうものは持っているかもしれないで

すが、実際上の政策の判断としては、そういうもの

をいちばん重要視しているとは思われません。例

えば、イラクについての行動と、イランやリビア、北

朝鮮に対する行動は区別しているわけですから、

あまり思想として生産的ではないのではないかと

いうのが、私の印象です。

お答えになってなっていないかもしれないです

が、申し訳ありません。

私の質問兼コメントなのですが、そういうことを申

し上げてよろしいですか。私は政治学をやってい

るものですから、宗教について直接的に知るところ

が少ないので、今日のディスカッションは非常に啓

蒙されまして、ありがとうございました。私の観点か

らしますと、まず世界の現状をどうとらえるかというこ

とが重要ではないかと思うのです。恐らく昨日にも

お話があったと思うのですが、我々が置かれてい

る環境、人類が置かれている環境というのは、よく

言われるグローバル化された社会であり、従来触

れ合わなかった、接触のなかったような人々、ある

いは物と人、あるいは文化と文化が、非常にコンス

タントに触れ合うという時代になっているということ

が、基本的なことではないかと思うのです。

２０世紀の大半の時代、二つのtotal warsと冷

戦を経験していた時代では、基本的な課題は、い

わゆる国家間の戦争とそれに伴う巨大な人々への

被害をいかに避けるかということだったと思うので

す。しかし、２０世紀の末から現在に至る過程にお

いて、人々が従来思わなかったような形で、触れ合

わなかったような形の交流が生まれてきている。そ

こにさまざまな摩擦やテロリズムや紛争などが生ま

れてきているということが現在の問題であると確認

されるべきではないかと思います。

その意味では、ジョンソン先生がお話しされてい

るjust war traditionは、基本的には近代ヨーロッ

パで生まれた、特に主権国家体制がバイオレンス

において中心的な意味を持っていた時代に完成さ

れ、現在に継承されているものだと思うのですが、

現在のグローバルな、ある意味でcivil warのような

ものを経験している時代に、そのまま適用できるの

かどうかということが問題ではないかと思います。

むしろジョンソン先生のお話に少しありましたよう

に、中世の時代、トマス・アキナスがjust warの理

論を完成させたような時代、その時代のコンテクス
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トのほうが、近代主権国家体制が整ってきてバイ

オレンスについての問題を議論している状態より

も、現代に示唆を与えるかもしれないというのが、

私の一つのコメントです。

質問を一つさせていただいて終わりにしたいと

思います。もう一つの問題というのは、小原先生が

参照されましたガルトゥングのポジティブ・ピース

（positive peace）という概念なのです。ポジティ

ブ・ピースという概念は、いろいろな意味で価値が

ある概念だと思いますが、やはり２０世紀のtotal

warを避けるという意味でのネガティブ・ピースに対

するアンチテーゼとしての意味が大きかったのでは

ないかと思います。むしろ今日の時代においては、

ポジティブ・ピースと言ってしまいすべてのものが満

足されることによって平和が達成されるという、そ

のように単純に言ってしまっては申し訳ないです

が、そういう包括的な定義を取るよりも、新しい意

味での区分された、何が平和の最低条件であるか

ということについての新しい考え方が必要なので

はないかという印象があるのです。

その点でガルトゥング流の積極平和論の中で、

宗教の問題、つまり人々が自己の信仰を達成する

ことから来る満足というものを、積極平和論ではど

のように扱っているかについて、お伺いできればと

思います。

【司会】 それでは、ジョンソンさんと小原さんに、短

く答えていただきます。

【ジョンソン】 類似性という点から戦争を考えた場

合、第一次世界大戦、第二次世界大戦、現代にお

ける戦争の３種類の戦争を比べた場合よりも、中世

と現代の戦争を比べた方が類似性は高いと思い

ます。中世における戦争は、比較的少人数から成

る無法集団を巻き込んだものでした。統治してい

る強欲な王族が民の利益ではなく、自分自身の利

益のためにおこした戦争もあれば、国王が純粋に

民の利益と国際的秩序を求めて起こした戦争もあ

りました。

欧米で正戦の考え方を復活させるきっかけとなっ

たものはおそらく主に、第二次世界大戦と少し昔に

なりますが第一次世界大戦の記憶、そして一方で

は米国と西欧、もう一方ではソ連とその同盟国との

間の核問題を取り巻く現実が基になっています。

今はもう、そうした世界ではありません。私たち

が住んでいる世界、ここ１０年以上にわたる世界で

は戦争は起こっていますが、そうした戦争の特徴は

小規模だということです。超大国、また大国と言わ

れる国が大掛かりな武器を使用する戦争ではなく、

元ユーゴスラビアなどのように時代遅れの兵器を使

用する戦争であり、ルワンダの大量虐殺のようにナ

タやナイフを使用する戦争、そして一般に非常に低

レベルの技術を使って人を殺す戦争です。

それはまた、紛争を規制しようとする国家による

規制手段では規制されない戦争でもあります。先

程述べたように、国際法では武力紛争に関する法

律は歴史的にもテーマ的にも比較的古い正戦の歴

史に関連した概念です。

現代の戦争における現実問題は、戦争当事者の

多くが次のようなことに関心を抱いていないというこ

とです。つまり、彼らは一般の人々に与える被害を

最小限に留めようとする意識がないのです。相手の

社会で最も弱い人たちを攻撃することで前進するこ

としか考えていないのです。中世の思想家たちが戦

争というテーマについて言わなければならなかった

ことを振り返ってみた場合、私たちが学ぶべきこと

は数多くあるように思われます。何故なら、中世の

戦争は第一次世界大戦、第二次世界大戦より現代

の戦争に非常によく似ているからです。

【小原】 今、中西先生が指摘されましたように、積

極的平和ということだけでは問題が全部解決しな

いというのは、そのとおりです。ガルトゥングは、例

えば政治的な安定であるとか経済的な安定といっ
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たことを当然前提にするわけですが、彼が実際ほ

とんど毎年のように来日する中で、近年特に強調し

ていることの一つに、文化的なアイデンティティや宗

教的なアイデンティティをどのように保障したり安定

させるかが非常に大事だということがあります。で

すから彼が言うポジティブ・ピースという中で、特に

９・１１以降、宗教の要素が非常に大きな役割を果

たしているということは、まず１点、指摘できます。

それと関係することですが、実際、現在のブッシ

ュ政権ですら、軍事力ですべての安定をもたらす

ことはできないということを、みんな気づいている

わけです。つまり、よく言われるハードパワーとソフ

トパワーという使い分けをし始めているわけです。

そういう中で、実際の政策論と例えば宗教者が提

示できるようなポジティブ・ピースという考え方が、ど

のようにしてリンクしていくべきなのかというのが、私

にとっては一つの課題ではあります。

【司会】 それでは、塩尻さん、お願いします。

【塩尻】 塩尻です。
Just warなのかholy warなのかという議論が昨

日から本日も続いています。キング先生がおっしゃい

ましたように、just warを正当化する、あるいはjust

warの議論を展開するというのは、歴史的に長い時

間と、さまざまな議論の土壌を持っていると言われ

ています。しかしながら、それと同時に、平和学ある

いは平和に対する議論はほとんどなされてこなかっ

たのではないかというご指摘を、確かにわたしも心

の中に痛い思いをしながら受け止めました。
Just warというのは、例えば戦争する目的ある

いは必要性が目の前にあって、その戦争を正当化

するためにさまざまな形でそれを正論としていくとい

う考え方があると思うのです。その場合、宗教の背

景をそこに持ってきて宗教的な意味づけをしていく

ことが、その戦争を最も強力に正当化していく役割

を果たしていったがために、宗教的な議論や背景

を持ってきた。そうであれば、宗教的に正しいとさ

れた戦争が単なるjust warではなくて、やはりそれ

はholy warという背景を持っていく、holy warとい

う性格を持っていくものになると思うのです。holy

warであるからこそ、参加する人々は自分の命を捨

てることに納得をするし、また多くの人たちを犠牲

にすることをいとわないという考え方が生まれてく

ると思います。

では、そういう宗教を背景にしてjust warやholy

warという戦争に対する議論が出てくるのであれ

ば、これからのわたしたちは、どうにかして、あるいは

どのような苦労があったとしてもそれを乗り越えてい

って、holy peace、あるいはjust peaceというのでし

ょうか、単なるpeaceだけではなくて宗教的な意味

での、あるいは命を懸けて守らなければいけない、

こういう言い方をするとちょっと暴力的になるのです

が、やはり絶対的なholyなpeaceを求めていかなけ

ればいけないのではないかという気がしてまいりま

す。確かにjust warやholy warを支えてきた終末

思想を、今度は逆にわたしたちは、平和を構築する

うえでもっと柔軟に応用し、考えていかなければい

けないのではないかなと思いました。

この点について、just warの議論は十分展開さ

れているが、平和についての議論はまだ十分では

ないとおっしゃっていらっしゃいましたキング先生

に、ご意見をちょうだいしたいと思います。

【キング】 ご発言頂きありがとうございます。何故

なら、正戦論と聖戦の概念について充実した討論

がなされていると思うからです。私たちにとっても私

個人にとっても、これらを歴史的に解明し、ここで

使われている専門用語や、聖戦という言葉は最初

に使われた時にはどのような意味だったのか、また

ジハードとはどういうことなのかを明確にすることは

非常に有益だと思うからです。

私はまた、パッペ教授がパワーと知識の関係に

ついて、前後関係から知識をどう定義するか、誰が
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誰に代わって発言し、誰が誰を代表するのか、倫

理的、政治的、経済的にだけでなく宗教的にも多

種多様な世界で互いにどのような関係を築くべき

かについて発言してくださったことにも感謝します。

しかし、私たちは、新旧両方の問題に対して工

夫をこらした画期的な方法で取り組む必要がある

ということも考えなければなりません。ジョンソン教

授が先程、ハイテクを使用しない種類の戦争につ

いて言及されましたが、同時に現代社会にはハイ

テク戦争が勃発する可能性や潜在力がひそんでい

ます。常に、あらゆることが異なるレベルで絡み合

って発生します。これが現代社会の複雑なところで

す。しかし、宗教の歴史が発信する精神的メッセー

ジを考えると、常に救済、神の栄誉と栄光だけで

はなく、人間社会の救済や、また人間の繁栄という

観点から人間そのものに対してこういった懸念がな

されていることが分かるでしょう。現在のポストモダ

ン社会において最も問題となる点の１つは、人間

であるとはどういうことを意味するのか、誰が人間

であるとみなすのかということです。

相手について、部外者について、非道な行為を

取る人たちについての論争を歴史的にみてみると、

勝利者である人たち、支配力をもつ人たちは相手

のことを人間ではないと言ってもよいほどだとか、

人道的に劣る人間だと言い放つのが常です。

このことに対して次のような疑問が生じます。私

たちは一人一人を人間として認識することができる

のか、完全に人間であるとはどういうことか、現代

世界で女性が完全な人間となるとはどういうこと

か、という疑問です。これは全て比較的新しい疑

問です。これらがたとえ非常に古くからの疑問であ

るとしても、新しい状況のなかで形作られたもので

あり、同じことが平和についても言えると思います。

平和は単に個人的な状態ではありません。社会

的な状態です。地球全体の状態です。実に様々な

状況において様々なレベルで存在する状態なので

す。正義なしに平和はあり得ません。午前中に言

われたように、平和に無関心では平和について考

えることはできません。愛や人間の幸福や繁栄と

いったことに関心がなければ、平和を考えることは

できません。

私たちは子供を産む際、何をするでしょうか。赤

ん坊は暴力をふるいませんが平和をもたらすことも

ありません。しかし、そうした小さな赤ん坊でも男女

を問わず成長すれば、平和をもたらすこともできれ

ば暴力行為を行なうこともできるようになるのです。

２０世紀そして２１世紀の現在、戦争文化ではなく平

和文化を醸成するためには平和についての新しい

意識を確立して大幅に文明改革をする必要がある

ことを指摘しようとしている思想家は大勢います。

私たちの話し合いを英語で考察した場合—私

は日本語もアラビア語も話せないので—非常に暴

力的で、対立的で、非常に競争的で、相手を追い

出そうとし、相手を尊重せず、緊張関係を生み出そ

うとするような言葉や表現を私たちは驚くほど多く

使用しています。私たちはいつもこうしたことをして

います。戦い、闘争、暴力という言葉を使用してい

るので、社会的に暴力的になるだけでなく、話し方

や言葉遣いも暴力的になります。

平和とは何か、また友情、友好、寛容の点から

互いを理解し、相手を尊重し、尊厳を示すといっ

たことで良い関係を築くにはどうすれば一番よい

か、ということに対して私たちは神学的にも哲学的

にも文化的にも十分に創造力を働かせた上で考

えていないと思います。

私たちは、人類という一つの家族が住んでいな

がら、絶えず戦争を行っている地球において平和

文化を地球規模で促進するために、家族という教

育の場から初等教育、中等教育、大学での勉強に

至る教育の場において多くのことを行なう必要が

あると考えます。以上です。

【司会】 それでは、たくさんのライトがついていま

すが、今まで発言してこられなかったかたを先にお
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願いしたいと思います。アル・ルシュドさん、それか

らローデスさん、それからイーストヴォルドさん、その

順番でお願いします。

【アル・ルシュド】 私は、そこには未だ示されて

いない重要な点があり、この点こそ、私たちが話し

合おうとしているいくつかのテーマの基礎だと思う

のです。

それは政治家たちが、各々の利益に奉仕する

ための武器のごとく宗教を使用している、というこ

とです。

そして、地球上には現在私たちが目にしているい

くつかのそのような紛争の例があるということです。

例えばアラブとイスラエルの、そしてロシアとチェ

チェンの、また、それ以外のいくつかの紛争です。

例えばビン・ラーディン・・・。

アメリカこそがビン・ラーディンを存在させたので

はないでしょうか？

アメリカこそがロシアとアフガンの戦争時、ビン・ラ

ーディンに武器援助を行ったのではないでしょうか？

ロシアこそがチェチェンの武装リーダーたちを存

在させたのではないでしょうか？

ロシアこそがその武装リーダーたちに武器援助を

行ったのではないでしょうか？

イスラエルこそがアフマド・ヤースィーン師を出

獄させたのではないでしょうか？

アフマド・ヤースィーン師が何処にいるのか、そ

して朝食と夕食には何を食べているのかについて

イスラエルのモサドが知っている、ということに疑い

の余地がありますか？

諸大国の戦略として個人の使用があります。

「個人」、つまりイスラーム軍や十字軍ではなく

「個人」なのです。

彼らはこれらの人々を世界における自分たちの

戦略的利益の奉仕のために用いるのです。

私たちがアメリカのアフガニスタンにおける戦争、

あるいはアメリカのイラクにおける戦争を対テロ戦

争だと信じることはもちろん愚かな事です。

これらは地下資源支配のための戦略的戦争な

のです。

もちろん私たちはイラクには豊富な石油が、そし

てアフガニスタンには豊富な地下資源があることを

知っています。

自分たちがイスラームの名のもとに戦っていると

思っているこれらの人々が実は大国によって、大国

の利益の奉仕のために利用されているのだ、とい

うことを私たちは少し考えてみなければならないの

ではないでしょうか？

これが私の信ずるところのこれらの問題の基礎

なのです。

私たちは、政治と政治の為の宗教の利用を区

別し、またそれらとアッラーから与えられた諸啓典の

中にある基本的な宗教信仰を区別し、これらを混

同しないようにしなければなりません。

御静聴ありがとうございました。

【司会】 では、ローデスさん。

【ローデス】 ありがとうございます。私は米国のプ

リンストン大学から来たハワード・ローデスです。キ

ング教授、貴方が好まれる現象学的分析において

は、暴力行為、紛争、戦争に至る可能性のある宗

教的姿勢、考え方、制度的プロセスに正戦論を含

むべきだという考えに参加者の少数の方が同意さ

れているようですが。

この主張は、正戦論は構造的暴力のようなもの

に専心することによって（即ち、戦争に焦点を当て

ることによって）ある意味、平和を顧みていないと

いうものです。また、それとは別に、正戦論は特定

の種類の政治的プロジェクト（特に特定の少数コミ

ュニティを抑圧するプロジェクト）に知識を内在的に

投入する典型的な例ともいえます。当然のことなが

ら、私も含めてですが、私たちのなかにはこれらの

主張に疑問または困惑を感じる人たちがいます。
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私は何点かを取上げて、コメントしたいと思います。

これらの主張が歴史的にみて疑わしいとする点

の１つは、正戦論が、国家間の共通の利益を確保

することを理想としてつくられた法体系である国際

法の制定において果たした歴史的役割を、これら

の主張は無視しているということです。もう一つの

より規範的な点は、伝統的な正戦論における正し

い概念の基準の中心は、政治コミュニティが検証可

能な方法で平和と正義に留意する場合にしか、戦

争を正当化しないということです。これらは、正戦

論が平和と共通の利益を強く念頭に置いている例

であると思われます。

また、正しい概念の重要性も、ある特殊なパワ

ーを兼ね備えた、特定の形態の知識を表現する正

戦論についての疑問に答える場合に、ある程度役

立ちます。こうしたより深いレベルは、直接的には

悪を意図したものではないのでそこから善が生ま

れる可能性があるという、正戦論の展開において

果たす役割によって表されます。

私にとって衝撃的だったのは、ある種の政治集

団の利益のために正戦論に反対する人たちが、

正戦論における問題点とは、正戦論によってこれ

らの政治集団が悪の行動（市民を巻き込む自爆行

為）を正当化するのを防ぎ、善の概念が生まれる

ようにできるかどうかを主張するということです。

【司会】ローデスさんの質問はキングさんにですか。

あるいはジョンソンさんにですか。

【ローデス】 キング先生です。

【キング】 それは私に対してというより、ジョンソン

博士に対する質問になると思います。私は正戦論

には問題があると思っています。正戦論は、理論と

しては極めておもしろいのですが、実践するものと

いうよりは理論です。正戦論は、実践的レベルで

いうと多くの問題があると思います。特に貴方が指

摘されたような正しい意図の役割といった点にな

ると問題があると思います。

現在戦争で行なわれている暴力行為の大半は、

戦闘員ではなく市民を対象にしていることも問題で

す。最も深刻な問題の１つだと思います。伝統的な

正戦論を私は正しく理解しているのだろうかと考え

ますし、ジョンソン教授は私が正しく理解していな

いと言われました。しかし、もし私が正しく理解して

いるとしたら、正戦論は市民ではなく、戦闘員に適

用されるものだということです。これは私にとっては

問題です。非常に問題なのです。いかなる戦争に

も正当性があるかどうか、正戦論が認める以上の

働きをする要因が必ず存在するかどうかという論議

がなされてきました。貴方はそのことをおっしゃりた

かったのだと思います。

私が非常に残念に思うのは、戦争のための手段

より、はるかに詳しく、説得力のある言葉で平和の

ための手段が語られることを望んでいるときに、実

際には、正戦に関する極めて理論的な論議におい

て、非常に厳密な基準を策定することに、知的努

力とエネルギーが消費され、知的情熱がそそがれ

ていることです。以上です

【ジョンソン】 今の両議論について少し言わせて

ください。双方の戦闘員同士の戦いに関係する正

戦の伝統についての考察の点では、貴方はまちが

いなく正しいと思います。

キング教授、失礼ながら貴方が間違っている点

は、行使する力の種類と力を行使する理由を区

別されていないということです。その点について、

私が申し上げたいのは、少なくともルワンダの大

量虐殺で使用された力や低レベルの技術による

力と、他のケースで行使されたローテクやハイテク

による力とは、実際には全く違うものであるという

ことです。

さらにハイテク戦争の影響に関して、綿密な注意

を払わない多くの人が見失っているであろう重要な
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進展があると思います。それは久しくなかったことで

すが、正戦の伝統ですべきだと言われてきたことを、

精密誘導兵器を装備した武装勢力が行なう可能性

が現在あるということです。即ち、非戦闘員を巻き

添えにすることを意図的に回避する方法で標的に

対して武器を使用することです。これはここで取上

げるべきことではないので、この後に誰かと個人的

にお話できたら非常に嬉しく思います。

共謀説の問題についてですが、個人的責任に

ついての問題を避けたい人たちにとって、共謀説

は非常に役に立つものだと、私は常々思っていま

す。さらに申し上げますと、米国は、旧ユーゴスラビ

アの戦争を計画することによって、デイトン合意を強

要し、ボスニアのムスリムを保護することができた、

また、アルバニア系コソボ人の抑圧を計画すること

によって、セルビアを爆撃し、アルバニア系コソボ

人に保護を提供することができるようになったのだ

と思います。しかし、いいですか、こうした考えは全

くばかげています。米国はそれほどパワフルでは

ありません。米国はいかなる場合でもそんなことは

しないし、ウサーマ・ビン・ラーディンは米国のあや

つり人形なのだと提言することは非常に危険なの

です。何故なら、彼は決してあやつり人形になるつ

もりはないし、彼の側近や、東南アジアや南アジア、

さらに言えば中東の多くの国々にある関連組織も

そんなつもりはないからです。

【司会】 時間の関係で、今回も、そちらのセクショ

ンにオープンにする時間がなくなりました。順番で

申します。イーストヴォルドさん、それからハナフィー

さん、ボルージェルディーさん、ユルゲンスマイヤーさ

ん、その順番でお願いします。

【イーストヴォルド】 私は二つの意見をもっていま

す。第一に、これは私の専門外なので、これを言う

ことに対して躊躇する気持ちがあるのですが、昨日、

今日と私たちが大急ぎで討論してきたことは、イスラ

ームについてしばしば行なわれる一般化ということ

だと思います。私たちはキリスト教、特に良くも悪く

もブッシュが代表しているキリスト教ブランドについ

て、このような方法で一般化してしまうという罠に落

ちてしまった可能性があります。

最初に申し上げておきますが、私はアメリカ福音

派で、特にアメリカの福音派を研究しています。２０

００年にはブッシュに投票しました。この１１月にも恐

らく彼に投票するでしょう。しかし、私や多くの同宗

の人たちは、善良なムスリムが私たちの核となる動

機づけを考慮に入れた時に正当だと認めてくれる

であろうと確信するからこそ、そうするのです。私の

言うことが信じられないとすれば、私たちの言うこ

とをしっかり聞かれていないし、理解されていない

のだと思います。

第二に、アフガニスタンとイラクにおける戦争は道

徳的というよりは戦略的で、国際的利益のためだと

言われたアル・ルシュド氏に対するコメントですが、あ

の戦争が単に戦略上の問題であり、明らかに国家利

益のためであるとしたら、何故私たちは海を隔てた私

たちの同盟国を遠ざける必要があるのでしょうか。

より多くのことが危険にさらされていると確信し

ない限り、また国際秩序の性質が狭い意味での同

志の利益にとって長期的に損失を与える対策を正

当化しない限り、それは長期戦略的に何ら意味を

もたないのです。以上です。

【ハナフィー】 私には３人のパネリストの方たちに

対して、理論と現実との関係における方法論という

点で極めて単純な疑問があります。私たちは正戦

についての理論的アプローチと理論論争を通して、

現実というものにアプローチできるのかということで

す。現実には、矛盾、相反するパワー、相反する利

益に基づく独自の論理があります。

理論は、現実をカモフラージュするものとして一

般に、平和と戦争に関する疑問に対立するのでは

なく、正当化するために打ち立てられるものです。
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しかし、肝心なのは、相反する利益を基にした、現

実的には矛盾する法律なのです。飢餓の理論は、

飢えている人を救うことができません。それができ

るのは一切れのパンです。

それでもやはり、私たちは、現実における相反す

る利益を深く分析することなく、学者のために知的

な救済をしていくのでしょうか。

最後に小原教授にお聞きします。サハリンと北方

領土についてどう思われておられるのですか。平

和についての日本の理論とキリスト教の理論を通し

て、これらの問題にどのようにアプローチできるとお

考えですか。

【小原】 一つ聞きたいのですが、サハリンについ

て質問をされる意図は何ですか。

【ハナフィー】 正戦の理論的分析が、現実、つま

り市民と国家の政治的、社会学的、心理学的現

実に対してどの程度有効であるのかを知りたいと

思うのですが。

【小原】 簡単に日本の近年の歴史を紹介いたしま

す。サハリンといいますか北方領土の問題につい

ては、それを日本の領土として返還せよという運動

が比較的長くあります。しかしそれは、今の自民党、

日本の保守政党を中心とする、どちらかというと国

家主義的といいますか愛国的な人たちが好んで、

北方領土の返還を求めてきました。その点では、

例えば日本のクリスチャン、あるいは仏教徒など他

の宗教家たちが、北方領土の返還を自分たちの

運動として積極的に推進してきたということはあり

ません。ですから、この領土の問題に関しては、

極めて政治的といいますか、保守政党のもっぱら

の課題であって、少なくとも宗教の問題にはあまり

なってこなかったといえます。

【ボルージェルディー】 慈悲あまねく慈愛深きアッ

ラーの御名において。

まず最初に、皆さんに話をする機会を、この短い

機会を与えてくださったことに対して感謝致します。

私たちは今日、私たちの世界の現実について話

し合うことを決めました。

民衆は戦争の勃発に関して何の役割も持ってい

ないということを私は強調します。

しかしながら、当然戦争が起こり得る状況を作る

ことに関しては、民衆は大きな役割を持っています。

私は約２ヶ月前にイラクを訪れました。

そしてそこの民衆と話をしました。彼らは当然の

ごとく「やがて私たちはアメリカ人たちと私たちを襲

う者たちを殺害するだろう」と言いました。

ご存知のように、彼らはイラクで独裁者の支配下

にありました。

しかし彼らは、外国勢力による支配よりも、独裁

体制のほうがましだと感じるのです。

外部からの支配を受け入れず、この災難からの

がれるために自分自身を犠牲にすることはムス

リム民衆たちの特徴であり、彼らは、その行為

に対し至高のアッラーが来世で天国を与えてく

ださると信じています。

この考えこそ、ムスリム民衆たちを殉教へと

導き、より良い人生へたどり着くために、そし

て他の人々を救うために自己犠牲へと駆り立て

るものなのです。

私は、この会議で「公正な戦争」と「聖戦」と「テ

ロ」に関して、そしてこの二日間話し合ったことに関

して、私たちが共通な理解へと到達しなければな

らないと信じています。

私は他の人々にこれらの諸問題について問題

提起するために、議長と会議に参加した参加者全

員に、私たちがこれらの問題についての共通の理

解へと到達することを求めます。

もしアッラーが望むのならば将来人々はそこから

有益なものを得るでしょう。
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【ユルゲンスマイヤー】 この討論は非常に楽しい

ものでした。討論から多くのことを学びましたし、熱

のこもったご発言は、視点と問題点の多様性を理

解するのに非常に役立ちます。

正戦は興味あるテーマです。何故なら、力を行

使する際の倫理的正当性について私たちは話して

いるからです。私はキング教授の言われたことに概

ね同意しますが、ガンディーは、非暴力の例外につ

いて理解しようとしました。例えば、非暴力を可能

にするために力が行使される場合があるといった

ことです。つまり、ガンディーが取り組んでいたのは、

私たちが話してきた本質的な特徴である、正戦論

だったのです。

正戦ではなく、壮大な戦争構想である宇宙戦争

について、昨日私はお話ししましたが、宇宙戦争に

は倫理的な正当性はありません。それは戦争をし

たいという情熱であって、根底にあるのは非論理的

なものなのです。面白いことに、人は往々にしてま

ずこの情熱を抱き、それから戦争を始める理由を

正当化しようとします。不気味なのですが、イラク

の例はそうした例だと私は考えています。これは、

正戦の最も重要な原則の中のニつから始まったけ

れども、正戦の基準には見合わない例だと思われ

ます。重要な原則のひとつは、合法的権限です。

それは行動を合法化する権限なのです。

現在、国家にとって差し迫った脅威がある場

合、—そのため、アメリカの人々にとっては大量破壊

兵器についての論争が非常に重要なのですが—、

国家が何故、正戦において十分に合法的な代理人

となる権限を見出そうとするかがわかります。

しかし、人権や国際的な市民の自由という大き

な問題の場合には、国の秩序を認識するに当たっ

て、どの国も持っている私利私欲によって目が曇る

ため、そうした判断を単一国家がおこなうことは適

切ではないと思われます。そのため、国際的に合

法化された代理人を探す必要があります。残念な

ことに米国は国際裁判所という考え方を支持して

いませんが、そうした代理人は国際裁判所でもい

いですし、もしくは、人権や独裁者の非道な扱いに

ついて審査する国連が適任といえるでしょう。

恐らく、今日地球上で最も非道な独裁者はトルク

メニスタンのトルクメンバシでしょう。彼は自分の家

族に合わせて週の名称を変更し、サダム・フセイン

が喜ぶであろう冷酷さで国を支配しています。しか

し、トルクメニスタンに侵攻するという国際的圧力は

米国からもありません。

そこでまず、適切な合法的権限とは何かという

問題があります。次に比例性の問題です。イラクの

場合、武力行使は価値があったのでしょうか。これ

は明らかに議論の余地のある問題ですが、イラクで

は何千という命が失われ、３千７百人もの罪のない

市民の命が失われ、世界における米国の威信と評

判は損なわれました。少なくとも私の計算では、正

戦における比例性の基本条件は満たされていない

と思います。

【ジョンソン】 そろそろ時間がきたようですので、

簡単に述べさせてください。まず、ハナフィー教授。

歴史的にみて正戦の伝統は理論と実践が組み合

わさったものでした。しかもしっかりと組み合わさっ

たものだったのです。

それは教会法からのインプットと神学論からのイ

ンプット、１２世紀ならびに１３世紀のローマ法の復元

が組み合わさったものですが、また軍隊生活の経

験や治国策の経験も含まれています。その結果と

しての正戦論、正戦に関するコンセンサスは現実か

ら引き出された理論ではありませんが、生活という

現実と時間の流れのなかでの軍事力の必要性を

大いに反映した合成物なのです。

近代になって、これらは全て分裂し、近代性がもた

らした差別化の結果として特殊な宗教的要素、国際

法要素、軍事的要素などが孤立してしまいました。

この４０年の間に、これらの要素を元のようにま

とめようと多大の努力が払われました。特に、米国
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や欧州の軍人、専門的に国際法に携わっている人

たち、政治形成と治国策の包括的な活動に取組

んでいる人たちと私は話をしてきました。あなたは

現実から引き出される理論であるとおっしゃいます

が、それは間違っていると思います。理論とは、本

当は極めて深く現実に関わっているものなのです。

次にマーク・ユルゲンスマイヤー氏のコメントの一

つに対して。マーク、貴方からこうした意見が出たこ

とを残念に思います。これでは「何故チベットでは

駄目なのか」という古い論議に逆戻りです。人には

すべきことを全て行う義務はありません。

正戦の伝統には、それが成功する可能性がある

かどうかについて、また貴方が言われるように、比

例性のある活動であるかどうかについての懸念が

あり、他にもかなり多くの制約があります。そのため、

この問題を考察する場合に、同じように正当化さ

れるべき軍事力が、他のケースでは行使されなか

ったというだけで、或る軍事力行使がとにかく問題

であると示唆することは間違っています。

【司会】 この問題については次のセッションでも議

論できると思いますので、次のセッションにそれを

任せたいと思います。

最後になりましたが、月本先生。

【月本】 私は月本昭男と申します。東京の私立大

学でヘブライ語聖書の講義をしています。今日の３

人の先生のご発表、あるいはいろいろなご意見で

多くを学ばせていただきました。

その中で共通していることは、暴力もしくは戦争

はよくないことだということだと思いました。Just

warの問題、正しい戦争がありうるかという議論も、

暗に戦争は悪だということが前提にされていたで

ありましょうし、またキング先生が言われた平和教

育の尊さ、重要さという場合にも、やはり戦争は悪

だということが前提になっているわけです。また、

小原さんが構造的な暴力ということを話されました

が、その暴力がやはり悪だということが前提になっ

ているように思います。では、なぜ暴力は悪なのか。

あるいは、戦争は悪なのか。これをどのように根拠

づけるかということについては、あまり今日のこの会

では問われなかったように思います。

しかし、ごく一般的に、やはり個人の生命の尊さ、

あるいは個人の尊厳ということがその根底にあるの

だと思います。これから、その個人の尊厳あるいは

生命の尊さというのが、個々の宗教においてどのよ

うに根拠づけられるのか。そして、それが単に神学

的なレベルだけではなくて、人々の心をつかまえら

れるような形でどのように訴えかけていけるのか。

これが私は、これからの２１世紀の宗教の大きな課

題ではなかろうかというように感じているわけです。

【司会】 時間が来てしまいました。私の司会の不

手際で多くのかたがたの発言を妨げてしまいまし

たことを、心からおわびしたいと思います。

最後に、発題してくださいました３人の先生にもう

一度、拍手で御礼の気持ちを表したいと思います。
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Ⅰ―誰に対するリスクおよび希望なのか
１．一つの問いがすでに提起されております。それ

は「イスラームは脅威か挑戦か」という問いです。

同じ問いが別の形、そして恐らく別の意図と目

的で再び提起されます。それは、イスラームはリ

スクか希望か、そして、それは誰に対してのリス

クであり希望であるのか、という問いです。リス

クだけでは一方的であり、それは即ち予断およ

び仮定を下すことになります。「リスクか希望か」

というのは別の選択肢であり、どちらの立場に

立つこともない自由な発想です。

２．リスクの概念は、キルケゴール、ヤスパース、ハ

イデッガー、ガブリエル・マルセルなどによる実

存主義哲学において不可欠なものです。しか

し、「リスク、複雑な危機および社会の未来」で

言うところのリスクとは情況的なものであり、２０

０１年９月１１日のテロや、特にイスラームに関連

するリスクです。なぜなら、１０機以上の旅客機

のハイジャックを計画していたのはアラブ系ムス

リムだったからです。しかし一方で、オクラホマ

連邦ビルの爆破、北アイルランド、バスク地方、

スリランカでの流血事件、アメリカでのクークラ

ックスクラン等の組織犯罪、ドイツでのトルコ系

ムスリムに対する殺害、ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ、コソボ、アルバニア、チェチェンでのムス

リムに対する虐殺、カシミール、アフガニスタン、

そして最近のイラクでの殺害などはムスリムに

よるものではなく、ムスリムを標的としたもので

す。しかしムスリムは被害者ではなく、常に加

害者であるように言われています。

３．結果を非難するよりその根源を理解すること、そ

して果実の苦味を味わうよりも、その根を取り除

くことが重要です。９月１１日の出来事は他の根

源の結果です。目に見えるものは、目に見えない

ものを表現したものなのです。二次的暴力は一

次的暴力に反応したものだと言えます。ラテン・

アメリカの言葉を借りれば、解放的暴力は圧制

的暴力への対抗である、ということになります。

現在の言葉で言えば、象徴的暴力は心の奥底

で煮えたぎる不満が火山のように外部に噴出し

たものである、ということになるでしょう。

４．世界中の誰もが２００１年９月１１日のテロのことを

覚えています。しかし、２００１年９月２８日にパレス

チナでインティファーダが始まったことなど誰も

覚えていません。この闘争は３年間続き、何の

罪もない子供、女性、老人が殺害され、家が破

壊され、緑の土地は荒廃し、抵抗する者は物

理的に抹消され、複数の街が閉鎖され、個人

の権利や人権が侵害されたのです。アラブ政

府にもイスラーム政府にも支援する力はありま

せん。アメリカのシオニストからの外圧と、国民

からの内圧との間で身動きがとれなくなってい

るのです。野党は脆弱です。将来の代替政権

の座に甘んじ、力の論理に支配されているの

です。長年に渡って国家統制下に置かれた民

衆は、無関心へと追いやられています。ですか

カイロ大学文学部哲学科教授

ハサン・ハナフィー
Hassan Hanafi
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ら誰かができるだけ大きな声で泣き叫び、訴え

かけなければならないのです。たとえそれが抵

抗の証としての爆弾という声であっても、すべ

ての完全なる陰謀を覆う、死んだような沈黙を

破らなければならないのです。

５．理解することは正当化することではなく、勇敢

であることは非難することではなく、分析するこ

とは黙認することではありません。攻撃対象と

なったのは力の象徴、現代の覇権の証です。
WTOはグローバリゼーションの象徴、ペンタゴ

ンは軍事力および軍事複合産業の象徴、ホワ

イトハウスは新保守主義、キリスト教シオニスト、

傲慢、すなわち正義なき権力の象徴です。あら

ゆる進歩主義知識人および学者は、科学雑誌

や一流の出版社を通じ同じ力の象徴をペンで

もって批判します。しかし、全ての人が書く技

術を身に付けているわけでもなく、違いを受け

入れ、知的で実のある対話に参加できるほど

の教育を受けているわけでもないのです。

６．リスクを複雑な危機や社会の未来と結びつけ

れば、それだけでリスクを情況的に説明してい

ることになります。あとは、それを複数形にすれ

ばいいのです。つまり、リスクは一つではなく多

数存在するのです。複雑な危機はすでに複数

形です。なぜなら、様々な社会や文化におい

て多数の危機が存在するからです。そこから次

の疑問が浮かんできます。それは誰のためのリ

スクなのか、という疑問です。これは容易に解

決出来る単純な危機ではなく、複雑な危機で

す。責任は双方にあり、自分は無実で相手が

犯罪者だ、とすることはできません。

現在のリスクを詳細に実証し、それを社会の未

来に結びつければ、明るい情況が浮かんでき

ます。社会政治的情況を今後変えていくことが

できれば、リスクは希望となりえるのです。人間

の情況に変わらないものなどありません。あら

ゆることが変化します。したがって、社会政治的

情況や経済的状況が変化すれば、壊れやすい

人間の存在に対しあらゆる側面のリスクが最小

化されます。

Ⅱ―自己に対するリスクと希望
１．リスクは常に否定的であるとは限りません。実

存主義者にとって、リスクとは人間の生の一側

面であり、安全を確保する上で不可欠とも言え

るほどです。リスクのない生は死です。リスクは

安全確保の手段を創造したり、発見したりする

ための一つの動機です。リスクはよりよい未来、

より希望のある未来に対する現在の兆候およ

び警鐘と言えます。

リスクはまた、自己防衛および安全維持のため

に自己を対象にしたものだけではなく、相互依

存世界における他者を対象にしたものでもあり

ます。自己と他者は交代しえるものです。誰も

が他者に対する自己であるわけです。イスラー

ムと西洋との一般的な比較を考えてみると、イ

スラームは自己、西洋は他者です。しかしまた

西洋が自己で、イスラームが他者でもあるわけ

です。したがってリスクは自己だけでなく、他者

をも対象とした二重のリスクなのです。

２．自己をアラブおよびイスラーム世界とした場合、

イスラームは国内では圧制をしきながら、自由・

民主の代替的体制を擁護するアメリカに依存

し、同盟関係を築いているという現在の政治

体制に対し、現実的なリスクをつきつけていま

す。「イスラームがもう一つの選択肢である」とい

うスローガンは、貧富の間に存在する実際の大

きな不均衡に対して強力な社会的異議を表明

する現実的なスローガンです。また、「イスラーム

が解決策である」というスローガンもありますが、

これは失業、大量輸送、官僚支配、教育、住

宅などの未解決の社会問題に対する深い不満

を象徴したものです。さらに三つめのスローガン

として「イスラーム法の適用」がありますが、これ
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は、利益団体の意向に沿って変えられる法律

や不正な法律などといった国法の腐敗や違反

に反対するスローガンです。この場合、イスラー

ムは現政治体制にとってはリスクとなりますが、

国民にとっては希望となるのです。

３．イスラームは日々の生活において、知識人だけ

でなく、一般の人々にもリスクを与えるかもしれ

ません。なぜなら、歴史の蓄積から生まれる主

な傾向は保守主義であり、それは直解主義、

独断主義、儀式主義、形式主義、単独主義、

偏狭といった形で現れます。そうなれば、宗教

は人間の完成や社会の統合といった他の目的

のための手段ではなく、それ自体が目的と見な

さるようになります。そして、真実は世界の効率

性、道徳的行為および完全な行動としてでは

なく、それ自体として存在することになります。

すでにターリバーン政権による国内的な行動に

すべて見られたことですが、造形美術、踊り、

音楽、歌、テレビ、男女共学、服装、そして、、近

代に入ってから人々が手にしたことの多くが禁

止されるかもしれません。

４．イスラームは依存国家の国内政策だけでなく、

外交政策にとってもリスクとなるかもしれませ

ん。その対象となるのは、パレスチナ人が自決

のための正当な権利を獲得し、エルサレムを首

都とするパレスチナ国家の建設を実現する前

にイスラエルを承認することや、アメリカへの依

存、開放政策、GATT条約への署名、グローバ

リゼーションと称して後発国に押し付けられる

市場原則への服従、外国商品に対する関税の

撤廃、自国通貨の変動や食料助成金の引き上

げといった経済改革に関する世界銀行やIMF

の指針への服従などです。

５．イスラームはまた、アラブやイスラームの利益よ

りも国益を優先する偏狭なナショナリズムに対

してもリスクとなるかもしれません。１９７８年のキ

ャンプデービッド合意と、１９７９年のエジプト・イ

スラエル間の和平条約後のスローガンは「エジ

プト優先」でした。シナイの回復は他の占領地

からの撤退と切り離されました。また、ヨルダン

とイスラエルのワディ・アラバ和平条約の後も、

「ヨルダン優先」という同様の偏狭なスローガン

が繰り返されました。そして１９９０年にイラクがク

ウェートに侵攻した後、アラブ民族主義は近視

眼的なナショナリズムの名のもと、ほとんど忘れ

去られてしまいます。アメリカがイラクに侵攻し、

一方でアラブの世界、人々、制度、国家が隣

国を助けられなかったという事実がアラブ民族

主義を大きく汚すこととなったのです。その後、

パレスチナ、イラク、アフガニスタン、カシミールで

のアラブ人およびムスリムの抵抗により、イスラ

ームこそがおそらく抵抗のための現実的かつ最

も効率的で唯一のイデオロギーであるという希

望を与えることになりました。

６．イスラームは近代化の世俗的イデオロギーにもリ

スクを与えるかもしれません。すでにいくつか

の地域で起こったことですが、世俗的イデオロ

ギーは当初は部分的に成功しますが、最終的

には完全に失敗に終わっています。１９５２年の

革命以前には、自由主義がエジプトを支配して

いました。報道の自由、多党制、政府の説明責

任、高度な教育、１９１９年の革命で具現化する

国内紛争といったレベルにおいて、自由主義は

部分的に成功しました。しかし、スエズ運河の

占拠、東デルタにおけるイギリス軍の駐留、王

国、国政への宮殿の介入、封建主義、エリート

主義、上流階級および支配者エリート階級の高

度な西洋化、脱税といった部分では失敗しま

した。１９４９年以降のシリア、１９５２年以降のエジ

プト、１９５８年以降のイラク、１９６４年以降のイエ

メン、１９６９年以降のリビヤでのアラブ民族主義

は、自由将校団が先導したものです。アラブ民

主主義は、外国軍の撤退、産業化、農地改革、

無償教育、公共部門、食料助成金、廉価な住
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宅といったレベルでは部分的に成功しました。

しかし、１９６７年の敗北、共産主義への１８０度

の転換、民間部門、有償教育、輸入、アメリカ

への依存、イスラエルの承認、汚職、大衆の政

治離れ、孤立主義など、多くの面で失敗しまし

た。マルクス主義は南イエメンでは単独で、シ

リアとイラクでは連立で政権を勝ち取りました。

成功したのはほんのわずかでほとんど目に付か

ないのに対し、失敗は非常に目に付きます。南

イエメンではマルクス主義の二つの派閥間で軍

事的対立が発生しました。シリアとイラクではバ

ース党政権の完全支持によって非効率が生ま

れました。アラビア半島には保守的なイスラー

ム以外に何も残らず、スーダンは単なる救助艇

つまり避難場所となりました。

Ⅲ―他者のリスクおよび希望
１．他者が西洋であるなら、イスラームはテロや暴力

と結びつけられると、西洋にとってリスクとなりま

す。２００１年９月１１日以降、イスラームとテロおよ

び暴力は、特にマスメディアや西洋の世論にお

いて一般的に結びつけられるようになっていま

す。情況に対してではなく、宗教および聖典と

してのイスラームに構造的に結びつけられてい

るほどです。実際、そういった結びつきによっ

て、全体の一つの側面が全体像として捉えられ

てしまいます。９月１１日の背後にあったと考えら

れるイスラームは、ムスリムやユダヤ教徒、キリ

スト教徒が同じ理想を共有した、スペインのあの

壮麗な文化の背後にあったイスラームと同じイス

ラームです。それは、マイモニデスに開花したユ

ダヤ教の黄金期でした。また、そのイスラームは

西洋に紹介され、近代ルネッサンスの一つの源

ともなったイスラーム数学、自然科学、人文科学

の背後にあったイスラームとも同じです。暴力は

純粋に偶発的、情況的、状態的なもので、その

原因はイスラーム世界の人々が持つ不満感およ

び不公平感にあります。情況が変われば暴力も

消えます。イスラームの世界に宗教の強制はあり

ません。誰かを殺せばそれは全人類を殺すこと

になり、また、誰かの命を救えばそれは全人類

を助けることになるのです。

２．西洋へのムスリムの移民は、必ずしもリスクと

はなりません。彼らがイスラーム居住地に隔離

されることなく受け入れられ、西洋がその誇り

とする多元性を放棄しない限りリスクとはなら

ないのです。南ヨーロッパから北ヨーロッパへ

の移民は、国際的な分業に沿った自然な動き

です。ヨーロッパの植民地化政策を背景とした

アフリカやアジアからのヨーロッパへの移民は、

ごく一般的なことです。ヨーロッパの移民は、南

北アメリカおよびオーストラリアの人口増の主な

源でした。先住民はことごとく抹殺されるか、保

留地に追いやられるかのどちらかでした。アメリ

カ社会の理想は人種の坩堝でしたが、白人と

黒人の間に今も存在する現実の緊張を考えれ

ば、決して実現されているとは言えません。

３．西洋でのイスラームの拡大は、文化的アイデン

ティティに関するいかなるリスクをもつきつけるも

のではありません。西洋は多元的な文化です。

そこにはユダヤ教もキリスト教も包含されていま

す。イスラームもつまるところはユダヤ教および

キリスト教の伝統の一部です。これら三大一神

教はすべてアブラハムに由来します。そして、こ

れら三つの文化は同じ地中海域周辺で栄えた

のです。キリスト教は東から西へ、ギリシア・ロ

ーマ文化は北から南へ拡大しました。そしてそ

の後、イスラームが南から北へと繁栄し、近代

においてヨーロッパ文化は西から東へと移動し

たのです。地中海文化は一つのまとまった文

化であり、イスラーム、キリスト教、ユダヤ教によ

り形成されていると言えます。

４．イスラームは西洋にとっての希望かもしれません。

なぜなら、それは現実の課題をつきつけるから
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です。脅威ではありません。取って代わるもの

ではなく、一つの選択肢です。イスラーム世界

は、一極世界における二つ目の極を形成する

にふさわしいものです。そうすることで、より均

衡の取れた多極世界を実現するのです。ラテ

ン・アメリカは貧困、薬物、組織犯罪に苦しんで

おり、ゲバラの精神はもはや存在しません。ア

フリカは旱魃、砂漠化、貧困、対外債務、内戦、
AIDSに苦しんでいます。いまだに世界の覇権

秩序に動きを与え、疑問を投じ、抵抗し、背を

向けている地域はイスラーム世界だけです。イ

スラーム文化はまだ生きています。それどころ

か以前よりも活発化しているほどです。イスラー

ムの再興は、うまく合理化されればリスクという

よりも希望になります。モロッコやトルコ、イラン

での民主主義の試みは、実際のところイスラー

ムと民主主義の間に有望な結びつきを与えて

います。アジアの新興諸国もイスラーム国家で

す。こういった国々は、イスラームおよび国家建

築において新たな試みを行っています。また、

イスラームは２０世紀半ばの国家解放運動の源

であり、さらには２０世紀後半および２１世紀始め

のパレスチナ、イラク、アフガニスタン、チェチェン、

南アフリカ、東ヨーロッパの国民抵抗運動の中

心にありました。これは誇るべきことです。

５．自己と他者が生きる二つの歴史的瞬間を相互

に理解することでリスクを最小化し、希望を最

大化することができます。両者は歴史の同じ時

を生きているわけではありません。西洋は５００

年経過した近代の終わりを生きており、ポスト

モダニズム、脱構築主義、ゼロ点への書き込み

というつけを払うことができます。一方、自己は

まだ近代へ向けて苦闘している段階で、マーチ

ン・ルターとジョルダーノ・ブルーノの間の時代に

あって、宗教改革からルネッサンスへと移ろうと

しています。異端審問やスコラ学の時代を終わ

らせるために闘っているのです。自己は他者に

遅れをとり、不信感さえ抱かれていますが、理

性、科学、進歩、人間、自由、平等、社会的正

義といった啓蒙主義の理想を擁護しているの

です。リスクと希望に関して判断や対話や評価

を行うときは、自己と他者が異なる歴史過程を

生きているということを常に意識しておく必要が

あります。

６．自己と他者は、それぞれが互いにとってのリスク

であり希望でもあります。対等なパートナーとな

るならばリスクは最小化され、希望が最大化さ

れるでしょう。自己と他者の両者は、それぞれが

これまで二度にわたって師弟の役割を演じ、ギ

リシヤ・ローマ時代には西洋が師の役割を果た

しました。ムスリムは自分たちを弟子と見なし、

ギリシャの遺産を北から南へ紹介しました。「第

一の師」のアリストテレスに対し、アルファーラー

ビーを「第二の師」と呼び、プトレマイオスに対し

てアルハーゼンを「第二のプトレマイオス」と呼ん

だのです。二度目は近代で、このときもギリシャ

遺産の紹介は西側から、特にフランスや近代ギ

リシャからアラブに対して行われ、啓蒙思想を共

通の遺産にしました。イスラームも師の役割を二

度演じています。一度目は後期スコラ学の２００

年間のことで、この時代トレドではアラビア語か

らラテン語への翻訳が直接的に、またはヘブラ

イ語を介して間接的に行われました。ラテン・ア

ヴェロエス主義は、西洋の近代科学および哲学

の一つの源だったのです。二度目はおそらく現

在でしょう。イスラームは力ではなく正義、二重

標準ではなく普遍的規範、人種主義ではなく人

文主義に基づいた新たな種類の人道主義をも

たらすかもしれません。西洋は、『西洋の没落』

（スペングラー著、The Decline of the West)、『ヨ

ーロッパ意識の危機』The Crisis of European

Consciousness（Ｐ．ハザード）、「試される西洋

文明(Western civilization on trial)」（Ｂ．ラッ

セル）、「すべてを上下逆転させるということ
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(putting everything upside down)」（Ｍ．シェ

ラー）、「神を創造する機械(the machine cre-

ating gods)」（バーグソン）などと嘆く代わりに、

その道徳的危機を解決し、精神的空白を埋め

るための新たな希望をもつことができます。イス

ラームは苦悩する西洋に新たな血をもたらすこ

とができるのです。

最後に、希望のないリスク、単純に解決できない

複雑な危機、現在の変化のない社会的未来などあ

りません。均衡の取れた世界の方が不均衡な世

界よりもよいのです。実際、天秤の二つの皿は釣

り合いが取れていません。一方が正義と承認を必

要としているのです。
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序論
本論文は基本的にパレスチナとイスラエルの和

平への歩みを振り返り、今後の展望についてより

良く理解しようとするものである。その主な論点と

しては、様々な理由から長年にわたってイスラエル

の考える「解決」に基づいて和平交渉は進められて

きたが、パレスチナ側の見解は全く無視され、はね

つけられてきたというものだ。

その結果、これまでの和平プロセスの焦点は、

本稿で「目に見えるもの」として論じている近代のお

ける展開、すなわち、１９６７年のヨルダン川西岸とガ

ザ地区の占領、パレスチナ人にとっての問題の本

質を二の次にしながらもこのような地域の最終的な

地位については妥協点を見いだそうとする願望、

１９４８年の第一次中東戦争、難民問題などに当て

られていた。一方、パレスチナ側の見解はもっと遠

い過去に遡る「責任、罪、正義」といった見えにく

い紛争の層に主眼を置くものである。

筆者の見解では、これまでのあらゆる和平への

取り組みの惨憺たる失敗を考えれば、今後は国境

問題や政体の形態などの政治制度に関する現実

的な問題について妥協点を見いだそうとするだけ

でなく、公平、正義、罪などの抽象的な問題に焦

点を当てる和解プロセスを押し進めることになるだ

ろう。はっきり言えば、倫理的および法的側面で大

きな進展が見られなければ、領土や境界線といっ

た物理的問題で成果があっても無意味である。

将来の解決においては軍や領土と同様に「公平」

や「正義」も重要な要素となる、というのが筆者の

議論の出発点である。倫理的側面だけを論じよう

としたわけではない。本論文は、将来の解決の概

念化を試みた機能的なアプローチの所産であると

言える。パレスチナの地に二国家を樹立するという

解決策の実現可能性がなくなり、その信頼性も幾

分失われつつある今、このアプローチに対する期

待は高まっている。様々な代替案が出されている

が、領土の分割比率、主権、安全保障といった実

質的な問題と同様に、倫理的問題に焦点が当てら

れているようだ。むしろ、このような現実的な側面

よりも倫理的な問題のほうが優先されることになる

かもしれない。

歴史的背景
権力と知識は密接に関係している。このため欧

米では、戦勝国である占領国が自明のこととして仮

定する「公平」の概念が声高に謳われることがよくあ

る。ここでは占領国はイスラエル側である。ところが、

下位の相手国、つまりパレスチナ側の声はほとんど

聞かれない。こうした理由で、これまで英国、国連、

米国およびイスラエルによる「公平」の概念が和平

プロセスの中心となり、罪、返還、正義といった問題

は全く無視されて紛争の領土的側面に焦点を当て

たものとなってしまったのである。このような「公平」

の概念は、占有、権利、将来の支配といった祖国

の問題と密接にかかわっている。本論文の後半で、

パレスチナ側が持つ公平の概念を中心に据えて初

めて、紛争解決につながる「祖国」という概念を構築

することができるということについて論じる。

ハイファ大学政治学部講師

イラン・パッペ
Ilan Pappe
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１９世紀後半にイスラエルとパレスチナの衝突が

勃発して以来、様々な調停や仲介そして和平の取

り組みがなされてきた。最初の重要な動きは大英

帝国の委任統治時代にあった。この時代は２つの

段階に分けることができる。１９３０年代までの前期

には、英国の主導により、パレスチナの地に少数の

ユダヤ人社会と過半数を占めるパレスチナ人社会

を平等に代表する政治機構、つまり連体国家を建

設しようと考えて何人もの英国人仲介者が対話を

試みた。１９３０年代中ごろから始まる後期には主と

して、ユダヤ人とパレスチナ人で領土を分割し、そ

れぞれ別個の政治機構を設立するという分割の

原則に基づいた取り組みが行われた。前期には、

１９２８年頃に和平の好機を逸したと言える出来事

があった。当時、いかなる妥協もしないという姿勢

を長年にわたって取りつづけていたパレスチナの

指導者らが共同の連邦国家について検討すること

に同意したのだが、シオニスト指導者たちが、その

時まではそのような提案を支持していたにもかかわ

らず、パレスチナ側が同意したことを知ると今度は

反対に転じたのだった。このような典型的な行動

パターンは１９４７年にも繰り返された。シオニズムの

本質そのものに挑むような妥協をユダヤ社会が容

認するのは、パレスチナ側が拒絶することが明白な

場合に限られていた。（※１）
１９２８年の平等な分割による共同政治機構構想

にはユダヤ人移民の制限が盛り込まれ、「二民族

一国家」の基礎となった。シオニストと英国の構想

にヒントを得て国連が１９４７年にパレスチナの分割

案を提示した頃には、このことはすっかり忘れられ

ていた。この分割案では、将来のユダヤ人国家に

は同じ数のユダヤ人とパレスチナ人が暮らすことに

なる。つまり１９４７年の分割決議は、隣り合う一民

族国家と二民族国家に祖国を分割するという複雑

な構想を提示することになったとも言えよう。（※２）
１９２８年と同様に、１９４７年にもシオニスト指導者

たちは二民族国家構想を提示された。１９２８年には

提案を拒絶し英国はあきらめたが、１９４７年の場合

は、ユダヤ人指導者たちは、アラブ側と違って自分

達は分割決議に従って純粋なアラブ人国家の隣に

二民族国家を建国することを望んでいるという印象

を与えることに成功した。アラブ人やパレスチナ人

は拒絶の姿勢を押し通し、ユダヤ人のはったりに

挑むことはなかった。

１９４７年の分割案にシオニストが賛成したのは、

アラブ世界全般の拒否的な態度、とくにパレスチ

ナ人が拒絶することを明白に認識していたことに

よるものであると、イスラエル人の学者は主張して

いる（※３）。きわめて理にかなった歴史的推論では

あるが、文書で実証することは容易ではない。そ

れでもなお、国連の分割決議１８１号で提示された

ようにパレスチナ人とユダヤ人の二民族国家が誕

生していれば、シオニズムの最も根本的な野望を

挫折させることになるので、間違いなく当時のユ

ダヤ人指導者たちはできるだけ純粋なユダヤ人国

家にするために、破壊や「移送」を含むありとあら

ゆる手段に訴えることになっただろう。

国連の分割決議が採択される数日前に、シオニ

スト指導者たちがこの問題について話し合いを行

い、パレスチナ人が将来のユダヤ人国家に留まる

ならば完全な市民権を付与しなければならないと

いうことで意見が一致していたということは特筆に

価する。その三ヶ月後にはユダヤ人社会の軍事機

構によって、将来ユダヤ人国家が創設される地域

において今で言う民族浄化を実施する計画が練ら

れていた。（※４）
これまで述べたように１９４８年までは、パレスチ

ナ全土にせよ一部に建国し残りの部分は先住民

族のものとするにせよ「二民族国家」が「公平な解

決策」であるとみなされていた。この「公平な解決

策」は当時のパレスチナ人にとっては受け入れがた

いものだった。パレスチナ人は、アルジェリア人のフ

ランス系移民に対する姿勢と同様にシオニストをみ

なし、シオニストと領土を分かち合うことはまったく
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望んでいなかった。だがしかし、シオニスト運動に

とってもこの解決策は全く承服しがたいものであっ

た。シオニスト指導者たちは、アラブ人に分割され

ることになる、あるいはアラブ人が居住することにな

るすべてのパレスチナの地からアラブ人を排除しよ

うとした。それにもかかわらず、国際社会全体の記

憶では、その「公平」な解決策をイスラエルは受け

入れアラブ人は拒絶した、ということになっている。

とりわけ欧米諸国においては、パレスチナ人を悪

者にしイスラエル人を英雄扱いするように記憶を形

成する傾向がある。

実際に、イスラエルとパレスチナの問題における

将来の祖国の概念は、国際社会の和平交渉への

取り組みと密接に関係してくるだろう。そして、その

取り組みこそ、善悪の認識と過去の行為の評価に

大きく左右されるのだ。

当時国連の判断を誤らせた原因は、現地で対

立している両当事者の同意を得るのではなく、国

連加盟国の過半数によって採択された決議を選ん

だという国連の奇妙な決断にある。先住民族と入

植者の双方にとっての将来の祖国を、外部の力に

よって明確に定め調停しようとした。過去において

このようなやり方で成功した例はない。

分割案は１９４７年１１月に国連パレスチナ特別委

員会（UNSCOP）によって策定された。この委員会

のメンバーはパレスチナについて何も知らなかっ

た。しかも、あまり時間もかけずに、１９３７年にすで

に英国のピール委員会が提示していた勧告案を採

り入れることにした。この案はシオニスト指導者た

ちがすでに承認していたものだった。基本的に、

パレスチナの土地を分割して二つの国家にする一

方で、両国の経済的な統一性を維持し、国外から

監督することを意図していた。それ以来、この勧

告案は和平努力の基盤となっていた。しかしなが

ら分割決議の採択者らは、パレスチナのすべての

問題が「合理的に」割り切れるものでも交渉し得

るものでもないということをすでに認識していた。

分割決議では、おそらくその精神に反して、エルサ

レムを国際管理下におくことにしている。エルサレ

ムに対する両者の見解は、意思決定過程を通じ

て生まれたものではなく、幾重にも積み重なった

意識と無意識の層の上に成り立っている。調停者

たちは、たとえ十分に理解できないとしても、この

問題の解決策は目に見えるものの可分性に基づく

ものではなく、紛争の目に見えない層の不可分性

を重視することによって得られるものであるという

ことを認識したのである。（※５）
委任統治後の紛争の歴史において最初の調停

者となったのはフォルケ・ベルナドット伯爵で、委任

統治後のパレスチナ紛争について前述のような深

層へ踏み込もうとした。１９４８年６月２０日の第一次中

東戦争勃発の数日後に、彼は国連調停者に任命

された。パレスチナの土地を分割し二つの国家に

することによって紛争を終結すべく二つの提案をし

た。その違いは、二番目の案ではアラブパレスチナ

をトランスヨルダンに併合することを提案している点

である。だが、いずれの案でもパレスチナ難民の無

条件帰還を和平の前提としている。第一案ではエ

ルサレムをアラブの首都にすることについては態度

を決めかねているが、第二案ではエルサレムを国

際管理下におくことを選択している。いずれにせよ

彼は、難民とエルサレムをパレスチナ紛争の中心に

位置付け、この二つの難問は包括的で公正な解決

策によってのみ対処しうる目に見えない問題である

と認識しているようである。（※６）
１９４８年にベルナドット伯爵がユダヤ人過激派に

暗殺された後も、パレスチナ調停委員会は後任を

指名し同じ方針を継続した。この委員会の３名の

委員は三層からなる解決策を構築したいと考えた。

すなわち、土地を二つの国家に分割すること（ただ

し、分割決議の地図に基づくものではなく、ユダヤ

人とパレスチナ人の人口分布に応じて分割する）、

エルサレムを国際管理下におくこと、およびパレス

チナ難民の無条件帰還である。新任の調停者た
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ちはこの三原則を交渉の叩き台として提示した。

１９４８年１２月の国連総会決議１９４の可決に引続き、

１９４９年５月にスイスのローザンヌで開かれた国連平

和会議の会期中に、アラブ諸国とパレスチナ指導

者たちはこの提案を受け入れたものの、同年夏に

非妥協的なダビッド・ベングリオン政権によってこの

提案は葬られてしまった。当初、米国政府はイスラ

エルのこうした方針を非難し経済的圧力をかけた

が、後にユダヤ・ロビーの力によって米国は親イス

ラエル路線に転換し、その政策は現在でも続いて

いる。（※７）
１９５０年代と１９６０年代には和平への努力が途切

れた時期があった。とはいえ、アングロ・アメリカン・

アルファ・プログラムやジョンストン・プランなどの構

想はあった（※８）。これらの計画やさらに難解な計画

はほとんどすべて米国人によるもので、彼らはこの

紛争に対してビジネスライクなアプローチを取りたい

と考えた。これは、イスラエルと近隣アラブ諸国の

安全保障上の利益を考慮して分割に大きな信頼を

寄せていることを意味するが、その一方で和平の

当事者としてパレスチナ人を二の次にしている。ビ

ジネスライクなアプローチでは、政治的パートナーと

してのパレスチナ人は存在しない。パレスチナ人は、

米国にとってソ連との冷戦の経済的側面において

その運命を論じる難民として存在するだけだった。

パレスチナ人の問題は中東の新マーシャルプラン

の枠組みの中で解決されるべきものだった。この

プランは、ソ連の侵略を封じ込める最良の手段とし

て中東地域の生活水準を向上させるために、中東

に対する米国の支援を約束するものだった。その

ためには、難民はアラブ諸国に再定住し、その発

展のための安い労働力とならなければならなかっ

た（それによってパレスチナ人をイスラエルの国境

と意識から排除することにもなる）。

パレスチナ人にとって幸いなことに彼らにはパレ

スチナ解放機構（PLO）があった。この組織のもと

で、ゲリラ戦と福祉制度を通じて難民が抵抗の姿

勢を見せることができるようになり、それによってア

ラブ諸国は不安定要因として認識しながらも難民

を暫定的収容施設に留めておくようになった。
PLOのソ連とのつながりも、居住地にかかわらず

パレスチナ人を米国の支配による平和のいかなる

見込みからも遠ざけるもう一つの要因となった。

１９６７年６月の戦争とその余波は、米国・イスラエ

ル側のビジネスライクな姿勢とパレスチナ側の「公

平な」解決の概念との間の隔たりを極めて明確に

浮き彫りにした。この隔たりゆえに、１９６７年以降は

中東和平交渉に著しい進展は見られなかった。後

述のように、この紛争に対する数量的かつ可分性

に基づく解決法では、せいぜい軍事および経済面

で力の均衡を反映した再編や配置をもたらすだけ

で、最悪の場合はこれまでの弊害や不正を永続さ

せる結果になるということだ。したがって、占領国で

あるイスラエルは以前と同じ役割を演じ続け、占領

地のパレスチナ人住民は相変わらず抑圧のもとに

暮らすことになる。そして、ホワイトハウスの芝生の

上で大々的に行われるセレモニーで演出されるド

ラマチックな平和のディスコースでさえ、この現実を

隠すことはできない。

１９４８年には、イスラエルはすでにパレスチナの大

部分を占める７７パーセントの地域を占領していた。

そして１９６７年にパレスチナの奪取を完了した。こうし

てイスラエルが全領土を支配したことにより、米国の

ウィリアム・ロジャーズやヘンリー・キッシンジャーやス

ウェーデンのグナール・ヤーリングなどの交渉担当者

は、最終的な公平な解決策としてある等式を考案し

売り込むことができたのだ。「領土と平和の交換」で

ある。この等式を、実用主義的なイスラエル労働党

は熱心に支持した。だが、よく考えてみるとこれはお

かしな式である。等式の一方の辺には数量的で測

定可能な変数があり、他方の辺には容易に概念化

できない、あるいは説明すらできない抽象的な言葉

がある。イスラエルと周辺アラブ諸国との間の二カ

国間和平交渉の叩き台にするのならそれほどおか
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しくはない。事実、エジプトとヨルダンの場合は一時

うまくいっていた。それでもなお、パレスチナ問題の

包括的な解決にはならなかったように、この二カ国

の場合も「冷たい平和」をもたらしたことを忘れては

ならない。さらに、この等式によって１９４８年第一次

中東戦争の最終的な被害者に一体何がもたらされ

るというのだろうか。彼らの「正義」を求める声こそが

この紛争を燃え立たせたのである。

正義を求めているのはパレスチナ人だけではな

い。アラブ世界全体の要求である。現地の地域的

観点から見れば、正義という言葉はそれほど抽象

的には聞こえない。パレスチナ人にとって正義とは、

ポスト植民地主義の中東問題に新たな局面を開く

過程の一環である。アラブ諸国がそのことを忘れ

がちだとしても、その市民社会がパレスチナ問題の

特別な意味合いを思い出させるのだ。エジプトや

ヨルダンの場合でさえ、イスラエルとの和平はたと

えそれがナショナリズム的なものでもあったとしても、

中東の地に残る最後の植民地支配との和解を意

味する。この植民地支配の直接の被害者ではなか

った人々にとっては、経済的利益が見込まれるた

め、あるいはユダヤ人国家との力の均衡を認識す

るがゆえに和解はより容易である。ところが、１９４８

年戦争の被害者だけでなく、パレスチナ人に対す

る継続的な破壊行為の被害者の場合は、経済的

利益や力の均衡を理由に和解しようとするのは一

握りの特定の立場をとっていない人だけで、多くの

熱心な人々はそうではない。こうした人々は過去の

罪悪を正すよう求めているだけではない。現在そ

して将来の荒廃を防ぐことを求めているのである。

以上のことから、パレスチナ人にとって公平な平

和を築く基盤となりうるのは、過去の傷を癒すこと

と、それよりもはるかに重要なこととして将来の荒

廃に対する安全保障しかない。領土と交換するこ

とでそうしたものを保証できるだろうか。別の言い

方をすれば、領土上の問題だけに対応した解決は

可能だろうか。

オスロディスコースの公平性
オスロ合意の起案者らはそれが可能だと考えた。

彼らは「領土と平和の交換」という商品を再び売り

出した。イスラエルによるPLOの承認やパレスチナ

人の「自治」といった神聖な概念は、ビジネスライクな

解決法を強化するために利用された。その解決策

とは、間接的軍事支配を通じてイスラエルによる占

領を永続化することだった。この解決策は、ドラマチ

ックな平和のディスコースとともに発表された。（※９）
筆者はオスロでの和平の進展を過小評価してい

るわけではないが、オスロ合意が生まれた背景を

決して忘れてはならないと思う。その背景を見れば

この合意が途方もない失敗であった理由が分かる

だろう。世界および中東地域における力の均衡に

劇的な変化があったこと、ヨルダンのハーシム家に

替えてPLOを和平交渉のパートナーとする用意が

イスラエルにできていたことから、より複雑な「領土

と平和の交換」式が生まれることになった。領土、

および他のすべての目に見えるもの、量で表すこと

のできるものは、両当事者で分割することができる。

したがって、１９４８年後のパレスチナ領土のうちユダ

ヤ人に占領されていない地域、つまり全体の２３パ

ーセントに当たる地域だけをイスラエルと将来のパ

レスチナ自治政府との間で再分割することになる。

この２３パーセントの土地のうち不法ユダヤ人入植

地については、その８０パーセントをイスラエルが支

配し、２０パーセントはパレスチナ自治政府の管理下

におく。さらに、イスラエルで消費する水資源の大

半とエルサレムの大部分もイスラエルが支配すると

いうものだ。その代償としての平和は、防衛政策、

外交政策、および経済政策に関する発言権を奪わ

れた国なきパレスチナ人国家であった。パレスチナ

難民の帰還権は、イスラエルによるオスロ合意の解

釈こそが重要なのだが、その解釈によると、忘れ去

り抹消されるべきものである。このような「公平」の

概念は、２０００年夏にキャンプ・デービッドで世界全

体に向けて発表された。

375



9・１１以降の平和の模索 

国際ワークショップ第４セッション  

パレスチナ人にとって、キャンプ・デービッドで

行われた首脳会談の目的は、（国連安全保障理事

会決議２４２号および３３８号に従って）ヨルダン川西

岸およびガザ地区からのイスラエルの撤退の最終

段階を進めることと、パレスチナ難民の帰還、エル

サレムの国際化、完全統治権を持つパレスチナ国

家の樹立を提示した国連決議１９４号に基づく公平

な解決について新たな交渉を始める土台を作る

ことであった。米国でさえ決議採択時には賛成票

を投じそれ以降もこの決議を支持している。

１９９９年から政権を握っているイスラエル左派

は、パレスチナ人に対してイスラエルの公平の概念

を知らしめ、見えるものの可分性を最大にする（占

領地域の９０パーセント、入植地の２０パーセント、エ

ルサレムの５０パーセントを取り戻す）、その一方で

パレスチナ人がこの紛争の目に見えない層、つまり、

パレスチナ難民の帰還権、パレスチナ国家の完全

統治権、イスラエル居住のパレスチナ人少数派に

対する解決策などがないことについて言及するの

をやめるように要求する機会として、キャンプ・デー

ビッド首脳会談を位置付けていた。キャンプ・デー

ビッド後、公平とは、パレスチナ人がイスラエルの命

令に従わない限り、パレスチナ人が方針転換する

まで占領、追放、差別は続くことを意味するように

なった。アリエル・シャロンによる聖地「ハラム・アッ

シャリーフ」訪問の強行をきっかけに、あるいはそれ

が原因でなくても、２０００年１０月にパレスチナ領土や

イスラエルで二度目のインティファーダ（民衆蜂起）が

起こり、この状態はしばらくの間続くことになった。

第二次インティファーダ勃発以来、「領土と平和の

交換」はもはや和平交渉のテーブルに上っていな

い。イスラエルの土地そのものでインティファーダが

広まる中で、イスラエル内の少数派パレスチナ人は

ユダヤ人国家の脱シオニズムを要求している。また、

ヨルダン川西岸地区の住民はムスリムやキリスト教

徒のエルサレムをパレスチナ化することを求め、ガ

ザ地区の住民は長年にわたる占領に対して武器を

とり、世界各地のパレスチナ難民たちは帰還権の

行使を求めて一致団結している。この新たなインテ

ィファーダで明らかになったことは、占領の終結は

和平の前提条件であり、和平そのものではないと

いうことだ。イスラエルのピースキャンプは恥じ入っ

ている、とその「グル（指導者）たち」は語っていた。

イスラエルの指導者たちはイスラエルが１９６７年に

占領した地域の大半を差し出すことによって、「領

土と平和の交換」式を最大限に活用したとピースキ

ャンプは考えている。イスラエル指導者らは今、か

つてないほどに、１９４８年第一次中東戦争について

のシオニストの説明をパレスチナ人が認めることを

要求している。すなわち、難民問題の発生にイスラ

エルは何の責任もないこと、人口の２０パーセントを

占めるイスラエル居住の少数派パレスチナ人はこの

紛争の解決策には含まれないこと、エルサレムを取

り囲んでいる入植地地帯や、ナブルスやハリル（ヘ

ブロン）などのパレスチナ人都市の中心部に設けた

入植地は永久にユダヤ人のものだとパレスチナ人

は認めなければならないというものだ。

このように、将来の解決の概念化は領土の奪還

だけでなく「公平」などの価値観と結びついている。

解決策のうち領土問題後の部分は、入植者、追放

者、抑圧者、占領者としてのイスラエルの役割をイス

ラエル人が直接認識することと密接に関わっている。

このような認識は、イスラエルのユダヤ人社会に

とって最も難しい課題である。というのも、彼らは

自らを被害者として思い描いているからだ。パレス

チナ人に肯定的なイメージや共感さえできるような

イメージを持つことに対する恐怖感をディスコースや

行動を通じて植え付けるイスラエルの国家システム

によって、これは意識的かつ無意識に行われてい

る。このジレンマは１９５０年代前半にイスラエルで明

らかになった。その頃までに、アラブのものは何で

あれ明確な否定的固定観念を伝える国家システム

となっていた。「我々」ユダヤ人でないすべてのも

のを象徴する、憎悪の的である「相手側」であった。
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このような並置が問題にぶつかることになったの

は、イスラエルがおよそ１００万人のアラブ系ユダヤ

人を入植させることになったときのことである。この

ようなアラブ人入植者の脱アラブ化に向けて意識

的な取り組みが行われた。具体的には、母国語を

軽蔑し、アラブ文化を拒絶し、欧州化する努力を

するように指導がなされた。（※１０）
相補的な別の一面としては、パレスチナ人に対

する残虐行為を否定し、そのような人間虐待を単

に相手側のせいにする組織的な努力がある。この

ジレンマは、１９４８年第一次中東戦争中のユダヤ人

による残虐行為や委任統治時代のユダヤ人による

テロ活動に対するイスラエルの扱い方に見ることが

できる。残虐行為とテロ活動は、イスラエルの東洋

学者がその原因をもっぱらパレスチナ人の抵抗運

動にあるとしている二つの行動形態である。したが

って、イスラエルの歴史上の出来事の分析や説明

の一部にはなりえない。このジレンマから逃れる一

つの方法は、敵と同じような属性を持つ、できれば

過激派の政治集団のしわざにしながらも、主流の

国家による道徳的行為を明確にすることである。こ

ういうわけでイスラエルは、右翼組織のイルグーン

団によるディール・ヤースィーンでの大虐殺を一貫し

て認めている一方で、その他の多くのハガナによる

虐殺や後にイスラエル国防軍が行った虐殺につい

ては隠そうとしたのである。（※１１）
したがって、公平な解決策を生み出すためには、

被害者の問題に対してイスラエルが新たな手法を

用いることが必要となる。筆者が最近論文で発表

したように、イスラエルのテレビ番組シリーズ「テク

マ」では、１９９８年にイスラエルの５０年祭を祝して、

ユダヤ人は２０世紀の究極の被害者であっただけ

でなく加害者でもあったという可能性について考

察するという初の大衆向けの試みを行った。この

テレビ番組の中で、シオニストの話と並行して、パレ

スチナ側の歴史上の出来事を紹介する時間を設

けた。シオニストの話とあまりかけはなれないように

配慮した極めて慎重な試みではあったが、政治組

織全体の激怒をこのテレビ番組の編集者やプロデ

ューサーに向けさせるのに十分であった。（※１２）
イスラエルの高校生はヨーロッパのホロコーストを

訪問させられるが、少なくとも一部の高校生は自発

的にそれを望んでいると願うものである。この恐ろ

しい目的地の見学と同様に、前述の加害者として

の役割を認識することがイスラエルにおけるユダヤ

人の社会化に必要不可欠な位置を占めるまでは、

パレスチナ人とユダヤ人の双方の祖国を建設する

うえで「公平な解決」といった問題に進展が見られ

る可能性はほとんどない。

イスラエルのユダヤ人にとって、パレスチナ人を

自らの罪悪の被害者として認めることは非常に衝

撃的なことである。なぜなら、イスラエルの国家創

設の神話そのものと「国家なき民族のための民な

き国家」というモットーが問われるだけでなく、国

家の行く末に重大な影響を及ぼす一連の倫理的

問題を投げかけるからだ。イスラエル側のこうした

恐怖感は敵対するパレスチナ側よりも強く、パレス

チナ人との新たな関係を築こうとするユダヤ人社

会の力を損なう最大の要因となっている。この被

害者が長年にわたる血なまぐさい紛争のありふれ

た自然な結果として生まれたものであったならば、

相手側に紛争の被害者の立場をとらせることにそ

れほど強い恐怖感はなかったであろう。そのよう

な観点から見れば、両者とも「境遇」の被害者、あ

るいは人類の責任、とくに政治家の責任を免じる

ような他の漠然とした概念の被害者である。だが

しかし、パレスチナ人の要求はイスラエルがパレス

チナ人を自らの罪悪の被害者として認めることで

あり、それは事実上多くのパレスチナ人にとって必

要不可欠な条件になっている。前述の恐怖感は

１９４８年の出来事をイスラエルがどのように語るこ

とを選択するかという問題に深く根ざしている。ま

た、もっと重要なことだが、パレスチナ人が語るあ

の「ナクバ」の年の話に対してイスラエルがどのよ

377



9・１１以降の平和の模索 

国際ワークショップ第４セッション  

うに応じるかという問題にも根ざしたものである。

イスラエルでは、教育者、歴史学者、小説家、文

化人らがすべて、否定と隠匿の運動に関わってい

る。１９４８年の恐怖は、その行為に手を染めた者た

ちによって、国民の目や後の世代から隠されていた。

２０００年の終わりになってはじめて、ハーレツ紙の

一人の勇気あるジャーナリストが「どうしてこんなに

長い間うそをついていたのか」という記事を書いた。

まさに「荒野に呼ばわる者の声」であった。現在、

この質問を発する者はほとんどいない。まして、そ

れに答えようとする者の数はなおさら少ない。（※１３）
この場合、歴史学者と教育者の罪はとくに重い。

彼らはみな、パレスチナ人の集団的記憶を抹消し

てしまうような国家的物語を作り伝えることに何ら

かの形で手を貸してきた。こうした抹消は追放や

破壊に劣らない暴力的行為であり、イスラエル国

家におけるユダヤ人の集団的アイデンティティの形

成において本質的な構成要素となっている。国家

的物語は、独立記念日や過越しの祝いの時に子

守りが聞かせる物語や、小中学校や高校の科目や

教科書、あるいは軍隊の入隊式や退官式などに織

り込まれている。また、活字や電子メディア、政治

家の演説やディスコース、芸術家、小説家、詩人の

作品への国家的物語の影響、現在および過去の

イスラエルの現実に関する大学での研究などを通

して広められている。

このような隠れた暴力行為と思想統制は２０００

年１０月以降、激しさを増している。現在のところ、と

くに教育とメディアの分野で顕著であるが、主とし

てイスラエルの学界で激しくなっている。イスラエル

や米国の党派に属さない研究者らは、抑圧、占領、

差別を支持している学界との関係において何がで

きるのか、何をなすべきか再考を求められている状

況である。

このような統制のおかげで、イスラエルの平和運

動推進者ですら１９４８年のパンドラの箱を開けるこ

とや被害者の問題全体にも直面しないですんでい

る。それは、イスラエルの平和団体「ピース・ナウ」

の姿勢に見て取ることができる。（※１４）ピース・ナウ

のメンバーは、平和と和解は、二つの国家的物語

について衝突しないようなやり方で相互承認をは

かる必要であると解釈している。そうするためには、

目に見えるものすべてを分割可能にすることだ。す

なわち、土地、資源、責任、そして歴史を「我々ユ

ダヤ人」が正当かつ公正であった１９６７年以前と

「あなたがたパレスチナ人」が正当かつ公正であっ

た１９６７年以降に分割するのである。

この観点から見れば、イスラエル—パレスチナ

紛争の被害者もまた、この２つの時代区分に従っ

て分けることができる。イスラエルのピースキャン

プによる公正に基づく同じ手法をこの紛争の歴史

の早い段階に当てはめると、ユダヤ人が被害者で

あった１９６７年以前の時代となり、もっと最近の歴

史の章はパレスチナ人が被害者であった１９６７年

以降の時代となる。時代区分は非常に重要であ

る。というのも、古い時代のほうが困難な時代で

あったため、紛争の発達期である当時ユダヤ人が

公正であったということでシオニズムの存在とパ

レスチナにおけるユダヤ人の計画全体は正当化さ

れるが、その時代のパレスチナ人の行動について

はその見識と道徳性が問われるからである。そし

て、１９４８年にユダヤ人が行った民族浄化、４００も

のパレスチナ人の村や近隣を破壊したこと、７０万

のパレスチナ人の追放、そして数千人のパレスチ

ナ人虐殺についてはいかなる議論からも抹消され

ている。（※１５）
この考え方によると、イスラエルはヨルダン川西

岸とガザ地帯を占領せざるをえなくなった後は、道

徳的で正当な道からはずれてしまった。だが、この

間違った行為はその核心や正当化そのものにいさ

さかの疑問を投げかけるものではない。

だがしかし平和と相互承認には、目に見えない、

それゆえに分割できない歴史の層や罪や不当とい

ったものを乗り越えることが必要となる。平和と和
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解が相手側の話を尊重することではないのなら、

責任は分割することができない。パレスチナ人の物

語は、長年にわたる追放の民として伝えられる口

述歴史と再発見された歴史物語に基づいて作り直

され、現在の苦境のプリズムを通して読み返される

苦難の物語である。この物語ではシオニズムやイ

スラエルは絶対的な悪であり、最大の悪者であり、

究極の加害者である。どのようにしたらこのようなイ

メージを、米国やイスラエルの平和活動家が説くよ

うにビジネスライクな和平への手法で分割すること

ができるだろうか。

むろん不可能である。このような状況において

平和について話し合うときは、世界各地の受難者

社会がその加害者と和解するようなやり方に訴え

なければならない。受難者の物語は、過去の集団

的罪悪を描写する説明的構成物であり、ある特定

の社会集団の現在の政治的ニーズのために利用

され、将来の状況改善をはかるものだ。ホロコース

トの被害者であるユダヤ人や、アメリカ先住民、アメ

リカ黒人、ボスニアのムスリム、南アフリカの多数

派アフリカ人などが利用する手段である。

受難の物語を過度に単純化しないために付け

加えておくが、パレスチナ人の場合は言うまでもな

く、こうした物語が生まれるきっかけとなった出来事

の余波の中で生き続ける他の社会集団も、そのよ

うな概念は受難者社会そのものにとって贖罪的価

値もある。しかしながら、こうした物語が政治的目的

のために文化創造や政治に携わる者たちの手に

よってどのように操作されているのかというのは別

の問題である。

こうした物語は、教育やマスコミ、記念博物館や

式典などを通じて再生され、適切なディスコースを

用いることによって伝えられていく。紛争中の社会

集団には役に立つが、和解の手段として利用する

のは難しい。パレスチナ人の場合は、バルフォア宣

言、独立宣言、委任統治の終結、分割決議、ファ

タハ結成日などの記念すべき重要な日をカレンダー

にちりばめるという形をとっている。誰もが認めると

ころだが、この社会集団の博物館の数はそれほど

多くない。儀式的な記念館を設立する大地がない

ために、パレスチナ人にはそのような基礎的インフ

ラを欠いた状態が続いているのだ。例えば、サブ

ラやシャティーラの虐殺の跡の集団墓地は、過去１

９年間ゴミ捨て場として利用されてきた。毎年９月

にきれいに片付けているが、再びゴミ捨て場と化

す前に何らかの追悼行事を行うには、通常は難民

キャンプ外部の活動家が必要となっている。少な

くとも、パレスチナ人のPLO活動家らが住むチュニ

スのある地域では１９８３年から１９９３年にかけて、自

宅の居間にちょっとした博物館のようなコーナーが

ありナショナル・アイデンティティの物語やディスコース

を見てとることができた。

パレスチナ人はナクバの記憶のもとに生きてい

るが、イスラエル人は恐怖感からそれを否定して

いる。こうしたイスラエル人の恐怖感は、パレスチ

ナ人の物語や記憶そして被害者としての立場に立

ち向かうイスラエルの闘争の中で日常的に行われ

る暴力行為に決定的なはたらきをしている。相手

側を迫害して被害者にしながらその相手が被害者

の立場をとる権利を否定することは、同じ暴力を

絡み合わせる行為である。１９４８年にパレスチナ人

を追放した当事者が、実際に起こった民族浄化を

否定している。被害者であることの自己宣言には、

近代史における究極の被害者としてのユダヤ人の

地位を相手側、つまりイスラエルとシオニズムによ

る迫害の究極の被害者に奪われてしまう恐怖感

がつきまとっている。（※１６）
この恐怖感にいかに対処すべきか。これは、こ

の恐怖感に対処しなければ別の形の共存を実現

したり紛争後の現実世界を構築する見込みはほ

とんどないという本論文の仮説を受け入れるなら

ば取り組まなければならない問題である。和解と

いうこの複雑な問題に取り組むための、まったく

異なる二つの方法について手短に説明したい。
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考えうる紛争解決手法
第一の手法は最も難しいが法的アプローチであ

る。１９４８年の事件を法と司法の観点からとらえると

いう考えそのものが、イスラエルのユダヤ人にとって

忌み嫌うべきものであるため、この場合は外部から

の圧力が必要になるだろう。

１９４８年以降イスラエルが犯してきた行為を国際

的な裁きの場に持ち込むことができるならば、和解

は戦争犯罪や集団暴力の認知を伴うものだという

メッセージがイスラエルのピースキャンプにも伝えら

れることになるかもしれない。この取り組みは内部

からはできない。というのも、イスラエルのマスコミ

で１９４８年に行われた追放、虐殺、破壊の行為に

ついていかなる言及をしても、否定され、戦時中の

敵の同胞間の憎悪によるものであり自己に都合の

いいようにしていると言われるのが通例である（※１

７）。このような反応は、政界だけでなく学界、マス

コミ、教育界も巻き込んだものである。また、こうし

た反応は現在の勢力構造がいかに強力な阻害要

因になっているかを示すものである。さらに、イスラ

エルのユダヤ人社会の著名人も含めて世界全体

が非難しているような行為に、イスラエル社会の構

成員が加担する恐れがいかに大きいかを物語って

いる。

たとえこのような裁判が形だけのパフォーマンスで

あったとしても、例えば苦難を数値で表す方法など、

将来用いることのできる解決の手段について学ぶ

ことができる。苦難を数値化する最善の方法の一

つは、イスラエルとドイツが締結した補償協定の中で

提示されている。経過した年月の間のインフレを考

慮して年金額を算定することや、不動産の評価や他

の個人の損失などを織り込んでいる取り決めや、集

団的損失をイスラエル国家に対する交付金の形で

お金に換えることを約束した取り決めもある。サルマ

ン・アブー・シッタはその著書の中でこのような考え

方に取り組み始めており、ナクバで失われた財産の

真の価値について考察している。（※１８）

これよりも「穏やかな」方法は、非応報の裁きの

範例を示すことである。ハワード・ゼアは著書

「Changing Lenses（修復的司法とは何か）」（※１９）
の中で、懲罰主義の司法制度を激しく批判してい

る。ゼアが提起している問題の一つは、イスラエル

のユダヤ人が過去と向き合う恐怖感をいかに克服

するかという本稿の論考と関わりがある。裁判は罪

の確定に主眼を置くべきだろうか、あるいはニーズ

や責任を特定することに注力するべきか、とゼアは

問うている。言い換えれば、裁判はいったん中断

された人生を再調整する役目を果たすことができ

るだろうか。裁判は、加害者は言うまでもなく、その

子孫に苦しみを与えるものではなく、苦しみに終止

符を打つためのものだ。

このような非応報専門委員団が、南アフリカの

デスモンド・ツツ司教の真実委員会によって設置さ

れた。真実委員会の基調をなす力は、厳罰を与え

ることを避け、南アフリカの様々な社会集団の今後

の関係について検討することを重視することにあ

る。これによって被害者が加害者に変わるというこ

とが起こりにくくなる。

これとは別の法的アプローチを提示しているの

は、紛争状況における姿勢の変化に研究の主眼を

置いている米国人心理学者、ジョーン・フミアである

（※２０）。フミアは、最近導入された被害者と加害者

の和解を促進する新たな手順に基づいて、米国の

司法制度における被害者と加害者の間に生まれる

関係を踏まえて論じている。この手法では加害者

と被害者は直接会って話し合いを行う。このやり

方で最も重要なことは、加害者側にその罪に対す

る責任を認める姿勢があるということだ。つまり、

行為そのものではなくその結果に焦点を当てる。

「被害者の損失と苦しみを軽減するために加害者

は何をできるかという問題」と定義づけられている

修復的司法を追求する手法である。刑事訴訟に代

わるものではない。パレスチナの場合は、実際的

補償や難民の帰還に代わるものではなく、最終解
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決策を補うものである。南アフリカではこのモデル

はうまくいったと、フミアは主張している。

現時点ではありそうもないが、この紛争の恒久的

解決に向けた努力の一環としてナクバの虐殺に関

するイスラエルの責任について論じるならば、ルワン

ダや旧ユーゴスラビアの事例のように国際裁判所に

持ち込まれることはどう考えてもないだろう。あるい

は、ナクバの虐殺について米国やヨーロッパ諸国の

政府がどのように捉えているのかを考えれば、少な

くともそのように判断することができる。欧米の政府

はこれまでのところ、前述のとおり、イスラエルのピー

スキャンプの紛争に対する見方を受け入れている。

しかしながら、米国およびヨーロッパの市民社会や

アフリカやアジアの政府は、これについては異なる

見解を持っているため、状況が変わる可能性もある

（一例を挙げると、アリエル・シャロンをベルギーの裁

判所で起訴する動きがある）。だが、現在の力の均

衡が変わらない限り、南アフリカの例に倣って真実

委員会を設置する可能性はなさそうである。とはい

え、この手順に従うかどうかに関わらず、１９４８年第

一次中東戦争のパレスチナ人被害者の要求は今後

も和平交渉の中心的議題となるだろう。

加害者側はこの要求に常に直面することになる。

紛争の解決の焦点を目に見えるものの分割から目

に見えないものの回復へと移すためには、加害者

の持つ恐怖感に配慮する必要があるだろう。

第二の手法は教育的アプローチであり、双方の

社会集団を受難者としてとらえる弁証法的認識が

必要となる。このためにはまず、相手側を否定する

という極めて当然の行為を克服しなければならな

い。自らの社会の集団的記憶を作ることによって相

手側の集団的記憶を破壊する行為は、ナショナ

ル・アイデンティティを形成するうえで重要な要素で

ある。具体的な歴史的勢力関係や利害関係、概念

上の可能性や制限の枠組みの中で集団的記憶が

形成され、再生され、広められ、利用されていく過

程において、直接的暴力や隠れた暴力は決定的

はたらきをしている。パレスチナ対イスラエルの場合

は、集団的記憶の支配は敵対する社会集団がそ

れぞれの存続をかけて内外で行う暴力と報復的

暴力の一部である。つまり、紛争の両当事者がそ

れぞれの集団的アイデンティティを形成する過程は、

相手側の全面的否定を推進力とする弁証法的な

行為である。この弁証法のもとでは、いずれの当

事者も自らを唯一の被害者であるとみなし、相手側

に対する迫害については全面的に否定している。

勢力関係や力関係の中心を勝ち取るために用い

る暴力は、自らの社会集団の物語、利益、価値、

象徴、目標、基準などをより「効果的に」位置付け

ると同時に、相手側のそうしたものに対しては、無

視や排除、あるいは破壊が確実になされることを目

的としたものである。同一基準で計れないという不

整合性が勝ち、対話の第一歩を踏み出す可能性

もない。集団的な自己設定、相手側の他者たるこ

との正当性の否定、相手側に対する迫害、そして

その苦しみを認めようとしないことなどが互いに密

接な係わり合いを持つようになっている。自ら被害

者であると主張すること、相手側を苦しめた罪悪を

認めようとしないこと、唯一の被害者であると主張

することが混ざり合って、相手側の立場を反映する

ある種の習慣になっている。イスラエルとパレスチ

ナの共存の場合は、迫害の記憶の支配は死活問

題であり、現実としても記憶としても苦しみや死は

哲学的、政治的、かつ実存的な問題である。

イスラエルとパレスチナの場合はとくに、本論文

で筆者が指摘しているように、責任と不正そして迫

害について両者が一致していないという問題があ

るために、このような強力な弁証法的過程を克服

することは容易ではないだろう。それに取り組む方

法は、紛争の歴史を一連の迫害として捉えることで

ある。ユダヤ人の民族的目覚めを引き起こした暴

力とユダヤ人のパレスチナにおける祖国の希求は、

国家建設運動によって、そして後にはイスラエル国

家によってパレスチナ人に与えられた、そして現在
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も与えられている苦しみを正当化するものではな

い。さらに、シオニズムは歴史的には純粋な植民地

主義の事例ではないかもしれないが、それでも植

民地運動と定義づけることができる。したがって、

パレスチナ人に対するシオニストの暴力について判

断するのと同じやり方で、パレスチナ人の暴力およ

び報復的暴力を検証することはできない。その意

味では、暴力があったことは間違いないがアルジェ

リア人がフランス人植民地主義者に対して不正を

行っていないように、パレスチナ人はイスラエル人

に対して何の不正も行っていない。だがしかし、ユ

ダヤ人に対するヨーロッパ人の不正が行われたこ

とは事実で、それは一連の迫害のきっかけとなった

原点とみなすことができる。

南アフリカでは現在、集団的記憶の再形成が行

われているが、その中でアフリカ人は白人入植者

の南アフリカ移住を促した大惨事の重みを軽視し

てはいない。この対話において、アパルトヘイトと

いう犯罪行為を集団的記憶の中に改めて取り込む

一方で、白人が別の地に「祖国」を求めてヨーロッ

パを離れるきっかけとなった精神的外傷について

対処する余地を設けている。同様に、不正やパレ

スチナ人の抵抗を、ユダヤ人の追放や民族浄化と

同一視することはできない。

パレスチナ人の要求はこのアプローチの他の部

分にある。ユダヤ人のナショナル・アイデンティティと

集団的記憶におけるホロコーストの役割の矮小化

や抹消をさけることが求められる一方で、和平への

対話の可能性を妨げる形でナクバを利用すること

をやめることである。

言うまでもなく、二つの惨事の記憶を利用しない

ことは両当事者に求められることだ。将来の解決

による政治構造が一国家か二国家でないのなら、

こうした要求は受け入れることができない。そのよ

うな政治形態においてのみ、自民族中心主義的で

ない多元的な過去の再構成が行われることが期待

できる。その結果、両者の受難に対してより内省的

で人道主義的な姿勢が生まれることになる。

その出発点となるのは、ナショナリズムや自民族

中心主義を乗り越えることである。これがなければ、

史料編纂的、道徳的、哲学的レベルでのパレスチ

ナとイスラエルの対話はありえない。実証的研究と

ともに、主題、知識、アイデンティティ、記憶の歴史

的構成について批判的理論とポストモダニズム的

説明を用いて、パレスチナとイスラエルの覇権主義

的な物語の解体批評と再構築を推し進めなけれ

ばならない。ここで敵となるのは、覇権主義的解釈

というよりはむしろ、相手側の物語を否定すること

によって一方の当事者が求める排他的な立場であ

る。当然のことながらホロコーストの場合、排他性

の要求は極めてデリケートな問題である。ホロコー

ストの記憶を認め、シオニストの手からそれを取り

上げることを認めることは、人類の歴史におけるホ

ロコーストの特異性を弱めるものではないし、弱め

るものであってはならない。ところがその特異性は、

なによりもナクバの虐殺やパレスチナ人の受難の中

にも認められる。現在、両当事者の一次元性によ

って見えにくくなっている新たな政治的可能性がそ

のような姿勢の中にある。

だがしかし、この道を辿る者は多くの障害にぶ

つかることになる。批判的な「人道主義的」アプロ

ーチ、あるいは単なる人道主義の否定ではない「普

遍的」アプローチを取る人たちは、「自分が属する」

社会の歴史の中で認められている知的、文化的、

精神的なレベルから浮いてしまっていることに気付

くことになり、永久に国外追放されてしまうかもしれ

ない。そのような境界的なところにいても、こうした

人々をやはり「パレスチナ人」とか「イスラエル人」と

見なすことができるのだろうか。これは今後の対話

の中で答えを見つけるべき一つの問題である。

実際に、ホロコーストの記憶をシオニズム化する

ことに異議を唱えているイスラエルのユダヤ人はど

のようにやっていくのだろうか。また、どのようにした

らパレスチナ人は、主流となっているナクバの記憶
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のパレスチナ人による概念化と真っ向から衝突し

て、ナクバの国家的利用に公然と異議を唱えること

ができるのだろうか。

１９９０年代には、こうした対話が始まる有望な兆

しが両当事者の側に見られた。イスラエルの「新歴

史学者」らがユダヤ人国家建国の神話に疑問を呈

する一方、パレスチナ側ではホロコーストの記憶と

その普遍的な意味を軽視する傾向に対して自己批

判が見られるようになった。エドワード・サイードや

アズミ・ビシャラ、その他わずかな数の人々が、ユダ

ヤ人の集団的記憶の構成要素としてのホロコースト

の記憶がアラブとパレスチナの文献の中でいかに

矮小化され、無視され、時として否定されているか

を、解体批評の方法を用いて論じている。（※２１）
以下はエドワード・サイードの論考の抜粋である。

『イスラエルがパレスチナ人に対して行っている

ことは、その背景にパレスチナやアラブ諸国に対す

る西側の長年にわたる保護があるだけでなく・・・

今世紀ヨーロッパでユダヤ人にホロコーストをもたら

した、同じくらい長く続いていて同じくらい揺ぎない

反ユダヤ主義という背景もある。反ユダヤ主義者

の大虐殺という恐ろしい歴史をイスラエル建国と結

び付けないわけにはいかない。また、戦後のシオ

ニスト運動を特徴づけたユダヤ人の苦しみと絶望

の深さや大きさとその抗しがたい後遺症を理解し

ないわけにもいかない。だがしかし、ユダヤ人に対

して行われた邪悪な行為を理由にイスラエルを支

援する現代のヨーロッパ人やアメリカ人が、そのイス

ラエル支援にはパレスチナの人々の追放と奪取の

支援も含まれていた、そして今も含まれていること

を悟るのもやはり適切である。』（※２２）
ホロコーストの記憶を普遍化し、シオニズムとイス

ラエル国家によるこの記憶の操作に対する解体批

評を行うこと、また、パレスチナ側ではホロコースト

の否定と軽視をやめることで、サイードが言うお互

いへの同情をもたらすことができる。とはいえ、イス

ラエル人に加害者としての役割を認めさせることの

ほうが必要かもしれない。ユダヤ人の被害者として

の自己像は、国家建設の当初からイスラエルの政

治的エリートによる集団的行為に深く根をおろして

いる。そのような自己像は、イスラエル国家に対す

る国際社会の精神的支持や世界各地のユダヤ人

による支援の源とみなされている。こうした正しい

イスラエルのイメージの一方でダビデとゴリアテの

神話があることが、１９６７年の戦争や１９８２年のレバ

ノン侵攻、そしてインティファーダを経てまったくばか

げたことになった後でさえもこの見方は変わること

はなかった。それにもかかわらず、政治システムに

よって助長されアラブとの対立によって立証され

た、社会集団として物理的に抹消されてしまうとい

う恐怖とさほど違わない、不愉快な過去とその影

響に直面する恐怖とともに、被害者としての立場を

失うことの恐怖がある。

結論
二度のインティファーダやレバノン南部のゲリラ戦

で、核兵器や巨大な軍事施設、安全保障オクトパ

スはすべて役に立たないことが分かった。常に強

い不満を感じている過激なイスラエル内の１００万人

のパレスチナ人住民に対応する手段、あるいは楽

観的なパレスチナ自治政府や崩壊しかけている
PLOに対して失望を抑えることができないパレスチ

ナ難民による各地の運動に対応する手段としては

役に立たないのである。現実的な恐怖、あるいは

想像による恐怖から生まれた対抗手段のいずれ

も、被害者とその激しい怒りに立ち向かうことはで

きない。占領地とイスラエルの領土で、パレスチナ

人の受難社会に新たな被害者が毎日のように加え

られている。迫害をやめること、イスラエルの加害

者としての役割を認めることだけが、有用な和解の

手段である。

したがって紛争後の祖国は、７８パーセントのユ

ダヤ人国家と２２パーセントの名ばかりのパレスチナ

人保護領という、考え得る最も不公平な比率で分
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割された仮想の共有祖国に基づいて建設すること

はできない。その２２パーセントでさえさらに分割す

るという提案が国際的議題となっているが、解決策

としてはなおさら考えられない。安全保障問題、外

交問題、経済問題に関する発言権をイスラエルに

独占的に与えるような解決策は、公平な解決策と

はなりえない。将来の解決は、パレスチナ人が二

流市民と位置付けられるユダヤ人国家を作るもの

であってはならない。また、たとえ別の言葉で言い

換えられようとも占領を永続化するものであっては

ならない。

だがしかし、なによりも、４００万人と推定されるパ

レスチナ難民とその帰還権が議題から抹消される

なら、将来建設される祖国は物理的政治的実体と

して生き残ることはできない。将来の祖国では、隠

れた暴力や実際の暴力の減少あるいは消滅すら

実現され、「移送」という過去の悪が追放された者

たちの帰還によって正される。人口統計や経済、

および文化の傾向となによりも恐怖感を考慮に入

れながら、現実的な解決策としてこの原則につい

て検討すべきである。

（※１）1928年のエピソードの出典：Eliakim Rubenstein, ‘The
Treatment of the Arab Question in Palestine in the
Immediate Period after the 1929 Events and the
Establishment of the Political Bureau—Political
Aspect’, Ilan Pappe, ed., Jewish-Arab Relations in
Mandatory Palestine; A New Approach to the
Historical Research (Givat Haviva: Institute of
Peace Research, 1995), pp. 65-102, (ヘブライ語).

（※２）決議に至った背景とその内容については以下を参照の
こと：Ilan Pappe, The Making of the Arab-Israeli
Conflict, 1948-1951, (London and New York: I. B.
Tauris, 1992), pp. 16-46.

（※３）Simcha Flapan, The Birth of Israel: Myth and
Realities, (London: Croom Helm, 1979), pp. 13-54.

（※４）Ilan Pappe, “Were They Expelled?: The History,
Historiography and Relevance of the Refugee
Problem”, Ghada Karmi, Eugene Cortran, ed., The
Palestinian Exodus, 1948-1988 (London: Ithaca,
1999), pp. 37-62.

（※５）この問題について筆者は以下で議論を展開している：
Ilan Pappe, “Angst, Oferschaft, Selbst- und
Frembilder”, Rafik Schami (高地ドイツ語.), Angst in
Eignen Landn, (Zurich: Nagel and Kimche), 2001,
pp. 65-77.

（※６）Ilan Amitzur, Bernadotte in Palestine 1948: A
Study in Contemporary Humanitarian Knight-
errantry (London: Macmillan, 1989.)

（※７）Pappe, the Making, pp. 203-243.

（※８）Avi Shlaim, The Iron Wall; Israel and the Arab
World, (New York and London: W. W. Norton and
Company, 2000), pp. 109-110.

（※９）オスロ合意についての批判：Ilan Pappe, “Breaking
the Mirror: Oslo and After”, Haim Gordon, ed.,
Looking Back at the June 1967 War, (Westport:
Prager, 1999), pp. 95-112.

（※１０）Ella Shohat, ‘Sprache in Speil: Erinnerugsframente
einner Arabisched Juden’, Shami,同書, pp. 84-95.

（※１１）Ilan Pappe, “Fear, Victimhood, Self and Other”,
The MIT Electronic Journal of Middle East
Studies, vol. 1, may 2001.

（※１２）Ilan Pappe, “Israeli Television Fiftieth
Anniversary Series: Tekumma: A Post-Zionist
Review?”, Journal of Palestine Studies, 27/4,
(Summer 1998), pp. 99-105.

（※１３）Haaretz, 1 November, 2000.

（※１４）筆者は以下で「ピース・ナウ」症候群について詳述して
いる：‘Post-Zionist Critique: Part I: The Academic
Debate’, Journal of Palestine Studies, Vol. 26, no.
2, (Winter 1997), pp. 29-41.

（※１５）この悲劇の範囲については以下の論文集に詳しい説
明がある：Ghada Karmi, Eugene Cortran, ed., The
Palestinian Exodus, 1948-1988, (London: Ithaca,
1999).

（※１６）Ilan Gur-Ze’ev and Ilan Pappe, “Beyond the
Destruction of the Other’s Collective Memory:
Blueprints for an Israeli-Palestinian Dialogue”,
Theory Culture and Society, Vol. 18, (April-June
2001)（近刊予定）.

（※１７）Ilan Pappe “I Profughi Palestinesi tra Storia e
Stroiografia”, Marco Buttino, ed., In Fuge; Guerre,
Carestie e Migrazioni nel Mondo Contemporaneo
(Napoli: L’Ancora, 2001), pp. 81-106.

（※１８）Salman Abu Sitta, ‘The Feasibility of the Right of
Return’, Karmi and Cotran, op. pp. 171-196.  

（※１９）Howard Zehr, Changing Lenses; A New Focus for
Crime and Justice (Ontario: Herlad Press, 1990.)

（※２０）Joan Fumia, “Restitution versus Retribution: The
Case for Victim-Offender Mediation, Conflict
Resolution”, Suite101.com, 1988年10月初刊、米国の
司法制度のもとで運用されている「被害者-加害者和解
プログラム (VORP)」について紹介。

（※２１）Gur-Zeev, Pappeの前掲書で全文引用。

（※２２）Edward Said, The Politics of Dispossession,
(London: Chatto and Windus, 1994), p. 167.
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克服できるのか？」

９．１１以降の世界の平和を考えるうえで、非常に

重要な二つのテーマについて、ハナフィー先生とパ

ッペ先生がお話しくださいました。一つは、世界が

イスラーム世界をどのように理解すべきであるかと

いう点です。パッペ先生はパレスチナ問題をお話し

になりました。私は専門がアメリカの宗教史研究で、

宗教を通してアメリカを研究していますので、アメリ

カについて今日はお話しさせていただきたいと思

います。

ここにはアメリカからの参加者の方もおられます

し、朝のセッションで分かりましたが、アメリカからの

参加者の中にも、イラク戦争に対しては異なった理

解があるということも明らかになりました。これから

私は日本人のアメリカ研究者としてお話をさせてい

ただきたいと思います。

圧倒的な軍事力と軍事技術によって、９．１１以

降の世界の平和と戦争を考えるうえで、かぎを握っ

ているのはアメリカであるということは明白だと思

います。世界の安全保障と平和を考える場合に、

この現実から出発しなければならないと思います。

今までの議論で、アメリカは世俗的文明であるとい

うお話が出てまいりましたが、もう半分のアメリカは、

ブッシュ大統領の発言に見られるように、非常に宗

教的なアメリカです。西側の先進工業国の中で例

外的に宗教的な国家、それがアメリカであると言え

ると思います。

９．１１以降イラク戦争へと至るアメリカの対外政

策ですが、その根本にあるものは何かというと、私は

恐怖心だと思います。再びアメリカ本土がテロによ

って攻撃されることへの恐怖心です。それを未然に

防ぐことが、アメリカのすべての行動の根底にあるの

だと思います。それでは、アメリカがイラクを攻撃す

ればテロはなくなるのかというと、もちろんなくなりま

せん。また反対に、テロリストがアメリカを攻撃するこ

とによって、アメリカを変化させたり、アメリカを引き下

がらせることができるのかというと、それも不可能で

す。平和というものが相対的なものであると考えます

と、今以上に相対的な平和を実現していくためには、

アメリカが変化する必要があると思います。しかし、

アメリカを変化させることができるのはアメリカだけだ

という事実を、我々は認識する必要があると思いま

す。私はこの発表によって、アメリカを変化させるた

めに、私たちに何ができるのかということについて考

えてみたいと思っています。

９．１１とその後のイラク戦争というものを考えて

みます。非常に単純化して申しますと、私は二つの

原理主義の間の激突であったのではないかと考え

ています。それは、「イスラーム原理主義」と「アメリ

カ原理主義」であると思います。原理主義という言

葉を用いることが、非常に危険であるということは

十分に私は認識しています。認識したうえで、あえ

てこの原理主義という言葉を用いていきたいと思

いますが、この原理主義という言葉が持っているも

ともとの神学的な意味ではなく、現在マスコミが用

いている一般的な意味で、原理主義という言葉を

用いていきたいと思います。

それでは、原理主義者とはどういう人々なのかに

ついて、考えてみたいと思います。原理主義者は自
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分が真理を知っていると主張します。原理主義者は

真理を実現するために、政治的、暴力的手段を用

いる人々です。また、原理主義者は真理を受け入

れない人 を々排除してもいいと考える人々です。原

理主義者は真理は明白であって、簡単に手に入れ

ることができると考える人々です。原理主義者はそ

ういう意味で、「待つことのできない人々」であると言

えます。そのように考えると、ビン・ラーディンとブッシ

ュ大統領は相似形の原理主義者であると言えるの

ではないかと考えます。もちろん、アメリカは多様で

あって、ブッシュ大統領がすべてのアメリカを代表して

いるわけではありません。しかし、今年はアメリカの

大統領選挙の年ですが、アメリカの大統領を選んで

いくときに、原理主義的なアメリカというものが非常

に大きな力を持っている、影響力を持っているとい

うことも、また事実であると考えます。

さて、ブッシュ大統領は９．１１直後から、アメリカ

への攻撃は自由と文明への攻撃であると語り続

けてまいりました。ブッシュ大統領のこの文明理解

が、彼の原理主義を理解するのに非常に重要で

あると思いますので、彼の文明理解を分析してい

きたいと思います。

ブッシュ大統領の文明理解は進化論的文明理

解であると思います。その進化論的文明理解を理

解するために、その原型として二つの出来事を考

えていきたいと思います。今から約１００年前、１８９

３年にシカゴにおいて万国博覧会が開かれました

が、その万国博の期間中に行われた「シカゴ万国

宗教会議」と、その５年後に行われた米西戦争に

おけるアメリカの文明理解について考えていきた

いと思います。

シカゴ万国博は、コロンブスが１４９２年にアメリカ

に到達してから４００年を記念して行われた万国博

で、別名を「コロンビアン・エクスポジション」（コロン

ビア万国博覧会）と呼ばれています。アメリカは１８

９０年に鉄鋼の生産高においてイギリスを抜いて世

界第１位の工業国になりました。シカゴ万博は、ア

メリカの工業力、国力を世界に示すとともに、アメリ

カの建国の理念を世界に示していくという目的を持

っていました。アメリカの建国の理念とは、共和制

原理とキリスト教であると言うことができると思いま

す。共和制とは、すなわちブッシュが繰り返し述べ

ている自由と民主主義です。

次に、万国博の会場の写真を見ていただきた

いと思います。これがシカゴ万国博の中心にあっ

た池なのですが、ここに彫像が立っています。こ

れは自由の女神ではなく、「スタチュー・オブ・ザ・

リパブリック（共和国の像）」という名前で呼ばれ

ておりました。次の写真を見ていただきたいと思

いますが、この池の反対側にこのような彫刻があ

り、これは噴水になっていて、「コロンブスの噴水」

と呼ばれていたものです。実はこれは何を表して

いるのかというと、コロンブスがアメリカにやってき

たときのサンタマリア号を表しているものなのです

が、もちろん現実のサンタマリア号とは全く似ても

似つかない姿です。実はこの上に座っているのが

コロンブスなのですが、この船を見ていただいた

ら分かりますが、これはどう見てもローマ時代の戦

艦です。このシカゴ万国博のいろいろな建物や彫

像を見ますと、例えばギリシア、ローマ、ベネチア

という歴史上の共和国の理想像を表す建物や彫

像が多く見られます。すなわち、アメリカ文明は共

和国の歴史、共和制の歴史の流れをくむ文明であ

り、かつて歴史の中には偉大な共和制の国家が

あったけれども、現在その文明を継承しているの

がアメリカなのだという主張をしたかった。それが

この彫像と建物に表れていると思います。

このシカゴ万国博覧会の期間中に、２０の分野

についての国際会議が開かれました。そのうちで

最も人々の注目を集めたのが、近代史上最初の国

際的宗教会議となりました「シカゴ万国宗教会議」

でした。そのときの写真がこれです。１７日間続い

た「シカゴ万国宗教会議」ですが、その閉会式に

は、３０００人しか入ることのできない会場だったと
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ころに７０００人が詰めかけ、そして、無料の入場整

理券が当時のお金で３～４ドルのプレミアムがつい

たというぐらい注目され、人気を博した宗教会議と

なりました。

この万国宗教会議の議長であったのが、シカゴ

第１長老派教会の牧師であったジョン・バローズと

いう人です。このジョン・バローズがまとめたシカゴ

万国宗教会議の報告書は、非常に分厚い２冊本の

報告書で、写真もたくさん入っているものなのです

が、この報告書によって、私たちは当時の会議の

内容を知ることができます。この万国宗教会議には、

１０の宗教の代表が世界から集まってまいりました。

イスラームについては、サルタンが「シカゴ万国宗教

会議」に参加することに反対しましたので、イスラー

ム諸国からの参加者はありませんでした。しかし、

アメリカとインドのムスリムの代表者がこの会議に参

加しています。

日本からの参加者について、次にお話ししたい

と思います。日本からは２名の通訳を含めて１０名

が参加しました。その１０名の中には２人の同志社

の関係者がおりました。１人は、当時の同志社総

長であった小崎弘道。もう１人は、同志社を卒業

して、当時ハーバード大学で宗教学を学んでいた

岸本能武太です。

先ほどのこの２冊の報告書ですが、この報告書

を分析していきますと、アメリカからの代表者に共

通する文明理解、宗教理解があったということが分

かります。その文明理解の根底にあったものは何

かというと、これは朝のセッションで小原先生が触

れられたソーシャル・ダーウィニズム（社会進化思想）

です。代表的な思想家は、イギリスの思想家である

ハーバート・スペンサーです。社会は進化するのだ、

文明は進化するのだ、そして、現在における文明の

最先端にいるのが、または進化の最先端にあるの

が、アメリカを代表者とするアングロサクソン文明で

ある。そのアングロサクソン文明の内容は、共和制

とキリスト教なのだ。こういう文明理解です。

では、彼らは原理主義者であったのかというと、

そうではありません。原理主義者はそもそもこの宗

教会議に集まってきておりません。参加することを

拒否しています。それでは、彼らは宗教や文明とい

うものを相対的にとらえることができた人なのかと

いうと、そうでもありません。彼らは他の宗教の代

表者の主張に耳を傾けるだけの寛容さは持ってい

ましたが、アングロサクソン文明とキリスト教は、他

の文明や他の宗教と比べると、圧倒的な優位性を

持っているということを全く疑うことがありませんで

した。将来世界の宗教はキリスト教によって同化さ

れると信じておりました。

次に紹介する米国聖公会のチャールズ・グラフト

ンの言葉。これがこの会議に参加したアメリカ代表

者の本音を代表しているように思います。すなわち

「世界を一つにしつつある文明が、世界の宗教をそ

の真実の中心であるイエス・キリストに統合する準

備をしている。」このようなアメリカの文明理解に対

して、アジアからの参加者たちは非常に厳しい批

判を行っていきました。その批判とは、アジアのそ

れぞれの国に来ている宣教師たちの在り方に対

する批判です。宣教師たちが差別的で進化論的な

文明理解、宗教理解をしていることに対して批判を

加えていきました。

アジアの参加者たちの批判の中で最も注目を集

めたのは、日本から参加した平井金三（ひらい・きん

ざ）という人の批判でした。この平井金三について

は、日本においてもほとんど忘れ去られています。

少し彼について紹介したいと思います。平井は１８

５９年に京都に生まれましたが、語学を勉強し翻訳

官として当時の政府に採用され、不平等条約の改

定交渉の通訳を行っていきました。ところが、通訳

でありながら、相手国の代表を批判したことにより、

６か月で翻訳官を辞めさせられてしまいます。そし

て、１８８５年京都の御所の南、室町御池に「オリエ

ンタルホール」という私立学校を設立します。この１

０年前の１８７５年に、御所の北に同志社が設立され
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ました。この同志社を意識して「オリエンタルホール」

は造られたと思います。この「オリエンタルホール」

で学んだ有名な人。それが後に岸本能武太と共

に、日本における宗教学の草分けとなった姉崎正

治です。平井は１８９１年に臨済宗の僧になります。

そして、１８９２年にアメリカに渡ります。この１８９２年に

平井がアメリカに渡ったというのが、日本からアメリ

カに初めて仏教が伝わったことになります。ところ

が、１８９３年の「シカゴ万国宗教会議」に、平井は仏

教の代表として参加していたのではありません。そ

うではなく、日本における神智学（Theosophy）の

代表者として、これに参加しています。彼は晩年に

は、キリスト教のユニテリアンの運動に参加してい

ます。こういう意味で、彼は非常にユニークな宗教

における巡礼者であったと言えると思います。

平井は、「シカゴ万国宗教会議」の３日目に、「キリ

スト教に対する日本の真実の立場」というタイトルで

発表を行いました。彼はこの発表の中で、他のア

ジアの代表と同じように、日本における宣教師たち

の文明理解、宗教理解を批判しましたが、その批

判の方法は他のアジアの参加者とは全く違ったも

のでした。平井はキリスト教とアメリカの建国の理

念に対して尊敬を表し、アメリカの理念とアメリカの

現実の間に大きなギャップがあると批判しました。

引用したいと思います。

「私は西洋の書物を通して、人権や国の権利に

ついて学んできた。他者を愛する感情に基づい

た確固とした倫理観が、人間の幸福を増進すると

いうことを熱心に説いている多くの書物を読んで

きた。キリスト教会とその信徒の多くが、誠実に人

間にとっての善を追求しているのも見てきた。そ

れゆえなぜ、４０年もの間、キリスト教国が日本人の

権利と利益を無視し続けてきたのか理解すること

ができない。西洋列強の言い分は、日本はいまだ

文明化されていないから、平等に扱うことはでき

ないというものである。それでは、文明化されて

いない人々の権利と利益を犠牲にすることが、文

明化された国の法律なのか。私の学んだところで

は、弱者を強者のために犠牲にしてもいいような

西洋の法律はないはずだ。私のキリスト教批判の

中心点は、教義と行いとの一貫性のなさである。

私は西洋の諸国家は、気高い人間性と寛容さを

備えていると確信している。特にアメリカに対して

は、黒人奴隷を解放した思いやりの心と独立革命

に見られた愛国精神の高潔さに尊敬の念を抱い

ている。アメリカが独立を勝ち得た時代と現在の

日本は同じ状態にあると言えないだろうか。私は

独立宣言を読むたびに興奮と賛同の涙を禁じる

ことができない」と言って、このあと１８行にわた

って独立宣言を引用しています。

「私が批判しているのは、真実のキリスト教では

なく誤ったキリスト教である。私はキリスト教に対し

て最も辛辣な批判者である。しかし同時に、福音

に対しては心から尊敬を払う者である。シカゴ万国

宗教会議の目的は、口先だけの宗教の統一ではな

く実践的な統一である。４０００万人の日本人は国際

正義のうえにしっかりと立って、キリスト教的道徳が

完全に実現されることを望んでいる。」

平井が演説を終わると、会場の全員が起立して、

手に手にハンカチを打ち振りながら、口々に「シェイ

ム、シェイム（恥よ、恥よ）」と叫びながら、日本にお

ける宣教師の在り方を批判しました。翌日の『シカ

ゴ・トリビューン』紙は第１面で、「東洋の叫び、日本

人僧侶がシカゴ万国宗教会議を驚かせた」と報じ

ました。しかし、平井の演説に感激して、独善的な

文明理解を批判した「シカゴ万国宗教会議」の声が、

それ以降のアメリカの文明理解、対外政策を変化

させたかといいますと、全くそうではありません。

「シカゴ万国宗教会議」の５年後に起こりました１８９

８年の米西戦争について見てみたいと思います。

モンロー主義政策を放棄して、フィリピンに出兵

すべきかどうかについて悩んだときのことを、当時

のマッキンリー大統領は次のように述べています。

「私は幾晩もホワイトハウスの中を歩き回った。そ
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して、全能の神に光と導きを祈った。そして、ある

夜それが与えられた」という形で、彼は三つの選択

をそれぞれ紹介し否定した後に、「最後に残されて

いる選択は、フィリピン人を教育し、高め、文明化

し、キリスト教化するためにフィリピンを占領するこ

とである。そして、私は床に就きぐっすりと眠ること

ができた」と、語っています。このマッキンリー大統

領の文明理解は進化論的文明理解です。これは

ブッシュの文明理解と全く一緒です。先ほどのマッ

キンリーの文章の中のフィリピン人をイラク人に置き

換えてみましょう。もちろん、ブッシュは「キリスト教化

する」ということは言っていません。しかし、「民主化

する」と言っています。イラク人を教育し、高め、文

明化し、民主化するのを助けるためにイラクを占領

する。このようにブッシュは語っています。平井のア

メリカ批判が、たとえ一瞬であったとしてもアメリカ

人の心をとらえることができた理由は何かと考えま

すと、それは彼が独立宣言を引用し、アメリカ的理

念に基づいてアメリカを批判したからだと思います。

私もここで平井に習い、アメリカ的理念に基づいて、

アメリカの文明理解を批判したいと思います。

アメリカは国内においては、これまで多様な宗教

の平和的共存を実現するために努力してきました

し、他の国と比較すると、アメリカはそれに成功して

きました。しかし、目をアメリカ以外の地域に転じる

と、アメリカはこれまで多様な文明、多様な宗教の

平和的共存の実現に成功してきたとは言い難いと

思います。この世界における共存を妨げているも

のが、アメリカ原理主義です。アメリカを変えることが

できるのはアメリカだけです。それでは、アメリカは

どのようにして、このアメリカ原理主義を克服するこ

とができるのかを考えたいと思います。

独立革命の前、植民地時代からアメリカの宗教

は多様でした。当時のほとんどのアメリカ人はキリ

スト教徒でしたが、それぞれ異なった宗派に属して

いました。もし、ある特定の宗派が、自分たちの宗

派のキリスト教理解だけが絶対であると主張したな

らば、諸宗派の共存は実現できなかったでしょう。

多様な宗教、多様な宗派の共存を可能にしたもの

が、合衆国憲法修正第１条です。１７９１年のこの憲

法修正第１条は、人類が初めて政教分離を憲法に

明記したものです。憲法修正第１条には次のように

書かれてあります。

「合衆国議会は国教を定めるための、また宗教

の自由な活動を妨げるための、いかなる法律も作

らない。」国教を制定することを禁止するということ

は、特定の宗教に対して政府は特別の便宜を図ら

ないということです。ある特定の宗教が正しい、反

対にある宗教が劣っているというように認識しない

ということです。この国教否定の原理は、ある特定

の国家、ある特定の国家理念、ある特定の宗教、

ある特定の宗教理念を正当化しないというところま

で普遍化できるのではないでしょうか。この合衆国

憲法修正第１条の原則と精神は、世界において異

なった諸宗教や諸文明が平和的に共存するため

にも有効であるのではないかと考えています。この

憲法修正第１条の原理と精神というのは、反原理

主義についての宣言であると思います。しかし、現

在のブッシュ大統領と現在のアメリカを見る限り、ア

メリカはアメリカ原理主義に取り込まれているので

はないかと考えます。いかなる国家も、いかなる国

家理念も、いかなる宗教も、いかなる宗教理念も国

教化しないということは、特定のグローバル・スタン

ダードを定めないということだと思います。このこと

が世界における多様な文明、多様な宗教の間に

平和と共存を実現するための、一つの方法ではな

いかと考えます。実はこれが、アメリカの建国の理

念に合致するものなのだということを、最後に主張

させていただきたいと思います。
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コメント：サッラーフッディ－ン・クフタロウ
（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団総長）

アッサラーム アライクム（あなた方の上に平安あ

れ）。まずハナフィー博士、パッペ博士、森教授、ご

意見をありがとうございました。ここにいる全ての

方々が、参加者のみなさんのお話が現代における

世界平和をめざす歩みのための有意義な一歩で

あることを認識しただろうと私は確信しています。こ

れらのお話は多くの問題をテーマとして取り扱って

います。私もこれらの話に自分の意見によって参

加させていただきたいと思います。

それではまず、イスラームが「脅迫」か「幸福を約

束するもの」なのかという問題を取り上げたハナフ

ィー博士のお話についての意見から始めます。彼

のお話は「脅迫」と「幸福を約束するもの」という対

極の使用の上に成り立つ意味を取り上げたとても

重要なものです。「脅迫」という言葉にはマイナスイ

メージがありますから、私はムスリムたちが使うそれ

に最も相応しい「イスラーム」という言葉と交換する

ことを提案します。その理由は、イスラームが天から

下った宗教であり、それは預言者アーダムと彼以後

の預言者たちが始め、イスラームの預言者であるム

ハンマドが完成させた生活様式であるからです。つ

まり、イスラームは全世界への慈悲だということです。

ですからこの単語に危険を冒すとか、脅迫といっ

たマイナスの意味があるわけではありません。

しかしそこにはイスラームの教えに従わない少数

派のムスリム達がいます。彼らが時に危険をもたら

すのは、イスラームの教えに従わないからなのです。

ここでの彼らの危険性とは、ハナフィー博士が明ら

かにしたように彼ら独特のものであって、彼らが抱

える内外からの圧力、そして彼らに降りかかった現

状に対する反応という独特のものなのです。

それに加え、私たちがイスラームの本質に対して

誠実に、イスラームが「脅迫」であるのか、それとも

「幸福を約束するもの」であるのかということに関す

る答えを見つけるためには、どちらの側に入るのか

という発想を越えて、実際のイスラームの教えであ

るクルアーンと預言者ムハンマド（アッラーよ彼に祝

福と平安を与えたまえ）の行為であるスンナに集中

し、投げかけられた質問に関する回答に到達する

方法へと、私たちを導くものを用いるしかありませ

ん。全体的に私はハナフィー博士のお話はイスラー

ムが「脅迫」であるか、「幸福を約束するもの」であ

るのかという質問への回答として、社会政治学の

枠内において有益で、且つ素晴らしい試みであっ

たと考えます。

次にイラン・パッペ博士がパレスティナ・イスラエ

ル紛争における目に見える問題と目に見えない問

題、あるいは外面的問題と内面的問題をテーマに

お話されましたが、このお話は９月１１日の事件以後、

平和に到達するためにはなくてはならないもので

す。パレスティナ問題に関して、現代の世界史の流

れからの切断が終わった諸問題を、パッペ博士は

奮起させました。

多くの問題は以前もあって、それによりパレスティ

ナ人とアラブ人やムスリムたちは一般に困難な時

代を過ごしてきました。喜ばしいことに、私たちが
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その立場をよく理解しているこれらの諸問題が、今

イスラエルによってなされているのです。そのテー

マは「認知、話し合い、受け入れ」という３つの基

礎を含んだテーマに要約されます。私たちはこれら

三つの基礎の中に解決策があると強調します。

「アメリカはアメリカ至上主義を克服することがで

きるか？」というテーマと現代の現象という森博士

の発表は、特に９月１１日以後の空気と強い結びつ

きをもっています。アメリカ合衆国が世界の最強国

なのですから、森先生が使用している認識を私た

ちが実行しなければ、このアメリカ至上主義は世界

において非常な影響力をもつでしょう。社会進化

論とアメリカ至上主義とを結びつけることは、アメリ

カが世界に義務付けようとしている一方的な基準

の理解に役立ちます。アメリカはこの基準を共通な

もののために、あるいは大多数のものを顧みつつ

適用するというかわりに、その基準を自分自身のた

めだけに限定したのです。そしてこのことは、このテ

ーマが国際的な優先順位のバランスにおける調和

の実現への奔走において重要であるということに

私たちを導きます。とにかく森先生の諸意見や理

論や、またアメリカ合衆国の歴史と比較するという

彼の研究は、９月１１日以後の事件の根本的な研究

として突厥し、現代の諸問題にとって必要であるよ

うな声をあげさせるでしょう。

おそらく森教授の研究に関することについて、パ

ッペ教授が説明した「屠殺者といけにえの羊」とい

う対概念を使用することは有益でしょう。つまり９月

１１日の攻撃において犠牲（被害者）となったアメリ

カ合衆国は、アブガニスタンやイラクや、その他の

国々に対しては肉屋（加害者）となったのです。次

にアメリカ合衆国のリストに上がる犠牲はどの国で

あるか、ということを誰が知っているのでしょうか？

最後にこれらの話し全てが「９月１１日事件後の平

和」に関するテーマの研究に非常に役立つものだ

ということを私は強調します。三人の学者たちが話

をされた異なったテーマは、全てが非常に重要な

ものです。これら全てが、ここにいらっしゃる研究

者のみなさんと学者のみなさんによる研究によって

深く掘り下げられることを私は望みます。御静聴あ

りがとうございました。

コメント：マーク・ユルゲンスマイヤー
（カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授）

この会議の開催にご尽力くださった方々、また

参加者の皆様に重ねてお礼申し上げます。この２

日間、非常に有意義で興味深い会議でした。もち

ろん、考え方や意見の違いから、時には発表者の

コメントに口を挟んだり、異議を唱えたり、訂正した

くなったりすることもあったでしょう。しかし、こうして

率直な意見交換ができたということは、私たち自身

の寛容さ、さらには旺盛な知識欲の表れではない

でしょうか。

ガンジーはその深い洞察力で、誰もが真実を測

る物差しを持っていると言いました。私の発表の

中には、恐らくその言葉の意味を曲解したような

箇所もあったかと思いますが、みなさんが私の立

場にあるとすれば、真実を測るための何がしかの

物差し、あるいは注目すべき何か、真剣に受け止

めるべき何かが存在するはずだと納得されるので

はないでしょうか。

本日の午後の発表は、この２日間の集大成と言

えるでしょう。伝統に着目されたハナフィー教授の発

表では、偉大なる伝統が知の可能性を秘めたすば

らしい宝庫となる一方、利用、乱用される恐れのあ

ることを知りました。伝統について考える際、その

乱用につながるような誤った方法を用いてはいけ

ません。世界中の多くの人々へ貢献できるように

心がける必要があるのです。

パッペ教授は、どんな紛争にも長い歴史がある

こと、過去の記憶から学ぶべき点が多いこと、そし

て南アフリカのツツ大主教による仲介からも明らか

なように、過去の出来事を忘れず、しかしそれに拘

ることなく、悲惨な過去の歴史を乗り越えて未来へ
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向かって進みだすことの大切さについて話してくだ

さいました。

続く発表で森教授は、未来に目を向け、アメリカ

の現在の態度、少なくとも一部指導者の態度につ

いて、アメリカ人にとってかなり手厳しい批判をさ

れながら、アメリカ人は本来の姿に立ち戻ることが

できるのかと問いかけました。私にとって、自国の

大統領がビン・ラーディンと同格に論じられるのは

甚だ心外ですが、私たちがどのような態度をとろ

うと、それは絶対主義になりうるという発表の趣意

は理解できます。

しかし、森教授の発表で印象深かったのは、１８

９３年に行われたシカゴ万国宗教会議のスライドと

写真です。私たちの未来に対する認識が、目先の

ことにとらわれた、希薄で限られたものであること

を示してくれました。と申しますのも、そうした認識、

つまり９.１１以降の平和、もっと正確に言うなら２００４

年２月２１日以降の平和について考えることがこのワ

ークショップのテーマとなっているのですから。私

たちは過去を理解しようと努力しながら、常に未来

についてもう一度考えようとしているのですから。

１１０年以上も前の１８９３年に、世界がキリスト教化、

民主主義化の方向に向かいつつあった点を指摘さ

れたうえで、未来について真摯な主張を述べられた

森教授の発表には大きな感銘を受けました。私が

大学院生だったころに優秀な政治学者たちが描い

ていた未来図は、世俗的ナショナリズムの新たな国

際相互作用を通じて世界は一つになる、つまり世界

は徐々に世俗化していくというものでした。

２０世紀、世界を席巻したのは世界共産主義と

いう未来図でした。地球の半分を支配する指導者

たちは、階級のない新たな社会で、労働者が勝利

を収める新たな時代へと世界を動かしているのだ

と考えていました。もちろん、その未来図は１９９０

年、ベルリンの壁の崩壊とともに崩れ去ってしまっ

たのです。

つまり、私たちはこうした未来図の哀しい結末に

囲まれて生きています。今も私は考えます。アメリ

カが世界各地で軍事力を行使する中、他の大国に

対する経済優位性を失いつつあることが見過ごさ

れているのではないかと。２０世紀のイギリスのよう

に軍事力の虜になり、経済力は衰退し、中国や他

の諸国に追い越されている事実にすら気づいてい

ないのではないかと。

しかし意外にも、大統領候補予備選挙で、民主

党は当初、私が最も関心を寄せる国際問題につい

てブッシュ大統領を糾弾したものの、やがて問題は

経済にあると気づきました。とりわけ問題なのはグ

ローバリゼーションの時代が到来しアメリカ人から雇

用のチャンスが奪われることであると気づいたので

すが、だからといって、民主党がこの問題に対する

解決策を考えているのかどうかはわかりません。し

かし、それでも彼らはこの問題を取り上げたわけ

ですが、私に言わせれば、この問題はグローバ

リゼーションの時代におけるアメリカの危機的

未来の一部にすぎないのです。

ここで申し上げているのは、私たちは２１世紀に、

グローバリゼーションという新しい世界へ足を踏み入

れつつあるということです。２１世紀、アメリカが唯一

の覇権国、超大国として存在する時代になるのかど

うかはわかりません。軍事的には無理にしろ、経済

的にはアメリカの行く手を阻む国が現れることでしょ

う。それが世界の多様な民族にとってどのような意

味を持つのか、今はまだはっきりしていません。

しかし、この困難な時代にあって、過去１０年、い

や１５年の間に私たちが目にしてきた宗教的暴力の

数々は、地質学に例えれば、プレート同士のぶつ

かり合いから起きる断層のずれのようなものだと思

います。

日本は火山帯の端に位置しており、地表奥深くで

地殻変動が発生しているため、プレート同士がぶつ

かり合い、時にマグマが噴出し、火山が爆発し、激

しく火を噴きます。ある意味、今は歴史のプレートが

動きだしていると言えるでしょう。砲火の応酬や宗教
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的暴力は、こうしたプレート移動の証といえますが、

この先どうなるかは定かではないのです。

しかし、その過程では、ツツ大主教の仲介やパ

ッペ教授が指摘されたような過程が極めて重要に

なるでしょう。私たちにできることは、屈辱感を謙虚

さで克服し、これから１０年、１５年先の世界がどう

なっているかは誰にもわからないと声を一つにして

言うことだけです。

しかし、私たちには過去の経験があります。誰も

が何かを後悔し、ほろ苦い思い出を抱いています。

だからこそ、私たちはお互いを尊重し、赦しあい、

地球規模での正義の構造を築くことができるので

す。なぜなら、おそらく国連のような説明責任を負

ったシステム、あるいは経済上の相互作用という壮

大な構想に基づくシステムの実現が可能となった

時点で初めて、人はすべての人や文化を心から公

平に扱おうと感じ、それらの存在感を素直に認め

ようという気持ちになるからです。

コメント：村田晃嗣
（同志社大学法学研究科助教授）

ありがとうございます。私は国際政治を勉強して

いますので、そういう観点から幾つかのことを申し

上げたいと思います。キーワードは、平和と秩序と

アメリカということです。

まず平和についてですが、平和をどう定義する

のかというのは、明らかに私のインテレクチュアル・

キャパシティを超えます。しかし、平和をどう定義す

るにせよ、そこに秩序や安定という概念が含まれて

いることは間違いがないように思われます。秩序や

平和が達成されたから平和が達成されるというもの

でないにしろ、秩序や安定を含まない平和という

のは成り立たないように思います。

数年前、イギリスの歴史家のサー・マイケル・ハワ

ードが、「インベンション・オブ・ピース（平和という造

り物）」という興味深いエッセイを書いています。そ

の中でハワードは平和が秩序や安定を含む。そし

て、どのような秩序や安定のもとでも、必ずその秩

序や安定に不満を持つ人たちは存在する。さらに

その中には、過激な、暴力的な形態で秩序や安定

にプロテストする人たちが出てくる。そういう意味で

は、平和の中に常に紛争と戦争の温床といいます

か、種が含まれているという指摘をしています。も

ちろん、平和が常に戦争に転じるわけではありま

せん。ご指摘があったように、公平性（フェアネス）

がもう一つ重要な概念であり、その秩序がどれだけ

公平かということによって、不満の程度や規模を抑

えることはできるでしょう。しかし、その平和と戦争

の関係は人間における病気と似ていると思います。

どんなに健常な体を持った人間でも一生病気と無

縁で暮らすことはできませんし、最終的には死を迎

えます。もちろん私どもの健康管理や努力によって、

病気にかかりにくくなったり、かかったときの病気の

程度を小さくすることはできます。同じように紛争を

起こりにくくしたり、あるいは紛争の規模を小さくす

ることはできます。しかし、国際社会が永遠に平和

のもとに紛争と無縁で暮らしていくと考えることは恐

らくできないであろうと思います。

さて、その秩序です。アメリカに今大変大きな力

が集中していることは多くのかたがご指摘のとおり

です。そのアメリカがいかに大きな力をもってしても、

アメリカが一方的に押しつける秩序は多くの不満を

生み出し、決して長くは続かない。しかし、それと

同じぐらい確かなことは、アメリカが強い不満を感じ

る秩序はそもそも形成されないということです。こ

の二つをどう両立させるかというのが私どもの課題

であろうと思います。アメリカに大きな力が集中して

いることは、一極構造という言い方をすることがで

きます。人によっては、一極支配とおっしゃるかた

もいますが、私は誤りであると思います。もしアメリ

カが一極で世界を支配していれば、世界は幸せか

どうかは別にして、もっと安定しているでしょう。アメ

リカが世界を一極で支配できていないことから多

くの問題が発生しているのです。逆にいうと、今の
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国際社会は、一極が支配するには複雑すぎるので

す。他方、一極体制という言葉がありますが、私は

この言葉も適切ではないと思います。なぜならば、

体制というのは国際社会に承認され、認知された

ものです。しかし、アメリカによる一極構造は多くの

反発を生み出しています。つまり、事実は一極支配

と一極体制の中間の一極構造であると言えるので

はないかと思います。

森先生のお話を大変感銘深く承り、そして、アメ

リカを変えることができるのはアメリカ自身だという

結論に私はおおむね賛成する者です。もちろん論

点を明確にするためにやや強くおっしゃったところ

があると思いますが、先ほどユルゲンスマイヤー博

士もご指摘になったように、ビン・ラーディンとブッシ

ュを並べて原理主義者だと言うことには私もやはり

抵抗を感じます。仮にブッシュが原理主義者であっ

たとしても、この原理主義者は世論と選挙に拘束さ

れた原理主義者であり、そしてブッシュ政権が原理

主義的であると同時に、存外プラグマティックであ

るという側面は見逃してはならないと思います。そ

れから、アメリカに原理主義的な力が強まっている

ことは事実だと思いますが、これも森先生がご指

摘になったように、アメリカ国内にはまた異なる多

様な見解が同時に存在しています。もしアメリカが

原理主義的で、ブッシュ大統領が原理主義者なら

ば、この原理主義的大統領は原理主義的社会に

支えられた大変強い指導者でしょうが、実はこの大

統領は、原理主義に反発する国内の多くの不満に

対処しなければならないリーダーだということです。

かつて、フランシス・フクヤマは、普遍的なイデオ

ロギーの対立という意味での歴史は終わったと、

冷戦の終了直後に申しました。ところが、アメリカの

国内では原理主義やそれに対する反発、さまざま

なイデオロギーの対立が続いています。実はアメリ

カ国内では、皮肉にもまだ歴史は終焉していない。

そのことが実はアメリカ社会の活力でもあるという

側面があろうかと思います。

時間が限られていますので、最後にアメリカにつ

いて申し上げます。アメリカについて分析するとき、

私は少なくても三つのレベルに分けて考える必要

があると思います。それは冒頭申し上げたように、

今の国際政治の中でアメリカに非常に大きな力が

集中している国際政治の構造の問題です。２番目

は、アメリカの国内社会の問題です。そして３番目は、

今のブッシュ政権固有の問題です。この三つを分

けて考える必要がある。アメリカに大変大きな力が

集中している。一国がこれほど大きな力を持ってし

まったときに、仮にアメリカでなくても、仮にブッシュ

政権でなくても、その国は何ほどか傲慢になり、身

勝手になると考えるのは人間理解に反するでしょう

か。もし日本が今のアメリカと同じだけの力を持て

ば、あるいはもし中国が今のアメリカと同じだけ力を

持てば、そのとき日本や中国は今のアメリカより謙

虚でしょうか。つまり、国際政治の構造が引き起こ

す問題が根底にあるわけです。それに対して、アメ

リカ社会の中の宗教右派の台頭や世代交代、ある

いは人種構成の変化が与える影響もあるでしょう。

そして、このブッシュ政権の大統領個人の信念や、

あるいは政権の構成メンバーの信念といったこの

政権固有の問題もあります。この三つは分けて考

えなければいけません。ブッシュ政権固有の問題

については、変化の度合いは高いわけです。この

政権の任期はあと１年です。再選されてもあと５年

でブッシュ政権は去っていきます。ここでは可変性

は高い。アメリカの国内社会の変化がアメリカの外

交や行動にどういう影響を与えるのか。これはさま

ざまな可能性があります。国際政治の中でアメリカ

が非常に大きな力を占めているという事実は多少

の変化はあるにしろ、予見しうる将来そう大きくは

変わらないでしょう。つまり、我々がアメリカを考える

ときには、非常に可変性の高い部分と可変性の少

ない部分を分けて、ある意味でのアメリカに対する

あきらめと、そしてアメリカが変わりうるという希望の

両方をバランスよく持たなければ、諦観だけでは現
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実追随になり、希望だけを振りかざしても観念的な

議論になってしまいます。

そして、最後に申し上げたいことは、もちろん今

のブッシュ政権やアメリカ社会そのものに対してさ

まざまな批判はありうると思います。しかしながら、

ブッシュ政権の善悪二分論的な外交政策を批判す

る人たちが、その批判のボルテージを高めて、自

分たち自身が善悪二分論に陥ってしまうとすれ

ば、それは人間として最も大きな過ちの一つであ

ろうと思います。これはブッシュ外交と国際社会が

今直面している問題だけでなく、人類の歴史の中

で人類が、人間が繰り返し犯してきた過ちであり、

敵対する批判勢力に対する批判を強めるにつれ

て、実は自分たち自身が批判者と同じようになっ

てしまう。この過ちに対する自覚というものを我々

は今強く持たなければならないのだと思います。

ありがとうございました。

コメント：内田優香
（民主党政策調査会副主査）

わたしの肩書きに民主党とありますが、今ここで

発言することはすべて個人的な意見なので、念の

ためお断りしておきます。

出題者３名のかたがたのお話や午前中のセッシ

ョン、今のコメントなどを聞いていて、やはり一つ

のかぎになる考えとして、村田先生も触れられまし

たが、フェアネス（公正さ）という問題が取り上げら

れると思います。Just warということですが、や

はりこれにはいろいろなクライテリアがあることは

もちろんですし、仮にいろいろな宗教、文化圏、

国々によってそのクライテリアを同じものに統一し

たとしても、やはりそれぞれの地域や国民によっ

てその見方が違うと言えると思います。それは今

日のそれぞれの宗教の出身のかたがたのコメント

からも分かることだと思います。つまり、一方にと

ってはjust warであっても、それが仮にjust war

のクライテリアに当てはまったとしても、他方から

見たら、それはjust warにはならないこともあると

いうことです。つまり、それを突き詰めて考えると、

フェアネスに関する共通認識を、三大一神教を含

め国際社会でこれから構築していかなければいけ

ないというのが、わたしたちの今の世界が直面す

る課題であり、問題だと思いました。

それを考える中で、大変興味深いといいますか、

わたしが注目しているのは、キリスト教ローマ・カト

リックの指導者であるローマ法王ヨハネ・パウロ２

世の活動です。ヨハネ・パウロ２世は、２０００年春、

もしかすると１９９９年だったかもしれませんが、イス

ラエル、エルサレムを訪れて、現地でエルサレムの

グランド・ムフティやラビ、ほかの二つの一神教の

指導者と席を並べて、宗教の融和にも取り組まれ

ています。また、ローマ法王ヨハネ・パウロ２世は、

その前後にキリスト教が過去に犯したユダヤ人に

対する扱いを含め、過去の過ちについての謝罪

を行ったり、いろいろと宗教間の融和に大変取り

組まれています。

例えばこのイラク戦争においても、これはどれだ

け意味があるか分かりませんが、開戦の数か月前

にサダム・フセイン政権の実力者であったタリク・ア

ジーズが、ローマ法皇を訪ねたり、また、戦争前後

一貫してローマ法皇は、戦争を避け平和的解決を

追求するべきだというようなコメントをいろいろな場

面で繰り返し発しておられます。

毎年行われている法皇による世界平和の日メッ

セージとして、今年の年頭にはテロリズムについて、

最近世界における平和と安定を犯している危険な

傾向だという認識のもとに話しをされています。今日

のこのシンポジウムにとても適切だと思いますので、

ここでわたしはその部分を引用したいと思います。

「この数年テロによってもたされる苦しみは過酷

さを増し、野蛮な殺戮が繰り返されたことで、対

話と交渉への道にはさらに大きな障壁が立ちはだ

かっています。特に中東地域では緊張が高まり、

問題は深刻化するばかりです。たとえそうであって
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も、テロとの戦いに勝とうとするのであれば、それ

はただ単に抑圧や制裁に訴える手段では不十分

です。たとえ武力行使が必要な場合でも、そのと

き伴わなければならないのはテロ攻撃の背後にあ

る動機の勇気ある正確な分析です。それと同時に、

テロとの戦いは政治と教育のレベルでも進めなけ

ればなりません。一方では、人々を捨て鉢な暴力

行為へとかきたてる不正義の状況を生み出してい

る根底の原因を取り除くことによって、また他方で

は、すべての状況で人命を尊重する精神を伴っ

た教育を主張することによって進められるべきで

す。全人類の一致は各個人や人々の間にある分

裂の状態よりも力強い現実だからです」。

これが今年のヨハネ・パウロ２世の平和の日メッ

セージだったわけですが、ここで指摘したいのは、

「たとえ武力行使が必要な場合でも」ということで

す。これはつまり、just warの戦争もあるというこ

とを含んだ話であるということです。ですから、そ

ういう意味では、ローマ法王も、ローマ教会もjust

warはあるのだということを意味しているのです

が、その反面、この引用文でも分かるように、「テ

ロの背後にあるものの勇気ある分析」、今引用して

いない部分の冒頭に、「テロは容認し難い行為で

ある」ともちろん断ってはいるのですが、容認し難

いものではあっても、やはりこれからの世界の平

和と安定を築くうえでは、テロに駆り立てるその背

後にあるものを理解しないといけないと、この世

界平和の日メッセージでは特に強調されているこ

とをわたしたちは注目すべきであると思います。

さらにここで強調されているのは、そこからさらに

法の支配を今国際社会で再構築、確立する必要

性があるということです。この法の支配というのは、

やはりどの宗教の価値観による支配でもなく、国際

社会共通の、つまりほかの宗教の価値観や法律体

系をも尊重し、理解したうえでの統一された法の支

配をおっしゃっているのだと、わたしはこのメッセー

ジから読み取りました。

そういうローマ法王の取り組み、ないしはメッセ

ージ、訴えがあるのですが、他方、わたしが感じる

のは、アメリカのキリスト教会の指導者たちの発言

や、また一方では、イスラームの世界の指導者の発

言が、その国の政権や体制を擁護するため、その

政治の道具として使われる傾向にあり、特にこの激

動の世界の過渡期の中でこの傾向が顕著になっ

ているのではないかということです。ここでわたし

たちが取り組まなければいけないのは、この１日の

シンポジウムを聞いていても、やはり政教分離をこ

の国際社会の中で到達できるのかということです。

キリスト教の場合は、すでにアメリカなどで確立した

のですが、また最近後退しているようにも思うので

すが、わたしがここでハナフィー先生とパッペ先生

に伺いたいのは、イスラーム、そしてユダヤ教で政

教分離ということが到達できるのか、そういう可能

性があるのかということです。イスラームはわたしも

若干は触れたことがあるのですが、それ自体が生

活の一部でありますし、シャリーアがイスラームの生

活の規範になっているわけです。イスラーム社会が

世界から隔離された中ではそういう体系でもいいと

思うのですが、これからグローバル化が進んで、そ

れこそ冒頭に戻りますが、それぞれすべての宗教

や価値観を統一、包含した規範の確立のうえでは、

やはり政教分離をある程度試みないと、シャリーア

を世界に適用するのはもちろん無理な話なわけで

すし、そういう中で政教分離をユダヤ教、ないしイ

スラームができるのかどうかコメントをいただければ

幸いです。

つたないコメントでしたが、ありがとうございました。

ディスカッション

司会：細谷政宏
（同志社大学アメリカ研究科教授）

【司会】 今から約１時間ほどディスカッションの時間

があります。いろいろコメントもありましたが、最後に
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ご質問があったので、もしよければご質問に対する

お答えのほうからいただければありがたいと思いま

す。ハナフィー先生、パッペ先生、いかがでしょうか。

【ハナフィー】 質問者の方と私たちの間には認識

の相違があるように思います。先ほどのご質問は

非西洋文化に対する西洋的な質問です。分離され

るべきは宗教と国家ではなく、宗教権力と政治権

力です。これは政教分離が教会と国家の分離を意

味する西洋文化圏で妥当な質問です。

これは絶対的概念に関する問題です。おっしゃ

る通り、イスラームもユダヤ教も生活に溶け込んでお

り、個人、コミュニティ、国際関係にとっての普遍的

な道徳律となっています。ですから、先ほどのご質

問は適切なものとは言えないでしょう。

私はムスリムとして、偽善や詭弁を許さず、自ら

に正直でなければなりません。他者に対して搾取

も独占もせず、公正な態度を取り、国際関係にあ

っては他国の権利を侵害することなく、自己認識

を確立しなければなりません。これは政治でも宗

教でもなく、道徳です。つまり、イスラームやユダヤ

教を超越した普遍的な道徳律が存在するのです。

イスラームの儀式にはユダヤ教に由来するものが

数多くあります。

イスラーム法（シャリーア）を刑法だと考える人がい

ますが、刑法はイスラーム法のほんの一部にしかすぎ

ません。イスラーム法の原理は搾取とは無縁の社会

に基づくものであって、貧者の権利、富者の財産を

根本に据えています。しかし、刑法ではありません。

なぜなら、刑法は人間としての義務を意味する

からです。人間としての義務を果たさせるためには、

人間としての権利も与えなければなりません。私に

は、公的資金を利用して教育や医療行為を受け、

住まいを与えられ、雇用を保障される権利がありま

す。また、この先、もし私がイスラーム法を悪用すれ

ば、刑法が適用されます。しかし、イスラーム法を単

なる刑法として矮小化して捉えることはできません。

【司会】 よろしいですか。つまり、極端に言えば分

けられないということだと思います。つまり、イスラ

ーム・ローがペナル・コード、クリミナル・ローというか

犯罪、刑事法だけの話にならないということです。

この件についてコメントはございますか？

【パッペ】 ユルゲンスマイヤー教授のご発言で気

づいたのですが、「あることができるのか」という質

問には答えられません。ですが、今朝の時点まで、

それができていたのか、それともできていなかった

のかということならお答えできます。

今朝までのところ、宗教と国家を分離させるとい

うイスラエルの試みは完全な失敗に終わっていま

す。では、明日になればうまくいくのでしょうか。日本

とは違い、わが国の政治家のレベルを考えれば、

何らかの進展は到底期待できそうにありません。

ただし、注意していただきたいのですが、少なく

ともパレスチナとの関連で言えば、世俗化に多くを

期待することはできません。いずれの側でも世俗

化の動きから多くの憎悪と敵意が生まれましたし、

宗教活動について妥協しようという動きがあること

も事実です。

従って、本当に問題になっているのは世俗化で

はありません。確か森教授がおっしゃったのだと思

いますが、世俗化は、今ではまったく時代遅れの

近代化論の一種だと思います。イスラエルには近

代化も世俗化も必要ありません。必要なのは脱シ

オニズムなのです。

イスラエルがシオニズムから脱却し、世俗的民主

国家を建設する以外に問題解決の道はありません。

ただし、世俗国家といっても社会を世俗化するわけ

ではありません。過去１００年間極めて大きな関心

を集めてきた狭い土地で、特定の宗教、あるいは民

族に支配的立場を与えないということなのです。

【司会】 大変な問題になりつつありますが、つまり、

森先生がおっしゃったようなアメリカで有効な政教分
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離という考え方がうまく働ければいいわけですが、

どうもそういう状態ではないということです。一つは、

何回も出ますが、南アのツツ大主教の、そういうとこ

ろからいろいろな紛争解決の糸口を探るというとこ

ろでは、政教分離が必ずしも必要ではない部分も

ありうるということかと思います。質問を簡単にと思

ったのですが、逆にえらいことになってしまいました。

ほかに何かコメントに対して、またご意見などが

ありましたら。森先生、いかがですか。

【森】 アメリカの政教分離については、フランスや

日本の政教分離とかなり違うという点です。この点

を私は言いたかったのです。アメリカの政教分離は、

それぞれの信仰を尊重しながら、違う信仰を持っ

た者がどうやって共存していったらいいのかという

ことについての知恵の一つだと思うのです。憲法

修正第１条では二つのことを否定しています。一つ

は何かというと、establishment of religion、国教

を作ること。もう一つは、free exercise of religion、

宗教の自由な活動を妨げるような法律を作らない

ということなのです。

ですから、それぞれの信仰というものを尊重し

ながら、どうやって共存していくかという一つの知

恵だと思うのです。私は、これは国際問題におい

ても必要だし、有効なことではないかと今でも考

えています。

【司会】 ということですが、田原さん、どうぞ。

【田原】 ハナフィー先生とパッペ先生にご質問しま

す。お二人のご講演に大変感銘を受けました。時

間がないので、質問を端的に申し上げます。

ハナフィー先生に質問です。暴力あるいはイス

ラームに関しての現在の世界での受け止め方の中

で、内部においては希望がある一方で、外部から

見たときにそれがリスクに映ったり、あるいはその暴

力一般に関しても、抑圧からの解放の暴力という

側面と、一方においては、それ自身が抑圧という

受け止め方、両面あるということは大変重要なポイ

ントだと思います。

先ほど他の方からもコメントがありましたが、２０世

紀においては社会主義が解放の一つの思想であ

った。レーニンが『国家と革命』において、革命後

は国家が解消されるであろうと予言していたにもか

かわらず、結論として残ったのは革命の国家、即ち、

抑圧物だけだった。それがやがて壊れる。そうした

プロセスは、例えば中東、アラブ世界においてもあ

るのではないか。軍政が総選挙の結果を一方的

に否定したアルジェリアにおいては、それに反対す

るイスラーム勢力が異議を申し立てる運動を展開し

た。しかしながら、その勢力の一部はタクフィール、

いわゆる断罪の概念を全面に持ち出して住民を虐

殺し、反軍政の解放闘争を抑圧に転化させた。

質問はこういうことです。要するに、希望がリスク

に変質したり、あるいは解放のためと信じていた手

段が抑圧に転化する。これは歴史上、しばしば起き

ることなのですが、現在的に抑圧された世界で、恐

らく一つの解放思想としてイスラームがあるということ

は分かるのですが、これが将来的に抑圧する装置

に転化しない保障は存在するのか。あるいはそれを

回避する回路というものをどのように考えていらっし

ゃるのか、ということが第一の質問です。

もう一つ、パッペ先生にお聞きします。お立場は

違うかもしれませんが、イスラエルの平和運動のグ

ッシュ・シャロームのリーダーであるウリ・アブネリさん

を私も仕事を通して知っています。先生が彼と同

様にイスラエルの自己責任論ということに言及され

た点に大変感銘を受けました。しかし、いわばその

グッシュ・シャロームという運動が極めて現在的に限

定されているのと同様に、私はかつてヘブロン、ア

ラビア語名ではハリールの入植者に会ったときに、

その入植者がこんな話をしていたことを思い出しま

した。すなわち、（ハリールのある）ウエストバンク（ヨ

ルダン川西岸）がない限り、イスラエルを一つのラジ
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オに見立てたとき、それは部品の一つがないわけ

だから国として働かないのだと強調していた台詞

です。ゆえに絶対にウエストバンクはイスラエルのも

のなのだ、と。同じことは、やはりジャボティンスキー、

あるいは現在のシャロン首相の、いわゆる大イスラ

エル主義者といった宗教的な信念を持った人々に

対して、先生の言葉は果たしてどの程度通じるので

しょうか。あるいは、通じないがゆえに、宗教面か

ら離れて定量化という形でのピース・プロセスが策

定されたのではないだろうか、ということを想起しま

した。その点についてお聞きできれば幸いです。

【ハナフィー】外部または内部から抑圧されてい

ながら、それに抵抗する正当な手段がない場合、

唯一残されているのは暴力です。

例えば、モロッコ、ヨルダン、イエメン、クウェート、

レバノンなどのアラブ・ムスリム世界、つまりイスラー

ム運動が合法的に認められ活発に行われている

国では、決して暴力に訴えることはありません。な

ぜなら、彼らには法的手段、公開討論の場、番組、

新聞、雑誌のほか、不満を代弁してくれる上に、議

会制度を受け入れている政党があるからです。

しかし、その一方で、アルジェリア、チュニジア、

エジプト、シリア、イラク、サウジアラビア、湾岸諸国

のような独裁国も存在するのです。これらの国は今

後どうなるのでしょうか。国民は抑圧感を抱いてい

ます。マルクス主義者、愛国主義者、自由主義者

といったすべての世俗政党が存在を認められてい

る中で、イスラーム運動はどうでしょう。地下へ潜る

か、国を出てアフガニスタン、チェチェン、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、アルバニアなどで正義のために戦

います。自らの主張を自由に表現したり、他の政治

思想集団と対話したり、あるいは国の再建へ向け

て他の人たちと一緒に青写真を描き話し合う機会

を奪われ、彼らはやむなく暴力へ走るのです。

アルジェリアの例は特に際立っています。かつ

てアルジェリアは民主化を目指し、地方議会選挙

でイスラーム運動家の政党が７０％の得票率を得て

圧勝しましたが、その直後に軍がクーデターを起こ

したのです。民主化を阻んでいるのは誰なのでし

ょうか。ムスリムではありません。彼らは議会制度

を受け入れているのですから。軍事政権が阻ん

でいるのです。

イスラームは解放のイデオロギーです。だからこそ、

アラビア半島で生まれたのです。「宗教に強制なし」

を謳うイスラームは、北アフリカを狙うローマ帝国か

らの抑圧やペルシアからの抑圧に耐えていた人々

に歓呼の声で迎えられたのです。

何を信じようと自由です。ムスリムは、エジプトに

入った時も、ペルシアに入った時も、国民から国を

奪いはしませんでした。彼らは、その国独自の制度、

行政制度、軍事制度を維持しました。イスラームが

唯一望むことは、人々が自ら信ずるものを信じ、侵

略とは無関係の一種の同盟を結ぶことでした。

やがてアメリカへ渡ったイスラームは、ネーション・

オブ・イスラーム、ブラック･ムスリムを組織する黒人

たちの目に、肌の色や人種隔離政策を越えた解放

運動として映ります。彼らはアメリカの制度ゆえにイ

スラームに惹かれたのかもしれません。私がアメリ

カで教鞭をとっていた時、黒人学生からこう懇願さ

れたことがあります。神は黒人ではない、悪魔は白

人ではない、ムハンマド、モーゼ、アブラハム、ヤコ

ブ、イサクが黒人ではないなどと、アメリカのブラッ

ク･ムスリムに言わないでほしい、と。

つまり、イスラームは彼らにとって、白人に抑圧さ

れた社会からの解放の神学なのです。しかも２０年、

３０年、４０年とたつうちに、神の肌の色は何色でも

ない、教授たちも悪魔の肌の色を知らないというこ

とに彼らは気づき始めました。そう、私たちは知り

ません。だからこそ、イスラームは解放のイデオロギ

ーとしての機能を果たしうるのです。

イスラームそれ自体と文脈の中で語られるイスラ

ームは区別する必要があるでしょう。ムスリム世界

は蔑ろにされていると感じています。聞こえてくる
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のは暴力の話ばかりで、グレナダ、セビリア、コルド

バ、イスラームの黄金期のことなど、西洋の近代以

降、すっかり忘れ去られてしまい、今ではもう誰も

触れなくなったと思っているのです。

今こそ私たちは史料を書き変えねばなりません。

より公正に、より公平に歴史を書き変える必要があ

るのです。さもなければ、オリエンタリズム以降、西

洋のマスコミが作り上げた紋切り型のイメージでイ

スラームを捉えてしまうと、皆さんはそれまで抱い

ていたイメージを改め、ムスリムのことを面白おかし

く取り上げようとするでしょう。それは相手に銃を

向けるのと同じことになるのです。

【パッペ】 なるべく手短にお答えします。ただ、な

にぶん、質問にお答えするには、３０分はかかるシ

オニスト計画の歴史を簡単にご説明しなければな

りません。

シオニスト計画には大きな目標が３つありました。

まず、パレスチナの奪還です。ただし、奪還する土

地はできるだけ広く、そこに住むアラブ人はできる

だけ少ない方が望ましいとされました。このプロジ

ェクトは１８８２年に始まり、現在も進行中です。

今日のアメリカの立場、さらには世界の勢力図を

考えると、残念ながらこのプロジェクトは成功するか

もしれません。最終的にイスラエルはパレスチナ全

土を手中に収め、そこに住むパレスチナ人をゼロに

してしまうでしょう。これは一つの可能性であると同

時に、確固たる戦略でもあります。

第２の目標は、ヨーロッパで迫害されていたユダヤ

人のために安全な楽園を築くことです。ただしアラ

ブ世界に住むユダヤ人はこの中に含まれません。

彼らは迫害を受けなかったからです。実際には１９４

８年に限ってのみ、ホロコーストが原因で、ユダヤ人

指導者はアラブ諸国のユダヤ人を呼び寄せる決断

を下しました。しかし、中東の真ん中にヨーロッパ系

の共和国を建設するという理想を抱いていたシオニ

スト運動のリーダーたちに、アラブのユダヤ人を迎え

入れるつもりなど毛頭ありませんでした。

今日、ユダヤ人にとってイスラエルは安全な楽園

と言えるでしょうか。私はそうは思いません。第二

次世界大戦以降、イスラエルほどユダヤ人が殺さ

れた国は他に例がありません。単なる憶測にすぎ

ない話ですし、ひょっとすると当たらないかもしれ

なせんが、おそらくこの状況は今後１０年間も変わ

ることはないでしょう。私としてはこの予測が間違

っていることを祈るばかりです。

第３の目標は新たな世俗文化の創造です。この

点から見れば、今回のプロジェクトは成功を収めて

います。私の両親はドイツ出身ですが、私自身は

流暢なヘブライ語を話すことができます。これはシ

オニズムの成功例です。私のような考え方がシオ

ニスト計画の成功例かどうかは別として、私の文化

は間違いなく成功例だと言えましょう。

また、シオニスト計画で私の両親は救われました。

しかし、その恐ろしく高い代償を今もパレスチナ人が

払い続けているのです。この３つの目標を永久に掲

げ続けるわけには行かないということに、いったいど

れくらいのイスラエル人が気づいているでしょう。シ

オニスト計画に対して倫理的な疑念を抱いている者

はごくわずかですが、その数は増え続けています。

それに比べれば、シオニスト計画はこのままでは機

能しなくなると考えているイスラエル人は沢山いま

す。１０年かかるかもしれません。２０年かかるかもし

れません。さらに多くの血が流されるかもしれませ

んし、アメリカが態度を変える必要があるかもしれま

せん。しかし、イスラエルに住む賢明なイスラエル

人なら、その歴史と経緯を考えて、このままではシ

オニスト計画はやっていけなくなることにすぐに気

づくでしょう。

【司会】 これも田原さんのお聞きになったことに、

結局今のままずっと行くということしか解決がない。

しかし、それには今まで以上に血が流れるかもし

れないということだと思います。
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たくさんの人にと思っているのですが、まだ発言

されていなかったかた。はい、アブーサムラさんとシ

ャムスッディーンさん、それから伊奈さん、栗林さん

という順序でお願いいたします。

【アブー・サムラ】（※１） ムハンマド・アブー・サムラ

と申します。さきほどイラン･パッペ教授がその実

情について触れられたパレスチナ・イスラエルから

参りました。正確に言うと、イスラエルのパレスチ

ナ人という二流市民です。私たち民族が受けてい

る抑圧の実態について、ここでお話しするのはパ

レスチナ人として当然のことだと思いますが、実を

言いますと、パッペ教授の発言に付け加えたいこ

とは何もありません。そこで、与えられた３分間で、

私の専門分野であるイスラームについてお話した

いと思います。

まず、このワークショップでのイスラームの取り上

げ方について一言申し上げます。

イスラームに関する発表は大変刺激的で興味深

く、平等、正義、寛容、平和についての様々な意見

が示されました。今日の文化、社会、政治はこのよ

うな意見を必要としています。しかし、意見はこれだ

けではありません。他の宗教と同様に、イスラーム内

部にも様々な意見があり、迫害、不平等、差別とい

った声も聞かれます。イスラームの負の側面、抑圧

的な側面を無視し、肯定的な面ばかりを強調する

あまり、この２日間の発表はどこか弁解めいたものに

なりました。ムスリム社会および非ムスリム社会に流

布する、イスラームは宗教批判と相容れないという誤

解を煽りかねません。ですからここで、宗教批判は

西洋だけの概念でも習慣でもないということをはっ

きり言っておきたいと思います。今も昔も、イスラーム

はあらゆる宗教批判にさらされてきたのですから。

他の宗教と同じく、イスラームにも抑圧の神学、

教義と並んで解放の神学、教義が存在します。そ

のいずれもがイスラームなのです。この点を認め

ることが重要です。少なくとも、ムスリム・アラブ社

会に蔓延する抑圧的な慣習は外部からもたらされ

たわけではありません。外部の文化または宗教に

のみ起因しているという発言がありましたが、実は

そうではなく、イスラームの伝統、神学、そして聖典

に深く根ざしたものなのです。そうした抑圧的慣習

はイスラーム的ではないという意見もありますが、

聖典を知り、慣習を知る人であれば、ムスリムか

非ムスリムかを問わず、誰も耳を貸さないでしょう。

イスラームはムスリムだけが知ることのできる秘密

ではありません。非ムスリムの間でも広く研究され

ており、抑圧的側面についても多くの人が認める

ところです。

ここまで多くの方々がお話しになったように、私

たちは自分たちの宗教の抑圧的な側面を潔くさら

け出すべきなのです。これはイスラームに限らず、

他の宗教にも見られる特色なのですから。それに、

こうした側面を直視し、批判的検討を加えなけれ

ば、問題点を克服することはできません。本質を直

視しなければ、イスラームの抑圧的な側面は多くの

ムスリムの心と頭を蝕み続けていくでしょう。他な

らぬ私たちムスリムが犠牲になるのです。

繰り返し申し上げますが、ここで発表されたよう

に、平和を愛する、申し分のない宗教というだけが

イスラームのすべてではありません。学術的議論の

場で、イスラームについて語るのであれば、自由な

思想の迫害、差別、不平等を非イスラーム的と決め

付けるべきではありません。こんなことをお話しす

るのは、私にとってもつらいことです。ムスリムも非

ムスリムも、完璧な宗教などないことは知っていま

す。当然のことながら、イスラームとその聖典も例外

ではありません。少なくとも神を信じる者にとって

は、神だけが完璧なのです。

今朝、アーシュラ・キング教授から聖書の矛盾に

ついての発表がありましたが、ムスリムである私も、

コーランは矛盾だらけだと断言することができます。

口承文化の産物であるため、体系的思考や一貫性

を必要とせず、神学としてもそれを必要としなかっ
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たというのがクルアーンの特性です。この事実は、

現代の優れたアラブ人思想家たちも広く認めると

ころです。彼らの解釈によると、ナスフ（naskh）（廃

棄）の教義は、クルアーンの多様性と矛盾を解消す

るために、宗教上、後になって考え出されたものな

のです。

最後に、弁解めいたアプローチは無用だと申し

上げたいです。人から洗濯物が汚れていると思わ

れようと、それを干すことを恥ずかしがる理由はあ

りません。どんな宗教であれ、社会であれ、汚れ

物はあるのです。アラブ人としてムスリムとして、私

たちは、自らの宗教や社会にも山ほどの汚れ物が

あるという事実を直視する必要があります。見てみ

ぬ振りをしたり、隠したりすることは健全とは言えま

せん。汚れ物をきれいにするには、人前で干すし

かないのです。たとえそれが、このような公の討論

の場であったとしても。

ご清聴ありがとうございました。

（※１）アブー・サムラ氏の発言に対するCISMOR幹事　
中田考コメント
イスラエルから派遣されたムスリムを自称するイスラエル人
学生によってクルアーンが完全でないとの発言があった。
これはイスラーム学のコンセンサスに反するものであり、ク
ルアーン学の専門家の会議でもなく十分な討論の時間も
ないこの場で論ずるのに相応しい話題ではない。イスラ
ーム学のコンセンサスに反し、単なるイスラームへの冒涜で
しかない発言を掲載することは、CISMORの学問的信用
を傷つけ、またイスラームの冒涜を容認するものであるた
め、この発言は削除すべきであるが、編集会議の中の唯
一のイスラーム学の専門家である小生の意見は容れられ
ず、この発言は記録に残ることになった。本件に関して、
今後いかなる自体を招来しようとも、小生は現世において
も最後の審判おいても一切の責任を負わない。

【司会】 はい。まただんだんややこしい話が出て

まいりましたが、どれも完璧ではないということかも

しれません。お約束しましたように、シャムスッディ

ーンさん、お願いします。

【シャムスッディーン】 友人のザイン教授も発言を

希望していますので、できれば私の後にでも発言

の機会を与えていただければと思います。

本日の有意義な発表の重要なポイントの一つとして、

問題を整理し、3Aの公式(3A Formula)を利用して

ある種の紛争解決策を提案しようとしたことが挙げら

れます。そこで私は４つめのAとしてApprecoation、

すなわち「認識」を加えたいと思います。

また、森教授のご意見は、アメリカだけでなくす

べての国にあてはまるものと思います。もっとも二

つの原理主義はお互いまったく矛盾するように見

えるので、全てに等しく当てはまる訳ではないで

しょうが。つまり、一方は宗教的原理主義、すなわ

ちイスラーム原理主義であり、他方はアメリカ原理

主義です。私は二つの原理主義と申し上げてい

ますが、イスラームの神学思想上、「原理主義」とい

う言葉には甚だ問題があります。

この言葉の使用を反対する人々は大勢います。

ムスリムにとって「原理主義」には肯定的な意味合

いがあり、宗教の原理そのもの、usuliyah「原理主

義」の意味）、usul（「原理」の意味）、usul-ddin

（「宗教学原理」の意味）に近いので、「過激主義」

という表現の方が適切かもしれません。ですから、

現在、私たちが目の当たりにしているのは宗教同士

の対立ではなく、宗教を異にする過激主義の対立

と言えましょう。

そこで、アメリカを非難するだけにとどまらず、さら

に深く解明していく必要があると思います。インドネ

シアのケースから、ユダヤ教とキリスト教の関係がブ

ッシュ政権と密接な関わりがあるに違いないと考え

られます。

宗教的なコミュニティが持つ負の側面は、実はこ

の点にあります。イスラームのような特定の宗教だ

けにあてはまることではありません。ここで思い出

すのが、９・１１に続きアメリカが他の国々に仕掛けた

対テロ戦争以降、変わりつつある現状をどう捉える

べきかという問題です。それは本当に二つの原理

主義の対立なのでしょうか。それとも、グローバリゼ

ーション、またはグローバリズムへの反発、さらには

アメリカニズムへの反発なのでしょうか。

西洋全般ではなく、アメリカニズム、さらに厳密に
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言えば、パレスチナ・イスラエル紛争を解決すべくア

メリカ政府がとった対ムスリム国家政策に限定して

言えば、ムスリム世界に住むムスリムの多くは、アメ

リカによる正義に反する行為、不公平な扱い、二

重基準の設定があったと考えています。

では、ユルゲンスマイヤー教授がおっしゃったことに

ついて考えてみましょう。教授のご発言を私が正しく

理解しているとすれば、世界が抱えている問題を火

山噴火のような自然現象として捉えようというご発言

だったように思います。言い換えれば、文明における

様々な事柄の弁証的な相互作用として捉えようとお

っしゃるわけです。そして最も重要な点は、今回のセ

ミナーとワークショップの目的でもあるわけですが、宗

教が果たす役割を見極めることにあるのです。

そこで、宗教の教義や教典を読み解く者の必要

性に触れられた、ユルゲンスマイヤー教授の昨日

のご発言について考えてみることにしましょう。な

ぜなら私には、教典や啓示が完璧でないとは思え

ないからです。啓示が啓示たる所以は、何よりも

完璧な存在である神から告げられたものであるか

らなのです。特にムスリムにとって、神の啓示たる

コーランは完璧な存在だと言えましょう。ただし、

教典や啓示に対する私たちの理解と解釈は完璧

ではありません。

従って、宗教上の教義が持っている平和的要素

を強調するために、教典を読み解く者が必要とさ

れているのです。昨日からいろいろな先生方がお

っしゃられているように、宗教的コミュニティ間で

仲介の労を取る、穏健な中立勢力が必要なので

す。ご清聴ありがとうございました。

【司会】 はい。申し訳ありませんが、先ほどお約

束しましたように、伊奈さんと栗林さん、それからザ

インさんという順序でお願いします。

【伊奈】 伊奈です。私は日本経済新聞の論説委員

で、外交、安全保障という分野を担当しています。

森先生のご発表に対する質問と半分コメントで

す。大変プロボカティブなお話だったと思います。

今の質問されたかたと問題意識はダブるのです

が、ビン・ラーディンとブッシュを並べると、ビン・ラ

ーディンの原理主義は、先生は明示的におっしゃ

ったかどうか覚えていませんが多分宗教的な概念

です。ブッシュについては、マスコミなどで言われ

ている原理主義というおっしゃり方をされました

が、今のあのかたもおっしゃっていましたが、土俵

の違う話を二つ並べると、ワインとウィスキーはど

ちらがおいしいのか、ワインとチョコレートはどちら

がおいしいのかというような、あまり意味のない議

論をする結果になるのではないかという気がしま

す。それにもかかわらず、先生が原理主義と言わ

れる含意はよく分かります。きっとアメリカの「独善

性」のようなものに対する感覚だと思うのです。し

かし、そういうものはどこの国でもあるナショナリズ

ムではないでしょうか。アメリカは人工国家ですか

ら、あまりナショナリズムという言葉は使わずに来

ているわけですが、しかし、政治学者によっては

シビック・ナショナリズムなどという言葉を使う人も

います。原理主義という言葉を使って物事を引き

立たせる議論は必要なのかもしれませんが、それ

によって間違った方向に議論が行くのではないか

という感じがします。ですから、私の質問はなぜ

ナショナリズムと言わず、原理主義と言わなくては

ならないのかという点です。

以上です。ありがとうございました。

【司会】 それでは、森先生。

【森】 私はアメリカの原理主義についての研究を

かなり長くやって、いわゆる宗教的、キリスト教的原

理主義で大きな論文も書いています。ですから、

原理主義がアメリカの、あるいは宗教、神学の分野

でどういう意味を持っているのかは十分承知してい

ます。あえて私が今日ビン・ラーディンとブッシュを並
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べて原理主義だと述べたのは、政治現象あるいは

宗教現象として、両方に類似点があるのではない

かということを指摘したかったわけです。ナショナリ

ズムと言っていいではないかというのは、確かにそ

ういう部分もあるのですが、アメリカの場合には、ナ

ショナリズムを正当化しそれを発言していくときに、

いわゆるcivil religion（市民宗教）だとか「見えざる

国教」だとかと呼ばれているような宗教的な表現を

もってそれを成している。そういう意味で、私はブッ

シュの在り方を原理主義の一つとしてとらえられる

のではないかと考えたわけです。

【司会】 はい、栗林さんどうぞ。

【栗林】 三人の先生方の発題はそれぞれに大変

興味深かったのですが、パッペさんにしぼって一点

だけ聞きします。私の質問は、パッペさんから見て、

アメリカの市民は何をすべきか、ということです。

今日のセッションで、パレスチナ問題は今後も、

アメリカの影響力が非常に大きいという印象をあら

ためて受けました。とくに森先生の発題や村田先

生のレスポンスで、アメリカがグローバル世界で政

治的にも軍事的にも突出した役割を維持すること、

パレスチナ和平はアメリカ抜きに論ずることはでき

ない点を痛感しました。私はキリスト教徒なもの

ですから、アメリカの福音派や原理主義者、キリス

ト教シオニストたちが、イスラエルのシャロン右派

政権を強力に支援してきた現実に無関心ではい

られません。モラル・マジョリティのジェリー・ファル

ウェルや、クリスチャン・コアリションのパット・ロバ

ートソンらは、これまで財政的にもイスラエル入植

者を応援して、イスラエルによるヨルダン川西岸や

ガザ地域の占拠を容認し、あまつさえ「パレスチナ

問題は存在しない、イスラエルの領土だけが存在

する」と、一方的な政治的発言を繰り返してきまし

た。その背後には彼らなりの神学的な動機づけも

あるのでしょうが、その議論はさて置いて、パレス

チナ和平への道筋をつけるために、アメリカの市

民は何をどう考えるべきなのでしょうか。私は民主

党のディーン候補に期待するところが大きかったの

ですが、先般こけてしまいました。どうも選挙での

宗教問題を軽く見すぎていたようで、アイオワ州予

備選の序盤戦でしくじり、とうとう指名候補選びか

ら撤退宣言をしました。それに代わって有力にな

ってきたのがケリー上院議員で、彼は宗教右派で

はなくカトリックです。しかしケリーもまた、イスラエ

ルは「中東唯一の民主国家」と手放しの褒めよう

で、ブッシュ現大統領だろうとケリー上院議員だろ

うと、どちらが次期大統領に選ばれても、アメリカ

の中東政策は、親イスラエルの枠組から大きく外

れることはないだろうと思います。まことに悲観的

な見通しなのですが、そんな中でもアメリカの市民

自身は何をしたらいいのか。そのあたりを民衆の

連帯ということで、パレスチナの側から見たとき、

パッペさんに何かのヒントがあるでしょうか。

【パッペ】 ご質問ありがとうございます。アメリカ

は何をすべきか。その答えはわかっているのです

が、それをどう実行に移すかが難しいところです。

私は基本的に、イスラエル・パレスチナ紛争でアメ

リカが不誠実な仲介者の役割を下りることを期待

しています。

今やアメリカは、第一次世界大戦後の中東政策

に立ち戻る時期に来ています。当時、アメリカン大

学カイロ校やアメリカン大学ベイルート校では、「ア

ラブの知性」とも言うべき優秀な学生を受け入れ、

パレスチナのアメリカン・インスティチューツではパレ

スチナ人の民族自決権を支持しました。また、エル

サレムのアメリカ領事は２０世紀初頭に、ユダヤ人移

住者だけでなく、以前からその地に住んでいたパ

レスチナ人にも好意的でした。今こそアメリカは、１

００年も前に実践済みの政策に立ち戻る必要があ

ると思います。

第２に、アメリカがあくまで「世界の警察」であり続

404



コメント・ディスカッション

けるつもりなら、国連のイスラエルに関する国連決

議に拒否権を行使するが、イラクに対する決議は

実行するという態度を改めねばなりません。

第３に、次期大統領選挙でどの候補者が選ばれ

ても、アメリカの抜本的、あるいは根本的な政策変

更は望めそうにありません。しかし、次の二つの点

を忘れてはいけません。まず、アメリカという市民社

会の存在です。最近アメリカを旅したのですが、イ

スラエル･パレスチナ紛争に関してアメリカ議会を牛

耳る三勢力とはまったく異なるメッセージがアメリカ

の市民社会から伝わってきました。

その三勢力とはネオコン、キリスト教シオニスト、

アメリカ･イスラエル公共問題委員会のことを言いま

す。アメリカ議会の外では、個人やNGOがこの紛

争の実態とその解決策について議会と異なる見解

を表明しています。

二つ目の点は、正確に言えば、一極集中体制で

はないということです。世界にはヨーロッパ諸国、日

本、その他の国々があり、国連も活動しています。

これらの国や機関がイラクの再建に協力を依頼さ

れるのであれば、パレスチナとイスラエルの関係修

復にも参加する権利があるはずです。

【司会】 はい、よろしいですか。先ほど申し上げ

ましたように、ザインさん。先にお願いします。

【ザイン】 最初に申し上げたいのは、今回は非常

に活発な議論が行われているということです。特

に、パッペ教授の批判的発言は重要です。アラブ

人も同じ事を言っています。しかし、アラブ人が言

えば歯牙にもかけられないこの発言も、イスラエル

市民が言えば、それだけで非常に深い意味を持つ

ことになります。教授のご意見がイスラエル人の間

に広がり、より良い世界、関係が構築されることを

願ってやみません。

思うに、何よりもまずイスラエルがアラブ世界に

加わり、そこで積極的な役割を果たすようになれば

申し分ありませんし、その結果、あの地域に平和が

もたらされることは間違いありません。

アメリカ原理主義に対する森教授の批判もまた、

私には意味深いものでした。かつてアメリカによる

攻撃にさらされ、現在はアメリカの友人といわれる

国の国民の言葉であるからです。日本はアメリカの

友人であり、同盟国でもあります。友人からの批判

を真摯に受け止めない人はいないでしょう。

友人と言えば、そう、そちらにハナフィー教授がい

らっしゃいました。彼の発言に触れないつもりなど

毛頭ありません。彼の発言にはほぼ全面的に賛成

です。ただし、これで、別の方に対するコメントに移

らせていただきましょう。こちらのアブー・サムラ氏

です。アブー・サムラ氏の発言は賢明さを欠いてい

るわけではありませんが、これだけは言わせていた

だきたい。つまり、イスラームの聖典とそれに対する

抑圧的解釈は区別できるということです。

歴史を通して、聖典に対する極めて抑圧的な解

釈がなされたことはありましたが、それが真正な解

釈とみなされるはずはありません。聖典は私たちム

スリムにとって長年の叡智の結集であり、神の最後

のメッセージとして、これほど非の打ちどころのない

完璧なものはないのです。

私たちはみなそう考えています。そして、そこには

ある種の真実が含まれており、ほとんどのムスリムは

この主張を真摯に受け止めているはずです。しかし、

アブー・サムラ氏の発言について言えば、氏の口に

何かを押し込んで、これ以上しゃべれなくするつもり

はありませんが、かなり経典の解釈に誤解があるの

ではないでしょうか。もっとも私がそうしなくても、ム

スリムの中には、氏の口の中に飛び込んで、代わり

に別のことを言おうとする者がでてくるでしょう。

しかし、今回の機会がお互いの気持ちを癒し、

和解を模索するチャンスだからこそ、私たちはこうし

て一堂に会したのです。私は、イスラームの伝統を

批判すべきではないと言っているのではありませ

ん。イスラームは最初から批判に耳を傾けてきまし
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た。ただ、先ほど申しましたように、このワークショッ

プの精神は癒しと和解の模索にあるのですから、

そこに集中しようではありませんか。ご清聴ありが

とうございました。

【司会】 はい、ありがとうございました。先ほどか

らお待ちいただいているクフタロウさん、お願いし

ます。それから、四戸先生。

【クフタロウ】 私はザイン博士がおっしゃられたこ

とに賛成します。

そしてイスラームが迫害の宗教ではないというこ

とを強調します。

イスラームとは慈悲の宗教であり、愛の宗教であ

り、民衆をつなぐ宗教です。

ある短い物語がその民だけではなく全人類に慈

悲をもたらしたという、このイスラームについて大き

な見方を私たちにもたらしてくれるでしょう。

イスラームの二代目カリフ、ウマル・ブン・アルハッ

ターブ統治下、エジプトが開放された後、その地の

総督はアムル・ブン・アルアースでした。

アムルの息子がエジプトのコプト教徒の一人と

競争しました。

結果、このコプト教徒はアムルの息子に勝ちまし

た。すると総督の息子は棒を手にし、このコプト教

徒（キリスト教徒）を打ちました。

そこでこのコプト教徒はエジプトからアルマディー

ナに旅し、カリフにエジプト総督アムルに対する不

平を言いました。

そこでカリフはアムル・ブン・アルアースと彼の息

子を召還し、コプト教徒にエジプト総督の頭を棒で

打つように命じ、「母親たちが自由人として生んだ

人 を々いつ奴隷としたのか？」と言ったのです。

またザイン博士がおっしゃられたように、クルアー

ンの節とその注釈があり、オリエンタリストたちの多く

がこれらの節の理解において間違いを犯しました。

ですから、もし私たちがイスラームを裁くことを望

むのであれば、私たちはまずイスラームをムスリムた

ちと非ムスリムたちに一般的規則を据えた、宗教・

社会現象として勉強しなければなりません。

昨日私たちがそう述べたように全世界の主アッラ

ーが預言者の目的を定めた時に「われは只万有へ

の慈悲として、あなたを遣わしただけである」と告げ

たイスラームの預言者は、家畜を犠牲として屠ると

きには「私たちの隣人のユダヤ教徒にこの肉を贈

りましたか？」と尋ねたものでした。

イスラームはキリスト教やユダヤ教と同様、慈悲

の宗教なのです。

これらの宗教を創った方が間違えたり迫害をす

る者であるということはありえません。

なぜならその方とは全世界の主、最も慈悲深き

お方なのですから。

ご静聴ありがとうございました。

【司会】 はい、ありがとうございました。それから、

四戸先生。

【四戸】 ハナフィー先生に質問があるのですが、暴

力が時には解放になるというメッセージは多分コー

ランの中のジハードと少し関連すると思います。暴

力が解放になるというのは、一面その通りではあり

ますが、しかし、ジハードを実行した結果、２１世紀

になってアフガン、それからイラク、そしてパレスチナ

の現状はというとどうか？

ほとんど抵抗する暴力が目的を達成しないとい

う状況です。ハナフィー先生は、法的な保障がな

い状況において暴力が解放になる、それも使わざ

るをえないということですが、使ったアフガン、イラ

ク、パレスチナの現状が今の状況になってしまっ

た。暴力を使った結果が、この三つの例として現

在アラブにとっては不利な状況が生まれたという

点です。それに対して暴力を使わなかった場合、

例えば８８年のサウジアラビアなどの外交的努力に

よって、今のヨルダン国王のフセインに対して西岸
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を放棄させた。そのような外交的努力によって、

パレスチナ国家の建設が一歩一歩進んでいった。

それにもかかわらず、９０年においては、パレスチ

ナのアラファト議長が自分の国家の目的であるパ

レスチナの解放ではなく、イラクのクウェート侵略

に加担したことによって、外交的努力による発展

がすべて頓挫してしまった。このような二つの例

を考えますと、果たして暴力が解放になり、その裏

づけとしての多くのムスリムが感動するクルアーン

の章句が結果的に効果あったのでしょうか？サウ

ジアラビアなどの外交的努力によって、徐々にパ

レスチナが国際的地位を確保していった道筋の方

が、私には効果があったように思うのですが、そ

れについてのハナフィー先生のご意見をお伺いし

たいと思います。

【ハナフィー】 私はラテンアメリカで、抑圧の暴力

と解放のための暴力の違いを述べた解放の神学

者たちによる著作を多く紹介していました。抑圧

の暴力とはアメリカおよびアメリカ大企業が行使す

るもので、時に教会が加わる場合もあります。一

方、解放のための暴力は、外的抑圧だけでなく内

的抑圧からも自由になろうとする農民や労働者が

行使するものです。

こんな話をすると、まるで社会学者のようですね。

私の考えは啓典から得たものではありません。また、

今お話ししているのは、イスラームのことではなく、

政治社会学から見た暴力の応酬についてです。

私は暴力が解放の手段だとは言いません。しか

し、話し合いに行き詰まったり、平和的手段での

解放が困難な場合はどうなるのか。パレスチナ人

についてお話ししましょう。彼らはマドリード、オスロ、

ワイ・リバーへ行きました。また現在は、イスラエル

人に和平を訴えています。

アラブ側の提案を見てみましょう。占領地から撤

退し、１９６７年６月５日以前の状態が回復されるので

あれば、イスラエルとの完全和平に合意し、イスラ

エルを完全に承認し、国境を開放し、経済交流を

行い、外交官を派遣するというのです。ところがイ

スラエルはこの提案を拒否しています。ではもう一

度考えてみてください。歴史的な交渉が暗礁に乗

り上げた場合、どうすればいいのでしょう。その場

合、抑圧され占領された人々の合法的権利として

民族自決権を認めた国連憲章に従い、抵抗する

以外に道は残されていません。

ようやく二度目のキャンプ･デービッド和平会談

が開かれ、和平実現に向けてあと一歩というとこ

ろまでこぎつけました。ところが、道路や住宅につ

いて話し合いが行われたとたん、和平実現の悲

願はもろくも崩れ去ってしまいました。パッペ教授

もおっしゃった通り、彼らはまるで商売人のように

細かなことにこだわるばかりで、世界的視野に立

つこともなく、実質的議論を戦わせることありませ

んでした。彼らは、相互認識を目指して共に闘う

必要性があることや、この土地には二つの民族、

二つの文化、いや、グレナダやセビリア、コルドバ

と同じように、さまざまな民族や文化の共存が可

能であることを念頭に置いていなかったのです。

最後になりましたが、クルアーン、聖書、新約聖

書からの引用は控えさせていただきます。皆さん

が読みたいと思った時にお読みになればいいか

らです。どこをお読みになっても構いません。好

きな節を読み、気に入らない節、あまり役に立た

ない節は読まなくてもいいのです。人間の理解と

興味は常に啓典の分析によって正当化されてきま

したし、これからもそうでしょう。

しかし、事実の分析の方がはるかに重要です。

つまり、暴力の原因と根源を分析することで、現状

に変化をもたらし、平和的呼びかけでは現状は打

開できないと誤魔化すのをやめ、暴力を根絶する

ことが可能となるのです

【司会】 はい、どうぞ。
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【アブー・サムラ】 先ほどの私のコメントに対するご

質問にお答えしたいと思います。イブラヒーム・ザイ

ン教授を初めとする方々から、クルアーンについて

のご質問をいただきましたが、私の答えはイエスで

す。クルアーンは完璧たりえないと言いたかったの

です。クルアーンの社会的役割、女性および非ムス

リムに対する姿勢、思想の自由、宗教、信念の制

限、あるいはイスラームの排他性について、近代的

観点から検証した場合、これらは完璧であるとは言

いがたく、現代社会においては受け入れることが

できません。私たちはその事実を認め、批判的に

対処する必要があるのです。この意味でクルアーン

は完璧ではないと言えます。また、神学としてのイ

スラームの長い伝統に従えば、神のみが完璧であ

ると考えられます。クルアーンを含め、神の創造物

が神のように完璧であることは許されません。クル

アーンが完璧であるという考えは、クルアーン以降

の古典的神学から生まれたのです。クルアーンの

支配的な概念の由来を知るためには、このような

伝統を批判的に検証しなければなりません。実際、

すでに現代のアラブ・ムスリムの思想家はこうした

検証を行っています。

再検証は聖典および宗教的伝統に対する批判

的アプローチの一環として行われなければなりま

せん。繰り返しますが、これは他のコミュニティの要

求と関心ではなく、我々の今の要求と関心を満た

すために必要なのです。

ご清聴ありがとうございました。

【司会】 そちらのかたで１人ほどコメントか質問が

ございましたらお願いします。特に今まで発言をす

る機会がなかった方に、ぜひ機会を設けたいと思

います。それでは、アル･ルシュドさん。

【アル・ルシュド】 私はシリア人ですが、モスクワ

大学に在籍しています。

クルアーンの本文、つまり幾つかのクルアーンの

節には、戦争と平和について特に述べられたもの

があります。

私たちはクルアーン学に存在する重要な事柄を

配慮しなければなりません。

それは聖クルアーンの「アンナースィフ（破棄す

るもの）とアルマンスーフ（破棄されたもの）」という

学問が特に指し示している部分です。

聖クルアーンの中には「かれらに対して、あなた

の出来る限りの（武）力と、多くの繋いだ馬を備え

なさい」という節、またそれ以外の節があります。ま

た平和を呼びかける節も幾つかあります。

聖クルアーン学の「アンナースィフとアルマンス

ーフ」を特に扱った部分では次のように述べられ

ています。

同じ事柄に対して下されたクルアーンの節が幾

つかあり、その場合、先に下された幾つかの節は

アルマンスーフとなり、最後に下されたものがアン

ナースィフとなります。

そして啓示されたクルアーンの節、つまり先に下

された節と後に下された節に関する学問によると、

最後に下されたクルアーンの節はすべての宗教、

そして全人類との平和・共存・友好を呼びかけるも

のでした。

ここで選択肢は無くなります。

私たちは幾つかの平和に関する節を選び、あ

るいは戦争に関する節を選ぶことができるので

はありません。

戦争に関して特に述べられた節は平和に関して

特に述べられた節にによって、アルマンスーフ（不用

にされたもの）となったのです。

私たちはこのことに注意しなければなりません。

御静聴ありがとうございました。

【司会】 はい。最後にハナフィー先生がお答えしたい

とおっしゃるので、最後の発言としてお願いします。

【ハナフィー】 旧約聖書や新約聖書同様、クルア
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ーンにも明らかな矛盾が見られ、それを解決する

ための論理や法学が存在します。イエス･キリスト

は「平和ではなく、剣を与えるために来た」と言い

ながら、その一方で「汝の隣人を愛せ」とも言って

います。言葉のもつ曖昧さは、一般的原理と特殊

性、比喩と文字通りの意味、経典で用いられてい

る言葉の論理性と年代順の配列によって解消す

ることができますし、これらすべてが矛盾の解消

に役立つのです。

絶対主義的主張同士が対立するのは当然のこと

であって、アメリカ大統領とウサーマ・ビン・ラーディン

は共に絶対主義的主張の持ち主であり、これが対

話と相互理解を妨げる原因となっているのです。

たとえば、イスラームとは何かについて知りたい

としましょう。それは、良きユダヤ教徒、または良き

キリスト教徒のいずれかを自由に選択することで

す。クルアーンのある一節を翻訳してみますと、

「人を罰するのであれば、『目には目を、歯には歯を』

の同害報復法に従って罰せよ」という意味になりま

す。これは十戒にあたります。しかし、許したけれ

ば、それでもかまいません。これはキリストの教えで

す。ムスリムであることは、良きユダヤ教徒であっ

ても、良きキリスト教徒であってもいいのです。それ

こそ真のムスリムなのです。ここでは一神教につい

て議論していますので、何ら目新しい話ではありま

せんが、おそらくこれが、アブラハムの宗教の本質

――寛容、普遍的道徳律、相互認識、友好――に

ついての最終的な解釈と言えるでしょう。

【司会】 はい、どうもありがとうございました。

２日にわたりまして、一神教というお話を伺いまし

た。私自身が専門でもありませんし、なかなか理解

するのが難しいことが大変あったので、司会として

もまとめるのが不可能かと思います。ですが、１２か

国から２３人の外国のかたが来られ、しかも日本でも

普通の学会ではお会いすることのないようなかた

がたのお話を聞いたり、ディスカッションをしたりとい

う機会を得ましたことは、私自身にとっても非常に

希有な機会でありましたし、そこにＣＩＳＭＯＲのプロ

ジェクトの意義があるのかと思います。同じ宗教を

信仰するかたでも、もちろん解釈やらかかわり方が

いろいろ違うわけですし、それは極端に言えば、人

間がそれぞれ違うのと同じくらい違うものかもしれ

ません。本来宗教というものは平和を求めるもので

あり、しかし、それを人間がどう解釈するかによって

いろいろと問題が起こってくるようにも思います。最

後に森先生がアメリカの修正憲法第１条を引用し

て、アメリカの国内でいろいろな他宗教が平和的な

共存をしている実態をとらえ、これが本来アメリカ国

内だけでなく世界に広がっていくようなことになれ

ば、恐らく平和的共存ということが可能になるかも

しれないと言われましたが、これはリスクでなくプロ

ミスにしたいと私は希望しています。この問題はす

ぐに解決するわけではありませんし、解決してしま

ったら、このＣＩＳＭＯＲのプロジェクトは今日でおしま

いになってしまいます。あと４年ありますから、今日

出された問題はまだまだ解決しないほうがいいと

個人的に思っています。

特に個人的な感想を申し上げますと、ジハード

やホーリー・ウォー、ジャスト・ウォー、それから平和

そのものについても、あるいはテロリズムについて

も、こんなに多くの解釈がありうるということ自体が

問題の複雑さをえぐり出しているような気がいたし

ます。さらに、お互いにそういうことを知るということ

がまず一歩であると思いますし、そういうことから、

宗教的なことを抜きにしては語れないのかもしれま

せんが、国際社会に共通の制度化ということが可

能であれば、より一層平和的な共存に近づいたこ

とになるのではないかと思います。

これは好き嫌いもあると思いますが、たまたま今

日国連のコフィー・アナン事務総長が日本に来られ

て川口外務大臣や小泉首相とお話をする。日本は

国連の分担金を２０パーセント近くも出しているの

で、常任理事国にすべきであるという主張もあるよ
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9・１１以降の平和の模索 

国際ワークショップ第４セッション  

うですが、最初に森先生がおっしゃいましたように、

それからハナフィー先生が昨日おっしゃいましたよう

に、日本というこの場所で日本が中立というもの、そ

れからどこにも加担しないような形で、いわば公平

な、フェアーな仲介者という役割を果たせることを

期待したいと思います。

２日間、皆さんもお疲れだとは思いますが、これ

を機会にますます相互理解が深まり、よりよいプロ

ジェクトが進行すると同時に、これが対話の終わり

ではなく、むしろ始めにしていただきたいという希望

を持ちまして、司会者の不手際も謝罪し、終わりに

させていただきたいと思います。ご協力ありがとうご

ざいました。

森先生からこのワークショップを締めくくるに当た

り、ごあいさつがあります。

【森】 ２日間のシンポジウムとワークショップが終わ

りを迎えました。このインターナショナル・ワークショ

ップはＣＩＳＭＯＲの初めての国際会議で、皆様には

満足のいかない点もさまざまあったと思いますが、

どうぞお許し願いたいと思います。お一人お一人

の名前を挙げることはやめますが、プレゼンターの

皆さん、それからコメンテーターの皆さん、議論に参

加してくださいました参加者の皆さん、お一人お一

人に心から御礼を申し上げたいと思います。

このインターナショナル・ワークショップは初めての

機会ですので、これからどのように、これを発展さ

せていったらいいのか、皆さんの率直なご意見を

聞かせていただきたいと思います。さまざまな批判

点もお持ちであると思いますので、どうぞＥメール

で私あてにでも、あるいはＣＩＳＭＯＲの事務局あて

にでもお知らせ願えればと思います。来年はこの

インターナショナル・ワークショップを持つことはいた

しません。再来年、同じような形で持つのか、それ

とももう少し小さなグループで、あるいは２日間では

なく、もっと長い期間でやったほうがいいのか。こ

れから皆さんのご意見を聞きながら反省し、よりよ

い形に改めていきたいと思います。ここでお互い

知り合ったというこの貴重な財産を、これから未来

に向けて生かしていきたいと思います。本当に皆

さんのご協力、ありがとうございました。
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氏　名 所　　属 国籍 

HANAFI,Hassan Cairo University Egypt

SYAMSUDDIN, M.Din Indonesian Council of Ulama Indonesia

BORUJERDI, Ashraf Ministry of Interior of Iran Iran

PAPPE, Ilan Haifa University Israel

HASHIM, Shahrir Regional Islamic Dawah Council of SEA and the Pacific Malaysia

ZEIN, Ibrahim International Isramic University Malaysia Sudan

SVARTVIK, Jesper Lund University Sweden

KUFTARO, Salah Eddin The Sheikh Ahmad Kuftaro Foundation Syria

KING, Ursula University of Bristol U.K.

JOHNSON,James.T Rutgers University U.S.A.

JUERGENSMEYER,Mark University of  California,Santa Barbara U.S.A.

ABU BAKAR, Muhammad  International Isramic University Malaysia Indonesia

ALIZADEH, Abdol Reza  Tehran University Iran

NOVIS-DEUTSCH, Nurit  Hebrew University Israel

MOHD DAUD, Noor Amali International Isramic University Malaysia Malaysia

ABU SAMRA, Muhammad  David Yellin College of Education Palestine-Israel

AL ROSHD, Khalid  Moscow State University Russia

BUSH, William  University of Vienna U.S.A.

EASTVOLD, Jonathan  Princeton University U.S.A.

MURGUIA, Salvador  University of  California,Santa Barbara U.S.A.

MURRAY,Garen  Graduate Theological Union U.S.A.

RHODES,Howard  Princeton University U.S.A.

TAPPER, Aaron  University of  California,Santa Barbara U.S.A.

国際ワークショップ　海外参加者一覧 

研究者 

氏　名 所　　属 国籍 

学生 

国際ワークショップ
海外参加者一覧
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氏　名 所　　属 

執筆者一覧 

２００３年度 
執筆者一覧 

マルシア・ビューチャンプ　BEAUCHAMP, Marcia  

アシュラフ・ボルージェルディー　BORUJERDI, Ashraf 

土井利忠　DOI, Toshitada 

ハサン・ハナフィー　HANAFI, Hassan 

伊奈久喜　INA, Hisayoshi 

石川　卓　ISHIKAWA, Taku 

板垣雄三　ITAGAKI, Yuzo 

ジェイムズ・ターナー・ジョンソン　JOHNSON, James T. 

マーク・ユルゲンスマイヤー　JUERGENSMEYER, Mark 

鎌田　繁　KAMADA, Shigeru 

加藤　隆　KATO, Takashi 

アーシュラ・キング　KING, Ursula 

小原克博　KOHARA, Katsuhiro 

サッラーフッディーン・クフタロウ　KUFTARO, Salah Eddin 

宮坂直史　MIYASAKA, Naofumi 

森　孝一　MORI, Koichi 

村田晃嗣　MURATA, Koji 

中田　考　NAKATA, Ko 

イラン・パッペ　PAPPE, Ilan 

ペーター・シュタインアッカー　STEINACKER, Peter 

ムハンマド・ディーン・シャムスッディーン　SYAMSUDDIN, M. Din 

月本昭男　TSUKIMOTO, Akio 

内田優香　UCHIDA, Yuka 

臼杵　陽　USUKI, Akira 

山口　昇　YAMAGUCHI, Noboru

アメリカ宗教学会 

イラン内務省 

ソニー株式会社 

カイロ大学 

日本経済新聞 

東洋英和女学院大学 

東京大学（名誉教授） 

ラトガース大学 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校 

東京大学 

千葉大学 

ブリストル大学（名誉教授） 

同志社大学 

シャイフ・アフマド・クフタロウ財団 

防衛大学校

同志社大学 

同志社大学 

同志社大学 

ハイファ大学 

ヘッセン－ナッサウ福音主義教会 

インドネシア・ウラマー評議会 

立教大学 

民主党政策調査会 

国立民族学博物館 

陸上自衛隊研究本部 

 アルファベット順 
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氏　名 所　　属 専門分野 

森　　孝一（センター長） 同志社大学大学院神学研究科・教授 アメリカ宗教史 

小原　克博（幹事） 同志社大学大学院神学研究科・助教授 キリスト教思想 

石川　　立 同志社大学神学部神学科・助教授 新約聖書学 

越後屋　朗 同志社大学大学院神学研究科・教授 ヘブライ語聖書学 

中田　　考（幹事） 同志社大学大学院神学研究科・教授 イスラーム政治思想 

四戸　潤弥 同志社大学大学院神学研究科・教授 イスラーム法 

富田　健次 同志社大学大学院神学研究科・教授 現代イラン研究 

アダ・コヘン 同志社大学研究開発推進機構・客員フェロー ユダヤ教研究 

中山　善樹 同志社大学大学院文学研究科・教授 中世キリスト教神学 

村田　晃嗣（幹事） 同志社大学大学院法学研究科・助教授 国際関係論 

山本　雅昭 同志社大学言語文化教育研究センター・教授 ユダヤ文学 

バーバラ・ジクムンド 同志社大学大学院アメリカ研究科・教授 アメリカ宗教史 

細谷　正宏 同志社大学大学院アメリカ研究科・教授 安全保障論 

臼杵　　陽 同志社大学研究開発推進機構・客員フェロー 
（国立民族学博物館地域研究企画交流センター・教授） 

中東地域研究 

廣岡　正久 同志社大学研究開発推進機構・客員フェロー 
（京都産業大学大学院法学研究科・教授） 

ロシアの政治と宗教 

三浦　伸夫 同志社大学研究開発推進機構・客員フェロー 
（神戸大学大学院総合人間科学研究科・教授） 

科学史 

田原　　牧 同志社大学研究開発推進機構・客員フェロー 
（東京新聞特別報道部記者） 

イスラーム地域研究 

２００３年度 
事業推進担当者一覧 

２００３年度 
事業推進担当者一覧 
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氏　名 所　　属 専門分野 

芦名　定道 京都大学大学院文学研究科・助教授 キリスト教学 

深井　智朗 聖学院大学総合研究所・助教授 組織神学 

市川　　裕 東京大学大学院人文社会系研究科・助教授 宗教史学・ユダヤ教 

鎌田　　繁 東京大学東洋文化研究所・教授 イスラーム思想 

加藤　　隆 千葉大学文学部・助教授 新約聖書学 

勝又　悦子 ヘブライ大学ヘブライ文学部・博士課程 ユダヤ学 

勝又　直也 日本学術振興会特別研究員 中世ヘブライ文学 

小林　春夫 東京学芸大学教育学部・助教授 イスラーム哲学 

栗林　輝夫 関西学院大学法学部・教授 組織神学 

中村　信博 同志社女子大学学芸学部・教授 宗教学・旧約聖書学 

中沢　新一 中央大学総合政策学部・教授 宗教学 

奥田　　敦 慶応義塾大学総合政策学部・助教授 イスラーム法 

澤井　義次 天理大学人間学部・教授 宗教学・インド学 

アルファベット順 

塩尻　和子 筑波大学哲学・思想学系・助教授 イスラーム思想 

手島　勲矢 大阪産業大学人間環境学部・助教授 聖書学・ユダヤ思想 

東長　　靖 京都大学大学院ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ地域研究研究科・助教授 ユダヤ思想・イスラーム思想
・スーフィズム 

鳥巣　義文 南山大学人文学部・教授 組織神学 

月本　昭男 立教大学文学部・教授 ヘブライ語聖書学 

２００３年度 
部門研究１ 「一神教の再考と文明の対話」研究会　共同研究員一覧 

２００３年度 
共同研究員一覧 
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氏　名 所　　属 専門分野 

伊奈　久喜 日本経済新聞論説委員 国際関係・外交政策 

石川　　卓 東洋英和女学院大学国際社会学部・助教授 国際政治学・安全保障論 

北澤　義之 京都産業大学外国語学部・助教授 国際関係・中東地域研究 

松永　泰行 日本大学国際関係学部・助教授 国際政治・イラン 

見市　　建 京都大学東南アジア研究センター 
（日本学術振興会特別研究員） 

政治学・インドネシア 

村山　裕三 大阪外国語大学外国語学部・教授 経済安全保障 

中村　　覚 神戸大学国際文化学部・助教授 国際政治・サウジアラビア 

中西　　寛 京都大学大学院法学研究科・教授 国際政治学 

小川　　忠 国際交流基金・企画課長 国際文化交流政策・ 
現代アジア文化 

内田　優香 民主党政策調査会・副主査 米国の対中東政策 

山口　　昇 陸上自衛隊研究本部・総合研究部長（陸将補） 安全保障問題 

アルファベット順 

宮坂　直史 防衛大学校国際関係学科・助教授 国際政治学 

２００３年度 
部門研究２「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会　共同研究員一覧 

２００３年度 
共同研究員一覧 
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シンポジウム「イラク戦争の深層を探る」　 
会場：同志社大学　今出川キャンパス 
講演：村田 晃嗣（同志社大学）「ブッシュ外交の深層」 
 森 孝一（同志社大学）「宗教国家アメリカの深層」 
 中田 考（同志社大学）「イスラーム連帯とジハードの深層」 
パネルディスカッション 
 
公開講演会　 
会場：同志社大学　今出川キャンパス 
講演：ペーター・シュタインアッカー（ヘッセン―ナッサウ福音主義教会監督） 
 「ユダヤ人・キリスト者・ムスリム―対話と対決における一神教諸宗教」 
コメンテーター：中田 考（同志社大学） 
 
設立記念講演会「日本の精神性と一神教世界」　 
会場：同志社大学　今出川キャンパス 
講演：土井 利忠（ソニー株式会社）「社会の進化と宗教性」 
 板垣 雄三（東京大学名誉教授）「日本人のイスラーム観―一神教とは肌が合わないか」 
 
部門研究１「一神教の再考と文明の対話」２００３年度第１回研究会　 
会場：同志社大学　今出川キャンパス 
講演：月本 昭男（立教大学）「古代イスラエル唯一神教の成立とその逆説的特質」 
コメンテーター：越後屋 朗（同志社大学） 
 
部門研究２「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」２００３年度第１回研究会 
会場：同志社大学 東京オフィス 
講演：村田 晃嗣（同志社大学）「アメリカ外交の歴史的潮流」 
 山口 昇（陸上自衛隊研究本部）「ブッシュ政権の軍事戦略」 
コメンテーター：田原 牧（東京新聞）、中田 考（同志社大学） 
 
 
部門研究２　２００３年度第２回研究会 
会場：同志社大学 今出川キャンパス 
講演：宮坂 直史（防衛大学校）「国際テロリズムとその対策」 
 石川 卓（東洋英和女学院大学）「大量破壊兵器の拡散問題について」 
コメンテーター：中西 寛（京都大学）、松永 泰行（日本大学） 
 
公開講演会「アメリカの公教育と宗教」 
会場：同志社大学 今出川キャンパス 
講演：マルシア・ビューチャンプ（アメリカ宗教学会「公立学校における宗教」研究部会座長） 
 「アメリカの公教育と宗教ー「戦場」を「共通の基盤」に変えるためにー」 
コメンテーター：森 孝一（同志社大学） 
 
部門研究１　２００３年度第２回研究会 
会場：同志社大学 東京アカデミー 
講演：加藤 隆（千葉大学）「キリスト教と一神教の成立」 
コメンテーター：小原 克博（同志社大学） 
 

平成１５年 
５月１０日 

１０月２日 

１０月１１日 

１２月６日 

１２月２０日 

平成１６年 

１月１７日 

１月２４日 

１月１０日 

２００３年度  活動報告 

２００３年度活動報告 
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CISMOR国際ワークショップ２００４ 「宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答」 
会場：同志社大学 今出川キャンパス、ウェスティン都ホテル京都 

２月２０日 
２１日 

３月６日 

３月６日 

３月１８日 

３月２９日 

第1セッション　公開シンポジウム「宗教における戦争と暴力：一神教世界からの応答」 
司会：小原 克博（同志社大学） 
講演：マーク・ユルゲンスマイヤー(カリフォルニア大学 サンタバーバラ校) 「なぜ今、宗教的脅威なのか？」 
 サッラーフッディーン・クフタロウ（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団） 「イスラームにおける戦争と暴力の否定」 
 臼杵 陽(国立民族学博物館) 「聖地における戦争と暴力ーある日本人の見たエルサレム」 
コメンテーター：バーバラ・ジクムンド（同志社大学）、澤井 義次（天理大学） 

第2セッション　ワークショップ「イスラームと戦争・暴力」 司会：塩尻 和子（筑波大学） 
発表：中田 考(同志社大学)「『戦争/暴力を拒否する』とは何を意味するか？　－イスラーム的ディスコースの枠組」 
 ムハンマド・ディーン・シャムスッディーン(インドネシア・ウラマー評議会)「一人のムスリムから見た戦争と暴力」 
 アシュラフ・ボルージェルディー（イラン内務省） 「イスラーム法の観点からみた戦争と平和」 
コメンテーター：ヤスパー・スヴァートヴィック（ルンド大学 神学・宗教学研究センター） 
 ハーシム・シャフリール（東南アジア太平洋地域イスラーム・ダーワ評議会） 
 富田 健次（同志社大学）、越後屋 朗（同志社大学） 

第3セッション　ワークショップ「キリスト教と戦争・暴力」 司会：森 孝一（同志社大学） 
発表：ジェイムズ・ターナー・ジョンソン(ラトガース大学) 「研究史と今日の論争における正戦論」 
 アーシュラ・キング(ブリストル大学) 「キリスト教、暴力そして平和の追求」 
 小原 克博(同志社大学) 「平和主義と正戦論の衝突－日本およびキリスト教の視点から」 
コメンテーター：ヌリット・ノヴィス‐ドイッチュ（ヘブライ大学） 
 イブラヒーム・ザイン（マレーシア国際イスラーム大学） 
 田原 牧（東京新聞）、深井 智朗（聖学院大学） 

第４セッション　ワークショップ「9.11以降の平和の模索」 司会：細谷 正宏（同志社大学） 
発表：ハサン・ハナフィー（カイロ大学） 「イスラームはリスクか希望か？」 
 イラン・パッペ(ハイファ大学) 「イスラエル－パレスチナ紛争において見えるもの、見えないもの」 
 森 孝一(同志社大学) 「アメリカはアメリカ原理主義を克服できるのか？」 
コメンテーター：サッラーフッディーン・クフタロウ（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団） 
 マーク・ユルゲンスマイヤー(カリフォルニア大学 サンタバーバラ校) 
 村田 晃嗣（同志社大学）、内田 優香（民主党政策調査会） 

エクスカーション 

部門研究１　２００３年度第３回研究会　 
会場：同志社大学 今出川キャンパス 
講演：鎌田 繁（東京大学）「イスラームと一神教の展開」 
コメンテーター：中田 考（同志社大学） 
 
部門研究２　２００３年度第３回研究会　 
会場：同志社大学 東京アカデミー 
講演：内田 優香（民主党政策調査会）「米国の対中東政策」 
 伊奈 久喜（日本経済新聞）「米国の政策コミュニティ」 
コメンテーター：臼杵 陽（国立民族学博物館）、森 孝一（同志社大学） 
 
特定研究プロジェクト「イラン・イスラーム体制における西欧理解」第１回研究会　 
会場：同志社大学 今出川キャンパス 
発表：モフセン・キャディーヴァル（タルビアト・モダッレス（教師養成）大学）「法学者と政治」 
コメンテーター：富田 健次（同志社大学）、松永 泰行（日本大学）、中田 考（同志社大学） 
 
公開講演会「シリアにおける教育と宗教」　 
会場：同志社大学 今出川キャンパス 
講演：サッラーフッディーン・クフタロウ（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団）「シリアにおける教育と宗教」 
コメンテーター：中田 考（同志社大学） 

２０日 

２１日 

２２日 

２００３年度活動報告 
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